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5 求職者支援法の検討1 （うち平成22年10月22日内閣法制局説明資料）
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7 求職者支援法の検討1 （うち平成22年11月2日内閣法制局説明資料）

8 求職者支援法の検討1 （うち平成22年11月5日内閣法制局説明資料）

9 求職者支援法の検討1 （うち平成22年11月9日内閣法制局説明資料）

10 求職者支援法の検討1 （うち平成22年11月11日内閣法制局説明資料）

11 求職者支援法の検討1 （うち平成22年11月15日内閣法制局説明資料）

12 求職者支援法の検討1 （うち平成22年11月18日内閣法制局説明資料）

13 求職者支援法の検討1 （うち平成22年11月18日内閣法制局説明資料）

14 求職者支援法の検討1 （うち平成22年11月22日内閣法制局説明資料）

15 求職者支援法の検討1 （うち平成22年11月26日内閣法制局説明資料）

16 求職者支援法の検討1 （うち平成22年11月26日内閣法制局説明資料）

17 求職者支援法の検討1 （うち平成22年12月1日内閣法制局説明資料）

18 求職者支援法の検討1 （うち平成22年12月3日内閣法制局説明資料）

19 求職者支援法の検討1 （うち平成22年12月6日内閣法制局説明資料）

20 求職者支援法の検討1 （うち平成22年12月7日内閣法制局説明資料）
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1．趣旨･目的1．趣白・日ロリ

○雇用保険を受給できない求職者であって、労働の意思及び能力を有するものに対し、そ
の就職の促進のために必要な職業能力を高めるための訓練を受講する機会を確保するとと
もに、一定の要件を満たす場合には､訓練期間中の生活の安定に資するための給付金を支
給すること等により、これらの求職者の就職の促進を図る。

2.給付の対象となる訓練’●

○を鬘潔職簾囎 労働大臣の”，擦急き縮
襄難贄鯆蝿撰窺瀞童雛毫鑿篭認塞霊蕊
○新訓練は、コミュニケーション能力等を含め潅基礎的能狗から実践的能力〃怖与を実施。
○訓練コースは、政府の新成長戦略等に潤ける成長分野や地域⑳壷業動向一求人ニーズを
踏まえて設定。

○新訓練は、民間教育訓練機関の創意工泰や桑載なアイデアを尊重。

3.新訓練の対象者
壹甫葆蔭差薑語壱罰r珠職者であっ職就職翫急ためI醗訓線による職業龍尤!"向上が必
と認められる者であり､かつ､労働の意思及び能蒻を有す鮎認ぬられるもの｡‘迄迄L4訓鐘隆

○

※「雇用保険を受給できない求職者｣は､具体的には以下のとおり。
①雇用保険の受給終了者
②雇用保険の適用がなかった又は受給資格要件を満たさなかったことから雇用保険を受給できない者(③､④を除く）
③自営廃業者
④その他(学卒未就職者等の就業実績のない者等）



エー

4.新訓練の受講｡

ー

O公共職業安定所におけるキャリア，ｺﾝｻﾙﾃｨﾝグを通じ､労働の意思及t朧迦を有し､就職
の促進のために訓練が必要であるかを適切に判断の上､受講をあっせんずる・
○訓練の受講費用は無料とし､訓練実施機関に対して奨励金を支給する。

5.給付金の支給

○公共職業安定所長の受講あっせんを受けて訓練を受講している者が以下の要件を満たしてい
る場合に､訓練期間中に給付金を支給する。
①個人の年収が200万円以下であること
②世帯全体の年収が300万円以下であること
③世帯全体の金融資産が4oO万円以下であること （現行は800万円以下）
④言l “にへて こと む

ｰ I ■画二上で 聖が8割以上であること
動くあって欠屑得ない蓬 烏合にI：

※
※

6.給付金の額

○1か月当たり10万円

雛…龍篝鮒…
地域による額の変更の必要性について検討中

けること

※ が､住帯で複数人が受11こ卜

や2人目以降の給付額を減額すること)の必要性について検討中）
※
※
○
訓練が月の途中で終わる場合等は10万円を月の日数で割り戻して端数処理を行う

pUJ： 握

-LZ貸付L－
O単身者:上限5万円
○就職した場合には、就職した場合には､

(現行は上限8万円）眼10万FI』1－図
●
●0｡

半額の返済を免除
※単身者か被扶養者を有する者かを問わず給付額を月10万円とすることに伴い､融資の上限額を一部変更

一
一



S.給付期間

間)の範囲内の計雨 寺

■町０

ー■■■

日錨○
○
て

II練期間醐(最大!2窪間I)につい
支給

ング期間）
※不正受給や訓練修了後の職業紹介を拒否した堀合のペナルティの仕組みについて検討中、

g.就職につなげるための取組●

○
○
M||練受認 雪を確実に 読職に結びっI手るため 旦当者制によ

奨励金、

に対して訓練成果を向上させるようなｲﾝｾﾝﾃｲブを付与

実施主体10.

｡’国(本省､労働局､ハローワーク)において実施
※労働局に訓練の計画的実施､訓練実施機関に対する奨励金の支給などを担当する新たな組織を設置するための要求を行う。

、訓練実施機関の開拓･指導等の業務については､(独)雇用･能力開発機構(見直し後は高齢・
障害者｡求職者雇用支援機構)に行わせる。

11．施行日

○平成23年度中
※求職者支援制度の施行日までは基金事業の残額で対応(不足する場合は増額)し､基金事業から求職者支援制度に切れ目なく移行。

財源12．

○全額一般会計で要求(平電度!ぺ－裏で恩○○○～a胴副意円程度）

■

ｰ 壷
■
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給赫期間〃'識這について

(一定の給付制限期間等を設ける趣旨について）
、求職者支援制度においては、最初の訓練の開始日から3年間（受給可能期間）の範囲
内の訓練期間中（最大2年間）について給付金を支給するとともに、循環的な受給を防
止するため、受給可能期間終了後3年間のクーリング期間を設けることで、最初の訓練
の開始日から6年を経過しない者には給付金を支給しないこととしている。

○これは、給付期間に上限を設け、受給可能期間経過後に給付を受給できない期間（ク
ーリング期間）を設けることで、給付の継続的、循環的な受給を防止するとともに受講
生の慎重な訓練選択と熱心な訓練受講を促し、受講生の早期就職意欲を喚起することと
しているものである。

（給付期間の上限を2年とすることについて）
○給付期間の上限については、

①雇用保険法施行令第3条において訓練延長給付の最長期間が2年とされていること
②実際に設定されている公共職業訓練の最長期間が2年となっていること
を踏まえ、2年とすることとしている。

（受給可能期間を3年とすることについて）
○受給可能期間については、

①訓練を連続受講する場合に、最初の訓練終了から次の訓練開始までの一定の待機期
間が生じることが考えられることから、給付期間より受給可能期間を長く設定すること
が適当であること

②最初の訓練終了から次の訓練開始までの待機期間の平均は､サンプル調査によれば最
長180日となっていること

等を踏まえ、3年とすることとしている。

(クーリング期間を3年とし､最初の訓練の開始日から6年を経過しない者には給付を支給
しないこととすることについて）

○クーリング期間の設定については、パートタイム労働者の平均継続就業期間が6年で
あることを踏まえ、本制度の給付を受給しながら訓練を受け短期間で就職した者に期待
される就業期間を6年として、クーリング期間を3年、最初の訓練の開始日から6年を
経過しない者には給付を支給しないこととしている。
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新訓練の性質（公共職業訓練との相違）

1．対象者について

○公共職業訓練は、職業能力開発促進法（昭和44年法律第64号。以下「能開法」と

いう｡）第96条及び雇用保険法（昭和49年法律第116号）第63条において、雇用

保険被保険者等に関する雇用保険二事業のうち能力開発事業として行う旨規定されてお

り、＝定程度就業経験趣あり、基礎的な能力を有する雇用保険受給資狢者が主な対象と

して想定されている。

一方、求職者支援制度上の職業訓練（以下「新訓練」という｡）においては、非正規労

働者や長期失業者等、職業能力形成の機会に恵まれなかった雇用保険非受給者を対象と

することとしている。

2．訓練受講により習得を目指す能力について

O能開法においては公共職業訓練のねらいを、

・ 段階的かつ体系的に職業に必要な技能及びこれに関する知識の習得

・ 職業を転換しようとする労働者等に対する迅速かつ効果的な職業訓練の実施

としている（能開法第15条の6第1項及び第3項)。

また、公共職業訓練の内容については、 職業訓練①水薬①維持向上のために、厚生労

働省令において訓繊讓程ごとに教科、 訓練時間､設備等について定められた基準に従う

ものとされている（能開法第19条)。

○求職者支援制度においては、主に雇用保険が受給できない者のための職業訓練機会を

拡充するために新訓練を創設することとしているが、当該新訓練の内容については、同

制度の主な対象である職業能力形成に恵まれなかった者の再就職を図るため、公共職業

訓練と比較して基礎的な能力及び就業が可能となる実践的能力を付与するものとしてい

る。

3．訓練の態様について

○公共職業訓練は、

、 公共職業能力開発施設の行う普通職業訓練又は高度職業訓練（能開法第20条）

及び

。 職業能力の開発及び向上について適切と認められる他の施設により行われるもの(い

わゆる委託訓練。能開法第15条の6第3項）

であるところ、求職者支援制度における新訓練については、能力レベルが多様な求職者に

対し、民間教育訓練機関の創意工夫を生かし、迅速に訓練を設定するため、民間教育訓練

機関の作成した訓練計画を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機 P厚生労働（

大臣との関係について、現在整理中｡）が認定するという形態をとることとしている。
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給付要件を「個人給付要件十世帯年収要件」とすることについて

○本制度は、雇用保険を受給できない求職者個人に対して、就職の促進のた
めに必要な訓練と訓練期間中の生活を支援するための給付を支給する制度で
あることから、本給付による支援の必要性の判断については個人に着目する
こととしつつ、当該個人について世帯による支援が期待できるか否かまで含
めて判断することとする。

○その際、本給付は強制保険によらずに行う「訓練期間中の生活を支援する
ための給付」であり、また、従前の稼得収入がなくなったことに備えること
を主目的とするものではないことから、十分な所得がある者に対しては給付
を行う必要はなく、一定の所得制限をかけることとする。戸

○なお、資産については、

①通常の生活費に充てることのみが想定されているわけではない貯蓄等の
金融資産や土地・建物の一定程度の活用まで給付要件とすることは．
。 かえって訓練受講後の生活設計を困難にしかねないこと（金融資産)、
、 活用に一定の時間等の制約もあり現実的でない場合があること（土地．
建物）

。 求める困窮の度合いが高く、生活保護に陥ることなく労働市場に復帰さ
せるという本制度の趣旨にそぐわないこと（金融資産、土地。建物）
から、適当でないこと

②また、貯蓄等の金融資産や土地。建物要件については、
、 要件に該当しているか否かの確認に相当な行政コストを必要とするため
申請段階でIま自己申告に頼らざるを得ないこと

・ 詳細かつ明確な要件設定を行うことは困難、かつ、無用に制度を複雑化
するおそれがあること

から、制度の運用（安定的に大量処理）面も考慮すれば、あえて要件とする
必要性は低いこと

③さらに､貯蓄等の金融資産や土地･建物要件については､他の給付制度(生
活保護を除く）においても要件として設けている例は見あたらないこと
から、要件としては設定しないこととする。

○以上を踏まえ、本給付の給付要件は、 「個人年収要件十世帯年収要件」とす
ることとする。



以上を整理すると以下のとおりg二○
新訓練’公共職業訓練

F

■■ⅡⅡ■■

雇用保険受給資格のない求職者
（就業経験のない者、非正規労働を反

復していた者､過去に正規就業してい
たものの失業が長期化している者等

であって、基礎的能力の習得が必要｡）

主に雇用係険受給資格を有する求
職者

（一定の就業経験があり、既に基礎的
能力を有する｡）

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

０

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

１

ｌ

ｌ

Ｉ

０

１

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

ｌ

対象者

－■

就職に必要な基礎的能力及び実践
的能力

一

再就職に必要な技能及び知識訓練受講
により習

得を目指
す能力

民間教育訓練機関が実施する訓練
について、その申請に基づき独立

行政法人高齢・障害・求職者雇用
支援機構(P)が認定。

(及びその公共職業能力開発施設（及びそ（

委託を受けた民間教育訓練機㈲
において実施。螺’ ｜

’’
|

（



給付の性格及び給付額を定額10万円とすることについ､で

（給付金の性格について）

○求職者支援制度における給付金の性格については、

①求職者の就職の促進を図るという本制度の趣旨に鑑みれば､就労意欲を阻害しかねな

い「最低生活を保障するための給付」との位置づけは適当ではないこと

②訓練受講中に給付を行うことによって訓練を受講しての求職活動を容易にし､就職を

促進することが目的であること

から、当該給付は「訓練期間中の生活を支援するための給付」とする。

(給付額を定額とすることについて）

本給付は、

①「訓練期間中の生活を支援するための給付｣であり生活費の援助を行うものであるが､生活に

必要な額は世帯の人数等多様な要因によって異なるところ､こうした要因については別途整備

する貸付制度により対応することとしていること

②自ら保険料を拠出することにより従前の稼得収入がなくなることへの備えを行う雇用保険と異

なり､｢訓練期間中の生活を支援するための給付｣を強制保険によらない形で支給するものであ

ること

から､定額とすることとしている。

(給付額を10万円とすることについて）

給付額については、

①いずれも求職期間中に職業訓練を受ける制度という観点から、公共職業訓練を受講する

雇用保険受給者の給付額（※1）とのバランスを考慮する必要がある一方、拠出制の雇用

保険の受給者より給付を手厚くすることは、雇用保険に加入しない（＝就労しない）とい

うモラルハザードを招きかねないこと

②フルタイムで働いた場合の賃金（※､2）よりも給付を手厚くすることは、就労しないと

いうモラルハザードを招きかねないこと

③本給付の位置づけが「訓練期間中の生活を支援するための給付」であることから、制度

的には生活するに当たっての本人の自助を求めるものであること

から､月額10万円とすることとしている。

※1 730円（平成22年度最低賃金の加重平均）×8時間×5日（労働日数）÷7日(1週間）

＝4171円

4171円（賃金日額） ×0. 8(給付率)=3337円

3337円（基本手当日額）×30日+500円（受講手当）×22B=111110円

※2 730円×173. 8時間(40時間/週×52． 14週/年÷12か月）労働×0. 859 ('税・社会保険料を控

除)=108985円



新訓練の対象者の範囲

き=襄篝蕊鰈漂壽誌設される職業訓練（以下「新訓練」世い'九》の受講
という制度の趣旨に照らす輩、当該者が対象者としては、早期の就職の実現という制度の趣百'二賑毎iﾂ琴-，ョ認官〃，

。 公共職業安定所に出頭し、求職の申込みを行っているこ堂‘
・ 労働の意思及び能力を有していること
が必要。

※労働の意思を有しない例としては、妊娠、介護等のため退職した者や、公共職業安定所が不
適当と認める求職条件への希望を固執する者等が挙げられる。

． また、労働の能力を有しない例としては、老齢に伴う体力低下の著しい者、家事．家業。学
業等の都合により、他の職業に就き得ない者等が挙げられる。

とが適当な属悩こついて
2．
－

ての求職者支援制度の趣旨にか

とおり、新訓練の対象外とする
ネット」とし

てIま‐以下の
○上記の求職者のうち、『第2のセーフテイネツ
んがみ、次のいずれかに該当する者については、
ことが適当。

①雇用保険被保険者
②雇用保険受給資格者
③65歳以上の高年齢者

（雇蠅抵医隆童E2L正上
○雇用保険被保険者は、適用事業所の事業主に雇用されている在職者であり、『第1のセ
ーフティネット」である雇用保険制度による保障を受ける者であることから、本制度が
想定している求職者には該当せず、求職者支援制度の対象としない。
○これらの者については、雇用保険法〈昭和49年法律第116号）に基づく教育訓練給付
や､同法上の能力開発事業の活用を通じて､職業能力の開発及び向上を図ることが適当。
些雇里姪隆逵上里量趙童掻宣について）
○雇用保険法上の基本手当等の受給資格を有する者については、雇用保険法上の能力開
発事業として実施される公共職業訓練を受講することにより、就職に必要な技能及び知
識を習得することが適当であることから､原則として､求職者支援制度の対象としない。
些亜_壷塁上璽宣笠遁EZzKl一
○65歳以上の高年齢者については、新たに職業訓練を受講することによる技能の習得が
再就職に結びつく蓋然性が、他の年齢層の求職者と比較して低いものと考えられる。
○また､雇用保険においては､65歳以上の高年齢者については制度の対象としておらず、
これに該当する求職者は、当初から第1のセーフティネットの対象外となることから、
臺茄毛こう二才象外から第,のｾｰﾌﾃｨﾈﾂ崎唾1=if毎雷雲誕挫。
○このため、65歳以上の高年齢者については、求職者支援制度の職業訓練の対象としな
いことが適当。





給付額を定額とする理由について

O求職者支援制度における給付は､給付を受ける者の属性、当該者の離職前賃金等に関わ
らず、一定額を支給することとしている。

Oこれは、以下の理由によるものである。

①本制度は、自ら保険料を拠出することにより従前の稼得収入がなくなることへの備
えを行う雇用保険制度と異なり、「訓練期間中の生活を支援するための給付」を強制保
険によらない形で支給するものであること

②本制度の対象者として想定している非正規労働者、長期失業者、就業経験がない者
等は、そもそも離職前賃金がない、離職前賃金が相当程度過去のものとなる等の理由
から、雇用保険制度のようにこれを基礎として個々人に応じた給付額を設定すること
が困難であること

③ 「訓練期間中の生活を支援するための給付」であり生活費の援助を行うものである
が、生活に必要な額は世帯の人数等多様な要因によって異なるところ、こうした要因
については別途整備する貸付制度により対応することとしていること

I

ｄ
４
ｔ
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給付期間等の給付制限を設けることの合理性について

○求職者支援制度においては､最初の訓練の開始から3年間（受給可能期間）の範囲内の
訓練期間中（最大2年間）について給付金を支給するとともに、受給可能期間終了後3年
間のクーリング期間を設けることで､最初の訓練の開始日から6年を経過しない者には給
付金を支給しないこととしている。

Oこの点､雇用保険を受給できない者に対して､訓練の受講機会を確保するとともに、そ
の間の給付を行うことにより、これらの求職者の就職の促進を図るという本制度の趣旨．
目的にかんがみれば、際限なく訓練を受講でき、又は、給付を受給することができること
とすることは､求職者の早期就職意欲の喚起を阻害するおそれがあることから、必ずしも
適当でない。

Oこのため､給付期間に上限を設け､受給可能期間経過後に給付金を受給できない期間(ク
． ‘、.再函函、圭誕!+丞一ルルLでいるものであり、制度の趣旨?目的を達成するため必一リング期間）を設けることとしているものであり、制度α
亜暴,i,胴の制阻として、一定の合理性があるものと考える。要最小限の制限として、
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給付要件の考え方について

讓瀧 鑿 菫撫霞 藍榮議
による支援の必要性の判断については個人に着目することとしつつ､当該個人について
世帯による支援が期待できるか否かまで含めて判断することとする。

oその際､本給付は強制保険によらずに行う『訓練期間中の生活を支援するための給付」
で謡謹警嚇襄轆源壗乏義瞳慧壼皇宇鰯撫藍
ないことから､十分な所得芯ある者に対してiま給付を行う必要はなく、一定の所得制限′‐
をかける､こととする。

Oなお、資産については、
①,通常の生活費に充筵る=とのみが想定さ錐ているわげではない貯蓄鐸の記入資産
や圭地.建物の一定程度の活用まで給付要存とすることは、
？±雲潔縮菫霊お里簔謁臺雲睡寵望患雲霜
・ 活用に一定の時間等の制約もあり現実的でない堪合があること（土地･建物）
． 求める困窮の度合いが高く､生活保劉皇陥ることなく労働市場に復帰させるとい
う本制度の趣旨にそぐわないこと(金融資麗土地｡建物）
がら、適当でないこと

②また、貯金等の金融嚢産や土地･建物要件についでは､
・ 要件に該当し竜いるか否かの確認に相当な行政ｺｽﾄを必要とするため申請段階
では匿己申告I譲らざるを得ないこと
･ 詳細かつ明確な要件設定を行うことは困難､かつ、無用に制度を複雑化するおそ
れがあること

から、制度の運用（安定的に大量処理）面も考慮すれば、あえて要件とする必要性は
③さらに、貯蓄等の金融資産や土地・建物要件については、他の給付制度（生活保護
低いこと

を除く｡）においても要件として設定している例は見あたらないこと
から、要件としては設定しないこととする。

○以上を踏まえ、本給付の給付要件は、 「個人年収要件十世帯年収要件」とすることと
する。

I
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（1）個人年収要件

①額の設定

平成21年賃金構造基本統計調査における非正規労働者（｢正社員・正職員以外｣）
の所定内給与額の第1 ・四分位数が144． 9千円であることを踏まえ、年収180万円以下に設定。 （※）

※ 144． 9（千円） （平成21年賃金構造基本統計調査における「正社員・正職
員以外｣の労働者の所定内給与額の第1・四分位数）×12か月＝1738． 8（千円）

グー､

I 、

②年収の範囲

本制度の目的が、雇用保険を受給できない求職者個人に対して就職の促進のために
必要な訓練と訓練期間中の生活を支援するための給付を支給することで、定期的に勤
労所得を得る属とを可能とする;ことであることを踏まえ､個人年収の範囲は、直近の｢勤労所得』のみを対象とする。

③年収の算出方法

本制度は､基本的に失業状態にある者を想定していることから、 （就職していたこ
とが想定される）過去一定期間の収:入ではなく、より直近の収入をペースにした今後の収入見込みにより、給付の要否を判断することとする。
具体的には、年収は、申請時点の前月までの直近3か月間の平均月収を12倍することにより算出することとする。｡ ､

官 舎

I 1
，

④申請時の確認方法

一か月分の給付申請ごとに、当該者の給与明細や銀行通帳等により確認。
）世帯年収要件

D額の設定

人事院が算定した本年4月における全国の2人世帯、3人世帯及び4人世帯の標準
生計費をベースに算定した年収を踏まえ、年収300万以下に設定｡ （※）

※ 191, 130円(2人世帯の標準生計費）×12(月）÷0.859(税・社会保険料控除分を割戻）＝約267万円

210,360円（3人世帯の標準生計費）×12÷0.859＝約294万円
229,600円（4人世帯の標準生計費）×12÷0.859＝約320万円

（2）

①

2具体的な要件員啄壹F言両手
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②年収の範囲

当琶阜請者|ご対する世帯による支援が期待できるか否かを判断するものであるこ
どから､世瀞年収の範画賎勤労所得だけでなく、課税対象となる所得をすべて対象
とする6，

③世帯の範囲

当該申請者に対する世帯による支援が期待できるか否かを判断するも②であるこ

とから、当該申請者の親、当該申請者の配偶者に限ることjとずる◎

また、同一世帯に居住している場合に限ることとする。

④年収の算定方法

申請者の世帯の構成員について、申請者に比べて前年度の収入状況が継続している

蓋然性が高いことから、基本的には前年度（時期によっては前々年度。 Ⅷ以下同じ｡）

の所得証明書に妃戦している金額を年収とする。

ただし、申請時点において、前年度の所得状況と大きく乖離している等前年度の所

得証明による,こと力埴当でないと認められる場合であって、申請者が必要な書類を示

した場合には、この限り禧癌いにとiどまる6

⑤申請時の確認方法

申請時(初回のみ)に前年の所得を証明する書類(源泉徴収票､確定申告書の控え、

市区町村が発行する所得証明書等）を確認。

※世帯の所得を考麗すべき場合には、当該者及び当該者の生活を支援し得る者（当該者の配偶

者や親）の年収を考題することが適当な場合があり、

・ 当該者に対する年収要件と当該者の生活を支援し得る者に対する年収要件を別々にかける

・ 当該者及び当該者の生活を支援し得る者の年収の合計に年収要件をかける

等が考えられる。

また、併せて扶養親族等の数によって年収の限度額に差をつけることが適当な場合もある。

しかしながら、制度の運用（安定的に大量処理）面も考慮し、個人の家族構成等の事情は貸

付で対応することとしていることからいずれも不要と整理。

（3）その他の要件

・ 公共職業安定所長のあっせん(P)により、新訓練または公共職業訓練を受講して

いること

・ 雇用保険を受給していないこと

・ 訓練にすべて出席すること（病気その他やむを得ない事情による欠席について1ま、

その旨を届け出た上で、出席率が8割以上であること）
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給付について

F一語符霊あ罹詞
求職者支援制度における給付金の性格については、

・ 求職者の就職の促進を図るという本制度の趣旨に鑑みれば､就労意欲を阻害しかねな

い「最低生活を保障するための給付jと‘の位置づけは適当ではないこと

・ 訓練受講中に給付を行うことによって訓練を受講しての求職活動を容易にし、就職を

促進することが目的であること

から、当該給付は「訓練期間中の生活を支援するための給付｣とする。

E一語荷蚕あ蘋雪
（1）算定方式

給付金の額の算定方式については、

・ 訓練期間は3． 5か月等､必ずしも1か月単位となっていないこと

・ 給付開始、就職による給付終了等、給付時期や期間が個々人によって差異が生じ

ることが基本であること

から､日額方式に麹×給付日数)とし、 ’か月を支給単位期間として､支給するこ
ととする。

その隙本給付は訓練期間中の生活を支援するためのものであり､訓練を行ってい

る期間を一つの単位として考える必要があることから､､訓練期間中の実際に訓練が行

われていない日（土日祝日等）も給付日数に含めて算定するb

また､就職による支給終了等により最終の支給単位期間については、 1か月|に満た

ない場合であっても、日額×給付日'数で算定した額を支給する．

1

【日額方式で支給されている他制度の例】
1

雇用保険及び労災保険の各種給付､健康保険の傷病手当等

（2）給付金の額について

日額については、以下の理由から、 3400円(P)とする。

・ い載れも求職期間中に職業訓練を受ける制度という観点から、公共職業訓練を受講

する雇用保険受給者の給付額（※1）とのバランスを考慮する必要がある一方、拠出

制の雇用保険の受給者より給付を手厚くすることは、雇用保険に加入しない（＝就労

しない）というモラルハザードを招きかねないこと

・ フルタイムで働いた場合の賃金（※2）よりも給付を手厚くすることは、就労しな

いというモラルハザードを招きかねないこと

・ 本給付の位置づけが「訓練期間中の生活を支援するための給付」であることから、
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制度的には生活するに当たっての本人の自助を求めるものであること

なお、フルタイムで働く労働者と比較する理由は、訓練中に給付を行うことによって

訓練を受講しての求職活動を容易にし､就職を促進するとの本給付金の目的にかんがみ

れば、標準的な労働として通常想定される「フルタイムで働いた場合」と比較すること

が適当と考えたものである。

※1 730円（平成22年度最低賃金の加重平均）×8時間‘×5日（労働日数）÷7日

（1週間）＝4171円

4171円（賃金日額） ×0． 8（給付率）＝3337円

3337円（基本手当日額）×30日+5'O'O円（受講手当）×22日=111110円

111110円÷30日=3703円

※2 730円×173. 8時間(40時間/週×52. 14週/年÷12か月）労働×0．

859（税・社会保険料を控除)=108985円

118985円÷30B=3633円

や一

（ ゞI

（3）定額とする理由

本給付の日額についてはも以下の理由から、給付を受ける者の属性､､当該者の離職

前賃金等に関わらず（2）のとおり一定額とする。

・ 本制度の対象者として想定している非正規労働者、長期失業者、就業経験がない

者等Iま､そもそも離職前賃金がない､離職前賃金が相当程度過去のものとなる等の
理由から、雇用保険制度のようにこれを基礎として個々人に応じた給付額を設定す

ることが困難であること

・ 本制度は、自ら保険料を拠出することにより従前の稼得収入がなくなることへの

備えを行う雇用保険制度と異なり、 「訓練期間中の生活を支援するための給付」を強

制保険によらない形で支給するものであること

。 「訓練期間中の生活を支援するための給付」であり生活費の援助を行うもの

るが、生活に必要な額は世帯の人数等多様な要因によって異なるところ、こう

要因については別途整備する貸付制度により対応することとしていること

（
、

（4）額の改定

最低賃金を日額の算定根拠としていることから､最低賃金が変動した塙合に給付額の

改定を行う皇ととず塗．

信一語符婁開
（1）基本的な考え方

本制度は、雇用保険を受給できない求職者個人に対して、就職の促進のために必要な

訓練と訓練期間中の生活を支援するための給付を支給する制度であることから､本給付



による支援の必要性の判断については個人に着目することとしつつ､当該個人について、

当該個人の親、子（未成年の場合を除く｡）及び配偶者の支援が期待できるか否かまで

含めて判断することとする。

その際､本給付は強制保険によらずに行う『訓練期間中の生活を支援ずるための給付」

であり､また､従前の稼得収入がなくなったことIﾐ備えることを主目的とするものでは
ないことから、十分な所得がある者に対しては給付を行う必要はなく‘,一定の所得制限
をかけることとする。

．なお、資産については､

①通常の生活費に充てることのみが想定されているわけではない貯蓄等の記入資産

や土地･逮物の一定程度の活用まで給付要件とすることは、

。 かえって訓練受講後の生活設計を困難にしかねないこと（金融資産）

・ 活用に一定の時間等の制約もあり現実的でない場合があること仕地｡建物）

。 求める困窮の度合いが高く、生活保護に陥ることなく労働市場に復帰させるとい

う本制度の趣旨にそぐわないこと（金融資産、土地・建物）

から、適当でないこと

②また､貯金等の金融資産や土地｡建物要件については、

・ 要件に該当しているか否かの確麗に相当な行政コストを必要とするため申請段階
一 i． ． ‐

では自己申告に頼らざるを得ないこと
言 一

・ 詳細かつ明確な要佛設定を行うことは困難、かつ、無用に制度を複雑化するおそ
れがあること

から、制度の運用（安定的に大量処理）面も考慮すれば、あえて要件とする必要性は
低いこと

③さらに､貯蓄等の金融資産や土地9建物要傑についてI虫他の給付制度（生活保護
を除く｡)においても要件として設定している例は見あたらないこと
から、要件としては設定しないこと｡とする｡

以上を踏まえ、本給付の給付要件は、 「個火年収要件十当該個人の親及び配偶者の年ノ
収要件」とすることとする。

【支給要件として、世帯収入要件のみで資産要件を課していない例】

◎自立支援法における「自立支援医療費｣’

・ 市町村等は、自立支援医療について、申請者の心身の障害の状況からみて、自立支援医療

を受ける必要があり、かつ、 の属する世帝のほかの世帯員のうち画

める者の所得の状況､_治療状況その他の事情を勘案して政令で定める基準に該当する場合に

は、自立支援医療の種類ごとに支給認定を行うものと･されている。

・ 具体的には、指定自立支援医療のあった月の属する年度（指定自立支援医療のあった月が

4月から6月までの場合にあっては、前年度）分の自立支援医療を受Iﾅる者（受診者）の属

する「世帯」の市町村民税額（所得割）の合計額が23万5000円未満のもの。

。 「世帯｣の単位は､医療保険の加入単位､すなわち、「受診者と同じ医療保険に加入する者｣。



具体的な要件設定について

個人年収要件

ア設定の必要性

・ 本制度は、雇用保険を受給できない求職者個人に対して、就職の促進のために

必要な訓練と訓練期間中の生活を支援するための給付を支給する制度であること

から、本給付による支援の必要性の判断については個人に着目することが適当で

あること

・ 本給付は強制保険によらずに行う「訓練期間中の生活を支援するための給付」

であり、また、従前の稼得収入がなくなったことに備えることを主目的とするも

のではないことから、十分な所得がある者に対しては給付を行う必要はなく、一

定の所得制限をかけることが適当であること

を踏まえ、個人年収要件を設けることとする。

（2）

①

一

イ額の設定

平成21年賃金構造基本統計調査における非正規労働者(｢正社員・正職員以外｣）

の所定内給与額の第1 ・四分位数が144． 9千円であることを踏まえ､年収18

0万円以下に設定。 （※）

1

※ 144． 9（千円） （平成21年賃金構造基本統計調査における「正社員・正職員以外」

の労働者の所定内給与額の第1 ・四分位数） ×12か月＝1738． 8 （千円）

ウ年収の範囲

本制度の目的が、雇用保険を受給できない求職者個人に対して就職の促進のため

に必要な訓練と訓練期間中の生活を支援するための給付を支給することで、定期的

に勤労所得を得ることを可能とすることであることを踏まえ、個人年収の範囲は、

直近の「勤労所得」のみを対象とする。
1

エ年収の算出方法

本制度は､基本的に失業状態にある者を想定していることから、 （就職していたこ

とが想定される）過去一定期間の収入ではなく、より直近の収入をペースにした今

後の収入見込みにより、給付の要否を判断することとする。

具体的には、

・ 雇用保険法においては、賃金日額を直近6か月の収入を基に算定していること

・ 労働基準法及び労災補償法においては、平均賃金を直近3か月の賃金で算出し

ていること

を踏まえ、年収は、申請時点の前月までの直近3か月間の平均月収を12倍するこ

とにより算出することとする。



オ申請時の確認方法

一か月分の給付申請ごとに、当該者の給与明細や銀行通行等により確麗。

②当該個人の親、子（未成年の場合を除く｡）及び配偶者の年収要件
ア設定の必要性

・ 本制度は､雇用保険を受給できない求職者個人に対して、就職の促進のために

必要な訓練と訓練期間中の生活を支援するための給付を支給する制度であること

から､本給付による支援の必要性の判断については個人に着目することとしつつ、
当該個人について、当該個人の親、子（未成年者の場合を除く｡）及び配偶者によ

る支援が期待できるか否かまで含めて判断することが適当であること
・ 本給付は強制保険によらずに行う「訓練期間中の生活を支援するための給付」
であり、また、従前の稼得収入がなくなったことに備えることを主目的‘とするも

のではないことから、十分な所得がある者に対しては給付を行う必要はなく、一

定の所得制限をかけることが適当であること

を踏まえ、当該個人の親、子（未成年の場合を除く｡）及び配偶者の年収要件を設け
ることとする｡

I

イ額の設定

人事院が算定した本年4月における全国の2人世帯、 3人世帯及び4人世帯の標
準生計費をベースに算定した年収を踏まえ、年収300万以下に設定b: (X)

※ 191,130円(2人世帯の標準生計費）×12(月）÷O.859(税・社会保険料控除分を

割戻）＝約267万円 ，

210,360円（3人世帯の標準生計費） ×12÷0859＝約294万円

2296600円(4人世帯の標準生計費）×12÷0.859=約320万円

I

【限度額が世帯規模に関わりなく一定である世帯収入要件の例】

◎自立支援法における「自立支援医療費」 （再掲）

・ 市町村等は、自立支援医療について、申請者の心身の障害の状況からみて、自立支援医

療を受ける必要があり、かつ､当該障害者又はその属する世帯のほかの世帯員のうち政令

治療状況その他の事情を勘案して政令で定める塞奉に該当するで定める者の所得の状況

場合には、自立支援医擦の種類ごとに支給認定を行うものとされている。

・ 具体的には、指定自立支援医療のあった月の属する年度（指定自立支援医療のあった月

が4月から6月までの場合にあっては、前年度）分の自立支援医療を受ける者（受診者）
の属する「世帯」の市町村民税額（所得割）の合計額が23万5000円未満のもの。

。 「世帯」の単位は、医療保険の加入単位、すなわち、 「受診者と同じ医療保険に加入する
者』。



ウ年収の範囲

当該申請者に対する当該者の親､子（未成年の場合を除く｡）及び配偶者による支

援が期待できるか否かを判断するものであることから、年収の範囲は、勤労所得だ

けでなく、課税対象となる所得をすべて対象とする。

エ世帯の範囲

当該申請者に対する世帯による支援が期待できるか否かを判断するものであるこ

とから、当該申請者の親、子（未成年の場合を除く｡)、当該申請者の配偶者に限る

こととする。

また、同一世帯に居住している場合に限ることとする。

オ年収の算定方法

申請者の世帯の構成員について、申請者に比べて前年度の収入状況が継続してい

る蓋然性が高いことから､基本的には前年度(時期によっては前々年度｡以下同じ｡）

の所得証明書に記載している金額を年収とする。

ただし、申請時点において、前年度の所得状況と大きく乖離している等前年度の

所得証明によることが適当でないと認められる場合であって、申請者が必要な書類

を示した場合には、この限りでないこととする。

』

力申請時の確認方法

申請時（初回のみ）に前年の所得を証明する書類（源泉徴収票、確定申告書の控

え、市区町村が発行する所得証明書等）を確認。

（

③その他の要件

・ 公共職業安定所長のあっせん(P)により、新訓練または公共職業訓練を受講し

ていること

・ 雇用保険を受給していないこと

・ 訓練にすべて出席すること（病気その他やむを得ない事情による欠席については、

その旨を届け出た上で、出席率が8割以上であること）

ｌ
ｆ

序

《

Ｌ

今

１
１

（1）給付期間等の制限を設ける必要性及び合理性

本制度においては、受給資格認定日から3年間（受給可能期間）の範囲内の原則1回

の最初の訓練（最大2年間）について給付金を支給するとともに、受給可能期間後3年

間のクーリング期間を設けることで、受給資格認定日から6年を経過しない者には給付

金を支給しないこととしている。

この点、雇用保険を受給できない者に対して、訓練の受講機会を確保するとともに、

その間の給付を行うことにより、これらの求職者の就職の促進を図るという本制度の趣

4給付期間等の制 唄



旨・目的にかんがみれば、際限なく訓練を受講でき、又は、給付を受給することができ

ることとすることは、求職者の早期就職意欲の喚起を阻害するおそれがあることから、
必ずしも適当でない。

このため、給付期間に上限を設け、受給可能期間経過後に給付金を受給できない期間
（クーリング期間）を設けることとしているものであり、制度の趣旨・目的を達成する

ため必要最小限の制限として、一定の合理性があるものと考える。

（2）具体的な期間設定

①給付期間

給付期間については、以下の理由により上限を2年とすることとする。

・ 雇用保険法の訓練延長給付の期間が最長2年となっていること

・ 公共職業訓練の期間の最長が原則2年となっていること

②受給可能期間

受給可能期間については、以下の理由により設けるとともに、その期間を3年とす
ることとする。

・ 本制度の給付金は、受給資格認定日から3年間（受給可能期間）の範囲内の原則

1回の最初の訓練（最大2年間）について支給することとしているが、最初に基礎

訓練を受け、連続して次の訓練を受講する場合には、例外的に2回目の訓練につい

ても支給することとしており、早期就職を促進する観点から受給可能期間を設定す
ることが適当であること

・ 訓練を連続受講する場合に、最初の訓練終了から次の訓練開始までの一定の待機

期間が生じること力堵えられることから、給付期間より受給可能期間を長く設定す
ることが適当であること

・ 基礎訓練の期間は基本的に6か月程度であることが想定され、最初の訓練終了か

ら次の訓練開始までの待機期間の平均は、サンプル調査によれば最長6か月となっ
ていること

③クーリング期間

クーリング期間については、以下の理由から3年とし、受給資格認定日から6年を
経過しない者には給付を支給しないこととすることする。

・ パートタイム労働者の平均継続就業期間が6年であることを踏まえ、本制度の給
付を受給しながら訓練を受け短期間で就職した者に期待される就業期間を6年と
考えること
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◎
求
職
者
支
援
法
案
（
仮
称
）

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

床
【
）
白

一

1

因
』
ハ
ニ
『

し
雇
用
対
第
法
（
昭
和
皿

（
職
業
転
換
給
付
金
の

弟
十
八
条
国
及
び
邸
首

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

1

醒
凸
「
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案

用

例



「

）（
公
共
職
業
安
定
所
長
の
指
示
）

第
二
十
四
条
公
共
職
業
安
定
所
長
は
、
手
帳
を
発
給
す
る
と
き
は
、
手
帳
の
発
給
を

受
け
る
者
に
対
し
て
、
そ
の
者
の
知
識
、
技
能
、
職
業
経
験
そ
の
他
の
事
情
に
応
じ

、
当
該
手
帳
の
有
効
期
間
中
前
条
第
一
項
の
計
画
に
準
拠
し
た
同
項
各
号
に
掲
げ
る

措
極
（
以
下
「
就
職
促
進
の
措
麗
」
と
い
う
。
）
の
全
部
又
は
一
部
を
受
け
る
こ
と

を
指
示
す
る
も
の
と
す
る
。

２
公
共
職
業
安
定
所
長
は
、
手
帳
の
発
給
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
当
該
手
帳
の
有
効

期
間
を
延
長
す
る
と
き
は
、
改
め
て
、
そ
の
延
長
さ
れ
た
有
効
期
間
中
就
職
促
進
の

措
置
の
全
部
又
は
一
部
を
受
け
る
こ
と
を
指
示
す
る
も
の
と
す
る
。

３
公
共
職
業
安
定
所
長
は
、
前
二
項
の
指
示
を
受
け
た
者
の
就
職
促
進
の
措
置
の
効

果
を
高
め
る
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
そ
の
者
に
対
す
る
指
示
を
変

更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

参
考
牝
「
指
示
」
の
例

○
雇
用
保
険
法
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
百
十
六
号
）

（
訓
練
延
長
給
付
）

第
二
十
四
条
受
給
資
格
者
が
公
共
職
業
安
定
所
長
の
指
示
し
た
公
共
職
業
訓
練
等
（

そ
の
期
間
が
政
令
で
定
め
る
期
間
を
超
え
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
、
第
三
十

六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
四
十
一
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
受
け

る
場
合
に
は
、
当
該
公
共
職
業
訓
練
等
を
受
け
る
期
間
（
そ
の
者
が
当
該
公
共
職
業

訓
練
等
を
受
け
る
た
め
待
期
し
て
い
る
期
間
（
政
令
で
定
め
る
期
間
に
限
る
。
）
を

含
む
。
）
内
の
失
業
し
て
い
る
日
に
つ
い
て
、
所
定
給
付
日
数
（
当
該
受
給
資
格
者

が
第
二
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
期
間
内
に
基
本
手
当
の
支
給
を
受

け
た
日
数
が
所
定
給
付
日
数
に
満
た
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
支
給
を
受
け
た
日
数
。

（

･2．‘



〆
J

1

○
沖
縄
振
興
特
別
措
置
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
十
四
号
）

’
（
就
職
指
導
の
実
施
）

第
七
十
九
条

２
公
共
職
業
安
定
所
長
は
、
就
職
指
導
を
受
け
る
者
に
対
し
て
、
公
共
職
業
能
力
開

発
施
設
の
行
う
職
業
訓
練
（
職
業
能
力
開
発
総
合
大
学
校
の
行
う
も
の
を
含
む
。
）

を
受
け
る
こ
と
そ
の
他
そ
の
者
の
再
就
職
を
促
進
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
を
指
示

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

○
職
業
能
力
開
発
促
進
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
六
十
四
号
）

（
職
業
訓
練
を
受
け
る
求
職
者
に
対
す
る
措
置
）

第
二
十
三
条
公
共
職
業
訓
練
の
う
ち
、
職
業
能
力
開
発
校
及
び
職
業
能
力
開
発
促
進

○
武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
国
民
の
保
護
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十

六
年
法
律
第
百
十
二
号
）

（
避
難
の
指
示
に
係
る
内
閣
総
理
大
臣
の
是
正
措
置
）

第
五
十
六
条

２
内
閣
総
理
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
を
行
っ
て
も
な
お
所
要
の
避
難
の

指
示
が
当
該
要
避
難
地
域
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に
よ
り
行
わ
れ
な
い
と
き
、

又
は
国
民
の
生
命
、
身
体
若
し
く
は
財
産
の
保
護
を
図
る
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と

認
め
る
場
合
で
あ
っ
て
事
態
に
照
ら
し
緊
急
を
要
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
対
策
本

部
長
の
求
め
に
応
じ
、
当
該
都
道
府
県
知
事
に
通
知
し
た
上
で
、
自
ら
当
該
所
要
の

避
難
の
指
示
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
十
三
条
第
三
項
を
除
き
、
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
超
え
て
そ
の
者

に
基
本
手
当
を
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
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（
求
職
者
支
援
認
定
訓
練
の
受
講
）

第
Ｃ
ｌ
３
条
公
共
職
業
安
定
所
長
は
、
対
象
求
職
者
の
利
用
に
支
障
が
な
く
、
か
つ

、
そ
の
利
益
を
害
し
な
い
限
り
、
対
象
求
職
者
以
外
の
求
職
者
に
対
し
、
求
職
者
支

援
認
定
訓
練
を
受
け
る
こ
と
に
つ
い
て
あ
っ
せ
ん
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
就
職
支
援
計
画
の
作
成
）

第
Ｊ
１
１
条
公
共
職
業
安
定
所
長
は
、
対
象
求
職
者
か
ら
の
求
め
に
応
じ
、
厚
生
労

働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
対
象
求
職
者
が
そ
の
有
す
る
能
力
に
適
合
す
る

職
業
に
就
く
こ
と
を
容
易
に
し
、
及
び
促
進
す
る
た
め
の
計
画
（
以
下
「
就
職
支
援

計
画
」
と
い
う
。
）
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
就
職
支
援
計
画
に
お
い
て
は
、
就
職
の
た
め
の
支
援
を
受
け
る
た
め
に
公
共
職
業

安
定
所
に
出
頭
す
べ
き
日
（
以
下
「
出
頭
日
」
と
い
》
乳
）
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令

で
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

（
求
職
者
支
援
認
定
訓
練
実
施
者
の
講
ず
べ
き
措
置
）

第
Ｊ
１
２
条
求
職
者
支
援
認
定
訓
練
実
施
者
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
、
対
象
求
職
者
の
就
職
の
援
助
に
関
し
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら

第
○
節
対
象
求
職
者
に
対
す
る
就
職
の
援
助
等

イ
t

○
地
域
公
共
交
通
の
活
性
化
及
び
再
生
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
五
十
九

号
）（
地
域
公
共
交
通
総
合
連
携
計
画
）

第
五
条
市
町
村
は
、
基
本
方
針
に
基
づ
き
、
国
士
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
単
独
で
又
は
共
同
し
て
、
当
該
市
町
村
の
区
域
内
に
つ
い
て
、
地
域
公
共
交
通

の
活
性
化
及
び
再
生
を
総
合
的
か
つ
一
体
的
に
推
進
す
る
た
め
の
計
画
（
以
下
「
地

域
公
共
交
通
総
合
連
携
計
画
」
と
い
う
。
）
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

○
職
業
安
定
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）

（
公
共
職
業
訓
練
の
あ
っ
せ
ん
）

第
十
九
条
公
共
職
業
安
定
所
は
、
求
職
者
に
対
し
、
公
共
職
業
能
力
開
発
施
設
の
行

う
職
業
訓
練
（
職
業
能
力
開
発
総
合
大
学
校
の
行
う
も
の
を
含
む
。
）
を
受
け
る
こ

と
に
つ
い
て
あ
っ
せ
ん
を
行
う
も
の
と
す
る
。

セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
職
業
の
転
換
を
必
要
と
す
る
求
職
者
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令

で
定
め
る
求
職
者
に
対
し
て
行
う
普
通
職
業
訓
練
（
短
期
間
の
訓
練
課
程
で
厚
生
労

働
省
令
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
並
び
に
障
害
者
職
業
能
力
開
発
校
に
お
い
て
求

職
者
に
対
し
て
行
う
職
業
訓
練
は
、
無
料
と
す
る
。

？
Ｆ
Ｉ
Ｌ
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（
求
職
者
支
援
給
付
の
種
類
等
）

第
Ｄ
１
１
条
求
職
者
支
援
給
付
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
し
、
対
象
求
職
者
が
第

Ｃ
ｌ
２
条
の
規
定
に
よ
る
指
示
を
受
け
て
求
職
者
支
援
認
定
訓
練
又
は
雇
用
保
険
法

（
求
職
者
支
援
認
定
訓
練
実
施
者
と
の
連
携
）

第
Ｊ
１
４
条
公
共
職
業
安
定
所
は
、
対
象
求
職
者
の
就
職
の
た
め
の
支
援
の
た
め
に

必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
求
職
者
支
援
認
定
訓
練
実
施
者
に
対
し
、
必
要
な

情
報
の
提
供
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
対
象
求
職
者
の
義
務
）

第
Ｊ
１
３
条
対
象
求
職
者
は
、
正
当
な
理
由
が
な
い
限
り
、
就
職
支
援
計
画
に
定
め

る
出
頭
日
に
は
公
共
職
業
安
定
所
に
出
頭
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
対
象
求
職
者
は
、
求
職
者
支
援
訓
練
の
受
講
を
修
了
し
た
後
、
自
ら
の
就
職
状
況
一

そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
公
共
職
業
安
定
所
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
対
象
求
職
者
は
、
正
当
な
理
由
が
な
い
限
り
、

就
職
支
援
計
画
に
基
づ
き
公
共
職
業
安
定
所
が
行
う
就
職
の
た
め
の
支
援
及
び
前
条

に
基
づ
き
求
職
者
支
援
認
定
訓
練
実
施
者
が
講
ず
る
措
置
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

な
い
。

第
○
章
求
職
者
支
援
給
付
の
支
給
等

第
○
節
求
職
者
支
援
給
付
の
支
給

○
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
の
支
給
等
に
よ
る
犯
罪
被
害
者
等
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（

昭
和
五
十
五
年
法
律
第
三
十
六
号
）

（
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
の
支
給
）

○
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十

三
号
）
（
定
期
の
報
告
等
）

第
三
十
八
条
の
二
措
置
入
院
者
を
入
院
さ
せ
て
い
る
精
神
科
病
院
又
は
指
定
病
院
の

管
理
者
は
、
措
隠
入
院
者
の
症
状
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
（
以
下
こ

の
項
に
お
い
て
「
報
告
事
項
」
と
い
う
。
）
を
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
、
定
期
に
、
最
寄
り
の
保
健
所
長
を
経
て
都
道
府
県
知
事
に
報
告
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
報
告
事
項
の
う
ち
厚
生
労
働
省
令
で
定
め

る
事
項
に
．
つ
い
て
は
、
指
定
医
に
よ
る
診
察
の
結
果
に
基
づ
く
も
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

I
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第
十
五
条
第
三
項
に
規
定
す
る
公
共
職
業
訓
練
等
（
以
下
「
求
職
者
支
援
訓
練
」
と

総
称
す
る
。
）
を
受
け
る
間
の
生
活
を
支
援
す
る
た
め
、
国
が
こ
の
法
律
の
規
定
に

よ
り
支
給
す
る
も
の
と
す
る
。

一
求
職
者
支
援
手
当

二
通
所
手
当

I

○
石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
四
号
）

（
救
済
給
付
の
種
類
等
）

第
三
条
石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
の
た
め
支
給
さ
れ
る
給
付
（
以
下
「
救
済
給

付
」
と
い
う
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
し
、
独
立
行
政
法
人
環
境
再
生
保
全

機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。
）
が
こ
の
章
の
規
定
に
よ
り
支
給
す
る
も
の
と
す

る
。一
医
療
費

二
療
養
手
当

三
葬
祭
料

四
特
別
遺
族
弔
慰
金

五
特
別
葬
祭
料

六
救
済
給
付
調
整
金

第
三
条
国
は
、
犯
罪
被
害
者
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

犯
罪
被
害
者
又
は
そ
の
遺
族
（
こ
れ
ら
の
者
の
う
ち
、
当
該
犯
罪
被
害
の
原
因
と
な

っ
た
犯
罪
行
為
が
行
わ
れ
た
時
に
お
い
て
、
日
本
国
籍
を
有
せ
ず
、
か
つ
、
日
本
国

内
に
住
所
を
有
し
な
い
者
を
除
く
。
）
に
対
し
、
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
を
支
給
す

ヲ
（
》
。

○
高
年
齢
者
等
の
雇
用
の
安
定
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
六
十
八
号

）

（
報
告
の
謂
求
）

第
二
十
八
条
公
共
職
業
安
定
所
長
は
、
第
二
十
四
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
指
示
を

受
け
て
就
職
促
進
の
措
置
を
受
け
る
者
に
対
し
、
そ
の
就
職
活
動
の
状
況
に
つ
い
て

報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

If

｛
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（
求
職
者
支
援
手
当
の
支
給
認
定
）

第
Ｄ
１
３
条
受
給
資
格
者
（
前
条
の
規
定
に
よ
り
求
職
者
支
援
手
当
の
支
給
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
る
資
格
を
有
す
る
対
象
求
職
者
を
い
・
乳
以
下
同
じ
。
）
が
、
求
職

者
支
援
手
当
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
厚
生
労
働
大
臣
の
求
職
者
支
一

援
手
当
を
支
給
す
る
旨
の
認
定
（
以
下
「
支
給
認
定
」
と
い
う
。
）
を
受
け
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

２
支
給
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
対
象
求
職
者
は
、
第
Ｄ
１
４
条
第
三
項
に
規
定
す

る
支
給
単
位
期
間
ご
と
に
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣

に
申
請
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
項
の
申
請
に
係
る
対
象
求
職
者
瓶
、
当
該
支
給
単
位
期
間
一

に
お
い
て
当
該
対
象
求
職
者
又
は
そ
の
属
す
る
世
帯
の
他
の
世
帯
員
の
収
入
の
状

況
、
求
職
者
支
援
訓
練
の
受
講
状
況
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
政
令
で
定
め
る
基

（
求
職
者
支
援
手
当
の
受
給
資
格
認
定
）

第
Ｄ
１
２
条
求
職
者
支
援
手
当
は
、
公
共
職
業
安
定
所
長
が
指
示
し
た
求
職
者
支
援

訓
練
を
受
講
し
て
い
る
対
象
求
職
者
が
、
当
該
対
象
求
職
者
及
び
そ
の
属
す
る
世
帯

の
他
の
世
帯
員
の
収
入
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
政
令
で
定
め
る
基
準
に

該
当
す
る
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
認
定
し
た
場
合
に
、
こ
の
節
の
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、
支
給
す
る
。

２
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
過
去
六
年
以
内
に
、
求
職
者
支
援
手
当
の
支
給
に

係
る
求
職
者
支
援
訓
練
の
開
始
の
日
（
当
該
訓
練
の
開
始
の
日
以
降
に
当
該
訓
練
に

係
る
前
項
の
認
定
が
行
わ
れ
た
場
合
に
は
、
当
該
認
定
が
行
わ
れ
た
日
）
が
あ
る
場

合
に
は
、
求
職
者
支
援
手
当
は
支
給
し
な
い
。
た
だ
し
、
厚
生
労
働
大
臣
が
そ
の
者

の
就
職
の
支
援
の
た
め
に
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

１
１

○
障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）

一
（
自
立
支
援
医
療
費
の
支
給
認
定
）

第
五
十
二
条
自
立
支
援
医
療
費
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
障
害
者
又
は
障
害
児
の

保
護
者
は
、
市
町
村
等
の
自
立
支
援
医
療
費
を
支
給
す
る
旨
の
認
定
（
以
下
「
支
給

認
定
」
と
い
う
。
）
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
は
市
町
村
等
が
行
う
支
給
認
定
に
つ
い
て
、
同
条
第
三

項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
市
町
村
が
行
う
支
給
認
定
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
政
令
で
定
め
る
。

｜
第
五
十
三
条
支
給
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
障
害
者
又
は
障
害
児
の
保
護
者
は
、
厚

生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
市
町
村
等
に
申
請
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

２
前
項
の
申
請
は
、
都
道
府
県
が
支
給
認
定
を
行
う
場
合
に
は
、
政
令
で
定
め
る
と

・
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
障
害
者
又
は
障
害
児
の
保
護
者
の
居
住
地
の
市
町
村
（
障
害
者

又
は
障
害
児
の
保
護
者
が
居
住
地
を
有
し
な
い
か
、
又
は
そ
の
居
住
地
が
明
ら
か
で

な
い
と
き
は
、
そ
の
障
害
者
又
は
障
害
児
の
保
護
者
の
現
在
地
の
市
町
村
）
を
経
由

し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
支
給
認
定
等
）

第
五
十
四
条
市
町
村
等
は
、
前
条
第
一
項
の
申
請
に
係
る
障
害
者
等
が
、
そ
の
心
身

の
障
害
の
状
態
か
ら
み
て
自
立
支
援
医
療
を
受
け
る
必
要
が
あ
り
、
か
つ
、
当
該
障

害
者
等
又
は
そ
の
属
す
る
世
帯
の
他
の
世
帯
員
の
所
得
の
状
況
、
治
療
状
況
そ
の
他

の
事
情
を
勘
案
し
て
政
令
で
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
厚
生
労
働
省
令

一
（
申
請
）

（

●
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準
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
支
給
認
定
を
行
う
も
の
と
す
る
。「

○
雇
用
保
険
法
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
百
十
六
号
）

（
失
業
の
認
定
）

第
十
五
条
基
本
手
当
は
、
受
給
資
格
を
有
す
る
者
（
次
節
か
ら
第
四
節
ま
で
を
除
き

、
以
下
『
受
給
資
格
者
」
と
い
う
。
）
が
失
業
し
て
い
る
日
（
失
業
し
て
い
る
こ
と

に
つ
い
て
の
認
定
を
受
け
た
日
に
限
る
。
以
下
こ
の
款
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い

て
支
給
す
る
。

２
前
項
の
失
業
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
の
認
定
（
以
下
こ
の
款
に
お
い
て
「
失
業

の
認
定
」
と
い
う
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
受
給
資
格
者
は
、
離
職
後
、
厚
生
労
働

一
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
公
共
職
業
安
定
所
に
出
頭
し
、
求
職
の
申
込
み
を

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
失
業
の
認
定
は
、
求
職
の
申
込
み
を
受
け
た
公
共
職
業
安
定
所
に
お
い
て
、
受
給

資
格
者
が
離
職
後
最
初
に
出
頭
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
四
週
間
に
一
回
ず
つ
直
前
の

二
十
八
日
の
各
日
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
や
た
だ
し
、
厚
生
労
働
大
臣
は
、
公

共
職
業
安
定
所
長
の
指
示
し
た
公
共
職
業
訓
練
等
（
国
、
都
道
府
県
及
び
市
町
村
並

び
に
独
立
行
政
法
人
雇
用
・
能
力
開
発
機
構
が
設
置
す
る
公
共
職
業
能
力
開
発
施
設

の
行
う
職
業
訓
練
（
職
業
能
力
開
発
総
合
大
学
校
の
行
う
も
の
を
含
む
。
）
そ
の
他

法
令
の
規
定
に
基
づ
き
失
業
者
に
対
し
て
作
業
環
境
に
適
応
す
る
こ
と
を
容
易
に
さ

せ
、
又
は
就
職
に
必
要
な
知
識
及
び
技
能
を
習
得
さ
せ
る
た
め
に
行
わ
れ
る
訓
練
又

で
定
め
る
自
立
支
援
医
療
の
種
類
ご
と
に
支
給
認
定
を
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し

、
当
該
障
害
者
等
が
、
自
立
支
援
医
療
の
う
ち
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
種
類
の
医

療
を
、
戦
傷
病
者
特
別
援
護
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
六
十
八
号
）
又
は
心
神

喪
失
等
の
状
態
で
重
大
な
他
害
行
為
を
行
っ
た
者
の
医
療
及
び
観
察
等
に
関
す
る
法

律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
号
）
の
規
定
に
よ
り
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は

、
こ
の
限
り
で
な
い
。

II
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◆

｜
灘
騨
鵬
鮮
熊
蕊
溌
鋤
諦
騨
課
騨
婆
鱸
懲
瀧

て
別
段
の
定
め
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
受
給
資
格
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
前
二
項
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
公
共
職
業
安
定
所
に

出
頭
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
理
由
を
記
載
し
た
証
明
書
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
失
業
の
認
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
疾
病
又
は
負
傷
の
た
め
に
公
共
職
業
安
定
所
に
出
頭
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
つ

た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
期
間
が
継
続
し
て
十
五
日
未
満
で
あ
る
と
き
。

二
公
共
職
業
安
定
所
の
紹
介
に
応
じ
て
求
人
者
に
面
接
す
る
た
め
に
公
共
職
業
安

定
所
に
出
頭
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
き
。

三
公
共
職
業
安
定
所
長
の
指
示
し
た
公
共
職
業
訓
練
等
を
受
け
る
た
め
に
公
共
職

業
安
定
所
に
出
頭
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
き
。

’
四
天
災
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
理
由
の
た
め
に
公
共
職
業
安
定
所
に
出
頭
す
る
こ

と
が
で
き
な
か
っ
た
と
き
。

５
失
業
の
認
定
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
受
給
資
格
者
が
求

人
者
に
面
接
し
た
こ
と
、
公
共
職
業
安
定
所
そ
の
他
の
職
業
安
定
機
関
若
し
く
は
職

業
紹
介
事
業
者
等
か
ら
職
業
を
紹
介
さ
れ
、
又
は
職
業
指
導
を
受
け
た
こ
と
そ
の
他

求
職
活
動
を
行
っ
た
こ
と
を
確
認
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

○
裁
判
員
の
参
加
す
る
刑
事
裁
判
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
六
十
三
号
）

（
辞
退
事
由
）

第
十
六
条

四
過
去
五
年
以
内
に
裁
判
員
又
は
補
充
裁
判
員
の
職
に
あ
っ
た
者

０
１
１ ）
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（
求
職
者
支
援
手
当
の
支
給
）

第
Ｄ
１
４
条
国
は
、
支
給
認
定
を
受
け
た
対
象
求
職
者
（
以
下
「
被
認
定
者
」
と
い

う
。
）
に
対
し
、
そ
の
請
求
に
基
づ
き
、
政
令
で
定
め
る
額
の
求
職
者
支
援
手
当
を

支
給
す
る
。

２
求
職
者
支
援
手
当
は
、
日
を
単
位
と
し
て
支
給
す
る
も
の
と
し
、
当
該
支
給
は
、

当
該
支
給
認
定
に
係
る
求
職
者
支
援
訓
練
の
開
始
の
日
（
当
該
支
給
認
定
を
受
け
た

日
が
当
該
開
始
の
日
の
翌
日
以
降
の
日
で
あ
る
場
合
は
、
当
該
支
給
認
定
を
受
け
た

旦
か
ら
始
め
、
訓
練
終
了
の
日
で
終
わ
る
。

３
前
項
の
支
給
は
、
求
職
者
支
援
訓
練
の
受
講
を
開
始
し
た
日
（
支
給
認
定
を
受
け

た
日
が
当
該
開
始
し
た
日
の
翌
日
以
降
の
日
で
あ
る
場
合
は
支
給
認
定
を
受
け
た
日

）
又
は
各
月
に
お
い
て
そ
の
日
に
応
当
し
、
か
つ
、
当
該
求
職
者
支
援
訓
練
を
受
謝

し
た
期
間
内
に
あ
る
日
（
そ
の
日
に
応
当
す
る
日
が
な
い
月
に
お
い
て
は
、
そ
の
月

の
末
日
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
訓
練
開
始
応
当
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
各
翌
月

の
訓
練
開
始
応
当
日
の
前
日
（
当
骸
求
職
者
支
援
訓
練
が
終
了
し
た
日
の
属
す
る
月

に
あ
っ
て
は
、
当
該
求
職
者
支
援
訓
練
を
終
了
し
た
日
）
ま
で
の
各
期
間
に
区
分
し

た
場
合
に
お
け
る
当
該
区
分
に
よ
る
一
の
期
間
（
以
下
「
支
給
単
位
期
間
」
と
い
う

。
）
ご
と
に
行
う
。

４
前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
求
職
者
支
援
手
当
は
、
七
百
三
十
日
分
を
超
え

て
支
給
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

〆一

｛

○
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
の
支
給
等
に
よ
る
犯
罪
被
害
者
等
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（

昭
和
五
十
五
年
法
律
第
三
十
六
号
）

（
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
の
支
給
）

第
三
条
国
は
、
犯
罪
被
害
者
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

犯
罪
被
害
者
又
は
そ
の
遺
族
（
こ
れ
ら
の
者
の
う
ち
、
当
該
犯
罪
被
害
の
原
因
と
な

っ
た
犯
罪
行
為
が
行
わ
れ
た
時
に
お
い
て
、
日
本
国
籍
を
有
せ
ず
、
か
つ
、
日
本
国

内
に
住
所
を
有
し
な
い
者
を
除
く
。
）
に
対
し
、
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
を
支
給
す

》
〈
》
。

○
石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
四
号
）

（
療
養
手
当
の
支
給
）

第
十
六
条
機
構
は
、
被
潔
定
者
に
対
し
、
そ
の
謂
求
に
基
づ
き
、
政
令
で
定
め
る
額

の
療
養
手
当
を
支
給
す
る
。

２
療
養
手
当
は
、
月
を
単
位
と
し
て
支
給
す
る
も
の
と
し
、
当
該
支
給
は
、
基
準
日

の
属
す
る
月
の
翌
月
か
ら
始
め
、
支
給
す
べ
き
事
由
が
消
滅
し
た
日
の
属
す
る
月
で

終
わ
る
。

３
療
養
手
当
は
、
毎
年
二
月
、
四
月
、
六
月
、
八
月
、
十
月
及
び
十
二
月
の
六
期
に

、
そ
れ
ぞ
れ
の
前
月
及
び
前
々
月
の
分
を
支
払
う
。
た
だ
し
、
前
支
払
期
月
に
支
払

う
べ
き
で
あ
っ
た
療
養
手
当
又
は
支
給
す
べ
き
事
由
が
消
滅
し
た
場
合
に
お
け
る
そ

の
期
の
療
養
手
当
は
、
そ
の
支
払
期
月
で
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
支
払
う
も
の
と

す
る
。

○
資
金
決
済
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
五
十
九
号
）

（
履
行
保
証
金
の
供
託
）

第
四
十
三
条
資
金
移
動
業
者
は
、
一
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
内
閣
府
令
で
定
め
る

I I
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（
支
給
制
限
）

第
Ｄ
１
７
条
支
給
単
位
期
間
内
の
日
で
あ
っ
て
被
認
定
者
が
求
職
者
支
援
訓
練
を
受

講
し
た
日
の
数
を
当
該
支
給
単
位
期
間
内
の
日
で
あ
っ
て
求
職
者
支
援
訓
練
が
実
施

さ
れ
た
日
の
数
で
除
し
て
得
た
割
合
が
百
分
の
八
十
を
下
回
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

当
該
支
給
単
位
期
間
の
初
日
か
ら
当
該
求
職
者
支
援
訓
練
の
終
了
の
日
ま
で
の
各
日

（
通
所
手
当
の
支
給
）

第
Ｄ
１
６
条
国
は
、
前
条
の
求
職
者
支
援
手
当
を
受
給
す
る
被
認
定
者
に
対
し
、
そ

の
請
求
に
基
づ
き
、
政
令
で
定
め
る
額
の
通
所
手
当
を
支
給
す
る
。

２
通
所
手
当
の
支
給
要
件
そ
の
他
通
所
手
当
の
支
給
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令

で
定
め
る
。

（
求
職
者
支
援
認
定
訓
練
実
施
者
か
ら
の
報
告
）

第
Ｄ
１
５
条
被
認
定
者
が
受
講
す
る
求
職
者
支
援
訓
練
に
係
る
求
職
者
支
援
訓
練
実
一

施
者
は
、
支
給
単
位
期
間
ご
と
に
、
当
該
被
認
定
者
に
対
し
て
受
講
を
指
示
し
た
公

共
職
業
安
定
所
長
に
対
し
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
被
認
定

者
の
訓
練
の
受
講
の
状
況
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
報
告
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

、■
１
０

○
石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
四
号
）

（
療
養
手
当
の
支
給
）

第
十
六
条
機
構
は
、
被
認
定
者
に
対
し
、
そ
の
請
求
に
基
づ
き
、
政
令
で
定
め
る
額

の
療
養
手
当
を
支
給
す
る
。

期
間
ご
と
に
、
当
該
期
間
に
お
け
る
要
履
行
保
証
額
の
最
高
額
（
第
四
十
七
条
第
一

号
に
お
い
て
「
要
供
託
額
」
と
い
う
。
）
以
上
の
額
に
相
当
す
る
額
の
履
行
保
証
金

を
、
当
該
期
間
の
末
日
（
同
号
に
お
い
て
「
基
準
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
一
週
間
以

内
に
、
そ
の
本
店
（
外
国
資
金
移
動
業
者
で
あ
る
資
金
移
動
業
者
に
あ
っ
て
は
、
国

内
に
お
け
る
主
た
る
営
業
所
。
第
四
十
八
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
最
寄
り
の
供
託

所
に
供
既
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

｛
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●

第
Ｄ
１
８
条
偽
り
そ
の
他
不
正
の
行
為
に
よ
り
求
職
者
支
援
給
付
の
支
給
を
受
け
、

又
は
受
け
よ
う
と
し
た
者
に
は
、
求
職
者
支
援
給
付
の
支
給
を
受
け
、
又
は
受
け
よ

う
と
し
た
日
以
後
、
求
職
者
支
援
給
付
を
支
給
し
な
い
。
た
だ
し
、
や
む
を
得
な
い

理
由
が
あ
る
場
合
に
は
、
求
職
者
支
援
給
付
の
全
部
又
は
一
部
を
支
給
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

２
前
項
に
規
定
す
る
者
が
同
項
に
規
定
す
る
日
以
後
新
た
に
支
給
認
定
を
受
け
た
場

合
に
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
新
た
に
取
得
し
た
支
給
認
定
に
基
づ

く
求
職
者
支
援
給
付
を
支
給
す
る
。

に
係
る
求
職
者
支
援
給
付
を
支
給
し
な
い
。

２
前
項
の
被
認
定
者
が
同
項
の
求
職
者
支
援
訓
練
の
開
始
し
た
日
（
支
給
認
定
を
受

け
た
日
が
当
該
開
始
し
た
日
の
翌
日
以
降
の
日
で
あ
る
場
合
は
支
給
認
定
を
受
け
た

日
）
以
後
に
第
Ｃ
‐
２
条
の
規
定
に
よ
る
指
示
を
受
け
た
場
合
に
は
、
当
該
指
示
に

基
づ
く
求
職
者
支
援
訓
練
に
係
る
求
職
者
支
援
給
付
を
支
給
す
る
。

〆

○
雇
用
保
険
法
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
百
十
六
号
）

第
三
十
四
条
偽
り
そ
の
他
不
正
の
行
為
に
よ
り
求
職
者
給
付
又
は
就
職
促
進
給
付
の

支
給
を
受
け
、
又
は
受
け
よ
う
と
し
た
者
に
は
、
こ
れ
ら
の
給
付
の
支
給
を
受
け
、

又
は
受
け
よ
う
と
し
た
日
以
後
、
基
本
手
当
を
支
給
し
な
い
。
た
だ
し
、
や
む
を
得

な
い
理
由
が
あ
る
場
合
に
は
、
基
本
手
当
の
全
部
又
は
一
部
を
支
給
す
る
こ
と
が
で

・
垂
ご
一
〈
》
◎

２
前
項
に
規
定
す
る
者
が
同
項
に
規
定
す
る
日
以
後
新
た
に
受
給
資
格
を
取
得
し
た

場
合
に
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
新
た
に
取
得
し
た
受
給
資
格
に
基

づ
く
基
本
手
当
を
支
給
す
る
。

３
受
給
資
格
者
が
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
基
本
手
当
を
支
給
さ
れ
な
い
こ
と
と
さ
れ

た
た
め
、
当
該
受
給
資
格
に
基
づ
き
基
本
手
当
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
日

数
の
全
部
に
つ
い
て
基
本
手
当
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
場
合
に

お
い
て
も
、
第
二
十
二
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
受
給
資
格
に

基
づ
く
基
本
手
当
の
支
給
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
す
。

４
受
給
資
格
者
が
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
基
本
手
当
を
支
給
さ
れ
な
い
こ
と
と
さ
れ

た
た
め
、
同
項
に
規
定
す
る
日
以
後
当
該
受
給
資
格
に
基
づ
き
基
本
手
当
の
支
給
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
る
日
数
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
い
て
基
本
手
当
の
支
給
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
と
き
は
、
第
三
十
七
条
第
四
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

て
は
、
そ
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
と
さ
れ
た
日
数
分
の
基
本
手
当

９
１
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（
返
還
命
令
等
）

第
Ｄ
１
９
条
偽
り
そ
の
他
不
正
の
行
為
に
よ
り
求
職
者
支
援
給
付
の
支
給
を
受
け
た

者
が
あ
る
場
合
に
は
、
国
は
、
そ
の
者
に
対
し
て
、
支
給
し
た
求
職
者
支
援
給
付
の

全
部
又
は
一
部
を
返
還
す
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
、
厚
生
労
働
大
臣

の
定
め
る
基
準
に
よ
り
、
当
該
偽
り
そ
の
他
不
正
の
行
為
に
よ
り
支
給
を
受
け
た
求

職
者
支
援
給
付
の
額
の
二
倍
に
相
当
す
る
額
以
下
の
金
額
を
納
付
す
る
こ
と
を
命
ず

る
こ
と
が
で
き
る
。

２
前
項
の
場
合
に
お
い
て
求
職
者
支
援
認
定
訓
練
実
施
者
が
偽
り
の
届
出
、
報
告
又

は
証
明
を
し
た
た
め
そ
の
求
職
者
支
援
給
付
が
支
給
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
き
は
、

国
は
、
当
該
求
職
者
支
援
認
定
訓
練
実
施
者
に
対
し
そ
の
求
職
者
支
援
給
付
の
支
給

を
受
け
た
者
と
連
帯
し
て
、
前
項
に
規
定
に
よ
る
求
職
者
支
援
給
付
の
返
還
又
は
命

ぜ
ら
れ
た
金
額
の
納
付
を
す
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

0

一

○
履
用
保
険
法
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
百
十
六
号
）

（
返
還
命
令
等
）

第
十
条
の
四
偽
り
そ
の
他
不
正
の
行
為
に
よ
り
失
業
等
給
付
の
支
給
を
受
け
た
者
が

あ
る
場
合
に
は
、
政
府
は
、
そ
の
者
に
対
し
て
、
支
給
し
た
失
業
等
給
付
の
全
部
又

は
一
部
を
返
還
す
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
、
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め

る
基
準
に
よ
り
、
当
該
偽
り
そ
の
他
不
正
の
行
為
に
よ
り
支
給
を
受
け
た
失
業
等
給

付
の
額
の
二
倍
に
相
当
す
る
額
以
下
の
金
額
を
納
付
す
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で

き
る
。

２
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
事
業
主
、
職
業
紹
介
事
業
者
等
（
職
業
安
定
法
（
昭
和

二
十
二
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
第
四
条
第
七
項
に
規
定
す
る
職
業
紹
介
事
業
者
又

は
業
と
し
て
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
職
業
指
導
（
職
業
に
就
こ
う
と
す
る
者
の
適

性
、
職
業
経
験
そ
の
他
の
実
情
に
応
じ
て
行
う
も
の
に
限
る
。
）
を
行
う
者
（
公
共

職
業
安
定
所
そ
の
他
の
職
業
安
定
機
関
を
除
く
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は

指
定
教
育
訓
練
実
施
者
（
第
六
十
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
指

定
す
る
教
育
訓
練
を
行
う
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
偽
り
の
届
出
、
報
告
又
は

証
明
を
し
た
た
め
そ
の
失
業
等
給
付
が
支
給
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
政
府
は

、
そ
の
事
業
主
、
職
業
紹
介
事
業
者
等
又
は
指
定
教
育
訓
練
実
施
者
に
対
し
、
そ
の

失
業
等
給
付
の
支
給
を
受
け
た
者
と
連
帯
し
て
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
失
業
等
給
付

の
返
還
又
は
納
付
を
命
ぜ
ら
れ
た
金
額
の
納
付
を
す
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き

る
。

３
徴
収
法
第
二
十
六
条
及
び
第
四
十
一
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ

り
返
還
又
は
納
付
を
命
ぜ
ら
れ
た
金
額
の
納
付
を
怠
っ
た
場
合
に
準
用
す
る
。

の
支
給
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
す
。

１
０
、
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（
督
促
及
び
滞
納
処
分
）

第
Ｄ
１
１
０
条
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
徴
収
金
を
納
付
し
な
い
者
が
あ
る
と
き
は

、
政
府
は
、
期
限
を
指
定
し
て
督
促
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
前
項
の
規
定
に
よ
っ
て
督
促
す
る
と
き
は
、
政
府
は
、
納
付
義
務
者
に
対
し
て
督

促
状
を
発
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
督
促
状
に
よ
り
指
定
す
べ
き
期
限
は
、
督

促
状
を
発
す
る
日
か
ら
起
算
し
て
十
日
以
上
経
過
し
た
日
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
督
促
を
受
け
た
者
が
、
そ
の
指
定
の
期
限
ま
で
に
、
こ
の

法
律
の
規
定
に
よ
る
徴
収
金
を
納
付
し
な
い
と
き
は
、
政
府
は
、
国
税
滞
納
処
分
の

例
に
よ
っ
て
、
こ
れ
を
処
分
す
る
。

４
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
徴
収
金
の
徴
収
の
告
知
又
は
督
促
は
、
民
法
（
明
治
二

十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
百
五
十
三
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
時
効
中
断
の

効
力
を
生
ず
る
。

(‐

（
時
効
）

第
四
十
一
条
労
働
保
険
料
そ
の
他
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
徴
収
金
を
徴
収
し
、
又

は
そ
の
還
付
を
受
け
る
権
利
は
、
二
年
を
経
過
し
た
と
き
は
、
時
効
に
よ
っ
て
消
滅

す
る
。

２
政
府
が
行
な
う
労
働
保
険
料
そ
の
他
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
徴
収
金
の
徴
収
の

告
知
又
は
督
促
は
、
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
百
五
十
三
条
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
時
効
中
断
の
効
力
を
生
ず
る
。

○
労
働
保
険
の
保
険
料
の
徴
収
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
八
十
四
号

）

（
督
促
及
び
滞
納
処
分
）

第
二
十
六
条
労
働
保
険
料
そ
の
他
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
徴
収
金
を
納
付
し
な
い

者
が
あ
る
と
き
は
、
政
府
は
、
期
限
を
指
定
し
て
督
促
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
前
項
の
規
定
に
よ
っ
て
督
促
す
る
と
き
は
、
政
府
は
、
納
付
義
務
者
に
対
し
て
督

促
状
を
発
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
督
促
状
に
よ
り
指
定
す
べ
き
期
限
は
、
督

促
状
を
発
す
る
日
か
ら
起
算
し
て
十
日
以
上
経
過
し
た
日
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
督
促
を
受
け
た
者
が
、
そ
の
指
定
の
期
限
ま
で
に
、
労
働

保
険
料
そ
の
他
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
徴
収
金
を
納
付
し
な
い
と
き
は
、
政
府
は

、
国
税
滞
納
処
分
の
例
に
よ
っ
て
、
こ
れ
を
処
分
す
る
。
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家庭一考砿

雇用保険に新たな附帯事業を創設することについて

非正規労働者が増大する等労働市場が変化する中で､雇用保険のセーフティネットを拡充

していくことが求められている。このため、平成21年、22年に雇用保険法を改正し、適

用範囲の拡大や受給資格要件の緩和を行ったところであるが、さらに、これでもカバーでき

ない者に対しても失業した際の支援が受けられるよう､セーフテイネットを一層強化するこ

とが求められている。

しかしながら、雇用保険の失業等給付については､全体としての給付と負担のバランスと

いった保険原理から拡充に一定の制約があり､前回の改正以上に拡充することは困難である。

しかしながら、こうした層が増大し、失業状態に滞留することは、労働市場の全体的な状況

の悪化として被保険者の失業リスクも高め、また､将来の雇用保険財政を担う被保険者の減

少につながるものであることから、雇用保険制度としても対処すべき問題である。
／

このため、雇用保険制度において、附帯事業として、こうした層の訓練及び就職支援を通

じて安定した就職を実現できるようにする事業を行おうとするものである。この際､こうし

た層には事業主の責任によらず失業状態になる層を含み､事業主のみの負担によって行う既

存の附帯事業で行うことは適当ではないことから､新たに国及び労使の共同連帯からなる附

帯事業の類型を創設することとするものである。なお、その負担割合は、雇用政策に係る国

の責任と、制度の対象となる者の属性（自営廃業者等雇用保険の本体給付では対応不能な者

の割合を勘案）を踏まえ、国庫1／2，労使1／4づつ、とするものである。

なお、附帯事業の対象とする範囲については､現行の雇用保険の附帯事業において、被保

険者であった者及び被保険者となろうとする者も対象としているように､必ずしも現時点に

おいて被保険者である者に限定されるものではなく、さらに、費用負担も各保険、各事業に

よって異なるものであり､雇用保険に既存附帯事業とは負担割合の異なる附帯事業を新たに

設けることに、特段の問題は生じないものと考える。



求職者支援制度の財源について

非正規労働者が増大する等労働市場が変化する中で､雇用保険の失業等給付のセーフテイ

ネットではカバーできない者に対するセーフティネットとして、失業者に対し、訓練及びそ

の間の生活支援を一体として行い､就職を支援することを内容とする求職者支援制度を新設

することとするものである。

この制度については､失業等給付を受給できない者の訓練中の生活の安定を図るとともに、

これにより失業者が安定した就職を実現できるようになることで､雇用保険の被保険者が増

大し、また、長期的には失業を減少させることとなり、失業等給付の抑制に繋がるものであ

り、労使の共同連帯と国の責任で運営される雇用保険の附帯事業になじむものである。した

がって、今般新設する雇用保険の附帯事業の対象とするものである。

1



ブリッジ規定を設けることに伴う改正について

雇用保険法にブリッジ規定を設け、求職活動支援事業として実施する場合、

次のような改正が必要となるものと思料｡

【雇用保険法】事業実施の根拠規定十費用負担の原則規定

○目的規定：第1条要改正

鋭露イメージ

労働毒が冒ら職業た閲する鐵青訓嫌を受けた場合に必要凌総〃を行′'、

あわせて､職業に閲する謝青鵬の機会を綴深を図ることにより 捌舂

の生活茨乙嘱層の舞定を図るとともに､茨…を容易にする芋その獄綴

を泥進し、あわせ冠似下菖ご難ﾉ。 I

○事業関係：本体給付と二事業の間新章創設

競正グメージ

第章求…支鍔難

凌繩、畿疾隣舂であった蔽乙峻隈険舂になろうとする春に爵し、職

業に閲する教育縦の鵬刀j確疾され、 もって-、求…を容易にする等

鐡職を泥産するため、次の事業を行うごとがでざる。

・茨職毒支雛に基づき、殻燃音であった識乙機織毒になろぅとす

る音（塞教孚当の受鐙篤蒋春を隙ぐ｡ノ戯認定求職壹支鍔縦又はこれ

に準ずるものとして凌令で定めるものを翻した場合につい冠一定の要

俘に麟当するときに錯雌を離すること。

・求職毒支搬に墓づき、澱求職者にかし、無料で職業副嫌を鍔燐するた

めに縦第猫鰯に繍綱を支溌すること。

○国庫の負担：第66条要改正

孜疋"ゾメージ

国鐘賦次に掲げる区分によつ五戒聯善諾欲雇…迩乙域綴

ノ鋤支拶蕊業た要する覺屑の一部を貧蓮する。

･戎 援夢につ〃､ては当謬求毒支拶婁業に要する鎌屑の2分 〆

Z

－殻深険料の額仁凄業分除くノから、臼属属編…號求…

支拶婁業を除いた額て蒋痩貸撞を潭定

○保険料：第68条要改正



孜正イメージ

衆侯料は徽法の定めるところによる。

繊稗のクち、一般深鍵料獅』らその卿

じた額に…料の赫当額の合計額ぼ、

鑑に要する鍔屑に充てるものとし､三股紗

た額賦二蕊業た充てる。

-般深鍵料獅勤らその額に

三股深

二難蕊を乗じて痔た額を減

隣瀞額X二二蕊業率を乗じて痔

○暫定措置：附則第13条改正不要

○原則復帰：附則第15条雇用保険法とセット (P)

※求職者支援事業については対象としない、 ということはありえない
I

（要検討事項）

・求職活動支援事業を二事業として位置づけない理由

・高率負担をしない理由（継続給付で確認してみる）

・相当分について、別途保険料率を定めない理由（労災もない、でも、二事

業はあるのに？なぜ違う？省令で43条相当規定を入れるか？）

【徴収法】保険料率

○保険料率：第12条要改正

砿歴イメージ

徴攻深険料鏡遊びに雇蒲深険法第66条等の親症たよる国蘆の負撞額

縦甑茨蹄勤揚事業にする 二言にてらの合計額と失業雛〃の

れた雷との差額を穏立金に鮒した鏡ゴベ・ ・ ・変更することができる。

【特会法】雇用勘定内の処理

○一般会計からの受入れ経費保険料率：第101条要改正

孜正孑〆－ジ

属脳症Xごおける一殻会計からの綴入臓溌涛は､届屑嬢険法第66条

及び薦67条に規定する求職壹絢談並び同法第.66条に瀕定･する属思継

縦〃､或雛鋤支拶裏簔及別毎房深険裏業の事務の執行に要する達鐸で

砿〃噴撞するものとする。

○積立金：第103条要改正



炭正ゲメージ

属脳症Xごおし､冠毎会計鞭の歳入額仁墓業髭充当分を離した残

〃の蕊ノから当該鞭の拙顎仁難笏当鋤額を離した残りの鏡ノ

を控際して残余がある鍔合に航当該残余のうち、属層繊灘の失業等

猪鵬及乙凡茨…支拶難に充てるために必要左金額を､櫛立金として

櫛み立てるものとする。

○過不足調整：第105条改正不要

雇用勘定において、毎会計年度一般会計から受け入れた金額が、地鴎外

年度における雇用保険法第66条及び第67条の規定による国庫負担金

の額に対して超過し、又は不足する場合には、当該超過額に相当する金額

は、翌年度においてこれらの規定による国庫負担金として一般会計から受

け入れる金額から減額し、なお残余があるときは翌々年度までに一般会計

に変改し、当該不足額に相当する金額は、翌々年度までに一般会計から補

てんするものとする。

【求職者支援法】費用負担は雇用保険法定めとする

○費用の負担

弦正イメージ

求綴考纈定劇の実及び茨聯考援鰐〃の支瀞に要する鎌屑に

つし'てば、厨房繩法の定めるところによる“

○基金の活用：暫定措置として附則要検討

孜正イメージ
I

ZOO条f鎌房の負担ノの親だにかかわら哉嗽23鞭の求職壹支

鯛瑳訓の実及畝求聯考鮒〃の鰐に要する発馬につ〃'てば

搬法蕊66条の規脚こより脳j費蓮する額の錨鮒におし1忽属層

‘‐ 藩のまし'考挙の職業能力の開発及び向上のための夢業を美

するために交存した金銭であって全労働省令でめるもの僧､今.･黒

急ﾉ(〃蔵蝿金のクち、早斯に鮒させた御を充当することができる。

(要検討事項）

・書き方の例探し（両法の関係の位置づけ）

・能力開発法ならびという手もあるが、附則が書けるか

・基金の返納と入り先



◎
雇
用
保
険
法
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
百
十
六
号
）
の
一

丁α
峅南

顔
Ｕ
雇
斥
梯
会
切
纏

の
増
進
を
図
る
こ
し

露
凸
『睡

亟
２
Ｆ

部
改
正

八
一
富

且
圏
凸
［

・1‐

案

用
例



（
国
庫
の
負
担
）

第
六
十
六
条
国
庫
は
、
次
に
掲
げ
る
区
分
に
よ
っ
て
、
求
職
者
給
付
（
高
年
齢
求
職

者
給
付
金
を
除
く
。
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
雇
用
継
続
給
付
（
高
年
齢
雇

用
継
続
基
本
給
付
金
及
び
高
年
齢
再
就
職
給
付
金
を
除
く
。
第
三
号
に
お
い
て
同
じ

。
）
測
酬
刺
糊
澗
馴
刻
捌
調
調
に
要
す
る
費
用
の
一
部
を
負
担
す
る
。

一
日
雇
労
働
求
職
者
給
付
金
以
外
の
求
職
者
給
付
に
つ
い
て
は
、
当
該
求
職
者
給

付
に
要
す
る
費
用
の
四
分
の
一

二
日
雇
労
働
求
職
者
給
付
金
に
つ
い
て
は
、
当
該
日
雇
労
働
求
職
者
給
付
金
に
要

す
る
費
用
の
三
分
の
一

三
雇
用
継
続
給
付
に
つ
い
て
は
、
当
該
雇
用
継
続
給
付
に
要
す
る
費
用
の
八
分
の

州
刎
刈

寒
駿
喋
曉
科
の
額
ご
童
業
分
際
星
か
ら
、
日
雇
、
展
尉
継
驍
籍
付
、
判
湖
忍

馴
對
掴
罰
潮
を
際
い
た
額
で
嵩
雫
負
適
を
歎
定

四
求
職
者
支
援
期
謂
個
づ
Ⅷ
矧
剛
１
当
調
淵
糊
割
詞
攪
剃
潟
倒
劉
訓
引
謝
刷
刎
釧

又
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
を
受
講
し
た
場
合
に
つ
い

て
、
一
定
の
要
件
に
該
当
す
る
と
き
に
給
付
金
を
支
給
す
る
こ
と
。

二
求
職
者
支
援
法
に
基
づ
き
、
対
象
求
職
者
に
対
し
、
無
料
で
職
業
訓
練
を
提
供

す
る
た
め
に
訓
練
実
施
機
関
に
訓
練
報
酬
を
支
給
す
る
こ
と
。

（
国
庫
の
負
担
）

第
六
十
六
条
国
庫
は
、
次
に
掲
げ
る
区
分
に
よ
っ
て
、
求
職
者
給
付
（
高
年
齢
求
職

者
給
付
金
を
除
く
。
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
雇
用
継
続
給
付
（
高
年
齢
雇

用
継
続
基
本
給
付
金
及
び
高
年
齢
再
就
職
給
付
金
を
除
く
。
第
三
号
に
お
い
て
同
じ

。
）
に
要
す
る
費
用
の
一
部
を
負
担
す
る
。

一
日
雇
労
働
求
職
者
給
付
金
以
外
の
求
職
者
給
付
に
つ
い
て
は
、
当
該
求
職
者
給
付

に
要
す
る
費
用
の
四
分
の
一

二
日
雇
労
働
求
職
者
給
付
金
に
つ
い
て
は
、
当
該
日
雇
労
働
求
職
者
給
付
金
に
要
す

る
費
用
の
三
分
の
一

三
雇
用
継
続
給
付
に
つ
い
て
は
、
当
該
雇
用
継
続
給
付
に
要
す
る
費
用
の
八
分
の
一

の
縮
小
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
労
働
者
を
休
業
さ
せ
る
事
業
主
そ

の
他
労
働
者
の
雇
用
の
安
定
を
図
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
事
業
主
に
対

し
て
、
必
要
な
助
成
及
び
援
助
を
行
う
こ
と
。

二
離
職
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
労
働
者
に
対
し
て
、
雇
用
対
策
法
（
昭
和
四
十
一

年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
第
二
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
休
暇
を
与
え
る
事

業
主
そ
の
他
当
該
労
働
者
の
再
就
職
を
促
進
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
識
ず

る
事
業
主
に
対
し
て
、
必
要
な
助
成
及
び
援
助
を
行
う
こ
と
。

（
以
下
略
）

･2．



第
十
五
条
雇
用
保
険
の
国
庫
負
担
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
二
年
度
中
に
検
討
し
、

都
判
Ｊ
醐
咽
刊
劉
１

（
国
庫
負
担
に
関
す
る
暫
定
措
置
）

第
十
三
条
国
庫
は
、
第
六
十
六
条
第
一
項
及
び
第
六
十
七
条
前
段
の
規
定
に
よ
る
国

庫
の
負
担
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の

規
定
に
よ
る
国
庫
の
負
担
額
の
百
分
の
五
十
五
に
相
当
す
る
額
を
負
担
す
る
。

２
国
庫
が
前
項
に
規
定
す
る
額
を
負
担
す
る
会
計
年
度
に
つ
い
て
は
、
第
六
十
六
条

第
二
項
（
第
六
十
七
条
後
段
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及

び
第
五
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

３
第
一
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
第
六
十
六
条
第
六
項
の
規
定
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
前
各
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
附
則
第
十
三
条
第
一
項
」

と
す
る
。
〈

（
保
険
料
）

第
六
十
八
条
雇
用
保
険
事
業
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
た
め
政
府
が
徴
収
す
る
保

険
料
に
つ
い
て
は
、
徴
収
法
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

２
前
項
の
保
険
料
の
う
ち
、
一
般
保
険
料
徴
収
額
か
ら
そ
の
額
に
二
事
業
率
を
乗
じ

て
得
た
額
を
減
じ
た
額
及
び
印
紙
保
険
料
の
額
に
相
当
す
る
額
の
合
計
額
は
、
失
業

等
給
付

料
徴
収
額
に
二
事
業
率
を
乗
じ
て
得
た
額
は
、

に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
も
の
と
す
る
。

に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
も
の
と
し
、
一
般
保
険

得
た
額
は
、
雇
用
安
定
事
業
及
び
能
力
開
発
事
業

（
国
庫
負
担
に
関
す
る
暫
定
措
麗
）

第
十
三
条
国
庫
は
、
第
六
十
六
条
第
一
項
及
び
第
六
十
七
条
前
段
の
規
定
に
よ
る
国

庫
の
負
担
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の

規
定
に
よ
る
国
庫
の
負
担
額
の
百
分
の
五
十
五
に
相
当
す
る
額
を
負
担
す
る
。

２
国
庫
が
前
項
に
規
定
す
る
額
を
負
担
す
る
会
計
年
度
に
つ
い
て
は
、
第
六
十
六
条

第
二
項
（
第
六
十
七
条
後
段
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及

び
第
五
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

３
第
一
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
第
六
十
六
条
第
六
項
の
規
定
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
前
各
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
附
則
第
十
三
条
第
一
項
」

と
す
る
。

（
保
険
料
）

第
六
十
八
条
雇
用
保
険
事
業
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
た
め
政
府
が
徴
収
す
る
保

険
料
に
つ
い
て
は
俺
徴
収
法
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

２
前
項
の
保
険
料
の
う
ち
、
一
般
保
険
料
徴
収
額
か
ら
そ
の
額
に
二
事
業
率
を
乗
じ

て
得
た
額
を
減
じ
た
額
及
び
印
紙
保
険
料
の
額
に
相
当
す
る
額
の
合
計
額
は
、
失
業

等
給
付
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
も
の
と
し
、
一
般
保
険
料
徴
収
額
に
二
事
業
率
を

乗
じ
て
得
た
額
は
、
雇
用
安
定
事
業
及
び
能
力
開
発
事
業
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る

も
の
と
す
る
。

〃
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：
平
成
二
十
三
年
度
に
お
い
て
、
安
定
し
た
財
源
を
確
保
し
た
上
で
附
則
第
十
三
条
に

規
定
す
る
国
庫
負
担
に
関
す
る
暫
定
措
侭
を
廃
止
す
る
も
の
と
す
る
。

第
十
五
条
雇
用
保
険
の
国
庫
負
担
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
二
年
度
中
に
検
討
し
、

平
成
二
十
三
年
度
に
お
い
て
、
安
定
し
た
財
源
を
確
保
し
た
上
で
附
則
第
十
三
条
に

規
定
す
る
国
庫
負
担
に
関
す
る
暫
定
措
置
を
廃
止
す
る
も
の
と
す
る
。

-4．



I

◎
労
働
保
険
の
保
険
料
の
徴
収
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
八
十
四
号
）
の
一

／

部
改
正

‐5‐

○
労
働
保
険
の
保
険
料
の
徴
収
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
八
十
四
号

ー全
般
保
険
料
に
係
る
保
険
料
率
）

第
十
二
条
一
般
保
険
料
に
係
る
保
険
料
率
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
中
略
）

５
厚
生
労
働
大
臣
は
、
毎
会
計
年
度
に
お
い
●
て
、
徴
収
保
険
料
額
並
び
に
雇
用
保
険

法
第
六
十
六
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
五
項
並
び
に
第
六
十
七
条
の
規
定
に
よ
る

国
庫
の
負
担
額
の
合
計
額
と
同
法
の
規
定
に
よ
る
失
業
等
給
付
の
額
（
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
実
業
等
給
付
額
」
と
い
う
。
）
測
酬
刺
糊
澗
馴
対
捌
剰
調
口
劉
制
引
謝

別
個
対
司
引
刎
対
調
と
の
差
額
を
当
該
会
計
年
度
末
に
お
け
る
労
働
保
険
特
別
会
計

の
雇
用
勘
定
の
稲
立
金
（
第
七
項
に
お
い
て
「
積
立
金
」
と
い
う
。
）
に
加
減
し
た

額
が
、
当
該
会
計
年
度
に
お
け
る
失
業
等
給
付
額
の
二
倍
に
相
当
す
る
額
を
超
え
、

又
は
当
該
失
業
等
給
付
額
に
相
当
す
る
額
を
下
る
に
至
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
必
要

が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
労
働
政
策
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
、
一
年
以
内
の
期

間
を
定
め
、
雇
用
保
険
率
を
千
分
の
十
五
・
五
か
ら
千
分
の
二
十
三
・
五
ま
で
（
前

項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
事
業
（
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
業
を
除
く
。
）
に
つ
い

て
は
千
分
の
十
七
・
五
か
ら
千
分
の
二
十
五
・
五
ま
で
、
同
号
に
掲
げ
る
事
業
に
つ

い
て
は
千
分
の
十
八
・
五
か
ら
千
分
の
二
十
六
・
五
ま
で
）
の
範
囲
内
に
お
い
て
変

更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
以
下
略
）

案

○
労
働
保
険
の
保
険
料
の
徴
収
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
八
十
四
号

ー（
一
般
保
険
料
に
係
る
保
険
料
率
）

（
中
略
）

第
十
二
条
一
般
保
険
料
に
係
る
保
険
料
率
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

５
厚
生
労
働
大
臣
は
、
毎
会
計
年
度
に
お
い
て
、
徴
収
保
険
料
額
並
び
に
雇
用
保
険

法
第
六
十
六
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
五
項
並
び
に
第
六
十
七
条
の
規
定
に
よ
る

国
庫
の
負
担
額
の
合
計
額
と
同
法
の
規
定
に
よ
る
失
業
等
給
付
の
額
（
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
「
失
業
等
給
付
額
」
と
い
う
。
）
と
の
差
額
を
当
該
会
計
年
度
末
に
お
け

る
労
働
保
険
特
別
会
計
の
雇
用
勘
定
の
積
立
金
（
第
七
項
に
お
い
て
「
積
立
金
」
と

い
う
。
）
に
加
減
し
た
額
が
、
当
該
会
計
年
度
に
お
け
る
失
業
等
給
付
額
の
二
倍
に

相
当
す
る
額
を
超
え
、
又
は
当
該
失
業
等
給
付
額
に
相
当
す
る
額
を
下
る
に
至
っ
た

場
合
に
お
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
労
働
政
策
審
議
会
の
意
見
を
聴

い
て
、
一
年
以
内
の
期
間
を
定
め
、
雇
用
保
険
率
を
千
分
の
十
五
・
五
か
ら
千
分
の

二
十
三
・
五
ま
で
（
前
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
事
業
（
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事

業
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
千
分
の
十
七
・
五
か
ら
千
分
の
二
十
五
・
五
ま
で
、
同

号
に
掲
げ
る
事
業
に
つ
い
て
は
千
分
の
十
八
・
五
か
ら
千
分
の
二
十
六
・
五
ま
で
）

の
範
囲
内
に
お
い
て
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
以
下
略
）

用
例



◎
特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
二
十
三
号
）
の
一
部
改
正

Ｃ
特
別
会
製

（
一
般
会
幹

弟
百
一
条

金
、
陛
凰
ロ
ド
余

用
で
匡
庫
が
補
助
す
る
も
の
と
す
る
’
用
で
国
庫
が
補
助
す
る
も
の
と
す
る
‐

２
雇
用
勘
定
に
お
け
る
一
般
会
計
か
ら
の
繰
入
対
象
経
費
は
、
雇
用
保
険
法
第
六
十
２
雇
用
勘
定
に
お
け
る
一
般
会
計
か
ら
の
繰
入
対
象
経
費
は
、
雇
用
保
険
法
第
六
十

六
条
及
び
第
六
十
七
条
に
規
定
す
る
求
職
者
給
付
並
び
に
同
法
第
六
十
六
条
に
六
条
及
び
第
六
十
七
条
に
規
定
す
る
求
職
者
給
付
並
び
に
同
法
第
六
十
六
条
に

規
定
す
る
雇
用
継
続
給
付
１
判
糊
周
馴
剣
樹
調
調
及
び
雇
用
保
険
事
業
の
事
務
の
執
規
定
す
る
雇
用
継
続
給
付
及
び
雇
用
保
険
事
業
の
事
務
の
執
行
に
要
す
る
経
費
で
国

行
に
要
す
る
経
費
で
国
庫
が
負
担
す
る
も
の
と
す
る
。
庫
が
負
担
す
る
も
の
と
す
る
。

（
積
立
金
）
（
積
立
金
）

弟
百
三
条
労
災
勘
定
に
お
い
て
、
毎
会
計
年
度
の
歳
入
歳
出
の
決
算
上
剰
余
金
を
生
第
百
三
条
労
災
勘
定
に
お
い
て
、
毎
会
計
年
度
の
歳
入
歳
出
の
決
算
上
剰
余
金
を
生

じ
た
場
合
に
は
、
当
該
剰
余
金
の
う
ち
、
労
災
保
険
事
業
の
保
険
給
付
費
及
び
社
会
じ
た
場
合
に
は
、
当
該
剰
余
金
の
う
ち
、
労
災
保
険
事
業
の
保
険
給
付
費
及
び
社
会

復
帰
促
進
等
事
業
費
（
特
別
支
給
金
に
充
て
る
た
め
の
も
の
に
限
る
。
第
五
項
に
お
復
帰
促
進
等
事
業
費
（
特
別
支
給
金
に
充
て
る
た
め
の
も
の
に
限
る
。
第
五
項
に
お

い
て
同
じ
。
）
に
充
て
る
た
め
に
必
要
な
金
額
を
、
積
立
金
と
し
て
償
み
立
て
る
も
い
て
同
じ
。
）
に
充
て
る
た
め
に
必
要
な
金
頓
を
、
債
立
金
と
し
て
債
み
立
て
る
も

屯
街
会
計
年
度
の
歳
入
謡
（
雇
用
安
定
頚
業
及
び
能
力
開
函

（
次
条
第
三
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
「
二
事
業
費
充
当
歳
詞

窪
除
し
た
残
り
の
額
と
す
る
。
）
か
ら
当
該
年
度
の
歳
出
額

罷
力
開
発
事
業
に
係
る
歳
出
額
（
次
条
第
三
項
及
び
第
四
項
症

元
当
歳
出
額
一
と
い
う
。
）
を
陸
除
し
た
残
り
の
領
と
す
る
。

壁
筒

哩
律
第
二
十
三
号
）
Ｃ
將
別
会
計
に
閥
す
る
怯
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
二
十
三
号
）

（
一
般
会
計
か
ら
の
繰
入
対
象
経
費
）

輝
ら
の
繰
入
対
象
経
費
は
、
労
働
者
災
害
第
百
一
条
労
災
勘
定
に
お
け
る
一
般
会
計
か
ら
の
繰
入
対
象
経
費
は

鋤
者
災
害
浦
償
保
険
事
龍
に
要
す
る
爵
開
償
保
険
法
第
三
十
二
条
に
規
定
す
る
労
動
者
災
害
補
償
県
倹
事
些

（
陣
）

雇
用
勘
定
に
お
い
て
、
毎
会
計
年
度
の
歳
入
額
（
雇
用
安
定
事
業
及
び
能
力
開
唖

畢
業
に
係
る
歳
入
額
（
次
条
第
三
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
三
事
業
費
充
当
歳
詞

韻
」
と
い
う
。
）
を
控
除
し
た
残
り
の
額
と
す
る
。
）
か
ら
当
該
年
度
の
歳
出
額

腫
用
安
定
事
業
及
び
能
力
開
発
事
業
に
係
る
歳
出
額
（
次
条
第
三
項
及
び
第
四
項
咋

お
い
て
「
二
事
業
費
充
当
歳
出
額
一
と
い
う
。
）
を
控
除
し
た
残
り
の
頭
と
す
る
。
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と
し
て
積
み
立
て
る
も
の
と
す
る
。

叩
剰
ｌ
醐
週
洞
劉
１

（
国
庫
負
担
金
の
過
不
足
の
調
整
）

第
百
五
条
雇
用
勘
定
に
お
い
て
、
毎
会
計
年
度
一
般
会
計
か
ら
受
け
入
れ
た
金
額
が

、
当
該
年
度
に
お
け
る
雇
用
保
険
法
第
六
十
六
条
及
び
第
六
十
七
条
の
規
定
に
よ
る

国
庫
負
担
金
の
額
に
対
し
て
超
過
し
、
又
は
不
足
す
る
場
合
に
は
、
当
該
超
過
額
に

相
当
す
る
金
額
は
、
翌
年
度
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
国
庫
負
担
金
と
し
て

一
般
会
計
か
ら
受
け
入
れ
る
金
額
か
ら
減
額
し
、
な
お
残
余
が
あ
る
と
き
は
翌
々
年

度
ま
で
に
一
般
会
計
に
返
還
し
、
当
該
不
足
額
に
相
当
す
る
金
額
は
、
翌
々
年
度
ま

で
に
一
般
会
計
か
ら
補
て
ん
す
る
も
の
と
す
る
。

）
を
控
除

業
等
給
付

を
控
除
し
て
残
余
が
あ
る
場
合
に
は
、
、

費
及
び
求
職
活
動
司

当
該
残
余
の
う
ち
、
雇
用
保
険
事
業
の
失

に
充
て
る
た
め
に
必
要
な
金
額
を
、
積
立
金

（
国
庫
負
担
金
の
過
不
足
の
調
整
）

第
百
五
条
雇
用
勘
定
に
お
い
て
、
毎
会
計
年
度
一
般
会
計
か
ら
受
け
入
れ
た
金
額
が

、
当
該
年
度
に
お
け
る
雇
用
保
険
法
第
六
十
六
条
及
び
第
六
十
七
条
の
規
定
に
よ
る

国
庫
負
担
金
の
額
に
対
し
て
超
過
し
、
又
は
不
足
す
る
場
合
に
は
、
当
該
超
過
額
に

相
当
す
る
金
額
は
、
翌
年
度
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
国
庫
負
担
金
と
し
て

一
般
会
計
か
ら
受
け
入
れ
る
金
額
か
ら
減
額
し
、
な
お
残
余
が
あ
る
と
き
は
翌
々
年

度
ま
で
に
一
般
会
計
に
返
還
し
、
当
該
不
足
額
に
相
当
す
る
金
額
は
、
翌
々
年
度
ま

で
に
一
般
会
計
か
ら
補
て
ん
す
る
も
の
と
す
る
。

）
を
控
除
し
て
残
余
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
残
余
の
う
ち
、
雇
用
保
険
事
業
の
失

業
等
給
付
費
に
充
て
る
た
め
に
必
要
な
金
額
を
、
積
立
金
と
し
て
積
み
立
て
る
も
の

と
す
る
。

I
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◎
求
職
者
支
援
法
（
仮
称
）

･8．

○
求
職
者
支
援
法

条
文
イ
メ
ー
ジ

（
費
用
の
負
担
）

第
○
条
求
職
者
支
援
認
定
訓
練
の
実
施
及
び
求
職
者
支
援
給
付
の
支
給
に
要
す
る
費

用
に
つ
い
て
は
、
雇
用
保
険
法
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

暫
定
措
置
と
し
て
附
則
要
検
討

条
文
イ
メ
ー
ジ

（
基
金
の
活
用
）

第
○
○
条
（
費
用
の
負
担
）
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
２
３
年
度
の
求
職
者
支
援

認
定
訓
練
の
実
施
及
び
求
職
者
支
援
給
付
の
支
給
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
は
、
雇

用
保
険
法
第
６
６
条
の
規
定
に
よ
り
国
庫
が
負
担
す
る
額
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
雇

用
保
険
の
受
給
資
格
の
な
い
者
等
の
職
業
能
力
の
開
発
及
び
向
上
の
た
め
の
事
業
を

実
施
す
る
た
め
に
交
付
し
た
金
銭
で
あ
っ
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
（
省
令

函
緊
急
人
材
育
成
基
金
の
う
ち
、
早
期
に
返
還
さ
せ
た
額
）
を
充
当
す
る
こ
と
が
で

き
る
◎

案

用
例
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求職者支援法案（仮称）

1

､､。

前回までの指摘事項等に係る説明資料

ハ
〆

平成22年 1 1 月 2日

職業安定局派遣・有期労働対策部企画課
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｢求職の申込み」を前提とする理由について

o雇用鐸睡法においては､求職の申込みが失業の認定を条件とする基本手当の請求行為
の一部とされているが、これは､

・ 「失業｣が､被保険者が蕊験し､労働の意思及び能力を有するにもかかわらず､職
業に就くことができ加狭態踊ることをいい､基本手当の支給に当たってこれを公

， ｡、 ： . . ．、 ， .

に認定する必要があるところ、

。 『求職の申込み』は、受給資格者が公共職業安定所の紹介によって、職業に就こう
_＝ … 、 〃 ： 、

とする意思を公共職業安定所に対し表示する行為であることから、これを行った者に

ついては一応労働の意思があると推定することができるため

である。

O今般創設する求職者支援制度は､擢用保険を受給できない者であって､労働の意思及

び能力を有する者に対し､必要な職業訓練を受講する機会を確保するとともに、一定の

要件を満たす船Iこ､訓練期間中の生活を支援するための給付を支給すること琴により、
、 ､ " … ド , ． ｰ ，“

これらの者の就職の促進を図ることを目的とするもの。

ｆ

O労働の意思があることが､本制度により求職者支援訓練を受講し、必要に応じて求職

者支援給付の支給を受ける大前提の一つであり､したがって､』これを公に認定する必要
がある｡

Oこのため､公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをすることを、求職者支援認定訓

練の受講又は求職者支援籍付の受給”提と“付けることとし、これを行ったことを
もうて当該者の労働の意思を認定することとする。

O具体的には､『対象求職者」の定義規定においてき「公共職業安定所に出頭し、求職の
～ ！､"41 ． “

申込みをしたものであること」を規定する塁些進爺鐡｡

【規定案】

（定義） ．

第条この法律において『対象求職者｣とは､雇用保険法第四条第一項に規定する被保

険者又は同法第十五条第一項に規定する受給資格者でない者であって、次の各号のいず

れにも該当しないもののうち、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをしたものであ
； …

って、第0条に規定する就職支援計画に基づく就職のための支援を受ける意思及び能力

を有すると公共職業安定所長が認めるものをいう．

一 （略) ・

1



【別案】

（就職支援計画の作成）

第条公共職業安定所長は、対象求職者であって、公共職業安定所に出頭し、求職の申

込みをしたものに対し、厚生労働省令で定めるところにより、その有する能力に適合す

る職業に就くことを容易にし､及び促進するための計画(以下｢就職支援計画」という｡）

を作成することができる。

Oなお､いずれの案も､求職の申込み自体にそれが行われた時期を限定していないため、

有効であれば過去の求職の申込みはいずれも含まれることとなるが、相当程度過去の求

職申込みについては、就職支援計画に基づく就職のための支援を受ける意思及び能力を

有さない等との整理が可能であり、特段の問題は生じないものと考える。

、

2



求職者支援給付の支給対象を『公共職業安定所長が指示した訓練」とする理由について

1現行の「指示」について

○訓練延長給付について規定した雇用保険法第24条等、職業訓練受講中に支給する

給付に係る規定においては､『公共職業安定所長が指示した公共職業訓練等」というよ

うに「指示」という文言が用いられている。

Oこの公共職業安定所長による受講指示は、

． 職業安定法第19条において「公共職業安定所は、求職者に対し、公共職業能力

開発施設の行う職業訓練(職業能力開発総合大学校の行うものも含む｡）を受けるこ

とについてあっせんを行うものとする｡」とされており、

・ 同法第4条第4号において「この法律において『職業指鋤とは、職業に就こう
とする者に対し、実習、講習、指示、助言、情報の提供その他の方法により、その

者の能力に適合する職業の選択を容易にさせ、及びその職業に対する適応性を増大

させるために行う指導をいう｡」とされていることから、

同法第19条に規定するあっせんを、「指示」という同法第4条第4号に規定する職業

指導により行っているものと整理することができる。

2求職者支援法における整理

○今般の求職者支援法においては、求職者支援訓練を受講する場合であって、一定の
要件を満たす場合に、訓練期間中の生活を支援するための求職者支援給付を支給する

こととしている。

O従来から、職業訓練は誰もが受講できるものであるため、求職者支援訓練について

も公共職業安定所による職業指導によらずに受講することが可能である。

しかしながら、求職者支援制度として、求職者支援給付を受給しながら訓練を受講

する場合については、公共職業安定所長が、当該求職者に対し当該訓練を受けさせる

ことが適当であると判断し受講させる場合のみに限定することが適当である。

○このため、求職者支援給付の支給対象となる求職者支援訓練を、公共職業安定所長

の職業指導により受講する場合の求職者支援訓練に限定することが必要である。

3



Oその際、

・ 雇用保険法において、給付が支給される場合の訓練については､｢指示」という用

語が用いられていること

・ 公共職業安定所長による訓練の受講指示は、現行の職業安定法の規定に基づくも

のであり、求職者支援制度の対象となる求職者についても、関係規定は当然適用さ

れるものであること

から、「公共職業安定所長が指示した求職者支援訓練』と規定して限定することが適当

と考えられる。

○なお、上龍1のとおり、公共職業安定所長による訓練の受講指示は、現行の職業安

定法の規定に基づき行うことができるものであることから、求職者支援法において、

公共職業安定所長が求職者支援訓練を受けることを指示することができる旨の規定を

別途設ける必要はないものと考える。

』

4



グ

公共職業安定所における対象求職者への就職支援等について

1 公共職業安定所における対象求職者への就職支援について

O今般創設する求職者支援制度は、雇用保険を受給できない者であって、労働の意思

及び能力を有する者に対し、必要な職業訓練を受講する機会を確保するとともに、一

定の要件を満たす場合に、訓練期間中の生活を支援するための給付を支給するごと等
により、これらの者の就職の促進を図ることを目的とするもの。

Oこのため、管轄公共職業安定所においては、求職者支援給付を受給する求職者又は

当該給付を受給せずに求職者支援認定訓練を受講する者に対し、訓練受講期間中及び

訓練修了後3か月間、以下の内容による就職支援を行うこととしている。

①訓練期間中、訓練終了後（3か月）に月1回管轄公共職業安定所に出頭し職業相

談を受ける出頭日を設定。 『就職支援計画（仮称)」として受講者に提示。

②訓練の受錆開始後､就職支援計画(仮称）に沿って、訓練期間中､訓練終了後（3
か月）月1回の職業相談、職業紹介を実施。

③訓練期間中から終了後の職業相談を通じて必要性が認められた者には､｢就職支援

計画」に上乗せして、担当者制による就職支援を実施。

④、訓練終了後aか月経過時点で、就業状況を管轄公共職業安定所に報告することを

義務付け｡

2就職支援計画等の就職支援及び当該支援を受ける義務を法定化する理由

○今般の求職者支援制度は、対象求職者の就職の促進を目的とするもの。公共職業安

定所における就職支援は、当骸目的を達成する上で必要不可欠の事項であり、求職者

支援訓練、求職者支援給付と並ぶ求職者支援制度の柱の一つである。

Oこのため、就職支援計画をはじめとする具体的な就職支援について、当該支援を受

ける義務と併せて法定化することにより、その重要性を明らかにするとともに、求職

者支援訓練及び求職者支援給付と併せて規定することで求職者支援制度の全体像を明

確にすることとするものである。

Oまた、本制度は、給付を行う制度であるが故に、給付の受給を目的として求職者支

援訓練を受講する者の存在が相当程度想定されるところである。
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○本制度の趣旨にかんがみれば、これらの者は求職者支援訓練の受講対象から排除す

ることが適当であることから、訓練受講決定時における訓練の必要性の判断に加え、

訓練受講中及び訓練修了後に手厚い就職支援を行う反射的効果により、これらの者を
排除することとするものである。

○その際、当該効果をより大きなものとする観点から、就職支援計画をはじめとする

具体的な就職支援について、当該支援を受ける義務と併せて法定化することとするも
のである。

＊
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対象求職者に対する公共職業安定所への出頭義務について

1 対象求職者に出頭穀務を課す理由

O今般の求職者支援制度においては､対象求職者に対して､公共職業安定所において、

個別に「就職支援計画』を策定するとともに、訓練期間中及び訓練修了後3か月間、

職業相談及び職業紹介等の就職支援を行うこととしている。

Oこれは、本制度の目的である対象求職者の就職の促進を達成するために不可欠の取

組であるが、直接、本人について行うべきものであり、これを受けることを条件に、

その一環として給付及び無料の職業訓練の提供がなされるものであることから、対象
求職者が公共職業安定所に出頭することが大前提となる。 1

Oすなわち、対象求職者が出頭しなければ、そもそも本制度の目的を達成することが

困難となるおそれがあることから、違反した場合の罰則とともに、公共職業安定所へ

の出頭義務を法定化することとしたものである。

2訓練受講期間中も出頭義務を課す理由

○上記1のとおり、対象求職者には公共職業安定所への出頭義務を法律上設けること
としているが、この出頭義務は、訓練修了後のみならず訓練受講中も課すこととして

いる。

○これは、訓練を受講し始めると同時に公共職業安定所におけるキャリアカウンセリ

ング等の職業相談等を受けることにより、就業意欲の更なる喚起、訓練への取組意欲

の向上等が期待できるとともに、訓練修了後の就職支援への円滑な移行も可能となる

ことから、対象求職者の就職の促進という本制度の目的の達成により寄与するため課

すこととするものである。

Oなお、当該出頭義務については、就職支援訓練の実施機関と公共職業安定所が事前

に調整し、訓練スケジュール中に出頭日を組み込ことにより対応することを予定して

おり、訓練期間中に出頭義務を課すことによる訓練効果の低下は想定されないものと

考えている。
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｢必要な情報の提供」等の例

【｢必要があると認めるときは､ ･ gpjI曼対し、必要な情報の提供を求めることができる」
の例】

O国民年金法（昭和三十四年法律第百四十一号〉

（統計調査）

第百八条の三

2厚生労働大臣は、前項に規定する統計調査に関し必要があると認めるときは、 官公署

○医療法（昭和二十三年法律第二百五号）

第六条の三

4都道府県知事は、第一項又は第二項の規定による報告の内容を確認するために必要が
あると認めるときは 町村その他の官公署鮒し、当該都道府県の区域内に所在する

病院等に関し必要な惰報の提撰を求めることができる｡

第三十条の五都道府県は、医療計画を作成し、又は医療計画に基づく事業を実施するた

市町村その他の官公署､介護保険法第七条第七項に規があると鯉めるときは．めに
金

』

定する医療保険者又は医療提供施設の開設者若しくは管理者』星対‘し､_当該都道府県の区
域内における医療機能に関する情報その他の必要な情報の提供を求めること減できる堅

【｢必要があると認めるときは､・ ・ ・に対し、必要な報告を求めることができる」の例】

O介瞳保険法（平成九年法律第百二十三号）

（報告等）

第六十九条の三十八都道府県知事は、介鰻支援専門員の業務の適正な遂行を確保するた

必要があると認めるときはめ その登録を受けている介護支援専門員及び当該都道府県

の区域内でその業務を行う介護支援専門員に封L－その業務について必要な報告を求め
ることができる。
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O消費者安全法（平成二十一年法律第五十号）

（資料の提供要求等）

第十四条

2内閣総理大臣は、消費者事故等の発生又は消費者事故等による被害の拡大の防止を図
要があると湧めるときは、るため

舞

関係都道府県知事又は関係市町村長に対し＝消菱者＆

事故等に関して必要な報告を求めることができる

O宅地建物取引業法（昭和二十七年法律第百七十六号）

（報告の徴収）

第十七条の十六国土交通大臣は、講習業務の適正な実施を確保するため必豊迩塑量上遥
めるときは餡=登録講習機関に対しﾐ講習業務の状況に関し必要な報告を求めることがで

重量生
の

一
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給付期間について

1 基本的な考え方

○雇用保険を受給できない者に対して、訓練の受講機会を確保するとともに、その間

の給付を行うことにより、これらの者の就職の促進を図るという本制度の趣旨・目的

を踏まえれば、際限なく訓練を受講でき、又は給付を受給することができることとす

ることは､求職者の早期就職意欲の喚起を阻害するおそれがあることから適当でない。

○このため、給付金を受給できる訓練の回数及び受給できる期間に上限を設けること

とするが、他方、本制度の給付を受ける必要性は繰り返し生じ得るため、一定期間経

過後には再度受給することができるような仕組みとする。

2具体的な給付期間について

O訓練開始日（訓練開始日以降に受給資格認定がなされた喝合は、受給資格認定日）

から6年の間に、原則として訓練1回のみ、最大2年分まで支給。

Oただし、連続受講が可能な場合（基礎新訓練→公共職業訓練）のみ、最大2年分の

範囲で2回目の訓練についても支給する。

①回数の上限を設け、原則として訓練1回、連続受講の堀合は2回とする理由

・ 就職促進という制度の趣旨を踏まえれば、際限なく訓練を受講でき、又は給付を
受給することができることとすることは不適当。

・ このため、回数の上限を設け、今回の制度は、最大2年分という制約はあるもの

の、原則的には就職する場合に必要な一定レペルまで訓練を受ける上で必要な生活

支援をするものと整理し、原則1回、連続受講の場合は2回とする。

I

②6年サイクルとする理由

・ 就職促進という制度の趣旨から①のとおり受給できる訓練の回数に上限を設定す

る必要があるが､他方、本制度の給付を受ける必要性は繰り返し生じ得るため、一

定期間経過後には再度受給することができるような仕組みとすることが必要。

・ このため、パートタイム労働者の平均継続就業期間のデータを踏まえ、受給開始

後すぐに就職した者であっても6年は就業が期待できるものと整理し、6年とする。
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③受給期間を最大2年間とする理由

・ 公共職業訓練の期間の最長は原則2年であること、訓練を受講した場合に拠出に

関係なく給付が出る期間として訓練延長給付の期間が最長2年であることを踏まえ、
2年とする。

※受給可能期間」の設定について

給付期間について、法律上「。 ・ ・・ただし、特に必要として厚生労働大臣が定める

場合はこの限りでない｡』とし､｢厚生労働大臣が定める場合」 (告示)において、2回給
付を受けることができる具体的な場合（新訓練→公共職業訓練）と受給可能期間を書く

こととする。

基本パターン（給付1回

6年

I苧幟－，一 I
+-HJ 一

、、

：
受
膳
描
示

制
練
開
始

鵠
定

申
師

馴
練
眺
了

受給不可

2隼以内 ６
年

連続受謂パターン（飴付2回）

6年

※

璽…I歯 （

言二一I

「

８
１
噸
総
開
始

宮
ｉ
ｒ
額
練
鍵
了

練
錠

I剛
繍
縫
了

受
購
指
示

餌
縫
開
始

腿
定

申
鯖

受給不可

合叶2年以内
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｢政令で定める額の・ ・ ・を支給する｡」等の例

【｢政令で定める額の・ ・ ゞ･を支給する｡」の例】

O石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号）

（療養手当の支給）

第十六条機構は、被認定者に対し、その請求に基づきS:政金重宝竺堂墾璽療養手当壷室
給する。

○公害健康被害の補償等に関する法律（昭和四十八年法律第百十一号）

（療養手当の支給）

第四十条都道府県知事は、その浬定に係る被鯉定者が当該認定に係る指定疾病について

第十九条第一項各号に掲げる療養を受けており、かつ、その病状の程度が政令で定める

病状の程度に該当するものであるときは、当骸被麗定者の請求に基づき、その病状の程

度'三応じた政金重室竺登題里療養手当壷支給する。

、

【｢・ ・ ・の額は、政令で定めるb」の例】

O自衛隊法（昭和二十九年法律第百六十五号）

（学資金の貸与）

第九十八条

2前項の貸与金の額は、政令で定める。

O新型インフルエンザ予防接種に1よる健康被害の救済等に関する特別措置法（平成二十一

年法律第九十八号）

（政令への委任）

第五条前条に定めるもののほか､給付の額竺支給方法その他給付に関して必要な事項は、
政令で定める。 ．

○予防接種法（昭和二十三年法律第六十八号）

第十三条前条に定めるもののほか、第十一条第一項の規定による給付（以下「給付」と
旦量皇』_堕鍾、支給方法その他給付に関して必要な事項は､政令で定める里
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罰則付きで期間の短い報告義務を課している例

○覚せい剤取締法（昭和二十六年法律第二百五十二号）
g

(覚せい剤製造業者の報告）

第二十九条 せい､＆ 造業者は 月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月
一

まで及び十月から十二月までの期間ごとに、左に褐

以内に､その製造所の所在地の都道府県知事を経て

な込堅

一期初に所有した覚せい剤の品名、数畳及び保管

左に掲

期初に所有した覚せい剤の品名、数畳及び保管場

げる事項を 〃同【

労個

所

その期間中に製造した覚せい剤の品名及び数量

その期間中に磯り渡した覚せい剤の品名及び数量

期末に所有した覚せい剤の品名、数量及び保管場所

二

一

－

一

四
ｰ

第四十二条次の各号の－に該当する者は、一年以下の懲役若しくは二十万円以下の罰金

に処し、又はこれを併科する。

一～十一 （略）

十二 削製垣 凱舌をセ

告をした者

十三～二十二（略）

○社会福祉法（昭和二十六年法律第四十五号）

（寄附金の募集）

第七十三条社会福祉事業を営み、又は営もうとする者は、その事業の経営に必要な資金

を得るために寄附金を募集しようとするときは、その募集に着手する一月前までに、厚

生労働省令で定める手続に従い、募集しようとする地域の都道府県知事(募集しようと

する地域が二以上の都道府県の区域にわたるときは、厚生労働大臣）に対し、募集の期

間、地域、方法及び使途等を明らかにした書面を提出して、その許可を受けなければな

らない。

2 （略）

生労働省令で定める手続に従い、基

けた行政庁に対し、募集の結果を麹

3 茜 ！‐ した者は、
一

；なく、 附金の募集の許可を受けた行政庁に対し、

生しな'ﾅれぱならない
一

第百三十二条 臭の

判以下の罰に4
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仮
称
）

展垂 1 瓦

廉
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畷
に
こ
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て
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潮
す
そ
屯
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施
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象
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職
者
の
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に
閲
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凸
［

Ｃ

ヨ
な
理
由
が
な
い
限
り
、
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職
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め
の
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援
を

郷
業
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長
の
指
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す
る
日
（
就
職
支
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計
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計
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（
求
職
者
支
援
認
定
訓
練
実
施
者
と
の
連
携
）

第
Ｊ
１
５
条
公
共
職
業
安
定
所
は
、
対
象
求
職
者
の
就
職
の
た
め
の
支
援
を
適
切
、

か
つ
、
効
果
的
に
実
施
す
る
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
求
職
者
支
援

認
定
訓
練
実
施
者
に
対
し
、
必
要
な
情
報
の
提
供
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
Ｊ
１
４
条
公
共
職
業
安
定
所
長
は
、
求
職
者
支
援
訓
練
に
係
る
対
象
求
職
者
に
対

し
、
そ
の
就
職
の
状
況
に
つ
い
て
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
対
象
求
職
者
は
、
公
共
職
業
安
定
所
長
か
ら
前
項
の
規
定
に
よ
る
求
め
が
あ
っ
た

場
合
に
は
、
正
当
な
理
由
が
な
い
限
り
、
こ
れ
を
拒
ん
で
は
な
ら
な
い
。

２
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
対
象
求
職
者
は
、
正
当
な
理
由
が
な
い
限
り
、
就

職
支
援
計
画
に
基
づ
き
公
共
職
業
安
定
所
が
行
う
就
職
の
た
め
の
支
援
を
拒
ん
で
は

な
ら
な
い
。

○
企
業
担
保
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
六
号
）

（
金
銭
の
引
渡
及
び
計
算
書
等
の
提
出
）

第
五
十
一
条
換
価
が
完
了
し
た
と
き
は
、
管
財
人
は
、
裁
判
所
の
指
定
す
る
日
に
裁

判
所
書
記
官
に
、
会
社
の
金
銭
を
引
き
渡
し
、
職
務
の
執
行
に
関
す
る
費
用
の
計
算

書
及
び
そ
の
証
明
書
類
並
び
に
、
任
意
売
却
に
よ
り
換
価
し
た
と
き
は
、
換
価
に
関

す
る
報
告
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

○
次
世
代
育
成
支
援
対
策
推
進
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
二
十
号
）

（
委
託
募
集
の
特
例
等
）

第
十
六
条

７
厚
生
労
働
大
臣
は
、
承
認
中
小
事
業
主
団
体
に
対
し
、
第
二
項
の
相
談
及
び
援
助

の
実
施
状
況
に
つ
い
て
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

○
医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）

第
六
条
の
三

４
都
道
府
県
知
事
は
、
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
内
容
を
確
認
す

る
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
市
町
村
そ
の
他
の
官
公
署
に
対
し
、
当

該
都
道
府
県
の
区
域
内
に
所
在
す
る
病
院
等
に
関
し
必
要
な
情
報
の
提
供
を
求
め
る

こ
と
が
で
き
る
。

第
三
十
条
の
五
都
道
府
県
は
、
医
涼
計
画
を
作
成
し
、
又
は
医
療
計
画
に
基
づ
く
事

業
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
市
町
村
そ
の
他
の
官
公
署
、

日
ま
で
及
び
月
の
十
六
日
か
ら
末
日
ま
で
の
各
期
間
内
の
日
に
、
そ
の
月
の
月
額
の

半
額
ず
つ
を
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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（
求
職
者
支
援
給
付
の
種
類
等
）

第
Ｄ
１
１
条
求
職
者
支
援
給
付
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
し
、
国
が
こ
の
法
律
の

規
定
に
よ
り
支
給
す
る
も
の
と
す
る
。

一
求
職
者
支
援
手
当

一
『
通
所
手
当

第
○
章
求
職
者
支
援
給
付
の
支
給
等

第
○
節
求
職
者
支
援
給
付
の
支
給

○
石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
四
号
）

（
救
済
給
付
の
種
類
等
）

第
三
条
石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
の
た
め
支
給
さ
れ
る
給
付
（
以
下
「
救
済
給

付
」
と
い
雪
恥
）
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
し
、
独
立
行
政
法
人
環
境
再
生
保
全

機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。
）
が
こ
の
章
の
規
定
に
よ
り
支
給
す
る
も
の
と
す

る
。一
医
療
費

三
療
養
手
当

○
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
の
支
給
等
に
よ
る
犯
罪
被
害
者
等
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（

昭
和
五
十
五
年
法
律
第
三
十
六
号
）

（
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
の
支
給
）

第
三
条
国
は
、
犯
罪
被
害
者
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

犯
罪
被
害
者
又
は
そ
の
遺
族
（
こ
れ
ら
の
者
の
う
ち
、
当
該
犯
罪
被
害
の
原
因
と
な

っ
た
犯
罪
行
為
が
行
わ
れ
た
時
に
お
い
て
、
日
本
国
籍
を
有
せ
ず
、
か
つ
、
日
本
国

内
に
住
所
を
有
し
な
い
者
を
除
く
。
）
に
対
し
、
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
を
支
給
す

る
。

介
護
保
険
法
第
七
条
第
七
項
に
規
定
す
る
医
療
保
険
者
又
は
医
療
提
供
施
設
の
開
設

者
若
し
く
は
管
理
者
に
対
し
、
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
に
お
け
る
医
療
機
能
に
関

す
る
情
報
そ
の
他
の
必
要
な
情
報
の
提
供
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
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（
求
職
者
支
援
手
当
の
支
給
認
定
）
（
Ｐ
）

第
Ｄ
１
３
条
受
給
資
格
者
（
前
条
の
規
定
に
よ
り
求
職
者
支
援
手
当
の
支
給
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
る
資
格
を
有
す
る
対
象
求
職
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
、
求
職

者
支
援
手
当
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
厚
生
労
働
大
臣
の
求
職
者
支

援
手
当
を
支
給
す
る
旨
の
認
定
（
以
下
「
支
給
認
定
」
と
い
う
。
）
を
受
け
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

２
支
給
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
対
象
求
職
者
は
、
第
Ｄ
１
４
条
第
三
項
に
規
定
す

る
支
給
単
位
期
間
ご
と
に
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣

（
求
職
者
支
援
手
当
の
受
給
資
格
認
定
）
（
Ｐ
）

第
Ｄ
１
２
条
求
職
者
支
援
手
当
は
、
公
共
職
業
安
定
所
長
が
指
示
し
た
求
職
者
支
援

訓
練
を
受
講
し
て
い
る
対
象
求
職
者
が
、
当
該
対
象
求
職
者
及
び
そ
の
属
す
る
世
帯

の
他
の
世
帯
員
の
収
入
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
政
令
で
定
め
る
基
準
に

該
当
す
る
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
認
定
し
た
場
合
に
、
こ
の
節
の
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、
支
給
す
る
。

２
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
過
去
六
年
以
内
に
、
求
職
者
支
援
手
当
の
支
給
に

係
る
求
職
者
支
援
訓
練
の
開
始
の
日
（
当
該
訓
練
の
開
始
の
日
以
降
に
当
該
訓
練
に

係
る
前
項
の
認
定
が
行
わ
れ
た
場
合
に
は
、
当
該
認
定
が
行
わ
れ
た
且
が
あ
る
場

合
に
は
、
求
職
者
支
援
手
当
は
支
給
し
な
い
。
た
だ
し
、
厚
生
労
働
大
臣
が
そ
の
者

の
就
職
の
支
援
の
た
め
に
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

○
障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）

（
自
立
支
援
医
療
費
の
支
給
認
定
）

第
五
十
二
条
自
立
支
援
医
療
費
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
障
害
者
又
は
障
害
児
の

保
護
者
は
、
市
町
村
等
の
自
立
支
援
医
療
費
を
支
給
す
る
旨
の
認
定
（
以
下
「
支
給

認
定
」
と
い
う
。
）
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
は
市
町
村
等
が
行
う
支
給
認
定
に
つ
い
て
、
同
条
第
三

項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
市
町
村
が
行
う
支
給
認
定
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
政
令
で
定
め
る
。

六五四三

葬
祭
料

特
別
遺
族
弔
慰
金

特
別
葬
祭
料

救
済
給
付
調
整
金
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に
申
請
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
項
の
申
請
に
係
る
対
象
求
職
者
が
、
当
該
支
給
単
位
期
間

に
お
い
て
当
該
対
象
求
職
者
又
は
そ
の
属
す
る
世
帯
の
他
の
世
帯
員
の
収
入
の
状

況
、
求
職
者
支
援
訓
練
の
受
講
状
況
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
政
令
で
定
め
る
基

準
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
支
給
認
定
を
行
う
も
の
と
す
る
。

○
雇
用
保
険
法
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
百
十
六
号
）

（
失
業
の
認
定
）

第
十
五
条
基
本
手
当
は
、
受
給
資
格
を
有
す
る
者
（
次
節
か
ら
第
四
節
ま
で
を
除
き

（
支
給
認
定
等
）

第
五
十
四
条
市
町
村
等
は
、
前
条
第
一
項
の
申
請
に
係
る
障
害
者
等
が
、
そ
の
心
身

の
障
害
の
状
態
か
ら
み
て
自
立
支
援
医
療
を
受
け
る
必
要
が
あ
り
、
か
つ
、
当
該
障

害
者
等
又
は
そ
の
属
す
る
世
帯
の
他
の
世
帯
員
の
所
得
の
状
況
、
治
療
状
況
そ
の
他

の
事
情
を
勘
案
し
て
政
令
で
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
厚
生
労
働
省
令

で
定
め
る
自
立
支
援
医
療
の
種
類
ご
と
に
支
給
認
定
を
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し

、
当
該
障
害
者
等
が
、
自
立
支
援
医
療
の
う
ち
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
種
類
の
医

療
を
、
戦
傷
病
者
特
別
援
護
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
六
十
八
号
）
又
は
心
神

喪
失
等
の
状
態
で
重
大
な
他
害
行
為
を
行
っ
た
者
の
医
療
及
び
観
察
等
に
関
す
る
法

律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
号
）
の
規
定
に
よ
り
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は

、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
申
請
）

第
五
十
三
条
支
給
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
障
害
者
又
は
障
害
児
の
保
護
者
は
、
厚

生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
市
町
村
等
に
申
請
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

２
前
項
の
申
請
は
、
都
道
府
県
が
支
給
認
定
を
行
う
場
合
に
は
、
政
令
で
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
障
害
者
又
は
障
害
児
の
保
謹
者
の
居
住
地
の
市
町
村
（
障
害
者

又
は
障
害
児
の
保
護
者
が
居
住
地
を
有
し
な
い
か
、
又
は
そ
の
居
住
地
が
明
ら
か
で

な
い
と
き
は
、
そ
の
障
害
者
又
は
障
害
児
の
保
護
者
の
現
在
地
の
市
町
村
）
を
経
由

し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
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、
以
下
「
受
給
資
格
者
」
と
い
う
。
）
が
失
業
し
て
い
る
日
（
失
業
し
て
い
る
こ
と

に
つ
い
て
の
認
定
を
受
け
た
日
に
限
る
。
以
下
こ
の
款
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い

て
支
給
す
る
。

２
前
項
の
失
業
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
の
認
定
（
以
下
こ
の
款
に
お
い
て
「
失
業

の
認
定
」
と
い
う
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
受
給
資
格
者
は
、
離
職
後
、
厚
生
労
働

省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
公
共
職
業
安
定
所
に
出
頭
し
、
求
職
の
申
込
み
を

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
失
業
の
認
定
は
、
求
職
の
申
込
み
を
受
け
た
公
共
職
業
安
定
所
に
お
い
て
、
受
給

資
格
者
が
離
職
後
最
初
に
出
頭
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
四
週
間
に
一
回
ず
つ
直
前
の

二
十
八
日
の
各
日
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
厚
生
労
働
大
臣
は
、
公

共
職
業
安
定
所
長
の
指
示
し
た
公
共
職
業
訓
練
等
（
国
、
都
道
府
県
及
び
市
町
村
並

び
に
独
立
行
政
法
人
雇
用
・
能
力
開
発
機
構
が
設
圃
す
る
公
共
職
業
能
力
開
発
施
設

の
行
う
職
業
訓
練
（
職
業
能
力
開
発
総
合
大
学
校
の
行
う
も
の
を
含
む
。
）
そ
の
他

法
令
の
規
定
に
基
づ
き
失
業
者
に
対
し
て
作
業
環
境
に
適
応
す
る
こ
と
を
容
易
に
さ

せ
、
又
は
就
職
に
必
要
な
知
識
及
び
技
能
を
習
得
さ
せ
る
た
め
に
行
わ
れ
る
訓
練
又

は
講
習
で
あ
っ
て
、
政
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
受
け
る
受
給

資
格
者
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
受
給
資
格
者
に
係
る
失
業
の
認
定
に
つ
い

て
別
段
の
定
め
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
受
給
資
格
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
前
二
項
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
公
共
職
業
安
定
所
に

出
頭
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
理
由
を
記
載
し
た
証
明
書
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
失
業
の
認
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
疾
病
又
は
負
傷
の
た
め
に
公
共
職
業
安
定
所
に
出
頭
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
期
間
が
継
続
し
て
十
五
日
未
満
で
あ
る
と
き
。

三
公
共
職
業
安
定
所
の
紹
介
に
応
じ
て
求
人
者
に
面
接
す
る
た
め
に
公
共
職
業
安
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（
求
職
者
支
援
手
当
の
支
給
）
（
Ｐ
）

第
Ｄ
１
４
条
国
ば
、
支
給
認
定
を
受
け
た
対
象
求
職
者
（
以
下
「
被
認
定
者
」
と
い

う
。
）
に
対
し
、
そ
の
請
求
に
基
づ
き
、
政
令
で
定
め
る
額
の
求
職
者
支
援
手
当
を

支
給
す
る
。
２
求
職
者
支
援
手
当
は
、
日
を
単
位
と
し
て
支
給
す
る
も
の
と
し
、

当
該
支
給
は
、
当
該
支
給
認
定
に
係
る
求
職
者
支
援
訓
練
の
開
始
の
日
（
当
該
支
給

認
定
を
受
け
た
日
が
当
該
開
始
の
日
の
翌
日
以
降
の
日
で
あ
る
場
合
は
、
当
該
支
給

認
定
を
受
け
た
日
）
か
ら
始
め
、
訓
練
終
了
の
日
で
終
わ
る
。

３
前
項
の
支
給
は
、
求
職
者
支
援
訓
練
の
受
講
を
開
始
し
た
日
（
支
給
認
定
を
受
け

た
日
が
当
該
開
始
し
た
日
の
翌
日
以
降
の
日
で
あ
る
場
合
は
支
給
認
定
を
受
け
た
日

）
又
は
各
月
に
お
い
て
そ
の
日
に
応
当
し
、
か
つ
、
当
該
求
職
者
支
援
訓
練
を
受
識

○
裁
判
員
の
参
加
す
る
刑
事
裁
判
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
六
十
三
号
）

（
辞
退
事
由
）

第
十
六
条

四
過
去
五
年
以
内
に
裁
判
員
又
は
補
充
裁
判
員
の
職
に
あ
っ
た
者

○
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
の
支
給
等
に
よ
る
犯
罪
被
害
者
等
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（

昭
和
五
十
五
年
法
律
第
三
十
六
号
）

（
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
の
支
給
）

第
三
条
国
は
、
犯
罪
被
害
者
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

犯
罪
被
害
者
又
は
そ
の
遺
族
（
こ
れ
ら
の
者
の
う
ち
、
当
該
犯
罪
被
害
の
原
因
と
な

っ
た
犯
罪
行
為
が
行
わ
れ
た
時
に
お
い
て
、
日
本
国
籍
を
有
せ
ず
、
か
つ
、
日
本
国

内
に
住
所
を
有
し
な
い
者
を
除
く
。
）
に
対
し
、
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
を
支
給
す

》
（
》
。

○
石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
四
号
）

定
所
に
出
頭
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
き
。

三
公
共
職
業
安
定
所
長
の
指
示
し
た
公
共
職
業
訓
練
等
を
受
け
る
た
め
に
公
共
職

業
安
定
所
に
出
頭
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
き
。

四
天
災
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
理
由
の
た
め
に
公
共
職
業
安
定
所
に
出
頭
す
る
こ

と
が
で
き
な
か
っ
た
と
き
“

５
失
業
の
認
定
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
受
給
資
格
者
が
求

人
者
に
面
接
し
た
こ
と
、
公
共
職
業
安
定
所
そ
の
他
の
職
業
安
定
機
関
若
し
く
は
職

業
紹
介
事
業
者
等
か
ら
職
業
を
紹
介
さ
れ
、
又
は
職
業
指
導
を
受
け
た
こ
と
そ
の
他

求
職
活
動
を
行
っ
た
こ
と
を
確
認
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

●
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（
求
職
者
支
援
認
定
訓
練
実
施
者
か
ら
の
報
告
）

第
Ｄ
１
５
条
被
認
定
者
が
受
講
す
る
求
職
者
支
援
訓
練
に
係
る
求
職
者
支
援
訓
練
実

施
者
は
、
支
給
単
位
期
間
ご
と
に
、
当
該
被
認
定
者
に
対
し
て
受
識
を
指
示
し
た
公

（
第
１
項
の
別
案
）

第
Ｄ
１
４
条
国
は
、
支
給
認
定
を
受
け
た
対
象
求
職
者
（
以
下
「
被
認
定
者
」
と
い

う
。
）
に
対
し
、
そ
の
請
求
に
基
づ
き
、
求
職
者
支
援
手
当
を
支
給
す
る
。

２
前
項
に
規
定
す
る
求
職
者
支
援
手
当
の
額
は
、
政
令
で
定
め
る
。

し
た
期
間
内
に
あ
る
日
（
そ
の
日
に
応
当
す
る
日
が
な
い
月
に
お
い
て
は
、
そ
の
月

の
末
日
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
訓
練
開
始
応
当
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
各
翌
月

の
訓
練
開
始
応
当
日
の
前
日
（
当
該
求
職
者
支
援
訓
練
が
終
了
し
た
日
の
属
す
る
月

に
あ
っ
て
は
、
当
該
求
職
者
支
援
訓
練
を
終
了
し
た
日
）
ま
で
の
各
期
間
に
区
分
し

た
場
合
に
お
け
る
当
該
区
分
に
よ
る
一
の
期
間
（
以
下
「
支
給
単
位
期
間
」
と
い
う

。
）
ご
と
に
行
う
。

４
前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
求
職
者
支
援
手
当
は
、
七
百
三
十
日
分
を
超
え

て
支
給
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

I

○
資
金
決
済
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
五
十
九
号
）

（
履
行
保
証
金
の
供
託
）

第
四
十
三
条
資
金
移
動
業
者
は
、
一
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
内
閣
府
令
で
定
め
る

期
間
ご
と
に
、
当
該
期
間
に
お
け
る
要
履
行
保
証
額
の
最
高
額
（
第
四
十
七
条
第
一

号
に
お
い
て
「
要
供
託
額
」
と
い
う
。
）
以
上
の
額
に
相
当
す
る
額
の
履
行
保
証
金

を
、
当
該
期
間
の
末
日
（
同
号
に
お
い
て
「
基
準
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
一
週
間
以

内
に
、
そ
の
本
店
（
外
国
資
金
移
動
業
者
で
あ
る
資
金
移
動
業
者
に
あ
っ
て
は
、
国

内
に
お
け
る
主
た
る
営
業
所
。
第
四
十
八
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
最
寄
り
の
供
託

所
に
供
託
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
療
養
手
当
の
支
給
）

第
十
六
条
機
構
は
、
被
認
定
者
に
対
し
、
そ
の
請
求
に
基
づ
き
、
政
令
で
定
め
る
額

の
療
養
手
当
を
支
給
す
る
。

２
療
養
手
当
は
、
月
を
単
位
と
し
て
支
給
す
る
も
の
と
し
、
当
該
支
給
は
、
基
準
日

の
属
す
る
月
の
翌
月
か
ら
始
め
、
支
給
す
べ
き
事
由
が
消
滅
し
た
日
の
属
す
る
月
で

終
わ
る
。

３
療
養
手
当
は
、
毎
年
二
月
、
四
月
、
六
月
、
八
月
、
十
月
及
び
十
二
月
の
六
期
に

、
そ
れ
ぞ
れ
の
前
月
及
び
前
々
月
の
分
を
支
払
う
。
た
だ
し
、
前
支
払
期
月
に
支
払

う
べ
き
で
あ
っ
た
療
養
手
当
又
は
支
給
す
べ
き
事
由
が
消
滅
し
た
場
合
に
お
け
る
そ

の
期
の
療
菱
手
当
は
、
そ
の
支
払
期
月
で
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
支
払
う
も
の
と

す
る
。

Ｊ
１
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第
Ｄ
１
８
条
偽
り
そ
の
他
不
正
の
行
為
に
よ
り
求
職
者
支
援
給
付
の
支
給
を
受
け
、

又
は
受
け
よ
う
と
し
た
者
に
は
、
求
職
者
支
援
給
付
の
支
給
を
受
け
、
又
は
受
け
よ

う
と
し
た
日
以
後
、
求
職
者
支
援
給
付
を
支
給
し
な
い
。
た
だ
し
、
や
む
を
得
な
い

（
支
給
制
限
）

第
Ｄ
１
７
条
第
Ｄ
’
○
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
支
給
単
位
期
間
に
お
け
る
対
象

求
職
者
の
求
職
者
支
援
訓
練
へ
の
出
席
状
況
そ
の
他
の
状
況
を
勘
案
し
、
求
職
者
支

援
給
付
を
支
給
す
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
場
合
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場

合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
支
給
単
位
期
間
の
初
日
か
ら
当
該
求
職
者
支
援
訓
練
の
終
了

の
日
ま
で
の
各
日
に
係
る
求
職
者
支
援
給
付
を
支
給
し
な
い
。

（
通
所
手
当
の
支
給
）

第
Ｄ
１
６
条
通
所
手
当
は
、
対
象
求
職
者
が
へ
第
Ｄ
’
○
条
の
規
定
に
よ
り
求
職
者

支
援
手
当
を
受
給
し
な
が
ら
求
職
者
支
援
訓
練
を
受
講
す
る
場
合
に
お
い
て
、
公
共

職
業
安
定
所
長
が
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
基
準
に
従
っ
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
た

と
き
に
、
支
給
す
る
。

２
通
所
手
当
の
額
は
、
対
象
求
職
者
の
通
所
に
要
す
る
費
用
を
考
慮
し
て
、
厚
生
労

働
省
令
で
定
め
る
。

共
職
業
安
定
所
長
に
対
し
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
被
認
定

者
の
訓
練
の
受
講
の
状
況
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
報
告
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

○
雇
用
保
険
法
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
百
十
六
号
）

第
三
十
四
条
偽
り
そ
の
他
不
正
の
行
為
に
よ
り
求
職
者
給
付
又
は
就
職
促
進
給
付
の

支
給
を
受
け
、
又
は
受
け
よ
う
と
し
た
者
に
は
、
こ
れ
ら
の
給
付
の
支
給
を
受
け
、

○
雇
用
保
険
法

（
移
転
費
）

第
五
十
八
条
移
転
費
は
、
受
給
資
格
者
等
が
公
共
職
業
安
定
所
の
紹
介
し
た
職
業
に

就
く
た
め
、
又
は
公
共
職
業
安
定
所
長
の
指
示
し
た
公
共
職
業
訓
練
等
を
受
け
る
た

め
、
そ
の
住
所
又
は
居
所
を
変
更
す
る
場
合
に
お
い
て
、
公
共
職
業
安
定
所
長
が
厚

生
労
働
大
臣
の
定
め
る
基
準
に
従
っ
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
に
、
支
給
す
る

。
２
移
転
費
の
額
は
、
受
給
資
格
者
等
及
び
そ
の
者
に
よ
り
生
計
を
維
持
さ
れ
て
い
る

同
居
の
親
族
の
移
転
に
通
常
要
す
る
費
用
を
考
慮
し
て
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

。

1
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（
返
還
命
令
等
）

第
Ｄ
１
９
条
偽
り
そ
の
他
不
正
の
行
為
に
よ
り
求
職
者
支
援
給
付
の
支
給
を
受
け
た

者
が
あ
る
場
合
に
は
、
国
は
、
そ
の
者
に
対
し
て
、
支
給
し
た
求
職
者
支
援
給
付
の

全
部
又
は
一
部
を
返
還
す
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
、
厚
生
労
働
大
臣

の
定
め
る
基
準
に
よ
り
、
当
該
偽
り
そ
の
他
不
正
の
行
為
に
よ
り
支
給
を
受
け
た
求

職
者
支
援
給
付
の
額
の
二
倍
に
相
当
す
る
額
以
下
の
金
額
を
納
付
す
る
こ
と
を
命
ず

る
こ
と
が
で
き
る
。

理
由
が
あ
る
場
合
に
は
、
求
職
者
支
援
給
付
の
全
部
又
は
一
部
を
支
給
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

２
前
項
に
規
定
す
る
者
が
同
項
に
規
定
す
る
日
以
後
新
た
に
支
給
認
定
を
受
け
た
場

合
に
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
新
た
に
取
得
し
た
支
給
認
定
に
基
づ

く
求
職
者
支
援
給
付
を
支
給
す
る
。
（
Ｐ
）

H
q

1

○
雇
用
保
険
法
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
百
十
六
号
）

（
返
還
命
令
等
）

第
十
条
の
四
偽
り
そ
の
他
不
正
の
行
為
に
よ
り
失
業
等
給
付
の
支
給
を
受
け
た
者
が

あ
る
場
合
に
は
、
政
府
は
、
そ
の
者
に
対
し
て
、
支
給
し
た
失
業
等
給
付
の
全
部
又

は
一
部
を
返
還
す
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
、
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め

る
基
準
に
よ
り
、
当
該
偽
り
そ
の
他
不
正
の
行
為
に
よ
り
支
給
を
受
け
た
失
業
等
給

付
の
額
の
二
倍
に
相
当
す
る
額
以
下
の
金
額
を
納
付
す
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で

又
は
受
け
よ
う
と
し
た
日
以
後
、
基
本
手
当
を
支
給
し
な
い
。
た
だ
し
、
や
む
を
得

な
い
理
由
が
あ
る
場
合
に
は
、
基
本
手
当
の
全
部
又
は
一
部
を
支
給
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

２
前
項
に
規
定
す
る
者
が
同
項
に
規
定
す
る
日
以
後
新
た
に
受
給
資
格
を
取
得
し
た

場
合
に
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
新
た
に
取
得
し
た
受
給
資
格
に
基

づ
く
基
本
手
当
を
支
給
す
る
。

３
受
給
資
格
者
が
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
基
本
手
当
を
支
給
さ
れ
な
い
こ
と
と
さ
れ

た
た
め
、
当
該
受
給
資
格
に
基
づ
き
基
本
手
当
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
日

数
の
全
部
に
つ
い
て
基
本
手
当
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
場
合
に

ｒ

お
い
て
も
、
第
二
十
二
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
受
給
資
格
に

基
づ
く
基
本
手
当
の
支
給
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
す
。

４
受
給
資
格
者
が
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
基
本
手
当
を
支
給
さ
れ
な
い
こ
と
と
さ
れ

た
た
め
、
同
項
に
規
定
す
る
日
以
後
当
該
受
給
資
格
に
基
づ
き
基
本
手
当
の
支
給
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
る
日
数
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
い
て
基
本
手
当
の
支
給
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
と
き
は
、
第
三
十
七
条
第
四
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

て
は
、
そ
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
と
さ
れ
た
日
数
分
の
基
本
手
当

の
支
給
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
す
。

ｌ
Ｌ
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（
督
促
及
び
滞
納
処
分
）
（
Ｐ
）

第
Ｄ
１
１
０
条
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
徴
収
金
を
納
付
し
な
い
者
が
あ
る
と
き
は

、
政
府
は
、
期
限
を
指
定
し
て
督
促
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
前
項
の
規
定
に
よ
っ
て
督
促
す
る
と
き
は
、
政
府
は
、
納
付
義
務
者
に
対
し
て
督

促
状
を
発
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
督
促
状
に
よ
り
指
定
す
べ
き
期
限
は
、
督

促
状
を
発
す
る
日
か
ら
起
算
し
て
十
日
以
上
経
過
し
た
日
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
督
促
を
受
け
た
者
が
、
そ
の
指
定
の
期
限
ま
で
に
、
こ
の

法
律
の
規
定
に
よ
る
徴
収
金
を
納
付
し
な
い
と
き
は
、
政
府
は
、
国
税
滞
納
処
分
の

例
に
よ
っ
て
、
こ
れ
を
処
分
す
る
。

２
前
項
の
場
合
に
お
い
て
求
職
者
支
援
認
定
訓
練
実
施
者
が
偽
り
の
届
出
、
報
告
又

は
証
明
を
し
た
た
め
そ
の
求
職
者
支
援
給
付
が
支
給
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
き
は
、

国
は
、
当
該
求
職
者
支
援
認
定
訓
練
実
施
者
に
対
し
そ
の
求
職
者
支
援
給
付
の
支
給

を
受
け
た
者
と
連
帯
し
て
、
前
項
に
規
定
に
よ
る
求
職
者
支
援
給
付
の
返
還
又
は
命

ぜ
ら
れ
た
金
額
の
納
付
を
す
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

↑

○
労
働
保
険
の
保
険
料
の
徴
収
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
八
十
四
号

）

（
督
促
及
び
滞
納
処
分
）

第
三
十
六
条
労
働
保
険
料
そ
の
他
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
徴
収
金
を
納
付
し
な
い

者
が
あ
る
と
き
は
、
政
府
は
、
期
限
を
指
定
し
て
督
促
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
前
項
の
規
定
に
よ
っ
て
督
促
す
る
と
き
は
、
政
府
は
、
納
付
義
務
者
に
対
し
て
督

促
状
を
発
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
督
促
状
に
よ
り
指
定
す
べ
き
期
限
は
、
督

促
状
を
発
す
る
日
か
ら
起
算
し
て
十
日
以
上
経
過
し
た
日
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
督
促
を
受
け
た
者
が
、
そ
の
指
定
の
期
限
ま
で
に
、
労
働

き
る
。

２
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
事
業
主
、
職
業
紹
介
事
業
者
等
（
職
業
安
定
法
（
昭
和

二
十
二
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
第
四
条
第
七
項
に
規
定
す
る
職
業
紹
介
事
業
者
又

は
業
と
し
て
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
職
業
指
導
（
職
業
に
就
こ
う
と
す
る
者
の
適

性
、
職
業
経
験
そ
の
他
の
実
情
に
応
じ
て
行
う
も
の
に
限
る
。
）
を
行
う
者
（
公
共

職
業
安
定
所
そ
の
他
の
職
業
安
定
機
関
を
除
く
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は

指
定
教
育
訓
練
実
施
者
（
第
六
十
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
指

定
す
る
教
育
訓
練
を
行
う
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
偽
り
の
届
出
、
報
告
又
は

証
明
を
し
た
た
め
そ
の
失
業
等
給
付
が
支
給
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
政
府
は

、
そ
の
事
業
主
、
職
業
紹
介
事
業
者
等
又
は
指
定
教
育
訓
練
実
施
者
に
対
し
、
そ
の

失
業
等
給
付
の
支
給
を
受
け
た
者
と
連
帯
し
て
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
失
業
等
給
付

の
返
還
又
は
納
付
を
命
ぜ
ら
れ
た
金
額
の
納
付
を
す
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き

る
。

３
徴
収
法
第
二
十
六
条
及
び
第
四
十
一
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ

り
返
還
又
は
納
付
を
命
ぜ
ら
れ
た
金
額
の
納
付
を
怠
っ
た
場
合
に
準
用
す
る
。

-ll-



｡

４
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
徴
収
金
の
徴
収
の
告
知
又
は
督
促
は
、
民
法
（
明
治
二

十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
百
五
十
三
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
時
効
中
断
の

効
力
を
生
ず
る
。

I

（
時
効
）

第
四
十
一
条
労
働
保
険
料
そ
の
他
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
徴
収
金
を
徴
収
し
、
又

は
そ
の
還
付
を
受
け
る
権
利
は
、
三
年
を
経
過
し
た
と
き
は
、
時
効
に
よ
っ
て
消
滅

す
る
。

２
政
府
が
行
な
う
労
働
保
険
料
そ
の
他
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
徴
収
金
の
徴
収
の

告
知
又
は
督
促
は
、
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
百
五
十
三
条
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
時
効
中
断
の
効
力
を
生
ず
る
。

保
険
料
そ
の
他
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
徴
収
金
を
納
付
し
な
い
と
き
は
、
政
府
は

、
国
税
滞
納
処
分
の
例
に
よ
っ
て
、
こ
れ
を
処
分
す
る
。

Ｊ
ｒ
Ｉ
０
も
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戸

Ｏ
求
職
者
支
援
法
（
仮
称
）
案

０
０
０
８
０
８
０
０
Ｕ
Ｏ
８
８
０
０
０
Ｏ
Ｏ
Ｄ
０
０
Ｄ
Ｏ
Ｏ
０
０
０
０
０
■
０
８
０
０
０
０
０
０
■
０
０
０
０
０
日
０
０
０
０
■
０
０
０
０
０
０
０
０
■
０
０
０
０
０
０
０
０
０
●
ｇ
０
０
Ｄ
Ｄ
０
０
０
Ｌ
Ｏ
Ｏ
０
０
０
Ｄ
０
０
８
８
０
０
ｇ
９
０
０
●
Ｏ
Ｂ
０
０
■
０
０
Ｄ
０
０
Ｄ
Ｏ
Ｄ
０
Ｄ
Ｏ
０
Ｂ
８
０
０
０
０
０
６
０
０
０
０
０
０
０

2

る
◎

栄
厚
生
労
価

早
生
労
動
首
令

巴
凸
『

圏
凸
『

）
淵

巴
凸
『

第
十
九
条
第
一
項
の
厘

こ
と
の
認
定
を
す
る
こ
ル

緑
を
的
確
に
実
施
す
る
一

の
限
り
で
な
い
。

Ｌ
凸
『

1

案
文

用
例



少

（
実
施
計
画
の
変
更
等
）

第
Ｂ
１
２
条
求
職
者
支
援
認
定
訓
練
実
施
者
（
求
職
者
支
援
認
定
訓
練
（
前
条
第

三
項
に
規
定
す
る
認
定
を
受
け
た
職
業
訓
練
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
行
う
者

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
当
該
認
定
に
係
る
実
施
計
画
を
変
更
し
よ
う
と
す

一
別
案
〕
．
（
計
画
漣
定
パ
タ
ー
ン
）

（
実
施
計
画
の
認
定
）

第
Ｂ
１
１
条
対
象
求
職
者
等
の
就
職
に
資
す
る
職
業
訓
練
を
行
う
者
（
厚
生
労
働

省
令
で
定
め
る
者
に
限
る
。
以
下
「
職
業
訓
練
実
施
者
」
と
い
う
。
）
は
、
厚
生

労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
職
業
訓
練
の
実
施
計
画
を
作
成
し
、

厚
生
労
働
大
臣
の
認
定
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
実
施
計
画
に
は
、
職
業
訓
練
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

一
対
象
者

二
期
間
及
び
内
容

三
当
該
職
業
訓
練
を
担
当
す
る
者

四
就
職
援
助
措
置
の
内
容

五
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項

３
厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
一
項
の
認
定
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の

実
施
計
画
が
対
象
求
職
者
等
の
基
礎
的
又
は
実
践
的
な
職
業
能
力
の
開
発
及
び
向

上
を
図
る
た
め
に
必
要
な
知
織
又
は
技
能
を
習
得
さ
せ
る
た
め
に
効
果
的
な
職
業

訓
練
に
関
す
る
基
準
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
と
認
め

る
と
き
は
、
そ
の
認
定
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
厚
生
労
働
大
臣
は
、
独
立
行
政
法
人
高
齢
・
障
害
・
求
職
者
雇
用
支
援
機
構
（

以
下
「
機
構
」
と
い
う
。
）
に
、
前
項
の
認
定
に
関
す
る
業
務
を
行
わ
せ
る
も
の

と
す
る
。

○
職
業
能
力
開
発
促
進
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
六
十
四
号
）

（
実
施
計
画
の
変
更
等
）

第
二
十
六
条
の
四
前
条
第
三
項
の
認
定
を
受
け
た
事
業
主
（
以
下
「
認
定
事
業
主

」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
認
定
に
係
る
実
施
計
画
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は

○
職
業
能
力
開
発
促
進
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
六
十
四
号
）

（
実
施
計
画
の
認
定
）

第
二
十
六
条
の
三
実
習
併
用
職
業
訓
練
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
事
業
主
は
、
厚
生

労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
実
習
併
用
職
業
訓
練
の
実
施
計
画
（
以
下

こ
の
節
に
お
い
て
「
実
施
計
画
」
と
い
う
。
）
を
作
成
し
、
厚
生
労
働
大
臣
の
認
一

定
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
実
施
計
画
に
は
、
実
習
併
用
職
業
訓
練
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
対
象
者

二
期
間
及
び
内
容

三
職
業
能
力
の
評
価
の
方
法

四
訓
練
を
担
当
す
る
者

五
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項

３
厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
一
項
の
認
定
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の

実
施
計
画
が
青
少
年
の
実
践
的
な
職
業
能
力
の
開
発
及
び
向
上
を
図
る
た
め
に
効

果
的
な
実
習
併
用
職
業
訓
練
に
関
す
る
基
準
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基

準
に
適
合
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
認
定
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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Ｂ
Ｏ
０
０
０
０
０
０
０
０
■
０
０
８
，
０
８
■
０
０
８
０
８
０
０
０
０
０
０
０
■
Ｏ
Ｄ
Ｏ
０
■
０
０
●
Ｏ
ｇ
Ｃ
Ｄ
Ｄ
０
８
０
０
０
８
０
Ｂ
ｇ
Ｏ
●
Ｏ
０
０
Ｄ
０
０
Ｄ
０
０
０
■
０
０
９
０
０
●
■
０
０
０

（
指
導
及
び
助
雷
）

第
Ｂ
１
３
条
機
構
は
、
第
Ｂ
－
１
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
求
職
者
支
援
認
定
訓

練
の
認
定
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
に
対
し
、
求
職
者
支
援
認
定
訓
練
の
実
施
が

円
滑
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
、
求
職
者
支
援
認
定
訓
練
の
実
施
に
必
要
な
情
報
の
提

（
求
職
者
支
援
認
定
訓
練
実
施
者
に
対
す
る
助
成
等
）

第
Ｂ
１
２
条
国
は
、
求
職
者
支
援
認
定
訓
練
が
求
職
者
支
援
認
定
訓
練
実
施
者
に

よ
っ
て
実
施
さ
れ
る
こ
と
を
奨
励
す
る
た
め
、
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
求
職

者
支
援
認
定
訓
練
実
施
者
に
対
す
る
助
成
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
繕
ず
る
こ
と
が

で
き
る
。

る
と
き
は
、
厚
生
労
働
大
臣
の
認
定
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
条
第
三
項
の
認
定
に
係
る
実
施
計
画
（
前
項
の
規
定
に

よ
る
変
更
の
認
定
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
変
更
後
の
も
の
。
以
下
「
認
定
実
施

計
画
」
と
い
う
。
）
が
、
同
条
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合

し
な
く
な
っ
た
と
認
め
る
と
き
、
又
は
求
職
者
支
援
認
定
訓
練
実
施
者
が
認
定
実

施
計
画
に
従
っ
て
求
職
者
支
援
認
定
訓
練
を
実
施
し
て
い
な
い
と
認
め
る
と
き
は

、
そ
の
認
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

３
前
条
第
三
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
認
定
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

４
厚
生
労
働
大
臣
は
、
機
構
に
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
業
務
を
行
わ
せ

る
も
の
と
す
る
。

●

■
０
０
８
８
０
０
■
０
０
８
０
０
０
０
０
０
，
８
９
●
８
０
０
０
口
０
０
０
０
日
０
０
０
０
■
０
■
Ｄ
０
０
０
０
０
Ｄ
０
Ｂ
Ｏ
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
６
０
０
０
０
０
０
０
０
０
６
８
０
０
０
０
０

○
職
業
安
定
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）

（
公
共
職
業
能
力
開
発
施
設
等
と
の
連
携
）

第
二
十
四
条
公
共
職
業
安
定
所
は
、
職
業
指
導
を
受
け
る
者
に
対
し
、
公
共
職
業

能
力
開
発
施
設
の
行
う
職
業
訓
練
（
職
業
能
力
開
発
総
合
大
学
校
の
行
う
も
の
を

○
職
業
能
力
開
発
促
進
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
六
十
四
号
）

（
事
業
主
等
に
対
す
る
助
成
等
）

第
十
五
条
の
三
国
は
、
事
業
主
等
の
行
う
職
業
訓
練
及
び
職
業
能
力
検
定
の
振
興

を
図
り
、
及
び
労
働
者
に
対
す
る
第
十
条
の
四
第
二
項
に
規
定
す
る
有
給
教
育
訓

練
休
暇
の
付
与
そ
の
他
の
労
働
者
が
自
ら
職
業
に
関
す
る
教
育
訓
練
又
は
職
業
能

力
検
定
を
受
け
る
機
会
を
確
保
す
る
た
め
の
援
助
そ
の
他
労
働
者
が
第
十
五
条
の

六
第
三
項
に
規
定
す
る
公
共
職
業
能
力
開
発
施
設
等
の
行
う
職
業
訓
練
、
職
業
能

力
検
定
等
を
受
け
る
こ
と
を
容
易
に
す
る
た
め
の
援
助
等
の
措
置
が
事
業
主
に
よ

っ
て
講
ぜ
ら
れ
る
こ
と
を
奨
励
す
る
た
め
、
事
業
主
等
に
対
す
る
助
成
そ
の
他
必

要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

、
厚
生
労
働
大
臣
の
認
定
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
条
第
三
項
の
認
定
に
係
る
実
施
計
画
（
前
項
の
規
定
に

よ
る
変
更
の
認
定
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
変
更
後
の
も
の
。
以
下
こ
の
節
に
お

い
て
「
認
定
実
施
計
画
」
と
い
う
。
）
が
、
同
条
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定

め
る
基
準
に
適
合
し
な
く
な
っ
た
と
認
め
る
と
き
、
又
は
認
定
事
業
主
が
認
定
実

施
計
画
に
従
っ
て
実
習
併
用
職
業
訓
練
を
実
施
し
て
い
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、

そ
の
認
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

３
前
条
第
三
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
認
定
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

I
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、

（
機
構
が
し
た
処
分
等
に
係
る
不
服
申
立
て
）

第
Ｂ
１
４
条
第
Ｂ
１
１
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
機
構
が
行
う
業
務
に
係
る
処

分
又
は
そ
の
不
作
為
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
者
は
、
厚
生
労
働
大
臣
に
対
し
、
行

政
不
服
審
査
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
六
十
号
）
に
よ
る
審
査
請
求
を
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

供
、
相
談
そ
の
他
の
援
助
を
行
う
も
の
と
す
る
。

２
機
構
は
、
求
職
者
支
援
訓
練
実
施
者
に
対
し
、
求
職
者
支
援
訓
練
の
効
果
的
な

実
施
に
必
要
な
指
導
及
び
助
言
を
行
う
も
の
と
す
る
。

○
絶
滅
の
お
そ
れ
の
あ
る
野
生
動
植
物
の
種
の
保
存
に
関
す
る
法
律
（
平
成
四
年
法

律
第
七
十
五
号
）

（
認
定
機
関
が
し
た
処
分
等
に
係
る
不
服
申
立
て
）

第
三
十
三
条
の
十
二
認
定
機
関
が
行
う
認
定
関
係
事
務
に
係
る
処
分
又
は
そ
の

不
作
為
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
者
は
、
環
境
大
臣
及
び
特
定
国
際
種
関
係
大
臣

に
対
し
、
行
政
不
服
審
査
法
に
よ
る
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
指
導
及
び
助
言
）

第
四
十
八
条
の
二
厚
生
労
働
大
臣
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
が
あ
る
と

認
め
る
と
き
は
、
職
業
紹
介
事
業
者
、
労
働
者
の
募
集
を
行
う
者
、
募
集
受
託
者

及
び
労
働
者
供
給
事
業
者
に
対
し
、
そ
の
業
務
の
適
正
な
運
営
を
確
保
す
る
た
め

に
必
要
な
指
導
及
び
助
言
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

含
む
。
）
に
関
す
る
情
報
の
提
供
、
相
談
そ
の
他
の
援
助
を
与
え
る
こ
と
が
必
要

で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
公
共
職
業
能
力
開
発
施
設
そ
の
他
の
関
係
者
に
対
し

、
必
要
な
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

4
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求職者支援法（仮称）上の新訓練の内容について

1旦新訓練の概要

○求職者支援法（仮称）上規定する職業訓練（以下「新訓練」という｡）については、い

わゆる非正規労働者や長期失業者等、職業能力形成の機会に恵まれなかった雇用保険非

受給者を対象に、それらの求職者が就職する上で必要な職業能力の付与を行うものとし

て実施することとしている。

※公共職業訓練は、職業能力開発促進法（昭和44年法律第64号b以下「能開法」という｡）

第96条及び雇用保険法（昭和49年法律第116号）第63条において、雇用保険被保険者等に

関する雇用保険二事業のうち能力開発事業として行う旨規定されており、一定程度就業経験が

あり、基礎的な能力を有する雇用保険受給資格者が主な対象として想定されている。

○これは、

・ いわゆる非正規労働者については、就業経験等を通じた十分な職業能力開発が行わ

れておらず、安定した職業に就くためには十分な職業能力形成機会が必要であること

・ 長期失業者については、雇用保険受給時に就職ができなかったことや、在職時から

時間的な間隔が開いていること等にかんがみ、有していた職業能力とは異なる基礎的
な技能の習得が必要であること

から、求職者支援法の枠組みにおいて、従来の能開法に基づく公共職業訓練とは別途、

特に基礎的な技能及び知識の付与に重点を置いた職業訓練を実施することとしているも
のである。

（

※公共職業訓練の場合、能開法において、その趣旨は

・ 段階的かつ体系的に職業に必要な技能及びこれに関する知識の習得

・ 職業を転換しようとする労働者等に対する迅速かつ効果的な職業訓練の実施

とされている（同法15条の6第1項及び第3項)。
↓

また、公共職業訓練の内容については、 持口上のために 生労働名ロ■

寺間、設備 に従うものとさ

れている（同法第19条)。

2．訓練の実施形態

○新訓練については、能力レベルが多様な求職者に対し、民間教育訓練機関の創意工夫
を生かし､迅速に訓練を設定するため、 里生労大臣の弓

という形態をとることとしている。草一 求晒者雇用支縦機1

○また、求職者の就職に資する訓練が、分野・規模の両面において適正に実施されるよ

う、新訓練の認定が一定の計画に沿って進められるよう図るとともに、当該計画の策定

に当たっては各地域における関係者（労使団体、教育訓練機関団体、関係行政機関等を

想定）の意見を聴くこととすることを想定している。
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※公共職業訓練は、能開法に基づき、

・ 公共職業能力開発施設の行う普通職業訓練又は高度職業訓練（いわゆる施設内訓練。同法

第15条の6第1項及び第20条）

及び

・ 職業能力の開発及び向上について適切と認められる他の施設により行われる教育訓練を上

記の施設内訓練とみなして実施するもの（いわゆる委託訓練｡:同法第15条の6第3項）

の形態により実施されている。

(参考）公共職業訓練と新訓練の比較

新訓練 公共職業訓練

対象者

雇用保険受給資格のない求職者

(就業経験のない者、非正規労働を

反復していた者、過去に正規就業し

ていたものの失業が長期化している

者等であって、基礎的能力の習得が

必要｡）

主に雇用保険受給資格を有する求

職者

(一定の就業経験があり、既に基礎的

能力を有する｡）

訓練受諦により習

得を目指す能力

就職に必要な基礎的能力 再就職に必要な技能及び知識

訓練の態様

民間教育訓練機関が実施する訓練

について、その申請に基づき独立

行政法人高齢・障害・求職者雇用

支援機構(P)が認定。

公共職業能力開発施設(及びその委

託を受けた民間教育訓練機関)にお

いて実施。



新訓練の対象者の範囲について

労働の意思及

○求職者支援制度において新たに創設される職業訓練（以下「新訓練」という｡）の受講
対象者としては、早期の就職の実現という制度の趣旨に照らすと、当該者が
・ 公共職業安定所に出頭し、求職の申込みを行っていること

・ 労働の意思及び能力を有していること

が必要。

※労働の意思を有しない例としては、妊娠、介護等のため退職した者や、公共職業安定所が不

適当と認める求職条件への希望を固執する者等が挙げられる。

また、労働の能力を有しない例としては､老齢に伴う体力低下の著しい者､家事･家業･学
業等の都合により、他の職業に就き得ない者等が挙げられる。

2. _新訓練の対象から除外することが適当な属性にっl垈工
○新訓練は、雇用保険を受給できない求職者に対し、職業に就く上での基礎的な能力形

成機会を付与することを念頭に置いているものである。

○上記の求職者のうち、 「第2のセーフティネット」としての求職者支援制度の趣旨にか
んがみ、

①雇用保険被保険者

②雇用保険受給資格者

については、新訓練の対象外とすることが適当。具体的な考え方の整理は、それぞれ以
下のとおり。

①雇用保険被保険宅

○雇用保険被保険者は､適用事業所の事業主に雇用されている在職者であることから、

本制度が想定している求職者には該当せず、求職者支援制度の対象としない。

○これらの者については､雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく教育訓練給
付や、 （可能であれば)同法上の能力開発事業の活用を通じて、職業能力の開発及び向
上を図ることが適当。

（

②雇用保険法上り

○雇用保険法上の基本手当等の受給資格を有する者は、雇用保険被保険者資格は喪失

しているが、一方で「第1のセーフテイネット」である雇用保険給付による保障を受

けている。このため、本制度が想定している求職者には､.原則として該当しないもの
と整理。

○これらの者については、同法上の能力開発事業として実施される公共職業訓練を受

講することにより、就職に必要な技能及び知識を習得することが､基本的には効果的・
効率的。



了
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法律の名称について

（考え方）

○この法律に規定されている施策の内容を法律名に冠することとするもの。

○この法律は、職業訓練、給付金の支給、就職支援という、対象となる求職者の就職の
支援について規定したものであると整理。

○その上で、

・ 職業訓練、給付金の支給、就職支援については、給付金の支給、就職支援が職業訓

練の受識を前提としていることから、職業訓練を例示として「職業訓練等」とし、
・ 対象となる求職者は、雇用保険を受給できない求職者であって、就職するためには

訓練による職業能力の向上が必要と認められる者（具体的には、雇用保険の受給終了

者等）であり、単に「求職者」という用語を用いた場合広くなり過ぎること、他方で

法律の名称を無用に長いものとすることも避ける必要があること（※）から、法律中
で定義する「対象求職者」を用い、法律名とするもの。

※最近5カ年の間に提出された閣法の新法（恒久法かつ施行済の法律に限る）60本
の中で40字を超えるものは1例のみ睡字以上はなし）

（内訳：20字未満（30本)、 20字代（16本)、30字代（13本))。

※法律中で定義を置いている用語を法律名に使っている例は多数みられる。

別案：対象求職者の就職の支援に関する法律
’

渠求j職者の就雛のｲ犀准に悶弓I一ろ渋だ

（考え方）

○この制度の目的を法律名に冠することとするもの。

O今般倉11設する制度は、職業訓練、給付金の支給、就職支援という施策を通じて、対象
となる求職者の早期の就職を促進することが目的であると整理
○具体的な用語の選定については、案1と同様。

別案：対象求職者の就職の促進に関する法律

1
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(参考）

【法律中で定義している用語を法律名に用いている例】

●

・ 特定公共電気通信システム開発関連技術に関する研究開発の推進に関する法律（平成
十年法律第五十三号）

（定義）

第二条この法律において 到叉 噂|寸11本‘

あって電気通信の業務を一体的に行うよう椛成されたものをいう 次に掲け
壷同渭C

に高めるものをいう。

I

・ 特定都市河川浸水被害対策法（平成十五年法律第七十七号）

（定義） ・

第二条この法律において_｢特定都市河川」とは、都市部を流れる河川（河川法（昭和三

道又は洪水調節ダムの整備による浸水被害の防止が市街化の進展により困難なもののう
Kは者 をいヨM寸1店

ｰ

フ。

【法律名に「就職の促進」を用いている例】

・ 経済社会の急速な変化に対応して行う中高年齢者の円滑な再就職の促進、屈用の機会
の創出等を図るための雇用保険法等の臨時の特例措置に関する法律

※就職の促進とする例は上記のみであるが、 「～の促進」という例は多数ある。

1

【法律名に「雇用の促進」を用いている例】
命

・ 障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和三十五年法律第百二十三号）
・ 船員の雇用の促進に関する特別措置法（昭和五十二年法律第九十六号）

【法律名に「雇用の安定」を用いている例】

・ 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（昭和四十六年法律第六十八号）

【法律名に「職業の安定」を用いている例】

・ 職業安定法（昭和二十二年法律第百四十一号）
・ 船員職業安定法（昭和二十三年法律第百三十号）

2
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＜過去5年間に可決成立した新法（閣法）一覧＞

※整備法、特別措睡法、廃止法、未施行の法律を除く。

平成18年（第164回）常会（14本）

・石綿による健康被害の救済に関する法律案

・中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律案

・住生活基本法案

・競争の導入による公共サービスの改革に関する法律案

。法の適用に関する通則法案

・農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律案

・犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律案

・高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律案

・遺失物法案

・就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律案

・一般社団法人及び一般財団法人に関する法律案

・公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律案

・簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律案

・国家公務員の留学饗用の償還に関する法律案

／

平成18年（第165回）臨時国会（4本）

・地方分権改革推進法案

・信託法案

・教育基本法案

・道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律案

平成19年（第166回）常会(2:0本）

・特別会計に関する法律案

・中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律案

･企業立地の促進等による地域における産業集戟の形成及び活性化に関する法律案(36字）

･磯山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律案

･犯罪による収益の移転防止に関する法律案

･統計法案

･株式会社日本政策投資銀行法案

･株式会社商工組合中央金庫法案

･地域公共交通の活性化及び再生に関する法律案

･広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律案

･地方公営企業等金融機構法案

･株式会社日本政策金融公庫法案

3
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●

・国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律案

･武力紛争の際の文化財の保謹に関する法律案

･更生保謹法案

･放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律案(35字）

･特定住宅暇疵担保責任の履行の確保等に関する法律案

･地方公共団体の財政の健全化に関する法律案

・日本年金機構法案

･電子記録債権法案

平成19年（第168回）臨時国会（1本）

・労働契約法案

平成20年（第169回）常会（9本）

・観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律案

・地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律案

・中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律案

・中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律案

・麗林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律案（33字）

・領海等における外国船舶の航行に関する法律案

・愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律案

・保険法案

・国家公務員制度改革基本法案

（

平成20年（第170回）臨時国会(2本）

・長期優良住宅の普及の促進に関する法律案

・高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関すう法律案
（

平成21年（第171回）常会（13本）

・米穀の新用途への利用の促進に関する法律案

・米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律案

・外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律案

・公文書等の管理に関する法律案

・沖縄科学技術大学院大学学園法案

・青少年総合対策推進法案

・資金決済に関する法律案

･商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律案(35字）

・クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律案

・海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律案

4
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･株式会社地域力再生機構法案

･消賢者庁設置法案

･消菱者安全法案

平成21年（第173回）臨時国会（1本）

・日本郵政株式会社、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式の処分の停止等に関する法律

案（39字）

平成22年（第174回）常会（5本）

・公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律案

・租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律案

・排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の
整備等に関する法律案（48字）

●

・エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律案

･公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律案

5
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求職者支援法案（仮称）概要

1趣旨

雇用保険を受給できない求職者に対し、その就職の促進のために必要な職業能力を高

めるための訓練を受講する機会を確保するとともに、一定の要件を満たす場合には訓練

期間中の生活を支援するための給付を支給し、併せて、公共職業安定所等においてきめ

細やかな就職支援を行うこと等を内容とする制度を創設する。

2法案の概要（※検討中の事項であり、変更はあり得る｡）
（1）目的

雇用保険を受給できない求職者に対し、その就職の促進のために必要な基礎的な職

業能力及び実践的な職業能力を高めるための訓練を受講する機会を確保するとともに、

一定の要件を満たす場合には、訓練期間中の生活を支援するための給付を支給するこ

と等により、その早期の就職を促進し、もって、これらの求職者の生活の安定を図る ’

とともに、経済及び社会の発展に寄与すること。

（ 評
綱
醗
扇

罷刀C

呆険の滴

－鉦月頭忌ｦ-今斗届

冨用保険の受

睦者等）

●

（3）新訓練

①厚生労働大臣は、求職者の就職の促進に資する訓練（以下｢求職者支援認定訓練」

（仮称）という｡）を認定することができることとする。

②厚生労働大臣は、①の業務等を、独立行政法人高齢･障害・求職者雇用支援機構

（以下職構』という｡）に行わせるものとする。 ．

③国は、求職者支援認定訓練の実施を促進するため、予算の範囲内において、当該

訓練を実施する者（以下「求職者支援認定訓練実施者」という｡）に対する助成その

他必要な措置を講ずることができることとする。

④機構は、求職者支援認定訓練実施者に対し、求職者支援認定訓練の効果的な実施

に必要な指導及び助言を行うものとする。

I

（4）給付

①求職者支援給付（仮称）の種類は、求職者支援手当（仮称）及び通所手当（仮称）

とする。

②求職者支援手当は、公共職業安定所長が指示した求職者支援認定訓練及び公共職

業訓練等（以下「求職者支援訓練」 （仮称）という｡）を受講する対象者が、支給要

件（※1）を満たす場合に支給するものとする。

③支給単位期間における求職者支援訓練への出席状況が一定の水準（※2）以下の

場合、求職者支援手当は支給しないこととする。

1
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④求職者支援手当の額は、政令で定める日額に支給単位期間（1月）の日数を乗じ

て得た額とし、支給要件に該当すること及び求職者支援手当の額について厚生労働

大臣の認定を受けた対象求職者に対し、支給単位期間ごとに支給することとする。

⑤求職者支援手当は、訓練開始日 （訓練開始日以降に支給認定がなされた場合は、

その日）から6年の間に、原則として訓練1回のみ、最大730日分まで支給する

こととする。

⑥不正受給をした者については、以後、求職者支援給付を支給しないこととし、す

でに給付の支給を受けた者がある場合には、国は当該者に対し給付した額の返還及

び当該額の2倍に相当する納付金の納付を命ずることができることとする。

※1 当該求職者及びその属する世帯の他の世帯員の収入の状況その他の事情を勘案

して政令で定める基準

※2求職者支援訓練への出席が10割（正当な理由がある場合は8割）以下の場合

（5）就職支援

①公共職業安定所長は、求職者支援訓練を受講する者に対し、就職支援計画（仮称）

を作成することができることとする。

②就職支援計画においては、訓練期間中及び訓練修了後に、就職支援を受けるため

に公共職業訓練に出頭すべき日等を記載することとする。

③対象者は、正当な理由がない限り、就職支援を受けるため､･月1回公共職業安定

所に出頭しなければならないほか、公共職業安定所長が行う就職支援計画に基づく

支援を拒否してはならないものとすることとする。

④公共職業安定所長は、求職者支援訓練に係る対象者に、訓練終了から一定期間経

過後、その就職状況の報告を求めることができることとし、対象求職者は正当な理

由がない限り、これを拒んではならないものとすることとする。 ．

（6）その他

①厚生労働大臣は、全国及び地域における求職者支援認定訓練の確保に関する計画

を定めることとする。その際、厚生労働大臣は事業主、労働者その他の関係者の意

見を聴くものとすることとする。

②求職者支援訓練実施者への立入検査、求職者支援訓練実施者及び求職者支援給付

受給者への報告等を命ずる権限、求職者支援給付の差押え・公課等の禁止、給付を

受ける権利等の時効、罰則等を規定することとする。

③雇用保険法において、附帯事業に求職者支援事業を創設するとともに、求職者支

援法において、同法の事業は求職者支援事業として行う旨規定することとする。

④特会法、労働保険徴収法、厚生労働省設置法、独立行政法人高齢・障害・求職者

雇用支援機構法等について、所要の改正を行うこととする。

3施行期日

平成23年10月1日 （予定）

ｰ
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求職者支援制度の法形式について

今般創設する求職者支援制度については、対象となる求職者に対する訓練経費の負担、

給付の支給等を雇用保険の新たな附帯事業に位置付けて雇用保険法に規定した上で、制度

の具体的な内容については､別途制定する｢求職者支援法(仮称)』に規定することとする。

○雇用保険法の附帯事業は、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状

態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増

進を図るとの目的を達成するためのものであり、現行では、 「雇用安定事業』及び「能

力開発事業」を行うことができることとされている。 ．

○今般創設する求職者支援制度は、対象となる求職者に対して、必要な職業訓練を受

講する機会を確保するとともに、一定の要件を満たす場合に訓練期間中の生活を支援

するための給付を支給し､‘併せて訓練期間中及び訓練修了後に集中的に就職支援を行

うことにより、これらの者の就職の促進を図ることを目的とするものであり、これは

雇用保険の附帯事業の目的と合致するものである。
〆

◆

○そのため、支給求職者支援制度に係る事業を雇用保険の附帯事業に位置付けること

とするが、現行の雇用保険の附帯事業は、

①当該事業によって対策を講じようとする諸問題は、我が国の企業における雇用賃

金慣行その他企業の行動に起因するところが多く、その解決を図ることは、事業主

の共同連帯の責任であると考えられること

②当該事業の実施によって企業が一定の利益を受けることとなること

から、事業主のみの拠出により行っているところ。0

。

○この点､今回の制度が対象とする求職者は、自営廃業者等､離職者だけに限られず、

事業主の責任によらず失業状態になる層を含んでいることから、従来の事業主のみの

拠出により行っている事業により行うことは適当でない。

○このため、新たに国及び労使の共同連帯からなる附帯事業の類型を創設することと

、し、当該事業に係る費用の負担割合は、雇用政策に係る国の責任と、制度の対象とな
る者に係る自営廃業者等雇用保険の本体給付では対応不能な者の割合を勘案し、国庫

ユ／2、労使1／4ずつとするものである。
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○求職者支援制度においては、職業訓練、生活支援給付、就職支援はいずれも制度の
目的を達成するために必要不可欠の施策であることから、これらを一体とした法体系

とすることとしている。

○具体的には、これら求職者支援制度を構成する施策のうち、

①職業訓練に係る経費負担及び生活支援給付の支給については､求職者支援事業(仮
称）として雇用保険の附帯事業に位置付けるものであり、これを雇用保険法に規定
した上で、

②別途新たな法律を制定し、就職支援も含めた制度の全体の内容については、職業
訓練、生活支援給付の具体的な内容と併せて本制度を利用する求職者に係る種々の

義務等を当該法律に一体的に規定する

こととするものである。
I

○これにより求職者支援制度を構成する施策の関係性を明らかにしつつ、制度全体の

一覧性を高めることが可能であり、もって制度の効果的、かつ、適正な実施を図るこ
ととする。

｡

4



ク

求職者支援認定訓練（仮称）の対象者の範囲について

O求職者支援制度において新たに創設される職業訓練（以下「求職者支援認定訓練」 （仮

称）という｡）の受講対象者としては、早期の就職の実現という制度の趣旨に照らすと、

当該者が

・ 公共職業安定所に出頭し、求職の申込みを行っていること

・ 労働の意思及び能力を有していること

が必要。

※労働の意思を有しない例としては、妊娠、介護等のため退職した者や、公共職業安定所が不

適当と認める求職条件への希望を固執する者等が挙げられる。

また、労働の能力を有しない例としては、老齢に伴う体力低下の著しい者、家事・家業・学

業等の都合により、他の職業に就き得ない者等が挙げられる。

○求職者支援認定訓練は、雇用保険を受給できない求職者に対し、職業に就く上での基

礎的な能力形成機会を付与することを念頭に置いているものである。
イ

しての求職者支援制度の趣旨にか○上記の求職者のうち、

んがみ、

①雇用保険被保険者

②雇用保険受給資格者

については､求職者支援認定訓練の対象外とすることが適当｡具体的な考え方の整理は、

それぞれ以下のとおり。

（①雇用保険被保険者について）
○雇用保険被保険者は､適用事業所の事業主に雇用されている在職者であることから、
本制度が想定している求職者には該当せず、求職者支援制度の対象としない。

Oこれらの者については、雇用保険法（昭和49年法律第116号）に基づく教育訓練給

付や、 （可能であれば)同法上の能力開発事業の活用を通じて、職業能力の開発及び向

上を図ることが適当。

（②雇用保険法上の受給資格者について）
○雇用保険法上の基本手当等の受給資格を有する者は、○雇用保険法上の基本手当等の受給資格を有する者は、雇用保険被保険者資格は喪失

しているが、一方で工第J-の-セーフデォネダ河である雇用保険給付による保障を受

けている。このため、本制度が想定している求職者には、原則として該当しないもの

と整理。

○これらの者については、同法上の能力開発事業として実施される公共職業訓練を受

講することにより、就職に必要な技能及び知識を習得することが､基本的には効果的・

効率的。
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求職者支援法（仮称）上の新たな職業訓練の内容について

_1-.2新訓練の概要

O求職者支援法（仮称）上規定する、新たな職業訓練（以下「求職者支援認定訓練」 （仮

称）という｡）については、いわゆる非正規労働者や長期失業者等、職業能力形成の機会

に恵まれなかった雇用保険非受給者を対象に、それらの求職者が就職する上で必要な職

業能力の付与を行うものとして実施することとしている。

※公共職業訓練は､･職業能力開発促進法（昭和44年法律第64残以下「能開法」という｡）

第96条及び雇用保険法（昭和49年法律第116号）第63条において、雇用保険被保険者等に

関する雇用保険二事業のうち能力開発事業として行う旨規定されており、一定程度就業経験が

あり、基礎的な能力を有する雇用保険受給資格者が主な対象として想定されている。

○これは、

・ いわゆる非正規労働者については、就業経験等を通じた十分な職業能力開発が行わ

れておらず、安定した職業に就くためには十分な職業能力形成機会が必要であること

・ 長期失業者については、雇用保険受給時に就職ができなかったことや、在職時から

時間的な間隔が開いていること等にかんがみ、有していた職業能力とは異なる基礎的

な技能の習得が必要であること

から、求職者支援法の枠組みにおいて、従来の能開法に基づく公共職業訓練とは別途、

特に基礎的な技能及び知識の付与に重点を置いた職業訓練を実施することとしているも

のである。

※公共職業訓練の場合、能開法において､‘その趣旨は

・ 段階的かつ体系的に職業に必要な技能及びこれに関する知職の習得

・ 職業を転換しようとする労働者等に対する迅速かつ効果的な職業訓練の実施

とされている（同法15条の6第1項及び第3項)。

I

また、公共職業訓練の内容については、 鬮栗即I 寧の 上、

令において訓練課程ごとに敦科､訓練時間､設備等について定められた基轤に従うものとさ
れている（同法第19条)。

や

少

22訓練の実施形態

○求職者支援潔定訓練については、能力レベルが多様な求職者に対し、民間教育訓練機
草生労働大臣の委任を受けた独立関の創意工夫を生かし、迅速に訓練を設定するため、

行政法人高齢･障害求職者雇用支援機構が認定するという形態をとることとしている。

○また、求職者の就職に資する訓練が、分野･規模の両面において適正に実施されるよ

う、求職者支援認定訓練の認定が一定の計画に沿って進められるよう図るとともに、当

該計画の策定に当たっては各地域における関係者（労使団体、教育訓練機関団体、関係

行政機関等を想定）の意見を聴くこととすることを想定している。

『

6



●

※公共職業訓練は、能開法に基づき、

・ 公共職業能力開発施設の行う普通職業訓練又は高度職業訓練（いわゆる施設内訓繍同法

第15条の6第1項及び第20条）

及び

・ 職業能力の開発及び向上について適切と認められる他の施設により行われる教育訓練を上
記の施設内訓練とみなして実施するもの（いわゆる委託訓練。同法第15条の6第3項）
の形態により実施されている。

副11 の副'1潟髄華

I
0

0

』
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求職者支援認定訓練 公共職業訓練

対象者

雇用保険受給資格のない求職者

(就業経験のない者、非正規労働を

反復していた者、過去に正規就業し

ていたものの失業が長期化している

者等であって、基礎的能力の習得が

必要｡）

主に雇用保険受給資格を有する求

職者

(一定の就業経験があり、既に基礎的

能力を有する｡）

訓練受瞬により習
得を目指す能力

就職に必要な基礎的能力 再就職に必要な技能及び知識

訓練の態様

民間教育訓練機関が実施する訓練

について、その申請に基づき独立

行政法人高齢･障害･求職者雇用

支援機構が認定。

公共職業能力開発施設(及びその委

託を受けた民間教育訓練機関)にお

いて実施。
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求職者支援給付（仮称）について

○求職者支援制度における求職者支援給付（仮称）の性格については、訓練受講中に

給付を行うことによって訓練を受講しての求職活動を容易にし、就職を促進すること

が目的であることから、 「訓練期間中の生活を支援するための給付」とする。

2支給要件について ‐､《､帆迄此ぃ尾､峨鹸＝
一

○具体的には政令で規定することを予定しているが、以下の要件とすることを想定し

ている。なお、支給単位期間中の訓練への出席率が10割（正当な理由がある場合のみ

8割）を下回った場合には支給しない。

I(1)支給要件 ！、⑬蝋 鯉）支給要件

①雇用保険受給者でないこと

本制度は雇用保険を受給できない者に対する制度であり、雇用保険給付が受け

られる場合は、雇用保険給付の受給が優先されるようにするために設けるもの。

②労働の意思及び能力があること ．

本制度は就職支援のためのものであるから、労働の意思及び能力がない者は給

付の対象とはなり得ず、これを排除するために設けるもの。

③求職者支援認定訓練及び公共職業訓練等の受誇指示を受けていること

本給付は求職者支援認定訓練（仮称）及び公共職業訓練等（以下「求職者支援

訓練」 （仮称） という｡）を受けている間の生活を支援するものであるから、訓練

を受けていない者は給付の対象とはなり得ず､これを排除するために設けるもの。

④個人の年収が180万円以下

・ 本制度は、求職者個人に対して、求職者支援訓練を受けている間の生活を支援

するものであるから、十分な収入がある者については支援する必要はなく、その

必要性の判断については個人に着目することが適当。 ・

平成21年賃金構造基本統計調査における非正規労働者の所定内給与額等を踏

まえれば（※1)、申請者個人に180万円を超える年収があれば、訓練期間中に

求職者支援給付の支給を受けずに生活することが可能と考えられることから、こ

れを排除するために設けるもの。

⑤世帯（申請者の配偶者、親、子）の年収が300万円以下

本給付による支援の必要性を個人に着目して判断する際には、④に加えて、当

該個人について、配偶者、親、子による支援が期待できるか否かまで含めて判断

することが適当。

平成22年4月の標準生計費を踏まえれば(※2)､申請者と同一世帯の配偶者、

親、子に、合計300万円を超える年収があれば、訓練期間中の生活を支援して

もらうことが可能と考えられることから、これを排除するために設けるもの。

！ ’

I
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※1 144.9(千円) (平成21年賃金構造基本統計調査における「正社員・正職員以

外」の労働者の所定内給与額の第1 ・四分位数）×12か月＝1738.8（千円）
※2 191,130円（2人世帯の標準生計費）×12（月）÷0.859（税・社会保険料控

除分を割戻）＝約267万円

210,360円(3人世帯の標準生計費）×12÷0.859=約294万円

229,600円(4人世帯の標準生計費）×12÷0.859=約320万円

(2)支給停止要偶婦Wg強い､淵ぴ'嘉乙、
○訓練の出席率が10割（正当な理由がある場合のみ8割）を下回ること
本制度は就職支援のために求職者支援訓練を受講する機会を提供するとともに、

その間の生活を支援するものであるから、受講開始後であっても、就職意欲がな

いと評価できる者、訓練を受講する気がないと評価できる者は給付の対象となり

得ず、これを排除するために設けるもの。

3給付皐産~縦､“締仙■

○求職者支援給付のうち求職者支援手当（仮称）の額の算定方式については、

冨菫鰯睾鑿駕贄震苧職こ誤菫難蔑皇雛菫二二鯉こ上
から、 日額方式とし、 日額に支給単位期間（1月）の日数を乗じて得た額の求職者支
援手当を支給単位期間ごとに支給することとする。

○また、

①本制度の対象者として想定している非正規労働者、長期失業者、就業経験がない
者等は、そもそも離職前賃金がない、離職前賃金が相当程度過去のものとなる等の
理由から、雇用保険制度のようにこれを基礎として個々人に応じた額を設定するこ
とが困難であること

②本制度は、自ら保険料を拠出することにより従前の稼得収入がなくなることへの
備えを行う雇用保険制度と異なり、 「訓練期間中の生活を支援するための給付jを強・
制保険によらない形で支給するものであること

，③ 「訓練期間中の生活を支援するための給付」であり生活費の援助を行うものであ
るが、生活に必要な額は世帯の人数等多様な要因によって異なるところ、こうした

要因については別途整備する貸付制度により対応することとしていること

から、対象者の属性、離職前賃金等に関わらず、 日額は一定額とする。

Oなお、 日額は政令で定めることを予定しているが、公共職業訓練を受講する雇用保

険得受給者の給付額（※1）とのバランスを考慮しつつ、働いた場合の手取額.(※2）
よりも給付を手厚くすることは就労しないというモラルハザードとなることを勘案し、

給付実務の面も併せ踏まえた上で、 3300円とすることを想定している。

Ｉ
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※1 730円（平成22年度最低賃金の加重平均）×8時間×5日 （労働日数）÷7日

（1週間）＝4171円

4171円（賃金日額）×0.8(給付率)=3337円

3337円（基本手当日額） ×30日十500円（受講手当）×22日＝111110円

111110円÷30日=3703円

※2 730円×173.8時間（40時間/週×52.14週/年÷12か月）労働×0.859 (税・社

会保険料を控除)=108985円

108985円÷30日=3633円

4給付手続について

○求職者支援給付の支給を希望する者からの申請に基づき、厚生労働大臣が支給要件

を満たすことを認定。当該認定を受けた者に対して、支給単位期間（1月）ごとに支

給することとする。 一

5給付期間について

○本制度の趣旨が就職促進であることを踏まえれば、際限なく訓練を受講でき、又は

求職者支援給付を受給できることとすることは適当でない。他方、本制度の給付を受

ける必要性は繰り返し生じ得るため、一定期間経過後には再度受給することができる

ような仕組みとすることが必要。

○このため、求職者支援手当については、

①求職者支援給付は、原則的には就職する場合に必要な一定レベルまで訓練を受け
る上で必要な生活支援をするものであること

②パートタイム労働者の平均継続就業期間のデータを踏珪えれば、受給開始後すぐ
に就職した者であっても6年は就業が期待できること

． から、§II練開始日 （訓練開始日以降に支給認定がなされた場合は、当該支給認定日）

から6年の間に、原則として訓練1回（連続受講が可能な場合（基礎的な求職者支援

認定訓練→公共職業訓練）には2回目の訓練を含む｡）について支給することとし、

①公共職業訓練の期間の最長が原則2年であること

②訓練を受講した場合に拠出に関係なく給付が出る期間として訓練延長給付の期
間が最長2年であること

を踏まえ、最大730日分まで支給することとする。

（

6不正受給への対応
不正受給をした者については、以後、求職者支援給付を支給しないこととし、すでに

給付の支給を受けた者がある場合には、国は当該者に対し給付した額の返還及び当該額
の2倍に相当する納付金の納付を命ずることができることとする。

10
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対象求職者に対する就職支援について

1就職支援の内容

○今般創設する求職者支援制度は､対象となる求職者の就職の促進を図ることである。

○このため､管轄公共職業安定所においては､求職者支援給付(仮称)を受給する求
職者又は当該給付を受給せずに求職者支援認定訓練（仮称）を受講する者に対し、訓

練受講期間中及び訓練修了後3か月間､以下の内容による就職支援を行うこととする。

①訓練期間中、訓練終了後（3か月）に月1回管轄公共職業安定所に出頭し職業相

談を受ける出頭日を設定。 「就職支援計画（仮称):」として受講者に提示。

②訓練の受講開始後、就職支援計画に沿って、訓練期間中、訓練終了後（3か月）

月1回の職業相談、職業紹介を実施。

③訓練期間中から終了後の職業相談を通じて必要性が認められた者には、就職支援

計画に上乗せして、担当者制による就職支援を実施。

○また、就職支援を行うことを訓練の認定基準に盛り込むことにより、訓練実施機関

における一定の就職支援も担保することとする。

刀日鰭

○就職支援は、本制度の目的を達成する上で必要不可欠の事項であり、求職者支援認

定訓練（仮称）及び公共職業訓練等（以下「求職者支援訓練』 （仮称）という｡)、求職

者支援給付と並ぶ求職者支援制度の柱の一つである。

○このため、

①重要性を明らかにするとともに、求職者支援訓練及び求職者支援給付と併せて規

定することで求職者支援制度を構成する施策の全体像を明確にする必要があること

②本制度の目的にかんがみれば、訓練を受講し就職する意思と能力を真に有した、

本制度による支援が真に必要な者に対象者を限定することが適当であること

から、就職支援計画をはじめとする具体的な就職支援について．当該支援を受ける義

務と併せて法定化することとする。

○具体的には、以下の内容を法律に規定する。

①公共職業安定所長は求職者支援1棗壹譲蕊に対Ⅷ職支援計画を作〆することができる。

②就職支援計画においては、訓 中及び訓練修了後に、就職支援を受けるため

難記載す…とする。に公共職業安定所に出頭すべき

③対象者は、正当な理由がない限り、就職支援を受けるため、月1回公共職業安定

所に出頭しなければならないほか、公共職業安定所長が行う就職支援計画に基づく

支援を拒否してはならないものとする。

④公共職業安定所長は、求職者支援訓練に係る対象者に、訓練終了から一定期間経

過後、その就職状況の報告を求めることができることとし、対象求職者は正当な理

由がない限り、これを拒んではならないものとする。

1ユ
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緊急人材育成・就職支援基金の活用について

◎雇用勘定に新たな資金（求職者支援事業資金）を設け、緊急人材育成・就職支援基金か

らの国庫返納分（※）相当分を一般会計から繰り入れ、保有。

O求職者支援制度は景気の変動のみならず､これを踏まえた訓練機関の行動にも大きく左

右されること、また、制度発足当初は不安定要素があり、想定以上の支出も予想されるこ

と、雇用失業情勢からみて、平常時以上の支出が想定される。このため、国庫負担につい

ても、制度の安定性や信頼性の観点からも、これに対応できる仕組みを組み込むことが求

められており、当面の間の暫定措置として、資金を保有しておくこととするもの。

Oなお、求職者支援制度創設までのつなぎとして、緊急人材育成・就職支援基金に平成2

2年度補正予算で積み増しを行ったところであるが、この残額については､制度の趣旨か

らも求職者支援制度において活用されること,が適当であるものであることから、これを財
源に充てることとする。

４
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(参考）資金の流れ

国庫 労使成22年補正注平
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訓練を義務的経費とするための規定

国は､就職の可能性を向上させるために求職者支援認定訓練等の受講が必要なものとして厚

生労働省令で定める基準に適合する対象求職者に対し､その受講の機会を確保するものとす

るOR確保するため、必要な措置を講ずるものとする。

厚生労働省令で定める基2

・ 雇用保険が受給できないこと

・ 雇用保険の被保険者でないこと

・ 公共職業安定所に求職申込みをしており、熱心に求職活動をしていること

・ 訓練を熱心に受講すると認められること

・ 希望する職業に必要な資格及び経験を有していないこと

・ 過去の訓練受講歴、技能及び早期就職の緊要度に照らし、訓練受講の優先度が高いと認く
められること

・ その知識及び技能の水準が､求職者支援認定訓練を受講するために必要な水準に達して

いると､受講を予定する求職者支援認定訓練を実施する職業訓練実施者が認めるものであ

ること

｡
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（規定のイメージ）

特別会計に関する法律附則

第条雇用勘定に求職者支援事業資金を置き、次項の規定による繰入金､運用利益金をも

ってこれに充てる。

2求職者支援事業資金に充てるために必要がある場合には､職業能力の開発及び向上を促

進し､もって労働者の雇用及び生活の安定を図るために造成された基金であって省令で定

めるものからの国庫返納金の額を限度として、予算で定める金額を限り､一般会計から雇

用勘定に縄り入れることができる｡

3求職者支援事業資金は、

を控除して不足がある場合その他の必要がある場合には､求職者支援事業にかかる費用を

支弁するため、予算の定めるところにより、使用することができる。

雇用保険法附則

第条特別会計法附則第条の規定により､求職者支援事業資金を使用する年度において

は､第66条に規定する求職者支援事業に係る国庫が負担する額は､第66条に規定する

額から当該資金により支弁する額を控除した額とする。

【または】

特別会計に関する法律附則

第条平成23年度から政令で定める日までの間､雇用勘定に求職者支援事業資金を置き、

次項の規定による繰入金、運用利益金をもってこれに充てる。

2求職者支援事業資金に充てるために必要がある場合には､職業能力の開発及び向上を促

進し､もって労働者の雇用及び生活の安定を図るために造成された基金であって省令で定

めるものからの国庫返納金の額を限度として、予算で定める金額を限り、一般会計から雇
用勘定に繰り入れることができる。

3求職者支援事業資金は､求職者支援事業にかかる餐用を支弁するため、予算の定めると

こ琴によ臥便用診るこどができる､
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業
資
金
を
置
き
、
次
項
の
規
定
に
よ
る
繰
入
金
、
運
用
利
益
金
を
も
っ
て
こ

れ
に
充
て
る
。

２
求
職
者
支
援
事
業
資
金
に
充
て
る
た
め
に
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
職
業
能
力
の

開
発
及
び
向
上
を
促
進
し
、
も
っ
て
労
働
者
の
雇
用
及
び
生
活
の
安
定
を
図
る
た
め

に
造
成
さ
れ
た
基
金
で
あ
っ
て
省
令
で
定
め
る
も
の
か
ら
の
国
庫
返
納
金
の
額
を
限

度
と
し
て
、
予
算
で
定
め
る
金
額
に
限
り
、
一
般
会
計
か
ら
願
用
勘
定
に
繰
り
入
れ

る
こ
と
が
で
き
る
。

３
求
職
者
支
援
事
業
資
金
は
、

、

求
職
者
支
援
事
業
に
か
か
る
笥
矧
劃
剣
淵
詞
剃
制
瑚

予
算
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

案

特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
二
十
三
号
）

（
周
辺
地
域
整
備
資
金
）

第
九
十
二
条

５
周
辺
地
域
整
備
資
金
は
、
周
辺
地
域
整
備
交
付
金
及
び
第
三
項
に
規
定
す
る
財
政

上
の
措
麗
に
要
す
る
謝
用
制
矧
劃
糾
引
例
呵
刷
に
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
予
算
で
定

め
る
金
額
を
限
り
、
電
源
開
発
促
進
勘
定
の
歳
入
に
繰
り
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

用
例



◎
雇
用
保
険
法
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
百
十
六
号
）
の
一

、

／

部
改
正

I

－4‐

附
則

第
条
特
別
会
計
法
附
則
第
条
の
規
定
に
よ
り
、
求
職
者
支
援
事
業
資
金
劃
側
刷

制
副
唱
閲
に
お
い
て
は
、
第
六
十
六
条
に
規
定
す
る
求
職
者
支
援
事
業
に
係
る
国
庫

が
負
担
す
る
調
刷
１
第
六
十
六
条
に
規
定
す
る
額
か
ら
当
該
資
金
に
よ
り
支
弁
す
る

調
刻
翻
嗣
閥
Ｈ
刺
鋼
と
す
る
。

案

【
障
害
の
あ
る
児
童
及
び
生
徒
の
た
め
の
教
科
用
特
定
図
書
等
の
普
及
の
促
進
等
に
関

す
る
法
律
】

（
平
成
二
十
年
法
律
第
八
十
一
号
）

（
標
準
教
科
用
特
定
図
書
等
の
需
要
数
の
報
告
）

第
十
六
条

一
小
中
学
校
に
つ
い
て
採
択
さ
れ
た
検
定
教
科
用
図
書
等
に
係
る
標
準
教
科
用
特
定

図
書
等
で
あ
っ
て
、
当
該
標
準
教
科
用
特
定
図
書
等
剖
樹
矧
詞
引
鋼
閲
に
お
い
て
発

行
が
予
定
さ
れ
て
い
る
も
の
の
う
ち
、
小
中
学
校
に
在
学
す
る
視
覚
障
害
そ
の
他
の

障
害
の
あ
る
児
童
及
び
生
徒
が
当
該
検
定
教
科
用
図
書
等
に
代
え
て
使
用
す
る
も
の

〔
労
働
保
険
の
保
険
料
の
徴
収
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
八
十
四
号

）
】

（
延
滞
金
）

第
二
十
八
条

２
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
労
働
保
険
料
の
額
の
一
部
に
つ
き
納
付
が
あ
っ
た
と
き

は
、

そ
の
納
付
の
日
以
後
の
期
間
に
係
る
延
滞
金
の
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
労
働

保
険
料
の
調
剛
１
そ
の
納
付
の
あ
っ
た
労
働
保
険
料
の
調
剖
摺
閉
ｕ
制
調
と
す
る
。

用
例
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●

求職者支援法案（仮称）概要

1背景・趣旨

非正規労働者が増大する等労働市場が変化する中で、平成21年、 22年に雇用保険

法を改正し、適用範囲の拡大や受給資格要件の緩和を行ったところであるが、さらに、
これでもカバーできない軒に対しても失業した際の支援が受けられるよう、セーフティ
ネットを一府独化することが求められている。

しかしながら､雇用保険の失業等給付については、全休としての給付と.負担のバラン

スといった保険原理から拡充に一定の制約があり、前回の改正以.上に拡充することは困
難である。

このたぬ、雁川保険を受給できない求職者に対し、その就職の促進0)たy》に必要な職

業能ﾉJを商めるための訓純を受講する機会を確保するとともに、 ・定の要件を棚たす場
合には#111練期WI仲の生涌を支援するため(/)給付を支給し、 I〃せて、公此職業安定所癖に
おいてきめ細やかな就職支援を行うことにより、雁ﾙl保険を受給できない求職者の肺W
を促進する制度を#ll設寸-る”

2法案の概些（※検i沖'1の』|噸であり、変災は心,り僻る"）
( I ) lil的

jnfII1保険を受給できない求職洲こ対･し、その就職の促進のために必要なJ!蝿的な職

災能ﾉﾉ及び実践的な職紫能力を商めるための訓練を受識寸る機会を賊係するとともに、
･定の要件を満た非場合には、 脚ll純川NlrlJの生折を支援帝l-るための総ｲ､1．を支給可l-るこ

と聯に!Iﾐり、その'川iの就j賊を促進し、 もって、 ニオ･しらの求職隊のｲ|蔦活の安定を1塁lる
とともに、経済及び社会の搭鵬に符1脚-るこ‘と｡

I
I

（2）求職荷支援淵捌II純の対娘背

j"洲保険を受給できない求職荷（典体的にli6、 〃I洲保|脆")受給終1W、雁川保険ひ）

j曲川がなかった又は受給斑格要件を満たさなかった箭騨）であって、枕職するために
は訓練に｣§ろ職業能力")向上が必要と認められる背

（3）求l職行支援認定別ll純のIﾉﾘ祥

（1）厚生労働大｢腓k、求職断の就職の促進に黄寸-ろ訓練（以|寺「求職背支援認定訓練j
（仮称） という。）を識圃-ろことがでざることとする，

（2） j測弓労働大｢KI"!:、 {Ⅳ)錐務騨を、独立行政法人IMih･I職If･求職者雁川支援機I州
（以ド「機椛」 という』）に行わせるものと弓l-ろ｡

③側!:、求職背支援認定訓練の実施を促進1-ろたH)、 -j.,節の範Ⅲ1Iﾉ1において、当i咳
311純を刈耐-ろ背（以下「求職背支援認定訓練実施音」という｡）に対弓l-る助成その
他2,要な階慨を識ずることができることとする。



ダ

ノ

④機椛は、求職者支援認定訓練実施者に対し、求職者支援認定訓練の効果的な実施

に必要な指導及び助言を行うものとする。

(4））給付

①求職者支援給付（仮称）の種類は、求職者支援手当（仮称）及び通所手当（仮称）
とする。

②求職者支援手当は、公共職業安定所長が指示した求職者支援認定訓練及び公共職

業訓練等（以下「求職者支援訓練」 （仮称）どいう｡）を受識する対象者が、支給要
件（※’）を満たす場合に支給するものとする。

③支給単位期間における求職者支援訓純への出腋状況が一定の水地（※2）以下の

珊合、求職者支援手当は支給しないこととする。

①求職背支援手当は、1K生労働背令で定める日額に支給lli位"lilil (1月）の旧数を

乗じて得た額を、支給単位叩I間ごとに支給要件に骸当すること及び求職者支援手当

の棚について噸生労働大阪が協定を行い、当i咳測定を受けた対象求職荷に対し支給
することとする。

⑤求職者支援手当は、 WIMI刑始日 （訓練'剛仙以降に支給認定がなされた場合は、

その日）から6年のllllに、卿lllとしてiill"1回のみ、 jit大730日分まで支給する

こととする。

⑥不正受給をした背については、以後、求職荷支援給付を支給しないこととし、す

でに給付の支給を受けた者が‘もる場合には、国は当I咳洲こ対し給付した棚の返迷及

び当咳額の2倍にｲ11当する納付金の納付を命ずることができることとする”

濠1 、鼎亥求職者及びその鵬するIMFの他のIIM洲の収入の状況その他の柵IIiを勘案
して叩生労鰯宵令で定めるJ"L

養2求職荷支援制l1純の出ﾉﾙが1011;11 (正当な肌111が‘もる蝿合は8割）を下I司る場合』

I
～

（5） I沈職支援

①公JI州業安定所災は、求職省支援訓純を受洲する者に対し、就職支援計仙i (仮称）
を作成することができることとする。

②就職支援計面においては、 計ll純↓ﾘlllll中及び"ll純修了後に、就職支援を受けるため

に公共朧紫訓練に出蝋すべき日練を記,l髄することとする。

③剃・象音は、正当な理由がない限り、就職支援を受けるため、月1回公共職業安定

所に||棚!しなければならないほか、公共職巣安定所長が行う桃職支援汁間にJILつく

支援を拒奔してはならない1,のと1－ろこととする。

④公共職籠安定ﾉﾘ眼は、求職背支援iMII純に係る対象州こ、 iill純終丁から一定l川l経

過後、その就職状況の餓告を求めることができることとし、対象求職者は正当な理

由がない限り、これを拒んではならないものとすることとする。



（6）その他

①求職者支援訓練実施者への立入検査、求職者支援訓練実施者及び求職者支援給付
受給者への報告等を命ずる権限、求職者支援給付の差押え・公課等の禁止、給付を
受ける権利等の時効、罰則等を規定することとする。

②雇用保険法において、附榊l蝋に求職者支援事業を創設するとともに、求職者支
援法において、同法の事業は求職者支援鞭業として行う旨規定することとする。

③特会法、労働保険徴収法、厚生労働省般祗法、独立行政法人商齢・障害・求職者
雁用支援機椛法等について、所要の改正を行うこととする。

3施行jり1日

平成23年10月1日 （予定）

一一

1

｛



求職者支援制度の法形式について

今般創設する求職者支援制度については、対象となる求職者に対する訓練経蕗の負担、
給付の支給等を屈用保険の新たな附帯嚇業に位置付けて雁用保険法に規定した上で、制度

の具体的な内容については､別途制定する｢求職者支援法(仮称)」に規定することとする。

○服用保険は、

①労働肴が失業した場合及び労側考について雁川の継続が困難となる11油が生じた

場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職難にl州-る教育訓練を受けた場合に
必鍵な給付を行うことにより、労働新の生活及び雁用の安定を図ること

②労働針の職業の安定に資するため、失業の予防、雁川状態《"ﾉ&砿及び剛11機会の
瑚大、労働者の能力のIIN発及びliO1上その他労働者の隔祉"州進を図ること

をそのl1的としている。

一一

○今般filli没する求職什支援制座は、対映となる求職者に刈・して、 ‘必典な職難"l1純を受

i胴~る機会を確保するとともに、一定の要件を満たす場合に訓練ﾘﾘ1lﾊ1111の生活を支援
するた")の給付を支給し、 ｛〃せて訓練l川lrl'及び訓練修了後に艇中的に就職支援を行

うものでめるが、こｲしらの施卿k労側廿の能ﾉﾉのI)W狢及びli'l.k､ III1川機会"州大につ

ながるものであり、いずれも広く労側昔の職難の安定に髄するものであるから、雁川
保険のLI的になじむものでi‘)ろ。

○そのた肋、

こうした凶的を進〃剛-るための'l蝋は、雁川保険においては附ｲ|f'|雛として位慨
付けられるものであること

・ 求職背支援制度に係る洗用の一部は労働保険特別会計で賄うこととしているが、
雁用保険法以外の法ilよにおいて規定する'l蝋の跳用を労働保|険特別会計でl!{iおうと
する場合、当僻ll:業を）i洲保険の附梛l蝋と位慨付けるしかないこと

を蹄上え､求職廿支棚lill度に係る.l噸をﾉil卯保険の附榊|蝋に位ii'附けることとする。

1

○その際、当該ﾘ蝋に係る州Uについて杜、

・ 今|可のiliﾘ度が対･熟とする求職背にIt自営廃難行弊〃噛腱れ、離職背だけに|ﾘ4らjし

ろものでは償いことから、失業状態に至っている蹴任は,|蝋主のみならずI側、労働
者にもあること

・ 職業訓純の提供等による労伽苦の能力の開発、向上の利益は､労働者のみならず、
ひいて{制；業主、 ｛同も受樅することになること



から、国及び労使で負担するものとし、雇用政策に係る国の責任と、制度の対象とな

る者に係る自営廃業者等雇用保険の本体給付では対応不能な者の割合を勘案し、その
割合は、国庫1／2，労使1／4ずつとすることとする。

○しかしながら、現行の服用保険の附帯事業は、

①当嫉甑業によって対策を識じようとする諸問題は、我が国の企業における雇用賃
金仙行その他企業の行動に起因するところが多く、その解決を図ることは、1噸主
の共同迎榊の責任であると考えられること

②当辨l蝋の実施によって企業が一定の利雄を受けることとなること

から、 ﾖl蝋主のみの拠出により行っているところ。

○このため、雁川保険に、回及び労使の共同連僻からなる附併'l蝋の斌型として新た
に「求職者刻剛『難（仮称)」をiill股弓l-ることと1－ろもので‘めろ。I

○求職者支援制度においては、職業訓練、生活支援給付、

日的を遠成するために’必要不III欠の施飛であることから、

と希j-ることとしている”

耽職支援はいずれも制度の

これらを一体とした法体系

O典体的にI;).、 ﾆｵしら求職汁支援制度を柵成する施簸のう･ら、

①職葉訓練に係る締1WWI!及び'|湘支援給ｲ､l･の支給については､求職什支援!ll:%(仮
称） としてﾉﾊ川保|険ﾘ》附榊!l蝋に位慨付けるものであし)、これをﾉ側l保険法に規定
した上で、

②別途新たな伽IMilill症し、就肺支援も含めた制唆の全体")Iﾉ僻については、 IMW
!MII純、生沽支援給付の具体的なIﾉﾘ･がとiﾙせて本ilill度をl川ける求職背に係る繩々の
施務等を当i峻淵Iとに一体的にM雌する

こ‘ととするもので〃>る。

一､

亡÷

○これに.kり求職荷支援制鹿を柵成する施策の|捌係性をIﾘlらかにしつつ、制度全体"）

一'魔性を商めることが可能であり、もってilill度の効果的、かつ、適正な実施を図るこ
ととする。



求職者支援認定訓練（仮称）の対象者の範囲について

○求職者支援制度において新たに創設される職業訓練（以下「求職者支援認定訓練」 （仮
称） という｡）の受講対象者としては、早期の就職の実現という制度の趣旨に照らすと、
当該者が

・ 公共職業安定所に出頭し、求職の申込みを行っていること

・ 労働の意思及び能力を有していること

が必要｡

※労働の意思を有しない例としては、妊娠、介弛雛のため退職した者や、公共職雄安定所が不
適当と縄める求職条件への耐望を間執する粁騨が鞍げられる。

また､.労働の能力を有しない例としては、老齢に伴う体力低下の箸しい者、家Il#・家龍・学
~~､｝ 難掠の部合により、他の職堆に枕ざ排ない稀秤が挙げられる⑥、

○求職荷支援認定訓練は、雁川保険を受給で:さない求職･荷に対し、職業に枕く上でのj牒
礎的な能ﾉJ形成機会を{､l･与するものである。

○ _l二記の魎旨にかんがみ、

①j祇川雌険被保険汁

②雁用保険受給街格廿

については､求職;げ支援認定訓練の対象外と弓l-ることが適当｡具体的な縁え方の蜷珊は、
それぞれ以1寺のとおり‘，

1

／

○ jii"il保険被探険州t, .i箇川91雌ﾘﾘ『の両|雌主に〃〃llされている在職廿であることから、
水制度が想定している求職荷に{1.!咳当せず、求職付支援制度の対象としない．
○これらの者については、燗11保険法(II8和49年法i";116号）にﾉILづく教榊lll純給
付や、 （可能で‘し)ｲしば)同法上の能ﾉ｣|)N発?l唯の活川を汕じて、職堆能力のIIM綣及び向
上を図ることが適当。

I

○唾用保険法上の坐本手当坤の受給r淵を有1－る者は、雁用保険波保険量撒f格は喪失
しているが、一方で雁川保険給付による保障を受けている。このため、本ilill度が想定
している求j倣仔には、 j!KRIIとして,咳当しないものと悠理。

○これらの荷についてlt，同法上の能力I州綣'|蝋として実施される公共職業'311純を父
i胴~ることにより、就職に必喫な捜能及び災I職をi帥けることが、 j,略木的には効果的．
効率的。

9



求職者支援法（仮称）上の新たな職業訓練の内容について

1．新訓練の概要

○求職者支援法（仮称）上規定する、新たな職業訓練（以下「求職者支援認定訓練」 （仮

称）という｡）については、いわゆる非正規労働者や長期失業者等、職業能力形成の機会

に恵まれなかった雇用保険非受給者を対象に、それらの求職者が就職する上で必要な職

業能力の付与を行うものとして実施することとしている。

※公共職業訓純は、職籠能力I)M発促進法（昭和44年法徽滞64号。以下「能開法」という｡）

第96条及び雁用保険法（昭和019年法推第1-l'6号)"63条において、雁用保険被保険昔導に

｜則する雁川保険ニミl業のうち能力IMf!lf腱として行う旨規定されており、一定程度就業経験が

あり、韮礎的な能力を有する脈川保険受給街怖者が主な対幾として想定されている。

○これは、

・ いわゆる非正規労働背については、枇災綿験坤緬､じた十分な職難能力IIM発が行わ

れておらず、安定したI朧難に就くためには十分な職雛能力形成機会が‘必甥であること

・ 健期失堆者にﾝついてば、 ノ蔽川保|炭受給IIIFに就職ができなかったことや、 rI冒職II＃から

IIｷ間的な川墹がi附いていること弊にかんがみ、 イ1.していた職堆能力とは典なるj,喋蹄的

な技能の習得が必要であること

から、求職者支援法の枠組みにおいて、従来の能IIN法にﾉ!§づく公共職業i#ll純とは別途、

特にj牒礎的な技能及び知舳の付』ｿ･にik点を樅いた職猫ﾘll純を実施することとしているも

ので〃〕る.，

※公I§職錐制ll糾1の珊合、能IIN法において、そぴ)趣旨は

・ 段階的かつ体系的に職猶に必哩な技能及びこ』しにIMI1-ろ知撚の習得

・ 職業〃朧換しkうとする労側什群に邦ける迅速"､つ劫WIり/1:職驚iMII純の実施

とされている（能|ﾙl法15条の6鋪1噸及び鋪3噸)。

一キ
P

’

’

よた、公此I搬猫MII糾〔の向拝については、 l胤難illll純の脚IIIの維符li'll員のために、 l!A'k労側荷

令におLrqlll純烈雁ごとに敬科、 mII#|!llfilll、 没鮒赫について定M)られ/こ｣l馴!!に従う bのとざ0

れている（能IIM法第19f)。

2．訓練の実施形態

○求職背支援認定訓純については、能力レベルが多嫌な求I戯者に対し、民I＃l教育訓純機

IWk労働大臣の委任を受けた独立|卿のhll意工夫を生かし、迅速に別ll純を設定するため、

行政法人I闇i齢･瞭瞥Q求職者服用支援機|fがi鋤i言するという形態をとることとしている， 0

燕公共職堆MII純は、能|%l法に』!¥づき.、

・ 公jlﾐ職龍能力|淵綣施投の行う．梛山職龍,ll11純又はI『i度職1惟illl糾! (いわri)る施1没内訓*li同法

"15条の6箱1噸及び端20f)

及び

・ 職業能力の|淵発及び向上について適切と認められる他の施設により行われる教青il1l純を上

記の施投内訓純とみなして実施するもの（いわゆる委託副ll純。同法第15条の6鋪3項）

の形態により火施されている“



(参考）求職者支援認定訓練と公共職業訓練の比較

一

求職者支援認定訓練 公共職業訓練

対象者

箙用保険受給資格のない求職者

(就業経験のない者、非正規労働を

反渡していた者、過去に正規就堆し

ていたものの失業が長期化している

者等であって、韮礎的能力の習得が

必甥｡）

主に雇用保険受給資格を有する求
職者

(一定の就業経験があり、既に韮礎的

能力を有する｡）

訓純受i櫛により習

11｝をE1'脂す能力

就職に必典な酷礎的能力 再就職に必要な技能及び知撤

"l1純の態様

民間教¥fWll練樅|淵が実施する剛ll"

について、そり)41紬に』‘‘づき独立

行政法人jWi齢・障害・求職者雁川

支援磯拙が認定“

公共職業能力側槌施i没(及びその委

託を受けた民|H1教育制l1純機IMI)にお

いて実施。



求職者支援制度上の（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構の業務について

(新機榊の業務について）

O求職者支援制度においては、雁用保険を受給できない求職者に対し、民間

教育訓練機関等が実施する職業訓練を厚生労働大臣が認定することとしてい

るところ、当核認定斗端を、独立行政法人歴用・能力IIM発機柵（以下「能開

機柵」という｡）の業務を引き継ぐ独立行政法人商齢・瞭害・求職者雁用支援

機樅（以下「新機柵」という｡）に行わせることとする。

○また、機梛は、上記の認定を申紺しようとする者に対し、当核認定に係る

職業訓練(以下「求職者支援認定訓練」という｡）の実施に必嬰な惜蠅の提供、
相談その他の援助を行うこととする。

○これらの蕊務について、求職背支援法（仮称）のilill定とlli:せ、独立行'攻法

人商齢・陳審・求職淵卿11支援磯拙法の一郷を故征し、新機冊の新たな業務
として追加することと弓l-る“

一一

ダ

ロ『梱

○斬磯柵が陣生労働大臣の斐任を受けて行う認定行為については、求職背支

援鮒定;MII純を実施する:荷（以下「訓純実施伽という｡）に外l･して樅fllを付』）

する雑の行政処分ではなく、求職苫支援認定訓練に係る受柵術専蜥をあっせ

んし、 刑ll純実施実紙に応じた助成を行う対･象として適当な訓練であることを

！鰐める位舩づけ"）行為に1-ぎず、 IEIでなければ実施できない鮪の樅ﾉ]的難務
にIt核当しない（別紙参照)。

Om偲定行為は、 ノ側晶労働術令で定める認定j,馴li (W11mli11flll1， 'IIII純分11f，投蜥、

洲師、枕職支援のIﾉ1群蝉についての｣‘唾111）に11ﾘって杵観的に行われる＃’ので
‘もり、その点において卿itは生じない。

○この上うな協定行為について、新樅僻は、従来、匝lに代わって職業能力|}N

発促進法(11召和44年樹"IW6'l号。以下「能IM法」という｡）に」ILづく公共職

災訂ll練を実施してきた能IM樅柵が有する職業IﾘII純にIMするノウハウを有1-る

ほか、能|)N機柵が公共職業副ll純の悲託を行ってきたことや、 'l蝋主に対する

相I淡援助業務を行ってきた維緋から、地域の教育〃|純機l側との述桃を円滑に

進めることや、地域の確業等の状況に応じた職業部|純のニーズを把梶できる

ことから、国が自ら当該認定ﾘ端を実施するよりも効果的・効率的に認定リド

筋を実施1－ることが可能となるもので‘し,ろ。

○ kた、 これらの認定雄.筋と併せ、訓純を実施しようとする什や認定を行っ

た"ll純を実施する昔に対するj曲切な指導、援助嫌を行うことについても、上

記のように職業311純にIMする知見螺を有する新機柵に行わせることが適当と



考えるものである。

(都道府県との関係

○能開法第24条第1項において､都道府県知事は､事業主等の申請に基づき、
当骸事業主等の行う職業訓練について、能開法第19条第1項の厚生労側省令
で定める基準に適合1－るものであることの認定をすることができることとさ
れている。

○これについて、能開法第2』1条第1頭の認定に係る職業訓練は、 ミl喋主等が

行う職業訓練のうち、一定の水準を満たすものを認定することにより、当骸

地域における職業能力IIM苑を促進弓I-ることを目的とするものである一方、求

職背支援認定訓練については、雁川保険を受給できない求職者への雁用支援
についての全睡I的な要ii,';を受けたものでili)り、その対策として、各地域にお

ける供給ii帥均衡にも考慰しながら、全国における求職肴支援I認定訓練の円
滑な実施を確保する必要が〃)るもので<M》ることから、腿lのり端として位縦づ
け、その姿任を受けた新機櫛において認定を行うことが必要となるもので"〉
る。

○また、求職背支援法上、求職背支援脚剛ll純を受識する求j倣背は、一定の

州'I:を満たした場合に|司法に鵬づく求職考支援給付を受給できるもので〃>る

ところ、 ｜割が行う同締付のlili提で">る求職背支援認定訓練ひ)認定についても
図が行うことが必要であり、部道府ﾘ'4に行わせることは適当ではない‘’

○国の11:務として位碓づけ、その委任を受けた断機柵において,認定を行うこ
とが必要となるもので‘める”

一､

I

I、



(別紙）

独立行政法人の性質について

○独立行政法人通則法（平成11年法律第103号）第2条において、独立行政

法人は「国が自ら主体となって直接に実施する必要はない事務及び事業」を

行うものとされているところであるが、独立行政法人ではなく国が直接実施

すべき蛎業については、以下のとおり想定されているところ。

①私人の椛利施務に直接かつ強度の制限弊を及ぼす公椛力の行使に当たる

邪務及び郡業（例：司法鮮察）

②その性質上、国が自らの名において行うのでなければ成立しない1『鋳及

U<?l業（例：栄典）

③災11予坤側のik大な危機祷理に血結し、 II[接圃の斑任において実施するこ

とが必漉なrlf勝及び'IM(例：防術）

今

’

oこの点、求j賊者支援制座におけるl朧難訓純の協定については、岡の!'端と

して位磁づけることが必哩で‘もるが、そ‘の'I端の実施については、上記の①

から③膜でのような、|劇が伽麓行使しなければならない!I筋には当たら-j雪、

職難'#II純の笈施に専IIII的なノウハウを有1－る淵職柵に姿任することが可能で

あり、 これにより、効果的・効率的な.11f筋の実施が図られるものと吟えられ

る。

も
づ
一
一

一
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求職者支援給付（仮称）について

1給付の性格について

O求職者支援制度における求職者支援給付（仮称）の性格については、訓練受識中に
給付を行うことによって訓練を受識しての求職活動を容易にし、就職を促進すること
が目的であることから、 ｢訓練期間！'3の生活を支握するための給付｣ とする。

2支給要件について

（1）支給要件

○当I淡対象求職者及びその胴する|鮒fの他の世ｲ|湖の収入の状況その他の柵IIfを勘
案して厚ｲ'三労働符合で定めるﾉ‘靴に骸当する塒合に支給帝l-ることとする。

1

(参考）厚ﾉ|ﾐ労働樹令で定める蝉II!

(I)!附態として職に枕いていないこと

本制幽‘上、求職背個人に対して、求職打刻剛II純を受けているI川の生活を支援
1~ろもので">るから、 、|･分な収入が!')る背については支援する必要はなく、その
必要性の判断について{:t個人に桁I;11-ることが適当。

､IM2 1 4I概金柵造ﾉ0§水統制･鯛州こおける非'剛勝側背の所定Iﾉ'給与纐等を脇
；こえれば（※’）、 I1珊洲制人に求職背支援給付と合わせて15"Iりの〃収があれ
ば、 ’ﾘll細りlllll'l'に生活することが可能と砦えられることから、 こﾙし以上のハ収と
なる昔を排除するために殻Ij･るもv),0

②Ill,;I!淵及びIII,i,!術と'司届する観、 r･ (未成年を除く,,)、配偶背のIiii<l是")所i(卜を
1 2で11;llって得た縦の合計が25"Iﾘ以.1ぐであること

本給付に“支援リノ‘ .要性を側人に柵'して･ ll断弔l-ろ隙には、⑩に"llえて、当
‘淡佃人について、 IIIIWfとliilIW-る税、 -j亀、配偶片に.kろ支援が1ﾘ|待できるか群
か提で含")て､ 'Ⅲﾘける二‘とがj腺1．

平成22年全け)の柳1姓洲惟Ij縦えれば(※2)､ ll';II術と同一lll:階の親､子、
配糾背に、合訓･25万円を超える月収が4h)れぱ、 3IIMUIHII中の生活を支援しても
らうことが可能と考えられることから、これを排除するために披けるもの“
(3) III洲苛及び'l'紺者と'司鵬言I-る観、 -f(未成年を除く。)、配M州の領貯金の合計
が-! ()0万|リ以・ドであること

現〈!§"j収入にかかわらず、 l-分な戯貯金がある荷については文援する必要I-tな
く、 ､F成21年"J1叫民ﾉ|異祇ji"Mi淵從における余世ｲ|紬所得平均")!|』央値を雌臘え
れば（護3）、 lllfi!州及びI:l･li,'淵とlil"制-る親、 j雀、配M柵に、 IIII;I!術が計ll純を,受
i胴~る月に合i汁400万｢IIのin貯金が〃'しば、訓練期間中の生活をし、又は支援
してもらうことが可能と:号えられることから、これを排除するために,没けるもの。



0

④支給単位期間において､『当該対象求職者に係る求職者支援訓練を受講する日に

係る割合が厚生労働大臣の定める基準（※4）を下回らないこと

※1 144．9（千円） （平成21年賃金椛造基本統計調査における「正社員・正職員以

外」の労働者の所定内給与額の第1 ・四分位数）

※2 191,180円（2人世帯の標準生計班）÷0.859（税・社会保険料控除分を割戻）

＝約22．3万円

210,360円(3人世帯の標準生計斑）÷0.859=約24.5万円

229,600円（4人世幣の標準生j汁澱）÷0.859=約26.7万円

※3 427万円（平成21年国民生活挫礎澗査における全世僻の平均所得の中央値）

※4 訓純の出腓擢が10剤（正当な理由がある場合のみ81111)

--.､‘ .3ホ計l･額について
〈

○求職背支援給付のうち求職者支援手当（仮称）の棚の猟定方式については、

①求職荷支援別ll純の訓練期間は3． 5かjl等必ずしもl川ii位となっていないこと

②受給IIf期や給付10ⅢIIは、個々人に､kって鑛災が/1兆僻るこ‘と

から、 ’1'額方式とし、 H額に支給単位"IIIII (1ﾉ1)の日数を恥じて僻た額の求職荷支

援狼当を支給lii位期1Mごとに支給することとする”

○ロ棚については、次の理山から定額とする“

①水制度")対象背として想定している北E規労側併、長"l尖難行、枕粟経験がない

荷榊;k、そもそも離職前慨余がない、離職ilii賃金がｲ:II当f!慨過去")ものとなる弊の

EI!IIIから、刑ll保険制度のようにこｵし&ji聯として個々人に応じた額を投定-'l-るこ

とが附雌で〃,ること

②水制ﾉ雌は、 I:lら保険料を棚IIすることに『l鳥り従liliの剛l卜収入がなくな為ことへ"）

llliえを行うln洲保|"ilill度と兜なり、 「,#ll"!911111iliU)WI¥を支援するためひ〕給付.」 4蝋

iliﾘ保|倹によらない形で支給するもので‘もること

○なお、 日加けI収上労働背令で定必ることを1．．定していろ．

(参簿) ll微の弩え方

公共職推iill緋を受洲する屈川保胸1峻給背の給付袖("1)とのバランスを砦1世し

つつ、働いた賜合の手取額（燕2）よりも給i;l･を手郎く弓I-ろことは枕労しないという

モラルノ､ザードとなることを勘案し、給付実務の而も併せ蹄まえた上で、 33〔) ()円

とすることを想定している。

1 730m(1z成22<I慨品川f金のﾉjIIIR平均） ×SII"IIII×5日 （労働日数）÷7H

(1jmlill)=.1171円

4171円（震金日髄）×0.8 (給付率)=3337円

3337円（』I§本手当日額）×30日十500円（受榊手当） ×22R=111110円

．●〃
●〆●

'●、



111110円÷30日=3703円

※2 730円×173.8時間（40時間/週×52.14週/年÷:岨か月）労働×0.859 (税・
社会保険料を控除）＝108985円

108985円÷30日=3633円

○支給単位期間（1月）ごとに、求職背支援給付の支給を耐望する者からの申詰にJ1§
づき、厚生労働大臣が支給要件を満たすことを認定。当該認定を受けた者に対して、
支給することとする。

○給付期間は、次の理由から、 jit大730日分とする。

①公共職業訓練の期間の船長が原則2年で〃>ること

②〃il純を受洲した場合に拠出にIMI係なく給付･が出るIU11冊として訓糾拠災給付の期
ll{lがj段艮2年であること

○また、吹の理111から、訓純開始11 (釧純州好旧以降に支給i認定がなされた場榊1，

当核支給認定日）から6年の|H1に、原1111として311mli 1lul (連続受識が可能な場合（』l豊

礎的な求職者支援認定訓練→公共職推測11*II)には2IUIMの!;lll繩を含む｡）について支給
することとプーろ。

①求職仔支援給1,1･は、 ル剛l的に1.1:枕職弓1-る場合に必喫な一定レベルまでiWII練を受け
る上で‘必要な'|：油支援をするもゆでfI)ること

，②バーI､タイム労伽什の平均継続枕卿州lのデータを蹄}ﾐえれば、受給側始後すぐ
に就職した者で〃>っ-〔も6ｲドlt就紫が1ﾘl待できること

〆－－､、
『 I

6－不IE受総へ〔〃対応

’ ○不正受締をした行について''1:、以後、求職背支援綿{､l･を支総しないこととし、次の
2I!lllから、すでに給付の支給を受けた什がある場合には、似は当i咳昔に対し給付した

糊の返迷及び当I談棚の2倍に1:11当する納{$l･金の納付を命ずることができることとする。
①求職背支援給付は、これを偽りのl:|]$i,'iなどの不正な手段をﾉ･|1いて給付した場合、
ml l:財政而において不当なi脳を破ることとなること

②求職背支援給付は、給付の対･象粁を生活における支援が典に必典な者に限定する

ため、収入が一定額以下であることを要件としているが《これについては行政機|制

による典|'|:!l礫の把梶がﾛ側であり、受給背からの申皆に依ｲ同一るmiが大きく、不
]l弓受給が生じる余地が大きいこし

I
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求職者支援法案（仮称）概要 (E-伽舛njn移繩九Kルノ

妙＠

′ｼ/i$ 冊城J℃錐
1 背景・趣旨

非正規労働者が増大する等労働市場が変化する中で、平成21年、 22年に雇用保険

法を改正し、適用範囲の拡大や受給資格要件の緩和を行ったところであるが、さらに、

これでもカバーできない者に対しても失業した際の支援が受けられるよう、セーフティ

ネットを一層強化することが求められている。

しかしながら、雇用保険の失業等給付については､全体としての給付と負担のバラン

スといった保険原理から拡充に一定の制約があり、前回の改正以上に拡充することは困

難である。

このため、雇用保険を受給できない求職者に対し、その就職の促進のために必要な職

業能力を高めるための訓練を受講する機会を確保するとともに、一定の要件を満たす場

合には訓練期間中の生活を支援するための給付を支給し、併せて、公共職業安定所等に

おいてきめ細やかな就職支援を行うことにより、雇用保険を受給できない求職者の雇用・

を促進する制度を創設する。

0

戸

＝

2法案の概要（※検討中の事項であり、変更はあり得る｡）
（1） 目的

． 雇用保険を受給できない求職者に対し、必要な職業訓練の機会を確保するための施
，策を講ずるとともに、必要に応じて職業訓練を受ける間の生活を支援するための給付

を支給すること等により、その早期の就職を促進し、もって、これらの求職者の生活

の安定を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与すること。

（2）求職者支援認定訓練（仮称）の対象者

雇用保険を受給できない求職者（具体的には、雇用保険の受給終了者、雇用保険の

適用がなかった又は受給資格を満たさなかった者等）であって、就職するためには訓

練による職業能力の向上が必要と認められる者ゼ狸7”－4ルヌ．γ‘,”

（3）求職者支援認定訓練の内容

①厚生労働大臣は、対象求職者の基礎的な職業能力の開発及び向上を図るために必

要な知識又は技能を習得させるための訓練似下「求職者支援認定訓練」 （仮称）と

いう｡）を認定することができることとする。

②厚生労働大臣は、①の業務等を、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

（以下「機構」という｡）に行わせるものとする。

③国は、求職者支援認定訓練の実施を促進するため、予算の範囲内において、当該

訓練を実施する者（以下「求職者支援認定訓練実施者」という｡）に対する助成その

他必要な措置を講ずることができることとする。

1



◆

④機構は、求職者支援認定訓練実施者に対し、求職者支援認定訓練の効果的な実施

に必要な指導及び助言を行うものとする。

（4）給付

①求職者支援給付（仮称）の種類は、求職者支援手当（仮称）及び通所手当（仮称）

・ とする。

②求職者支援手当は、公共職業安定所長が指示した求職者支援認定訓練及び公共職

義蕊認劉董麓臺灘拳躍急勤皇麓裳蕊鱒蕊
者として厚生労働省令で定める者（※）に該当する場合に、当該訓練を受講する期

③間扉脇爵P曼墓臺曝;麓熟聯詩鴎蝋総考琴
年以内に、求職者支援手当の支給を受けた別の求職者支援訓練に係る最初の支給単

④位讓鰹巽燕漣難驍慧欝謝毒鞘蔓懸魏

墓菫巍二嘉睾を辮蕊鰯鰄鰯繍鱒鴬
とする。

⑤通所手当は､求職者支援手当を受給する嘆職畿臘業安定所長が厚生労働大
臣の定める基準に従って必要があると認めたときに支給することとする。通所手当

の額は、対象求職者の通所に要する費用を考慮して、厚生労働省令で定めることと

⑥正当な理由なく.↓畿難璽繼難鱗茎鯉基皐墓雛
する。

、 紹介する職業に就くことその他の公共職業安定所が行う就職のための支援を拒んだ

ときは､以後､豐該求職者支援訓練"瀞期間中は求職者支援給付を支給しないこととする。

⑦不正受給をした者については､以後､当該求職者支援訓練の皇鵜間中は求職者
支援給付を支給しないこととし、すでに給付の支給を受けた者がある場合には、国

は当該者に対し給付した額の返還及び当該額の2倍に相当する納付金の納付を命ず

ることができることとする。

．′・

’”，．、

ノ〃

※厚生労働省令で定める者

当該求職者の収入、当該求職者と同居する親等の収入、訓練への出席状況等を勘

案して基準を定めることを想定

（5）就職支援

①公共職業安定所長は、求職者支援訓練を受講する者に対し、就職支援計画(仮称）

を作成することができることとする。

2



◆

の

②就職支援計画においては､就職に向けた目標､訓練期間中及び訓練修了後急象一
一職支鐸受は垂産め鰯藍共識桑安定所F独電声雀言日､求職者支援訓練の受講以外

繍鰯謹難二差綴就職支援を受けるため､蝋蝋蝶“
所に出頭しなければならないほか、公共職業安定所長が行う就職支援計画に基づく

支援を拒否してはならないものとすることとする。

察鰯雲薑
④公共職業安定所長は、求職者支援訓練に係る対象

過後、その就職状況の報告を求めることができるこ

由がない限り、これを拒んではならないものとする

（6）その他

求職者支援訓練実施者及び求職者圭熱鮮
①受蕊萱臺菫蕊窯言墓繊躍藻耀震雫駕奎麓鴬篁
受ける権利等の時効、罰則等を規定することとする。

② 、労働保険 厚生労働省設置法、独立行政法人高齢・障害・求職者

鍵繍機構法等“ 獺の改正を行うこととする。
榊御'｛L心7ノル〃 ヘ僻州向

※援蕊隻雲室こ言基墓菫篁鯏蕊麓壹駕彗蕊篝躯李購
職者支援事業の創設については、求職者支援法の附

支援法とは別途、雇用保険法の一部改正で行うこと

求職者

3施行期日 ．

平成23年10月1日（予定）
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求職者支援制度の法形式について

今般創設する求職者支援制度については、対象となる求職者に対する訓練経費の負担、

給付の支給等を雇用保険の新たな附帯事業に位置付けて雇用保険法に規定した上で、制度

の具体的な内容については､別途制定する｢求職者支援法(仮称)」に規定することとする。

ニニ ．」 よ附帯事業を倉'｣設する必要性

○雇用保険は、

①労働者が失業‘した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた

場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に

必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図ること

②労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の －

増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ること

をその目的としている｡

蝋聯篭:′
騨職事=ゞw雇用安定￥

○この目

開発事業

①当該事業によって対策を講じようとする諸問題は、我が国の企業における雇用賃

金慣行その他企業の行動に起因するところが多く、その解決を図ることは、事業主

の共同連帯の責任であると考えられること

②当該事業の実施によって企業が一定の利益を受けることとなること 1つ八',､'_W3/IW,
〃力1.〃ﾉ吟’り

｡ ”
事業を行う必要があ

事 型として新

擶，〕。たに「求職者支援事業（仮称)」を創設することとするものである。

U

§該墓 こついては、蛇か､リ久聯21郷執〃t辱働LE"4<､殉ノヒLノ，
こは自営廃業者等が含まれ、離職者だけに限られるものではな

ている責任は事業主のみならず国、労働者にもあること

○

対象とする求職者には自営廃業者等が含まれ、離職

く、失業状態に至っている責任は事業主のみならず国、

●

・ 職業訓練の提供等による労働者の能力の開発､向上の利益は､労働者のみならず、

)臺墓鯉鑪
”』”
ヤン

劃股r猟侭

案し､その割合Iま章
国庫1／2，労使1／4

蒲する二とfする、

‘ ネ師H私凋々ケ･7『噸ILウ》{ -L K〃ﾚﾖﾉJ(ヘ”,)>f .



○今般創設する求職者支援制度は、対象となる求職者に対して、必要な職業訓練を受

講する機会を確保するとともに、一定の要件を満たす場合に訓練期間中の生活を支援

するための給付を支給し、併せて訓練期間中及び訓練修了後に集中的に就職支援を行

うものである。これらの施策は労働者の能力の開発及び向上、雇用機会の増大につな

がるものであり、いずれも広く労働者の職業の安定に資するものであるから、雇用保

険の目的になじむものであり、新たに創設する求職者支援事業として実施することが

適当である。

（遥､II 'l,･ .O幻荊!{｛柳ｨ"･"">
j会計で賄うこととする場合蝦
った規定例は見当たらないため、

※ 度にFる受用の一罰
ﾛ

ﾘFご‘ ． ‐ぬ用

雇用保険事業として位置付けることが必要。

○求職者支援制度においては、職業訓練、生活支援給付、就職支援はいずれも制度の

目的を達成するために必要不可欠の施策であることから、これらを一体とした法体系

とすることとしている。

○具体的には、これら求職者支援制度を構成する施策のうち、

①職業訓練に係る経費負担及び生活支援給付の支給については､求職者支援事業(仮

称）として雇用保険の附帯事業に位置付けるものであり、これを雇用保険法に規定

した上で、

②別途新たな法律を制定し、就職支援も含めた制度の全体の内容については、職業

訓練、生活支援給付の具体的な内容と併せて本制度を利用する求職者に係る種々の

義務等を当該法律に一体的に規定する

こととするものである。

○これにより求職者支援制度を構成する施策の関係性を明らかにしつつ、制度全体の

一覧性を高めることが可能であり、もって制度の効果的、かつ、適正な実施を図るこ

ととする。

、
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求職者支援認定訓練（仮称）の対象者の範囲について

1．労働の意思及び能力を有すること

〃求職者支援制度において新たに創設される職業訓練(以下｢求職者支援認定訓練｣ (仮
称）という｡）の受講対象者としては、早期の就職の実現という制度の趣旨に照らすと、

当該者が

載鐺雲薑憲蕊鱸告灘鯉みを行っていること
が必要｡柳"僻"涛鯛蝋挫や，
※労働の意思を有しない例としては、妊娠、介護等のため退職した者や､公共職業安定所が不

適当と認める求職条件への希望を固執する者等が挙げられる。

また､労働の能力を有しない例としては、老齢に伴う体力低下の著しい者、家事・家業・学

業等の都合により、他の職業に就き得ない者等が挙げられる。

2求職者支援認定訓練の対象から除外することが適当な胸こついて
○求職者支援認定訓練は、雇用保険を受給できない求職者に対し、職業に就く上での基

礎的な能力形成機会を付与するものである。

○上記の趣旨にかんがみ、

①雇用保険被保険者 ハの従ゥ鴻外､ｱﾉ』、やﾘﾉZに

筐つ蹴壹議鑿条職者支援認定訓練の対象外とするこ豆毫薑ど具体晶農鬘鋤7
方の整理は、それぞれ以下のとおり。

（①雇用保険被保険者について）
○雇用保険被保険者は､適用事業所の事業主に雇用されている在職者であることから、

本制度が想定している求職者には該当せず、求職者支援制度の対象としない。

○これらの者については、雇用保険法（昭和49年法律第116号）に基づく教育訓練給

付や、 （可能であれば)同法上の能力開発事業の活用を通じて、職業能力の開発及び向 ｛

上を図ることが適当。

（②雇用保険法上の受諾査格者について）
○雇用保険法上の基本手当等の受給資格を有する者は、雇用保険被保険者資格は喪失

しているが､ ､一方で雇用保険給付による保障を受けている。

○また、雇用保険受給資格者は、雇用保険被保険者として一定の就業経験を有してい

たものであり、今般創設する求職者支援認定訓練(仮称)において習得が見込まれる、

就職に必要な基礎的な職業能力の開発及び向上を図るために必要な知識又は技能を既

に身につけている蓋然性が高く、＝般的に､_同訓練の受講にはなじまないものと考え

。ら逵勇ため､本制度が想定している求職者には､癖則割匙豐f診当しないものと整理。
○これらの者については、同法上の能力開発事業として実施される公共職業訓練を受

講することにより､就職に必要な技能及び知識を習得すること力》 効果的・効率的。

0

6



求職者支援法（仮称）上の新たな職業訓練の内容について

1一新訓練の概要

○求職者支援法（仮称）においては、厚生労働大臣が、対象求職者の基礎的な職業能力

の開発及び向上を図るために必要な知識又は技能を習得させるための職業訓練について、
厚生労働省令で定める基準に適合するものであることの認定をすることができるものと
する。

○上記の認定に係る職業訓練(以下｢求職者支援認定訓練」 （仮称）という｡）を通じて、
いわゆる非正規労働者や長期失業者等、職業能力形成の機会に恵まれなかった雇用保険鮴飼
一非受締を対象に、それらの求職者が就職する上で必要な職業能力の付与を行うことと蝿堀･〃．

毒蕪字対象に．それらの求職者が就職する上で必要な職業能力の付与を行うことと
※公共職業訓練は、職業能力開発促進法（昭和44年法律第64残以下「能開法」という｡）

第96条及び雇用保険法（昭和49年法律第116号）第63条において、雇用保険被保険者等に

関する雇用保険二事業のうち能力開発事業として行う旨規定されており、一定程度就業経験が

あり、基礎的な能力を有する雇用保険受給資格者が主な対象として想定されている。

○これは、

・ いわゆる非正規労働者については、就業経験等を通じた十分な職業能力開発が行わ

れておらず、安定した職業に就くためには十分な職業能力形成機会が必要であること

・ 長期失業者については、雇用保険受給時に就職ができなかったことや、在職時から

時間的な間隔が開いていること等にかんがみ、従来有していた職業能力とは異なる基

礎的な技能の習得が必要であること

から、求職者支援法の枠組みにおいて、従来の能開法に基づく公共職業訓練とは別途、

特に基礎的な技能及び知識の付与に重点を置いた職業訓練を実施することとしているも

のである。

※公共職業訓練の場合、能開法において、その趣旨は

・ 段階的かつ体系的に職業に必要な技能及びこれに関する知織の習得

・ 職業を転換しようとする労働者等に対する迅速かつ効果的な職業訓練の実施

とされている（能開法15条の6第1項及び第3項)。

また、公共職業訓練の内容については、職業訓練の水準の維持向上のために、厚生労働省

令において訓練課程ごとに教科、訓練時間、設備等について定められた基準に従うものとさ

れている（能開法第19条)。

琴鍾蕊
2且訓練の実施形態

○求職者支援認定訓練については、能力レベルが多

関の創意工夫を生かし、迅速に訓練を設定するため

行政法人高齢･障害･求職者雇用支援機構が認定するという形態をとることとしている。

※公共職業訓練は、能開法に基づき、

・ 公共職業能力開発施設の行う普通職業訓練又は高度職業訓練（いわゆる施設内訓練｡能開

法第15条の6第1項及び第20条）

1，句､,､
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●

及び

・ 職業能力の開発及び向上について適切と認められる他の施設により行われる教育訓練を上

記の施設内訓練とみなして実施するもの（いわゆる委託訓練。能開法第15条の6第3項）
の形態により実施されている。

(参考）求職者支援認定訓練と公共職業訓練の比較

ー

I

8

求職者支援認定訓練
『 ÷

公共』賎業訓練

対象者

雇用保険受給資格のない求職者

(就業経験のない者、非正規労働を

反復していた者、過去に正規就業し

ていたものの失業が長期化している

者等であって、基礎的能力の習得が

必要｡）

主に雇用保険受給資格を有する求

職者

(一定の就業経験があり、既に基礎的

能力を有する｡）

訓練受購にエリ習

得を目指す能力

就職に必要な基礎的能力 再就職に必要な技能及び知識
､ 乱

0

訓練の態様

民間教育訓練機関が実施する訓練

について、その申請に基づき独立

行政法人高齢・障害・求職者雇用

支援機構が認定。

公共職業能力開発施設(及びその委

託を受けた民間教育訓練機関)にお

いて実施。



凸

求職者支援制度上の（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構の業務について

(新機構の業務について）

○求職者支援制度においては、雇用保険を受給できない求職者に対し、民間

教育訓練機関等が実施する職業訓練を厚生労働大臣が認定することとしてい

るところ、当該認定事務を、独立行政法人雇用・能力開発機構（以下「能開

機構｣という｡）の業務を引き継ぐ独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援

機構（以下「新機構jという｡）に行わせることとする。

○また、機構は、上記の認定に関する業務のほか、

． ｛上記の認定を申請しようとする者に対し、当該認定に係る職業訓練（以

下「求職者支援認定訓練」という｡）の実施に必要な情報の提供、相談その

他の援助を行う

・ 求職者支援訓練実施者に対し、求職者支援訓練の効果的な実施に必要な

指導及び助言を行う

こととする。

○これらの業務について、求職者支援法（仮称）の制定と併せ、独立行政法

人高齢・障害・求職者雇用支援機構法の一部を改正し、新機構の新たな業務

として追加することとする。

簿
メイ､〃Z

伏加

嘩眼

ト

発促進法（昭和44年法律第64号。以下「能開法」という｡）に基づく公共職

業訓練を実施してきた能開機構が有する職業訓練に関するノウハウを有する

ほか、能開機構が公共職業訓練の委託を行ってきたことや、事業主に対する

麓雪雲欝懸臺鰯輪ご篝震繍震寳雪竺窒簔讓蕊
ことから、国が自ら当該認定事務を実施するよりも効果的・効率的に認定事

9



、

務を実施することが可能となるものである。

O牟捨坐二れらの認定業務と併せ、訓練を実施しようとする者や認定を行っ

た訓練を実施する者に対する適切な指導、援助等を行うことについても、上

記のように職業訓練に関する知見等を有する新機構に行わせることが適当と

考季も雫載る°

ｲ伽VW称，

けニー入試

，から-L･人

舩鋤

峠

I

●
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(別紙）

独立行政法人の性質について

○独立行政法人通則法（平成11年法律第103号）第2条において、独立行政

法人は「国が自ら主体となって直接に実施する必要はない事務及び事業」を

行うものとされているところであるが、独立行政法人ではなく国が直接実施

すべき事業については、以下のとおり想定されているところ。

①私人の権利義務に直接かつ強度の制限等を及ぼす公権力の行使に当たる

事務及び事業（例：司法警察）

②その性質上、国が自らの名において行うのでなければ成立しない事務及

び事業（例：栄典）

③災害等国の重大な危機管理に直結し、直接国の責任において実施するこ

とが必要な事務及び事業（例：防衛）

⑭＞
○この点、求職者支援制度における職業訓練の認定については、国の事務と

して位置づけることが必要であるが、その事務の実施については、上記の①

から③までのような、国が直接行使しなければならない事務には当たらず、

職業訓練の実施に専門的なノウハウを有する新機構に委任することが可能で

あり、これにより、効果的・効率的な事務の実施が図られるものと考えられ

る。

｝I

』
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求職者支援給付（仮称）について

l給付の性格について

○求職者支援制度における求職者支援給付（仮称）の性格については、訓練受講中に

給付を行うことによって訓練を受講しての求職活動を容易にし、就職を促進すること

が目的であることから、 「訓練期間中の生活を支援するための給付jとする。

2支給要件について

（1）支給要件IZ

ち支鰯繼援磯受けるためには豐該手雪の支給によりその生活を支援する必
要がある者として厚生労働省令で定める者に該当する場合に支給することとする。
O"･Iz戎､L毛)邦企

(参考)厚生労働省令で定める者（髄ノ
①常態として職に就いていないこと

本制度は、求職者個人に対して、求職者支援訓練を受けている間の生活を支援

するものであるから、十分な収入がある者については支援する必要はなく、その

必要性の判断については個人に着目することが適当。

平成21年賃金構造基本統計調査における非正規労働者の所定内給与額等を踏

まえれば（※1)、申請者個人に求職者支援給付と合わせて15万円の月収があれ

ば、訓練期間中に生活することが可能と考えられることから、これ以上の月収と

なる者を排除するために設けるもの。

②置溌篭鰯震鰯云聯鷲薑竪｡)､配偶者の前年の所得を
本給付による支援の必要性を個人に着目して判断する際には、①に加えて、当

該個人について、申請者と同居する親、子、配偶者による支援が期待できるか否

かまで含めて判断することが適当。

平成22年4月の標準生計費を踏まえれば(※2)､申請者と同一世帯の親､子、

配偶者に、合計25万円を超える月収があれば、訓練期間中の生活を支援しても

らうことが可能と考えられることから、これを排除するために設けるもの。

③申請者及び申請者と同居する親、子（未成年を除く｡)、配偶者の預貯金の合計
が400万円以下であること

現在の収入にかかわらず、十分な預貯金がある者については支援する必要はな

く、平成21年の国民生活基礎調査における全世帯の所得平均の中央値を踏まえ

れば（※3)、申請者及び申請者と同居する親、子、配偶者に、申請者が訓練を受

講する月に合計400万円の預貯金があれば、訓練期間中の生活をし、又は支援

してもらうことが可能と考えられることから､､これを排除するために設けるもの。

12



④支給単位期間において、当該対象求職者に係る求職者支援訓練を受講する日に

係る割合が厚生労働大臣の定める基準（※4）を下回らないこと ．

※1 144．9（千円） （平成21年賃金構造基本統計調査における「正社員・正職員以

外」の労働者の所定内給与額の第1 ・四分位数）

※2 191,130円（2人世帯の標準生計費）÷0.859(税･社会保険料控除分を割戻）

＝約22．3万円

210,360円(3人世帯の標準生計費）÷O.859=約24.5万円

229,600円(4人世帯の標準生計費）÷0.859=約26.7万円

※3 427万円（平成21年国民生活基礎調査における全世帯の平均所得の中央値）

※4訓練の出席率が10割（正当な理由がある場合のみ8割）

3給付額について
1

○求職者支援給付のうち求職者支援手当（仮称）の額の算定方式については、

①求職者支援訓練の訓練期間は3． 5か月等必ずしも1月単位となっていないこと

②受給時期や給付期間は、個々人によって差異が生じ得ること

から、 日額方式とし、 日額に支給単位期間（1月）の日数を乗じて得た額の求職者支

援手当を支給単位期間ごとに支給することとする。

○日額については、次の理由から定額とする。

①本制度の対象者として想定している非正規労働者、長期失業者、就業経験がない

’ 者等は、そもそも離職前賃金がない、離職前賃金が相当程度過去のものとなる等の

理由から、雇用保険制度のようにこれを基礎として個々人に応じた額を設定するこ

とが困難であること

②本制度は、 自ら保険料を拠出することにより従前の稼得収入がなくなることへの

備えを行う雇用保険制度と異なり、 「訓練期間中の生活を支援するための給付」を強

制保険によらない形で支給するものであること

○なお、 日額は厚生労働省令で定めることを予定している。 ．

轍

I

(参考） 日額の考え方

公共職業訓練を受講する雇用保険得受給者の給付額（※1）とのバランスを考慮し

つつ、働いた場合の手取額（※2）よりも給付を手厚くすることは就労しないという

冨裟童喜織誰雲勘案し､給付実務の面も併せ踏まえた上で､ ‘3.0円
※1 730円（平成22年度最低賃金の加重平均）×8時間×5日 （労働日数）÷7日

（1週間）＝4171円

4171円（賃金日額）×0.8．(給付率）＝3337円

3337円（基本手当日額）×30日+500円（受講手当）×22日=111110円

ﾕ3



0

111110円÷30日=3703円

※2 730円×173.8時間(40時間/週×52.14週/年÷I図か月）労働×0.859 (税・

社会保険料を控除）＝108985円

108985円÷30日=3633円

4給付手続について

○支給単位期間(1月）ごとに、求職者支援給付の支給を希望する者からの申請に基

づき､厚生労働大臣が支給要件を満たすことを認定｡当該認定を受け苧霞芳育、支給することとする。

5給付期間について

○給付期間は、次の理由から、最大730日分と,する。

②訓練を受講した場合に拠出に関係なく給付が出る期間とし離基鶏寸の”
①公共職業訓練の期間の最長が原則2年であること

間が最長2年であること

○また、次の理由から、訓練開始日 （訓練開始日以降に支給認定がなされた場合は、

当該支給認定日）から6年の間に、原則として訓練1回（連続受講が可能な場合（基

礎的な求職者支援認定訓練→公共職業訓繍には2回目の訓練を含む6)について支給
することとする。

①求職者支援給付は、原則的には就職する場合に必要な一定レベルまで訓練を受け

る上で必要な生活支援をするものであること

②パートタイム労働者の平均継続就業期間のデータを踏まえれば、受給開始後すぐ

に就職した者であっても6年は就業が期待できること

1 ‐リ

6不正受給への対応

○不正受給をした者については､以後、当該求職者支援訓練の実施期間中は求職者支
援給付を支給しないこととし、次の理由から、すでに給付の支給を受けた者がある場

合には、国は当該者に対し給付した額の返還及び当該額の2倍に相当する納付金の納

付を命ずることができることとする。

①求職者支援給付は、これを偽りの申謂などの不正な手段を用いて給付した場合、

国は財政面において不当な損害を被ることとなること

②求職者支援給付は、給付の対象者を生活における支援が真に必要な者に限定する

ため、労働の意思及び能力があること、収入が一定額以下であることを要件として

いるが、これらについては行政機関による要件事実の把握が困難であり、受給者か

らの申告に依存する面が大きく、不正受給が生じる余地が大きいこと

7 邪卿､珊f蝿．
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対象求職者に対する就職支援について

就職援に関する法律上の措備

①公共職業安定所長は、求職者支援訓練を受講する者に対し、就職支援計画（仮称）

を作成することができることとする。

②就職支援計画においては、就職に向けた目標、訓練期間中及び訓練修了後に、就職

支援を受けるために公共職業安定所に出頭すべき日、求職者支援訓練の受講以外の就

職活動等を記載することとする。

③対象者は、正当な理由がない限り、就職支援を受けるため、月1回公共職業安定所

に出頭しなければならないほか、公共職業安定所長が行う就職支援計画に基づく支援

を拒否してはならないものとすることとする｡

騨
④公共職業安定所長は、求職者支援訓練に係

後、その就職状況の報告を求めることができ

ない限り、これを拒んではならないものとす

1

2法律に規定する理由
ー

○就職支援は、本制度の目的を達成する上で必要不可欠の事項であり、求職者支援認

定訓練(仮称)及び公共職業訓練等（以下｢求職者支援訓練」 （仮称）という｡)、求職
者支援給付と並ぶ求職者支援制度の柱の一つである。

○このため、

①重要性を明らかにするとともに、求職者支援訓練及び求職者支援給付と併せて規

定することで求職者支援制度を構成する施策の全体像を明確にする必要があること

②本制度の目的にかんがみれば、訓練を受講し就職する意思と能力を真に有した、

本制度による支援が真に必要な者に対象者を限定することが適当であること

から、就職支援計画をはじめとする具体的な就職支援について、当該支援を受ける義

務と併せて法定化することとする。

(参考）

○公共職業安定所において、求職者支援給付（仮称）を受給する求職者又は当該給付

を受給せずに求職者支援認定訓練を受講する者に対し、以下の就職支援を行う予定b

①訓練期間中、訓練終了後（3か月）に月1回管轄公共職業安定所に出頭し職業相

談を受ける出頭日を設定。 「就職支援計画」として受講者に提示。

②訓練の受講開始後、就職支援計画に沿って、訓練期間中、訓練終了後（3か月）

月1回の職業相談、職業紹介を実施。

③訓練期間中から終了後の職業相談を通じて必要性が認められた者には、就職支援

計画に上乗せして、担当者制による就職支援を実施。

○また、就職支援を行うことを訓練の認定基準に盛り込むことにより、訓練実施機関

における一定の就職支援も担保することとする。

15
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職
者
に
対
す
る
就
職
の
支
援
等
（
第
○
条
’
第
○
条
）

1

支
給
等

●

1

－

頁



●

｡~）
’

三
第
Ａ
Ｉ
２
条
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
対
象
求
職
者
」
と
は
、
雇
用
保
険
法
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
百
十
六
号
）
一
第
四
条
第

第
Ａ
Ｉ
１
条
こ
の
法
律
は
、
対
象
求
職
者
が
必
要
な
職
業
訓
練
の
機
会
を
確
保
す
る
た
め
の
施
策
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
必

も
該
当
す
る
も
の
を
い
う
。

二
公
共
職
業
安
定
所
に
出
頭
し
、
求
職
の
申
込
み
を
し
て
い
る
者

す
る
。

促
進
し
、
も
っ
て
、
対
象
求
職
者
の
生
活
の
安
定
を
図
る
と
と
も
に
、
経
済
及
び
社
会
の
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と

要
に
応
じ
て
職
業
訓
練
を
受
け
る
間
の
生
活
を
支
援
す
る
た
め
の
給
付
を
支
給
す
る
こ
と
等
に
よ
り
、
そ
の
早
期
の
就
職
を

’

一
労
働
の
意
思
及
び
能
力
を
有
す
る
者 と

一
項
に
規
定
す
る
被
保
険
者
又
は
同
法
第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
受
給
資
格
者
で
弘
年
班
者
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
に

（
定
義
）

（
目
的
）

所

規
定
す
る
就
職
促
遣
計
画
に
基
づ
く
就
職
の
た
め
の
支
援
を
受
け
る
意
思
を
有
す
る
と
公
共
職
業
安
定

●

弘
諭
八
ｍ
泌
嵯
；

1

h

q

#静
i J'
． ハ

舟（

一一

一

頁



の

●

6

第
Ｂ
１
１
条
厚
生
労
働
大
臣
は
、
対
象
求
職
者
の
就
職
に
資
す
る
職
業
訓
練
を
行
う
者
（
厚
生
労
働

２
厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
項
の
認
定
に
係
る
職
業
訓
練
（
以
下
「
求
職
者
支
援
認
定
訓
練
」
（
仮
称
）
ど
い
う
。
）
が
同
項

の
厚
生
労
働
省
令
に
定
め
る
基
準
に
適
合
し
な
く
な
っ
た
と
認
め
る
と
き
、
又
は
職
業
訓
練
実
施
者
が
当
該
求
職
者
支
援
認

る
基
準
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
の
認
定
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

る
。
以
下
「
職
業
訓
練
実
施
者
」
と
い
う
。
）
の
申
請
に
基
づ
き
、
当
該
者
の
行
う
職
業
訓
練
に
つ
い
て
、
対
象
求
職
君
盤
、

四
次
の
イ
か
ら
○
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者

、
１
…

（
求
職
者
支
援
認
定
訓
練
（
仮
称
）
）

ロノ、

第
二
章
求
職
者
支
援
認
定
訓
練
（
仮
称
）
等

第
一
節
求
職
者
支
援
認
定
訓
練
（
仮
称
）

1

識
又
は
技
能
を
習
得
さ
せ
る
た
め
の
職
業
訓
練
に
関
す

ノツねすれ；ｔ伽胤一者
令
で
定
め
る
者
に
限一

一

一

頁



、

夕

ぴ
今

第
Ｂ
１
３
条
機
構
は
、
第
Ｂ
１
１
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
求
職
者
支
援
認
定
訓
練
の
認
定
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
に
対

２
機
構
は
、
求
職
者
支
援
訓
練
実
施
者
に
対
し
、
求
職
者
支
援
訓
練
の
効
果
的
な
実
施
に
必
要
な
指
導
及
び
助
言
を
行
う
も

第
Ｂ
１
２
条
国
は
、
求
職
者
支
援
認
定
訓
練
が
求
職
者
支
援
認
定
訓
練
実
施
者
に

め
、
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
求
職
者
支
援
認
定
訓
練
実
施
者
に
対
す
る
助
成

３
厚
生
労
働
大
臣
は
、
独
立
行
政
法
人
高
齢
・
障
害
・
求
職
者
雇
用
支
援
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。
）
に
、
前
二
項

、
相
談
そ
の
他
の
援
助
を
行
う
も
の
と
す
る
。

し
、
求
職
者
支
援
認
定
訓
練
の
実
施
が
円
滑
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
、
求
職
者
支
援
認
定
訓
練
の
実
施
に
必
要
な
情
報
の
提
供

垂
弄
ｃ
テ
（
》
◎

に
規
定
す
る
業
務
を
行
わ
せ
る
も
の
と
す
る
。

定
訓
練
を
行
わ
な
く
な
っ
た
と
き
、
若
し
く
は
当
該
求
職
者
支
援
認
定
訓
練
を
的
確
に
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
能
力
を
有

し
な
く
な
っ
た
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
認
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

（
指
導
及
び
助
言
）

（
求
職
者
支
援
認
定
訓
練
実
施
者
に
対
す
る
助
成
等
）

I

３
‐
《

〃
《
（
色

感
よ
っ
て
実
施
さ
れ
る
こ
と
を
奨
励
す
る
た

“
し
唾
Ｆ
‐
画
卿
禰
閥
醐
加
圃
圃
圃
画
翻
皿
也
郡
勵
醐
”
叩
，
電
鎌
ｆ
１
．
口
６
Ｊ

●

｡

〕
と
が
で四

頁



第
Ｃ
ｌ
２
条
対
象
求
職
者
は
、
正
当
な
理
由
が
な
い
限
り
、
就
職
の
た
め
の
支
援
を
受
け
る
た
め
、

た
め
、

2 第
Ｃ
ｌ
１
条
公
共
職
業
安
定
所
長
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
対
象
求
職
者
が
そ
の
有
す
る
能
力
に
適

２
就
職
支
援
計
画
に
お
い
て
は
、
就
職
の
た
め
の
支
援
を
受
け
る
た
め
に
公
共
職
業
安
定
所
に
出
頭
す
べ
き
日
（
以
下
「
出

業
安
定
所
に
出
頭
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

頭
日
」
と
い
う
。
）
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

合
す
る
職
業
に
就
く
こ
と
を
容
易
に
し
、
及
び
促
進
す
る
た
め
の
計
画
（
以
下
「
就
職
支
援
計
画
」
と
い
う
。
）
を
作
成
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

の
と
す
る
。

１１

（
対
象
求
職
者
の
義
務
）

（
就
職
支
援
計
画
（
仮
称
）
の
作
成
）

第
二
節
対
象
求
職
者
に
対
す
る
就
職
の
支
援
等

象
求
職
者
は
、
正
当
な
理
由
が
族
い
限
り
、
就
職
支
援
計
画
に
基
づ
き
公
共
職
業
安
定

１
１
０

rIMM

I
計
画

毎
月
一
回
、
秘
ｆ
茎
臘
蝋
兼

ｋ
ｆ
ｋ
鷺
八
出
頭
砂
ｆ
一
ｋ
公
共
職五

頁



ダ〆壱
。

妻一参第
Ｄ
１
１
条
求
職
者
支
援
給
付
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
し
、
国
が
こ
の
法
律
の
規
定
に
災
り
支
給
す
る
も
の
と
す
る
。

、
こ
れ
を
拒
ん
で
は
な
ら
な
い
。

所
が
行
う
就
職
の
た
め
の
支
援
を
拒
ん
で
は
な
ら
な
い
。

一
求
職
者
支
援
手
当
（
仮
称
）

（
求
職
者
支
援
給
付
の
種
類
）

１
４
条
公
共
職
業
安
定
所
は
、
対
象
求
職
者
の
就
職
の
た
め
の
支
援
を
適
切
、
か
つ
、
効
果
的
に
実
施
す
塗
た
め
に
必

求
職
者
支
援
認
定
訓
練
実
施
者
と
の
連
携
）

１
３
条
公
共
職
業
安
定
所
長
は
、
求
職
者
支
援
訓
練
に
係
る
対
象
求
職
者
に
対
し
、
そ
の
就
職
の
状
況
に
つ
い
て
報
告

が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
求
職
者
支
援
認
定
訓
練
実
施
者
に
対
し
、
必
要
な
情
報
の
提
供
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

対
象
求
職
者
は
、
公
共
職
業
安
定
所
長
か
ら
前
項
の
規
定
に
よ
る
求
め
が
あ
っ
た
場
合
朧
は
、
正
当
象
理
由
が
な
い
限
り

第
三
章
求
職
者
支
援
給
付
（
仮
称
）
の
支
給
等

第
一
節
求
職
者
支
援
給
付
の
支
給

●

抄

六
頁



３
求
職
者
支
援
手
当
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
対
象
求
職
者
は
、
支
給
単
位
期
間
（
求
職
者
支
援
訓
練
の
開
始
の
日
（
当

第
Ｄ
１
２
条
求
職
者
支
援
手
当
は
、
公
共
職
業
安
定
所
長
が
指
示
し
た
求
職
者
支
援
認
定
訓
練
及

２
求
職
者
支
援
手
当

、

降
の
日
で
あ
る
場
合
は
、
当
該
申
出
を
し
た
日
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
各
月
に
お
い
て
そ
の
日
に
応
当
し

月
の
末
日
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
訓
練
開
始
応
当
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
各
翌
月
の
訓
練
開
始
応
当
日
の
前
日
（
当
該

該
対
象
求
職
者
が
求
職
者
支
援
手
当
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
を
希
望
す
る
旨
の
申
出
を
し
た
日
が
当
該
開
始
の
日
の
翌
日
以

場
合
の
例
外
を
規
定
）

支
給
に
よ
り
そ
の
生
活
を
支
援
す
る
必
要
が
あ
る
者
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
に
該
当
す
る
場
合
に

を
受
け
る
期
間
に
つ
い
て
、
七
百
三
十
日
分
を
限
度
と
し
て
支
給
す
る
。
（
「
た
だ
し
、
・
・
こ
と
し
て
、
連
続
受
講
の

０

下
「
求
職
者
支
援
訓
練
」
と
い
う
。
）
を
受
け
る
対
象
求
職
者
が
、
当
該
求
職
支
援
訓
練
を
受
け
る
た
め
に
は
当
該
手
当
の

二
通
所
手
当
（
仮
称
）

（
求
職
者
支
援
手
当
の
支
給
）

か
つ
、

当
該
求
職
者
支
援
訓
練
を
受
講
し
た
期
間
内
に
あ
る
日
（
そ
の
日
に
応
当
す
る
日
が
な
い
月
に
お
い
て
は
、
そ
の

額
は
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
。

Ｗ
側
鮴
職
業
訓
練
等
（
以七

頁



。

場
合
の
例
外
を
規
定
）

一
Ｊ
〃
Ｘ
凧
－
凧
Ｕ
５
，
謄
し
轡
ｉ
〃
．
。
〃
’
ｉ
ｈ
ノ
ー
〃
４
ｔ
；
い
ふ
池
朏
州
妙
『
叩
了
、
ｆ
ｆ
１
，
ｊ

ｌ
ｇ
支
給
単
位
期
間
に
支
給
す
る
額
は
聾
、
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
登
額
踵
当
該
期
間
に
係
る
日
数

４
厚
生
胤
晒
側
Ⅶ
働
剛
、
対
象
求
職
者
に
つ
い
て
、
支
給
認
定
を
し
よ
う
と
す
る
支
給
単
位
期
間
の
初
日
か
ら
さ
か
の
ぼ
っ
て

六
年
以
内
に
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
求
職
者
支
援
手
当
の
支
給
を
受
け
陥
鮴
肌
馴
鯏
帆
耕
劾
職
洲
繍
挫
削
帥
別
刷
仰
が
支
給
単

た
額
と
す
る
。

位
期
間
の
初
日
が
あ
る
場
合
に
は
、
求
職
者
支
援
手
当
を
支
給
し
な
い
。
（
「
た
だ
し
、
・
・
・
」
と
し
て
、
連
続
受
講
の

支
給
認
定
」

期
間
調
求
職
者
支
援
訓
練
が
終
了
し
た
印
刷

生
労
働
省
令
で
定
め
助
鼬
哨
に
該
当
す
る
こ

求
職
者
支
援
訓
練
が
終
了
し
た
日
の
属
す
る
月
に
あ
っ
て
は
、
当
該
求
職
者
支
援
訓
練
を
終
了
し
た
日
）
ま
で
の
各
期
間
に

区
分
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
区
分
に
よ
る
一
の
期
間
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
ご
と
に
、
第
一
項
の
厚

（
通
所
手
当
の
支
給
）

と
い
シ
フ
。

④
〃
９
０

）
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（

つ
い
て
、
厚
隅
伽
吋
剛
流
臣
の
認
定
（
以
下
「

勺
』

間
に
嵯
迩
り
る
求
職
’

を
乗
じ
て
得八

頁



第
Ｄ
１
５
条
偽
り
そ
の
他
不
正
の
行
為
に
よ
り
求
職
者
支
援
給
付
の
支
給
を
受
け
、
又
は
受
け
よ
う
と
し
た
者
に
は
、
求
職

２
前
項
に
規
定
す
る
者
が
同
項
に
規
定
す
る
日
以
後
新
た
に
求
職
者
支
援
訓
練
を
受
け
る
場
合
に
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か

第
Ｄ
１
４
条
求
職
者
支
援
給
付
を
受
け
る
対
象
求
職
者
が
、
正
当
な
理
由
な
く
、
出
頭
日
に
公
共
職
業
安
定
所
に
出
頭
す
る

２
前
項
に
規
定
す
る
者
が
同
項
に
規
定
す
る
日
以
後
新
た
に
求
職
者
支
援
訓
練
を
受
け
る
場
合
に
は
、
旧
項
の
規
定
に
か
か

第
Ｄ
１
３
条
通
所
手
当
は
、
対
象
求
職
者
が
、
第
Ｄ
１
２
条
の
規
定
に
よ
り
求
職
者
支
援
手
当
を
受
給
す
る
場
合
に
お
い
て

２
通
所
手
当
の
額
は
、
対
象
求
職
者
の
通
所
に
要
す
る
費
用
を
考
慮
し
て
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
。

な
い
理
由
が
あ
る
場
合
に
は
、
求
職
者
支
援
給
付
の
全
部
又
は
一
部
を
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

者
支
援
給
付
の
支
給
を
受
け
、
又
は
受
け
よ
う
と
し
た
日
以
後
、
求
職
者
支
援
給
付
を
支
給
し
な
い
。
た
だ
し
、
や
む
を
得

わ
ら
ず
、
当
該
求
職
者
支
援
訓
練
に
係
る
求
職
者
支
援
給
付
を
支
給
す
る
。

ん
だ
と
き
は
、
そ
の
拒
ん
だ
日
以
降
、
当
該
求
職
者
支
援
訓
練
に
係
る
求
職
者
支
援
給
付
を
支
給
し
な
い
。

、
公
共
職
業
安
定
所
長
が
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
基
準
に
従
っ
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
に
、
支
給
す
る
。

こ
と
又
は
公
共
職
業
安
定
所
の
紹
介
す
る
職
業
に
就
く
こ
と
そ
の
他
の
公
共
職
業
安
定
所
が
行
う
就
職
の
た
め
の
支
援
を
拒

（
給
付
制
限
）

「 I

、

0

九
頁



9

３
労
働
保
険
の
保
険
料
の
徴
収
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
八
十
四
号
）
第
二
十
七
条
及
び
第
四
十
一
条
の

第
Ｄ
１
６
条
偽
り
そ
の
他
不
正
の
行
為
に
よ
り
求
職
者
支
援
給
付
の
支
給
を
受
け
た
者
が
あ
る
場
合
に
は
、
国
は
、
そ
の
者

２
前
項
の
場
合
に
お
い
て
求
職
者
支
援
認
定
訓
練
実
施
者
が
偽
り
の
届
出
、
報
告
又
は
証
明
を
し
た
た
め
そ
の
求
職
者
支
援

規
定
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
返
還
又
は
納
付
を
命
ぜ
ら
れ
た
金
額
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

支
給
を
受
け
た
者
と
連
帯
し
て
、
前
項
に
規
定
に
よ
る
求
職
者
支
援
給
付
の
返
還
又
は
命
ぜ
ら
れ
た
金
額
の
納
付
を
す
る
こ

と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

給
付
が
支
給
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
国
は
、
当
該
求
職
者
支
援
認
定
訓
練
実
施
者
に
対
し
そ
の
求
職
者
支
援
給
付
の

当
す
る
額
以
下
の
金
額
を
納
付
す
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

大
臣
の
定
め
る
基
準
に
よ
り
、
当
該
偽
り
そ
の
他
不
正
の
行
為
に
よ
り
支
給
を
受
け
た
求
職
者
支
援
給
付
の
額
の
二
倍
に
相

に
対
し
て
、
支
給
し
た
求
職
者
支
援
給
付
の
全
部
又
は
一
部
を
返
還
す
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
、
厚
生
労
働

わ
ら
ず
、
当
該
求
職
者
支
援
訓
練
に
係
る
支
給
認
定
に
基
づ
く
求
職
者
支
援
給
付
を
支
給
す
る
。

、
卓
■
■
ロ

（
返
還
命
令
等
）

第
二
節
雑
則

一
○
頁



｡

第
Ｆ
ｌ
ｌ
条
第
Ｂ
１
２
条
の
規
定
に
よ
る
求
職
者
支
援
認
定
訓
練
実
施
者
に
対
す
る
助
成
等
及
び
第
Ｄ
１
２
条
の
規
定
に
よ

』

？

第

Ｅ

１

３

条

求

職

者

支

援

給

付

の

支

給

を

受

け

、

又

は

そ

の

返

還

を

受

け

る

権

利

及

び

第

Ｄ

１

８

条

の

規

定

に

よ

り

納

付

を

第
Ｅ
１
２
条
租
税
そ
の
他
の
公
課
は
、
求
職
者
支
援
給
付
と
し
て
支
給
を
受
け
た
金
銭
を
標
準
と
し
て
課
す
る
こ
と
が
で
き

●

２
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
徴
収
金
の
納
入
の
告
知
又
は
督
促
は
、
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
百
五
十

第
Ｅ
１
１
条
求
職
者
支
援
給
付
を
受
け
る
権
利
は
、
譲
り
渡
し
、
担
保
に
供
し
、
又
は
差
し
押
え
る
こ
と
が
で
き
鞍
唖

す
べ
き
こ
と
を
命
ぜ
ら
れ
た
金
額
を
徴
収
す
る
権
利
は
、
二
年
を
経
過
し
た
と
き
は
、
時
効
に
よ
っ
て
消
滅
す
る
。

三
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
時
効
中
断
の
効
力
を
有
す
る
。

な
い
。

（
雇
用
保
険
法
と
の
関
係
）

（
時
効
）

（
公
課
の
禁
止
）

（
受
給
権
の
保
護
）

第
四
章

雑
則

‐

I

｛

一

一

頁



●

第
Ｆ
１
３
条
厚
生
労
働
大
臣
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
求
職
者
支
援
認
定
訓
練
実
施
者
に
対
し
て
、

第
Ｆ
１
２
条
厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
○

３
厚
生
労
働
大
臣
は
、
求
職
者
支
援
手
当
の
支
給
認
定
に
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
対
象
求
職
者
の
資
産
及
び
収
入
の
状
況
に

２
厚
生
労
働
大
臣
は
、
求
職
者
支
援
給
付
の
支
給
を
受
け
て
い
る
者
に
対
し
て
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
て
必
要
な
報
告

、
文
書
の
提
出
又
は
出
頭
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
て
必
要
な
報
告
、
文
書
の
提
出
又
は
出
頭
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

又
胤
一
川
船
肌
削
脚
糾

る
求
職
者
支
援
給
付
の
支
給
は
、
雇
用
保
険
法
第
○
条
に
規
定
す
る
求
職
活
動
支
援
事
業
と
し
て
行
う
。

つ
き
、
銀
行
そ
の
他
の
金
融
機
関
に
、
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
立
入
検
査
）

（
報
告
等
）

（
労
働
政
策
審
議
会
へ
の
諮
問
）

労
働
省
令
の
制
定
若
し
く
は
改
正
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
労
働
政
策
審
議
会
の
意
見

1

政
令
の
制
定
若
し
く
は
改
正
の
立
案
を
し
、

ｐ
ｈ
Ｌ

頁



第
Ｈ
１
１
条

第
Ｇ
Ｉ
１
条
こ
・
の
法
律
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
実
施
の
た
め
必
要
な
手
続
そ
の
他
の
事
項
は
、
厚
生
労
働

３
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
の
権
限
は
、
犯
罪
捜
査
の
た
め
に
認
め
ら
荊
礎
も
一
の
と
解
釈
し
て
は
な
ら
な
い
。

Ｄ
で

第
Ｆ
１
４
条
行
政
庁
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
職
員
に
、
求
職
者
支
援
認
定
訓

２
前
項
の
規
定
に
よ
り
立
入
検
査
を
す
る
職
員
は
、
そ
の
身
分
を
示
ず
証
明
書
を
携
帯
し
、
関
係
者
に
提
示
し
な
け
れ
ば
な

省
令
で
定
め
る
。

ら
な
い
。

的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録

お
け
る
当
該
電
磁
的
記
録
を
含
む
。
）
の
検
査
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

練
実
施
者
の
事
務
所
に
立
ち
入
り
、
関
係
者
に
対
し
て
質
問
さ
せ
、
又
は
帳
簿
書
類
（
そ
の
作
成
又
は
保
存
に
代
え
て
電
磁

で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
）
の
作
成
又
は
保
存
が
さ
れ
て
い
る
場
合
に

（
厚
生
労
働
省
令
へ
の
委
任
）

第
五
章
罰
則

一

壹

頁



夕

I

第
ａ
ｌ
ｌ
兼

※
施
行
す
る
。

（
施
行
期
日
）
一

そ
の
他
の
規
定
の
要
否
に
つ
い
て
は
検
討
中
。

一
附
則

一
ど
の
法
律
は
平
成
二
十
三
年
十
月

／

一

日
か
ら
施
行
す
る
。

イ
、
、

た
だ
し
、

附
則
○
糸
γ
即
伽
Ｗ
芯

0

は
、

公
布
の
日
か
ら

一

四
頁



●

求職者支援法案（仮称）概要

1背景･趣旨

非正規労働者が増大する等労働市場が変化する中で、平成21年、 22年に雇用保険

法を改正し、適用範囲の拡大や受給資格要件の緩和を行ったところであるが、さらに、

これでもカバーできない者に対しても失業した際の支援が受けられるよう、セーフテイ

ネットを一層強化することが求められている。

しかしながら、雇用保険の失業等給付については、全体としての給付と負担のバラン

スといった保険原理から拡充に一定の制約があり、前回の改正以上に拡充することは困

難である。

このため、雇用保険を受給できない求職者に対し、その就職の促進のために必要な職

業能力を高めるための訓練を受講する機会を確保するとともに、一定の要件を満たす場

合には訓練期間中の生活を支援するための給付を支給し、併せて、公共職業安定所等に

おいてきめ細やかな就職支援を行うことにより、雇用保険を受給できない求職者の雇用

を促進する制度を創設する。

1

2法案の概要（※検討中の事項であり、変更はあり得る｡）

（1） 目的

雇用保険を受給できない求職者に対し、必要な職業訓練の機会を確保するための施

策を講ずるとともに、必要に応じて職業訓練を受ける間の生活を支援するための給付

を支給すること等により、その早期の就職を促進し、もって、これらの求職者の生活

の安定を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与すること。

（2）求職者支援認定訓練（仮称）の対象者

雇用保険を受給できない求職者（具体的には、雇用保険の受給終了者、雇用保険の

適用がなかった又は受給資格を満たさなかった者等）であって、就職するためには訓

練による職業能力の向上が必要と認められる者

I

（3）求職者支援認定訓練の内容

①厚生労働大臣は、対象求職者の基礎的な職業能力の開発及び向上を図るために必

要な知識又は技能を習得させるための訓練（以下「求職者支援認定訓練」 （仮称）と

いう｡）を認定することができることとする。

②厚生労働大臣は、①の業務等を、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

（以下「機構」という｡）に行わせるものとする。

③国は、求職者支援認定訓練の実施を促進するため、予算の範囲内において、当該

訓練を実施する者（以下「求職者支援認定訓練実施者」という｡）に対する助成その

他必要な措置を講ずることができることとする。



④機構は、求職者支援認定訓練実施者に対し、求職者支援認定訓練の効果的な実施

に必要な指導及び助言を行うものとする。

（4）給付

①求職者支援給付（仮称）の種類は、求職者支援手当（仮称）及び通所手当（仮称）

とする。

②求職者支援手当は、公共職業安定所長が指示した求職者支援認定訓練及び公共職

業訓練等（以下「求職者支援訓練」 （仮称）という｡）を受講する対象求職者が、求

職支援訓練を受けるためには当該手当の支給によりその生活を支援する必要がある

者として厚生労働省令で定める者（※）に該当する場合に、当該訓練を受講する期

間について、 730日分を限度として支給するものとする｡

③②にかかわらず、支給認定しようとする支給単位期間の初日からさかのぼって6

年以内に、求職者支援手当の支給を受けた別の求職者支援訓練に係る最初の支給単

位期間の初日がある場合は、原則として求職者支援手当は支給しないものとする。

④求職者支援手当は、厚生労働省令で定める額（日額） とする。支給単位期間

（’月）ごとに、厚生労働大臣が、支給要件に該当すること及び求職者支援手当の

額について認定を行い、 日額に支給単位期間の日数を乗じて得た額を支給すること

とする。

⑤通所手当は、求職者支援手当を受給する場合に、公共職業安定所長が厚生労働大

臣の定める基準に従って必要があると認めたときに支給することとする。通所手当

の額は、対象求職者の通所に要する費用を考慮して、厚生労働省令で定めることと

する。

⑥正当な理由なく、出頭日に公共職業安定所に出頭すること又は公共職業安定所の

紹介する職業に就くことその他の公共職業安定所が行う就職のための支援を拒んだ

ときは、以後、当該求職者支援訓練の実施期間中は求職者支援給付を支給しないこ

ととする。

⑦不正受給をした者については、以後、当該求職者支援訓練の実施期間中は求職者

支援給付を支給しないこととし、すでに給付の支給を受けた者がある場合には、国

は当該者に対し給付した額の返還及び当該額の2倍に相当する納付金の納付を命ず

ることができることとする。

’

I

※厚生労働省令で定める者

当該求職者の収入、当該求職者と同居する親等の収入、訓練への出席状況等を勘

案して基準を定めることを想定

（5）就職支援

①公共職業安定所長は、求職者支援訓練を受講する者に対し、就職支援計画（仮称）

を作成することができることとする。



②就職支援計画においては、就職に向けた目標、訓練期間中及び訓練修了後に、就

職支援を受けるために公共職業安定所に出頭すべき日、求職者支援訓練の受講以外

の就職活動等を記載することとする。

③対象者は､正当な理由がない限り、就職支援を受けるため、月1回公共職業安定

所に出頭しなければならないほか、公共職業安定所長が行う就職支援計画に基づく

支援を拒否してはならないものとすることとする。

④公共職業安定所長は、求職者支援訓練に係る対象者に、訓練終了から一定期間経

過後、その就職状況の報告を求めることができることとし、対象求職者は正当な理

由がない限り、これを拒んではならないものとすることとする。

（6）その他

①求職者支援訓練実施者への立入検査、求職者支援訓練実施者及び求職者支援給付

受給者への報告等を命ずる権限、求職者支援給付の差押え・公課等の禁止、給付を

受ける権利等の時効、罰則等を規定することとする。

②特会法、労働保険徴収法、厚生労働省設置法、独立行政法人高齢・障害・求職者

雇用支援機構法等について、所要の改正を行うこととする。

ウ

※雇用保険法において、附帯事業に求職者支援事業を創設するとともに、求職者支

援法において、同法の事業は求職者支援事業として行う旨規定することとする。求

職者支援事業の創設については、求職者支援法の附則では行い得ないため、求職者

支援法とは別途、雇用保険法の一部改正で行うことを検討する必要がある。

3施行期日

平成2}3年10月1日（予定）



求職者支援制度の法形式について

今般創設する求職者支援制度については、対象となる求職者に対する訓練経費の負担、

給付の支給等を雇用保険の新たな附帯事業に位置付けて雇用保険法に規定した上で、制度

の具体的な内容については､別途制定する｢求職者支援法(仮称)」に規定することとする。

雇用保険の新たなJⅡ帯事業を創設する必要性

○雇用保険は、

①労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた

場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に

必要な給付を行うことにより､労働者の生活及び雇用の安定を図ること

②労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の

増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ること

をその目的としている。

○この目的を達成するため、現行では、附帯事業として「雇用安定事業」及び「能力

開発事業」を行っているが、

①当該事業によって対策を講じようとする諸問題は、我が国の企業における雇用賃

金慣行その他企業の行動に起因するところが多く、その解決を図ることは、事業主

の共同連帯の責任であると考えられること

②当該事業の実施によって企業が一定の利益を受けることとなること

から、事業主のみの拠出により、事業主に対する給付を行っているところ。

○しかしながら、増大する長期失業者等の雇用保険を受給できない求職者に対するセ

ーフティネットとしてこれらの者の雇用を促進するためには、現行の附帯事業とは別

途、労働者にも拠出を求めつつ、求職者に対して直接給付を行う事業を行う必要があ

る。このため、雇用保険に、国及び労使の共同連帯からなる附帯事業の類型として新

たに「求職者支援事業（仮称)」を創設することとするものである。

○当該事業に係る費用については、

・ 対象とする求職者には自営廃業者等が含まれ、離職者だけに限られるものではな

く、失業状態に至っている責任は事業主のみならず国、労働者にもあること

・ 職業訓練の提供等による労働者の能力の開発､向上の利益は､労働者のみならず、

ひいては事業主、国も受益することになること

から、国及び労使で負担するものとし、雇用政策に係る国の責任と、対象となる者に

係る自営廃業者等雇用保険の本体給付では対応不能な者の割合を勘案し､その割合は、

国庫1／2，労使1／4ずつとすることとする。



○今般創設する求職者支援制度は、対象となる求職者に対して、必要な職業訓練を受

講する機会を確保するとともに、一定の要件を満たす場合に訓練期間中の生活を支援

するための給付を支給し、併せて訓練期間中及び訓練修了後に集中的に就職支援を行

うものである。これらの施策は労働者の能力の開発及び向上、雇用機会の増大につな

がるものであり、いずれも広く労働者の職業の安定に資するものであるから、雇用保

険の目的になじむものであり、新たに創設する求職者支援事業として実施することが

適当である。

※求職者支援制度に係る費用の一部を労働保険特別会計で賄うこととする場合､｢費

用の負担は雇用保険法の定めるところによる」といった規定例は見当たらないため、

雇用保険事業として位置付けることが必要。

○求職者支援制度においては、職業訓練、生活支援給付、就職支援はいずれも制度の

目的を達成するために必要不可欠の施策であることから、これらを一体とした法体系

とす愚こととしている。

○具体的には、これら求職者支援制度を構成する施策のうち、

①職業訓練に係る経費負担及び生活支援給付の支給については､求職者支援事業(仮

称） として雇用保険の附帯事業に位置付けるものであり、これを雇用保険法に規定

した上で、

②別途新たな法律を制定し、就職支援も含めた制度の全体の内容については、職業

訓練、生活支援給付の具体的な内容と併せて本制度を利用する求職者に係る種々の

義務等を当該法律に一体的に規定する

こととするものである。

○これにより求職者支援制度を構成する施策の関係性を明らかにしつつ、制度全体の

一覧性を高めることが可能であり、もって制度の効果的、かつ、適正な実施を図るこ

ととする。



求職者支援認定訓練（仮称）の対象者の範囲について

1．労働の意思及び能力を有すること

○求職者支援制度において新たに創設される職業訓練（以下「求職者支援認定訓練」 （仮

称）という｡）の受講対象者としては、早期の就職の実現という制度の趣旨に照らすと、

当該者が

・ 公共職業安定所に出頭し、求職の申込みを行っていること

・ 労働の意思及び能力を有していること

が必要。

※労働の意思を有しない例としては、妊娠、介護等のため退職した者や、公共職業安定所が不

適当と認める求職条件への希望を固執する者等が挙げられる。

また、労働の能力を有しない例としては、老齢に伴う体力低下の著しい者、家事・家業・学

業等の都合により、他の職業に就き得ない者等が挙げられる。

2．求職者支援認定副ll練の対象から除外することが適当ナ

○求職者支援認定訓練は、雇用保険を受給できない求職者に対し、職業に就く上での基

礎的な能力形成機会を付与するものである。

○上記の趣旨にかんがみ、

①雇用保険被保険者

②雇用保険受給資格者

については、原則として求職者支援認定訓練の対象外とすることが適当。具体的な考え

方の整理は、それぞれ以下のとおり。

（①雇用保険襖保険者について）

○雇用保険被保険者は､適用事業所の事業主に雇用されている在職者であることから、
本制度が想定している求職者には該当せず、求職者支援制度の対象としない。

○これらの者については、雇用保険法（昭和49年法律第116号）に基づく教育訓練給

付や、 （可能であれば)同法上の能力開発事業の活用を通じて、職業能力の開発及び向

上を図ることが適当。

（②雇用保険法上の受給資格者について）

○雇用保険法上の基本手当等の受給資格を有する者は、雇用保険被保険者資格は喪失

しているが、一方で雇用保険給付による保障を受けている。

○また、雇用保険受給資格者は、雇用保険被保険者として一定の就業経験を有してい

たものであり、今般創設する求職者支援認定訓練(仮称)において習得が見込まれる、

就職に必要な基礎的な職業能力の開発及び向上を図るために必要な知識又は技能を既

に身につけている蓋然性が高く、＝般的に、 _同訓練の受講にはなじまないものと考え
られる。

○このため、本制度が想定している求職者には、原則として該当しないものと整理。

○これらの者については、同法上の能力開発事業として実施される公共職業訓練を受

講することにより、就職に必要な技能及び知識を習得することが､基本的には効果的。

一

効率的。



求職者支援法（仮称）上の新たな職業訓練の内容について

1皇新訓練の概要

○求職者支援法（仮称）においては、厚生労働大臣が、対象求職者の基礎的な職業能力

の開発及び向上を図るために必要な知識又は技能を習得させるための職業訓練について、
厚生労働省令で定める基準に適合するものであることの認定をすることができるものと

する。

○上記の認定に係る職業訓練(以下｢求職者支援認定訓練」 （仮称）という｡）を通じて、

いわゆる非正規労働者や長期失業者等、職業能力形成の機会に恵まれなかった雇用保険

非受給者を対象に、それらの求職者が就職する上で必要な職業能力の付与を行うことと

している。

※公共職業訓練は、職業能力開発促進法（昭和44年法律第64号。以下「能開法」という｡）

第96条及び雇用保険法（昭和49年法律第116号）第63条において、雇用保険被保険者等に

関する雇用保険二事業のうち能力開発事業として行う旨規定されており、一定程度就業経験が

あり、基礎的な能力を有する雇用保険受給資格者が主な対象として想定されている｡

○これは、

・ いわゆる非正規労働者については、就業経験等を通じた十分な職業能力開発が行わ

れておらず、安定した職業に就くためには十分な職業能力形成機会が必要であること

・ 長期失業者については、雇用保険受給時に就職ができなかったことや、在職時から

時間的な間隔が開いていること等にかんがみ、従来有していた職業能力とは異なる基

礎的な技能の習得が必要であること

から、求職者支援法の枠組みにおいて、従来の能開法に基づく公共職業訓練とは別途、

特に基礎的な技能及び知識の付与に重点を置いた職業訓練を実施することとしているも

のである。

※公共職業訓練の場合、能開法において、その趣旨は

・ 段階的かつ体系的に職業に必要な技能及びこれに関する知識の習得

・ 職業を転換しようとする労働者等に対する迅速かつ効果的な職業訓練の実施

とされている（能開法15条の6第1項及び第3項)。

また、公共職業訓練の内容については、職業訓練の水準の維持向上のために、厚生労働省

令において訓練課程ごとに教科、訓練時間、設備等について定められた基準に従うものとさ

れている（能開法第19条)。

ｒ

2竺訓練の実施形態

○求職者支援認定訓練については、能力レベルが多様な求職者に対し、民間教育訓練機

関の創意工夫を生かし、迅速に訓練を設定するため、厚生労働大臣の委任を受けた独立

行政法人高齢･障害･求職者雇用支援機構が認定するという形態をとることとしている。

※公共職業訓練は、能開法に基づき、

・ 公共職業能力開発施設の行う普通職業訓練又は高度職業訓練（いわゆる施設内訓繍能開

法第15条の6第1項及び第20条）



及び

・ 職業能力の開発及び向上について適切と認められる他の施設により行われる教育訓練を上

記の施設内訓練とみなして実施するもの（いわゆる委託訓練｡,能開法第15条の6第3項）

の形態により実施されている。

(参考）求職者支援認定訓練と公共職業訓練の比較

0

求職者支援認定訓練 公共職業訓練

対象者

雇用保険受給資格のない求職者

(就業経験のない者、非正規労働を

反復していた者、過去に正規就業し

ていたものの失業が長期化している

者等であって、基礎的能力の習得が

必要b)

主に雇用保険受給資格を有する求

職者

(一定の就業経験があり、既に基礎的

能力を有する｡）

訓練受講により習

得を目指す能力

就職に必要な基礎的能力 再就職に必要な技能及び知識

訓練の態様

民間教育訓練機関が実施する訓練

について、その申請に基づき独立

行政法人高齢・障害・求職者雇用

支援機構が認定。

公共職業能力開発施設(及びその委

託を受けた民間教育訓練機関)にお

いて実施。



求職者支援制度上の（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構の業務について

(新機構の業務について

○求職者支援制度においては、雇用保険を受給できない求職者に対し、民間

教育訓練機関等が実施する職業訓練を厚生労働大臣が認定することとしてい

るところ、当該認定事務を、独立行政法人雇用・能力開発機構（以下「能開

機構」という｡）の業務を引き継ぐ独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援

機構（以下「新機構」という｡）に行わせることとする。

○また、機構は、上記の認定に関する業務のほか、

・ 上記の認定を申請しようとする者に対し、当該認定に係る職業訓練（以

下「求職者支援認定訓練」という｡）の実施に必要な情報の提供、相談その

他の援助を行う

・ 求職者支援訓練実施者に対し、求職者支援訓練の効果的な実施に必要な

指導及び助言を行う

こととする。

○これらの業務について、求職者支援法（仮称）の制定と併せ、独立行政法

人高齢・障害・求職者雇用支援機構法の一部を改正し、新機構の新たな業務

として追加することとする。

軒機構に業務を行わせることについて

○新機構が厚生労働大臣の委任を受けて行う認定行為については、求職者支

援認定訓練を実施する者（以下「訓練実施者」という｡）に対して権利を付与

する等の行政処分ではなく、求職者支援認定訓練に係る受講希望者をあっせ

んし、訓練実施実績に応じた助成を行う対象として適当な訓練であることを

認める位置づけの行為にすぎず、国でなければ実施できない類の権力的業務

には該当しない（別紙参照)。

○認定行為は、厚生労働省令で定める認定基準（訓練時間、訓練分野、設備、

講師、就職支援の内容等についての基準）に則って客観的に行われるもので

あり、その点において裁壁は生じない。

○このような認定行為について、新機構は、従来、国に代わって職業能力開

発促進法（昭和44年法律第64号。以下「能開法」 という｡）に基づく公共職

業訓練を実施してきた能開機構が有する職業訓練に関するノウハウを有する

ほか、能開機構が公共職業訓練の委託を行ってきたことや、事業主に対する

相談援助業務を行ってきた経緯から、地域の教育訓練機関との連携を円滑に

進めることや、地域の産業等の状況に応じた職業訓練のニーズを把握できる

ことから、国が自ら当該認定事務を実施するよりも効果的・効率的に認定事



務を実施することが可能となるものである。

○また、これらの認定業務と併せ、訓練を実施しようとする者や認定を行っ

た訓練を実施する者に対する適切な指導、援助等を行うことについても、上

記のように職業訓練に関する知見等を有する新機構に行わせることが適当と

考えるものである。

耶道府県との関係】

○能開法第24条第1項において､都道府県知事は､事業主等の申請に基づき、

当該事業主等の行う職業訓練について、能開法第19条第1項の厚生労働省令

で定める基準に適合するものであることの認定をすることができることとさ

れている。

○これについて、能開法第24条第1項の認定に係る職業訓練は、事業主等が

行う職業訓練のうち、一定の水準を満たすものを認定することにより、当該

地域における職業能力開発を促進することを目的とするものである一方、求

職者支援認定訓練については、雇用保険を受給できない求職者への雇用支援

についての全国的な要請を受けたものであり、その対策として、各地域にお

ける供給量の均衡にも考慮しながら、全国における求職者支援認定訓練の円

滑な実施を確保する必要があるものであることから、国の事務として位置づ

け、その委任を受けた新機構において認定を行うことが必要となるものであ

る。

○また、求職者支援法上、求職者支援認定訓練を受講する求職者は、一定の

要件を満たした場合に同法に基づく求職者支援給付を受給できるものである

ところ、国が行う同給付の前提である求職者支援認定訓練の認定についても

国が行うことが必要であり、都道府県に行わせることは適当ではない。

○以上から、国の事務として位置づけ、その委任を受けた新機構において認

定を行うことが必要となるものである。

一

【



(別紙）

独立行政法人の性質について

○独立行政法人通則法（平成11年法律第103号）第2条において、独立行政

法人は「国が自ら主体となって直接に実施する必要はない事務及び事業」を

行うものとされているところであるが、独立行政法人ではなく国が直接実施

すべき事業については、以下のとおり想定されているところ。

①私人の権利義務に直接かつ強度の制限等を及ぼす公権力の行使に当たる

事務及び事業（例：司法警察）

②その性質上、国が自らの名において行うのでなければ成立しない事務及

び事業（例：栄典）

③災害等国の重大な危機管理に直結し、直接国の責任において実施するこ

とが必要な事務及び事業（例：防衛）

{

○この点、求職者支援制度における職業訓練の認定については、国の事務と

して位置づけることが必要であるが、その事務の実施については、上記の①

から③までのような、国が直接行使しなければならない事務には当たらず、

職業訓練の実施に専門的なノウハウを有する新機構に委任することが可能で

あり、これにより、効果的・効率的な事務の実施が図られるものと考えられ

る。



求職者支援給付（仮称）について

1給付の性格について

○求職者支援制度における求職者支援給付（仮称）の性格については、訓練受講中に

給付を行うことによって訓練を受講しての求職活動を容易にし、就職を促進すること

が目的であることから、 「訓練期間中の生活を支援するための給付」とする。

）支給要件

○当該求職支援訓練を受けるためには当該手当の支給によりその生活を支援する必

要がある者として厚生労働省令で定める者に該当する場合に支給することとする。

(1）

〆

「

(参考）厚生労働省令で定める者

①常態として職に就いていないこと

本制度は、求職者個人に対して、求職者支援訓練を受けている間の生活を支援

するものであるから、十分な収入がある者については支援する必要はなく、その

必要性の判断については個人に着目することが適当。

平成21年賃金構造基本統計調査における非正規労働者の所定内給与額等を踏

ま･えれば（※1)、申請者個人に求職者支援給付と合わせて15万円の月収があれ

ば、訓練期間中に生活することが可能と考えられることから、これ以上の月収と

なる者を排除するために設けるもの。

②申請者及び申請者と同居する親、子（未成年を除く｡)、配偶者の前年の所得を

12で割って得た額の合計が25万円以下であること

本給付による支援の必要性を個人に着目して判断する際には、①に加えて、当

該個人について、申請者と同居する親、子、配偶者による支援が期待できるか否

かまで含めて判断することが適当。

平成22年4月の標準生計費を踏まえれば(※2)､申請者と同一世帯の親､子、

配偶者に、合計25万円を超える月収があれば、訓練期間中の生活を支援しても

らうことが可能と考えられることから、これを排除するために設けるもの。

③申請者及び申請者と同居する親、子（未成年を除く｡)、配偶者の預貯金の合計

が400万円以下であること

現在の収入にかかわらず、十分な預貯金がある者については支援する必要はな

く、平成21年の国民生活基礎調査における全世帯の所得平均の中央値を踏まえ

れば（※3)、申請者及び申請者と同居する親、子、配偶者に、申請者が訓練を受

講する月に合計400万円の預貯金があれば、訓練期間中の生活をし、又は支援

してもらうことが可能と考えられることから、これを排除するために設けるもの。

1



④支給単位期間において、当該対象求職者に係る求職者支援訓練を受講する日に

係る割合が厚生労働大臣の定める基準（※4）を下回らないこと

※1 144．9（千円） （平成21年賃金構造基本統計調査における「正社員・正職員以

外」の労働者の所定内給与額の第1 ・四分位数）

※2 191,130円(2人世帯の標準生計費）÷O.859(税･社会保険料控除分を割戻）

＝約22．3万円

210,360円(3人世帯の標準生計費）÷0.859=約24.5万円

229,600円(4人世帯の標準生計費）÷0.859=約26.7万円

※3 427万円（平成21年国民生活基礎調査における全世帯の平均所得の中央値）

※4訓練の出席率が10割（正当な理由がある場合のみ8割）

3給付額について r

○求職者支援給付のうち求職者支援手当（仮称）の額の算定方式については、

①求職者支援訓練の訓練期間は3． 5か月等必ずしも1月単位となっていないこと

②受給時期や給付期間は、個々人によって差異が生じ得ること

から、 日額方式とし、 日額に支給単位期間（1月）の日数を乗じて得た額の求職者支

援手当を支給単位期間ごとに支給することとする。

○日額については、次の理由から定額とする。

①本制度の対象者として想定している非正規労働者、長期失業者、就業経験がない

者等は、そもそも離職前賃金がない、離職前賃金が相当程度過去のものとなる等の

理由から、雇用保険制度のようにこれを基礎として個々人に応じた額を設定するこ

とが困難であること

②本制度は、自ら保険料を拠出することにより従前の稼得収入がなくなることへの

備えを行う雇用保険制度と異なり、 「訓練期間中の生活を支援するための給付」を強

制保険によらない形で支給するものであること

○なお、日額は厚生労働省令で定あることを予定している。

垂

I

(参考） 日額の考え方

公共職業訓練を受講する雇用保険得受給者の給付額（※1） とのバランスを考慮し

つつ、働いた場合の手取額（※2）よりも給付を手厚くすることは就労しないという

モラルハザードとなることを勘案し、給付実務の面も併せ踏まえた上で、 3300円

とすることを想定している。

※1 730円（平成22年度最低賃金の加重平均）×8時間×5日（労働日数）÷7日

（1週間)=4171円

4171円（賃金日額）×O.8(給付率)=3337円

3337円（基本手当日額）×30日+500円（受講手当）×22日=111110円



111110円÷30日=3703円

※2 730円×173.8時間(40時間/週×52.14週/年÷12か月）労働×0.859 (税・

社会保険料を控除）＝108985円

108985円÷30日=3633円

4給付手続について

○支給単位期間（1月）ごとに、求職者支援給付の支給を希望する者からの申請に基

づき、厚生労働大臣が支給要件を満たすことを認定。当該認定を受けた者に対して、

支給することとする。

5給付期間について

○給付期間は、次の理由から、最大730日分とする。

①公共職業訓練の期間の最長が原則2年であること

②訓練を受講した場合に拠出に関係なく給付が出る期間として訓練延長給付の期

間が最長2年であること

○また、次の理由から、訓練開始日 （訓練開始日以降に支給認定がなされた場合は、

当該支給認定日）から6年の間に、原則として訓練1回（連続受講が可能な場合（基

礎的な求職者支援認定訓練→公共職業訓練）には2回目の訓練を含む｡）について支給

することとする。

①求職者支援給付は、原則的には就職する場合に必要な一定レベルまで訓練を受け

る上で必要な生活支援をするものであること

②パートタイム労働者の平均継続就業期間のデータを踏まえれば、受給開始後すぐ

に就職した者であっても6年は就業が期待できること

”一~

〈

6不正受給への対応

○不正受給をした者については、以後、当該求職者支援訓練の実施期間中は求職者支

援給付を支給しないこととし、次の理由から、すでに給付の支給を受けた者がある場

合には、国は当該者に対し給付した額の返還及び当該額の2倍に相当する納付金の納

付を命ずることができることとする。

①求職者支援給付は、これを偽りの申請などの不正な手段を用いて給付した場合、

国は財政面において不当な損害を被ることとなること

②求職者支援給付は、給付の対象者を生活における支援が真に必要な者に限定する

ため、労働の意思及び能力があること、収入が一定額以下であることを要件として

いるが、これらについては行政機関による要件事実の把握が困難であり、受給者か

らの申告に依存する面が大きく、不正受給が生じる余地が大きいこと

I



対象求職者に対する就職支援について

①公共職業安定所長は、求職者支援訓練を受講する者に対し、就職支援計画（仮称）
を作成することができることとする。

②就職支援計画においては、就職に向けた目標、訓練期間中及び訓練修了後に、就職
支援を受けるために公共職業安定所に出頭すべき日、求職者支援訓練の受講以外の就
職活動等を記載することとする。

③対象者は、正当な理由がない限り、就職支援を受けるため、月1回公共職業安定所
に出頭しなければならないほか、公共職業安定所長が行う就職支援計画に基づく支援
を拒否してはならないものとすることとする。

④公共職業安定所長は、求職者支援訓練に係る対象者に、訓練終了から一定期間経過
後、その就職状況の報告を求めることができることとし、対象求職者は正当な理由が
ない限り、これを拒んではならないものとすることとする。

○就職支援は、本制度の目的を達成する上で必要不可欠の事項であり、求職者支援認
定訓練（仮称）及び公共職業訓練等（以下「求職者支援訓練」 （仮称）という｡)、求職
者支援給付と並ぶ求職者支援制度の柱の一つである。

○このため、

①重要性を明らかにするとともに、求職者支援訓練及び求職者支援給付と併せて規
定することで求職者支援制度を構成する施策の全体像を明確にする必要があること
②本制度の目的にかんがみれば、訓練を受講し就職する意思と能力を真に有した、
本制度による支援が真に必要な者に対象者を限定することが適当であること

から、就職支援計画をはじめとする具体的な就職支援について、当該支援を受ける義
務と併せて法定化することとする。

1

(参考）

○公共職業安定所において、求職者支援給付（仮称）を受給する求職者又は当該給付
を受給せずに求職者支援認定訓練を受講する者に対し、以下の就職支援を行う予定。
①訓練期間中、訓練終了後（3か月）に月1回管轄公共職業安定所に出頭し職業相
談を受ける出頭日を設定。 「就職支援計画」として受講者に提示。

②訓練の受講開始後、就職支援計画に沿って、訓練期間中、訓練終了後（3か月）
月1回の職業相談、職業紹介を実施。

③訓練期間中から終了後の職業相談を通じて必要性が認められた者には、就職支援
計画に上乗せして、担当者制による就職支援を実施。

○また、就職支援を行うことを訓練の認定基準に盛り込むことにより、訓練実施機関
における一定の就職支援も担保することとする。



就職支援計画

※当叶画は訓練開始から就職（若しくは訓練終了3ヶ月後）までを対象とするものです。

【求職者情報】

【目標等】

Ｑ

１

，

ｒ

／
７
、

Ｉ
」

【訓練内容】

【出頭日】

リ

※出頭日は副練計画策定時に計画策定者と協議の上決定してください。その後の率情により変更は可能です。

【訓練以外の劇職活動計画】

計画策定年月日平成23年3月 29日 （ 柏 ）公共職業安定所

氏名 求職番号 計画策定者 ｜策定補助者
住所 連絡先

就職までの目標期間 訓練終了後 ヶ月以内（最長3ヶ月まで）

訓練期間中の目標 例． 自分で施工図を描けるようになる。

目標資格取得

※記入の有無はコースに応じて異なる

例．AutoCADマスター

目標（希望）職種等 例．CADオペレー

症荘周､パート）

ター

備考

受講指示

年月日

訓練の種類 訓練期間 給付金の有無

平成23年3月29日 求職者支援認定訓練 平成23年4月1日から

平成23年6月30日まで

有り

訓練期間中の出頭日 安定所長の確認印

第1回出頭日 平成 23年5 月 1 日 ○

第2回出頭日 平成 23年6 月 1 日 ○

第3回出頭日 平成 23年7 月 1 日 ○

訓練終了以降の出頭日 安定所長の確認印
第1回出頭日 平成 23年 8月 1 日 ○

第2回出頭日 平成 23年 9月 1 日

第3回出頭日 平成 年 月 日

当公共職業安定所以外での

就職活動計画

安定所長

の確認印

当公共職業安定所における

就職活動計画

安定所長の確

認印

5月11日柏市就職フォーラム「再戯職へ
の道jへの参加
(柏市役所）

○
7月10日ジョプカード実習への参加

(ハローワーク柏）

○

6月10日東日本合同鋭明会

(千葉県毎ナビ就職フォーラム）

○
8月11日面接演習会への参加

(ハローワーク柏）

9月11日CAD戟騒希望者フォーラム

(千葉大学）



【注意事項】

1．公共職業安定所において就職支援を受ける際には、この支援計画を必ず持参し

てください。

2． この計画書を紛失したとき、又はき損したときは、すみやかに公共職業安定所

に申し出るとともに再交付を受けてください。

3．氏名、若しくは住所に異動があったとき、就職したとき、又は就職促進手当の

支給を受けている期間中に内職等により収入があったときは、当該事実のあった

後すみやかにその旨を届け出てください。

4．あなたが、次のいずれかの場合に該当する場合には、受講指示の取消しや給付

金の支給停止、返還命令などを行う場合があります。

・就職促進の措置の実施上必要な指示に正当な理由なく従わないとき

・公共職業安定所の紹介する職業に正当な理由なく就くことを拒んだとき

．この就職支援計画において定められた出頭日に正当な理由なく出頭しないとき

・その他、不正行為があったとき

I

上記の内容に同意します。

I
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行
わ
な
く
な
っ
た
と
き
、
若
し
く
は
当
該
求
職
者
支
援
認
定
訓
練
を
的
確
に
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
能
力
を
有

し
な
く
な
っ
た
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
認
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

（
指
導
及
び
助
言
）

（
求
職
者
支
援
認
定
訓
練
実
施
者
に
対
す
る
助
成
等
）

7 、

0

四
頁



第
Ｃ
ｌ
２
条
対
象
求
職
者
は
、
正
当
な
理
由
が
な
い
限
り
、
就
職
勉
稚
め
の
支
援
を
受
け
る
た
め
、
毎
月
一
回
、
公
共
職
業

第
Ｃ
ｌ
１
条
公
共
職
業
安
定
所
長
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
対
象
求
職
者
が
そ
の
有
す
る
能
力
に
適

２
就
職
支
援
計
画
に
お
い
て
は
、
就
職
の
た
め
の
支
援
を
受
け
る
た
め
に
公
共
職
業
安
塞
所
に
出
頭
す
べ
き
日
（
以
下
「
出

２
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
対
象
求
職
者
は
、
正
当
な
理
由
が
な
い
限
り
、
就
職
支
援
計
画
に
基
づ
き
公
共
職
業
安
定

合
す
る
職
業
に
就
く
こ
と
を
容
易
に
し
、
及
び
促
進
す
る
た
め
の
計
画
（
以
下
「
就
職
支
援
計
画
」
と
い
う
。
）
を
作
成
す

業
安
定
所
に
出
頭
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

安
定
所
長
の
指
定
す
る
日
（
就
職
支
援
計
画
が
作
成
さ
れ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
計
画
に
定
め
る
出
頭
白
）
に
公
共
職

頭
日
」
と
い
う
。
）
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

る
こ
と
が
で
き
る
。

の
と
す
る
。

（
対
象
求
職
者
の
義
務
）

（
就
職
支
援
計
画
（
仮
称
）
の
作
成
）

第
二
節
対
象
求
職
者
に
対
す
る
就
職
の
支
援
等

0

五
頁



第
Ｄ
１
１
条
求
職
者
支
援
給
付
は
＆
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
し
、
国
が
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
支
給
す
る
も
め
と
す
る
。

第
Ｃ
ｌ
４
条
公
共
職
業
安
定
所
は
、
対
象
求
職
者
の
就
職
の
た
め
の
支
援
を
適
切
、
か
つ
、
効
果
的
に
実
施
す
る
た
め
に
必

１

第
Ｃ
ｌ
３
条
公
共
職
業
安
定
所
長
は
、
求
職
者
支
援
訓
練
に
係
る
対
象
求
職
者
に
対
し
、
そ
の
就
職
の
状
況
に
つ
い
て
報
告

２
対
象
求
職
者
は
、
公
共
職
業
安
定
所
長
か
ら
前
項
の
規
定
に
よ
る
求
め
が
あ
壱
た
場
合
に
は
、
正
当
な
理
由
が
な
い
限
い
“

、
こ
れ
を
拒
ん
で
は
な
ら
な
い
。

要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
求
職
者
支
援
認
定
訓
練
実
施
者
に
対
し
、
必
要
な
情
報
の
提
供
を
乗
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

所
が
行
う
就
職
の
た
め
の
支
援
を
拒
ん
で
は
な
ら
な
い
。

一
求
職
者
支
援
手
当
一
仮
称
）

（
求
職
者
支
援
給
付
の
種
類
）

（
求
職
者
支
援
認
定
訓
練
実
施
者
と
の
連
携
）

第
三
章
求
職
者
支
援
給
付
（
仮
称
）
の
支
給
等

第
一
節
求
職
者
支
援
給
付
の
支
給

●

六
頁



０

第
Ｄ
１
２
条
求
職
者
支
援
手
当
は
、
公
共
職
業
安
定
所
長
が
指
示
し
た
求
職
者
支
援
認
定
訓
練
及
び
公
共
職
業
訓
練
等
（
以

ｓ
求
職
者
支
援
手
当
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
対
象
求
職
者
は
、
支
給
単
位
期
間
（
求
職
者
支
援
訓
練
の
開
始
の
日
（
当

21

該
対
象
求
職
者
が
求
職
者
支
援
手
当
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
を
希
望
す
る
旨
の
申
出
を
し
た
日
が
当
該
開
始
の
日
の
翌
日
以

、

降
の
日
で
あ
る
場
合
は
、
当
該
申
出
を
し
た
日
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
回
）
》
又
は
各
月
に
お
い
て
そ
の
日
に
応
当
し

１

つ

？

９

４

月

の

未

目

・

以

下

と

の

条

に

お

い

て

「

訓

練

開

始

応

当

日

」

と

い

う

。

）

か

ら

各

翌

月

の

訓

練

開

始

応

当

日

の

前

日

（

当

該

支
給
に
よ
り
そ
の
生
活
を
支
援
す
る
必
要
が
あ
る
者
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
に
該
当
す
る
場
合
に
、
当
該
訓
練

場
合
の
例
外
を
規
定
）

を
受
け
る
期
間
に
つ
い
て
、
七
百
三
十
日
分
を
限
度
と
し
て
支
給
す
る
。
（
「
た
だ
し
、
・
・
・
」
と
し
て
、
連
続
受
講
の

下
「
求
職
者
支
援
訓
練
」
と
い
う
。
）
を
受
け
る
対
象
求
職
者
が
、
当
該
求
職
支
援
訓
練
を
受
け
る
た
め
に
は
当
該
手
当
の

二
通
所
手
当
（
仮
称
）

（
求
職
者
支
援
手
当
の
支
給
）

求
職
者
支
援
手
当
は
、
日
を
単
位
と
し
て
支
給
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
額
は
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
。

か
つ
、

当
該
求
職
者
支
援
訓
練
を
受
講
し
た
期
間
内
に
あ
る
日
（
そ
の
日
に
応
当
す
る
日
が
な
い
月
に
お
い
て
は
、
そ
の

」

●

七
頁



５
支
給
単
位
期
間
に
支
給
す
る
額
は
、
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
額
に
当
該
期
間
に
係
る
日
数
（
当
該
支
給
単
位

４
厚
生
労
働
大
臣
は
、
対
象
求
職
者
に
つ
い
て
、
支
給
認
定
を
し
よ
う
と
す
る
支
給
単
位
期
間
の
初
日
か
ら
さ
か
の
ぼ
っ
て

者
支
援
訓
練
の
開
始
の
日
又
は
訓
練
開
始
応
当
日
か
ら
当
該
求
職
者
支
援
訓
練
が
終
了
し
た
日
ま
で
の
日
数
）
を
乗
じ
て
得

支
給
認
定
」
と
い
う
。
）
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

期
間
が
求
職
者
支
援
訓
練
が
終
了
し
た
日
の
属
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
支
給
単
位
期
間
に
お
け
る
求
職

位
期
間
の
初
日
が
あ
る
場
合
に
は
、
求
職
者
支
援
手
当
を
支
給
し
な
い
。
（
「
た
だ
し
、
・
・
・
」
と
し
て
、
連
続
受
講
の

生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
こ
と
及
び
求
職
者
支
援
手
当
の
額
に
つ
い
て
、
厚
生
労
働
大
臣
の
認
定
（
以
下

た
額
と
す
る
。

場
合
の
例
外
を
規
定
）

求
職
者
支
援
訓
練
が
終
了
し
た
日
の
属
す
る
月
に
あ
っ
て
は
、
当
該
求
職
者
支
援
訓
練
を
終
了
し
た
日
）
ま
で
の
各
期
間
に

六
年
以
内
に
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
求
職
者
支
援
手
当
の
支
給
を
受
け
た
別
の
求
職
者
支
援
訓
練
に
係
る
最
初
の
支
給
単

区
分
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
区
分
に
よ
る
一
の
期
間
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
ご
と
に
、
第
一
項
の
厚

（
通
所
手
当
の
支
給
）

1

Q

八
頁

一I



第
Ｄ
１
５
条
偽
り
そ
の
他
不
正
の
行
為
に
裳
り
求
職
者
支
援
給
付
の
支
給
を
受
け
、
又
は
受
け
よ
う
と
し
一
た
者
に
は
、
衆
職

第
Ｄ
１
４
条
求
職
者
支
援
給
付
を
受
け
る
対
象
求
職
者
が
、
正
当
な
理
由
な
く
、
出
一
頭
但
に
公
共
職
業
安
定
所
に
出
頭
す
る

第
Ｄ
１
３
条
通
所
手
当
は
、
対
象
求
職
者
が
、
第
Ｄ
１
２
条
の
規
定
に
よ
り
求
職
者
支
援
手
当
を
受
給
す
る
場
合
に
お
い
て

２
前
項
に
規
定
す
る
者
が
同
須
に
規
定
す
る
日
以
後
新
た
に
兼
職
者
支
援
訓
麓
を
受
け
る
場
合
に
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か

２
前
項
に
規
定
す
る
者
熊
同
一
項
に
規
定
す
る
日
以
後
新
た
に
求
職
者
支
援
訓
練
を
受
け
る
場
合
に
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か

２
通
所
手
当
の
額
繊
、
対
象
求
職
者
の
通
所
に
要
す
る
費
用
を
考
慮
し
て
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
。

な
い
理
由
が
あ
る
場
合
に
は
、
求
職
者
支
援
給
付
の
全
部
又
は
一
部
を
支
給
す
る
こ
と
が
で
一
き
る
。

者
支
援
給
付
の
支
給
を
雲
け
、
又
は
受
け
よ
う
と
し
潅
圓
以
雀
へ
求
職
者
支
援
給
付
を
支
給
し
な
い
。
た
だ
し
、
や
む
を
得

■
凸
■
Ⅱ
巳

わ
ら
ず
、
当
該
求
職
者
支
援
訓
練
に
躍
る
求
職
者
支
援
給
付
を
支
給
す
る
哩

ん
だ
と
き
は
、
そ
の
拒
ん
だ
日
以
降
、
当
該
求
職
者
支
援
訓
練
に
係
る
求
職
者
支
援
給
付
を
支
給
し
な
い
。

、
公
共
職
業
安
定
所
長
龍
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
基
準
に
従
っ
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
に
、
支
給
す
る
。

９■こと又は公共職業安定所の紹介する職業に就くことそ一の他の公共職業安定所が行う就職のための支援を拒

０

（
給
付
制
限
）

、

九
頁



３
労
働
保
険
の
保
険
料
の
徴
収
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
八
十
四
号
）
第
二
十
七
条
及
び
第
四
十
一
条
の

第
Ｄ
１
６
条
偽
り
そ
の
他
不
正
の
行
為
に
よ
り
求
職
者
支
援
給
付
の
支
給
を
受
け
た
者
が
あ
る
場
合
に
は
、
国
は
、
そ
の
者

２
前
項
の
場
合
に
お
い
て
求
職
者
支
援
認
定
訓
練
実
施
者
が
偽
り
の
届
出
、
報
告
又
は
証
明
を
し
た
た
め
そ
の
求
職
者
支
援

規
定
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
返
還
又
は
納
付
を
命
ぜ
ら
れ
た
金
額
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

支
給
を
受
け
た
者
と
連
帯
し
て
、
前
項
に
規
定
に
よ
る
求
職
者
支
援
給
付
の
返
還
又
は
命
ぜ
ら
れ
た
金
額
の
納
付
を
す
る
こ

と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

給
付
が
支
給
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
国
は
、
当
該
求
職
者
支
援
認
定
訓
練
実
施
者
に
対
し
そ
の
求
職
者
支
援
給
付
の

当
す
る
額
以
下
の
金
額
を
納
付
す
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

大
臣
の
定
め
る
基
準
に
よ
り
、
当
該
偽
り
そ
の
他
不
正
の
行
為
に
よ
り
支
給
を
受
け
た
求
職
者
支
援
給
付
の
額
の
二
倍
に
相

に
対
し
て
、
支
給
し
た
求
職
者
支
援
給
付
の
全
部
又
は
一
部
を
返
還
す
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
、
厚
生
労
働

わ
ら
ず
、
当
該
求
職
者
支
援
訓
練
に
係
る
支
給
認
定
に
基
づ
く
求
職
者
支
援
給
付
を
支
給
す
る
。

（
返
還
命
令
等
）

第
二
節
雑
則

I

ｳ

一
○
頁



第
Ｆ
ｌ
ｌ
条
第
Ｂ
１
２
条
の
規
定
に
よ
る
求
職
者
支
援
認
定
訓
練
実
施
者
に
対
す
る
助
成
等
及
び
第
、
１
２
条
の
規
定
に
よ

第
Ｅ
１
３
条
求
職
者
支
援
給
付
の
支
給
を
受
け
、
又
は
そ
の
返
還
を
受
け
る
権
利
及
び
第
Ｄ
１
８
条
の
規
定
に
よ
り
納
付
を

第
Ｅ
１
２
条
租
税
そ
の
他
の
公
課
は
、
求
職
者
支
援
給
付
と
し
て
支
給
を
受
け
た
金
銭
を
標
準
と
し
て
課
す
る
こ
と
が
で
き

■
Ｌ
ｑ
■

２
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
徴
収
金
の
納
入
の
告
知
又
は
督
促
は
、
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
百
五
十

第
Ｅ
１
１
条
求
職
者
支
援
給
付
を
受
け
る
権
利
は
、
譲
り
渡
し
、
担
保
に
供
し
、
又
は
差
し
押
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

三
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
時
効
中
断
の
効
力
を
有
す
る
一
。

す
べ
き
こ
と
を
命
ぜ
ら
れ
た
金
額
を
徴
収
す
る
権
利
は
、
二
年
を
経
過
し
た
と
き
は
、
時
効
に
よ
っ
て
消
滅
す
る
。

な
い
。

（
雇
用
保
険
法
と
の
関
係
）

（
時
効
）

（
公
課
の
禁
止
）

（
受
給
権
の
保
護
）

第
四
章
雑
則

I

1

一

一

頁



第
Ｆ
１
３
条
‐
厚
生
労
働
大
臣
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
求
職
者
支
援
認
定
訓
練
実
施
者
に
対
し
て
、

３
厚
生
労
働
大
臣
は
、
求
職
者
支
援
手
当
の
支
給
認
定
に
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
対
象
求
職
者
の
資
産
及
び
収
入
の
状
況
に

第
Ｆ
１
２
条
厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
○
条
、
第
○
条
、
第
○
条
及
び
第
○
条
の
政
令
の
制
定
若
し
く
は
改
正
の
立
案
を
し
、

２
厚
生
労
働
大
臣
は
、
求
職
者
支
援
給
付
の
支
給
を
受
け
て
い
る
者
に
対
し
て
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
て
必
要
な
報
告

、
文
書
の
提
出
又
は
出
頭
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
て
必
要
な
報
告
、
文
書
の
提
出
又
は
出
頭
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

つ
き
、
銀
行
そ
の
他
の
金
融
機
関
に
、
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

又
は
同
条
の
厚
生
労
働
省
令
の
制
定
若
し
く
は
改
正
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
労
働
政
策
審
議
会
の
意
見

る
求
職
者
支
援
給
付
の
支
給
は
、
雇
用
保
険
法
第
○
条
に
規
定
す
る
求
職
活
動
支
援
事
業
と
し
て
行
う
。

（
立
入
検
査
）

（
報
告
等
）

（
労
働
政
策
審
議
会
へ
の
諮
問
）

頁

0



●

の

篭
Ｇ
Ｉ
１
条
こ
の
法
律
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
二
曲
法
律
の
実
施
の
た
嘘
必
要
な
手
続
そ
の
他
の
事
項
は
、
厚
生
労
働

第
Ｈ
１
１
条

３
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
の
権
限
は
、
犯
罪
捜
査
の
潅
め
に
認
め
ら
れ
た
も
の
と
解
釈
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
霧
１
４
条
行
政
庁
健
二
の
法
律
の
施
行
の
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
蚕
ど
き
は
、
当
該
職
員
に
、
求
職
者
支
援
認
定
訓

ｊ

２
『
前
項
の
規
定
に
よ
り
立
入
検
査
を
す
る
職
員
廷
《
そ
の
身
分
を
示
す
証
明
書
を
携
帯
し
，
関
係
者
に
提
示
し
な
け
れ
ば
な

省
令
で
定
め
る
血

ら
な
い
⑨

練
実
施
者
の
事
務
所
催
立
ち
入
り
、
関
係
者
に
対
し
て
質
問
さ
せ
、
又
睦
帳
簿
書
類
（
そ
一
の
作
成
又
は
保
存
に
代
え
て
電
磁

的
記
録
（
電
子
髄
方
式
諦
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
腱
よ
っ
て
は
認
識
す
る
一
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録

お
け
る
当
該
電
磁
的
記
録
を
含
む
。
）
の
検
査
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
識
。

で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
腱
よ
る
情
報
処
理
璽
駆
睦
供
さ
れ
毒
も
の
を
い
う
袋
）
の
作
成
又
は
保
存
が
さ
れ
て
い
る
場
合
に

（
厚
生
労
働
省
令
へ
②
委
任
）

第
五
章
罰
則

●

づ

頁



し

‐

※ 第
ａ
１
１
条

施
行
す
る
。

（
施
行
期
日
）

そ
の
他
の
規
定
の
要
否
に
つ
い
て
は
検
討
中
。

附
則

》
」

の
法
律
は
平
成
二
十
三
年
十
月

I

一

日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、

附
則
○
条
に
つ
い
て
は
、

公
布
の
日
か
ら

一

四
頁



､

（
目
的
）

第
一
条
雇
用
保
険
は
、
労
働
者
が
失
業
し
た
場
合
及
び
労
働
者
に
つ
い
て
雇
用
の
継

続
が
困
難
と
な
る
事
由
が
生
じ
た
場
合
に
必
要
な
給
付
を
行
う
ほ
か
、
労
働
者
が
自

ら
職
業
に
関
す
る
教
育
訓
練
を
受
け
た
場
合
に
必
要
な
給
付
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、

労
働
者
の
生
活
及
び
雇
用
の
安
定
を
図
る
と
と
も
に
、
求
職
活
動
を
容
易
に
す
る
等

◎
雇
用
保
険
法
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
百
十
六
号
）
の
一
部
改
正I

訓

！
防
、
雇
用
状
態
の
是
正
及
び
雇
用
機
会
の
増
大
、
労
働
者
の
能
力
の
開
発
及
び
向
上

そ
の
他
労
働
者
の
福
祉
の
増
進
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

そ
の
就
職
を
促
進
し
、
あ
わ
せ
て

’

、
労
働
者
の
職
業
の
安
定
に
資
す
る
た
め
、
失
業
の
予

足
佑

蹴
畷
に
必
要
な
職
ｒ

案

氷
職
者
支
援

r
k

（
参
考
）第
四
章
雇
用
安
定
事
業
等

（
雇
用
安
定
事
業
）

第
六
十
二
条
政
府
は
、
被
保
険
者
、
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
及
び
被
保
険
者
に
な
ろ

う
と
す
る
者
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
被
保
険
者
等
」
と
い
う
。
）
に
関
し
、
失

業
の
予
防
、
雇
用
状
態
の
是
正
、
雇
用
機
会
の
増
大
そ
の
他
雇
用
の
安
定
を
図
る
た

め
、
雇
用
安
定
事
業
と
し
て
、
次
の
事
業
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
、

一
景
気
の
変
動
、
産
業
構
造
の
変
化
そ
の
他
の
経
済
上
の
理
由
に
よ
り
事
業
活
動

の
縮
小
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
労
働
者
を
休
業
さ
せ
る
事
業
主
そ

の
他
労
働
者
の
雇
用
の
安
定
を
図
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
諸
ず
る
事
業
主
に
対

し
て
、
必
要
な
助
成
及
び
援
助
を
行
う
こ
と
。

（
目
的
）

第
一
条
雇
用
保
険
は
、
労
働
者
が
失
業
し
た
場
合
及
び
労
働
者
に
つ
い
て
雇
用
の
継

続
が
困
難
と
な
る
事
由
が
生
じ
た
場
合
に
必
要
な
給
付
を
行
う
ほ
か
、
労
働
者
が
自

ら
職
業
に
関
す
る
教
育
訓
練
を
受
け
た
場
合
に
必
要
な
給
付
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、

労
働
者
の
生
活
及
び
雇
用
の
安
定
を
図
る
と
と
も
に
、
求
職
活
動
を
容
易
に
す
る
等

そ
の
就
職
を
促
進
し
、
あ
わ
せ
て
、
労
働
者
の
職
業
の
安
定
に
資
す
る
た
め
、
失
業

の
予
防
、
雇
用
状
態
の
是
正
及
び
雇
用
機
会
の
増
大
、
労
働
者
の
能
力
の
開
発
及
び

向
上
そ
の
他
労
働
者
の
福
祉
の
増
進
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（

参
考

-1．



、

●

（
国
庫
の
負
担
）

第
六
十
六
条
国
庫
は
、
次
に
掲
げ
る
区
分
に
よ
っ
て
、
求
職
者
給
付
（
高
年
齢
求
職

者
給
付
金
を
除
く
。
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
雇
用
継
続
給
付
（
高
年
齢
雇

用
継
続
基
本
給
付
金
及
び
高
年
齢
再
就
職
給
付
金
を
除
く
。
第
三
号
に
お
い
て
同
じ

一
日
雇
労
働
求
職
者
給
付
金
以
外
の
求
職
者
給
付
に
つ
い
て
は
、
当
該
求
職
者
給

付
に
要
す
る
費
用
の
四
分
の
一

一
一
日
雇
労
働
求
職
者
給
付
金
に
つ
い
て
は
、
当
該
日
雇
労
働
求
職
者
給
付
金
に
要

す
る
費
用
の
三
分
の
一

三
雇
用
継
続
給
付
に
つ
い
一
て
は
、
当
骸
雇
用
継
続
給
付
に
要
す
る
費
用
の
八
分
の

四
判
求
醐
頚
画
酬
調
麹
頚
函
趨
調
凹
づ
創
割
叫
側
司
副
司
謝
罰
翻
園
固
酬
頚
劉
園
噸
劉
調
剖
綱
謝
咽
郵
型
刻
悶

;
。
）

鼻
の
困
和

醒
第
。
の
規
嗣

に
要
す
る
賓
用
の
一
部
を
負
担
す
る
。

●
ジ
ｊ
ｄ
り
Ｉ

○
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
十
号
）

第
三
十
二
条
国
庫
は
、
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
労
働
者
災
害
補
償
保
険
事
業
に

要
す
る
費
用
の
一
部
を
補
助
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
国
庫
の
負
担
）

第
六
十
六
条
国
庫
は
、
次
に
掲
げ
る
区
分
に
よ
っ
て
、
求
職
者
給
付
（
高
年
齢
求
職

者
給
付
金
を
除
く
。
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
雇
用
継
続
給
付
（
高
年
齢
雇

用
継
続
基
本
給
付
金
及
び
高
年
齢
再
就
職
給
付
金
を
除
く
。
第
三
号
に
お
い
て
同
じ

。
）
に
要
す
る
費
用
の
一
部
を
負
担
す
る
。

一
日
雇
労
働
求
職
者
給
付
金
以
外
の
求
職
者
給
付
に
つ
い
て
は
、
当
該
求
職
者
給

付
に
要
す
る
費
用
の
四
分
の
一

二
日
雇
労
働
求
職
者
給
付
金
に
つ
い
て
は
、
当
該
日
雇
労
働
求
職
者
給
付
金
に
要

す
る
費
用
の
三
分
の
一

三
雇
用
継
続
給
付
に
つ
い
て
は
、
当
該
雇
用
継
続
給
付
に
要
す
る
費
用
の
八
分
の

二
離
職
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
労
働
者
に
対
し
て
、
雇
用
対
策
法
（
昭
和
四
十
一

年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
第
二
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
休
暇
を
与
え
る
事

業
主
そ
の
他
当
該
労
働
者
の
再
就
職
を
促
進
す
る
た
め
に
必
要
な
措
腫
を
購
ず

る
事
業
主
に
対
し
て
、
必
要
な
助
成
及
び
援
助
を
行
う
こ
と
。

（
以
下
略
）

ー

･'2．



（
保
険
料
）

第
六
十
八
条
雇
用
保
険
事
業
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
た
め
政
府
が
徴
収
す
る
保
険

料
に
つ
い
て
は
、
徴
収
法
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

２
前
項
の
保
険
料
の
う
ち
、
一
般
保
険
料
徴
収
額
か
ら
そ
の
額
に
二
事
業
率
を
乗
じ

て
得
た
額
を
減
じ
た
額
及
び
印
紙
保
険
料
の
額
に
相
当
す
る
額
の
合
計
額
は
、
失
業

等
給
付
測
酬
刺
閥
周
馴
封
捌
剃
謂
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
も
の
と
し
、
一
般
保
険

料
徴
収
額
に
二
事
業
率
を
乗
じ
て
得
た
額
は
、
雇
用
安
定
事
業
及
び
能
力
開
発
事
業

に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
も
の
と
す
る
。

↓

（
保
険
料
）

第
六
十
八
条
雇
用
保
険
事
業
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
た
め
政
府
が
徴
収
す
る
保
険

料
に
つ
い
て
は
、
徴
収
法
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

２
前
項
の
保
険
料
の
う
ち
、
一
般
保
険
料
徴
収
額
か
ら
そ
の
額
に
二
事
業
率
を
乗
じ

て
得
た
額
を
減
じ
た
額
及
び
印
紙
保
険
料
の
額
に
相
当
す
る
額
の
合
計
額
は
、
失
業

等
給
付
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
も
の
と
し
、
一
般
保
険
料
徴
収
額
に
二
事
業
率
を

乗
じ
て
得
た
額
は
、
雇
用
安
定
事
業
及
び
能
力
開
発
事
業
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る

も
の
と
す
る
。

日
日
Ｐ
Ｂ
ｐ
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0

●

燭
傷
の
保
塗

I

6

－4．

Ｃ
労
働
保
険
の
保
険
料
の
徴
収
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
八
十
四
号

ー（
一
般
保
険
料
に
係
る
保
険
料
率
）

第
十
二
条
一
般
保
険
料
に
係
る
保
険
料
率
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
中
略
）

５
厚
生
労
働
大
臣
は
、
毎
会
計
年
度
に
お
い
て
、
徴
収
保
険
料
額
並
び
に
雇
用
保
険

法
第
六
十
六
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
五
項
並
び
に
第
六
十
七
条
の
規
定
に
よ
る

国
庫
の
負
担
額
の
合
計
額
と
同
法
の
規
定
に
よ
る
失
業
等
給
付
の
額
測
創
剰
糊
周
馴

（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
失
業
等
給

付
額
」
と
い
う
。
）
と
の
差
額
を
当
該
会
計
年
度
末
に
お
け
る
労
働
保
険
特
別
会
計

の
雇
用
勘
定
の
稲
立
金
（
第
七
項
に
お
い
て
「
頼
立
金
」
と
い
う
。
）
に
加
減
し
た

額
が
、
当
骸
会
計
年
度
に
お
け
る
失
業
等
給
付
額
の
二
倍
に
相
当
す
る
額
を
超
え
、

又
は
当
該
失
業
等
給
付
額
に
相
当
す
る
額
を
下
る
に
至
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
必
要

が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
労
働
政
策
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
、
一
年
以
内
の
期

間
を
定
め
、
雇
用
保
険
率
を
千
分
の
十
五
・
五
か
ら
千
分
の
二
十
三
・
五
ま
で
（
前

項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
事
業
（
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
業
を
除
く
。
）
に
つ
い

て
は
千
分
の
十
七
・
五
か
ら
千
分
の
二
十
五
・
五
ま
で
、
同
号
に
掲
げ
る
事
業
に
つ

い
て
は
千
分
の
十
八
・
五
か
ら
千
分
の
二
十
六
・
五
ま
で
）
の
範
囲
内
に
お
い
て
変

更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
以
下
略
）

案

Ｃ
劣
御
傍
験
の
保
険
料
の
衛
収
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
八
十
四
号

ー

二
般
保
険
料
に
係
る
保
険
料
率
）

第
十
二
条
一
般
保
険
料
に
係
る
保
険
料
率
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
中
略
）

5

厚
生
労
働
大
臣
は
、
毎
会
計
年
度
に
お
い
て
、
徴
収
保
険
料
額
並
び
に
雇
用
保
険

法
第
六
十
六
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
五
項
並
び
に
第
六
十
七
条
の
規
定
に
よ
る

国
庫
の
負
担
額
の
合
計
額
と
同
法
の
規
定
に
よ
る
失
業
等
給
付
の
額
（
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
「
失
業
等
給
付
額
」
と
い
う
。
）
と
の
差
額
を
当
該
会
計
年
度
末
に
お
け

る
労
働
保
険
特
別
会
計
の
雇
用
勘
定
の
頼
立
金
（
第
七
項
に
お
い
て
「
積
立
金
」
と

い
う
。
）
に
加
減
し
た
額
が
、
当
該
会
計
年
度
に
お
け
る
失
業
等
給
付
額
の
二
倍
に

相
当
す
る
額
を
超
え
、
又
は
当
骸
失
業
等
給
付
額
に
相
当
す
る
額
を
下
る
に
至
っ
た

場
合
に
お
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
労
働
政
策
審
醸
会
の
意
見
を
聴

い
て
、
一
年
以
内
の
期
間
を
定
め
、
雇
用
保
険
率
を
千
分
の
十
五
・
五
か
ら
千
分
の

二
十
三
・
五
ま
で
（
前
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
事
業
（
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事

業
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
千
分
の
十
七
・
五
か
ら
千
分
の
一
一
十
五
・
五
ま
で
、
同

号
に
掲
げ
る
事
業
に
つ
い
て
は
千
分
の
十
八
・
五
か
ら
千
分
の
二
十
六
・
五
ま
で
）

の
範
囲
内
に
お
い
て
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
以
下
略
）

用
例
，



●

◎
特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
二
十
三
号
）
の
一
部
改
正

Ｉ
Ｊ
ｆ
４
Ｉ
ｈ
１
９
Ｆ
卜
‐
１
Ｌ

0

－5。

（
一
般
会
計
か
ら
の
繰
入
対
象
経
費
）

一
ｒ

第
百
一
条
労
災
勘
定
に
お
け
る
一
般
会
計
か
ら
の
繰
入
対
象
経
費
は
、
労
働
者
災
害

2

補
償
保
険
法
第
三
十
二
条
に
規
定
す
る
労
働
者
災
害
補
償
保
険
事
業
に
要
す
る
費

用
で
国
庫
が
補
助
す
る
も
の
と
す
る
。

雇
用
勘
定
に
お
け
る
一
般
会
計
か
ら
の
繰
入
対
象
経
費
は
、
雇
用
保
険
法
第
六
十

六
条
及
び
第
六
十
七
条
に
規
定
す
る
求
職
者
給
付
並
び
に
同
法
第
六
十
六
条
に

規
定
す
る
雇
用
継
続
給
付
１
湘
澗
澗
馴
封
撹
期
調
及
び
雇
用
保
険
事
業
の
事
務
の
執

行
に
要
す
る
経
費
で
国
庫
が
負
担
す
る
も
の
と
す
る
。

（
積
立
金
）

第
百
三
条
労
災
勘
定
に
お
い
て
、
毎
会
計
年
度
の
歳
入
歳
出
の
決
算
上
剰
余
金
を
生

2

じ
た
場
合
に
は
、
当
該
剰
余
金
の
う
ち
、
労
災
保
険
事
業
の
保
険
給
付
費
及
び
社
会

復
帰
促
進
等
事
業
費
（
特
別
支
給
金
に
充
て
る
た
め
の
も
の
に
限
る
。
第
五
項
に
お

い
て
同
じ
。
）
に
充
て
る
た
め
に
必
要
な
金
額
を
、
積
立
金
と
し
て
積
み
立
て
る
も

の
と
す
る
。

へ

略
…

３
雇
用
勘
定
に
お
い
て
、
毎
会
計
年
度
の
歳
入
額
（
雇
用
安
定
事
業
及
び
能
力
開
発

事
業
に
係
る
歳
入
額
（
次
条
第
三
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
三
事
業
費
充
当
歳
入

額
」
と
い
う
。
）
を
控
除
し
た
残
り
の
額
と
す
る
。
）
か
ら
当
該
年
度
の
歳
出
額
（

雇
用
安
定
事
業
及
び
能
力
開
発
事
業
に
係
る
歳
出
額
（
次
条
第
三
項
及
び
第
四
項
に

お
い
て
三
事
業
費
充
当
歳
出
額
」
と
い
う
。
）
を
控
除
し
た
残
り
の
額
と
す
る
。

）
を
控
除
し
て
残
余
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
骸
残
余
の
う
ち
、
雇
用
保
険
事
業
の
失

案

（
一
般
会
計
か
ら
の
繰
入
対
象
経
費
）

第
百
一
条
労
災
勘
定
に
お
け
る
一
般
会
計
か
ら
の
繰
入
対
象
経
餐
は
、
労
働
者
災
害

補
償
保
険
法
第
三
十
二
条
に
規
定
す
る
労
働
者
災
害
補
償
保
険
事
業
に
要
す
る
費

用
で
国
庫
が
補
助
す
る
も
の
と
す
る
。

２
雇
用
勘
定
に
お
け
る
一
般
会
計
か
ら
の
繰
入
対
象
経
費
は
、
雇
用
保
険
法
第
六
十

六
条
及
び
第
六
十
七
条
に
規
定
す
る
求
職
者
給
付
並
び
に
同
法
第
六
十
六
条
に

規
定
す
る
雇
用
継
続
給
付
及
び
雇
用
保
険
事
業
の
事
務
の
執
行
に
要
す
る
経
費
で
国

庫
が
負
担
す
る
も
の
と
す
る
。

（
積
立
金
）

第
百
三
条
労
災
勘
定
に
お
い
て
、
毎
会
計
年
度
の
歳
入
歳
出
の
決
算
上
剰
余
金
を
生

じ
た
場
合
に
は
、
当
該
剰
余
金
の
う
ち
、
労
災
保
険
事
業
の
保
険
給
付
費
及
び
社
会

復
帰
促
進
等
事
業
費
（
特
別
支
給
金
に
充
て
る
た
め
の
も
の
に
限
る
。
第
五
項
に
お

い
て
同
じ
。
）
に
充
て
る
た
め
に
必
要
な
金
額
を
、
積
立
金
と
し
て
積
み
立
て
る
も

の
と
す
る
。

２
（
略
）

３
雇
用
勘
定
に
お
い
て
、
毎
会
計
年
度
の
歳
入
額
（
雇
用
安
定
事
業
及
び
能
力
開
発

事
業
に
係
る
歳
入
額
（
次
条
第
三
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
三
事
業
費
充
当
歳
入

額
」
と
い
う
。
）
を
控
除
し
た
残
り
の
額
と
す
る
。
）
か
ら
当
該
年
度
の
歳
出
額
（

雇
用
安
定
事
業
及
び
能
力
開
発
事
業
に
係
る
歳
出
額
（
次
条
第
三
項
及
び
第
四
項
に

お
い
て
三
事
業
費
充
当
歳
出
額
」
と
い
う
。
）
を
控
除
し
た
残
り
の
額
と
す
る
。

）
を
控
除
し
て
残
余
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
咳
残
余
の
う
ち
、
雇
用
保
険
事
業
の
失

用
例

①



●

■
●

と
し
て
積
み
立
て
る
も
の
と
す
る
。

業
等
給
付

に
充
て
る
た
め
に
必
要
な
金
額
を
、
積
立
金
一
噸
州
州
珊
費
に
充
て
る
た
め
に
必
要
な
金
額
を
、
積
立
金
と
し
て
積
み
立
て
る
も
の

Ｆ
１
も
Ｉ
Ｆ

、

I
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新制度畑対象鱗論者のイメージ

'○ 新制震の対象砦しては､,層用保険を受給でき想い求職者のうち、①離職した後において、
雇用保険伽受給が終了し据こと等により、雇屈曝険詮受給でき奪い求職者、＠膳営業廃業者
など、離職者ではない露にれに準じて支援が必要な者、③学卒未就職者その他の就業経験が
ない等が考えられる。

l
l

l

’完全失業者数
(うち離職者数）

336万人

(243万人）

雇用保険の受給者実人員
（基本手当基本分》

85．s万人

(注）数値は年度間月平均値である。

雇用保険受給資格あり

雇用保険受給資格なし

在職者

247万人

396万人

140万人

八回戸ﾜ1－クにお|ける新親
可 6 ー－

求職登録看
秀82万人

b

(注）雇用保険受給資格なしの者の数は､ハローワークにおける新規求職登録者数の者から雇用保険受給資格あ
りと在職者を減じて算出｡なお､在職者はパートタイム含む常用の数であり､一部雇用保険受給資格ありの者も含む。

資料出所:総務省｢労働力調査』厚生労働省｢職業安定業務統計｣､｢雇用保険業務統計」 1



■
■

完全失業者:336万人

’ その他の者:74万人離職者:243万人
学卒未就職者
：14万人

｜繍騨蕊職| 富…"順…'） ’
非自発的な離職による者
(定年又は脇契約の潜了）

詮 収入を得る必要が
生じたから その他 計

■■－－

３
か
月

未
満

113万人

（34.7）
15万人 39万人 35万人 4万人 13万人 7万人

３
か
月
以
上

６
か
月
未
満

60万人

(18.4）
8万人 22万人 18万人 2万人 7万人 3万人失

業
期
間

６
か
月
以
上

１
年
未
満

59万人

(18.1）
6万人 22万人 17万人 3万人 7万人 4万人

’
弓
１
年
以
上

94万人

(28.8）
6万人 22万人 31万人 5万人 18万人 12万人

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■－

’
35万人

(10.7)

105万人

（32.2）

101万人

（31.0）

14万人

（4.3）

45万人

(13.8）

26万人

(8.0)
’

326万人

(100.0）
計

資料出所:平成21年労働力調査年報
※総数に分類不能又は不詳の数を含むため､総数と内訳の合計とは必ずしも一致しない。

2

求蘇理由〃･失業期間別完全失業者数
F



諸外国(英｡独･仏･米)の失業保険制度
■■■■■■■■■■■■■■■■■■

’ １
７

I

I

l ’鐸ﾘス
’

ドイツ フランス アメリカ

求唾者給付法(1995年）法律 社会法典第3a(sGBm)｢雇用促逆｣(Arbeitsf6
rd6rdarung)

2009年4月1日発効の労慢懐約 社会保障法〈1935年）

連邦失察我淺<1939年）
各州失察保険法

適用範囲 原則として18奴以上.年金受給年齢(男性65趣､女
性60a)未潤のイギリス居住肴であり､週当たり95
ボﾝド以上の収入があること

65鼠未満の者

※月収が400ユーロを超えない溺合は適用除外
民間の貫金労働者 暦年の各四半期における賃金支払韓圏が10500ド

ル以上､又は1人以上の労僅者を暦年で20週以上
雇用する事案主の廻用者

受給要件 ①職菜に就いていないこと又は収入のある仕率に
遇平均16時間以上従率していないこと

②柑時40時間以上の就労を行う能力を有し､求蹴
活動を積極的に行い､かつ直ちに就聴し得るこ
と

③過去2年間のうち1年間､保険料を納付している
こと

①轍案に就いていないこと又は厘用されている潮
合は戟労時間が週15時間未満であること

②求蹴活動を行い､轍菜紹介に応じうる状恕であ
ること

③詮殴前2年間において通算12か月以上保険料を
脇付していること

④65戯未潤であること

①正当な理由がなく自己都合退駁(辞職)した者で
はないこと

②戟労活動に必要な身体能力があること

③50歳未満は慈瞳前28か月間､50奴以上は凝轍
前36か月間に4か月以上就労していたこと

④原則として､60繊未漢であること

州毎に異なるが､主な要件は以下の通りろ
①選戒解璽者や自発的離轍者(ｾｸﾊﾗ､本人の
荊気､配偶者の転勤に伴う転居の理由の墹合を
除く)ではないこと

②求轍や再就騏の能力及び愈思があること

③離職前に一定の鳳用期閲及び一定顔以上の所
得があること

18識未潤:週35.65ポンド

18～24蔵:遇46.85ポンド

18～24煙:週46.85ポンド

25趣以上:週59.$5ポンド

給付額 従前の手取り賃金(法律上の控除額を連し引いた
前轍の貫金)の67“(扶養する子がない者は60%).

給付額(日顔)は詮域前の賃金〈月顔)及び動誘影恩
(フルタイム､パートタイム等)に基づいて算定.フル
タイム労働者の理合､下記のいずれかとなる．

州毎に異なるが､擬ね平均週給の5副程度．

※2”9年末まで週当たり25ドルの一律地訊を実
施．

1066ユーロ(月額)以下：

躍駈前の貫金の75％(日甑）

1066～1188ユーロ(月釧)：
26.66.$一口の定額(日額）

1168～1928ユーロ(月額)：
慈職前の賃金の57.4％(日額）

最長182日(26週）給付期間 給付日数:加入期間と同期聞
(50戯未洩は溌長|24か月.50戯以上は銀丑36か
月．）

50戯未潤:6～12か月

50戯以上55戯未潤:6～15か月

55歳以上58歳未満:6～18か月

58急以上:6～24か月
※給付期間の長短は被保険者期間の長さに応じ
る．

※就労時間が週15時間未潤で遍用されている魂
合は2009年から1年間の時限描湿で支給期間を
18か月に拡大．

州毎に風なるが､蟹ね最長26週

※現在､2009年末まで適邦政府による経済対策
の一蝿として給付延長が行われており､延長に
必要な辺邦政府補助の受け入れ判断をした州
では46週(失藁率が696を超える州は59迎)まで
受給可．

財源 ＜保険料＞
労使の負担する保険料

※イギリスでは失案保険や年金等を含む単一の社
会保険制度である国民保険制度による．

＜保険料(2009年)＞

賃金の3.0%<労使折半）

※ただし、2”9年1月から2010年6月までの18か
月間は時限描匪として2.8％に引下げ．

＜拠出金＞

加入時に率菜主が拠出．
＜保険料(2叩9年)＞

事露主が負担する州失粟税(通鱗の失栗給付費）
及び運邦失其鋭く給付延長抱園に係る愛用の連邦
政府負担分等)｡3つの州を除き、被用者負担はな
い．

州失粟税:全米平均で約0.66％
運邦失案観:0.8兜(事残主から微収されるの

は年間支払貢金額の6.2粥である
が､一定の条件を溝たす鳩合は
5.4ポイント分の控除がある）

＜保険料(2“9年)＞

保険料率は緯賃金の6.4粥

(被用者:2.496事実主:4.0%)＜国庫負担＞

原則なし

※ただし､給付財源が不足する場合には､給付に
要する畳用の17船まで国庫補助ができる．

＜国庫負担＞

支出が収入及び覆立金で賄えないときに限り,不足
分を連邦政府が全額負担．

■

資料出所:データブツク国際労働比較2009､海外傭勢報告2007～2008､雇用保険蝶鯛べ

3



諸外国〈英･'独倉＆仏》⑲失業扶助制度

｜

ｲギリス ドイツ フランス

財源
国の一般財源 国の一般財源(ただし､受給者に対する住居黄及び暖房愛

は地方自治体の一般財源）
国の－般財源

’
所得鯛査制求職者手当

(InCome-basedJobSeekeFSAIIcwance)

失粟保険の受給資格をもたない求職者
(原則として18観以上年金受給年齢(男性65歳､女性60")
未満の求職者でイギリス居住者）

特別連帯手当

(ASS:AllocatbndesolidarMsp6cinque)
制度名 求職者基礎保障給付(Grundsichen｣ngnlrArbensuchende)

働くことはできるが仕事がなく生活に困窮している者 原則失菜給付の受給期間を満了した長期失業者。自
発的に失業扶助の受給を選択した50蛍以上の失栗給
付対象者．

受給対象者

・職粟に就いていない又は収入のある仕事に週平
均16時間以上従事していないこと
・就労を行う能力を有し､求職活動を稜極的に行い、
かつ直ちに就職し得ること
・パーソナル･アドバイザー(個別相肢員)との間で求
職者協定を純結し､2週間に一度ジョブセンター･プラ
ス(公共職業紹介及び各種給付サービス機関)に来
所すること

・現在フルタイムの教育･職業訓練を受けて
いないこと

‐資産が16.000ポンド(約233万円)以下であること
・収入ある仕事に週24時間以上従事している配偶者
が

単身者の鳩合

25歳未満50.95ポンド(約7,411円)／週
25歳以上64.30ポンド(約9,352円)/g

(2009年8月現在）

※給付額は世帯構成に応じて異なる。
－人親の増合
18級以上64.30ポンド／週

配偶者がいる場合
100.95ポンド(約14,683円)/m

※各世帯の事情(障害者､年金受給者がいる等）
を要件とした加算金がある。
※世帯の収入･麦産が一定水準以上を超えると
給付が減顕される。

15歳以上65歳未満であること
1日3時間以上は就労できる者であること
適当な仕事に就き､麦産や収入を利用しても自身の
生計を十分に確保できない状態にある者またはその
パートナーであること

世帯資産の保有に関しては､現金は対象者及び対
象者の配偶者(内縁を含む)それぞれが､年齢1隈ご
とに150ユーロ(約2万円)(最低3,100ユーロ(約41万
円)～最高9,750ユーロ(約127万円))が鯉められる

離職前10年間に5年以上就業していたこと(た

だし､子どもを育てるために休菜していた場合
は､3年を上限として子ども一人につき,年､就
業年数の条件を軽裁できる）
実際に求職活動を行っていること(ただし,55
錘以上の者については免除される）
手当申派時点で、家族扶養手当及び住宅手
当を除く世帯月収が､ー定額(単身者1,059.80
ユーロ(約'4万円)､配偶者がいる塙合
1,665.40ユーロ(約22万円))に満たないこと

’
受給要件

単身者の塙合
359ユーロ(約5万円)／月

単身者の墹合
世帯月収605.60ユーロ(約8万円)未満：

454.20ユーロ(約6万円）

世帯月収605.60～1,059.80ユーロ未満：
1,059.80ユーロと収入の差額

世帯月収1｡059.80ユーロ以上:給付ゼロ
（2010年f月1日現在）

※給付額は世帯構成に応じて異なる。
配偶者がいる噸合

世帯月収1.211.20ユーロ(約16万円)未満：
454c20ユーロ

世帯月収1.211.20～1,665.401未満：
1645.60ユーロと収入の差額

世帯月収1,665.40ユーロ以上:給付ゼロ
※世帯月収が一定水車以上を超えると給付
が減額される．

(2009年7月現在）

※満18職以上のパートナーには基翠月額の90％、
満14歳以上満25歳未満の子供及び未成年のパート
ナーには基準月額の80％､溝6蟻以上満14歳未満
の子供には基準月額の70％､満6歳未満の子供に
は基単月額の60％が別途支給される。
※一定の所得と財産があるときは､給付は部分的
にまたは完全に減額される。
※別途､地方自治体の一般財源により受給者に住居・
暖房嚢を支給。

給付水準

年金支絵開始年齢(男性65韻､女性60")まで無
期限｡6か月毎に受給資格の見直しが行われる。

原則6か月だが､更新可能で65歳まで実質無期限． 原則6か月だが､更新可能で60識まで実質無期限．
給付期間

受給者73万7000人
支給総額21.3瞳ボﾝド(約'3098億円）

（いずれも2008年度）

受給者477万人(2008年12月）
支給総額424億ユーロ(約5兆5438腫円)(2008年）

受給者32万4000人(2007年12月）
支給総額20鰯ユーロ(約2615憶円)(2007年）

給付実頼

※1労働政策研究･研修機構(JILPT)において作成

※21ボﾝド＝145.45円､1ユーロー130.75円で換算(2叩9年12月の為替し一卜(内閣府海外経済データより)）
※3ドイツの受給者数については､本人だけでなくその家族(配偶者､子供等)を含む 4



諸外国における失業保険及'ぴ失業扶助の国庫負担とGDP､NIとの関係

’
「

日本 ’
－

’ｲギﾘｽ ドｲﾂ ﾌ罰ﾉス

給付額 ’ 給付額
1

1 ’給付額 国庫負担 国庫負担 国庫負担 給付額 国庫負担

｜
【｜

卜腫駕勵1 卜再認跡1
雇用(失業)保険
(労使保険料）

約1760億円
（13.75％）

約4.8億ボﾝ
（830億円）

約229億ﾕｰﾛ
(3兆1144億円）

約224億ﾕｰﾛ
(3兆464億円） ｊ

０
％０１

約1兆2803億円
】

‘･失業扶助

(失業保険受給婆
了者や生活困窮
者等に対する給
付）

－

約忌,繍ド|細;欄ﾝド
約264億ﾕｰﾛ

(3兆5904億円）
約264億ﾕｰﾛ
（100％）

約21億ﾕｰﾛ

(2856億円）
約21億ﾕｰﾛ
（100％）

一

－

約24.4億ボﾝ
－ 〈4221億円）

約19.6億ポﾝ

（80％）
(約3391億円）

約245億ﾕｰﾛ

(3兆3320億円）

約264億ﾕｰﾛ
（54％）

(約3兆5904億円）

約21億ﾕｰﾛ

（9％〉
(約2856億円）

約493億ﾕｰﾛ
(6兆7048億円）

約1兆2803億円 約1760億円
(13.75％）

合計

IL

GDP

(国内籍生産）
約1兆3220億ボﾝ
(228兆7060億円）

約2兆3220億ﾕｰﾛ

(315兆7920億円）
約1兆8060億ﾕｰﾛ
(245兆6160億円）

約507兆3650億円

NI

(国民所得）
約9251億ボﾝ
(160兆380億円）

約1兆8998億ﾕｰﾛ
(258兆3660億円）

約1兆6320億ﾕｰﾛ

(221兆9520億円）
36眺6720億円

国庫負担計／
GDP ■0.038％ 0.148％ 1.136％ 0.116％

■■

国庫負担計/NI 0.054% 0.212％ 1.389％ 0.129％

－

※1各国とも2006年度の数値。

※2ドイツについては2002年度､約30億ユーロ(約4080徳円)｡給付額は約270億ユーロ(約3兆6720健円)｡2006年度､実績なし。
※3イギリスについては､日本における医療保険､年金､雇用保険等を一体的に提供する保険制度｡国庫負担は､制度全体の予定経費の17％を超え
ない範囲で行うことができる｡(近年実績なし｡）

※4アメリカについては､事業主都合による離職に対してのみ失業保険給付の対象｡連邦及び州政府の失業税(事業主のみ負担)を財源(例外二州)。
※5 1ポンド＝173円､1ユーロ＝136円､1米ドル=102円(2008年10月8日現在）
資料出所: ．各国の給付額については､ドイツ連邦雇用庁､ドイツ政治教育連邦本部､厚生労働省大臣官房国際課作成｢海外情勢報告｣､フランス全国

商工業雇用協会連合等のHP等から

・各国のGDP,NIについては､｢UN,NationaIAccountsMainAggregatesDatabasejから
5



求職者支援制度⑳趣旨等

I必要牲｡趣旨1

｡非正規労働者や長期失業者の増加等を受け､雇用保険を受給できない離職者等に対する支

援の必要性が高まるF壱いることを踏まえ､雇帰保随受給壱ぎ程U堵l垂制するｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄを

§剣瞳するb

～

｜繭容’

､’ 雇用保険を受給できなし噸職着渥あ毎『て､労働の意思及び能吻|を有するものに対し､その就

職の促進のために必要な職業能力を高めるための訓練を受講する機会を確保するとともに､一

這面雲霧雀満燭f場合に睦馴緯期間申の生活の安壼に資するための給付金を支給すること

等巻歯容と茸る制度を創設するb)

なお､具体的な内容'三ついて'隣現在労働政策審議会I吾掲いで横討車。

6



求職者支援制度創設に係る主な論点〈制度の対象者）

|制庭伽濁塚者’

【緊急人材育成支援事業】

訓練開始予娼働昌|にお腓乙§次のいずれにも該当す識者
“安定所に求職単込みを穂百W邸､る者
・現在有する技龍知識職業経験等と労働市場の状況から判断して基金訓練を受講することが適当

…; 卿潮”
I-､｣=-!ーーL一三・K＝＝,ー]ー｡'ﾛ･鳥一‘一－－＝'二~＝＝'－－1－1．･己'二､二一壱一一一一一一一－－‐-‐－．－”－－－－－－－－

1<雇用保険部会等における検討事項＞
II○求職者支援制度の対象者の範囲について､

|｜ 雇用保険を受給できない求職者のうち．
1 ．離職した後において､雇用保険の受給が終了したこと､雇用保険の適用がなかったこと又は受給資格
I 要件を満たさなかったことによ肌雇用保険を受給できない求職者
II . 自営廃業者など.離職者ではないがこれに準じて支援が必要な者
l ･学卒未就職者その他の就業経験のなL堵
I'0弱霊以上の者を制度の対象とす畿裁N否がに訓､て

||〈雇用保険部会等における鋤議読障
11 ･'恒久的な制度を創設する|量お鑑って笹学卒未就職者を対象者とすることについては､議論が必要。
II ･ 65歳以上の者の取扱をどうす蒜がなど､年齢要件についfで細目悶蹴べきではないか。
I匡ロー＝'－．.'＝垂1－－．－1＝ヨー==-=|､一三.＝＝＝‘ ｡.. ｡..:－－＝－－－－－．．．．－．.｡｡.‘...ー－－－．－－－．－－－.‐
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Ⅱ
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求職者支援制度創設に係る主な論点(給付金の支給要件）
I圏;…通

､鯛公識涛成支援事業】

以希⑳しげれにも該砦する者
”公共職業安定所長のあっせんによ恥,基金訓練またｲま公共職業訓練を受講している者

：蕊鱸 給でき刺者 ■

篝篝籍 聯こ±
※Ⅷ､月毎訓練画数の8詞以上を出席しなか雷だ場合にIま､当該訓繍こづいては.以後給隷金を支給しない。
－iニー ーーーー1－1－＝＝＝＝＝－1－－1 画 a－F－元一ざ‐ 、ｒ
■
且
。
」
■
伽
ｌ
則
苗
馴
Ⅲ
副
ざ
■
■
・
Ｉ
－
ｐ
ｐ
■
勺
・
苫
ロ
■
。
Ⅲ
脚
色
■
■
・
引
叫
．
酬
引
』
■
■
・
刷
則
ｌ
Ｕ
ｄ
ｐ
“
口
》
ロ
Ⅲ
■
巴

■ 争
ニ

ーーI■■■■■■ー，■■■ ’■■■ ＄■■■一一一一一■■■■■■■ O -b p D ■ ■ 2 1． 0 b ■－．

1
■■■?

11

1|

《その水準について II
■■

II
岸

1

1卓

p I

l!

I

上る生計者要件は外してもよいのではないか。 I

鵲いいのではないか1J望O I

b《あるのではないか。 li

I

1

､山林を持っている場合や熟親が農業をやってい#誰’
1

1

1
ー.＝I■■ﾛ■＝．＝ー1－■■■■■■＝二三二二一・、－．－'■■■l■■■･ ■■■－－－■■■■■■

8

ぴその水準について
て

て

い

＜雇用保険部会における検討事項＞

○世帯の主たる生計者要件を設けるこ挫催訓､て
｡'年轆雲傍縮喚制暴;世帯年収)塞謝誌ること及
○金融資産要件を設けること及びその水準につい
○j営地1．蓮勤”所有の要件を設けることについ莚
。出席率の要件を諾け瀦屋と鋤ぴ子のうk塗につい

金融資産要件を設けること及びその水準につい

出席率の要件を設ける暹と髄びその水準につい

＜雇用保険部会に雇用保険部会における主な議論＞
恒久的な制度を創設するに当たっては､世帯
年収要件については､世帯年収だけしばって
資産の確認について賎ある程度厳密に行う
資産要件蝿､詞屑睦言い数字ではないか。

の主たる生計者要件は外してもよいのではないか。
おけばいいのではないか，一㎡ ◎
必要があるのではないか。

■
叫
切
削

罰土地･建物の要件につし聴供価値がそれほどな
めに土地を持っている場合などもあり､綾討が必要。
。出席睡噌理鰯弱瀧侭づいて考える必要。

､価値がそれほどな

I■■■■■■ー＝ーh ロ■■■5－■■■ ■■■、－－■■■■＝■■■■■■二一‐ － ■ ■ ■ b



■■B■■■■ －

求職者支援制凄創設I二係る主な論点(給付金の額）

瞳位金の額）

’【緊急人材育成支援事業】，

'‘訓繍生活支援給付の給付劉肩憲副
単身者の場合目、堀周，

㈱・訂

’

Ii･ー･ーー'‘＝＝＝字＝＝一己，ヨニーーーヨーヨー＝‘＝ニーー‘－＝＝＝ニーーニーー'一一－'－－－－－－－－一一ｰ－－－

1＜雇用保険部会における検討事項＞
'○給付額の水準につし蹄

i l③給付額に地域差を付けるこ劃逗訓虻

'○雇用保険の基本手当②鐘鋤関係に瓠､て i
iII

10織緬種鍾匡っ'いて 1，
'○融資制度の必要性についwで
I --

I<雇用保険部会における主な議論＞

！ “地域差を付けるか否かということや､雇用保険の失業給付の金額との雷渥萎誉のように考えるかというこ！
’錨澗辨.’
1 ．給付額の水準は､世帯に対する給付とするか駒世帯年収要件をかけるかということとも関係する問題。 ｜
i ， '鐙鋤璽iし埴践,生活給付だけでなく､訓練実施機関への交通費を支給する通所手当iや訓練が始まる ！
|まで⑳閲に手当を支給する待期手当など雨給付の種類についても考える必要があるのではないか。
!”求職者支援制度は拠出制の雇用保険制度とは異なるので､雇用保険と同様の待期手当までつける必要ll
I Iま潅獣の矧議錘いがb i1

l p融資制度を組み込むことについても議論を行う必要がある。 II
L一画＝二壱ぅ==;j一一一一一一一.－－．－．ﾛ.岸ｮ‘－＝&＝＝－－，－‘｡－＝－－－－－，－．..－－－－－1－‘..､一言旨..ー畠昌.＝ー＝,』
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求職者支援制度創設に係る主な論点(給付期間）
ｰ

鎗耐期間 ’

－－－

畷急人材育成支援事業】

生

一
」

’
|~乏崖甫葆蔭蔀臺禧説忌謁菫遂
!○就職を促進ず看全の鑑嶢迩鳴熱給

■■■■ﾛ

ー』－－'D==1==口■■==1三｡■ロ==FI･=口■ローーーーーロ■ローーーーー ロ ， －‘ ， ！

I

I

I

I

I

l

I

颪 ’
1

_1_1

付期間に限定を付すること及びその仕組みについて
１
１
１

＜雇用保険部会における主な議論＞

･給付を就職までの一時的なものと位置付けるか否かも一つのボｲﾝﾄ。
1 .･訓錬朔間津'に給付を行う仕組みであるため鋤訓練にどの漣琶いの期間が必要かということも考える必要。

1割識鯉瀦蕊鰯鯛 蟻頚繼薑蝿議駕纈哀巽撚､原
I=@画･=W=! g=一重s一・=,‘蝉＝＝言==i－－－－－－－‘､－－－－－－－－－－‘一一一－一一一一・・・一一一．.．＝－－－－1． 軍百 一~一 ~‐ ‐ ‐
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誰職者支援制度創設に係る主な論点(就職支援）

’

議職蕊鶏

0■■■．一＝．ーま'■■■ ！■■■l‐一一■■■■一二＝I!＝・ロー■■■■ ！■■■コニーーDl O－－－， 一■ ‐ 11 口 ， 「‐ ‐ 一一一■■■■■■ ■■■合一■■■一一一ーー■■■■－ー王ー－－■ ■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
二
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
一
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
一
■
■
■
■
『
■
旧
■
『
一

一

|(言繍灘欝墓職支援の方策につ脈
１
１
Ｉ
<雇頻繰嬢部会k二翁1誹る主な議論＞
・求職者支援制度の創設に当たって当たっては､就職に結びつくよう､ハローワークの機能を充実し､就職支援を
行う必要がある。

。就職支援については､訓練受講申及び訂鬮琴予後にｷｬﾘ扉｡コｼ緋ﾙﾃｨﾝグを行うことが重要ではな
慨蛎1，｡

巧釦。■狸、肌・■

■

■

一

Ｉ
－
ｌ
－
Ｉ
Ｉ
ｉ
ｌ
－
ｌ

就職支援
訓練受講

に当たっては､訓練受講中も含め､州回=Iﾜと一参と訓練実施機関が連携する必要がある。
者に対す登識溌匿雪雲の一つの琴＝ルとしてジｮブカードを活用することも考えられる。

■■■I■一1ーー■ q■■■
■■■ーｰ一・壱ー■■■－12－■－，ーj ’■■ローI＝■I■D＆＝＝1■■■；一一■■■－b一一■■■1＝＝＝■ ．＝二－1 口 一 '■■■－1－F－I I B ， U ［－J’ ＠
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求職者支援制度創設に係る主な論点(そ⑳他）

）
ｰ

i

I

I

I

I
T＝

I0

■■■ーl■■■■■■ー■■■■■■■1 4■■■ ﾛ ■ ロ ■ 1 日 口 ■ 】 ー■■■ ■■■､ー■■■ーﾛ ■■■■■■■■■■■■ー■■■ ■■■■■■ 1■■■ー！■■■

ーー’ー ーーー！ーーーー一一＝.＝二二．－－，句＝＝■ ■■ ■ 甲 一

0

1
>か。

1

0

島を積極的に改善する取組みを促すた ’
1

－－－－・口,・－－－－－－． ｝ ＝‘ ， ‘ ‘』

＜職業能力開発分科会における検討事項夢

｡より効果的な訓練が実施されるためには､どのような方法があるか。

<職業能力開澆織科套における主な議論＞
'・訓練実施機関が､受講者の就職に

I め､就職実績に応じた財政的支援を
L－－＝＝＝＝＝,－－;一一一二＝－－－

こ応じた財政的支援を
■■■ ロ■■■ー■■■■■■■■■ ■■■Q■■■■■■ I■■■

向i雛､カリ熊昼ラムや就職支援を積極的に改善する取組みを促すた
行う仕組みとすることが適当。
■■q■一 ーー! ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ー■■■ー

－－J適正毒附憾の潅鋤の具体的な仕組み

ll･~ーーー｡ｰ"~．.･･..．｡=-Z=-.-...ー』一一"ー~･･･..~＝‘＝・冒.'－．~‘!~1 .-,･････ー－．.．.－.-.ｰ一一･･･三･~.．．===1 .~.-~.=1
ii<雇用保険部会における検討事項＞

I'@! I綱篝雲議を腺塵する観点から.給付を受けた者がその後-定期間は受給できない仕組みを導入する’
ll ことにつじ蝿
'○不正受給を防止する方策について

li<雇用保険部会における主な議論〉
il .恒舞1熊錨潅旬て磯給付期間のｲﾝ戎＝バルをど⑳搦に置くのか考える必要がある。

llヨ給付期間のｲｼ蓼-バルは是非とも必要である｡毛伽止で：正当罐事由がなくても求職活動を行わない Ill求職者に対す榊非ﾙ剥進L悪当該期間毒建謝るなどの措置を検討してもよいのではないか。
i d!給付の評ﾝターバルと訓練のｲﾝ排パﾙを区別した上で､整理が必要ではないか。
I ･:不正受給を行った場合における給付金の返還などの仕組みが必要。
L一一二＝＝ニーーー･＝＝’一一一一一『－－－－－－－－－－一一,‘－，－－－－‘－－－－－－－1－一－－－－－－ー､I
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求職者支援制度創設Iこ係る主な論点（
、

その他 ）
画

|老鋤画’
ｒ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
－
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
』
」
ｌ
Ｉ
ｉ

■■■■■■■■■■|■■■■■■■■ー■■■ー■■■ー■■■･■■■■■■■■■，■■■■■■－■■■■■■－

<雇用保険部会等'二蕊跡誠彙討事項＞
○1緊急人材育成支援事業との切れ目睦馳咬
○求職者支援制度の実施体制について

■■■ ■■■■■■ーー■■■■■■ーーーー■■■一一
凸 申 一 一 ■

ー

■ ■■■■■■ 』ー■■■ーーー■■■■■■■■■■■■ーー

l

l

I

I

l

l

I
いかg

全国ﾈｯﾄで支援を受けら ’
1

惣一バル存管理できるよう I
j

I
－ ■一も‐■血曲一一一 岳一 凸一一

一一＝‐＝＝‐＝｝■ ＝｜ ロ ■ 1 ， ■ ‐‐

一

し哺紗。

援を行うための方策について

＜雇用保険部会等における主な議論＞
育成支援：現行の緊急人材

・求職者支援制度
事業と切れ;目潅I,皮援を行う必要があるのではカ
ミーサル捗一筐スとし忍国の索泌ﾄ副一夕惹便い、

支援を行う必要があるのではな
|蓮､ユニノ

れるようにすることが重要。
制度を運用するに当繕尋でI盛過去(曇識擶る訓練の受講歴や給付期間のイシターバルを管理できるよう

■

な電子シ窓テムiの構築を検討すべきである己
一

一
一一一Ｉ6 旬 -一■ "－－ －一

． ■‐ _ ■~_ ‐ ；■－－ローD叫戸三 ‐■■ﾛ■－1■■■ I■■■ ーーー■■■ーー－－■■■■■■－－’一一F－■■■1 1 ■ B ‐-‐■ ‐ ‐ロ ･一献一

／
雲
、
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〆

｢緊急人材青 髪事業｣について百

｡)雇用保険を受給できない者(非正規離職者､長期失業者など)等に対する新たなセーフティネットヨ

雛菫蕊藻詩鐡菫呈諸篭芸籠壼 嘉 遡蝿保障のための
”＝＝』ニーーー■■、一一・－1－1＝－－．■■・■■q■■＝’一一一一一＝7ニーーーーーー．一’ 一. トーーー， ‘ ， ‐－，－．=－－

■■、一旬
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’ 緊
急
人
材
育
成
・
就
職
支
援
基
金

職毒馴麓'と訓練期間中の生活保障の実施

①職業訓練の拡充
“ 新規成長や雇用吸収の見込める分野（医療、介護：福祉等）
における基本能力から実践能力までを習得するための長期訓練

！■■・ 再就職に必須のITスキルを習得するための訓練

q・ 訓練を受講する主たる生計者に対して、訓練期間中の生活費
を給付（月1'・万円、扶養家族を有する者:月12漏剛

・ 希望者にIま貸付を上乗せ
（月罰万円まで、扶養家族を有する者::月;8遍阿講志i),

’

新たな制度

として検討躍
墜
塁

（
展
止
め
等
に
よ
り
離
職
し
た
非
正
規
労
働
者
等
邑

●蕊業開語:､

夛譲壼難是茨晨珸ｸで相訓受付開始
●型年度塞蕃:【訓練】受講者数48,617人

Ｊ

１

､

【給付】受給資格認定件数37j44Mf

●22年度実績:． 【訓練】受講者数76,108人

’
【給付】受給資格認定件数53,484件

（22年8月3日現在）
－

１
１
１L三－．．．－－－．－｡･･一’．．. ･･･, ､．．－.一一...-.二言二一.-..口.‘.､一・..－-.----...-...-.一一..........‐_叩 －．－｡ ーー
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一 一ﾛ－

緊急人材育成支援事業燈騒げる対象者

度目標受講者数（ ）1内は22年
で

公共職業訓練
鰻套蒻ﾉ卿型塁 F

基金訓練(15万人》

訓練開始苧'定鋤日において零次のいずれにも該当する者 一蕊

霊臺謹蕊騨駕鶴蕊労働市場の状棚ら判断嘘金訓練
言蕊蘂鐵欝判断郡榊ﾘｱ酌ｻﾙデｲﾝグ雛で安定所長によ
③訓練を愛除る進めに必要な能力i等を有する者

…羅期離縦畷識縦すゞ
識鑿蕊篝鱗灘識鑿薫驫綴謡濡鍵鑑譲舞舞鍔蕊譲蕊職纐撫蕊鵬

訓練画生活支援給付訓練画生活支援給付

以下のいずれl三壱該当する者
③ 牒”
②
③
⑳
⑤
⑥

以下のいずれに遥

雲舗購讓
霊職薙雲
⑤世帯窒冨で保
⑥現在往総でい：

箔iﾖ溶者

陥長のあ画蝿皇よ挑基金訓練また睦公共職業訓練を蘂講している煮牒1）
誌換絹制金を受諾できない者

諌穰鰯撰篭篝壼謹溌識磯ある三と
誇る金融資産が師0万円以下であるこど
}畠i重地や健物以外に､土地憧物を所有Lでいない者

灘蕊篝灘鑿篝簔識蕊鑿鰯窪嘉蕊織襄謹塞溌鴬繍澱繍澱瀧繍…。蕊識蕊蕊窯蕊灘襄簔鬘総濤鱸鵬繍繍糊辮…。
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＜基金訓練震講者向けアンケー儒調蓉夢 .､、有効回答数3625猿のうち､問16(生活畳の収入源)の選択
肢中『3｣(本人の雇用保険)を選択しなかった3184票(約9割)に
ついて､回答内容を抽出し｢雇用保険非受給者｣として集計。

おなたの訓臘議讓議箭の直遜の戟業､生活形態は問 (複数回答）

0 200 400 600 800 11000 1200

(人）
P

常用労働者

派遣労働者
（常用型）

派遣労働者

（登録型）

パートタイム労働者･アルバイト

8201 (25.88201 (25.8%)

１
１
１

一
や

卜

－233 （7.3%）

■■■277 (87 |I|I

i' (,･柵
9

’
一面 ロ1

9

臨時労働者

季節労働者

日雇労働者

自営

(3.7%）119

33 （1.0%）

49（1.5%）

1 0（5.0%）

高校･大学等を卒業後､就業経験なし

生活保謹を受給

就業していない

その他

n=3184 不明

48＜1.5%)｜
I

"…1

I

Ｆ

■

０

９

４

■

623（19.6%）
I

’
■■■91 （2．9
－

21(0.7%）

）
１
１

鐸業能力開発局：’ べ

F



_ィ有効回答数3625票のうち､、問16(生活費の収入源)の選択
肢中｢3j(本人の雇用保険)を選択しなかつ狸ﾕ84票(約9割)に
ついて､回答内容を抽出し｢雇用保険非受給者｣として菜計。

＜基金訓練受講者向けアンケート謂毒琴

訓繍車錘時ゆ雇痛保陰受給織刷ま間

今雇用爆険に加入していなかった叺:加入していても被保険者
期|間が堤ソ|罰に受給資格が得ら和薄かぅたりしたケースが約三
割､雇閑爆険の受給期|間ガ螺了して'いたり､訓練の途中で終
登りしたケースが約4害I

雇用保険の

受給期間が

終了していた
■

戸1

／
〆

口

ﾛ■■

ﾛ■。■

、、

/虐壼保険を受耗

、喧 む！

／雇用保険を受給

、喧 む） 鰯足りず受給せず
1ZZ敬三／

駕毒隙、
保険者期間が

雇用保険に加入し

受給可能だが

自分の意思により

受給せず

2.0％

n=3184

職業能力開発局調べ
呈窒_‐ 」
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隷震溝者恂幟アン券＝ﾄ調蚕芽＜基金訓 蕪有効回答数3625票のうち､問16(生活受の収入源)の選択
肢中｢3｣(本人の雇用保険)を選択しなかった3184票(約9割>に
つじ唾ゞ回答内容を抽出し｢雇用保険非受給者｣として集計。

現在.:訓練･生活支援給付を受けてし蟻すか問

’

訓練｡生繕麦嬢給愉奮受'けでIいる些画答し弁者が今訓練｡生

約鰭膝占める＠
ー＝一一《

■

一

《

■

一

■

不E

I=隆2

不E

I=隆2

ゴ

’幻

4
L

ヴ

b

ノ

1

I
受けていない

32.O%

､ない

％

Ｉ

４
．
Ⅱ
。

受けている

57.2％
I

麺
§

F

犀
晶

犀
晶

j,』
「

7室7室
厚
グ

=3184
＝～－



|艤受講者向けアンケー聯査参 肢織震講繍瀧織驍霞鰡蝋雛
ついて､回答内容を抽出し｢嵐用保険非受給者｣とじて築計。

垣生活支援給付が受けられなかった理由は､次のう職彗の劉牟1国謹当しなかったため
(複数回答》

‘く識訓糠受講者向けアンケート調査参

問|訓練
ですか，

-勢「訓線｡生活支援給付を希望したが受けら
「世帯年収300万閂以下』砂要件に鱗当しな

れなかった｣堂回|答し
か割たと|回答した者力

た者のうち、

、約4割､次い

で｢世帯鰯主な生計者』|の要件I弓該当し恋狗陶たと画答した者は約2割に上る｡

0j 20 40 60 10080 120
（人）

９

０

日

Ⅱ

日

Ⅱ

Ⅱ

■ L 1－
世帯の主な生計者要件 64（23.4%）

7（13.5%）年収200万円以下要件 3
一宇
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
０
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ⅱ
１
１
１

世帯年収300万円以下要件 ■'05
（38.3%）

－－
－

－
１1

－
I

保有資産800万円以下要件 (1h.7%)32

現住地以外の土地｡建物の
非所有要件

24（8.8%）

3j(M)
一一

その他

｜(9.5%）
｜

’ 甲塑砺明 ’’n=274
II



＜塞金訓艤浸講者薗1時アンケート調査参 水有効回答数3625票のうち､問16(生活蚕の収入源)の選択

肢中｢3｣(本人の雇用保険)を選択しなかった3184票(約9割)に
ついで､回答内容を抽出し｢屋用保険非受給者jとして集計。

ご直身翻現窪の収入総額は"年間換算してどの程度ですか(訓練･'生活支援給付は除く）間

300万円超一

0.7％

毛

一

一

一
一

慨鰯幻

」

万円超-－－20

畦300万円以下

2")
下

L

可可可

無収入

60｡9%
一

1

〃

3184、
一

一戸

＝ミ

今無噸入《約6割)を含め､隼収が2o､雰閂以下と画答
した者は亘書1以上‘|に上る｡；



.、有効回答数3625票のうち､問16(生活畳の収入源)の選択
肢中｢3｣(本人の雇用保険)を選択しなかつ煙184票(約9割)に
ついて､回答内容を抽出し｢壇用保険非受給者｣として集計。

＜基金訓練受講者向|I

間|蕊患蒙計毒袋に間|環鶴覇計毒剰匡す

ナアン携＝ﾄ調査毒

る家族全体でみた1年間のボーナスを含めた現在②年収総額はどの
程度ですか

’一

今劉喫入《約錯！)を含め､家計全休で年収3m意円以下
であると画答した者がﾌ割以雪進を占める｡；

一

600万円超

ml画円以下
2.3％

70QF
9％

7.3％
L

、

、万円超50

無収入

31.1％

600万円以下

3.5％
１
４
■
〃

Ｐ

４

～弓一言へ
300万円超

400万円以下

69％69％

400万円超_／

0画剛弘下
i316%1

50

r､言、=r､言、=
~～～言
I．

｡｡

II 号～号～

II

～～
ヨョ

下

15.1％

／
参

■

3184n=
I _

犀



訓艤震講謝向lけアシケート調査参 有効回答数3625粟のうち､問16(生活費の収入源)の選択
肢中｢3｣(本人の雇用保険)を選択しなかった3ﾕ84蕊(約9割)に
ついr唾回答内容を抽出し｢雇用保険非受給者｣として築計。

間家計全体の現潅鵬融資瞳願|歸金､債券､株式及び投資信託》はどの程度ですか

今嗽し』((約剰)”場合篝含めも『家計全体の金融
資産が狐0万円以下｣|と回答した者が約箇割を占める。
i弧詞周超1

900万円以下

1.3％

900万円超

1p皿湿剛渉F
ド 0.7％ 〆

700万円超

800万円以下=～
1鴬酬

600万円超_一一一一

40

500

2.4％
:219%;

1000S

篭479
1000万

篭479
凹グヨ.

479

ＪＯＪ
ツヲ〃

I ー

ﾘ’
望望

≦､ﾐミ、謹
函

三ﾐﾆ墓ミニ-－

二

､ー全､ー全､ー全

誉＝＝=二-． ､量国室~一､量国室､量国室､量国室

「 宅r

200万円超

噸豊蚕
⑬円超

1鯛万閂以下

269%

1，

184n=



＜ハ回＝ワーク来所者に関ずる調喬より＞ ※有効回答数4279票のうら､闇2の川(65歳～)､問4の1(在職中)､問4の5(失業中
(瞳用保険受給中(待掘中を含む)))､問4の6(失業中(窟用保険に加入し､受給可能だが
自分の意思により未受給)を選択しなかった'“8票について､回答内容を抽出し案計。

間家計を共にする家族全体でみた1年間のボーナズを含め'た現在の年収総額《税込)は
－－

＃頓1-1ワークに来所する求職者⑳うち.畢間鰯世帯年収が最も震かつたのは
血醐面倒罪澗砂者で雲臺.S%。
なお､現行の緊急人材育成支援事業で給付要件となっている世帯年収が300万円未満の者は65.7%。

■
一
■
■

’100万円未満 25.8％

一

一

120｡2%100万円以上2m万円未満

■
■
■
■
■
■

ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ

''92”万円以上3”万円未満 秘

''3.3％300万円以上400万円未満

'7鰯im万周'以圭5"萢間未満

■500万円以上600万円未満 6.0％

|蕊醗600万円以上7”万円未満

'3.9％面五円哩垂
■■

、魂 5.0％ 10.0％ 15.0% 20.0% 25.0％ 30.0%

N=1448

職業安定局調べ出所拳厚生労働省調べ(平成21年）



＜ハローワーク来所者に関する調査よ;り＞ ※有効回答数4279票のうち､問2の11(65歳～)、問4の1<在職中)、問4の5(失業中
(雇用保険受給中(待機中を含む)))､問4の6(失業中(雇用保険に加入し､受給可能だ
が自分の意思により未受給)を選択しなかったﾕ“8票について､回答内容を抽出し集計。

問泰計全燃の'現涯の資産《預貯金､債券.稚戴及び投資信託）睦醤の程度ですか

ハローワーークに来所する求職着”うち､世帯砂金融資産餓壼懲多かつたのは
韮”万屑|未満僻音で雪血G眺芯
な鐙腫現行の緊急人材育成支援事業で給付要件となっている世帯の金融資産が800万円未満の者は92.4%。’

I

虹溺円兼霜 '5α0％
■■■■■■■

100万円以上200万円未満

2“万円以上300万円未満

300万円以上400万円未満

i15.2%

陣 ■蝋％

6塩粥
一一＝凸 ｡

4m万円I刈堂詞5万閉栄満 ■34jZ%

■■“％

| '蝿6

1‘0％

0.6％

B2.0%

500万円以上600万円未満

6m万円以上700万円未満

700万円以上800万円未満

800万円以上900万円未満

900万円以上1000万円未満

1000万円以上 5.1％
I

0.0％ 10.0％ 20.酌も 30.0％ 40.0% 5010％ 60.0％

N=jl'448

職業安定局調べ
醐所：厚生男罰省調撫(平成21年）
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雇用保険受給者の'1ケ月当たり'の給付額

〔墓篭溌瀞 ）浸給者の1ケ月当たりIの給付額をみると､創蓋MO万円以上の者の割合が釣

、

－

(％）

18

i ト
給付副繍o万円未満の者の割合］_乙_聖血 給付凋随師0万円以上の者の割合87.5%

1十
16

ー｡■■■■■－－－ーーーーー一一ﾛ■■■■■ー■ー~■ﾛ■ー■■■一一一＝一一一一ー一 ー■■■ーーー一ｰーーーーq■■I■■1■■4■■1■■ー1■■■■■ー■ﾛ■一一－一ーーー1■■1■■■■､ q■■I■■■■■Ⅱ■■■■－1■■一l■■■■､ーｰー一－－－－－－－

14

12

nOl

町

6

4）

21

0
言

叡綴確

（注1)1ケ月当たりの給付額は､基本手当の給付日額×30日。
（注2)平成22年3月の実繍に基づき集計。



一

I 金制度(水墳■■■■
弓－－－

制度趣旨国

最低賃金制閏とは.国が法的強制宛をもって賃窪の最低額を定め､,使用者に対してそ
の金額未満の賃金で労働者を雇用蔵るこ鑑禁止する制嵐
最低貫金の水準陸､①労働者⑮生計費､②労働渚の賃金､③通常の肇業の賃金支払
苣鋤を総合的に勘廉Lて定め》為も鰯ときれており､①を考慮するに当たってはﾐ労働者が
健康で交碓的な最低限度の生活を営むごとが看きるよう.生活保護に係る施策塗の整合
性に配艤計るものとされてし喝藏’

璽 扇■
加重平均|時間額:7y･13円

参考最低賃金(加重平均時間額)でフルタイム働い

〆参

込

、，

加重平均時間額)でフルタイム働いた者が得る11嫌月分〃手取額

8時間(40時間／週蛎2. 114週/年÷11,2弓凋)労働蝿8劇(税｡社会保険料を控除)=106447円

）除割合として､中央最低賞金審議会平成21雫産め溌回目安に関する小委員会提出資料の数字を使用し､便宜

11○愚理4ヲ閂

I 713円×{173．

※税･社会保険料の控除割合として､中央最低賃金審議会平成21雫産め溌回目安に関する小委員会提出資料の数字を使用し､便宜
上計算したもの。
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一

璽雲
｜
一
一 I

公共職業訓練を受講する層爾保険受給者働給付額〃、

公巽職鑿劃艤潅受講す愚雇用曝険壕蓋涛菩には､1眉当たり菫然手当圓飼崖受講手当
蕾加曝た額が支給されるbl
薬受講穿窪1は訓練受講園のみ支給｡巨恥団ﾛ鬼別途通所手当雲が糞諾されるb!

,／

例:最低賃金でﾌﾙﾀｲﾑ働&'唾いた雇用保険受給者が公共職業訓練を受講した際に
童峨叡ヶ員1分の給付額
｡最低賃窒否遁週|風1目ﾖ礒藺鋤いた者の賃金同額は40ﾌ4円

I 捌荊罰剛最低賃金の加重平均)蕊8時間識豆目I燭勵冒翻÷ザ目(1週間)=40刈問！

、上記の者が失業した場合②鑑本手当日額は3253閏
窯建龍鰻熈面郷剛瀞給赫奉(約O."|=3253R'

○上記の者が公共職業訓練を受講した際l屋婁(誰る給付総額は1鵬isg｡円
※1基本手当副額繼迄極ﾖ開|ﾂｰ別|笏嘱隙曾偲囮旧》券受講手当(500円】lX訓練目|数健惑目)=1'!｡ご弱｡
、※この他､通所手当等が支給される。L

1

公共職業訓練を受講する雇用保蔭受給者の給付額
一一一一
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一一ー ＝ 一

r一 ■やー■＝ －－－

－ 一一■■■■■■■■■■■■■■■

P

生活保護制度(水準）
ー

制瞳趣旨国I

生活保護制麗胤,国が資産厘能菰等す侭てを活用Lてもなお生活が困窮する者に対

し割困窮"程塵に応じた保護を実施す罰制度であ'以儘墨謹曇簔に規定する最低限度の
生活を保障す患とともIご､宅鋤自泣を助長す霊lごとを目的lとしている,。

１
１’ ’

単身世帯【33歳】I （月額：単位：円）
(3級地－2）

65，870

26｡200

92,070

助(第1類費も第2類費）

助(注1)

１
１
１
１

(1級地－1） ’’
｣8"990L ｣ (

53．700－．

WaBM690I M

東京都区部等 地方郡部等
生

一

住

一

一
合

蠅
一
腕
一
洲

扶
一
扶

一

■

一

■一一一コ

1
－

Ⅱ.､2人世帯【夫33歳､妻29歳】

’

〒

地方郡部等（3級地－2）

100,960 1
34,100 1

135,060 1

雲壜
扶=助(第丁類費･第2類費）

扶助(注1）
－

’ '1－－

皿3人世帯【夫33歳､妻29歳､4歳】

(3級地一鋤

125,680

13,000

34,100

172,780

■▲

､■■■■■■■■■

，生

東京都区部等（1級地－1）

162,170

13‘000

69，800

244.970
筐

活扶助(第1類費亀第2類蓑）
児童養育加算

’
。

一

一
一 助(注1） ｜

’ー I ’

注1住宅扶助の額は､1級地－1:東京都区部､3級地-25八代市とした場合の上限額の例であるも
（住宅扶助の実綴額は､1級地－1:約40,170円､,3級地－2:約18,220円(平成20年被保護者全国一斉鯛査>）
注2上記額に加えで､医療扶助等として､医療箒の実費相当が必要に応じ給付される。

注3学齢期の子がいる場合には､教育扶助として学用品典教材代等が別途給付される。

坪



＜ハローワーク来所者に関する調杏＞一

－－－、
1．経緯

縣溺三玩享驍露芝軍籍誤謬を把握することを目的として､求職者の性別､年齢､雇用保険の受
2.調査対象等
O全国の主要
のハ画一ワーク

○対象者4，2
○調査期間2

4,27

都市(北海道､宮城県､新潟県､東京都､石川県､愛
墨驫需

府桑広島県､‘香川県､福岡県）
勘案しサンプル数を割り振る）鷆麓に来所しだ求職者につL､てアンケート調

9人
1 2009年n月9日から13日までの1週間

、 ‐ －ノ
＜基窪澗11謂塑巽講嶺同齢アシケート調査＞

11｜;経緯

○現行の基金訓練の受講者の性別､年齢雇用保険
樫膣翻い嘱域アンケート調査を実施。

の受給状況､訂’l練､生活支援給付の受給状況等の属

2.調査対象等

｡!謝塞=塞迩幽涛淫卿旧-15目|に開講した基金訓練ﾖｰｽのうち､鎚廻勇一誕
○対象者:上記コースを受講する躯剛響火

_J、ー



求職者に対する迩一ﾌﾃｲﾈｯ鰯劉上の背景、(諸外国(英･独｡仏)の事例）

イギIノス､ドイツ､フランスにおいては､失業保険のほか､いわゆる失業扶助制度
(失業保険受給終了者や生活困窮者等に対する給付)がある。 ｜

’

イギリス ドイツ フランス

国の一般財源 国の一般財諒(ただし、受給者に対する住居貴及び暖房蓑
は地方自治体の一般財諏）

求蹴者基礎保騨付(GmndgichenmgfKl庫AJbeitsuchenda)

働くことはできるが仕亭がなく生活に困窺している者

国の一般財源財源

所得鯛査飼求砲者手当
(mcome‐basedJobseekGfsN|lowanCe)

失栞保険の受給黄格をもたない求職者
(原則として18錘以上年金受給年齢〈男性65趣､女性60歳）
未潜の求職者でイキリス居住者）＝’
・瞳桑に就いていない又は収入のある錐零に週平
均16時間以上従事していないこと
・就労を行う能力を有し､求職活動を歪極的に行いく
かつ直ちに就職し得る罠と

・パーソナル･アドバイザー<個別相談員)との間で求
廠者協定を締結し､2週間に一度ジｮづｾﾝﾀｰ･プラ
ス(公共職業紹介及び各種給付サービス搬関〕に来
所まること

・現在ﾌﾙﾀｲﾑの教瀞職業訓練を受けて
いないこと

・賀産が1600001ポンド(約233万円)以下であること
・収入ある仕事に週24時間以上従率している配個者
が

特別連帯手当

(ASS:AIIocationdeIsolidariEspecinque)

原則失栞給付の受給荊問を満了Lzた長期失菜者｡自
発的に失案扶助の受給を選択した50銭以上の失業給
付対象者

制度名

受給対象者

15歳以上65歳未濟であるごど‐
1日3時間以上は戟労gできる者であること
適当な仕事に就き_責産や収入を利用しても自身の
生計を計-分に砿保できない状態にある者またはその
パーートナーであること

世帯資産の保有に関しては管現金は対象者及び対
象者の配偶者(内縁を含む)それぞれが､年齢1雄ご
とに150ユーロ(約2万円)(最低3,100ユざ一口(約41万
円)～簸高9,750ユーロ(約127万円))が埋められる

畷腫前10年理に昌年以上就栞していたこと〈た

だし､子どもを禰薫るために休菜していた場合
は､3年を上限として子ども一入につき1年､就
業年数の条僥を軽減できる）
実際に求聴活動を行っていること(ただし.55
銭以上の者IﾐづL§ては免除され;る）
手当窮蛎時点で、家族扶養手当及び住宅手
当を除ぐ世帯月収が､一定額(単身者1.059.80
ユーロ(約14万円〕、配個者がいる場合
10665.40ユーロ(約22万円))に満たないこと

■
■ 寺

■
受給要件

単身者の瑠合
25愈未溝50.95ポンド(約7.411円)/g
25歳以上64.30ポンド(約9.352円)/g

(2009年8月現在）

※給付額は世帯構成に応じて異なる。
一人親の壌合
18鍵以上64.30ポンド～週

配偶者がいる剰合
．､Jop.95ポンド(約14.683円)/g

※各世帯の事鰄(障害者_･年金受給者がいる等）
を要件とした加算金がある。
※世帯の収入･責産が一定水率以上を超えると
給付が減額される。

単身者の堀合
359ユーロ(約5万円)／月

(2009年7月現在）

※満18錘以上のパ三トナーには基準月額の'90%q
満14鍾以上演25歳未潤の子供及び未成年のパート
ナーには基準月額の80%､菰6議以上潜14歳未満
の子供には基準月額の7096､溝6総未潤の子供に
は基準月額の'60粥が別途支給される。
※一定の所得と財産があるときは､給付は部分的
にまたは完全に減額される。
※別途､地方自治体の－綴財源により受給者に住居．
暖房黄を支給。

単身者の堀合

世帯月収605,60ユーロ(約8万円)未満：
454.20ユーロ(約6万円〉

世帯月収605.60～1jO59.80ユーロ未満：
1,059.80ユーロと収入の差額

世帯月収1.059.80ユーロ以上:給付ゼロ
(2010年1月1日現在）

※給付額は世帯構成に応じて異なる。
露曇者がいる塙合
世帯月収1.211.20ユーロ("16万円)未潤；

454.20ユーロ

世帯月収1.211.20～1.665.40未満3
1645.60ユーロと収入の差額

世帯月収1.665d40.-口以上:給付ゼロ
※世寄月収が一定水準以上を超えると給付
が裁額される．

給付水準

年金支給開始年鹸(男性65歳､女性60")まで無
期限｡6か月毎に受給貴格の見直しが行われる．

受給者73万7000人
支給捻額21,3飽ポンド<約3098健円）

（いずれも,2008年度）

原則6か月だが､更新可能で雨歳まで実演蝶期限． 原則6か月だがも更新可能で60趣まで実黄誌期限。給付期間

受給者477万人(2008年12月）
支給総額424憾ユーロ(約5兆5438値円)(2008年）

受給者32万4000人(2007年12月）
支給総額20億ユーロ(約2615徳円)(2007年）

給付実績

※1労働政策研究･研修撹構(JILPT)において作成

※21ポンド＝145.45円､1ユーロー130‘75円で換揮(2009年12月の為替し4－卜(内賎府海外経済データより)）
※3 ｲﾂの受給者数については､本人だけでなくそめ家族(配偶者､子供簾)を含む



求職者に対するセーフティ罪ｼI強化の背景⑧(各党の夏藷ﾆﾌｪｽﾄ）

’
◎求職者支濡制蔭の創設は、与党・野党間わず各莞伽マニフ1エストにお
いIで盛り迩龍れているも

’

’ ’民室党 自由|民主党 公明党 社会民#主党 みんなの党

､5.層用
加n年度中に『求職

者支援制度｣を法制

1騨渇と錨侭失業
I壽乏熈腱垂いを失った
jM雪誹鋸識毒援謹強
化します｡，
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求職者支援法案（仮称)概要

1背景・趣旨

非正規労働者が増大する等労働市場が変化する中で、平成21年、 22年に雇用保険
法を改正し、適用範囲の拡大や受給資格要件の緩和を行ったところであるが、さらに、

これでもカバーできない者に対しても失業した際の支援が受けられるよう、セーフティ

ネットを一層強化することが求められている。

しかしながら、雇用保険の失業等給付については､全体としての給付と負担のバラン
スといった保険原理から拡充に一定の制約があり、前回の改正以上に拡充することは困

難である。

このため、雇用保険を受給できない求職者に対し、その就職の促進のために必要な職

業能力を高めるための訓練を受講する機会を確保するとともに、一定の要件を満たす場
合には訓練期間中の生活を支援するための給付を支給し、併せて、公共職業安定所等に

おいてきめ細やかな就職支援を行うことにより、雇用保険を受給できない求職者の雇用

を促進する制度を創設する。

（

2法案の概要（※検討中の事項であり、変更はあり得る｡）
（1）目的

雇用保険を受給できない求職者に対し､必要な職業訓練の機会を確保するための施
策を講ずるとともに、必要に応じて職業訓練を受ける間の生活を支援するための給付
を支給すること等により、その早期の就職を促進し、もって、これらの求職者の生活

の安定を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与すること。

（2）求職者支援認定訓練（仮称）の対象者

雇用保険を受給できない求職者（具体的には、雇用保険の受給終了者、雇用保険の

適用がなかった又は受給資格を満たさなかった者等)であって､就職するためには訓

練による職業能力の向上が必要と認められる者似職'擦帆/' ，-繩
（3）求職者支援認定訓

①厚生労働大臣は

要な知織又は技能

基礎的な職業能力の開発及び向上を図るために必

めの訓練.(以下「求職者支援認定訓練」 （仮称）と習娼 ：

いう｡）を認定することができることとする。

②厚生労働大臣は、①の業務等を、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

（以下『機構』という｡）に行わせるものとする。

③国は、求職者支援認定訓練の実施を促進するため、予算の範囲内において、当該

訓練を実施する者（以下「求職者支援認定訓練実施者」という｡）に対する助成その

他必要な措置を講ずることができることとする。
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④機構は、求職者支援認定訓練実施者に対し、求職者支援認定訓練の効果的な実施

側蔑要な指導及び助言をf 鰄 ‘
①求職者支援給付（仮称）の種類は、求職者支援手当（仮称）及び通所手当（仮称）
とする。

②求職者支援手当は、公共職業安定所長が指示した求職者支援認定訓練及び公共職
業訓練等（以下「求職者支援訓練」 （仮称）という｡）を受講する対象求職者が、求
職支援訓練を受けるためには当該手当の支給によりその生活を支援する必要がある
者として厚生労働省令で定める者（※）に該当する場合に、当該訓練を受講する期

間について、730日分を限度として支給するものとする。

③②にかかわらず、支給認定しようとする支給単位期間の初日からさかのぼって6
年以内に、求職者支援手当の支給を受けた別の求職者支援訓練に係る最初の支給単
位期間の初日がある場合は、原則として求職者支援手当は支給しないものとする。
④求職者支援手当は、厚生労働省令で定める額（日額） とする。支給単位期間
（1月）ごとに、厚生労働大臣が、支給要件に該当すること及び求職者支援手当の
額について認定を行い、 日額に支給単位期間の日数を乗じて得た額を支給すること

とする。

⑤通所手当は、求職者支援手当を受給する場合に、公共職業安定所長が厚生労働大
臣の定める基準に従って必要があると認めたときに支給することとする。通所手当

の額は､対象求職者の通所に要する費用を考慮して､厚生労働省令で定めることと
する。

⑥正当な理由なく、出頭日に公共職業安定所に出頭すること又は公共職業安定所の
紹介する職業に就くことその他の公共職業安定所が行う就職のための支援を拒んだ
ときは、以後、当該求職者支援訓練の実施期間中は求職者支援給付を支給しないこ

ととする。

⑦不正受給をした者については、以後、当該求職者支援訓練の実施期間中は求職者
支援給付を支給しないこととし、すでに給付の支給を受けた者がある場合には、国

は当該者に対し給付した額の返還及び当該額の2倍に相当する納付金の納付を命ず

ることができることとする。

I

※厚生労働省令で定める者

当該求職者の収入、当該求職者と同居する親等の収入、訓練への出席状況等を勘

案して基準を定めることを想定

（5）就職支援

①公共職業安定所長は、求職者支援訓練を受講する者に対し、就職支援計画(仮称）

を作成することができることとする。
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， ②就職支援計画においては、就職に向けた目標、訓練期間中及び訓練修了後に、就

職支援を受けるために公共職業安定所に出頭すべき日、求職者支援訓練の受講以外

の就職活動等を記戦することとする。

③対象者は、正当な理由がない限り、就職支援を受けるため、月1回公共職業安定

所に出頭しなければならないほか、公共職業安定所長が行う就職支援計画に基づく

支援を拒否してはならないものとすることとする。

④公共職業安定所長は、求職者支援訓練に係る対象者に、訓練終了から一定期間経

過後、その就職状況の報告を求めることができることとし、対象求職者は正当な理

由がない限り、これを拒んではならないものとすることとする。

ハでE"伽婁潔藻耆 III{斜隻ﾙ犀廠
練実施者への立入検査､求職者支援訓練実施者及び求職者支援給付_ー

（6）その他

①求職者

霧・受給者李
零片ス鑑

等を命ずる権限、求職者支援給付の差押え・公課等の禁止、給付を

時効、罰則等を規定することとする。

保険徴収法、厚生労働省設置法、独立行政法人高齢・障害・求職者

等について、所要の改正を行うこととする｡

1

②特会法、労働保険徴収法、

雇用支援機構法等について、

※雇用保険法において、附帯事業に求職者支援事業を創設するとともに、求職者支

援法において、同法の事業は求職者支援事業として行う旨規定することとする。求

職者支援事業の創設については、求職者支援法の附則では行い得ないため、求職者

支援法とは別途、雇用保険法の一部改正で行うことを検討する必要がある。

3施行期日

平成23年10月1日 （予定）
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求職者支援制度の法形式について

今般創設する求職者支援制度については、対象となる求職者に対する訓練経費の負担、

給付の支給等を雇用保険の新たな附帯事業に位置付けて雇用保険法に規定した上で、制度

の具体的な内容については､別途制定する｢求職者支援法(仮称)」に規定することとする。

ょ附帯事業を創設する必要性ニニ

○雇用保険は、

①労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた

場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に

必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図ること

②労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の

増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ること

をその目的としている。

1

○この目的を達成するため、現行では、附帯事業として『雇用安定事業」及び「能力

開発事業」を行っているが、

①当該事業によって対策を講じようとする諸問題は、我が国の企業における雇用賃

金慣行その他企業の行動に起因するところが多く、その解決を図ることは、事業主

の共同連帯の責任であると考えられること

②当該事業の実施によって企業が一定の利益を受けることとなること

から、事業主のみの拠出により、事業主に対する給付を行っているところ。

○しかしながら、増大する長期失業者等の雇用保険を受給できない求職者に対するセ

ーフティネットとしてこれらの者の雇用を促進するためには、現行の附帯事業とは別

途、労働者にも拠出を求めつつ、求職者に対して直接給付を行う事業を行う必要があ

る。このため、雇用保険に、国及び労使の共同連帯からなる附措事業の類型として新

たに「求職者支援事業（仮称)」を創設することとするものである。

I

○当該事業に係る費用については、

・ 対象とする求職者には自営廃業者等が含まれ、離職者だけに限られるものではな

く、失業状態に至っている責任は事業主のみならず国、労働者にもあること

・ 職業訓練の提供等による労働者の能力の開発､向上の利益は､労働者のみならず、

ひいては事業主、国も受益することになること

から、国及び労使で負担するものとし、雇用政策に係る国の責任と、対象となる者に

係る自営廃業者等雇用保険の本体給付では対応不能な者の割合を勘案し､その割合は、

国庫1／2，労使1／4ずつとすることとする。
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○今般創設する求職者支援制度は、対象となる求職者に対して、必要な職業訓練を受

講する機会を確保するとともに、一定の要件を満たす場合に訓練期間中の生活を支援

するための給付を支給し、併せて訓練期間中及び訓練修了後に集中的に就職支援を行

うものである。これらの施策は労働者の能力の開発及び向上、雇用機会の増大につな

がるものであり、いずれも広く労働者の職業の安定に資するものであるから、雇用保

険の目的になじむものであり、新たに創設する求職者支援事業として実施することが

適当である。

※求職者支援制度に係る費用の一部を労働保険特別会計で賄うこととする場合､｢費

用の負担は雇用保険法の定めるところによる」といった規定例は見当たらないため、

雇用保険事業として位置付けることが必要。

2求職者支援法（仮称）力泌要な理由

○求職者支援制度においては、職業訓練、生活支援給付、就職支援はいずれも制度の

目的を達成するために必要不可欠の施策であることから、これらを一体とした法体系

とすることとしている。

○具体的には、これら求職者支援制度を構成する施策のうち、

①職業訓練に係る経費負担及び生活支援給付の支給については､求職者支援事業(仮

称）として雇用保険の附帯事業に位置付けるものであり、これを雇用保険法に規定

した上で、

②別途新たな法律を制定し、就職支援も含めた制度の全体の内容については、職業

訓練、生活支援給付の具体的な内容と併せて本制度を利用する求職者に係る種々の

義務等を当該法律に一体的に規定する

こととするものである。

○これにより求職者支援制度を構成する施策の関係性を明らかにしつつ、制度全体の

一覧性を高めることが可能であり、もって制度の効果的、かつ、適正な実施を図るこ

ととする。
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求職者支援認定訓練（仮称）の対象者の範囲について

1．労働の意思及び能力を有すること

○求職者支援制度において新たに創設される職業訓練（以下「求職者支援認定訓練」版

称）という｡）の受講対象者としては、早期の就職の実現という制度の趣旨に照らすと．、

当該者が

蛎鴬謡睾男駕奎鷲霊みを行っているここ
が必要。

※労働の意思を有しない例としては、妊娠、介護等のため退職した者や､公共職業安定所が不

適当と認める求職条件への希望を固執する者等が挙げられる。

また、労働の能力を有しない例としては、老齢に伴う体力低下の著しい者、家事・家業・学

業等の都合により、他の職業に就き得ない者等が挙げられる。

1

疋副11

○求職者支援認定訓練は、雇用保険を受給できない求職者に対し、職業に就く上での基

礎的な能力形成機会を付与するものである。

熟す…当具体的…
○上記の趣

①雇用保

②雇用保

､ については

方の整理は

（①雇用保険被保険者について）

○雇用保険被保険者は､適用事業所の事業主に雇用されている在職者であることから、

本制度が想定している求職者には該当せず、求職者支援制度の対象としない｡

○これらの者については、雇用保険法（昭和49年法律第116号）に基づく教育訓練給

付や、 （可能であれば)同法上の能力開発事業の活用を通じて、職業能力の開発及び向

上を図ることが適当。

（②雇用保険法上の受給資格者について）
○雇用保険法上の基本手当等の受給資格を有する者は、雇用保険被保険者資格は喪失

しているが､ ､一方で雇用保険給付による保障を受けている。

○また、雇用保険受給資格者は、雇用保険被保険者として一定の就業経験を有してい

たものであり、今般創設する求職者支援認定訓練(仮称)において習得が見込まれる、

就職に必要な基礎的な職業能力の開発及び向上を図るために必要な知識又は技能を既
に身につけている蓋然性が高く、＝般的に塾同訓練の受講にはなじまないものと考え
られる。

○このため、本制度が想定している求職者には、原則として該当しないものと整理。
Oこれらの者については、同法上の能力開発事業として実施される公共職業訓練を受

講することにより、就職に必要な技能及び知識を習得することが､基本的には効果的・

効率的。

I
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求職者支援法（仮称）上の新たな職業訓練の内容について

L新訓練の概要
○求職者支援法（仮称）においては、厚生労働大臣が、対象求職者の基礎的な職業能力

の開発及び向上を図るために必要な知識又は技能を習得させるための職業訓練について、
厚生労働省令で定める基準に適合するものであることの認定をすることができるものと

する。

○上記の認定に係る職業訓練(以下｢求職者支援認定訓練j (仮称）という｡）を通じて、

いわゆる非正規労働者や長期失業者等、職業能力形成の機会に恵まれなかった雇用保険

非受給者を対象に、それらの求職者が就職する上で必要な職業能力の付与を行うことと

している。

※公共職業訓練は、職業能力開発促進法（昭和44年法律第64号。以下「能開法」という｡）

第96条及び雇用保険法（昭和49年法律第116号）第63条において、雇用保険被保険者等に

関する雇用保険二事業のうち能力開発事業として行う旨規定されており、一定程度就業経験が

あり、基礎的な能力を有する雇用保険受給資格者が主な対象として想定されている。

○これは、

・ いわゆる非正規労働者については、就業経験等を通じた十分な職業能力開発が行わ

れておらず、安定した職業に就くためには十分な職業能力形成機会が必要であること

・ 長期失業者については、雇用保険受給時に就職ができなかったことや、在職時から

時間的な間隔が開いていること等にかんがみ、従来有していた職業能力とは異なる基

礎的な技能の習得が必要であること

から、求職者支援法の枠組みにおいて、従来の能開法に基づく公共職業訓練とは別途、

特に基礎的な技能及び知識の付与に重点を置いた職業訓練を実施することとしているも

のである。

※公共職業訓練の場合、能開法において、その趣旨は

・ 段階的かつ体系的に職業に必要な技能及びこれに関する知織の習得

・ 職業を転換しようとする労働者等に対する迅速かつ効果的な職業訓練の実施 ．

とされている（能開法15条の‘6第1項及び第3項)。

また、公共職業訓練の内容については、職業訓練の水準の維持向上のために、厚生労働省

令において訓練課程ごとに教科、訓練時間、設備等について定められた基準に従うものとさ‘

れている（能開法第19条)。

I

1

2．訓練の実施形態

○求職者支援認定訓練については、能力レベルが多様な求職者に対し、民間教育訓練機

関の創意工夫を生かし、迅速に訓練を設定するため、厚生労働大臣の委任を受けた独立

行政法人高齢･障害･求職者雇用支援機構が認定するという形態をとることとしている。

※公共職業訓練は、能開法に基づき、

・ 公共職業能力開発施設の行う普通職業訓練又は高度職業訓練（いわゆる施設内訓練｡能開

法第15条の6第1項及び第20条）
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及び

・ 職業能力の開発及び向上について適切と認められる他の施設により行われる教育訓練を上
記の施設内訓練とみなして実施する･もの（いわゆる委託訓繍能開法第15条の6第3項）
の形態により実施されている。

&者支擢認定訓練と公共職業副ll線の比靭

I

ー

1

8

求職者支援認定訓練 公共職業訓練

対象者

雇用保険受給資格のない求職者

(就業経験のない者、非正規労働を

反復していた者、過去に正規就業し

ていたものの失業が長期化している

者等であって、基礎的能力の習得が

必要｡）

主に雇用保険受給資格を有する求

職者

(一定の就業経験があり、既に基礎的

能力を有する｡）

訓練受瀦により習
得を目指す能力

就職に必要な基礎的能力 再就職に必要な技能及び知識

訓練の態様

民間教育訓練機関が実施する訓練

について、その申請に基づき独立

行政法人高齢・障害・求職者雇用
支援機構が認定。

公共職業能力開発施設(及びその委

託を受けた民間教育訓練機関)にお

いて実施。



、ノ

求職者支援制度上の（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構の業務についてal

断機構の業溌

民間雇用保険を受給できない求職者に対し、○求職者支援制度においては、雇用保険を受給できない不職有に対し、氏同

教育訓練機関等が実施する職業訓練を厚生労働大臣が認定することとしてい
るところ、当該認定事務を、独立行政法人雇用・能力開発機構（以下「能開
機構」 という｡）の業務を引き継ぐ独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援
機構（以下「新機構」という｡）に行わせることとする。
○また、機構は、上記の認定に関する業務のほか、

、 上記の認定を申請しようとする者に対し、当該認定に係る職業訓練（以
下「求職者支援認定訓練」という｡）の実施に必要な情報の提供、相談その
他の援助を行う

、 求職者支援訓練実施者に対し、求職者支援訓練の効果的な実施に必要な
指導及び助言を行う

こととする。

○これらの業務について、求職者支援法（仮称）の制定と併せ、独立行政法
人高齢．障害・求職者雇用支援機構法の一部を改正し、新機構の新たな業務
として追加することとする。

求職者支○新機構が厚生労働大臣の委任を受けて行う認定行為については、求職者支
援認定訓練を実施する者（以下「訓練実施者」という｡）に対して権利を付与
する等の行政処分ではなく、求職者支援認定訓練に係る受講希望者をあっせ
んし、訓練実施実績に応じた助成を行う対象として適当な訓練であることを
認める位置づけの行為にすぎず、国でなければ実施できない類の権力的業務
には該当しない（別紙参照)。

○認定行為は、厚生労働省令で定める認定基準（訓練時間、訓練分野、設備、

I

議
ての基準

じない。

、新機構

号。以下

が有する

の委託を

講師、就職支

あり、その点

○このような

発促進法（昭和44年法律第64号。以下『能開法」 く公天職

蟻蕊鯆業訓練を実施してきた能開機構が有する職業訓練
ほか、能開機構が公共職業訓練の委託を行ってき

相談援助業務を行ってきた経緯から、地域の教育訓練機関との連携を円滑に
進めることや、地域の産業等の状況に応じた職業訓練のニーズを把握できる
ことから、国が自ら当該認定事務を実施するよりも効果的・効率的に認定事

9



務を実施することが可能となるものである。

○また、これらの認定業務と併せ、訓練を実施しようとする者や認定を行っ
た訓練を実施する者に対する適切な指導、援助等を行うことについても、上
記のように職業訓練に関する知見等を有する新機構に行わせることが適当と
考えるものである。

○能開法第24条第1項において､都道府県知事は､事業主等の申請に基づき、
当該事業主等の行う職業訓練について、能開法第19条第1項の厚生労働省令
で定める基準に適合するものであることの認定をすることができることとさ
れている。

○これについて、能開法第24条第1項の認定に係る職業訓練は、事業主等が
行う職業訓練のうち、一定の水準を満たすものを認定することにより、当該

I 地域における職業能力開発を促進することを目的とするものである一方、求
｜ 職者支援認定訓練については、雇用保険を受給できない求職者への雇用支援
｜ についての全国的な要請を受けたものであり、その対策として、各地域にお
ける供給量の均衡にも考慮しながら、全国における求職者支援認定訓練の円
滑な実施を確保する必要があるものであることから、国の事務として位置づ

｜ け、その委任を受けた新機構において認定を行うことが必要となるものであ
’ る。

!○また、求職者支援法上、求職者支援認定訓練を受講する求職者は、一定の

|謹苧駄壽雪言鰯裳二蕊鑿蕊鬘菫墓謙譲淫躍
｜ 国が行うことが必要であり､都道府県に行わせることは適当ではない。
'○以上から、国の事務として位置づけ、その委任を受けた新機構において認

定を行うことが必要となるものである。 .･L《) '←、
､)W､4'L

Ｉ
ｌ

ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ

｜
’

I

I
（

1

Ｉ
‐
ノ
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(別紙）

独立行政法人の性質について

○独立行政法人通則法（平成11年法律第103号）第2条において、独立行政
法人は「国が自ら主体となって直接に実施する必要はない事務及び事業」を
行うものとされているところであるが、独立行政法人ではなく国が直接実施
き事業については、以下のとおり想定されているところ。

私人の権利義務に直接かつ強度の制限等を及ぼす公権力の行使に当たる
務及び事業（例：司法警察）

その性質上、国が自らの名において行うのでなければ成立しない事務及
事業（例：栄典）

災害等国の重大な危機管理に直結し、直接国の責任において実施するこ
が必要な事務及び事業（例：防衛）

心

○この点、求職者支援制度における職業訓練の認定については、国の事務と
して位置づけることが必要であるが、その事務の実施については、上記の①
から③までのような、国が直接行使しなければならない事務には当たらず、
職業訓練の実施に専門的なノウハウを有する新機構に委任することが可能で
あり、これにより、効果的・効率的な事務の実施が図られるものと考えられ
る。

1
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求職者支援給付（仮称）について

求職者支援制度における求職者支援給付（仮称）の性格については、訓練受講中に
給付を行うことによって訓練を受講しての求職活動を容易にし、就職を促進すること
が目的であることから、 「訓練期間中の生活を支援するための給付」 とする。

○

2支給要件について

（1）支給要件

○当該求職支援訓練を受けるためには当該手当の支給によりその生活を支援する必
こ支給することとする。厘生労働省令歪鋤老君↓二謹当型量る握台要がある者と

、

(参考）厚生労働省令で定める者

①常態として職に就いていないこと

本制度は、求職者個人に対して、求職者支援訓練を受けている間の生活を支援
するものであるから、十分な収入がある者については支援する必要はなく．その）
必要性の判断については個人に着目することが適当。

平成21年賃金構造基本統計調査における非正規労働者の所定内給与額等を踏
まえれば(※1)、申請者個人に求職者支援給付と合わせて15万円の月収があれ
ば、訓練期間中に生活することが可能と考えられることから、これ以上の月収と
なる者を排除するために設けるもの。

②申請者及び申請者と同居する親、子（未成年を除く｡)、配偶者の前年の所得を
12で割って得た額の合計が25万円以下であること

本給付による支援の必要性を個人に着目して判断する際には、①に加えて、当
該個人について、申請者と同居する親、子、配偶者による支援が期待できるか否
かまで含めて判断することが適当。

平成22年4月の標準生計費を踏まえれば(※2)､申請者と同一世帯の親､子、
配偶者に、合計25万円を超える月収があれば、訓練期間中の生活を支援しても
らうことが可能と考えられることから、これを排除するために設けるもの。
③申舗者及び申請者と同居する親、子（未成年を除く｡)、配偶者の預貯金の合計
が400万円以下であること

現在の収入にかかわらず、十分な預貯金がある者については支援する必要はな
く、平成21年の国民生活基礎調査における全世帯の所得平均の中央値を踏まえ
れば（※3)、申請者及び申諸者と同居する親、子、配偶者に、申請者が訓練を受
講する月に合計400万円の預貯金があれば、訓練期間中の生活をし、又は支援
してもらうことが可能と考えられることから、これを排除するために設けるもの。
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④支給単位期間において、当該対象求職者に係る求職者支援訓練を受講する日に

係る割合が厚生労働大臣の定める基準（※4）を下回らないこと

※1 144.9(千円) (平成21年賃金構造基本統計調査における「正社員・正職員以

外jの労働者の所定内給与額の第1 ・四分位数）

※2 191,130円（2人世帯の標準生計費）÷0.859(税･社会保険料控除分を割戻）

＝約22．3万円

210,360円(3人世帯の標準生計費）÷0.859=約24.5万円

229,600円(4人世帯の標準生計賢）÷0.859=約26.7万円

※3 427万円（平成21年国民生活基礎調査における全世帯の平均所得の中央値）

※4訓練の出席率が10割（正当な理由がある場合のみ8割）

3給付額について

○求職者支援給付のうち求職者支援手当（仮称）の額の算定方式については、

①求職者支援訓練の訓練期間は3． 5か月等必ずしも1月単位となっていないこと

②受給時期や給付期間は、個々人によって差異が生じ得ること

から、 日額方式とし､ 日額に支給単位期間（1月）の日数を乗じて得た額の求職者支

援手当を支給単位期間ごとに支給することとする。

○日額については、次の理由から定額とする。

①本制度の対象者として想定している非正規労働者、長期失業者、就業経験がない
者等は、そもそも離職前賃金がない、離職前賃金が相当程度過去のものとなる等の

理由から、雇用保険制度のようにこれを基礎として個々人に応じた額を設定するこ

とが困難であること

②本制度は、 自ら保険料を拠出することにより従前の稼得収入がなくなることへの

備えを行う雇用保険制度と異なり、 「訓練期間中の生活を支援するための給付』を強

制保険によらない形で支給するものであること

○なお、 日額は厚生労働省令で定めることを予定している。

鉦

(参考） 日額の考え方

公共職業訓練を受講する雇用保険得受給者の給付額（※1）とのバランスを考慮し

つつ、働いた場合の手取額（※2）よりも給付を手厚くすることは就労しないという

モラルハザードとなることを勘案し、給付実務の面も併せ踏まえた上で、 3300円

とすることを想定している。

※1 730円（平成塑年度最低賃金の加重平均）×8時間×5日 （労働日数）÷7日

（1週間）＝4171円

4171円（賃金日額）×0.8．(給付率）＝3337円

3337円（基本手当日額）×30日十500円（受講手当）×22日＝111110円

ﾕ3



~

111110円÷30日=3703円

※2 730円×173.8時間(40時間/週×52.14週/年÷12か月）労働×0.859(趣・

社会保険料を控除）＝108985円

108985円÷30日＝3633円

4給付手続について

○支給単位期間（1月）ごとに、求職者支援給付の支給を希望する者からの申請に基

づき、厚生労働大臣が支給要件を満たすことを認定。当該認定を受けた者に対して、

支給することとする。

5給付期間について

○給付期間は、次の理由から、最大730日分とする。

①公共職業訓練の期間の最長が原則2年であること

②訓練を受講した場合に拠出に関係なく給付が出る期間として訓練延長給付の期

間が最長2年であること

○また、次の理由から、訓練開始日 （訓練開始日以降に支給認定がなされた場合は、

当該支給認定日）から6年の間に、原則として訓練1回（連続受講が可能な場合（基

礎的な求職者支援認定訓練→公共職業訓練）には2回目の訓練を含む｡）について支給
0．

することとする｡

①求職者支援給付は、原則的には就職する場合に必要な一定レベルまで訓練を受け

る上で必要な生活支援をするものであること

②パートタイム労働者の平均継続就業期間のデータを踏まえれば､受給開始後すぐ
に就職した者であっても6年は就業が期待できること

6不正受給への対応

○不正受給をした者については、以後、当該求職者支援訓練の実施期間中は求職者支

援給付を支給しないこととし、次の理由から、すでに給付の支給を受けた者がある場

合には、国は当該者に対し給付した額の返還及び当該額の2倍に相当する納付金の納

付を命ずることができることとする。

①求職者支援給付は、これを偽りの申請などの不正な手段を用いて給付した場合、

国は財政面において不当な損害を被ることとなること

②求職者支援給付は、給付の対象者を生活における支援が真に必要な者に限定する

ため、労働の意思及び能力があること、収入が一定額以下であることを要件として

いるが、これらについては行政機関による要件事実の把握が困難であり、受給者か

らの申告に依存する面が大きく、不正受給が生じる余地が大きいこと
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対象求職者に対する就職支援について

1就職支援に関する法律上の措憶

①公共職業安定所長は、求職者支援訓練を受講する者に対し、就職支援計画（仮称）

を作成することができることとする。

②就職支援計画においては、就職に向けた目標、訓練期間中及び訓練修了後に、就職

支援を受けるために公共職業安定所に出頭すべき日、求職者支援訓練の受講以外の就

職活動等を記載することとする。

③対象者は､正当な理由がない限り、就職支援を受けるため、月1回公共職業安定所

に出頭しなければならないほか、公共職業安定所長が行う就職支援計画に基づく支援

を拒否してはならないものとすることとする。

④公共職業安定所長は、求職者支援訓練に係る対象者に、訓練終了から一定期間経過

後、その就職状況の報告を求めることができることとし、対象求職者は正当な理由が
ない限り、これを拒んではならないものとすることとする。

I

法律に規定する理由
一

○就職支援は、本制度の目的を達成する上で必要不可欠の事項であり、求職者支援認

定訓練（仮称）及び公共職業訓練等（以下「求職者支援訓練」 （仮称）という｡)、求職

者支援給付と並ぶ求職者支援制度の柱の一つである。

○このため、

①重要性を明らかにするとともに、求職者支援訓練及び求職者支援給付と併せて規

定することで求職者支援制度を構成する施策の全体像を明確にする必要があること

②本制度の目的にかんがみれば、訓練を受講し就職する意思と能力を真に有した、

本制度による支援が真に必要な者に対象者を限定することが適当であること
から、就職支援計画をはじめとする具体的な就職支援について、当該支援を受ける義

務と併せて法定化することとする。

I

(参考）

○公共職業安定所において、求職者支援給付（仮称）を受給する求職者又は当該給付

を受給せずに求職者支援認定訓練を受講する者に対し、以下の就職支援を行う予定。

⑪訓練期間中、訓練終了後（3か月）に月1回管轄公共職業安定所に出頭し職業相

談を受ける出頭日を設定。 『就職支援計画」として受講者に提示。

②訓練の受誰開始後、就職支援計画に沿って、訓練期間中、訓練終了後（3か月）

月1回の職業相談、職業紹介を実施。

③訓練期間中から終了後の職業相談を通じて必要性が認められた者には、就職支援

計画に上乗せして、担当者制による就職支援を実施。

Oまた、就職支援を行うことを訓練の認定基準に盛り込むことにより、訓練実施機関

における一定の就職支援も担保することとする。

ﾕ5
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則
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三
章
求
職
者
支
援
給
付
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仮
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支
援
認
定
訓
綾
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仮
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等
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一
章
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０
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○
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○
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○
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○
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０
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○
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八
●,

第
Ａ
Ｉ
２
条
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
対
象
求
職
者
」
と
は
、
雇
用
保
険
法
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
百
十
六
号
）
第
四
条
第

第
Ａ
Ｉ
１
条
こ
の
法
律
は
、

三
第
Ｃ
ｌ
１
条
に
規
定
す
る
就
職
促
進
計
画
に
基
づ
く
就
職
の
た
め
の
支
援
を
受
け
る
意
思
を
有
す
る
と
公
共
職
業
安
定

も
該
当
す
る
も
の
を
い
う
。
厳
ｕ
，Ｌ
卜
鴨

一
労
働
の
意
思
及
び
能
力
を
有
す
〃
瀞

〃
釜

二
公
共
職
業
安
定
所
に
出
頭
し
、
求
職
の
申
込
み
を
し
て
い
る
者

す
る
。

促
進
し
、
も
っ
て
、
対
象
求
職
者
の
生
活
の
安
定
を
図
芭
と
と
も
に
、
経
済
及
び
社
会
の
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と

要
に
応
じ
て
職
業
訓
練
を
受
け
る

一
項
に
規
定
す
る
被
保
険
者
又
は
同
法
第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
受
給
資
格
者
で
な
一
い
者
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
に

０
●

』

。

６

（
定
義
）

（
目
的
）

所
長
が
認
め
る
者

対
象
求
職
者
が
必
要
な
職
業
訓
練
の
機
会
を
確
保
す
る
た
め
の
施
策
を
講
ず
る
と
と
も
に
、

け
る
胤
刷
剛
馴
側
却
刻
雷
割
り
ろ
た
め
の
給
付
を
支
給
す
る
こ
と
等
に
よ
り
、
そ
の
早
期
の
就
吟

た
め
の
給
付
を
支
給
す
る
こ
と
等
に
よ
り
、
そ
の
早
期
の
就
職

ノ
‐
Ｊ
ｇ
０
１
ロ
グ
ー
ロ
ロ
ｑ
″
■
ワ

ク
ｌ
Ｉ
ｆ
ｆ
ｌ
ｌ
１
，
別
口
０ザ

服
私
１
坂
狗
７
．

1

【

を

I

一

一

頁
必



←|Z
4。 ‐

い/番ルずい 第
Ｂ
１
１
条
厚
生
労
働
大
臣
は
、
対
象
求
職
者
の
就
職
に
資
す
る
職
業
訓
練
を
行
う
者
（
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
に
限

の
厚
生
労
働
省
令
に
定
め
る
基
準
に
適
合
し
な
く
な
っ
た
と
認
め
る
と
き
、
又
は
職
業
訓
練
実
施
者
が
当
該
求
職
者
支
援
認

四
次
の
イ
か
ら
○
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者

（
求
職
者
支
援
認
定
訓
練
（
仮
称
）
）

厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
項
の
認
定
に
係
る
職
業
訓
練
（
以
下
「
求
職
者
支
援
認
定
訓
練
」
（
仮
称
）
と
い
う
。
）
が
同
項

－

イロノ、〈

第
二
章
求
職
者
支
援
認
定
訓
練
（
仮
称
）
等

第
一
節
求
職
者
支
援
認
定
訓
練
（
仮
称
）

畷
ろ
基
準
に
適
吟

の
申
請
に
墓

肌I

〃
殉
命
避
奄
奄
や
ル
ザ

者
の
行
う
職
業
訓
練
に
つ
い
て
、
対
象
求
職
者
等

は
技
能
を
習
得
さ
せ
る
た
め
の
職
業
訓
練
に
関
す

こ
と
の
認
定
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

／

三

頁

I

ノ ノ



俄
第
Ｂ
Ｉ
２

”
腰
”
阿
滅

ﾊ3 ？

第
Ｂ
１
３
条
機
構
は
、
第
Ｂ
１
１
条
第
一
一
項
の
規
定
に
よ
り
求
職
者
支
援
認
定
訓
練
の
認
定
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
に
対

２
機
構
は
、
求
職
者
支
援
訓
練
実
施
者
に
対
し
、
求
職
者
支
援
訓
練
の
効
果
的
な
実
施
に
必
要
姪
指
導
及
び
助
言
を
行
う
も

３
厚
生
労
働
大
臣
は
、
独
立
行
政
法
人
高
齢
・
障
害
・
求
職
者
雇
用
支
援
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。
）
に
、
前
二
項

、
相
談
そ
の
他
の
援
助
を
行
う
泡
の
と
す
る
“

■
■
‐
Ｆ
‐
ｌ
Ｆ
ｏ
ｐ
ｒ
『
』

し
、
求
職
者
支
援
認
定
訓
糠
の
実
施
が
円
滑
に
行
わ
拠
る
よ
う
に
、
求
職
者
支
援
認
定
訓
練
の
実
施
に
必
要
な
情
報
の
提
供

評
嶋
柚
岬
匪
岬
咋
希
に
お
い
て
、
求
職
者
支
援
認
定
訓
練
実
施
者
に
対
す
る
助
成

めき に
規
定
す
る
業
務
を
行
わ
せ
る
も
の
と
す
る
。

定
訓
練
を
行
わ
な
く
な
っ
た
と
き
、
若
し
く
は
当
該
求
職
者
支
援
認
定
訓
練
を
的
確
に
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
一
る
能
力
を
有

し
な
く
な
っ
た
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
認
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

（
指
導
及
び
助
言
）

（
求
職
者
支
援
認
定
訓
練
実
施
者
に
対
す
る
助
成
等
）

条
国
は
、
求
職
者
支
援
認
定
訓
練
が
求
職
者
支
援
認
定
訓
練
実
施
者
に
よ
っ
て
実
施
さ
れ
る
こ
と
を
奨
励
す
る
た

な
播
置
を
議
ず
る
こ
と
が
で四

頁



ヤ

第
Ｃ
ｌ
２
条
対
象
求
職
者
は
、
正
当
な
理
由
が
な
い
限
り
、
就
職
の
た
め
の
支
援
を
受
け
る
た
め
、
毎
月
一
回
、
公
共
職
業

2 第
Ｃ
ｌ
１
条
公
共
職
業
安
定
所
長
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
対
象
求
職
者
が
そ
の
有
す
る
能
力
に
適

２
就
職
支
援
計
画
に
お
い
て
は
、
就
職
の
た
め
の
支
援
を
受
け
る
た
め
に
公
共
職
業
安
定
所
に
出
頭
す
べ
き
日
（
以
下
「
出

業
安
定
所
に
出
頭
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

安
定
所
長
の
指
定
す
る
日
（
就
職
支
援
計
画
が
作
成
さ
れ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
計
画
に
定
め
る
出
頭
日
）
に
公
共
職

頭
日
」
と
い
う
。
）
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

合
す
る
職
業
に
就
く
こ
と
を
容
易
に
し
、
及
び
促
進
す
る
た
め
の
計
画
（
以
下
「
就
職
支
援
計
画
」
と
い
う
。
）
を
作
成
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

の
と
す
る
。

（
対
象
求
職
者
の
義
務
）

（
就
職
支
援
計
画
（
仮
称
）
の
作
成
）

第
二
節
対
象
求
職
者
に
対
す
る
就
職
の
支
援
等

；
対
象
求
職
者
は
、
正
当
な
理
由
が
な
い
限
り
、
就
職
支
援
計
画
に
基
づ
き
公
共
職
業
安
定

I

五
頁



鋏灘司
、

第

第
Ｄ
１
１
条
求
職
者
支
援
給
付
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
し
、
国
が
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
一
り
支
給
す
る
も
の
と
す
る
。

第
Ｃ
ｌ
４
条
公
共
職
業
安
定
所
は
、
対
象
求
職
者
の
就
職
の
た
め
の
支
援
を
適
切
、
か
つ
、
効
果
的
に
実
施
す
る
た
め
に
必

Ｃ
ｌ
３
条
公
共
職
業
安
定
所
長
は
、
求
職
者
支
援
訓
練
に
係
る
対
象
求
職
者
に
対
し
、
そ
の
就
職
の
状
況
に
つ
い
て
報
告

要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
求
職
者
支
援
認
定
訓
練
実
施
者
に
対
し
、
必
要
懇
情
報
の
提
供
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

所
が
行
う
就
職
の
た
め
の
支
援
を
拒
ん
で
は
な
ら
な
い
。

一
求
職
者
支
援
手
当
（
仮
称
）

（
求
職
者
支
援
給
付
の
種
類
）

（
求
職
者
支
援
認
定
訓
練
実
施
者
と
の
連
携
）

第
三
章
求
職
者
支
援
給
付
（
仮
称
）
の
支
給
等

嘘
附
１
〃
～
ぃ
ｊ
４
Ｕ

象
求
職
者
は
、
公
共
公
共
職

れ
を
拒
ん
で
は
な
ら
な
い

め
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
一
節
求
職
者
支
援
給
付
の
支
給

業
安
定
所
長
か
ら
前
項
の
規
定
に
よ
る
求
め
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
正
当
な
理
由
が
な
い
限
り

｡

0

六
頁



３
求
職
者
支
援
手
当
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
対
象
求
職
者
は
、
支
給
単
位
期
間
（
求
職
者
支
援
訓
練
の
開
始
の
日
（
当

り

宝

２
求
職
者
支
援
手
当
は
、
日
劃
削
劉
叫
到
り
で
考
愈
聖
！
や
や
の
と
じ
、
そ
の
額
は
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
。

第
Ｄ
１
２
条
求
職
者
支
援
手
当
は
、
公
共
職
業
安
定
所
長
が
指
示
し
た
求
職
者
支
援
認
定
訓
練

降
の
日
で
あ
る
場
合
は
、
当
該
申
出
を
し
た
日
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
各
月
に
お
い
て
そ
の
日
に
応
当
し

、

該
対
象
求
職
者
が
求
職
者
支
援
手
当
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
を
希
望
す
る
旨
の
申
出
を
し
た
日
が
当
該
開
始
の
日
の
翌
日
以

月
の
末
日
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
訓
練
開
始
応
当
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
各
翌
月
の
訓
練
開
始
応
当
日
の
前
日
（
当
該

場
合
の
例
外
を
規
定
）

支
給
に
よ
り
そ
の
生
活
を
支
援
す
る
必
要
が
あ
る
者
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
に
該
当
す
る
場
合
に
、

､氷

を
受
け
る
期
間
に
つ
い
て
、
七
百
三
十
日
分
を
限
度
と
し
て
支
給
す
る
。
（
「
た
だ
し
、
・
・
皇
と
し
て
、
連
続
受
講
の

Ｉ

下
「
求
職
者
支
援
訓
練
」
と
い
う
。
）
を
受
け
る
対
象
求
職
者
が
、
当
該
求
職
支
援
訓
練
を
受
け
る
た
め
に
は
当 当

二
通
所
手
当
（
仮
称
）

（
求
職
者
支
援
手
当
の
支
給
）

か
つ
、

当
該
求
職
者
支
援
訓
練
を
受
講
し
た
期
間
内
に
あ
る
日
（
そ
の
日
に
応
当
す
る
日
が
な
い
月
に
お
い
て
は
、
そ
の

（
、

．

ｈ
ｌ
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‘
‐
‐
，
，
，
Ｊ
〃
″
脈

準
I

’

へ

以七
頁



β

場
合
の
例
外
を
規
定
）
匙
↑
》
‐
～

、
ざ
小
路
惨
や
恥
塊
尋
噸
ぜ
糊
へ
蝋
ｖ

５
支
給
単
位
期
間
に
支
給
す
る
額
は
、
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
額
に
当
該
期
間
に
係
る
日
数
（
当
該
支
給
単
位

４
厚
生
労
働
大
臣
は
、
対
象
求
職
者
に
つ
い
て
、
支
給
認
定
を
し
よ
う

者
支
援
訓
練
の
開
始
の
日
又
は
訓
練
開
始
応
当
日
か
ら
当
該
求
職
者
支
援
訓
練
が
終
了
し
た
日
ま
で
の
日
数
）
を
乗
じ
て
得

た
額
と
す
る
。

期
間
が
求
職
者
支
援
訓
練
が
終
了
し
た
日
の
属
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
支
給
単
位
期
間
に
お
け
る
求
職

位
期
間
の
初
日
が
あ
る
場
合
に
は
、
求
職
者
支
援
手
当
を
支
給
し
な
い
。
（
「
た
だ
し
、
・
・
・
」
と
し
て
、
連
続
受
講
の

支
給
認
定
」
と
い
う
。
）
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

六
年
以
内
に
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
求
職
者
支
援
手
当
の
支
給
を
受

生
労
働
省
令
で
定
め
る

求
職
者
支
援
訓
練
が
終
了
し
た
日
の
属
す
る
月
に
あ
っ
て
は
、
当
該
求
職
者
支
援
訓
練
を
終
了
し
た
日
）
ま
で
の
各
期
間
に

区
分
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
区
分
に
よ
る
一
の
期
間
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
ご
と
に
、
第
一
項
の
厚

（
通
所
手
当
の
支
給
）

職
●

及
び
求
職
者
支
援
手
当
の
額
に
つ
い
て
、
厚
生
労
働
大
臣
の
認
定
（
以
下
「

者位
支期
援間
訓の
練初
に 日

係か
る ら
最 さ
初か
のの

支ぽ
給 つ
単て

'肌

い
槌
〃
息
心
私
い
《
，
｜
沖
職
撮
像
竿
〃
娠
仰

支
給
単
位
期
間
の
初
日
か
ら
さ
か
の
ぼ
っ
て八

頁



第
Ｄ
１
５
条
鎧
珍
そ
の
他
不
正
の
行
為
に
よ
り
求
職
者
支
援
給
付
の
支
給
を
受
け
、
又
は
受
け
よ
う
と
し
た
者
に
は
、
求
職

第
Ｄ
１
４
条
求
職
者
支
援
給
付
を
受
け
る
対
象
求
職
者
が
、
正
当
な
理
由
な
く
、
出
頭
日
に
公
共
職
業
安
定
所
に
出
頭
す
る

２
前
項
に
規
定
す
る
者
が
同
項
に
規
定
す
る
日
以
後
新
た
に
求
職
者
支
援
訓
練
を
受
け
る
場
合
に
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か

２
前
項
に
規
定
す
る
者
が
同
項
に
規
定
す
る
日
以
後
新
た
に
求
職
者
支
援
訓
練
を
受
け
る
場
合
に
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か

第
Ｄ
１
３
条
通
所
手
当
は
、
対
象
求
職
者
が
、
第
Ｄ
１
２
条
の
規
定
に
よ
り
求
職
者
支
援
手
当
を
受
給
す
る
場
合
に
お
い
て

２
通
所
手
当
の
額
は
、
対
象
求
職
者
の
通
所
に
要
す
る
費
用
を
考
慮
し
て
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
。

者
支
援
給
付
の
支
給
を
受
け
、
又
は
受
け
よ
う
と
し
た
日
以
後
、
求
職
者
支
援
給
付
を
支
給
し
な
い
。
た
だ
し
、
や
む
を
得

な
一
い
理
由
が
あ
る
場
合
に
は
、
求
職
者
支
援
給
付
の
全
部
又
は
一
部
を
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

わ
ら
ず
、
当
該
求
職
幸
葎
支
援
訓
練
に
係
る
求
職
者
支
援
給
付
を
支
給
す
る
。

馳
だ
と
き
は
、
そ
の
拒
ん
だ
日
以
降
、
当
該
求
職
者
支
援
訓
練
に
係
る
求
職
者
支
援
給
付
を
支
給
し
な
い
。

、
公
共
職
業
安
定
所
長
が
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
基
準
に
従
っ
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
に
、
支
給
す
る
。

二
と
又
は
公
共
職
業
安
定
所
の
紹
介
す
る
職
業
に
就
く
こ
と
そ
の
他
の
公
共
職
業
安
定
所
が
行
う
就
職
の
た
め
の
支
援
を
拒

（
給
付
制
限
）

、

九
頁



３
労
働
保
険
の
保
険
料
の
徴
収
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
八
十
四
号
）
第
二
十
七
条
及
び
第
四
十
一
条
の

第
Ｄ
１
６
条
偽
り
そ
の
他
不
正
の
行
為
に
よ
り
求
職
者
支
援
給
付
の
支
給
を
受
け
た
者
が
あ
る
場
合
に
は
、
国
は
、
そ
の
者

２
前
項
の
場
合
に
お
い
て
求
職
者
支
援
認
定
訓
練
実
施
者
が
偽
り
の
届
出
、
報
告
又
は
証
明
を
し
た
た
め
そ
の
求
職
者
支
援

規
定
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
返
還
又
は
納
付
を
命
ぜ
ら
れ
た
金
額
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

支
給
を
受
け
た
者
と
連
帯
し
て
、
前
項
に
規
定
に
よ
る
求
職
者
支
援
給
付
の
返
還
又
は
命
ぜ
ら
れ
た
金
額
の
納
付
を
す
る
こ

と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

給
付
が
支
給
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
国
は
、
当
該
求
職
者
支
援
認
定
訓
練
実
施
者
に
対
し
そ
の
求
職
者
支
援
給
付
の

当
す
る
額
以
下
の
金
額
を
納
付
す
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

大
臣
の
定
め
る
基
準
に
よ
り
、
当
該
偽
り
そ
の
他
不
正
の
行
為
に
よ
り
支
給
を
受
け
た
求
職
者
支
援
給
付
の
額
の
一
一
倍
に
相

に
対
し
て
、
支
給
し
た
求
職
者
支
援
給
付
の
全
部
又
は
一
部
を
返
還
す
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
、
厚
生
労
働

わ
ら
ず
、
当
該
求
職
者
支
援
訓
練
に
係
る
支
給
認
定
に
基
づ
く
求
職
者
支
援
給
付
を
支
給
す
る
。

（
返
還
命
令
等
）

“
Ｕ
Ｇ
ｆ

第
二
節
雑
則

一
○
頁



第
Ｆ
ｌ
ｌ
条
第
Ｂ
Ｉ
乢
２
条
の
規
定
に
よ
る
求
職
者
支
援
認
定
訓
練
実
施
者
に
対
す
る
助
成
等
及
び
第
Ｄ
１
２
条
の
規
定
に
よ

第
Ｅ
１
２
条
租
税
そ
の
他
の
公
課
は
、
求
職
者
支
援
給
付
と
し
て
支
給
を
受
け
た
金
銭
を
標
準
と
し
て
課
す
る
こ
と
が
で
き

第
Ｅ
１
１
条
求
職
者
支
援
給
付
を
受
け
る
権
利
は
、
譲
り
渡
し
、
担
保
に
供
し
、
又
は
差
し
押
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

２
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
徴
収
金
の
納
入
の
告
知
又
は
督
促
は
、
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
百
五
十

蝿
す
べ
き
こ
と
を
命
ぜ
ら
れ
た
金
額
を
徴
収
す
る
権
利
は
、
二
年
を
経
過
し
た
と
き
は
、
時
効
に
よ
っ
て
消
滅
す
る
。

三
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
時
効
中
断
の
効
力
を
有
す
る
。

な
い
。

一
（
雇
用
保
険
法
と
の
関
係
）

（
公
課
の
禁
止
）

（
受
給
権
の
保
護
）

、

今
？
？
‐

鐙
四
章
雑
則

求
職
者
支
援
給
付
の
支
給
を
受
け
、
又
は
そ
の
返
還
を
受
け
る
権
利
及
び
第
Ｄ
１
８
条
の
規
定
に
よ
り
納
付
を

｡

一

一

頁



■P

第
Ｆ
１
３
条
厚
生
労
働
大
臣
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
求
職
者
支
援
認
定
訓
練
実
施
者
に
対
し
て
、

３
厚
生
労
働
大
臣
は
、
求
職
者
支
援
手
当
の
支
給
認
定
に
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
対
象
求
職
者
の
資
産
及
び
収
入
の
状
況
に

２
厚
生
労
働
大
臣
は
、
求
職
者
支
援
給
付
の
支
給
を
受
け
て
い
る
者
に
対
し
て
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
て
必
要
な
報
告

第
Ｆ
１
２
条
厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
○
条
、
第
○
条
、
第
○
条
及
び
第
○
条
の
政
令
の
制
定
若
し
く
は
改
正
の
立
案
を
し
、

、
文
書
の
提
出
又
は
出
頭
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

量
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
て
必
要
な
報
告
、
文
書
の
提
出
又
は
出
頭
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

つ
き
、
銀
行
そ
の
他
の
金
融
機
関
に
、
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

又
は
同
筆
の
厚
生
労
働
省
令
の
制
定
若
し
く
は
改
正
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
労
働
政
策
審
議
会
の
意
見

■

る
求
職
者
支
援
給
付
の
支
給
は
、
雇
用
保
険
法
第
○
条
に
規
定
す
る
求
職
活
動
支
援
事
業
と
し
て
行
う
。

（
立
入
検
査
）

（
報
告
等
）

（
労
働
政
策
審
議
会
へ
の
諮
問
）

『

（

一

一

一

一

頁



●

第
Ｈ
、
１
１

第
Ｇ
Ｉ
１
条
こ
の
法
律
に
規
定
ず
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
実
施
の
た
め
必
要
な
手
続
そ
の
他
の
事
項
は
、
厚
生
労
働

3
－

2’ 第
Ｆ
１
４
条
行
政
庁
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
＄
当
該
職
員
に
、
求
職
者
支
援
認
定
訓

凸

省

令

で

定

め

る

．

的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
の
で
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録

僅
艮
ば
い
ｃ
ゞ

練
実
施
者
の
事
務
所
に
立
ち
入
り
、
関
係
者
に
対
し
て
質
問
さ
せ
、
ゞ
又
は
帳
簿
書
類
（
そ
の
作
成
又
は
保
存
に
代
え
て
電
磁

お
け
る
当
該
電
磁
的
記
録
を
含
む
。
）
』
の
検
査
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
に
）
の
作
成
又
は
保
存
が
さ
れ
て
い
る
場
合
に

（
厚
生
労
働
省
令
へ
②
委
任
）

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
並
入
検
査
の
権
限
は
、
犯
罪
捜
査
の
た
め
に
認
め
ら
れ
た
も
の
と
解
釈
し
て
は
な
ら
な
い
。

●
前
項
の
規
定
に
よ
り
立
入
検
査
を
す
る
職
員
は
、
そ
の
身
分
を
示
す
証
明
書
を
携
帯
し
、
関
係
者
艇
提
示
し
な
げ
れ
ぱ
な

第
五
章
罰
則

条

一

一

一

一

頁



I
Q

第
ａ
‐
１
条

※
施
行
す
る
。

（
施
行
期
日
）

そ
の
他
の

附
則

塁
一
」

の
法
律
は
平
成
二
十
三
年
十
月
一
目
か
ら
施
行
す
る
や
た
だ
し
、

マニ

の
要
否
廷
の
い
て
は
検
討
中
。

I

（

附
則
○
条
に
つ
い
て
は
、
公
布
の
目
か
ら

一

四
頁
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可

《

雇用勘定に新たな資金を設けることについて

O雇用保険制度においては､今般新たに求職者支援事業を創設することとしているが、こ

れは､現行全額国出資で中央職業能力開発協会に基金を設置して実施している、技能の不

足している長期失業者等を対象に､訓練機会の提供と生活支援のための給付金の支給を行

う事業について、費用負担区分を見直した上で、法律に位置付けるものである。

○雇用保険制度において､長期失業者等受給が終了してもなお就職できない者をどのよう

に取:り扱うかについては､長らく議論が行われてきたが､平成20年秋以降の景気の急激

な悪化やこれに伴う派遣切り等が大きな政治問題となる中で、緊急措置として、当面中央

職業能力開発協会に全額国出資で基金を置くことでスタートせざるをえなかった。

Oその後議論を進め、今般、労使の共同連帯の視点も加えて、求職者支援事業として法律

に位置付けることとなったものである。既存基金については､求職者支援事業の創設に伴

い廃止されることとなるが、これまでの経緯にかんがみる.と、求職者支援事業の一部とし

て国の負担を予め拠出したものであることから、この基金の残額については､求職者支援

事業の国の負担分として位置付け直すことが必要である。

やかに国劇三返麺＝一四・､ローーI‐＝←。 －4聖

晶合一会計年麿弛寸の原目1M 数年度にわたって

髪悪

一方で、求職者支援制度における国の負担は、景気が低迷し、さらなる下ぶれリスクも

高いことが見込まれ、かつ、制度発足当初である数年にこそ厚く必要なものであり、制度

安定化のためにも数年にわたってこれを行う必要がある。しかしながら､-国全里至篁審議
権との関係から、複数年度にわたって必要額を見込み、補助することを規定し、約束する

0

--- - ﾆﾐ ｰ､ 一‘--.-

三上｣錘宣芝昌可能であるのは複数年度にわたって使用することを前提とする資金を設け
ることを規定し、約束することのみであることから、この手法を選択せざるをえないもの

である。

○なお、求職者支援事業については、国の負担分は、求職者支援事業のうち一定の要件を

満たした場合に支給される給付金については国庫負担で､それ以外については国庫補助で

行われることとなるが、国庫負担分については過不足調整がなされることから、国庫補助

分についてのみこれを充てることとする。



少

●
マ
０
●

◎
特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
二
十
三
号
）
の
一
部
改
正

1

Ｊ
ｂ
９
Ｖ
、

。l‐

附
則

第
条
第
九
十
九
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
職
業
能
力
の
開
発
及

ぴ
向
上
を
促
進
し
、
も
っ
て
労
働
者
の
雇
用
及
び
生
活
の
安
定
を
図
る
た
め
に
造
成
一

さ
れ
た
基
金
で
あ
っ
て
政
令
で
定
め
る
も
の
か
ら
の
国
庫
返
納
金
は
雇
用
勘
定
の
歳

入
と
す
る
。

第
条
求
職
者
支
援
事
業
の
安
定
的
な
運
営
を
図
る
た
め
、
当
分
の
間
、
雇
用
勘
定

に
求
職
者
支
援
事
業
資
金
を
置
き
、
同
勘
定
か
ら
の
繰
入
金
及
び
運
用
利
益
金
を
も

っ
て
こ
れ
に
充
て
る
。

２
前
項
の
雇
用
勘
定
か
ら
の
繰
入
金
は
、
予
算
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
繰
り
入

れ
る
も
の
と
す
る
。

３
求
職
者
支
援
事
業
資
金
は
、
求
職
者
支
援
事
業
（
雇
用
保
険
法
第
条
第
号

の
給
付
金
の
支
給
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に
か
か
る
費
用
を
支
弁
す
る
た
め
、
予

算
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
求
職
者
支
援
事
業
資
金
の
受
払
い
は
、
財
務
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
雇

用
勘
定
の
歳
入
歳
出
外
と
し
て
経
理
す
る
も
の
と
す
る

第
条
前
条
の
求
職
者
支
援
事
業
資
金
が
瞳
か
れ
て
い
る
間
は
、
同
資
金
か
ら
の
受

入
金
は
雇
用
勘
定
の
歳
入
と
し
、
同
資
金
へ
の
繰
入
金
は
雇
用
勘
定
の
歳
出
と
す
る

｡

案

｛
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
の
受
諾
に
伴
い
発
す
る
命
令
に
関
す
る
件
に
基
く
大
蔵
省
関
係
諸
命

令
の
措
潭
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
法
律
第
四
十
三
号
）
｝

（
命
令
の
廃
止
）

第
九
条一
戦
争
終
結
後
復
員
し
た
る
陸
海
軍
の
軍
人
等
に
対
し
支
給
し
た
る
退
職
賞
与

金
の
国
庫
返
納
に
関
す
る
件
（
昭
和
二
十
一
年
勅
令
第
百
五
号
）

｛
特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
二
十
三
号
）
｝

（
雇
用
安
定
資
金
）

第
百
四
条
雇
用
勘
定
に
雇
用
安
定
資
金
を
置
き
、
同
勘
定
か
ら
の
繰
入
金
及
び
第
三

項
の
規
定
に
よ
る
組
入
金
を
も
っ
て
こ
れ
に
充
て
る
。

２
前
項
の
雇
用
勘
定
か
ら
の
繰
入
金
は
、
予
算
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
繰
り
入

れ
る
も
の
と
す
る
。

（
３
～
４
）

５
雇
用
安
定
資
金
は
、
雇
用
安
定
事
業
費
及
び
第
百
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
雇

用
勘
定
か
ら
の
徴
収
勘
定
へ
の
繰
入
金
（
労
働
保
険
料
の
返
還
金
の
財
源
に
充
て
る

た
め
の
額
に
相
当
す
る
額
の
繰
入
金
に
限
る
。
）
を
支
弁
す
る
た
め
に
必
要
が
あ
る

場
合
に
は
、
予
算
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

６
雇
用
安
定
資
金
の
受
払
い
は
、
財
務
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
雇
用
勘
定

の
歳
入
歳
出
外
と
し
て
経
理
す
る
も
の
と
す
る
。

用
例
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｢緊急人材育成。就職支痘基金（緊急人材育成支緩事業) 1の創識について
|‐

1

1

緊急人材育成支援事業創設の背景及びこれまでの経緯

｡ ！リーマンシヨツタに端を発する急激な景気の低迷。雇用失業情勢の悪化を受け．労僅
各党から．雇圃保隙を受給できない者への新たなセーフ'テイ素ツトとLて、職業訓練と
生活保障のための給付を組み合わせた制度の創設について提言がなされた。

○ぞの提言等を踏まえ．新たな雇用のセ

識いて'ベ 『緊急人材育成。就職支援基金

5，唾遡億円が職業訓練と生活保障の事業
な罰たび

一謬ティネ動|卜として平成21年度補正予算｜

」 （総額7,000億円);を創設し､■このうち約
際急人材育成支援事業）にあてられることと

1年度補正予算に

。 ’『軍旗星1年度第1次補正予算の執行の見直しにaいて」 （平威濁1年1○勵躯|閣議決
劇により．緊急人材育成支援事業の平成2S年度実施分．その他の事業の平成22年度
我び23年度実施分（3534億円）を執行停止された｡】

。 『円|高・デフレ対応のた鋤の緊急総合経済対策」

脈で．緊急人勅管戒支援事業について、求職者支援
ときれた｡！

（平成22年1
制度の制度イ

0月8旧閣議決定）に謂
上窪での間延長すること

○緊急人材育成支援事業は、

J22億厩…22年度川,瘡
皇年度分で約2900億円
業を実施中｡：

(平成21年度
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受給'者実人員の推移

(注）各年度の受給者実人員の数値は年度間月平均値である。

受給者実人員

(前年比）

平成15年度 839,487 (△19．9）

平成16年度 682,046 (△18．8）

平成17年度 627,837 (△7．9）

平成1'8年度 583,255 (△7. 1）

平成19年度 566,666 (△2．8）

平成20年度 606,686 （ 7.1）

平成21年度 854,617 （ 40．9） ’



受給者実人員の推移

(注）各年度の受給者実人員の数値は年度間月平均値である。
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(前年比）

平成15年度 839, 487 (△19．9）

平成16年度 682,046 (△18．8）

平成17年度 627,837 (△7．9）

平成18年度 583,255 (△7.1）

平成19年度 566,666 (△2．8）

平成20年度 606,686 （ 7. 1）

平成21年度 854,617 ( 40.9)



受総者実人員の推彩
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(注）

受給者実人員

(前年比）

平成15年度 839,487 (△19．9）

平成16年度 682,046 (△18．8）

平成17年度 627,837 (△7．9）

平成18年度 583,255 (△7. 1）

平成19年度 566,666 (△2．8）

平成20年度 606,686 （ 7.1）

平成21年度 854,617 ( 40.9)
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(注）各年度の受給者実人員の数値は年度間月平均値である。

受給者実人員
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(前年比）

平成15年度 839,487 (△19．9）

平成16年度 682,046 (△18．8）

平成17年度 627,837 (△7．9）

平成18年度 583,255 (△7. 1）

平成19年度 566,666 (△2.8）

平成20年度 606,686 （ 7. 1）

平成21年度 854,617 （ 40．9）
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受給者実人員の推移

(注）各年度の受給者実人員の数値は年度間月平均値である。

受給者実人員

（前年比）
’
’

平成15年度 839,487 (△19．9）

’
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平成16年度 682,046 (△18．8）

平成17年度 627,837 (△7．9）

平成18年度 583,255 (△7. 1）

平成19年度 566,666 (△2．8）

平成20年度 606,686 （ 7． 1）

平成21年度 854,617 （ 40.9）
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公共職業訓練(離職者訓練)等の各年度における
実績規模等について(計画数）
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前年比(％） △3．4 △20．5 △13．9 △ △14．9 △5．8 39.2 0.3
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公共職業訓練(離職者訓練)等の各年度における
実績規模等について(計画数）
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公共職業訓練(離職者訓練)等の各年度における
実績規模等について(計画数) 。
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公共職業訓練(離職者訓練)等の各年度における
実績規模等について(計画数）
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求職者支援法案（仮称）概要

1背景・趣旨

非正規労働者が増大する等労働市場が変化する中で、平成21年、 22年に雇用保険

法を改正し、適用範囲の拡大や受給資格要件の緩和を行ったところであるが、 さらに、

これでもカバーできない者に対しても失業した際の支援が受けられるよう、セーフテイ

ネットを一層強化することが求められている。

しかしながら、雇用保険の失業等給付については、全体としての給付と負担のバラン

スといった保険原理から拡充に一定の制約があり､ﾐ前回の改正以上に拡充することは困

難である。

このため、雇用保険を受給できない求職者に対し、その就職の促進のために必要な職

業能力を高めるための訓練を受講する機会を確保するとともに、一定の要件を満たす場

合には訓練期間中の生活を支援するための給付を支給し、併せて、公共職業安定所等に

おいてきめ細やかな就職支援を行うことにより、雇用保険を受給できない求職者の雇用

を促進する制度を創設する6J

～､

2法案の概要（※検討中の事項であり、変更はあり得る｡）

（1） 目的

雇用保険を受給できない求職者に対し、必要な職業訓練の機会を確保するための施

策を講ずるとともに、必要に応じて職業訓練を受ける間の生活を支援するための給付

を支給すること等により、その早期の就職を促進し、もって、これらの求職者の生活

の安定を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与すること。

（2）求職者支援認定訓練（仮称）の対象者

雇用保険を受給できない求職者（具体的には、雇用保険の受給終了者、雇用保険の

適用がなかった又は受給資格を満たさなかった者等）であって、就職するためには訓

練による職業能力の向上が必要と認められる者（以下「対象求職者」という｡）

１
１

（3）求職者支援認定訓練の内容

①厚生労働大臣は、対象求職者の基礎的な職業能力の開発及び向上を図るために必

要な知識又は技能を習得させるための訓練（以下「求職者支援認定訓練」 （仮称） ．と

いう｡） .を認定することができることとする。

②厚生労働大臣は、①の業務等を、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

（以下「機構」という｡）に行わせるものとする。

③国は、求職者支援認定訓練の実施を促進するため、予算の範囲内において、当該

訓練を実施する者（以下「求職者支援認定訓練実施者」という｡）に対する助成その

他必要な措置を講ずることができることとする。



④機構は、求職者支援認定訓練実施者に対し、求職者支援認定訓練の効果的な実施

に必要な指導及び助言を行うものとする。

(4））給付

①求職者支援給付（仮称）の種類は、求職者支援手当(仮称）及び通所手当（仮称）

とする。

②求職者支援手当は、公共職業安定所長が指示した求職者支援認定訓練及び公共職

業訓練等（以下「求職者支援訓練」 （仮称） という｡）を受講する対象求職者が、求

職支援訓練を受けるためには求職者支援手当の支給によりその生活を支援する必要

がある者として厚生労働省令で定める者（※）に該当する場合に、当該訓練を受講

する期間について、 730日分を限度として支給するものとする。

③②にかかわらず、支給認定しようとする支給単位期間（原則として、訓練開始日

からその翌月の応当日までの1月）の初日からさかのぼって6年以内に、求職者支

援手当の支給を受けた別の求職者支援訓練に係る最初の支給単位期間の初日がある

場合は、原則として求職者支援手当は支給しないものとする。

④求職者支援手当の額は、厚生労働省令で定める額（日額）とする。支給単位期間

ごとに、厚生労働大臣が、②の要件に該当することについて認定を行い、 日額に支

給単位期間の日数を乗じて得た額を支給することとする。

⑤通所手当は、求職者支援手当を受給する対象求職者について、公共職業安定所長

が厚生労働大臣の定める基準に従って必要があると認めたときに支給することとす

る。通所手当の額は、対象求職者の通所に要する費用を考慮して、厚生労働省令で

定めることとする。

⑥正当な理由なく、就職支援を受けるために公共職業安定所に出頭すべき日 （以下

「出頭日」という｡）に公共職業安定所に出頭すること又は公共職業安定所の紹介す

る職業に就くことその他の公共職業安定所が行う就職のための支援を拒んだときは、

以後、当該求職者支援訓練の受講期間中は求職者支援給付を支給しないこととする。

⑦不正受給をした者については、以後、当該求職者支援訓練の受講期間中は求職者

支援給付を支給しないこととし、すでに給付の支給を受けた者がある場合には、国

は当該者に対し給付した額の返還及び当該額の2倍に相当する納付金の納付を命ず

ることができることとする。

屯

I

※厚生労働省令で定める者

当該求職者の収入、当該求職者と同居する親等の収入、訓練への出席状況等を勘

案して基準を定めることを想定

（5）就職支援

①公共職業安定所長は、求職者支援訓練を受講する者に対し、就職支援計画（仮称）

を作成することができることとする。



②就職支援計画においては、就職に向けた目標、訓練期間中及び訓練修了後に、出

頭日、求職者支援訓練の受講以外に就職に資すると考えられる事項等を記載するこ

ととする。

③対象者は、正当な理由がない限り、就職支援を受けるため、月1回公共職業安定

所に出頭しなければならないほか、公共職業安定所長が行う就職支援計画に基づく

支援を拒否してはならないものとすることとする。

（6）その他

①求職者支援訓練実施者への立入検査、求職者支援訓練実施者及び求職者支援訓練

の受講者への報告等を命ずる権限、求職者支援給付の差押え・公課等の禁止、給付

を受ける権利等の時効、罰則等を規定することとする。

②特別会計に関する法律、労働保険の保険料の徴収等に関する法律、厚生労働省設

置法、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法等について、所要の改正を

行うこととする。

※雇用保険法において、附帯事業として求職者支援事業を創設するとともに、求職

者支援法において､同法の事業は求職者支援事業として行う旨規定することとする。

求職者支援事業の創設については、求職者支援法の附則で行うことは困難と考えら

れるため、求職者支援法とは別途、雇用保険法の一部改正で行うことを検討する必

要がある。

3施行期日

平成23年10月1日 （予定）

I
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求職者支援制度の法形式について

今般創設する求職者支援制度については、対象となる求職者に対する訓練経費の負担、

給付の支給等を雇用保険の新たな附帯事業に位置付けて雇用保険法に規定した上で、制度

の具体的な内容については､別途制定する｢求職者支援法(仮称)」に規定することとする。

雇用保険の,』たな、帯事業を創言 る必セ

○雇用保険は、

①労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた

場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に

必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図ること

②労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の

増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ること

をその目的としている｡

←圭一

○この目的を達成するため、現行では、附帯事業として「雇用安定事業」 （雇用保険法

第62条）及び「能力開発事業」 （第63条）を行っているが、

①当該事業によって対策を講じようとする諸問題は、我が国の企業における雇用賃

金慣行その他企業の行動に起因するところが多く、その解決を図ることは、事業主

の共同連帯の責任で解決することが適当な場合も多くあること

②当該事業の実施によって企業が一定の利益を受けることとなること

から、事業主のみの拠出により、事業主に対する給付を行っているところ。

○増大する雇用保険を受給できない求職者（以下「求職者」という｡）に対するセーフ

ティネットとして、これらの者の雇用を促進するため、求職者に対して直接給付によ

る訓練期間中の生活支援等を行う必要があるが、

・ 対象とする求職者には自営廃業者等が含まれ、離職者だけに限られるものではな

く、失業状態に至っている責任は事業主のみならず国、労働者にもあること

・ 労働者に対して給付が支給されるものであること

・ 職業訓練の提供等による労働者の能力の開発､向上の利益は､労働者のみならず、

ひいては事業主、国も受益することになること

から、当該事業を、事業主の共同連帯の責任により解決すべき事業について事業主に

対する給付等を中心に実施している現行の附帯事業により行うことは適当ではなく、

雇用保険に、別の類型として新たに「求職者支援事業（仮称)」を創設することとする

ものである。

1



○新たな附帯事業については、現在のところ求職者支援制度の実施を想定していると

ころ、こうした点を踏まえ、その費用については、国及び労使で負担するものとし、

求職者に対する雇用政策に係る国の責任、労使の責任、支援により利益を受けること

となる者を勘案し、その割合は、国庫1／2、労使1／4ずつ(P)とすることとす

る。

○今般創設する求職者支援制度は、対象となる求職者に対して、必要な職業訓練を受

講する機会を確保するとともに、一定の要件を満たす場合に訓練期間中の生活を支援

するための給付を支給し、併せて訓練期間中及び訓練修了後に集中的に就職支援を行

うものである。これらの施策は労働者の能力の開発及び向上、雇用機会の増大につな

がるものであり、職業訓練を受講する機会の確保、訓練期間中の生活を支援するため

の給付は、広く労働者の職業の安定に資するものであるから、雇用保険の目的になじ

むものであり、新たに創設する求職者支援事業として実施することが適当である。
！

※求職者支援制度に係る費用の一部を労働保険特別会計で賄うこととする場合、費

用について、○○特別会計で一部賄うといった規定例は見当たらないため、雇用保

険事業として位置付けることが必要。

求職者支援法（仮称）が必要な理庄

○求職者支援制度においては、職業訓練、生活支援給付、就職支援はいずれも制度の

目的を達成するために必要不可欠の施策であることから、これらを一体とした法体系

とすることとしている。

○具体的には、これら求職者支援制度を構成する施策のうち、

①職業訓練に係る経費負担及び生活支援給付の支給については､求職者支援事業(仮

称）として雇用保険の附帯事業に位置付けるものであり、これを雇用保険法に規定

した上で、

②別途新たな法律を制定し、就職支援も含めた制度の全体の内容については、職業

訓練、生活支援給付の具体的な内容と併せて本制度を利用する求職者に係る種々の

義務等を当該法律に一体的に規定する

こととするものである。

I

○これにより求職者支援制度を構成する施策の関係性を明らかにしつつ、制度全体の

一覧性を高めることが可能であり、もって制度の効果的、かつ、適正な実施を図るこ

ととする。



求職者支援制度を創設する必要性について

1雇用保険の失業等給付を受給できない者の増加

○雇用調整の対象となりやすく、短期就労のため雇用保険の適用対象ともなりにくい

非正規労働者が増加するとともに、失業者に占める長期失業者の割合が趨勢的に上昇

してきている。

○こうした状況を踏まえ、非正規労働者や長期失業者に代表される雇用保険の失業等

給付を受給できない者に対するセーフテイネットの強化が喫緊の課題となっているが、

雇用保険制度は保険制度であることから、適用範囲の拡大、給付日数の延長等により

対応することには一定の限界があるところ。

※非正規労働者の数 1999年 1， 2”|万人（24． 9％）

2009年 1, 721万人(837%)

※失業者に占める長期失業者の割合 1999年 22． 4％

2009年 23ﾒ3％

（労働力調査。（ ）は労働者に占める非正規労働者の割合雪）

2新たに必要となる政策

○このため、従来の雇用保険とは別に、これらの者について、その就職に向けた支援

を行う新たな制度を構築する必要がある。

○その際、非正規労働者はそもそも職業能力開発の機会が少ないこと、職業訓練を受

講した求職者の就職率は職業訓練を受講せずに就職活動を行っている求職者に比べて

高くなっていること等から、新たな制度においては、職業訓練を受ける機会を提供す

ることが有効である。

○さらに、これらの者の中には、雇用保険を受給できないこと等により生活に困窮し

ている者が確実に想定されるため、安心して職業訓練を受講することができるよう、

併せてその生活を支援することが必要である。

○こうした点を踏まえ、今般、雇用保険を受給できない求職者に対し、職業訓練を受

講する機会を確保するとともに、一定の要件を満たす場合には訓練期間中の生活を支

援するための給付を支給し、併せて、公共職業安定所等においてきめ細やかな就職支

援を行う求職者支援制度を創設することとするものである。

※公共職業訓練受講者（訓練修了後3か月）の就職率

施設内訓練73． 9％施設内委託62． 4％

＊公共職業安定所における就職率は23 7％
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求職者支援認定訓練（仮称）の対象者の範囲について

1．労働の意思及び能力を有すること

求職者支援制度において新たに創設される職業訓練（以下『求職者支援認定訓練」 （仮

称）という.）の受講対象者としては、早期の就職の実現という制度の趣旨に照らすと、

当該者が

・ 労働の意思及び能力を有していること

・ 公共職業安定所に出頭し、求職の申込みを行っていること

が必要。これらに該当すると公共職業安定所長が認める者であって、下記の者を除いた

ものを「対象求職者」とする。

※労働の意思を有しない例としては、妊娠、介護等のため退職した者や、公共職業安定所が不

適当と認める求職条件への希望を固執する者等が挙げられる。

また、労働の能力を有しない例としては、老齢に伴う体力低下の著しい者、家事・家業・学

業等の都合により、他の職業に就き得ない者等が挙げられる。
ノ

○求職者支援認定訓練は、雇用保険を受給できない求職者に対し、職業に就く上での基

礎的な能力形成機会を付与するものである。

○上記の趣旨にかんがみ、

①雇用保険被保険者

②雇用保険受給資格者

については、原則として求職者支援認定訓練の対象外とすることが適当（その他対象外
とする者について、要検討)。具体的な考え方の整理は、それぞれ以下のとおり。

（①雇用保険被保険者について）

○雇用保険被保険者は､適用事業所の事業主に雇用されている在職者であることから、

本制度が想定している求職者には該当せず、求職者支援制度の対象と･しない。

○これらの者については、雇用保険法（昭和49年法律第116号）に基づく教育訓練給

付や、 （可能であれば)同法上の能力開発事業の活用を通じて、職業能力の開発及び向

上を図ることが適当。

（②雇用保険法上の受給資格者について）
○雇用保険法上の基本手当等の受給資格を有する者は、雇用保険被保険者資格は喪失

しているが、一方で雇用保険給付による保障を受けている。

○また、雇用保険受給資格者は、雇用保険被保険者として一定の就業経験を有してい

たものであり、今般創設する求職者支援認定訓練(仮称)において習得が見込まれる、

就職に必要な基礎的な職業能力の開発及び向上を図るために必要な知識又は技能を既

に身につけている蓋然性が高く、一般的に、同訓練の受講にはなじまないものと考え

られる。

○このため、本制度が想定している求職者には、原則として該当しないものと整理。
○これらの者については、同法上の能力開発事業として実施される公共職業訓練を受

講することにより、就職に必要な技能及び知識を習得することが､基本的には効果的・

効率的。

I
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求職者支援法（仮称）上の新たな職業訓練の内容について

1．新訓練の概要

○求職者支援法（仮称）においては、厚生労働大臣が、対象求職者の基礎的な職業能力

の開発及び向上を図るために必要な知識又は技能を習得させるための職業訓練について、

厚生労働省令で定める基準に適合するものであることの認定をすることができるものと

する。

○上記の認定に係る職業訓練(以下「求職者支援認定訓練」 （仮称）という｡）を通じて、

いわゆる非正規労働者や長期失業者等、職業能力形成の機会に恵まれなかった雇用保険

制度の対象とならない者を対象に、それらの求職者が就職する上で必要な職業能力の付

与を行うこととしている。

※公共職業訓練は、職業能力開発促進法（昭和44年法律第64号。以下「能開法」という｡）

第96条及び雇用保険法（昭和49年法律第116号）第63条において、雇用保険被保険者等に

関する雇用保険二事業のうち能力開発事業として行う旨規定されており、一定程度就業経験が

あり、基礎的な能力を有する雇用保険受給資格者が主な対象として想定されている。

○これは、

・ いわゆる非正規労働者については、就業経験等を通じた十分な職業能力開発が行わ

れておらず、安定した職業に就くためには十分な職業能力形成機会が必要であること

・ 長期失業者については、雇用保険受給時に就職ができなかったことや、在職時から

時間的な間隔が開いていること等にかんがみ、従来有していた職業能力とは異なる基

礎的な技能の習得が必要であること

から、求職者支援法の枠組みにおいて、従来の能開法に基づく公共職業訓練とは別途、

特に基礎的な技能及び知識の付与に重点を置いた職業訓練を実施することとしているも

のである。

※公共職業訓練の場合、能開法において、その趣旨は

・ 段階的かつ体系的に職業に必要な技能及びこれに関する知織の習得

・ 職業を転換しようとする労働者等に対する迅速かつ効果的な職業訓練の実施

とされている（能開法15条の6第1項及び第3項)。

また、公共職業訓練の内容については、職業訓練の水準の維持向上のために、厚生労働省

令において訓練課程ごとに教科、訓練時間、設備等について定められた基準に従うものとさ

れている（能開法第19条)。

I

2．訓練の実施形態

○求職者支援認定訓練については、能力レベルが多様な求職者に対し、民間教育訓練機

関の創意工夫を生かし、迅速に訓練を設定するため、厚生労働大臣の委任を受けた独立

行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が民間教育訓練機関の実施する職業訓練につ

いて認定するという形態をとることとしている。

※公共職業訓練は、能開法に基づき、

・ 公共職業能力開発施設の行う普通職業訓練又は高度職業訓練（いわゆる施設内訓練。能開



夕

法第15条の6第1項及び第20条）

及び

・ 職業能力の開発及び向上について適切と認められる他の施設により行われる教育訓練を上

記の施設内訓練とみなして実施するもの（いわゆる委託訓練。能開法第15条の6第3項）

の形態により実施されている。

(参考）求職者支援認定訓練と公共職業訓練の比較

I

求職者支援認定訓練 公共職業訓練

対象者

雇用保険受給資格のない求職者

(就業経験のない者、非正規労働を

反復していた者、過去に正規就業し

ていたものの失業が長期化している

者等であって、基礎的能力の習得が

必要｡） ．

主に雇用保険受給資格を有する求

職者

(一定の就業経験があり、既に基礎的

能力を有する｡）

訓練受講により習

得を目指す能力

就職に必要な基礎的能力 再就職に必要な技能及び知識

訓練の態様

民間教育訓練機関が実施する訓練

について、その申請に基づき独立

行政法人高齢・障害・求職者雇用

支援機構が認定。

公共職業能力開発施設(及びその委

託を受けた民間教育訓練機関)にお

いて実施。
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求職者支援制度上の（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構の業務について

所機構の業務について）

○求職者支援制度においては、雇用保険を受給できない求職者に対し、民間

教育訓練機関等が実施する職業訓練を厚生労働大臣が認定することとしてい

るところ、当該認定事務を、独立行政法人雇用・能力開発機構（以下「能開

機構」という｡）の業務を引き継ぐ独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援

機構（以下「新機構」という｡）に行わせることとする。

○また、機構は、上記の認定に関する業務のほか、

・ 上記の認定を申請しようとする者に対し、当該認定に係る職業訓練（以

下「求職者支援認定訓練」という｡）の実施に必要な情報の提供、相談その

他の援助を行う

・ 求職者支援訓練実施者に対し、求職者支援訓練の効果的な実施に必要な

指導及び助言を行う

こととする。

○これらの業務について、求職者支援法（仮称）の制定と併せ、独立行政法

人高齢・障害・求職者雇用支援機構法の一部を改正し、新機構の新たな業務

として追加することとする。

(新機構に業務を行わせることについて）

○求職者支援認定訓練の認定に当たっては、個別の訓練について、その訓練

分野に即して就職につながるような適切なカリキュラムが設定されているか、

想定されている水準の知識・技能等が習得できるだけの訓練内容となってい

るか等の専門的な審査が必要となるところ、新機構は、従来、国に代わって

職業能力開発促進法（昭和44年法律第64号.以下「能開法」という｡）に基

づく公共職業訓練を実施してきた能開機構が有する職業訓練に関するノウハ

ウを有するほか、能開機構が公共職業訓練の委託を行ってきたことや、事業

主に対する相談援助業務を行ってきた経緯から、地域の教育訓練機関との連

携を円滑に進めることや、地域の産業等の状況に応じた職業訓練のニーズを

把握できることから、国が自ら当該認定事務を実施するよりも効果的・効率

的に認定事務を実施することが可能となるものである。

○また、新機構が厚生労働大臣の委任を受けて行う認定行為については、求

職者支援認定訓練を実施する者（以下『訓練実施者」という｡）に対して権利

を付与する等の行政処分ではなく、求職者支援認定訓練に係る受講希望者を

あっせんし、訓練実施実績に応じた助成を行う対象として適当な訓練である

ことを認める位置づけの行為にすぎず、国でなければ実施できない類の権力

I
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的業務には該当しない（別紙参照)。

○なお、認定行為は、上記のように新機構の専門的なノウハウを要する部分

のほか、厚生労働省令で定める認定基準（訓練時間、訓練分野、設備、講師、

就職支援の内容等についての基準）に則って客観的に判断すべき点において

は、新機構の裁麓は生じない。

○これらの認定業務と併せ、訓練を実施しようとする者や認定を行った訓練

を実施する者に対する適切な指導、援助等を行うことについても、上記のよ

うに職業訓練に関する知見等を有する新機構に行わせることが適当と考えら

れる。 ’
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(別紙）

独立行政法人の性質について

○独立行政法人通則法（平成11年法律第103号）第2条において、独立行政

法人は「国が自ら主体となって直接に実施する必要はない事務及び事業」を

行うものとされているところであるが、独立行政法人ではなく国が直接実施

すべき事業については、以下のとおり想定されているところ。

①私人の権利義務に直接かつ強度の制限等を及ぼす公権力の行使に当たる

事務及び事業（例：司法警察）

②その性質上、国が自らの名において行うのでなければ成立しない事務及

び事業（例：栄典）

③災害等国の重大な危機管理に直結し、直接国の責任において実施するこ

とが必要な事務及び事業（例：防衛）

（｢改訂独立行政法人制度の解説j (独立行政法人制度研究会編、第一法規) 15ペー

ジより）

＃

○この点、求職者支援制度における職業訓練の認定については、国の事務と

して位置づけることが必要であるが、その事務の実施については、上記の①

から③までのような、国が直接行使しなければならない事務には当たらず、

職業訓練の実施に専門的なノウハウを有する新機構に委任することが可能で

あり、これにより、効果的・効率的な事務の実施が図られるものと考えられ

る。
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P①

求職者支援給付（仮称）について

1給付の性格について

○求職者支援制度における求職者支援給付（仮称）の性格については、訓練受講中に

給付を行うことによって訓練を受講しての求職活動を容易にし、就職を促進すること

が目的であることから、 「訓練期間中の生活を支援するための給付」とする。

）支給要件

○当該求職者支援訓練を受けるためには当該手当の支給によりその生活を支援する

必要がある者として厚生労働省令で定める者に該当する場合に支給することとする。

○支給要件については、雇用対策法における職業転換給付金、農業の担い手に対す

る経営安定のための交付金の交付に関する法律における交付金等、他の給付法令に

おいて省令で規定されていることを踏まえ、厚生労働省令で定めることとする。

(1）

(参考）厚生労働省令で定める者（予定）

①常態として職に就いていないこと

本制度は、いわゆる失業状態にある求職者個人に対して、求職者支援訓練を受

けている間の生活を支援するものであるから、一定の収入がある者については支

援する必要はなく、その必要性の判断については個人に着目することが適当。

その一定の収入がない状態を「常態として職に就いていない」 と整理し、雇用

保険の被保険者資格取得の基準となる一日4時間の就労は認める水準を勘案し、

月5万円を超える勤労所得がある者を排除するために設けるもの。

②申請者及び申請者と同居する親、子（未成年を除く｡)、配偶者の前年の所得を

12で除して得た額の合計が25万円以下であること

本給付による支援の必要性を個人に着目して判断する際には、①に加えて、当

該個人について、申請者と同居する親、子、配偶者による支援が期待できるか否

かまで含めて判断することが適当。

平成22年4月の標準生計費を踏まえれば(※1)､申請者と同一世帯の親､子、

配偶者に、合計25万円を超える月収があれば、訓練期間中の生活を支援しても

らうことが可能と考えられることから、これを排除するために設けるもの。

③申請者及び申請者と同居する親、子（未成年を除く｡)、配偶者の預貯金の合計

が400万円以下であること

現在の収入にかかわらず、十分な預貯金がある者については支援する必要はな

く、平成21年の国民生活基礎調査における全世帯の所得平均の中央値を踏まえ

れば（※2)、申請者及び申請者と同居する親、子、配偶者に、申請者が訓練を受

講する月に合計400万円の預貯金があれば、訓練期間中の生活をし、又は支援

I
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してもらうことが可能と考えられることから、これを排除するために設けるもの。

④支給単位期間において、当該対象求職者に係る求職者支援訓練を受講する日に

係る割合が厚生労働大臣の定める基準（※3）を下回らないこと

※1 191,130円(2人世帯の標準生計費）÷0.859(税・社会保険料控除分を割戻）

＝約22．3万円

210,360円(3人世帯の標準生計費）÷0.859=約24.5万円

229,600円(4人世帯の標準生計費）÷0.859=約26.7万円

※2 427万円（平成21年国民生活基礎調査における全世帯の平均所得の中央値）

※3訓練の出席率が10割（正当な理由がある場合のみ8割）

3給付額について

○求職者支援給付のうち求職者支援手当（仮称）の額の算定方式については、

①求職者支援訓練の訓練期間は3． 5か月等必ずしも1月単位となっていないこと

②受給時期や給付期間は、個々人によって差異が生じ得ること

から、 日額方式とし、 日額に支給単位期間（1月）の日数を乗じて得た額の求職者支

援手当を支給単位期間ごとに支給することとする。

○日額については、次の理由から定額とする。

①本制度の対象者として想定している非正規労働者、長期失業者、就業経験がない

者等は、そもそも離職前賃金がない、離職前賃金が相当程度過去のものとなる等の

理由から、雇用保険制度のようにこれを基礎として個々人に応じた額を設定するこ

とが困難であること

②本制度は、自ら保険料を拠出することにより従前の稼得収入がなくなることへの

備えを行う雇用保険制度と異なり、 「訓練期間中の生活を支援するための給付」を強

制保険によらない形で支給するものであること

○なお、 日額は厚生労働省令で定めることを予定している。 、

(参考） 日額の考え方

公共職業訓練を受講する雇用保険得受給者の給付額（※1）とのバランスを考慮し

つつ、働いた場合の手取額（※2）よりも給付を手厚くすることは就労しないという

モラルハザードを生じさせることを勘案し、給付実務の面も併せ踏まえた上で、 33

00円とすることを想定している。

※1 730円（平成22年度最低賃金の加重平均）×8時間×5日 （労働日数）÷7日

（1週間）＝4171円

4171円（賃金日額）×0.8(給付率)=3337円

3337円（基本手当日額）×30日+500円（受講手当） ×22日=111110円

111110円÷30日=3703円
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※2 730円×173.8時間(40時間/週×52.14週/年÷12か月）労働×06859' !('税｡
社会保険料を控除)=108985円

108985円÷30日＝3633円

4給付手続について

○支給単位期間（1月）ごとに、求職者支援給付の支給を希望する者からの申請に基

づき、厚生労働大臣が支給要件を満たすことを認定。当該認定を受けた場合に、支給

することとする。

5給付期間について

○給付期間は、次の理由から、最大730日分とする。

①公共職業訓練の期間の最長が原則2年であること

②訓練を受講した場合に拠出に関係なく給付が出る期間として失業等給付の訓練

延長給付の期間が最長2年であること

○また、次の理由から、訓練開始日 （訓練開始日以降に支給認定がなされた場合は、

当該支給認定日）から6年の間に、原則として訓練1回（連続受講が可能な場合（基

礎的な求職者支援認定訓練→公共職業訓練）には2回目の訓練を含む｡）について支給

することとする。

①求職者支援給付は､･原則的には就職する場合に必要な一定レベルまで訓練を受け

る上で必要な生活支援をするものであること

②パートタイム労働者の平均継続就業期間のデータを踏まえれば、受給開始後すぐ

に就職した者であっても6年は就業が期待できること

6不正受給への対応

○不正受給をした者については、以後、当該求職者支援訓練の実施期間中は求職者支

援給付を支給しないこととし、次の理由から、すでに給付の支給を受けた者がある場

合には、国は当該者に対し給付した額の返還及び当該額の2倍に相当する納付金の納

付を命ずることができることとする。

①求職者支援給付は、これを偽りの申請などの不正な手段を用いて給付した場合、

国は財政面において不当な損害を被ることとなること

②求職者支援給付は、給付の対象者を生活における支援が真に必要な者に限定する

ため、労働の意思及び能力があること、収入が一定額以下であることを要件として

いるが、これらについては行政機関による要件事実の把握が困難であり、受給者か

らの申告に依存する面が大きく、不正受給が生じる余地が大きいこと

7その他

○求職者支援給付については、差押え、公課等を禁止することとする。



対象求職者に対する就職支援について

1就職支援に関する法律上の措置

①公共職業安定所長は、求職者支援訓練を受講する者に対し、就職支援計画（仮称）

を作成することができることとする。

②就職支援計画においては、就職に向けた目標、訓練期間中及び訓練修了後に、就職

支援を受けるために公共職業安定所に出頭すべき日、求職者支援訓練の受講以外に就

職に資すると考えられる事項等を記載することとする。

③対象者は、正当な理由がない限り、就職支援を受けるため、月1回公共職業安定所

に出頭しなければならないほか、公共職業安定所長が行う就職支援計画に基づく支援

を拒否してはならないものとすることとする。

2法律に規定する理由

○就職支援は、本制度の目的を達成する上で必要不可欠の事項であり、求職者支援認

定訓練（仮称）及び公共職業訓練等（以下「求職者支援訓練」 （仮称）という｡)、求職

者支援給付と並ぶ求職者支援制度の柱の一つである。

Oこのため、

①重要性を明らかにするとともに、求職者支援訓練及び求職者支援給付と併せて規

定することで求職者支援制度を構成する施策の全体像を明確にする必要があること

②本制度の目的にかんがみれば、訓練を受講し就職する意思と能力を真に有した、

本制度による支援が真に必要な者に対象者を限定することが適当であること

から、就職支援計画をはじめとする具体的な就職支援について、当該支援を受ける義

務と併せて法定化することとする。

(参考）

○公共職業安定所において、求職者支援給付（仮称）を受給する求職者又は当該給付

を受給せずに求職者支援認定訓練を受講する者に対し、以下の就職支援を行う予定。

①訓練期間中、訓練終了後（3か月）に月1回管轄公共職業安定所に出頭し職業相

談を受ける出頭日を設定。 「就職支援計画」として受講者に提示。

②訓練の受講開始後、就職支援計画に沿って、訓練期間中、訓練終了後（3か月）

月1回の職業相談、職業紹介を実施。

③訓練期間中から終了後の職業相談を通じて必要性が認められた者には、就職支援

計画に上乗せして、担当者制による就職支援を実施。

○また、就職支援を行うことを訓練の認定基準に盛り込むことにより、訓練実施機関

における一定の就職支援も担保することとする。
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さ
れ
る
こ
と
を
奨
励
す
る
た
め
、
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
求
職
者

２
機
構
は
、
求
職
者
支
援
認
定
訓
練
実
施
者
に
対
し
、
求
職
者
支
援
認
定
訓
練
の
効
果
的
な
実
施
に
必
要
な
指
導
及
び
助
言

３
厚
生
労
働
大
臣
は
、
独
立
行
政
法
人
高
齢
・
障
害
・
求
職
者
雇
用
支
援
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。
）
に
、
前
二
項

支
援
認
定
訓
練
を
実
施
す
る
職
業
訓
練
実
施
者
（
以
下
「
求
職
者
支
援
認
定
訓
練
実
施
者
」
一
と
い
う
。
）
に
対
す
る
助
成
そ

を
行
う
も
の
と
す
る

、
相
談
そ
の
他
の
援
助
を
行
う
も
の
と
す
る
。

し
、
求
職
者
支
援
認
定
訓
練
の
実
施
が
円
滑
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
、
求
職
者
支
援
認
定
訓
練
の
実
施
に
必
要
な
情
報
の
提
供

に
規
定
す
る
業
務
を
行
わ
せ
る
も
の
と
す
る
。

の
他
必
要
な
措
置
を
講
・
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
指
導
及
び
助
言
）

（
求
職
者
支
援
認
定
訓
練
実
施
者
に
対
す
る
助
成
等
）

第
二
節
対
象
求
職
者
に
対
す
る
就
職
の
支
援
等

I

◎
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第
Ｃ
ｌ
２
条
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
就
職
支
援
計
画
を
作
成
さ
れ
た
対
象
求
職
者
は
、
正
当
な
理
由
が
な
い
限
り
、
就

第
Ｃ
ｌ
１
条
公
共
職
業
安
定
所
長
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
求
職
者
支
援
訓
練
に
係
る
対
象
求
職
者

２
就
職
支
援
計
画
に
お
い
て
は
、
就
職
の
た
め
の
支
援
を
受
け
る
た
め
に
公
共
職
業
安
定
所
に
出
頭
す
べ
き
日
（
以
下
「
出

２
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
就
職
支
援
計
画
を
作
成
さ
れ
た
対
象
求
職
者
は
、
正
当
な
理
由
が
な
い
限
り
、
就
職
支
援
計

職
の
た
め
の
支
援
を
受
け
る
た
め
、
毎
月
一
回
、
当
該
計
画
に
定
め
る
出
頭
日
に
公
共
職
業
安
定
所
に
出
頭
し
な
け
れ
ば
な

頭
日
」
と
い
う
。
）
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

」
と
い
う
。
）
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

が
そ
の
有
す
る
能
力
に
適
合
す
る
職
業
に
就
く
こ
と
を
容
易
に
し
、
及
び
促
進
す
る
た
め
の
計
画
（
以
下
「
就
職
支
援
計
画

ら
、
な
い

画
に
基
づ
き
公
共
職
業
安
定
所
が
行
う
就
職
の
た
め
の
支
援
を
拒
ん
で
は
な
ら
な
い
。

（
対
象
求
職
者
の
義
務
）

（
就
職
支
援
計
画
（
仮
称
）
の
作
成
）

第
三
章
求
職
者
支
援
給
付
（
仮
称
）
の
支
給
等

◎

I
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第
Ｄ
１
２
条
求
職
者
支
援
手
当
は
、
公
共
職
業
安
定
所
長
が
指
示
し
た
求
職
者
支
援
認
定
訓
練
及
び
雇
用
保
険
法
第
十
五
条

第
Ｄ
１
１
条
求
職
者
支
援
給
付
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
し
、
国
が
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
支
給
す
る
も
の
と
す
る
。

第
三
項
に
規
定
す
る
公
共
職
業
訓
練
等
（
以
下
「
求
職
者
支
援
訓
練
」
と
い
う
。
）
を
受
け
る
対
象
求
職
者
が
、
次
の
各
号

給
す
る
。
（
「
た
だ
し
、
・
・
・
」
と
し
て
、
連
続
受
講
の
場
合
の
例
外
を
規
定
）

二
通
所
手
当
（
仮
称
）

二
当
該
求
職
支
援
訓
練
を
受
け
る
た
め
に
は
当
該
手
当
の
支
給
に
よ
り
そ
の
生
活
を
支
援
す
る
必
要
が
あ
る
者
と
し
て
厚

の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
場
合
に
、
当
該
求
職
者
支
援
訓
練
を
受
け
る
期
間
に
つ
い
て
、
七
百
三
十
日
分
を
限
度
と
し
て
支

一
求
職
者
支
援
手
当
（
仮
称
）

一
第
Ｃ
ｌ
１
条
に
規
定
す
る
就
職
支
援
計
画
に
基
づ
く
就
職
の
た
め
の
支
援
を
受
け
る
意
思
を
有
す
る
と
公
共
職
業
安
定

（
求
職
者
支
援
手
当
の
支
給
）

（
求
職
者
支
援
給
付
の
種
類
）

所
長
が
認
め
る
者

第
一
節
求
職
者
支
援
給
付
の
支
給

’

ｆ

’
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４
厚
生
労
働
大
臣
は
、
対
象
求
職
者
に
つ
い
て
、
支
給
認
定
を
し
よ
う
と
す
る
支
給
単
位
期
間
の
初
日
か
ら
さ
か
の
ぼ
っ
て

３
求
職
者
支
援
手
当
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
対
象
求
職
者
は
、
支
給
単
位
期
間
（
求
職
者
支
援
訓
練
の
開
始
の
日
（
当

２
求
職
者
支
援
手
当
の
額
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
。

求
職
者
支
援
訓
練
が
終
了
し
た
日
の
属
す
る
月
に
あ
っ
て
は
、
当
該
求
職
者
支
援
訓
練
を
終
了
し
た
日
）
ま
で
の
各
期
間
に

降
の
日
で
あ
る
場
合
は
、
当
該
申
出
を
し
た
日
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
一
又
は
各
月
に
お
い
て
そ
の
日
に
応
当
し

該
対
象
求
職
者
が
求
職
者
支
援
手
当
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
を
希
望
す
る
旨
の
申
出
を
し
た
日
が
当
該
開
始
の
日
の
翌
日
以

生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
に
該
当
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
厚
生
労
働
大
臣
の
認
定
（
以
下
「
支
給
認
定
」
と
い
う
。
）
を
受

、

六
年
以
内
に
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
求
職
者
支
援
手
当
の
支
給
を
受
け
た
現
に
受
け
て
い
る
求
職
者
支
援
訓
練
以
外
の
求

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

月
の
末
日
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
訓
練
開
始
応
当
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
各
翌
月
の
訓
練
開
始
応
当
日
の
前
日
（
当
該

区
分
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
区
分
に
よ
る
一
の
期
間
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
ご
と
に
、
第
一
項
の
厚

か
つ
、
ｉ
当
該
求
職
者
支
援
訓
練
を
受
講
し
た
期
間
内
に
あ
る
日
（
そ
の
日
に
応
当
す
る
日
が
な
い
月
に
お
い
て
は
、
そ
の

生
労
働
省
令
で
定
め
る
者

ノ

上
頁



第
Ｄ
１
３
条
通
所
手
当
は
、
対
象
求
職
者
が
、
第
Ｄ
１
２
条
の
規
定
に
よ
り
求
職
者
支
援
手
当
を
受
給
す
る
場
合
に
お
い
て

第
Ｄ
１
４
条
求
職
者
支
援
給
付
を
受
け
る
対
象
求
職
者
が
、
正
当
な
理
由
な
く
、
出
頭
日
に
公
共
職
業
安
定
所
に
出
頭
す
る

２
通
所
手
当
の
額
は
、
対
象
求
職
者
の
通
所
に
要
す
る
費
用
を
考
慮
し
て
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
。

６
支
給
単
位
期
間
に
支
給
す
る
額
は
、
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
額
に
当
該
期
間
に
係
る
一
日
数
を
乗
じ
て
得
た
額

５
求
職
者
支
援
手
当
は
、
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
を
受
け
た
支
給
単
位
期
間
に
つ
い
て
支
給
す
る
。

、
公
共
職
業
安
定
所
長
が
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
基
準
に
従
っ
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
に
、
支
給
す
る
。

と
す
る
。

職
者
支
援
訓
練
に
係
る
最
初
の
支
給
単
位
期
間
の
初
日
が
あ
る
場
合
に
は
、
求
職
者
支
援
手
当
を
支
給
し
な
い
。
（
「
た
だ

ん
だ
と
き
は
、
そ
の
拒
ん
だ
日
以
降
、
当
該
求
職
者
支
援
訓
練
に
係
る
求
職
者
支
援
給
付
を
支
給
し
な
い
。

し
、
・
・
・

こ
と
又
は
公
共
職
業
安
定
所
の
紹
介
す
る
職
業
に
就
く
こ
と
そ
の
他
の
公
共
職
業
安
定
所
が
行
う
就
職
の
た
め
の
支
援
を
拒

（
給
付
制
限
）

（
通
所
手
当
の
支
給
）

」
と
し
て
、
連
続
受
講
の
場
合
の
例
外
を
規
定
）

’
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第
Ｄ
ｌ
団
条
偽
り
そ
の
他
不
正
の
行
為
に
よ
り
求
職
者
支
援
給
付
の
支
給
を
受
け
た
者
が
あ
る
場
合
に
は
、
国
は
、
そ
の
者

第
Ｄ
１
５
条
偽
り
そ
の
他
不
正
の
行
為
に
よ
り
求
職
者
支
援
給
付
の
支
給
を
受
け
、
又
は
受
け
よ
う
と
し
た
者
に
は
、
求
職

２
前
項
に
規
定
す
る
者
が
同
項
に
規
定
す
る
日
以
後
新
た
に
求
職
者
支
援
訓
練
を
受
け
る
場
合
に
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か

２
前
項
の
場
合
に
お
い
て
求
職
者
支
援
認
定
訓
練
実
施
者
が
偽
り
の
届
出
、
報
告
又
は
証
明
を
し
た
た
め
そ
の
求
職
者
支
援

２
前
項
に
規
定
す
る
者
が
同
項
に
規
定
す
る
日
以
後
新
た
に
求
職
者
支
援
訓
練
を
受
け
る
場
合
に
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か

者
支
援
給
付
の
支
給
を
受
け
、
又
は
受
け
よ
う
と
し
た
日
以
後
、
求
職
者
支
援
給
付
を
支
給
し
な
い
。
た
だ
し
、
や
む
を
得

大
臣
の
定
め
る
基
準
に
よ
り
、
当
該
偽
り
そ
の
他
不
正
の
行
為
に
よ
り
支
給
を
受
け
た
求
職
者
支
援
給
付
の
額
の
二
倍
に
相

わ
ら
ず
、
当
該
求
職
者
支
援
訓
練
に
係
る
支
給
認
定
に
基
づ
く
求
職
者
支
援
給
付
を
支
給
す
る
。

な
い
理
由
が
あ
る
場
合
に
は
、
求
職
者
支
援
給
付
の
全
部
又
は
一
部
を
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

当
す
遍
額
以
下
の
金
額
を
納
付
す
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

わ
ら
ず
、
当
該
求
職
者
支
援
訓
練
に
係
る
求
職
者
支
援
給
付
を
支
給
す
る
。

に
対
し
て
、
“
支
給
し
産
求
職
者
支
援
給
付
の
全
部
又
は
一
部
を
返
還
す
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
、
厚
生
労
働

■

Ｉ

少

９

１

』

（

返

還

命

令

等

）
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第
Ｅ
ｉ
１
条
求
職
者
支
援
給
付
を
受
け
る
権
利
は
、
譲
り
渡
し
、
担
保
に
供
し
、
又
は
差
し
押
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

第
Ｅ
Ｉ
２
－
条
租
税
雀
の
他
の
公
課
ぼ
、
求
職
者
支
援
給
付
と
し
て
支
給
を
受
け
た
金
銭
を
標
準
と
し
て
課
す
る
こ
と
が
で
き

Ｉ

な
い
、

第
Ｅ
１
３
条
求
職
者
支
援
給
付
の
支
給
を
受
け
、
又
は
そ
の
返
還
を
受
け
る
権
利
及
び
第
Ｄ
１
６
条
の
規
定
に
よ
り
納
付
を

３
労
働
保
険
の
保
険
料
の
徴
収
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
八
十
四
号
）
第
二
十
七
条
及
び
第
四
十
一
条
の

支
給
を
受
け
た
者
と
連
帯
し
て
、
前
項
に
規
定
に
よ
る
求
職
者
支
援
給
付
の
返
還
又
は
命
ぜ
ら
れ
た
金
額
の
納
付
を
す
る
こ

規
定
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
返
還
又
は
納
付
を
命
ぜ
ら
れ
た
金
額
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

給
付
が
支
給
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
国
は
、
当
該
求
職
者
支
援
認
定
訓
練
実
施
者
に
対
し
そ
の
求
職
者
支
援
給
付
の

（
受
給
権
の
保
護
）

（
公
課
の
禁
止
）

《
時
効
）

第
二
節
雑

}

則

－

ｊ
『
二

／
Ｉ
、
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0

第
Ｆ
１
１
条
！
第
Ｂ
１
２
条
の
規
定
に
よ
る
求
職
者
支
援
認
定
訓
練
実
施
者
に
対
す
る
助
成
及
び
第
Ｄ
１
２
条
の
規
定
に
よ
る

第
Ｆ
１
２
条
厚
生
労
働
犬
臣
は
、
第
○
条
の
政
令
の
制
定
若
し
く
は
改
正
の
立
案
を
し
、
又
は
第
Ｂ
１
１
条
第
一
項
、
第
Ｃ

第
Ｆ
１
３
条
厚
生
労
働
大
臣
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
求
職
者
支
援
認
定
訓
練
実
施
者
に
対
し
て
、

２
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
徴
収
金
の
納
入
の
告
知
又
は
督
促
は
、
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
百
五
十

１
１
条
、
第
Ｄ
１
２
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
Ｄ
１
３
条
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
の
制
定
若
し
く
は
改
正
を
し
よ

求
職
者
支
援
給
付
の
支
給
は
、
雇
用
保
険
法
第
○
条
に
規
定
す
る
求
職
活
動
支
援
事
業
と
し
て
行
う
。

す
べ
き
こ
と
を
命
ぜ
ら
れ
た
金
額
を
徴
収
す
る
権
利
は
、
二
年
を
経
過
し
た
と
き
は
、
時
効
に
よ
っ
て
消
滅
す
る
。

う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
労
働
政
策
審
議
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三
条
②
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
国
時
効
中
断
の
効
力
を
有
す
る
劃

（
労
働
政
策
審
議
会
へ
の
諮
問
）

（
雇
用
保
険
法
と
の
関
係
）

（
報
告
等
）

第
四
章
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●

第
Ｆ
１
４
条
行
政
庁
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
職
員
に
、
求
職
者
支
援
認
定
訓

２
前
項
の
規
定
に
よ
り
立
入
検
査
を
す
る
職
員
は
、
そ
の
身
分
を
示
す
証
明
書
を
携
帯
し
、
関
係
者
に
提
示
し
な
け
れ
ば
、
噸

３
厚
生
労
働
大
臣
は
、
求
職
者
支
援
手
当
の
支
給
認
定
に
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
対
象
求
職
者
の
資
産
及
び
収
入
の
状
況
に

２
厚
生
労
働
大
臣
は
、
求
職
者
支
援
給
付
の
支
給
を
受
け
て
い
る
者
に
対
し
て
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
て
必
要
な
報
告

練
実
施
者
の
事
務
所
に
立
ち
入
り
、
関
係
者
に
対
し
て
質
問
さ
せ
、
又
は
帳
簿
書
類
（
そ
の
作
成
又
は
保
存
に
代
え
て
電
磁

的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録

、
文
書
の
提
出
又
は
出
頭
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

ら
黍
い
型

お
け
る
当
該
電
磁
的
記
録
を
含
む
。
）
の
検
査
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
）
の
作
成
又
は
保
存
が
さ
れ
て
い
る
場
合
に

こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
て
必
要
な
報
告
、
文
書
の
提
出
又
は
出
頭
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

つ
き
、
銀
行
そ
の
他
の
金
融
機
関
に
、
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
立
入
検
査
）

一

－

一

一

一

頁



、

第
ａ
１
１
条
こ
の
法
律
は
平
成
二
十
三
年
十
月
一
冒
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
附
則
○
条
に
つ
い
て
は
、
公
布
の
日
か
ら

第
Ｈ
１
１
条

※
そ
一
の
他
の
規
定
の
要
否
に
つ
い
て
は
検
討
中
。

第
Ｇ
１
１
条
こ
の
法
律
に
規
定
す
る
も
の
の
縁
か
、
こ
の
法
律
の
実
施
の
た
め
必
要
な
手
続
そ
の
他
の
事
項
は
、
厚
生
労
働

３
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
の
権
限
は
、
犯
罪
捜
査
の
た
め
に
認
め
ら
れ
た
も
の
と
解
釈
し
て
は
な
ら
な
い
。

n

o

施
行
す
る
。

省
令
で
定
め
る
。

（
施
行
期
目
）
一

（
厚
生
労
働
省
令
へ
の
委
任
）

附 第
五
章
罰
則

則

へ

り

一

一

一

一

頁



1

（
目
的
）

第
一
条
雇
用
保
険
は
、
労
働
者
が
失
業
し
た
場
合
及
び
労
働
者
に
つ
い
て
曜
用
の
継

続
が
困
難
と
な
る
事
由
が
生
じ
た
場
合
に
必
要
な
給
付
を
行
う
ほ
か
、
労
働
者
が
自

ら
職
業
に
関
す
る
教
育
訓
練
を
受
け
た
場
合
に
必
要
な
給
付
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、

労
働
者
の
生
活
及
び
雇
用
の
安
定
を
図
る
と
と
も
に
、
求
職
活
動
を
容
易
に
す
る
等

◎
雇
用
保
険
法
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
百
十
六
号
）
の
一
部
改
正Wil

防
、
雇
用
状
態
の
是
正
及
び
雇
用
機
会
の
増
大
、
労
働
者
の
能
力
の
開
発
及
び
向
と

そ
の
他
労
働
者
の
福
祉
の
増
進
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

そ
の
就
職
を
促
進
し
、
あ
わ
せ
て

耽
職
を
促
准

可
活
動
支
事
拳

る
と
と
も
に

労
働
者
の
職
業
の
安
定
に
資
す
る
た
め
、
失
業
の
予

案

〆
『

（
目
的
）

第
一
条
雇
用
保
険
は
、
労
働
者
が
失
業
し
た
場
合
及
び
労
働
者
に
つ
い
て
雇
用
の
継

続
が
困
難
と
な
る
事
由
が
生
じ
た
場
合
に
必
要
な
給
付
を
行
う
ほ
か
、
労
働
者
が
自

ら
職
業
に
関
す
る
教
育
訓
練
を
受
け
た
場
合
に
必
要
な
給
付
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、

労
働
者
の
生
活
及
び
雇
用
の
安
定
を
図
る
と
と
も
に
、
求
職
活
動
を
容
易
に
す
る
等

必
そ
の
就
職
を
促
進
し
、
あ
わ
せ
て
、
労
働
者
の
職
業
の
安
定
に
資
す
る
た
め
、
失
業

の
予
防
、
雇
用
状
態
の
是
正
及
び
雇
用
機
会
の
増
大
、
労
働
者
の
能
力
の
開
発
及
び

向
上
そ
の
他
労
働
者
の
福
祉
の
増
進
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
参
考
）

、
第
四
章
雇
用
安
定
事
業
等

（
雇
用
安
定
事
業
）

第
六
十
二
条
政
府
は
、
被
保
険
者
、
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
及
び
被
保
険
者
に
な
ろ

う
と
す
る
者
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
被
保
険
者
等
」
と
い
う
。
）
に
関
し
、
失

業
の
予
防
、
雇
用
状
態
の
是
正
、
恩
用
機
会
の
増
大
そ
の
他
雇
用
の
安
定
を
図
る
た

め
、
雇
用
安
定
事
業
と
し
て
、
次
の
事
業
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

一
景
気
の
変
動
、
産
業
構
造
の
変
化
そ
の
他
の
経
済
上
の
理
由
に
よ
り
事
業
活
動

の
縮
小
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
労
働
者
を
休
業
さ
せ
る
事
業
主
そ

の
他
労
働
者
の
雇
用
の
安
定
を
図
る
た
め
に
必
要
な
措
侭
を
識
ず
る
事
業
主
に
対

し
て
、
必
要
な
助
成
及
び
援
助
を
行
う
こ
と
。

（
、

参
考

‐1．



71

（
国
庫
の
負
担
）

第
六
十
六
条
国
庫
は
、
次
に
掲
げ
る
区
分
に
よ
っ
て
、
求
職
者
給
付
（
高
年
齢
求
職

者
給
付
金
を
除
く
。
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
雇
用
継
続
給
付
（
高
年
齢
雇

用
継
続
基
本
給
付
金
及
び
高
年
齢
再
就
職
給
付
金
を
除
く
。
第
三
号
に
お
い
て
同
じ

割
飼
呵
姻
‐
．
割
創
刊
計

２
～
５
（
略
）

一
日
雇
労
働
求
職
者
給
付
金
以
外
の
求
職
者
給
付
に
つ
い
て
は
、
当
該
求
職
者
給

付
に
要
す
る
費
用
の
四
分
の
一

二
日
雇
労
働
求
職
者
給
付
金
に
つ
い
て
は
、
当
該
日
雇
労
働
求
職
者
給
付
金
に
要

す
る
費
用
の
三
分
の
一

三
雇
用
継
続
給
付
に
つ
い
て
は
、
当
該
雇
用
継
続
給
付
に
要
す
る
費
用
の
八
分
の

。
）

陸
第
＠
瀬
の
頬
定
に
よ
り
行
う
或
閲
者
支
援
給
付
の
支
給
に

皿
び
に
求
聯
活
動
支
援
事
塞

奉
職
活
：
包
可
‐
制
に
要
す
る
餐
用
を
負
担
す
る

今

に
要
す
る
費
用
の
一
部
を
負
担
す
る
。

一

'

界
の
嘩
回
六

6'l

（
国
庫
の
負
担
）

第
六
十
六
条
国
庫
は
、
次
に
掲
げ
る
区
分
に
よ
っ
て
、
求
職
者
給
付
（
高
年
齢
求
職

者
給
付
金
を
除
く
。
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
雇
用
継
続
給
付
（
高
年
齢
雇

用
継
続
基
本
給
付
金
及
び
高
年
齢
再
就
職
給
付
金
を
除
く
。
第
三
号
に
お
い
て
同
じ

。
）
に
要
す
る
費
用
の
一
部
を
負
担
す
る
。

一
日
雇
労
働
求
職
者
給
付
金
以
外
の
求
職
者
給
付
に
つ
い
て
は
、
当
該
求
職
者
給

付
に
要
す
る
費
用
の
四
分
の
一

二
日
雇
労
働
求
職
者
給
付
金
に
つ
い
て
は
、
当
該
日
雇
労
働
求
職
者
給
付
金
に
要

す
る
費
用
の
三
分
の
一

三
曜
用
継
続
給
付
に
つ
い
て
は
、
当
該
雇
用
継
続
給
付
に
要
す
る
費
用
の
八
分
の

２
～
５
（
略
）

二
離
職
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
労
働
者
に
対
し
て
、
雇
用
対
策
法
（
昭
和
四
十
一

年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
第
二
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
休
暇
を
与
え
る
事

業
主
そ
の
他
当
該
労
働
者
の
再
就
職
を
促
進
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず

る
事
業
主
に
対
し
て
、
必
要
な
助
成
及
び
援
助
を
行
う
こ
と
。

（
以
下
略
）

･2．
~



（
保
険
料
）

第
六
十
八
条
雇
用
保
険
事
業
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
た
め
政
府
が
徴
収
す
る
保
険

料
に
つ
い
て
は
、
徴
収
法
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

２
前
項
の
保
険
料
の
う
ち
、
一
般
保
険
料
徴
収
額
か
ら
そ
の
額
に
二
事
業
率
を
乗
じ

て
得
た
額
を
減
じ
た
額
及
び
印
紙
保
険
料
の
額
に
相
当
す
る
額
の
合
計
額
は
、
失
業

等
給
付
測
胡
剰
糊
澗
馴
剣
捌
調
鶏
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
も
の
と
し
、
一
般
保
険

料
徴
収
額
に
二
事
業
率
を
乗
じ
て
得
た
額
は
、
雇
用
安
定
事
業
及
び
能
力
開
発
事
業

に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
も
の
と
す
る
。

「

（
保
険
料
）

第
六
十
八
条
雇
用
保
険
事
業
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
た
め
政
府
が
徴
収
す
る
保
険

料
に
つ
い
て
は
、
徴
収
法
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

２
前
項
の
保
険
料
の
う
ち
、
一
般
保
険
料
徴
収
額
か
ら
そ
の
額
に
二
事
業
率
を
乗
じ

て
得
た
額
を
減
じ
た
額
及
び
印
紙
保
険
料
の
額
に
相
当
す
る
額
の
合
計
額
は
、
失
業

等
給
付
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
も
の
と
し
、
一
般
保
険
料
徴
収
額
に
二
事
業
率
を

乗
じ
て
得
た
額
は
、
雇
用
安
定
事
業
及
び
能
力
開
発
事
業
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る

も
の
と
す
る
。

I

●
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◎
労
働
保
険
の
保
険
料
の
徴
収
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
八
十
四
号
）
の
一
部
改
正

ｆ
、

ｒ
’
１

4...-

-4．

○
労
働
保
険
の
保
険
料
の
徴
収
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
八
十
四
号

ー（
一
般
保
険
料
に
係
る
保
険
料
率
）

第
十
二
条
一
般
保
険
料
に
係
る
保
険
料
率
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
中
略
）

５
厚
生
労
働
大
臣
は
、
毎
会
計
年
度
に
お
い
て
、
徴
収
保
険
料
額
並
び
に
雇
用
保
険

法
第
六
十
六
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
五
項
並
び
に
第
六
十
七
条
の
規
定
に
よ
る

国
庫
の
負
担
額
の
合
計
額
と
同
法
の
規
定
に
よ
る
失
業
等
給
付
の
額
測
耐
刺
糊
周
期

剣
捌
剃
調
凶
劉
制
引
劉
刷
伺
荊
司
創
刈
矧
調
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
失
業
等
給

付
額
」
と
い
う
。
）
と
の
差
額
を
当
該
会
計
年
度
末
に
お
け
る
労
働
保
険
特
別
会
計

の
雇
用
勘
定
の
積
立
金
（
第
七
項
に
お
い
て
「
積
立
金
」
と
い
う
。
）
に
加
減
し
た

額
が
、
当
該
会
計
年
度
に
お
け
る
失
業
等
給
付
額
の
二
倍
に
相
当
す
る
額
を
超
え
、

又
は
当
該
失
業
等
給
付
額
に
相
当
す
る
額
を
下
る
に
至
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
必
要

が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
労
働
政
策
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
、
一
年
以
内
の
期

間
を
定
め
、
雇
用
保
険
率
を
千
分
の
十
五
・
五
か
ら
千
分
の
二
十
三
・
五
ま
で
（
前

項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
事
業
（
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
業
を
除
く
。
）
に
つ
い

て
は
千
分
の
十
七
・
五
か
ら
千
分
の
二
十
五
・
五
ま
で
、
同
号
に
掲
げ
る
事
業
に
つ

い
て
は
千
分
の
十
八
・
五
か
ら
千
分
の
二
十
六
・
五
ま
で
）
の
範
囲
内
に
お
い
て
変

更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
以
下
略
）

案

○
労
働
保
険
の
保
険
料
の
徴
収
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
八
十
四
号

ー

（
一
般
保
険
料
に
係
る
保
険
料
率
）

第
十
二
条
一
般
保
険
料
に
係
る
保
険
料
率
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
中
略
）

５
厚
生
労
働
大
臣
は
、
毎
会
計
年
度
に
お
い
て
、
徴
収
保
険
料
額
並
び
に
雇
用
保
険

法
第
六
十
六
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
五
項
並
び
に
第
六
十
七
条
の
規
定
に
よ
る

国
庫
の
負
担
額
の
合
計
額
と
同
法
の
規
定
に
よ
る
失
業
等
給
付
の
額
（
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
「
失
業
等
給
付
額
」
と
い
う
。
）
と
の
差
額
を
当
該
会
計
年
度
末
に
お
け

る
労
働
保
険
特
別
会
計
の
雇
用
勘
定
の
積
立
金
（
第
七
項
に
お
い
て
「
積
立
金
」
と

い
う
。
）
に
加
減
し
た
額
が
、
当
該
会
計
年
度
に
お
け
る
失
業
等
給
付
額
の
二
倍
に

相
当
す
る
額
を
超
え
、
又
は
当
該
失
業
等
給
付
額
に
相
当
す
る
額
を
下
る
に
至
っ
た

場
合
に
お
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
労
働
政
策
審
議
会
の
意
見
を
聴

い
て
、
一
年
以
内
の
期
間
を
定
め
、
雇
用
保
険
率
を
千
分
の
十
五
・
五
か
ら
千
分
の

二
十
三
・
五
ま
で
（
前
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
事
業
（
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事

業
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
千
分
の
十
七
・
五
か
ら
千
分
の
二
十
五
・
五
ま
で
、
同

号
に
掲
げ
る
事
業
に
つ
い
て
は
千
分
の
十
八
・
五
か
ら
千
分
の
二
十
六
・
五
ま
で
〉

の
範
囲
内
に
お
い
て
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
以
下
略
）

用

例



◎
特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
二
十
三
号
）
の
一
部
改
正

ヴ
ゲ
ｔ

ぶ

り

日

（

‐5．

（
一
般
会
計
か
ら
の
繰
入
対
象
経
費
）

第
百
一
条
労
災
勘
定
に
お
け
る
一
般
会
計
か
ら
の
繰
入
対
象
経
費
は
、
労
働
者
災
害

補
償
保
険
法
第
三
十
二
条
に
規
定
す
る
労
働
者
災
害
補
償
保
険
事
業
に
要
す
る
費

用
で
国
庫
が
補
助
す
る
も
の
と
す
る
。

２
雇
用
勘
定
に
お
け
る
一
般
会
計
か
ら
の
繰
入
対
象
経
費
は
、
雇
用
保
険
法
第
六
十

六
条
及
び
第
六
十
七
条
に
規
定
す
る
求
職
者
給
付
並
び
に
同
法
第
六
十
六
条
に
規
定

す
る
雇
用
継
続
給
付
１
判
糊
澗
翻
刻
捌
剰
調
及
び
雇
用
保
険
事
業
の
事
務
の
執
行
に

要
す
る
経
費
で
国
庫
が
負
担
す
る
も
の
と
す
る
。

（
積
立
金
）

第
百
三
条
労
災
勘
定
に
お
い
て
、
毎
会
計
年
度
の
歳
入
歳
出
の
決
算
上
剰
余
金
を
生

じ
た
場
合
に
は
、
当
該
剰
余
金
の
う
ち
、
労
災
保
険
事
業
の
保
険
給
付
費
及
び
社
会

復
帰
促
進
等
事
業
費
（
特
別
支
給
金
に
充
て
る
た
め
の
も
の
に
限
る
。
第
五
項
に
お

い
て
同
じ
。
）
に
充
て
る
た
め
に
必
要
な
金
額
を
、
積
立
金
と
し
て
積
み
立
て
る
も

の
と
す
る
。

２
（
略
）

３
雇
用
勘
定
に
お
い
て
、
毎
会
計
年
度
の
歳
入
額
（
曜
用
安
定
事
業
及
び
能
力
開
発

事
業
に
係
る
歳
入
額
（
次
条
第
三
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
「
二
事
業
費
充
当
歳
入

額
」
と
い
う
。
）
を
控
除
し
た
残
り
の
額
と
す
る
。
）
か
ら
当
該
年
度
の
歳
出
額
（

雇
用
安
定
事
業
及
び
能
力
開
発
事
業
に
係
る
歳
出
額
（
次
条
第
三
項
及
び
第
四
項
に

お
い
て
「
二
事
業
費
充
当
歳
出
額
」
と
い
う
。
）
を
控
除
し
た
残
り
の
額
と
す
る
。

）
を
控
除
し
て
残
余
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
残
余
の
う
ち
、
雇
用
保
険
事
業
の
失

案

全
般
会
計
か
ら
の
繰
入
対
象
経
費
）

第
百
一
条
労
災
勘
定
に
お
け
る
一
般
会
計
か
ら
の
繰
入
対
象
経
費
は
、
労
働
者
災
害

補
償
保
険
法
第
三
十
二
条
に
規
定
す
る
労
働
者
災
害
補
償
保
険
事
業
に
要
す
る
費

用
で
国
庫
が
補
助
す
る
も
の
と
す
る
。

２
雇
用
勘
定
に
お
け
る
一
般
会
計
か
ら
の
繰
入
対
象
経
費
は
、
雇
用
保
険
法
第
六
十

六
条
及
び
第
六
十
七
条
に
規
定
す
る
求
職
者
給
付
並
び
に
同
法
第
六
十
六
条
に
規
定

す
る
雇
用
継
続
給
付
及
び
雇
用
保
険
事
業
の
事
務
の
執
行
に
要
す
る
経
費
で
国
庫
が

負
担
す
る
も
の
と
す
る
。

（
積
立
金
）

第
百
三
条
労
災
勘
定
に
お
い
て
、
毎
会
計
年
度
の
歳
入
歳
出
の
決
算
上
剰
余
金
を
生

じ
た
場
合
に
は
、
当
該
剰
余
金
の
う
ち
、
労
災
保
険
事
業
の
保
険
給
付
費
及
び
社
会

復
帰
促
進
等
事
業
費
（
特
別
支
給
金
に
充
て
る
た
め
の
も
の
に
限
る
。
第
五
項
に
お

い
て
同
じ
。
）
に
充
て
る
た
め
に
必
要
な
金
額
を
、
積
立
金
と
し
て
積
み
立
て
る
も

の
と
す
る
。

２
（
略
）

３
履
用
勘
定
に
お
い
て
、
毎
会
計
年
度
の
歳
入
額
（
雇
用
安
定
事
業
及
び
能
力
開
発

事
業
に
係
る
歳
入
額
（
次
条
第
三
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
三
事
業
費
充
当
歳
入

額
」
と
い
う
。
）
を
控
除
し
た
残
り
の
額
と
す
る
。
）
か
ら
当
該
年
度
の
歳
出
額
（

恩
用
安
定
事
業
及
び
能
力
開
発
事
業
に
係
る
歳
出
額
（
次
条
第
三
項
及
び
第
四
項
に

お
い
て
「
二
事
業
費
充
当
歳
出
額
」
と
い
う
。
）
を
控
除
し
た
残
り
の
額
と
す
る
。

）
を
控
除
し
て
残
余
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
残
余
の
う
ち
、
雇
用
保
険
事
業
の
失

用

例



業
等
給
付

と
し
て
積
み
立
て
る
も
の
と
す
る
。

に
充
て
る
た
め
に
必
要
な
金
額
を
、
積
立
金
一
峨
州
州
州
費
に
充
て
る
た
め
に
必
要
な
金
額
を
、
積
立
金
と
し
て
積
み
立
て
る
も
の

●

－6。
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改
正昭
和
五
一
年
五
月
二
七
日
法
抑
第
三
三
号

同
五
二
年
五
月
三
○
日
同
節
四
三
号

同
五
三
年
五
月
八
日
同
節
四
０
号

同
五
四
年
六
月
八
日
同
節
四
０
号

同
五
六
年
四
月
二
五
日
同
第
二
七
号

同
五
九
年
七
月
一
三
日
同
飾
五
四
号

同
五
九
年
一
二
月
三
五
日
同
卵
八
七
号

同
六
○
年
六
月
八
日
同
節
五
六
号

同
六
一
年
一
二
月
四
日
同
飾
九
三
号

同
六
二
年
三
月
三
一
日
同
飾
二
三
号

同
六
三
年
五
月
六
日
同
第
二
六
号

平
成
元
年
六
月
二
八
日
同
第
三
六
号

同
三
年
五
月
二
日
同
鯏
五
六
号

同
四
年
三
月
三
一
日
同
第
八
号

同
四
年
三
月
三
一
日
同
節
二
三
号

同
四
年
六
月
三
日
同
第
六
七
号

同
六
年
六
月
二
九
日
同
鋪
五
七
号

同
七
年
三
月
一
七
日
同
節
二
七
号

同
八
年
五
月
二
二
日
同
節
四
二
号

同
八
年
六
月
一
四
日
同
第
八
二
号

同
九
年
三
月
三
一
日
同
第
一
八
号

同
九
年
五
月
九
日
同
第
四
五
号

同
九
年
一
二
月
一
九
日
同
第
一
三
一
号

同
一
○
年
三
月
三
一
日
間
第
一
九
号

同
二
年
三
月
三
一
日
同
痢
二
○
号

第
三
節

○
雇
用
保
険
法

第
四
十
三
編
労
働

雇
用
保
険

（
雇
用
保
険
法
）

平
成
一
一
年
七
月
一
六
日
法
抑
鮒
八
七
号

同
一
一
年
一
二
月
二
二
日
同
節
一
六
０
号

同
一
一
年
一
二
月
二
二
日
同
鯏
二
二
五
号

同
一
二
年
三
月
三
一
日
同
節
一
六
号

間
一
二
年
五
月
一
二
日
同
鋪
五
九
号

同
一
三
年
四
月
二
五
日
同
節
三
五
号

同
一
四
年
八
月
二
日
同
第
一
○
二
号

同
一
四
年
一
二
月
一
三
日
何
節
一
六
五
号

同
一
四
年
一
二
月
一
三
日
同
飾
一
七
０
号

同
一
五
年
四
月
三
０
日
同
節
三
一
号

同
一
六
年
六
月
二
日
同
第
七
六
号

同
一
六
年
一
二
月
一
日
同
第
一
五
○
号

何
一
六
年
一
二
月
八
日
同
痢
一
六
○
号

同
一
七
年
七
月
二
六
日
同
鋪
八
七
号

同
一
八
年
六
月
二
一
日
同
節
八
一
号

同
一
九
年
四
月
二
三
、
同
筋
三
○
号

（
同
二
一
年
三
月
三
○
日
同
邦
五
号
〉

同
一
丸
年
七
月
六
日
何
節
↓
一
○
九
号

同
一
九
年
七
月
六
日
同
飾
一
二
号

同
二
一
年
三
月
三
○
日
同
節
五
号

同
二
一
年
七
月
一
日
同
節
六
五
号

同
二
二
年
二
月
三
日
向
卵
二
号

同
二
二
年
三
月
三
一
日
同
第
一
五
号

（
一
部
未
施
行
五
八
四
九
．
咽
べ
Ｉ
少
参
照
）

Ｔ
一
目
河
一
一
・
・

ロ
〆~

'ー~、
！

目
次第
一
章
総
則
（
第
一
条
’
第
四
条
）

第
二
章
適
用
事
業
等
（
第
五
条
’
第
九
条
）

第
三
章
失
業
等
給
付

第
一
節
通
則
（
第
十
条
’
第
十
二
条
）

第
二
節
一
般
被
保
険
者
の
求
職
者
給
付

第
一
款
基
本
手
当
（
第
十
三
条
’
第
三
十
五
条
）

第
二
款
技
能
習
得
手
当
及
び
寄
宿
手
当
（
第
三
十
六
条
）

第
三
款
傷
病
手
当
（
第
三
十
七
条
）

第
二
節
の
二
高
年
齢
継
続
被
保
険
者
の
求
職
者
給
付
（
第
三
十
七
条
の

二
’
第
三
十
七
条
の
四
）

第
三
節
短
期
雇
用
特
例
被
保
険
者
の
求
職
者
給
付
（
第
三
十
八
条
’
第

四
十
一
条
）

第
四
節
日
雇
労
働
被
保
険
者
の
求
職
者
給
付
（
第
四
十
二
条
’
第
五
十

雇
用
保
険
法
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

雇
用
保
険
法

第
五
節
就
職
促
進
給
付
（
第
五
十
六
条
の
三
’
第
六
十
条
）

第
五
節
の
二
教
育
訓
練
給
付
（
第
六
十
条
の
二
・
第
六
十
条
の
三
）

第
六
節
雇
用
継
続
給
付

第
一
款
高
年
齢
雇
用
継
続
給
付
（
第
六
十
一
条
’
第
六
十
一
条
の

第
二
款
育
児
休
業
給
付
（
第
六
十
一
条
の
四
・
第
六
十
一
条
の
五
）

六
条

一
一
一
）

の

二
、少

一

Ａ
〔
日
法
九
二
九
四
・
五
〕
⑮

五
七
○
一

-1-



第
三
款
介
謹
休
業
給
付
（
第
六
十
一
条
の
六
・
第
六
十
一
条
の
七
）

第
四
章
雇
用
安
定
事
業
等
（
第
六
十
二
条
’
第
六
十
五
条
）

第
五
章
費
用
の
負
担
（
第
六
十
六
条
’
第
六
十
八
条
）

第
六
章
不
服
申
立
て
及
び
訴
訟
（
第
六
十
九
条
Ｉ
第
七
十
一
条
）

第
七
章
雑
則
（
第
七
十
二
条
’
第
八
十
二
条
）

第
八
章
罰
則
（
第
八
十
三
条
’
第
八
十
六
条
）

附
則
第
一
章
総
則

（
目
的
）

副
到
．
詞
雇
用
保
険
感
労
働
者
が
失
業
し
た
場
合
及
び
労
働
者
に
つ
い
て
雇

用
の
継
続
が
困
難
と
な
る
事
由
が
生
じ
た
場
合
に
必
要
な
給
付
を
行
う
ほ

か
、
労
働
者
が
自
ら
職
業
に
関
す
る
教
育
訓
練
を
受
け
た
場
合
に
必
要
な
給

付
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
労
働
者
の
生
活
及
び
履
用
の
安
定
を
図
る
と
と
も

に
、
求
職
活
動
を
容
易
に
す
る
等
そ
の
就
職
を
促
進
し
、
あ
わ
せ
て
、
労
働

者
の
職
業
の
安
定
に
資
す
る
た
め
、
失
業
の
予
防
、
雇
用
状
態
の
是
正
及
び

雇
用
機
会
の
増
大
、
労
働
者
の
能
力
の
開
発
及
び
向
上
そ
の
他
労
働
者
の
福

祉
の
増
進
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
昭
五
二
法
四
三
・
昭
五
四
法
四
○
・
平
元
法
三
六
・
平
六
法
五
七
・
平
一
○
法
一
九

・
一
部
改
正
）

（
管
掌
）

第
二
条
雇
用
保
険
は
、
政
府
が
管
掌
す
る
。

２
雇
用
保
険
の
事
務
の
一
部
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
都
道
府

県
知
事
が
行
う
こ
と
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
平
二
法
八
七
・
一
部
改
正
）

第
四
十
三
編
労
働
（
雇
用
保
険
法
）

~､

（
雇
用
保
険
事
業
）

第
三
条
雇
用
保
険
は
、
第
一
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
失
業
等
給
付
を

行
う
ほ
か
、
雇
用
安
定
事
業
及
び
能
力
開
発
事
業
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
昭
五
二
法
四
三
・
平
元
法
三
六
・
平
六
法
五
七
・
平
一
九
法
三
○
二
罰
噸
正
）

（
定
義
）

第
四
条
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
被
保
険
者
」
と
は
、
適
用
事
業
に
雇
用
さ
れ

る
労
働
者
で
あ
っ
て
、
第
六
条
各
号
に
掲
げ
る
者
以
外
の
も
の
を
い
う
。

２
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
離
職
」
と
は
、
被
保
険
者
に
つ
い
て
、
事
業
主
と

の
届
用
関
係
が
終
了
す
る
こ
と
を
い
う
。

３
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
失
業
」
と
は
、
被
保
険
者
が
離
職
し
、
労
働
の
意

思
及
び
能
力
を
有
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
職
業
に
就
く
こ
と
が
で
き
な
い

状
態
に
あ
る
こ
と
を
い
う
。

４
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
賃
金
」
と
は
、
賃
金
、
給
料
、
手
当
、
賞
与
そ
の

他
名
称
の
い
か
ん
を
問
わ
ず
、
労
働
の
対
償
と
し
て
事
業
主
が
労
働
者
に
支

払
う
も
の
（
通
貨
以
外
の
も
の
で
支
払
わ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
厚
生
労
働

省
令
で
定
め
る
範
囲
外
の
も
の
を
除
く
。
）
を
い
う
。

５
賃
金
の
う
ち
通
貨
以
外
の
も
の
で
支
払
わ
れ
る
も
の
の
評
価
に
関
し
て
必

要
な
事
項
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
。

（
平
二
法
一
六
○
・
一
部
改
正
）

第
二
章
適
用
事
業
等

（
適
用
事
業
）

第
五
条
こ
の
法
律
に
お
い
て
は
、
労
働
者
が
雇
用
さ
れ
る
事
業
を
適
用
事
業

と
す
る
。

２
適
用
事
業
に
つ
い
て
の
保
険
関
係
の
成
立
及
び
消
滅
に
つ
い
て
は
、
労
働

／
（

ー

Ａ
〔
日
法
九
二
九
四
・
五
〕
⑮

五
七
○
二
（
ｌ
毫
宍
）
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0

条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
高
年
齢
受
給
資
格
又
は
第
三
十
九
条
第
二
項

に
規
定
す
る
特
例
受
給
資
格
を
取
得
し
た
こ
と
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該

受
給
資
格
、
高
年
齢
受
給
資
格
又
は
特
例
受
給
資
格
に
係
る
離
職
の
日
以

前
に
お
け
る
被
保
険
者
で
あ
っ
た
期
間

二
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
被
保
険
者
と
な
っ
た
こ
と
の
確
潔
が
あ
っ
た
日

の
二
年
前
の
日
前
に
お
け
る
被
保
険
者
で
あ
っ
た
期
間

（
昭
五
九
法
五
四
・
平
元
法
三
六
。
平
一
九
法
三
○
・
一
部
改
正
）

（
失
業
の
認
定
）

潮
判
別
剣
‐
基
本
手
当
は
、
受
給
資
格
を
有
す
る
者
（
次
節
か
ら
第
四
節
ま
で

を
除
き
、
以
下
「
受
給
資
格
者
』
と
い
う
。
）
が
失
業
し
て
い
る
日
（
失
業
し

て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
の
認
定
を
受
け
た
日
に
限
る
。
以
下
こ
の
款
に
お
い

て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
支
給
す
る
。

２
前
項
の
失
業
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
の
認
定
（
以
下
こ
の
款
に
お
い
て

「
失
業
の
認
定
」
と
い
う
．
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
受
給
資
格
者
は
、
離
職

後
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
公
共
職
業
安
定
所
に
出
頭

し
、
求
職
の
申
込
承
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

１３失
業
の
認
定
は
、
求
職
の
申
込
承
を
受
け
た
公
共
職
業
安
定
所
に
お
い

て
、
受
給
資
格
者
が
離
職
後
最
初
に
出
頭
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
四
週
間
に

一
回
ず
つ
直
前
の
二
十
八
日
の
各
日
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ

し
、
厚
生
労
働
大
臣
は
、
公
共
職
業
安
定
所
長
の
指
示
し
た
公
共
職
業
訓
練

等
（
国
、
都
道
府
県
及
び
市
町
村
並
び
に
独
立
行
政
法
人
雇
用
・
能
力
開
発

機
構
が
設
置
す
る
公
共
職
業
能
力
開
発
施
設
の
行
う
職
業
訓
練
（
職
業
能
力

第
四
十
三
編
労
働
（
雇
用
保
険
法
）

〆、.
↑

Ｄ
〔
日
法
八
四
九
二
・
三
〕
⑮

開
発
総
合
大
学
校
の
行
う
も
の
を
含
む
。
）
そ
の
他
法
令
の
規
定
に
基
づ
き

失
業
者
に
対
し
て
作
業
環
境
に
適
応
す
る
こ
と
を
容
易
に
さ
せ
、
又
は
就
職

に
必
要
な
知
識
及
び
技
能
を
習
得
さ
せ
る
た
め
に
行
わ
れ
る
訓
練
又
は
講
習

で
あ
っ
て
、
政
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
．
以
下
同
じ
・
）
を
受
け
る
受
給
資

格
者
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
受
給
資
格
者
に
係
る
失
業
の
認
定
に

つ
い
て
別
段
の
定
め
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
受
給
資
格
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
前
二
項

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
公
共

職
業
安
定
所
に
出
頭
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
理
由
を
記
載
し
た
証
明
書

を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
失
業
の
認
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
疾
病
又
は
負
侮
の
た
め
に
公
共
職
業
安
定
所
に
出
頭
す
る
こ
と
が
で
き

な
か
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
期
間
が
継
続
し
て
十
五
日
未
満
で
あ
る

‐
〆
』
坐
云
』
○

二
公
共
職
業
安
定
所
の
紹
介
に
応
じ
て
求
人
者
に
面
接
す
る
た
め
に
公
共

職
業
安
定
所
に
出
頭
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
き
。

三
公
共
職
業
安
定
所
長
の
指
示
し
た
公
共
職
業
訓
練
等
を
受
け
る
た
め
に

公
共
職
業
安
定
所
に
出
頭
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
き
。

四
天
災
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
理
由
の
た
め
に
公
共
職
業
安
定
所
に
出
頭

す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
き
。

５
失
業
の
認
定
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
受
給
資
格

者
が
求
人
者
に
面
接
し
た
こ
と
、
公
共
職
業
安
定
所
そ
の
他
の
職
業
安
定
機

関
若
し
く
は
職
業
紹
介
事
業
者
等
か
ら
職
業
を
紹
介
さ
れ
、
又
は
職
業
指
導

I

I

ー

五
七
五
三

－3－
●



を
受
け
た
こ
と
そ
の
他
求
職
活
動
を
行
っ
た
こ
と
を
確
認
し
て
行
う
も
の
と

す
る
。

（
昭
五
三
法
四
○
・
昭
五
九
法
五
四
．
昭
六
Ｏ
法
五
六
・
平
四
法
六
七
・
平
九
法
四
五

・
平
二
法
二
○
・
平
二
法
一
六
○
・
平
一
四
法
一
七
○
・
平
一
五
法
三
一
・
一
部
・

改
正
）

（
基
本
手
当
の
日
額
）

第
十
六
条
基
本
手
当
の
日
額
は
、
賃
金
日
額
に
百
分
の
五
十
（
二
千
百
四
十

円
以
上
四
千
二
百
十
円
未
満
の
賃
金
日
額
（
そ
の
額
が
第
十
八
条
の
規
定
に

よ
り
変
更
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
変
更
さ
れ
た
額
）
に
つ
い
て
は
百
分
の
八

十
、
四
千
二
百
十
円
以
上
一
万
二
千
二
百
二
十
円
以
下
の
賃
金
日
額
（
そ
の

額
が
同
条
の
規
定
に
よ
り
変
更
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
変
更
さ
れ
た
額
）
に

つ
い
て
は
百
分
の
八
十
か
ら
百
分
の
五
十
ま
で
の
範
囲
で
、
賃
金
日
額
の
逓

増
に
応
じ
、
逓
減
す
る
よ
う
に
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
率
）
を
乗
じ
て
得

た
金
額
と
す
る
。

２
受
給
資
格
に
係
る
離
職
の
日
に
お
い
て
六
十
歳
以
上
六
十
五
歳
未
満
で
あ

る
受
給
資
格
者
に
対
す
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
百

分
の
五
十
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
四
十
五
」
と
、
「
四
千
二
百
十
円
以
上
一

万
二
千
二
百
二
十
円
以
下
」
と
あ
る
の
は
「
四
千
二
百
十
円
以
上
一
万
九
百

五
十
円
以
下
」
と
す
る
。

（
昭
五
九
法
五
四
・
平
元
法
三
六
・
平
四
法
八
・
平
六
法
五
七
・
平
二
法
一
六
Ｏ
・

平
一
二
法
五
九
・
平
一
五
法
三
一
・
一
部
改
正
）

（
賃
金
日
額
）

第
四
十
三
編
労
働
（
雇
用
保
険
法
）

、

一Ｆ
吾

１

０

＝

、

第
十
七
条
賃
金
日
額
は
、
算
定
対
象
期
間
に
お
い
て
第
十
四
条
（
第
一
項
た

だ
し
襟
を
除
く
。
）
の
規
定
に
よ
り
被
保
険
者
期
間
と
し
て
計
算
さ
れ
た
媛

後
の
六
箇
月
間
に
支
払
わ
れ
た
賃
金
（
臨
時
に
支
払
わ
れ
る
賃
金
及
び
三
箇

月
を
超
え
る
期
間
ご
と
に
支
払
わ
れ
る
賃
金
を
除
く
。
次
項
及
び
第
六
節
に

お
い
て
同
じ
。
）
の
総
額
を
百
八
十
で
除
し
て
得
た
額
と
す
る
。

’
２
前
項
の
規
定
に
よ
る
額
が
次
の
各
号
に
掲
げ
る
額
に
満
た
な
い
と
き
は
、

》
賃
金
日
額
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
額
と
す

》
（
》
○

一
一
賃
金
が
、
労
働
し
た
日
若
し
く
は
時
間
に
よ
っ
て
算
定
さ
れ
、
又
は
出

来
高
払
制
そ
の
他
の
請
負
制
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
前

項
に
規
定
す
る
殻
後
の
六
箇
月
間
に
支
払
わ
れ
た
賃
金
の
総
額
を
当
該
最

後
の
六
箇
月
間
に
労
働
し
た
日
数
で
除
し
て
得
た
額
の
百
分
の
七
十
に
相

当
す
る
額

二
賃
金
の
一
部
が
、
月
、
週
そ
の
他
一
定
の
期
間
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
て

い
る
場
合
に
は
、
そ
の
部
分
の
総
額
を
そ
の
期
間
の
総
日
数
（
賃
金
の
一

部
渉
月
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
一
箇
月
を
三
十
日
と
し

↑
て
計
算
す
る
。
）
で
除
し
て
得
た
額
と
前
号
に
掲
げ
る
額
と
の
合
算
額

３
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
賃
金
日
額
を
算
定
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と

き
、
又
は
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
額
を
賃
金
日
額
と
す
る
こ
と
が

適
当
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
算
定
し
た
額
を
賃
金
日
額
と
す
る
。

４
前
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
賃
金

． 4

ｆ
ｌ
ｕ
ｌ
、

Ｄ
〔
日
法
八
四
九
二
・
三
〕
⑮

五
七
五
四

－4－



期
間
に
お
け
る
当
該
休
業
を
開
始
し
た
日
又
は
休
業
開
始
応
当
日
か
ら
当

該
休
業
を
終
了
し
た
日
ま
で
の
日
数

５
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
。
項
に
規
定
す
る
休
業
を
し
た
被
保
険

者
に
当
該
被
保
険
者
を
雇
用
し
て
い
る
邪
業
主
か
ら
支
給
単
位
期
間
に
質
金

が
支
払
わ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
貿
金
の
額
に
当
該
支
給
単
位
期
間
に

お
け
る
介
護
休
業
給
付
金
の
額
を
加
え
て
得
た
額
が
休
業
開
始
時
賃
金
日
額

に
支
給
日
数
を
乗
じ
て
得
た
額
の
百
分
の
八
十
に
相
当
す
る
額
以
上
で
あ
る

と
き
は
、
休
業
開
始
時
賃
金
日
額
に
支
給
日
数
を
乗
じ
て
得
た
額
の
百
分
の

八
十
に
相
当
す
る
額
か
ら
当
該
質
金
の
額
を
減
じ
て
得
た
額
を
、
当
該
支
給

単
位
期
間
に
お
け
る
介
護
休
業
給
付
金
の
額
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
当
該
賃
金
の
額
が
休
業
開
始
時
貿
金
日
額
に
支
給
日
数
を
乗
じ
て
得
た

額
の
百
分
の
八
十
に
相
当
す
る
額
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
同
項
の
規
定
に
か

か
わ
ら
ず
、
当
該
賃
金
が
支
払
わ
れ
た
支
給
単
位
期
間
に
つ
い
て
は
、
介
謹

休
業
給
付
金
は
、
支
給
し
な
い
。

６
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
被
保
険
者
が
対
象
家
族
を
介
謹
す
る
た

め
の
休
業
に
つ
い
て
こ
の
款
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
介
護
休
業
給
付
金
の

支
給
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
休
業
を
開
始
し
た
日
か

ら
起
算
し
て
九
十
三
日
を
経
過
す
る
日
後
に
お
い
て
、
当
該
被
保
険
者
が
次

の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
休
業
を
し
た
と
き
は
、
介
謹
休
業
給
付
金

は
、
支
給
し
な
い
。

一
当
該
休
業
を
開
始
し
た
日
か
ら
引
き
続
き
要
介
謹
状
態
に
あ
る
当
該
対

象
家
族
を
介
謹
す
る
た
め
の
休
業

二
当
該
対
象
家
族
に
つ
い
て
当
該
被
保
険
者
が
し
た
休
業
（
対
象
家
族
を

介
謹
す
る
た
め
の
休
業
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
ご
と

に
、
休
業
を
開
始
し
た
日
か
ら
休
業
を
終
了
し
た
日
ま
で
の
日
数
を
合
算

第
四
十
三
絹
労
鮒
（
雇
用
保
険
法
）

Ｉ
守
盈
一
一

〆
け
グ
ｈ
、
、

Ｊ
■
Ｆ
Ｉ
ｌ
ｈ
、

－

1

．， －少

し
て
得
た
日
数
が
九
十
三
日
に
途
し
た
日
後
の
休
業

（
平
一
○
法
一
九
・
追
加
、
平
二
法
一
六
○
・
平
一
二
法
五
九
・
平
一
六
法
一
六
○

・
平
一
九
法
三
○
・
一
部
改
正
、
平
二
一
法
五
・
旧
第
六
十
一
条
の
七
繰
上
、
平
二
一

法
六
五
・
一
部
改
正
）

（
給
付
制
限
）

第
六
十
一
条
の
七
偽
り
そ
の
他
不
正
の
行
為
に
よ
り
介
謹
休
業
給
付
金
の
支

給
を
受
け
、
又
は
受
け
よ
う
と
し
た
者
に
は
、
当
該
給
付
金
の
支
給
を
受

け
、
又
は
受
け
よ
う
と
し
た
日
以
後
、
介
謹
休
業
給
付
金
を
支
給
し
な
い
。

た
だ
し
、
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
場
合
に
は
、
介
謹
休
業
給
付
金
の
全

部
又
は
一
部
を
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
前
項
の
規
定
に
よ
り
介
護
休
業
給
付
金
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な

い
者
と
さ
れ
た
も
の
が
、
同
項
に
規
定
す
る
日
以
後
、
新
た
に
前
条
第
一
項

に
規
定
す
る
休
業
を
開
始
し
、
介
護
休
業
給
付
金
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
る
者
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
休
業

に
係
る
介
謹
休
業
給
付
金
を
支
給
す
る
。

（
平
一
○
法
一
九
・
追
加
、
平
二
一
法
五
・
旧
第
六
十
一
条
の
八
繰
上
）

第
四
章
雇
用
安
定
事
業
等
（
昭
五
二
法
四
三
・
改
迩

（
雇
用
安
定
事
業
）

副
詞
判
刃
剴
利
政
府
は
、
被
保
険
者
、
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
及
び
被
保
険
者

に
な
ろ
う
と
す
る
者
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
被
保
険
者
等
」
と
い

う
。
）
に
関
し
、
失
業
の
予
防
、
雇
用
状
態
の
是
正
、
雇
用
機
会
の
増
大
そ

の
他
雇
用
の
安
定
を
図
る
た
め
、
雇
用
安
定
事
業
と
し
て
、
次
の
事
業
を
行

う
こ
と
が
で
き
る
。

一
景
気
の
変
動
、
産
業
構
造
の
変
化
そ
の
他
の
経
済
上
の
理
由
に
よ
り
事

業
活
動
の
縮
小
を
余
賎
な
く
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
労
働
者
を
休
業
さ

、 一

Ａ
〔
日
法
九
二
九
四
・
五
〕
⑮

五
八
一
六

●

-5-



せ
る
事
業
主
そ
の
他
労
働
者
の
雇
用
の
安
定
を
図
る
た
め
に
必
要
な
措
置

を
講
ず
る
事
業
主
に
対
し
て
、
必
要
な
助
成
及
び
援
助
を
行
う
こ
と
。

二
離
職
を
余
俄
な
く
さ
れ
る
労
働
者
に
対
し
て
、
雁
用
対
策
法
（
昭
和
四

十
一
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
第
二
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
休
暇
を

与
え
る
事
業
主
そ
の
他
当
該
労
働
者
の
再
就
職
を
促
進
す
る
た
め
に
必
要

な
措
置
を
識
ず
る
事
業
主
に
対
し
て
、
必
要
な
助
成
及
び
援
助
を
行
う
こ

し
」
◎

三
定
年
の
引
上
げ
、
高
年
齢
者
等
の
雇
用
の
安
定
等
に
関
す
る
法
律
（
昭

和
四
十
六
年
法
律
第
六
十
八
号
）
第
九
条
に
規
定
す
る
継
続
屈
用
制
度
の

騨
入
等
に
よ
り
高
年
齢
者
の
雇
用
を
延
長
し
、
又
は
同
法
第
二
条
第
二
項

に
規
定
す
る
高
年
齢
者
等
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
単
に
「
高
年
齢
者

等
」
と
い
う
。
）
に
対
し
再
就
職
の
援
助
を
行
い
、
若
し
く
は
高
年
齢
者

等
を
雇
い
入
れ
る
事
業
主
そ
の
他
高
年
齢
者
等
の
屈
用
の
安
定
を
図
る
た

め
に
必
要
な
措
置
を
識
ず
る
事
業
主
に
対
し
て
、
必
要
な
助
成
及
び
援
助

を
行
う
こ
と
。

四
雇
用
機
会
を
増
大
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
地
域
へ
の
班
業
所
の
移
転
に
よ

り
新
た
に
労
働
者
を
雇
い
入
れ
る
事
業
主
、
季
節
的
に
失
業
す
る
者
が
多

数
居
住
す
る
地
域
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
者
を
年
間
を
通
じ
て
雇
用
す
る
期

業
主
そ
の
他
雇
用
に
関
す
る
状
況
を
改
善
す
る
必
要
が
あ
る
地
域
に
お
け

る
労
働
者
の
雇
用
の
安
定
を
図
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
識
ず
る
事
業
主

に
対
し
て
、
必
要
な
助
成
及
び
援
助
を
行
う
こ
と
。

五
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
障
害
者
そ
の
他
就
職
が
特
に
困
難
な

者
の
雇
入
れ
の
促
進
、
雇
用
に
関
す
る
状
況
が
全
国
的
に
悪
化
し
た
場
合

第
四
十
三
縄
労
働
（
雇
用
保
険
法
）

１
１

に
お
け
る
労
働
者
の
雇
入
れ
の
促
進
そ
の
他
被
保
険
者
等
の
雇
用
の
安
定

を
図
る
た
め
に
必
要
な
事
業
で
あ
っ
て
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の

を
行
う
こ
と
。

訓
訓
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
業
の
実
施
に
関
し
て
必
要
な
基
準
は
、
厚
生
労
働

省
令
で
定
め
る
。

３
政
府
は
、
独
立
行
政
法
人
腫
用
・
能
力
開
発
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律

第
百
七
十
号
）
及
び
独
立
行
政
法
人
高
齢
・
障
害
者
雇
用
支
援
機
織
法
（
平

成
十
四
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
並
び
に
こ
れ
ら
に
基
づ
く
命
令
で
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
聯
業
の
一
部
を
独
立
行
政
法
人
雇

用
・
能
力
開
発
機
構
及
び
独
立
行
政
法
人
高
齢
・
障
害
者
雇
用
支
援
機
構
に

行
わ
せ
る
も
の
と
す
る
。

（
昭
五
二
法
四
三
・
氾
加
、
昭
五
四
法
四
○
・
昭
五
六
法
二
七
・
一
部
改
正
、
平
元
法

三
六
・
旧
鄭
六
卜
一
条
の
二
繰
下
・
一
部
改
正
、
平
二
法
一
六
○
・
平
一
二
法
五
九

・
平
一
三
法
三
五
・
平
一
四
法
一
六
五
・
平
一
四
法
一
七
○
・
平
一
九
法
三
○
・
一
部

改
正
）

（
能
力
開
発
事
業
）

第
六
十
三
条
政
府
は
、
被
保
険
者
等
に
関
し
、
職
業
生
活
の
全
期
間
を
通
じ

て
、
こ
れ
ら
の
者
の
能
力
を
開
発
し
、
及
び
向
上
さ
せ
る
こ
と
を
促
進
す
る

た
め
、
能
力
開
発
事
業
と
し
て
、
次
の
事
業
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

一
職
業
能
力
開
発
促
進
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
六
十
四
号
）
第
十
三

条
に
規
定
す
る
事
業
主
等
及
び
職
業
訓
練
の
推
進
の
た
め
の
活
動
を
行
う

者
に
対
し
て
、
同
法
第
十
一
条
に
規
定
す
る
計
画
に
基
づ
く
職
業
訓
練
、

同
法
第
二
十
四
条
第
三
項
（
同
法
第
二
十
七
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準

’

Ａ
〔
日
法
九
一
九
○
・
一
〕
⑮

霊
八
一
七
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｡

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
認
定
職
業
訓
練
（
節
五
号
に
お
い

て
「
認
定
職
梁
訓
練
」
と
い
う
。
）
そ
の
他
当
該
邪
業
主
等
の
行
う
職
業

訓
練
を
振
興
す
る
た
め
に
必
要
な
助
成
及
び
援
助
を
行
う
こ
と
並
び
に
当

該
職
業
訓
練
を
振
興
す
る
た
め
に
必
典
な
助
成
及
び
援
助
を
行
う
都
通
府

県
に
対
し
て
、
こ
れ
ら
に
要
す
る
維
盤
の
全
部
又
は
一
部
の
袖
肋
を
行
う

》
」
ｂ
〆
一
．

二
公
共
職
業
能
力
開
発
施
股
（
公
共
職
業
能
力
開
発
施
設
の
行
う
職
業
訓

練
を
受
け
る
者
の
た
め
の
宿
油
施
設
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同

じ
。
）
又
は
職
業
能
〃
開
発
総
合
火
学
校
（
職
業
能
″
開
発
総
合
火
学
校

の
行
う
指
弾
風
訓
練
又
は
職
業
訓
練
を
受
け
る
者
の
た
め
の
桁
泊
施
設
を

含
む
。
）
を
設
脳
し
、
又
は
辿
悩
す
る
こ
と
、
職
業
能
力
開
発
促
進
法
第

十
五
条
の
六
節
一
項
た
だ
し
隅
に
規
定
す
る
職
業
訓
練
を
行
う
こ
と
及
び

公
共
職
業
能
力
朋
発
施
設
を
設
慨
し
、
又
は
迎
桝
す
る
部
道
府
雌
に
対
し

て
、
こ
れ
ら
に
要
す
る
経
劉
の
全
部
又
は
一
部
の
袖
助
を
行
う
こ
と
。

三
求
職
岩
及
び
退
職
を
予
定
す
る
肴
に
対
し
て
、
再
就
職
を
容
易
に
す
る

た
め
に
必
要
な
知
識
及
び
技
能
を
習
得
さ
せ
る
た
め
の
講
習
（
第
迩
号
に

お
い
て
「
職
業
識
習
」
と
い
う
。
）
並
び
に
作
業
畷
境
に
適
応
さ
せ
る
た

め
の
訓
練
を
実
施
す
る
こ
と
。

四
職
業
能
力
棚
発
促
進
法
第
十
条
の
四
鋪
二
項
に
規
定
す
る
有
紬
毅
育
訓

練
休
暇
を
与
え
る
聯
業
主
に
対
し
て
、
必
要
な
助
成
及
び
援
助
を
行
う
こ

・
し
」
◎

五
職
業
訓
練
（
公
共
職
業
能
力
附
発
施
設
又
ば
職
業
能
〃
州
発
総
合
火
学

校
の
行
う
も
の
に
限
る
。
）
又
は
職
業
識
習
を
受
け
る
労
働
淵
に
対
し

第
四
十
三
編
労
働
（
屈
川
保
険
法
）

て
、
当
該
職
業
訓
練
又
は
職
業
識
習
を
受
け
る
こ
と
を
容
易
に
し
、
又
は

促
進
す
る
た
め
に
必
要
な
交
付
金
を
支
給
す
る
こ
と
及
び
そ
の
雇
用
す
る

労
働
者
に
職
業
能
力
開
発
促
進
法
第
十
一
条
に
規
定
す
る
計
画
に
基
づ
く

職
業
訓
練
、
認
定
職
業
訓
練
そ
の
他
の
職
業
訓
練
を
受
け
さ
せ
る
事
業
主

（
当
骸
職
業
訓
練
を
受
け
る
期
間
、
労
働
者
に
対
し
所
定
労
働
時
間
労
働

し
た
場
合
に
支
払
わ
れ
る
通
常
の
賀
金
を
支
払
う
邸
業
主
に
限
る
。
）
に

対
し
て
、
必
要
な
助
成
を
行
う
こ
と
。

六
技
能
検
定
の
突
施
に
要
す
る
経
捜
を
負
担
す
る
こ
と
、
技
能
検
定
を
行

う
法
人
そ
の
他
の
団
体
に
対
し
て
、
技
能
検
定
を
促
進
す
る
た
め
に
必
要

な
助
成
を
行
う
こ
と
及
び
技
能
検
定
を
促
進
す
る
た
め
に
必
要
な
助
成
を

行
う
郁
遊
府
県
に
対
し
て
、
こ
れ
に
要
す
る
経
盤
の
全
部
又
は
一
部
の
補

助
を
行
う
こ
と
。

上
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
労
働
者
の
能
力
の
開
発
及
び
向
上
の

た
め
に
必
要
な
覗
業
で
あ
っ
て
、
厚
生
労
働
衙
令
で
定
め
る
も
の
を
行
う

》
」
０
〆
」
⑨

Ｊ
１
前
項
各
号
に
掲
げ
る
邪
業
の
実
施
に
関
し
て
必
要
な
避
準
に
つ
い
て
は
、

同
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
都
道
府
県
に
対
す
る
経
費
の
袖
助
に
係
る
も
の

に
あ
っ
て
は
政
令
で
、
そ
の
他
の
邪
業
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
厚
生
労
働

樹
令
で
定
め
る
。

Ｊ
叩
政
府
は
、
独
立
行
政
法
人
雁
用
・
能
力
開
発
機
構
法
及
び
こ
れ
に
韮
づ
く

命
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
醜
業
の
一
部
を
独

立
行
政
法
人
臓
用
・
能
力
捌
発
機
櫛
に
行
わ
せ
る
も
の
と
す
る
。

耐
施
三
法
叫
○
・
昭
丘
六
法
二
七
・
昭
六
○
法
五
六
・
乎
四
法
六
じ
・
平
九
法
四
五
・

（

Ａ
〔
月
法
九
一
九
○
・
一
〕
⑮

五
八
一
八

-7-



・
平
二
法
二
○
・
平
二
法
一
六
○
・
平
一
三
法
三
五
・
平
｝
四
法
一
六
五
・
平
一

四
法
一
七
○
・
平
一
八
法
八
一
・
一
部
改
正
）

第
六
十
四
条
削
除
（
平
一
九
法
三
○
）

（
珈
業
等
の
利
用
）

第
六
十
五
条
第
六
十
二
条
及
び
第
六
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
鞭
業
又
は
当
該

本
業
に
係
る
施
設
は
、
被
保
険
者
等
の
利
用
に
支
障
が
な
く
、
か
つ
、
そ
の

利
益
を
害
し
な
い
限
り
、
被
保
険
者
等
以
外
の
者
に
利
用
さ
せ
る
こ
と
が
で

き
る
。

（
昭
匝
二
法
四
三
・
平
元
法
三
六
・
平
率
九
法
三
○
・
一
部
改
正
）

第
五
章
費
用
の
負
担

（
国
庫
の
負
担
）

第
六
十
六
条
国
庫
は
、
次
に
掲
げ
る
区
分
に
よ
っ
て
、
求
職
者
給
付
（
高
年

齢
求
職
者
給
付
金
を
除
く
。
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
雇
用
継
続
給

付
（
高
年
齢
雇
用
継
続
基
本
給
付
金
及
び
高
年
齢
再
就
職
給
付
金
を
除
く
。

第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
〉
に
要
す
る
強
用
の
一
部
を
負
担
す
る
。

一
日
雁
労
働
求
職
者
給
付
金
以
外
の
求
職
者
給
付
に
つ
い
て
は
、
当
該
求

職
者
給
付
に
要
す
る
賀
用
の
四
分
の
一

二
日
雇
労
働
求
職
者
給
付
金
に
つ
い
て
は
、
当
該
日
雇
労
働
求
職
者
給
付

金
に
要
す
る
黄
用
の
三
分
の
一

三
雁
用
継
続
給
付
に
つ
い
て
は
、
当
該
雇
用
継
続
給
付
に
要
す
る
費
用
の

八
分
の
一

２
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
求
職
者
給
付
に
つ
い
て
は
、
国
庫
は
、
毎
会
計
年

度
に
お
い
て
、
支
給
し
た
当
該
求
職
者
給
付
の
総
額
の
四
分
の
三
に
相
当
す

第
四
十
三
編
労
働
（
雇
用
保
険
法
）

１
１

る
額
が
徴
収
法
の
規
定
に
よ
り
徴
収
し
た
一
般
保
険
料
の
額
を
超
え
る
場
合

に
は
、
同
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
超
過
額
に
つ
い
て
、
同
号
の
規

定
に
よ
る
国
庫
の
負
担
額
を
加
え
て
国
庫
の
負
担
が
当
該
会
計
年
度
に
お
い

て
支
給
し
た
当
該
求
職
者
給
付
の
総
額
の
三
分
の
一
に
相
当
す
る
額
に
達
す

る
額
ま
で
を
負
担
す
る
。

３
前
項
に
規
定
す
る
一
般
保
険
料
の
額
は
、
第
一
号
に
掲
げ
る
額
か
ら
第
二

号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
を
減
じ
た
額
と
す
る
。

一
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
六
十
八
条
第
二
項
に

お
い
て
．
般
保
険
料
徴
収
額
」
と
い
う
。
）

イ
徴
収
法
の
規
定
に
よ
り
徴
収
し
た
徴
収
法
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号

に
掲
げ
る
郡
業
に
係
る
一
般
保
険
料
の
額
の
う
ち
濯
用
保
険
率
（
そ
の

率
が
同
条
第
五
項
又
は
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
さ
れ
た
と
き
は
、

そ
の
変
更
さ
れ
た
率
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
応
ず
る
部

分
の
額
（
徴
収
法
第
十
一
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
高
年
齢
労
働
者
を
使

用
す
る
事
業
の
一
般
保
険
料
の
額
を
同
条
の
規
定
に
よ
る
額
と
す
る
こ

と
と
す
る
場
合
に
は
、
当
該
一
般
保
険
料
の
額
に
徴
収
法
第
十
二
条
第

六
項
に
規
定
す
る
高
年
齢
者
免
除
額
（
同
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る

事
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
加
え

た
額
の
う
ち
雇
用
保
険
率
に
応
ず
る
部
分
の
額
か
ら
高
年
齢
者
免
除
額

を
減
じ
た
額
）

ロ
徴
収
法
第
十
二
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
業
に
係
る
一
般
保
険

料
の
額

二
徴
収
法
の
規
定
に
よ
り
徴
収
し
た
印
紙
保
険
料
の
額
に
相
当
す
る
額
に

ｄ
Ｐ
■
ｑ
も

Ａ
〔
日
法
九
一
九
○
・
一
〕
⑮

五
八
一
九

－8－



1

厚
生
労
働
大
臣
が
財
務
大
臣
と
協
議
し
て
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額

三
一
般
保
険
料
徴
収
額
か
ら
前
号
に
掲
げ
る
額
を
減
じ
た
額
に
千
分
の
三

・
五
の
率
（
徴
収
法
第
十
二
条
第
四
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
業
に
つ
い
て

は
、
千
分
の
四
・
五
の
率
）
を
雇
用
保
険
率
で
除
し
て
得
た
率
（
第
五
項

及
び
第
六
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
「
二
事
業
率
」
と
い
う
。
）
を
乗
じ

て
得
た
額

４
徴
収
法
第
十
二
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
雇
用
保
険
率
が
変
更
さ
れ
て
い
一

る
場
合
に
お
い
て
は
、
前
項
第
三
号
中
「
千
分
の
三
・
五
」
と
あ
る
の
は

「
千
分
の
三
」
と
、
「
千
分
の
四
，
五
」
と
あ
る
の
は
「
千
分
の
四
」
と
す

ヲ
（
》
。

５
日
雇
労
働
求
職
者
給
付
金
に
つ
い
て
は
、
国
庫
は
、
毎
会
計
年
度
に
お
い

て
第
一
号
に
掲
げ
る
額
が
第
二
号
に
掲
げ
る
額
を
超
え
る
場
合
に
は
、
第
一

項
第
二
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
号
の
規
定
に
よ
る
国
庫
の
負
担
額
か

ら
当
該
超
過
額
に
相
当
す
る
額
を
減
じ
た
額
（
そ
の
額
が
当
該
会
計
年
度
に

紳
椒
驍
恥
溌
鰯
噸
識
螺
零
繍
謂
織
一
灘
騨
一

る
。一
次
に
掲
げ
る
額
を
合
計
し
た
額

ィ
徴
収
法
の
規
定
に
よ
り
徴
収
し
た
印
紙
保
険
料
の
額

ロ
ィ
の
額
に
相
当
す
る
額
に
第
三
項
第
二
号
に
掲
げ
る
厚
生
労
働
大
臣

が
財
務
大
臣
と
協
議
し
て
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
か
ら
、
そ
の
額

に
二
事
業
率
を
乗
じ
て
得
た
額
を
減
じ
た
額

二
支
給
し
た
日
雇
労
働
求
職
者
給
付
金
の
総
額
の
三
分
の
一
淀
相
当
す
る

第
四
十
三
編
労
働
（
雇
用
保
険
法
）

T

I

ｄ
Ｊ
０
ｐ
‐
－

額

６
国
庫
は
、
前
各
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
毎
年
度
、
予
算
の
範
囲
内

に
お
い
て
、
雇
用
保
険
事
業
の
事
務
の
執
行
に
要
す
る
経
費
を
負
担
す
る
。

（
昭
五
一
法
三
三
・
昭
五
二
法
四
三
・
昭
五
四
法
四
○
・
平
元
法
三
六
・
平
六
法
五
七

・
平
一
○
法
一
九
・
平
二
法
一
六
Ｏ
・
平
一
九
法
三
Ｏ
・
一
部
改
正
）

第
六
十
七
条
第
二
十
五
条
第
一
項
の
措
置
が
決
定
さ
れ
た
場
合
に
は
、
前
条

第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
国
庫
は
、
広
域
延
長
給
付
を
受
け

る
者
に
係
る
求
職
者
給
付
に
要
す
る
費
用
の
三
分
の
一
を
負
担
す
る
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
中
「
支
給
し
た
当
該
求
職
者
給
付
の
総
額
」

と
あ
る
の
は
「
支
給
し
た
当
該
求
職
者
給
付
の
総
額
か
ら
広
域
延
長
給
付
を

受
け
る
者
に
係
る
求
職
者
給
付
の
総
額
を
控
除
し
た
額
」
と
、
。
般
保
険

料
の
額
を
超
え
る
場
合
に
は
」
と
あ
る
の
は
。
般
保
険
料
の
額
か
ら
広
域

延
長
給
付
を
受
け
る
者
に
係
る
求
職
者
給
付
の
総
額
の
三
分
の
二
に
相
当
す

る
額
を
控
除
し
た
額
を
超
え
る
場
合
に
は
」
と
読
承
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
保
険
料
）

第
六
十
八
条
雇
用
保
険
事
業
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
た
め
政
府
が
徴
収
す

る
保
険
料
に
つ
い
て
は
、
徴
収
法
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

訓
刊
前
項
の
保
険
料
の
う
ち
、
一
般
保
険
料
徴
収
額
か
ら
そ
の
額
に
二
事
業
率

を
乗
じ
て
得
た
額
を
減
じ
た
額
及
び
印
紙
保
険
料
の
額
に
相
当
す
る
額
の
合

計
額
は
、
失
業
等
給
付
に
要
す
る
喪
用
に
充
て
る
も
の
と
し
、
一
般
保
険
料

徴
収
額
に
二
事
業
率
を
乗
じ
て
得
た
額
は
、
雇
用
安
定
事
業
及
び
能
力
開
発

事
業
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
も
の
と
す
る
。

（
昭
五
二
法
四
三
・
平
元
法
三
六
・
平
六
法
五
七
・
平
一
九
法
三
○
・
一
部
改
正
）

｛
一

Ａ
〔
日
法
九
一
九
○
・
己
⑮

五
八
二
○
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雇
用
対
策
法
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

雇
用
対
策
法

目
次第
一
章
総
則
（
第
一
条
’
第
十
条
）

第
二
章
求
職
者
及
び
求
人
者
に
対
す
る
指
導
等
（
第
十
一
条
’
第
十
五

第
四
十
三
編
労
働
（
雇
用
対
策
法
）

改
正
昭
和
四
八
年
一
○
月
一
日
法
靴
卵
一
Ｏ
七
号

同
六
一
年
四
月
三
○
日
同
第
四
三
号

同
六
二
年
六
月
一
口
同
節
四
一
号

平
成
六
年
六
月
一
七
日
同
鋪
三
四
号

同
九
年
四
月
九
口
同
飾
三
二
号

同
一
０
年
九
月
二
八
日
同
第
二
０
号

同
二
年
三
月
三
一
日
同
飾
二
○
号

岡
二
年
七
月
一
六
日
同
鯆
八
七
号

岡
二
年
一
二
月
二
二
日
何
第
一
六
○
号

同
一
二
年
五
月
一
二
日
同
鋪
六
Ｏ
ｇ

同
一
三
年
四
旦
宝
日
岡
鰯
三
五
号

同
一
四
年
一
二
月
一
三
日
同
第
一
七
○
号

１
日
「
■
ニ
リ
デ
寺

同
一
六
年
六
月
二
日
同
第
一
○
三
号

同
一
九
年
六
月
八
口
岡
鯏
七
九
号

同
二
一
年
七
月
一
五
口
同
第
七
九
号

（
一
部
未
施
行
五
Ｏ
七
・
週
ぺ
ｌ
ジ
参
照
）

f ‘ O

（ ｝~

Ａ
〔
日
法
九
二
九
四
・
五
〕
⑮

条
）

第
三
章
職
業
訓
練
等
の
充
実
（
第
十
六
条
・
第
十
七
条
）

第
四
章
職
業
転
換
給
付
金
（
第
十
八
条
’
第
二
十
三
条
）

第
五
章
事
業
主
に
よ
る
再
就
職
の
援
助
を
促
進
す
る
た
め
の
措
腫
等
（
第

二
十
四
条
’
第
二
十
七
条
）

第
六
章
外
国
人
の
雇
用
管
理
の
改
善
、
再
就
職
の
促
進
等
の
措
圃
（
第
二

十
八
条
’
第
三
十
条
）

第
七
章
雑
則
（
第
三
十
一
条
’
第
三
十
八
条
）

附
則

第
一
章
総
則

（
目
的
）

第
一
条
こ
の
法
律
は
、
国
が
、
少
子
高
齢
化
に
よ
る
人
口
構
造
の
変
化
等
の

経
済
社
会
情
勢
の
変
化
に
対
応
し
て
、
雇
用
に
関
し
、
そ
の
政
策
全
般
に
わ

た
り
、
必
要
な
施
策
を
総
合
的
に
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
、
労
働
市
場
の
機
能

が
適
切
に
発
揮
さ
れ
、
労
働
力
の
需
給
が
質
愚
両
面
に
わ
た
り
均
衡
す
る
こ

と
を
促
進
し
て
、
労
働
者
が
そ
の
有
す
る
能
力
を
有
効
に
発
揮
す
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
し
、
こ
れ
を
通
じ
て
、
労
働
者
の
職
業
の
安
定
と
経
済
的
社

会
的
地
位
の
向
上
と
を
図
る
と
と
も
に
、
経
済
及
び
社
会
の
発
展
並
び
に
完

全
雇
用
の
達
成
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

２
こ
の
法
律
の
辿
用
に
当
た
っ
て
は
、
労
働
者
の
職
業
選
択
の
自
由
及
び
事

業
主
の
雇
用
の
管
理
に
つ
い
て
の
自
主
性
を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま

た
、
職
業
能
力
の
開
発
及
び
向
上
を
図
り
、
職
業
を
通
じ
て
自
立
し
よ
う
と

五
○
一
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入
れ
又
は
配
瞳
、
適
性
検
査
、
職
業
訓
練
そ
の
他
の
雇
用
に
関
す
る
事
項
に

つ
い
て
事
業
主
、
労
働
組
合
そ
の
他
の
関
係
者
か
ら
援
助
を
求
め
ら
れ
た
と

き
は
、
雇
用
情
報
、
職
業
に
関
す
る
調
査
研
究
の
成
果
等
を
活
用
し
て
そ
の

者
に
対
し
て
必
要
な
助
言
そ
の
他
“
措
置
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
平
一
三
法
三
五
・
旧
第
璽
藻
下
・
一
部
改
正
、
平
一
九
法
七
九
・
一
翻
駆
正
）

第
三
章
職
業
訓
練
等
の
充
実

（
平
一
九
法
七
九
・
旧
露
四
章
繰
上
・
改
称
）

（
職
業
訓
練
の
充
実
）

第
十
六
条
国
は
、
職
業
訓
練
施
設
の
整
備
、
職
業
訓
練
の
内
容
の
充
実
及
び

方
法
の
研
究
開
発
、
職
業
訓
練
指
導
員
の
養
成
確
保
及
び
資
質
の
向
上
等
職

業
訓
練
を
充
実
す
る
た
め
に
必
要
な
施
策
を
積
極
的
に
講
ず
る
も
の
と
す

る
。

２
国
は
、
労
働
者
の
職
業
能
力
の
開
発
及
び
向
上
が
効
果
的
に
図
ら
れ
る
よ

う
に
す
る
た
め
、
公
共
職
業
能
力
開
発
施
設
が
行
う
職
業
訓
練
と
事
業
主
又

は
そ
の
団
体
が
行
う
職
業
訓
練
と
が
相
互
に
密
接
な
関
連
の
下
で
行
わ
れ
る

よ
う
に
努
め
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。

（
平
一
三
法
三
五
・
旧
第
十
一
条
繰
下
・
壺
哉
正
、
平
一
九
法
七
九
・
重
讃
正
）

（
職
業
能
力
検
定
制
度
の
充
実
）

第
十
七
条
国
は
、
技
術
の
進
歩
の
状
況
、
円
滑
な
再
就
職
の
た
め
に
必
要
な

職
業
能
力
の
水
準
そ
の
他
の
事
情
を
考
慰
し
て
、
事
業
主
団
体
そ
の
他
の
関

係
者
の
協
力
の
下
に
、
職
業
能
力
の
評
価
の
た
め
の
適
正
な
基
準
を
設
定

第
四
十
三
編
労
働
（
雇
用
対
策
法
）

●

『

｛

し
、
こ
れ
に
準
拠
し
て
労
働
者
の
有
す
る
職
業
能
力
の
程
度
を
検
定
す
る
制

度
を
確
立
し
、
及
び
そ
の
充
実
を
図
る
こ
と
に
よ
り
、
労
働
者
の
職
業
能
力

の
開
発
及
び
向
上
、
職
業
の
安
定
並
び
に
経
済
的
社
会
的
地
位
の
向
上
を
図

る
よ
う
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
平
一
三
法
三
五
・
旧
第
十
二
条
繰
下
・
・
一
部
改
正
、
平
一
九
法
七
九
・
一
部
改
正
）

第
四
章
職
業
転
換
給
付
金
（
平
諒
農
七
九
・
旧
第
幕
霞
上
）

（
職
業
転
換
給
付
金
の
支
給
）

第
十
八
条
国
及
び
都
道
府
県
は
、
他
の
法
令
の
規
定
に
基
づ
き
支
給
す
る
も

の
を
除
く
ほ
か
、
労
働
者
が
そ
の
有
す
る
能
力
に
適
合
す
る
戦
業
に
就
く
こ

と
を
容
易
に
し
、
及
び
促
進
す
る
た
め
、
求
職
者
そ
の
他
の
労
働
者
又
は
事

業
主
に
対
し
て
、
，
政
令
で
定
め
る
区
分
に
従
い
、
次
に
掲
げ
る
給
付
金
（
以

下
「
職
業
転
換
給
付
金
」
と
い
う
。
）
を
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
求
職
者
の
求
職
活
動
の
促
進
と
そ
の
生
活
の
安
定
と
を
図
る
た
め
の
給

付
金

二
求
職
者
の
知
識
及
び
技
能
の
習
得
を
容
易
に
す
る
た
め
の
給
付
金

三
広
範
囲
の
地
域
に
わ
た
る
求
職
活
動
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
た
め
の

給
付
金

四
就
職
又
は
知
識
若
し
く
は
技
能
の
習
得
を
す
る
た
め
の
移
転
に
要
す
る

費
用
に
充
て
る
た
め
の
給
付
金

五
求
職
者
を
作
業
環
境
に
適
応
さ
せ
る
訓
練
を
行
う
こ
と
を
促
進
す
る
た

め
の
給
付
金

六
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
政
令
で
定
め
る
給
付
金

ト

L

I

Ｄ
〔
日
法
八
四
九
○
・
口
⑮

五
○
六
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（
平
一
三
法
三
五
・
旧
第
十
三
条
繰
下
・
一
部
改
正
）
・

（
支
給
基
準
等
）

第
十
九
条
職
業
転
換
給
付
金
の
支
給
に
関
し
必
要
な
基
準
は
、
厚
生
労
働
省

令
で
定
め
る
も

洲
郛
前
項
の
基
準
の
作
成
及
び
そ
の
運
用
に
当
た
っ
て
は
、
他
の
法
令
の
規
定

に
基
づ
き
支
給
す
る
給
付
金
で
こ
れ
に
類
す
る
も
の
と
の
関
連
を
十
分
に
参

酌
し
、
求
職
者
の
雇
用
が
促
進
さ
れ
る
よ
う
に
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
平
二
法
一
六
Ｑ
・
一
部
改
正
、
平
一
三
法
三
五
・
旧
鄭
十
四
条
繰
下
・
一
部
改

正
）

（
国
の
負
担
）

第
二
十
条
国
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
都
道
府
県
が
支
給
す
る

職
業
転
換
給
付
金
に
要
す
る
費
用
の
、
一
部
を
負
担
す
る
。

（
平
一
三
法
三
五
・
旧
第
十
五
条
繰
下
）

（
譲
渡
等
の
禁
止
）

第
二
十
一
条
職
業
転
換
給
付
金
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
者
の
当
該

支
給
を
受
け
る
梅
利
は
、
譲
り
渡
し
、
担
保
に
供
し
、
又
は
差
し
押
え
る
こ

と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
事
業
主
に
係
る
当
該
権
利
に
つ
い
て
は
、
国
税

滞
納
処
分
（
そ
の
例
に
よ
る
処
分
を
含
む
。
）
に
よ
り
差
し
押
え
る
場
合
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。

第
四
十
三
編
労
働
（
服
用
対
策
法
）

（
平
一
三
法
三
五
・
旧
第
十
六
条
繰
下
）

～

（
公
課
の
禁
止
）

第
二
十
二
条
租
税
そ
の
他
の
公
課
は
、
職
業
転
換
給
付
金
（
事
業
主
に
対
し

て
支
給
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
概
翠
と
し
て
、
課
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
平
一
三
法
三
五
・
旧
第
十
七
条
燥
下
）

（
連
絡
及
び
協
力
）

第
二
十
三
条
都
道
府
県
労
働
局
、
公
共
職
業
安
定
所
、
都
道
府
県
及
び
独
立

行
政
法
人
罷
用
・
能
力
開
発
機
構
は
、
職
業
転
換
給
付
金
の
支
給
が
円
滑
か

つ
効
果
的
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
相
互
に
緊
密
に
連
絡
し
、
及
び
協
力
し
な
け

れ
ぽ
な
ら
な
い
。

（
平
二
法
二
Ｏ
・
平
二
法
八
七
・
一
部
改
正
、
平
一
三
法
三
五
・
旧
第
十
八
条
繰

下
、
平
一
四
法
一
七
○
・
一
部
改
正
）

第
五
章
珈
業
主
に
よ
る
再
就
職
の
援
助
を
促
進
す
る
た
め
の
措
置
等

（
昭
四
八
法
一
○
七
・
昭
六
一
法
四
三
・
平
一
三
法
三
五
・
改
弥
平
一
九
法
七
九
・

旧
第
六
餓
繰
上
・
改
称
）

（
再
就
職
援
助
計
画
の
作
成
等
）

第
二
十
四
条
聯
業
主
は
、
そ
の
実
施
に
伴
い
一
の
蛎
業
所
に
お
い
て
相
当
数

の
労
鋤
者
が
離
職
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
事
業
規
模
の
縮

小
等
で
あ
っ
て
厚
生
労
鋤
省
令
で
定
め
る
も
の
を
行
お
う
と
す
る
と
き
は
、

厚
生
労
鋤
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
離
職
を
余
儀
な
く
さ
れ
る

労
働
者
の
再
就
職
の
援
助
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
計
画
（
以
下
「
再
就
職

援
助
計
画
」
と
い
う
。
）
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

I

Ｄ
〔
日
法
八
四
九
○
・
己
⑮

五
○
七
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第
五
章

改
正
昭
和
四
七
年
六
月
八
日

同
四
九
年
一
二
月
二
八
日

同
五
一
年
五
月
二
八
日

同
五
三
年
五
月
八
日

同
五
四
年
一
二
月
二
○
日

同
五
六
年
四
月
二
五
日

・
同
六
○
年
六
月
八
日

同
六
一
年
一
二
月
二
六
日

同
六
二
年
六
月
一
日

平
成
四
年
六
月
三
日

同
五
年
二
月
一
二
日

同
六
年
六
月
二
二
日

同
九
年
五
月
九
日

同
．
九
年
一
二
月
一
九
日

同
一
○
年
六
月
一
二
日
一

同
二
年
七
月
一
六
日
一

同
二
年
七
月
一
六
日
一

同
二
年
一
二
月
八
日
一

同
二
年
一
二
月
二
二
日
一

同
一
三
年
四
月
二
五
日
一

同
一
四
年
五
月
七
日
一

第
四
十
三
編
労
働
（
職
業
能
力
開
発
促
進
法
）

六
月
八
日

職
業
訓
練

法
律
第
五
七
号

一
二
月
二
八
日
同
第
二
七
号

五
月
二
八
日
同
第
三
六
号

五
月
八
日
向
第
四
○
号

一
二
月
二
○
日
同
第
六
八
号

四
月
二
五
日
同
第
二
七
号

六
月
八
日
同
第
五
六
号

一
二
月
二
六
日
同
第
一
○
九
号

六
月
一
日
同
第
四
一
号

六
月
三
日
同
第
六
七
号

二
月
一
二
日
同
第
八
九
号

六
月
二
二
日
同
第
三
八
号

五
月
九
日
同
第
四
五
号

一
二
月
一
九
日
同
第
一
三
一
号

六
月
一
二
日
同
第
一
○
一
号

七
月
一
六
日
同
第
八
七
号

七
月
一
六
日
間
第
一
Ｏ
二
号

一
二
月
八
日
向
第
一
五
一
号

一
二
月
二
二
日
同
第
一
六
０
号

四
月
二
五
日
同
第
三
五
号

五
月
七
日
同
第
三
五
号 、 ＝

目
次第
一
章
総
則
（
第
一
条
’
第
四
条
）

第
二
章
職
業
能
力
開
発
計
画
（
第
五
条
’
第
七
条
）

第
三
章
職
業
能
力
開
発
の
促
進

第
一
節
事
業
主
等
の
行
う
職
業
能
力
開
発
促
進
の
措
置
（
第
八
条
’
第

十
四
条
）

職
業
訓
練
法
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

職
業
能
力
開
発
促
進
法
（
昭
六
○
法
五
六
・
改
称
）

の
六
’
第
二
十
三
条
）

第
四
節
事
業
主
等
の
行
う
職
業
訓
練
の
認
定
等
（
第
二
十
四
条
’
第
二

十
六
条
の
二
）

第
五
節
実
習
併
用
職
業
訓
練
実
施
計
画
の
認
定
等
（
第
二
十
六
条
の
三

’
第
二
十
六
条
の
七
）

第
二
節
国
及
び
都
道
府
県
に
よ
る
職
業
能
力
開
発
促
進
の
措
置

五
条
’
第
十
五
条
の
五
）

菫

1

平
成
一
四
年
一
二
月
一
三
日
法
律
第
一
六
五
号

同
一
四
年
一
二
月
一
三
日
同
第
一
七
○
号

同
一
六
年
六
月
二
日
同
第
七
六
号

同
一
六
年
一
二
月
一
日
同
第
一
四
七
号

同
一
六
年
一
二
月
一
日
同
第
一
五
○
号

同
一
七
年
七
月
二
六
日
同
第
八
七
号

同
一
八
年
六
月
二
日
同
第
五
○
号

同
一
八
年
六
月
二
一
日
同
第
八
一
号

Ａ
〔
日
法
八
八
○
八
・
九
〕
⑯

間
の

q■■■■■

（
第
十
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第
六
節
職
業
能
力
開
発
総
合
大
学
校
（
第
二
十
七
条
）

第
七
節
職
業
訓
練
指
導
員
等
（
第
二
十
七
条
の
二
’
第
三
十
条
の
二
）

第
四
章
職
業
訓
練
法
人
（
第
三
十
一
条
’
第
四
十
三
条
）

第
五
章
技
能
検
定
（
第
四
十
四
条
’
第
五
十
一
条
）

第
六
章
職
業
能
力
開
発
協
会

第
一
節
中
央
職
業
能
力
開
発
協
会
（
第
五
十
二
条
’
第
七
十
八
条
）

第
二
節
都
道
府
県
職
業
能
力
開
発
協
会
（
第
七
十
九
条
’
第
九
十
条
）

第
七
章
雑
則
（
第
九
十
一
条
’
第
九
十
九
条
）

第
八
章
飼
則
（
第
九
十
九
条
の
二
’
第
百
八
条
）

附
則

第
一
章
総
則

（
目
的
）

第
一
条
こ
の
法
律
は
、
雇
用
対
策
法
（
昭
和
四
十
一
年
法
律
第
百
三
十
二

号
）
と
相
ま
っ
て
、
職
業
訓
練
及
び
職
業
鮨
力
検
定
の
内
容
の
充
実
強
化
及

び
そ
の
実
施
の
円
滑
化
の
た
め
の
施
策
並
び
に
労
働
者
が
自
ら
職
業
に
関
す

る
教
育
訓
練
又
は
職
業
能
力
検
定
を
受
け
る
機
会
を
確
保
す
る
た
め
の
施
策

等
を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
、
職
業
に
必
要
な
労
働
者

の
能
力
を
開
発
し
、
及
び
向
上
さ
せ
る
こ
と
を
促
進
し
、
も
っ
て
、
職
業
の

安
定
と
労
働
者
の
地
位
の
向
上
を
図
る
と
と
も
に
、
経
済
及
び
社
会
の
発
展

に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
昭
五
三
法
四
○
・
昭
六
○
法
五
六
・
平
四
法
六
七
・
平
九
法
四
五
・
一
部
改
正
）

（
定
義
）

第
二
条
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
労
働
者
」
と
は
、
事
業
主
に
雇
用
さ
れ
る
者

第
四
十
三
編
労
働
（
職
業
能
力
開
発
促
進
法
）

〆

0

（
船
員
職
業
安
定
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
号
）
第
六
条
第
一
項

に
規
定
す
る
船
員
を
除
く
。
第
九
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
「
雇
用
労
働

者
」
と
い
う
。
）
及
び
求
職
者
（
同
法
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
船
員
と

な
ろ
う
と
す
る
者
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
を
い
う
。

２
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
職
業
能
力
」
と
は
、
職
業
に
必
要
な
労
働
者
の
能

力
を
い
う
。

３
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
職
業
能
力
検
定
」
と
は
、
職
業
に
必
要
な
労
働
者

の
技
能
及
び
こ
れ
に
関
す
る
知
識
に
つ
い
て
の
検
定
（
厚
生
労
働
省
の
所
掌

に
属
し
な
い
も
の
を
除
く
。
）
を
い
う
。

４
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
職
業
生
活
設
計
」
と
は
、
労
働
者
が
、
自
ら
そ
の

長
期
に
わ
た
る
職
業
生
活
に
お
け
る
職
業
に
関
す
る
目
的
を
定
め
る
と
と
も

に
、
そ
の
目
的
の
実
現
を
図
る
た
め
、
そ
の
適
性
、
職
業
経
験
そ
の
他
の
実

情
に
応
じ
、
職
業
の
選
択
、
職
業
能
力
の
開
発
及
び
向
上
の
た
め
の
取
組
そ

の
他
の
事
項
に
つ
い
て
自
ら
計
画
す
る
こ
と
を
い
う
。

（
昭
六
Ｏ
法
五
六
・
平
一
三
法
三
五
・
一
部
改
正
）

（
職
業
能
力
開
発
促
進
の
基
本
理
念
）

第
三
条
労
働
者
が
そ
の
職
業
生
活
の
全
期
間
を
通
じ
て
そ
の
有
す
る
能
力
を

有
効
に
発
揮
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
、
職
業
の
安
定
及
び
労
働
者
の
地

位
の
向
上
の
た
め
に
不
可
欠
で
あ
る
と
と
も
に
、
経
済
及
び
社
会
の
発
展
の

基
礎
を
な
す
も
の
で
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
象
、
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
職

業
能
力
の
開
発
及
び
向
上
の
促
進
は
、
産
業
構
造
の
変
化
、
技
術
の
進
歩
そ

の
他
の
経
済
的
環
境
の
変
化
に
よ
る
業
務
の
内
容
の
変
化
に
対
す
る
労
働
者

の
適
応
性
を
増
大
さ
せ
、
及
び
転
職
に
当
た
っ
て
の
円
滑
な
再
就
職
に
資
す

｛
1

一

Ａ
〔
日
法
八
八
○
八
・
九
〕
⑯

二
（
ｌ
臺
）
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ｰ

進
者
相
互
の
啓
発
の
機
会
の
提
供
を
行
う
こ
と
。

六
第
二
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
業
訓
練
指
導
員
を
派
遣
す
る
こ

‐
〆
）
◎

七
委
託
を
受
け
て
職
業
訓
練
の
一
部
を
行
う
こ
と
。

八
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
が
、
第
十
五
条
の
六
第
三
項
に
規
定
す
る

公
共
職
業
能
力
開
発
施
設
を
使
用
さ
せ
る
等
の
便
益
を
提
供
す
る
こ
と
。

２
国
及
び
都
道
府
県
は
、
職
業
能
力
の
開
発
及
び
向
上
を
促
進
す
る
た
め
、

労
働
者
に
対
し
、
前
項
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
援
助
を
行
う
よ
う
に

努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
国
は
、
事
業
主
等
及
び
労
働
者
に
対
す
る
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま

で
に
掲
げ
る
援
助
を
適
切
か
つ
効
果
的
に
行
う
た
め
必
要
な
施
設
の
設
置
等

特
別
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
第
一
項
及
び
第
一
一
項
の
規
定
に
よ
り
国
及
び
都
道
府
県
が
事
業
主
等
及
び

労
働
者
に
対
し
て
援
助
を
行
う
場
合
に
は
、
中
央
職
業
龍
力
開
発
協
会
又
は

都
道
府
県
職
業
能
力
開
発
協
会
と
密
接
な
連
携
の
下
に
行
う
も
の
と
す
る
。

（
平
四
法
六
七
・
追
如
乎
九
法
四
五
・
富
．
平
一
三
法
三
五
・
平
一
八
法
八
一
・
一
部
改

正
）

（
事
業
主
等
に
対
す
る
助
成
等
）

第
十
五
条
の
三
国
は
、
事
業
主
等
の
行
う
職
業
訓
練
及
び
職
業
龍
力
検
定
の

振
興
を
図
り
、
．
及
び
労
働
者
に
対
す
る
第
十
条
の
四
第
二
項
に
規
定
す
る
有

給
教
育
訓
練
休
暇
の
付
与
そ
の
他
の
労
働
者
が
自
ら
職
業
に
関
す
る
教
育
訓

練
又
は
職
業
能
力
検
定
を
受
け
る
機
会
を
確
保
す
る
た
め
の
援
助
そ
の
他
労

働
者
が
第
十
五
条
の
六
第
三
項
に
規
定
す
る
公
共
職
業
能
力
開
発
施
段
等
の

第
四
十
三
編
労
働
霧
業
能
力
開
発
促
進
法
）

l' 、

（
平
四
法
六
七
・
節
名
追
加
）
．

（
国
及
び
都
道
府
県
の
行
う
職
業
訓
練
等
）

第
十
五
条
の
六
国
及
び
都
道
府
県
は
、
労
働
者
が
段
階
的
か
つ
体
系
的
に
職

《
業
に
必
要
な
技
能
及
び
こ
れ
に
関
す
る
知
識
を
習
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ

Ｄ
〔
日
法
八
三
四
四
・
五
〕
⑯

行
う
職
業
訓
練
、
職
業
能
力
検
定
等
を
受
け
る
こ
と
を
容
易
に
す
る
た
め
の

援
助
等
の
措
置
が
事
業
主
に
よ
っ
て
諾
ぜ
ら
れ
る
こ
と
を
奨
励
す
る
た
め
、

事
業
主
等
に
対
す
る
助
成
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
で
き
る
．

（
平
四
法
六
七
・
追
加
、
乎
九
法
四
五
・
平
一
三
法
三
五
・
平
一
八
法
八
一
・
一
部
改

正
）

（
職
業
能
力
の
開
発
に
関
す
る
調
査
研
究
等
）
・

第
十
五
条
の
四
国
は
、
中
央
職
業
龍
力
開
発
協
会
の
協
力
を
得
て
、
職
業
訓

練
、
職
業
能
力
検
定
そ
の
他
職
業
能
力
の
開
発
及
び
向
上
に
関
し
、
調
査
研

究
及
び
情
報
の
収
集
整
理
を
行
い
、
事
業
主
、
労
働
者
そ
の
他
の
関
係
者
が

当
該
鯛
査
研
究
の
成
果
及
び
そ
の
情
報
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

努
め
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
↑

（
平
四
法
六
七
・
追
加
）
、
，

（
職
業
に
必
要
な
技
能
に
関
す
る
広
報
啓
発
等
）
・

第
十
五
条
の
五
国
鍵
職
業
能
力
の
開
発
及
び
向
上
が
円
滑
に
促
進
さ
れ
る

よ
う
な
環
境
を
整
備
す
る
た
め
、
職
業
に
必
要
な
技
能
に
つ
い
て
事
業
主
そ

の
他
国
民
一
般
の
理
解
を
高
め
る
た
め
に
必
要
な
広
報
そ
の
他
の
啓
発
活
動

等
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
平
四
法
六
七
・
追
加
）
。

‐
１
１
毛
Ⅱ

五
九
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第
四
十
三
編
労
働
（
職
業
能
力
開
発
促
進
法
）

う
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
施
設
を
第
十
六
条
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
設

置
し
て
、
当
該
施
設
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
規
定
す
る
職
業
訓
練
を
行

う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
職
業
訓
練
の
う
ち
主
と
し
て
知
識
を
習
得

す
る
た
め
に
行
わ
れ
る
も
の
で
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
に
つ
い
て

は
、
当
骸
施
設
以
外
の
施
設
に
お
い
て
も
適
切
と
認
め
ら
れ
る
方
法
に
よ
り

行
う
こ
と
が
で
き
る
。

｜
職
業
鮨
力
開
発
校
（
普
通
職
業
訓
練
（
次
号
に
規
定
す
る
高
度
職
業
訓

練
以
外
の
職
業
馴
練
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
長
期
間
及
び
短
期
間
の

訓
練
課
程
の
も
の
を
行
う
た
め
の
施
設
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

二
職
業
能
力
開
発
短
期
大
学
校
（
高
度
職
業
訓
練
（
労
働
者
に
対
し
、
職

業
に
必
要
な
高
度
の
技
能
及
び
こ
れ
に
関
す
る
知
識
を
習
得
さ
せ
る
た
め

の
職
業
訓
練
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
長
期
間
及
び
短
期
間
の
訓
練
課

程
（
次
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
長
期
間
の
訓
練
課
程
を
除
く
。
）

の
も
の
を
行
う
た
め
の
施
設
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
・

三
職
業
能
力
開
発
大
学
校
（
高
度
職
業
訓
練
で
前
号
に
規
定
す
る
長
期
間

及
び
短
期
間
の
訓
練
謀
程
の
も
の
並
び
に
高
度
職
業
訓
練
で
専
門
的
か
つ

応
用
的
な
職
業
能
力
を
開
発
し
、
及
び
向
上
さ
せ
る
た
め
の
も
の
と
し
て

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
長
期
間
の
訓
練
課
程
の
も
の
を
行
う
た
め
の
施

設
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

四
職
業
能
力
開
発
促
進
セ
ン
タ
ー
（
普
通
職
業
訓
練
又
は
高
度
職
業
訓
練

の
う
ち
短
期
間
の
訓
練
課
程
の
も
の
を
行
う
た
め
の
施
設
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）

五
障
害
者
職
業
能
力
開
発
校
（
前
各
号
に
掲
げ
る
施
設
に
お
い
て
職
業
訓

）

る
同
項
各
号
に
掲
げ
る
施
設
（
以
下
「
公
共
職
業
能
力
開
発
施
設
」
と
い

う
。
）
内
に
お
い
て
行
う
ほ
か
、
職
業
を
転
換
し
よ
う
と
す
る
労
働
者
等
に

対
し
て
迅
速
か
つ
効
果
的
な
職
業
訓
練
を
実
施
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
き

は
、
職
業
能
力
の
開
発
及
び
向
上
に
つ
い
て
適
切
と
認
め
ら
れ
る
他
の
施
設

・
に
よ
り
行
わ
れ
る
教
育
訓
練
を
当
骸
公
共
敦
業
能
力
開
発
施
設
の
行
う
職
業

訓
練
と
承
な
し
、
当
該
教
育
訓
練
を
受
け
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
う
こ
と

が
で
き
る
。
・

４
公
共
職
業
能
力
開
発
施
設
は
、
第
一
項
各
号
に
規
定
す
る
職
業
訓
練
及
び

第
二
項
に
規
定
す
る
援
助
（
市
町
村
が
設
置
す
る
職
業
能
力
開
発
校
に
係
る

も
の
を
除
く
。
）
を
行
う
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

一
開
発
途
上
に
あ
る
海
外
の
地
域
に
お
唾
て
事
業
を
行
う
者
に
当
該
地
域

に
お
い
て
雇
用
さ
れ
て
い
る
者
の
訓
練
を
担
当
す
る
者
に
な
ろ
う
と
す
る

者
又
は
現
に
当
該
訓
練
を
担
当
し
て
い
る
者
に
対
し
て
、
必
要
な
技
能
及

六
○

練
を
受
け
る
こ
と
が
困
難
な
身
体
又
は
精
神
に
障
害
が
あ
る
者
等
に
対
し

て
行
う
そ
の
能
力
に
適
応
し
た
普
通
職
業
訓
練
又
は
高
度
職
業
訓
練
を
行

う
た
め
の
施
設
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

２
国
及
び
都
道
府
県
が
設
置
す
る
前
項
各
号
に
掲
げ
る
施
設
は
、
当
該
各
号

に
規
定
す
る
職
業
訓
練
を
行
う
ほ
か
、
、
事
業
主
労
働
者
そ
の
他
の
関
係
者

に
対
し
、
第
十
五
条
の
二
第
一
項
第
三
号
、
第
四
号
及
び
第
六
号
か
ら
第
八

号
ま
で
に
掲
げ
る
援
助
を
行
う
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
国
及
び
都
道
府
県
（
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
が
職
業
能

力
開
発
校
を
設
置
す
る
場
合
に
は
、
当
該
市
町
村
を
含
む
。
）
が
第
・
一
項
各

号
に
掲
げ
る
施
設
を
設
置
し
て
職
業
訓
練
を
行
う
場
合
に
は
、
そ
の
設
置
す

1

Ｄ
〔
日
法
八
三
四
四
・
五
〕
⑯
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吾

ぴ
こ
れ
に
関
す
る
知
磯
を
習
得
さ
せ
る
た
め
の
訓
練
を
行
う
こ
と
。

二
前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
職
業
訓
練
そ
の
他
こ
の
法
律
の
規
定
に

よ
る
職
業
龍
力
の
開
発
及
び
向
上
に
関
し
必
要
な
業
務
で
厚
生
労
働
省
令

で
定
め
る
も
の
を
行
う
こ
と
。

（
平
四
法
六
七
・
追
加
、
平
九
法
四
五
・
平
二
法
一
六
○
・
平
一
八
法
八
一
・
一
鄙

改
正
）

（
職
業
訓
練
の
実
施
に
関
す
る
計
画
）

第
十
五
条
の
七
国
が
設
置
す
る
公
共
職
業
能
力
開
発
施
設
の
行
う
職
業
訓
練

及
び
国
が
行
う
前
条
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
職
業
訓
練
は
、
厚
生
労

働
大
臣
が
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
作
成
す
る
当
該
職
業
訓

練
の
実
施
に
関
す
る
計
画
に
基
づ
い
て
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。

（
平
一
四
法
一
七
○
・
追
加
）

．
（
公
共
職
業
能
力
開
発
施
設
）
，

第
十
六
条
・
国
は
、
職
業
能
力
開
発
短
期
大
学
校
、
職
業
餡
力
開
発
大
学
校
、

職
業
能
力
開
発
促
進
セ
ン
タ
ー
及
び
障
害
者
職
業
龍
力
開
発
校
を
設
置
し
、

都
道
府
県
は
、
職
業
能
力
開
発
枝
を
設
置
す
る
。

２
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
都
道
府
県
は
職
業
能
力
開
発
短
期
大
学

校
、
職
業
能
力
開
発
大
学
校
、
職
業
龍
力
開
発
促
進
セ
ン
タ
ー
又
は
障
害
者

職
業
龍
力
開
発
校
（
次
項
に
お
い
て
「
職
業
能
力
開
発
短
期
大
学
校
等
」
と

い
う
。
）
を
、
市
町
村
は
職
業
能
力
開
発
校
を
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
前
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
が
職
業
能
力
開
発
短
期
大
学
校
等
を
、
市

町
村
が
職
業
能
力
開
発
校
を
設
圃
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、

厚
生
労
働
大
臣
に
協
議
し
、
そ
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
十
三
編
労
働
（
職
業
能
力
開
発
促
進
法
）

Ｄ
〔
日
法
八
三
四
四
・
五
〕
⑯

４
公
共
職
業
能
力
開
発
施
設
の
位
置
、
名
称
そ
の
他
運
営
に
つ
い
て
必
要
な

事
項
は
、
国
が
股
置
す
る
公
共
職
業
鮨
力
開
発
施
設
に
つ
い
て
は
厚
生
労
働

省
令
で
、
都
道
府
県
又
は
市
町
村
が
設
置
ま
る
公
共
職
業
能
力
開
発
施
設
に

つ
い
て
は
条
例
で
定
め
る
。

５
国
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
設
置
し
た
障
害
者
職
業
龍
力
闘
発
校
の
う

ち
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
の
運
営
を
独
立
行
政
法
人
高
齢
・
障
害

者
雇
用
支
援
機
構
に
行
わ
せ
る
も
の
と
し
、
当
該
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

も
の
以
外
の
障
害
者
職
業
龍
力
開
発
校
の
運
営
を
都
道
府
県
に
委
託
す
る
こ

と
が
で
き
る
．

６
公
共
職
業
能
力
開
発
施
設
の
長
は
、
職
業
訓
練
に
関
し
高
い
識
見
を
有
す

る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
昭
五
三
法
四
Ｏ
・
全
蕊
昭
六
Ｏ
法
五
六
・
旧
第
十
五
条
燥
下
・
一
部
改
正
、
昭
六

二
法
四
一
・
平
四
法
六
七
・
平
六
法
三
八
・
平
九
法
四
五
・
平
二
法
八
七
・
平
二

法
一
六
○
・
平
一
四
法
三
五
？
平
一
四
法
一
六
五
・
一
部
改
正
）

（
名
称
使
用
の
制
限
）

第
十
七
条
公
共
職
業
能
力
開
発
施
設
で
な
い
も
の
（
第
二
十
五
条
の
規
定
に

よ
り
設
置
さ
れ
る
施
設
を
除
く
。
）
は
、
そ
の
名
称
申
に
職
業
龍
力
開
発
校
、

職
業
能
力
開
発
短
期
大
学
校
、
職
業
龍
力
開
発
大
学
校
、
職
業
能
力
開
発
促

進
セ
ン
タ
ー
又
は
障
害
者
職
業
能
力
開
発
校
と
い
う
文
字
を
用
い
て
は
な
ら

な
い
。

（
昭
六
○
法
五
六
・
追
加
、
昭
六
二
法
四
一
・
平
四
法
六
七
・
平
九
法
四
五
・
一
部
敬
・

正
）

（
国
、
都
道
府
県
及
び
市
町
村
に
よ
る
配
患
）

一
ハ
ー
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第
四
十
三
編
労
働
（
職
業
能
力
開
発
促
進
法
）

第
十
八
条
国
、
都
道
府
県
及
び
市
町
村
は
、
そ
の
設
置
及
び
運
営
に
つ
い

て
、
公
共
職
業
能
力
開
発
施
設
が
相
互
に
競
合
す
る
こ
と
な
く
そ
の
機
龍
を

・
十
分
に
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
配
慮
す
る
も
の
と
す
る
。

２
国
、
都
道
府
県
及
び
市
町
村
建
鞍
業
訓
練
の
実
施
に
当
た
り
、
関
係
地

域
に
お
け
る
労
働
者
の
職
業
の
安
定
及
び
産
業
の
握
興
に
資
す
る
よ
う
に
、

職
業
訓
練
の
開
始
の
時
期
、
期
間
及
び
内
容
等
に
つ
い
て
十
分
配
慮
す
る
も

の
と
す
る
。
（
昭
五
三
法
四
○
℃
全
改
、
昭
六
○
法
五
六
・
旧
第
十
六
条
繰
下
・
一
部
改
正
、
平
四

法
六
七
・
一
部
改
正
）

（
職
業
訓
練
の
基
準
）
．

‐
第
十
九
条
公
共
職
業
能
力
開
発
施
設
唾
職
業
訓
練
の
水
準
の
維
持
向
上
の

た
め
の
基
準
と
し
て
当
骸
職
業
訓
練
の
訓
練
諜
程
ご
と
に
教
科
、
訓
練
時

間
、
設
備
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
に
関
し
厚
生
労
働
省
令

で
定
め
る
基
準
に
従
い
、
普
通
職
業
訓
練
又
は
高
度
職
業
訓
練
を
行
う
も
の

と
す
る
。

２
前
項
の
訓
練
課
程
の
区
分
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
。

．
（
昭
六
○
法
五
六
・
追
加
、
平
四
法
六
七
・
平
二
法
一
六
○
・
一
部
改
正
》

会
教
材
）

第
二
十
条
公
共
職
業
能
力
開
発
施
設
の
行
う
普
通
職
業
訓
練
又
は
高
度
職
業

訓
練
（
以
下
「
公
共
職
業
訓
練
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
は
、
厚
生
労
働
大
臣

の
認
定
を
受
け
た
教
科
害
そ
の
他
の
教
材
を
使
用
す
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ

ぱ
な
ら
な
い
。

（
昭
六
○
法
五
六
・
遺
加
、
平
四
法
六
七
・
平
二
法
一
六
○
・
一
部
改
正
）

）

一

一
ハ
ー
ー

（
技
能
照
査
）

第
二
十
一
条
公
共
職
業
能
力
開
発
施
設
の
長
は
、
公
共
職
業
訓
練
（
長
期
間

の
訓
練
課
程
の
も
の
に
限
る
。
）
を
受
け
る
者
に
対
し
て
、
技
能
及
び
こ
れ

に
関
す
る
知
識
の
照
査
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
技
能
照
査
」
と
い
う
。
）

を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
技
能
照
査
に
合
格
し
た
者
は
、
技
能
士
補
と
称
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
・

３
技
能
照
査
の
基
準
そ
の
他
技
能
照
査
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
、
厚

生
労
働
省
令
で
定
め
る
。

（
昭
六
○
法
五
六
皇
茄
．
平
四
法
六
七
・
平
二
法
一
六
○
・
富
認
定
）

（
修
了
証
書
）

第
二
十
二
条
公
共
職
業
龍
力
開
発
施
設
の
長
は
、
公
共
職
業
訓
練
を
修
了
し

た
者
に
対
し
て
、
厚
生
労
働
稽
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
修
了
証
書
を

交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
昭
六
Ｏ
法
五
六
・
追
加
、
平
四
法
六
七
・
平
二
法
一
六
Ｏ
・
一
部
改
正
）

（
職
業
訓
練
を
受
け
る
求
職
者
に
対
す
る
措
置
）

第
二
十
三
条
公
共
職
業
訓
練
の
う
ち
、
職
業
能
力
開
発
校
及
び
職
業
龍
力
開

発
促
進
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
職
業
の
転
換
を
必
要
と
す
る
求
職
者
そ
の
他
の

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
求
職
者
に
対
し
て
行
う
普
通
職
業
訓
練
（
短
期
間

の
訓
練
課
程
で
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
に
限
る
ご
・
並
び
に
障
害
者

職
業
能
力
開
発
校
に
お
い
て
求
職
者
に
対
し
て
行
う
職
業
訓
練
は
、
無
料
と

す
る
。

２
国
及
び
都
道
府
県
は
、
公
共
職
業
訓
練
の
う
ち
前
項
に
規
定
す
る
も
の
を

受
け
る
求
職
者
に
対
し
て
、
雇
用
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
き
、
手
当
を
支
給

Ｄ
〔
日
法
八
三
四
四
・
五
〕
⑯
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す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
公
共
職
業
能
力
開
発
施
設
の
長
は
、
公
共
職
業
安
定
所
長
と
の
密
接
な
連

携
の
下
に
、
公
共
職
業
訓
練
を
受
け
る
求
職
者
の
就
職
の
援
助
に
関
し
必
要

な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
昭
五
三
法
四
０
．
昭
六
Ｏ
法
五
六
・
昭
六
二
法
四
一
・
平
四
法
六
七
・
平
二
法
一

六
Ｏ
・
一
甑
改
正
）

第
四
節
事
業
主
等
の
行
う
職
業
訓
練
の
認
定
等

（
昭
六
Ｏ
法
五
六
・
節
名
退
加
、
平
四
法
六
七
・
旧
第
三
節
錘
＆

（
都
道
府
県
知
事
に
よ
る
職
業
訓
練
の
認
定
）

第
二
十
四
条
．
都
道
府
県
知
事
は
、
事
業
主
等
の
申
請
に
基
づ
き
、
当
該
事
業

主
等
の
行
う
職
業
訓
練
に
つ
い
て
、
第
十
九
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で

定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
の
認
定
を
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
た
だ
し
、
当
該
事
業
主
等
が
当
該
職
業
訓
練
を
的
確
に
実
施
す
る
こ
と

が
で
き
る
能
力
を
有
し
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２
都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
の
認
定
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当

該
職
業
訓
練
を
受
け
る
労
働
者
が
労
働
基
準
法
第
七
十
条
の
規
定
に
基
づ
く

厚
生
労
働
省
令
又
は
労
働
安
全
衛
生
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
五
十
七

号
）
第
六
十
一
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
く
厚
生
労
働
省
令
の
適
用
を
受
け

る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
を
除
き
、
都

道
府
県
労
働
局
長
の
意
見
を
聴
く
も
の
と
す
る
。

３
都
道
府
県
知
事
は
、
第
一
項
の
認
定
に
係
る
職
業
訓
練
（
以
下
「
認
定
職

業
訓
練
」
と
い
う
。
）
が
第
十
九
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基

準
に
適
合
し
な
く
な
っ
た
と
認
め
る
と
き
、
又
は
事
業
主
等
が
当
該
認
定
職

第
四
十
三
編
労
働
（
職
業
能
力
開
発
促
進
法
）

ノ

業
訓
練
を
行
わ
な
く
な
っ
た
と
き
、
若
し
く
は
当
該
認
定
職
業
訓
練
を
的
確

に
実
施
す
る
こ
と
が
．
で
き
る
能
力
を
有
し
な
く
な
っ
た
と
認
め
る
と
き
は
、

当
該
認
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

４
都
道
府
県
知
事
は
、
第
一
項
の
認
定
．
（
高
度
職
業
訓
練
に
係
る
認
定
に
限

る
。
）
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
又
は
当
該
認
定
の
取
消
し
を
し
よ
う
と
す
る

と
き
曜
あ
ら
か
じ
め
、
厚
生
労
働
大
臣
に
協
譲
し
、
そ
の
同
意
を
得
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

繭
四
七
法
五
七
・
昭
五
三
法
四
○
・
昭
六
○
法
五
六
・
平
四
法
六
七
・
平
二
法
八

七
・
平
二
法
一
六
○
・
平
一
三
法
三
五
・
悪
談
正
）

（
事
業
主
等
の
設
置
す
る
職
業
訓
練
施
設
）

第
二
十
五
条
認
定
職
業
訓
練
を
行
う
事
業
主
等
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
職
業
訓
練
施
設
と
し
て
職
業
能
力
開
発
校
、
職
業
能
力

開
発
短
期
大
学
校
舎
職
業
能
力
開
発
大
学
校
又
は
職
業
龍
力
開
発
促
進
セ
ン

タ
ー
を
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
昭
四
九
法
二
七
・
昭
五
三
法
四
Ｏ
・
平
四
法
六
七
・
平
九
法
四
五
・
平
二
法
一

六
○
・
一
部
改
正
）

（
事
業
主
等
の
協
力
）
．

第
二
十
六
条
認
定
職
業
訓
練
を
行
う
事
業
主
等
は
、
そ
の
事
業
に
支
障
の
な

い
範
囲
内
で
、
認
定
職
業
訓
練
の
た
め
の
施
設
を
他
の
事
業
主
等
の
行
う
職

業
訓
練
の
た
め
に
使
用
さ
せ
、
又
は
委
託
を
受
け
て
他
の
事
業
主
等
に
係
る

労
働
者
に
対
し
て
職
業
訓
練
を
行
う
よ
う
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
昭
五
三
法
四
○
・
旧
第
二
十
七
条
繰
上
・
一
部
改
正
）

垂
準
用
）

｛
ハ
ー
ニ

Ｄ
〔
日
法
八
三
四
四
・
五
〕
⑯
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う
こ
と
が
で
き
る
．

一
労
働
者
を
雇
用
し
な
い
で
事
業
を
行
う
こ
と
を
常
態
と
す
る
者

二
家
内
労
働
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
六
十
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規

定
す
る
家
内
労
働
者

三
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九

号
）
別
表
第
一
の
四
の
表
の
留
学
又
は
研
修
の
在
留
資
格
を
も
っ
て
在
留

す
る
者

四
前
三
号
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者
で
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の

（
平
四
法
六
七
・
追
加
、
平
九
法
四
五
・
平
二
法
一
六
○
・
一
部
改
正
、
平
一
三
法

三
五
・
旧
第
九
十
七
条
の
二
緑
上
）

（
厚
生
労
働
大
臣
の
助
言
及
び
勧
告
）

第
九
十
三
条
厚
生
労
働
大
臣
は
、
こ
の
法
律
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
必
要

が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
都
道
府
県
に
対
し
て
、
公
共
職
業
能
力
開
発
施

設
の
設
置
及
び
運
営
、
第
十
五
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

援
助
そ
の
他
職
業
能
力
の
開
発
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
助
言
及
び
勧
告
を

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
昭
五
三
法
四
Ｏ
・
昭
六
○
法
五
六
・
平
四
法
六
七
・
平
二
法
一
六
Ｏ
・
一
邪
改

正
、
平
一
三
法
三
五
・
旧
第
九
十
八
条
繰
上
）

（
職
業
訓
練
施
設
の
経
費
の
負
担
）

第
九
十
四
条
国
建
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
都
道
府
県
が
設
置
す

る
職
業
能
力
開
発
校
及
び
障
害
者
職
業
能
力
開
発
校
の
施
設
及
び
設
備
に
要

す
る
経
費
の
一
部
を
負
担
す
る
。

（
昭
五
三
法
四
○
・
一
部
改
正
、
昭
六
Ｏ
法
五
六
・
旧
第
九
十
九
条
繰
上
・
一
甑
改

正
、
昭
六
二
法
四
一
・
平
四
法
六
七
・
一
部
改
正
、
平
一
三
法
三
五
・
旧
館
九
十
八
条

第
四
十
三
綴
労
働
（
職
業
能
力
開
発
促
進
法
）

Ｄ
｝
〔
日
法
八
三
四
四
・
五
〕
⑯

の
二
繰
上
）

（
交
付
金
）
・

第
九
十
五
条
国
は
《
前
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
同
条
に
規
定
す
る
職
業

能
力
開
発
校
及
び
障
害
者
職
業
餡
力
開
発
校
の
運
営
に
要
す
る
経
費
の
財
源

に
充
て
る
た
め
、
・
都
道
府
県
に
対
し
、
交
付
金
を
交
付
す
る
。

２
厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
交
付
金
の
交
付
に
つ
い
て
は
、

各
都
道
府
県
の
雇
用
労
働
者
数
及
び
求
職
者
数
（
中
学
校
、
高
等
学
校
又
は

中
等
教
育
学
校
を
卒
業
し
て
就
職
す
る
者
の
数
を
含
む
己
を
基
礎
と
し
、

職
業
訓
練
を
緊
急
に
行
う
こ
と
の
必
要
性
そ
の
他
各
都
道
府
県
に
お
け
る
前

条
に
規
定
す
る
職
業
能
力
開
発
校
及
び
障
害
者
職
業
能
力
開
発
校
の
運
営
に

関
す
る
特
別
の
事
情
を
考
慮
し
て
、
政
令
で
定
め
る
基
準
に
従
っ
て
決
定
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

．
．
（
昭
六
○
法
五
六
・
追
加
、
昭
六
二
法
四
一
・
平
四
法
六
七
・
平
一
○
法
一
○
一
・
平

二
法
一
六
○
・
一
部
改
正
、
平
一
三
法
三
五
・
旧
第
九
十
九
条
繰
上
）

（
雇
用
保
険
法
と
の
関
係
）
．
↑

第
九
十
六
条
国
に
よ
る
公
共
職
業
能
力
開
発
施
設
（
障
害
者
職
業
能
力
開
発

校
を
除
く
。
）
及
び
職
業
能
力
開
発
総
合
大
学
校
の
設
置
及
び
運
営
、
第
十

五
条
の
六
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
職
業
訓
練
の
実
施
、
技
能
検
定
の

実
施
に
要
す
る
経
費
の
負
担
並
び
に
第
十
五
条
の
二
第
・
一
項
及
び
第
二
項

（
障
害
者
職
業
能
力
開
発
枚
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
十
五
条
の
三
、
第

’
七
十
六
条
及
び
第
八
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
助
成
等
は
、
雇
用
保
険

法
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
百
十
六
号
）
・
第
六
十
三
条
に
規
定
す
る
能
力
開

発
事
業
と
し
て
行
う
。

（
昭
五
三
法
四
Ｏ
・
追
加
、
昭
六
ｎ
選
五
六
・
昭
六
二
法
四
一
・
平
四
法
六
七
圭
九

I

九
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第
四
十
三
編
労
働
（
職
業
能
力
開
発
促
進
法
）

法
四
五
・
一
部
改
正
、
平
一
三
法
三
五
・
旧
第
九
十
九
条
の
二
繰
上
・
一
部
改
正
）

（
手
数
料
）
・

第
九
十
七
条
第
四
十
四
条
第
一
項
の
技
能
検
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
又
は

第
四
十
九
条
の
合
格
証
書
の
再
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
政
令
で
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
手
数
料
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
都
道
府
県
は
、
地
方
自
治
法
。
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二

百
二
十
七
条
の
規
定
に
基
づ
き
技
能
検
定
試
験
に
係
る
手
数
料
を
徴
収
す
る

場
合
に
お
い
て
は
、
第
四
十
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
協
会
が

行
う
技
能
検
定
試
験
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
、
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
当
該
手
数
料
を
当
該
都
道
府
県
協
会
へ
納
め
さ
せ
、
そ
の
収
入
と
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

（
平
二
法
八
七
・
一
部
改
正
、
平
一
三
法
三
五
・
旧
第
百
条
繰
上
・
一
部
改
正
）

（
錦
正
育
）

第
九
十
八
条
厚
生
労
働
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
こ
の
法
律
の
目
的
を

達
成
す
る
た
め
に
必
要
莚
限
度
に
お
い
て
、
露
定
職
業
訓
練
（
第
二
十
七
条

の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
四
条
第
一
項
の
認
定
に
係
る
指
導

員
訓
練
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を
実
施
す
る
事
業
主
等
に
対
し
て
、
そ
の
行

う
麗
定
職
業
訓
練
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き

一
〈
》
。

（
昭
六
○
法
五
六
・
平
二
法
一
六
○
・
一
部
敬
正
、
平
二
一
法
三
五
・
旧
第
百
二
条

ｆ
）

（
厚
生
労
働
省
令
へ
の
委
任
）

第
九
十
九
条
こ
の
法
律
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
実
施
の
た
め

の
手
続
そ
の
他
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
厚
生
労
働
省
令

0

九
四

で
定
め
る
。

（
平
一
三
法
三
五
・
追
加
）

第
八
章
罰
則
阜
一
三
法
三
五
烏
斑
）

第
九
十
九
条
の
二
・
第
二
十
六
条
の
六
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
職
業
安
定

法
第
四
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
業
務
の
停
止
の
命
令
に
違
反
し
て
、

馴
練
担
当
者
の
募
集
に
従
事
し
た
者
は
、
一
年
以
下
の
懲
役
又
は
百
万
円
以

下
の
罰
金
に
処
す
る
。

（
平
一
八
法
八
一
・
追
加
）
’

第
百
条
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
六
月
以
下
の
懲
役
又
は

三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

一
第
二
十
六
条
の
六
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
な
い
で
、
訓
練
担

・
当
者
の
募
集
に
従
事
し
た
者

二
第
二
十
六
条
の
六
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
職
業
安
定
法
第
三
十
七

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
に
従
わ
な
か
っ
た
者

三
第
二
十
六
条
の
六
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
職
業
安
定
法
第
三
十
九

条
又
は
第
四
十
条
の
規
定
に
違
反
し
た
者

四
第
四
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
て
秘
密
を
漏
ら
し
た
者

五
第
七
十
七
条
第
一
項
又
は
第
八
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
秘

密
を
漏
ら
し
、
又
は
盗
用
し
た
者

（
平
一
八
法
八
一
・
全
改
）

第
百
一
条
第
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚

一
偽
の
報
告
を
増
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
を
拒
承
、
妨
げ
、
若
し
く

は
忌
避
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
違
反
行
為
を
し
た
指
定
試
験
壌
関
の
役
員
又

は
職
員
は
、
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

’

Ｄ
〔
日
法
八
三
四
四
・
五
〕
⑯
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第
四
章

改
正昭
和
四
五
年
四
月
一
日
法
禅
節
一
三
号

同
四
五
年
五
月
二
二
日
同
節
八
八
号

同
四
七
年
四
月
二
八
日
同
節
一
八
号

同
四
八
年
九
月
二
一
日
同
第
八
五
号

同
四
九
年
一
二
月
二
八
日
同
節
一
一
七
号

同
五
一
年
五
月
二
七
日
同
第
三
二
号

同
五
一
年
五
月
二
七
日
同
節
三
三
号

同
五
二
年
五
月
二
○
日
同
第
四
三
号

同
五
三
年
二
月
一
八
日
同
第
一
○
七
号

同
五
四
年
六
月
八
日
同
第
四
○
号

同
五
五
年
一
二
月
五
日
同
第
一
Ｏ
四
号

同
五
八
年
五
月
一
七
日
同
第
三
九
号

同
五
九
年
七
月
一
三
日
同
第
五
四
号

同
五
九
年
一
二
月
二
五
日
同
第
八
七
号

同
六
一
年
五
月
二
三
日
同
第
五
九
号

同
六
一
年
一
二
月
四
日
同
節
九
三
号

同
六
二
年
三
月
三
一
日
同
第
二
三
号

平
成
元
年
六
月
二
八
日
同
流
三
六
号

同
二
年
六
月
二
二
日
同
節
四
○
号

同
四
年
三
月
三
一
口
同
宛
八
号

同
五
年
二
月
一
二
口
同
第
八
九
号

第
一
節
通
則

○
労
働
保
険
の
保
険
料
の
徴
収
等
に

第
四
士
一

関
す
る
法
律

労
働
保
険

一

編

労
働

（
労
働
保
険
の
保
険
料
の
徴
収
等
に
関
す
る
法
律
）

平
成
六
年
六
月
二
九
日
法
抑
第
五
七
号

同
七
年
三
月
二
三
日
同
第
三
五
号

同
八
年
六
月
一
四
日
同
節
八
二
号

同
一
一
年
七
月
一
六
日
同
第
八
七
号

同
二
年
一
二
月
二
二
日
同
第
一
六
○
号

同
一
二
年
五
月
一
二
日
同
鯏
五
九
号

同
一
二
年
二
月
二
二
日
何
節
一
二
四
号

向
一
三
年
四
月
二
五
日
同
第
三
五
号

同
一
五
年
四
月
三
○
日
同
第
三
一
号

同
一
六
年
一
二
月
一
日
何
第
一
五
○
号

同
一
七
年
二
月
二
日
同
郷
一
○
八
号

同
一
九
年
四
月
二
三
日
同
第
三
○
号

同
一
九
年
七
月
六
日
同
鯏
一
○
九
号

同
一
九
年
七
月
六
日
同
第
二
○
号

岡
一
九
年
七
月
六
日
岡
鰯
一
二
号

同
二
一
年
三
月
三
○
日
同
第
五
号

同
二
一
年
五
月
一
日
同
節
三
六
号

同
二
二
年
三
月
三
一
日
同
節
一
五
号

二
部
未
施
行
三
六
九
九
・
８
ペ
ー
ジ
参
照
）

叱
荊
匹
十
Ⅸ

■ ■

目
次第
一
章
総
則
（
第
一
条
・
第
二
条
）

第
二
章
保
険
関
係
の
成
立
及
び
消
滅
（
第
三
条
’
第
九
条
）

第
三
章
労
働
保
険
料
の
納
付
の
手
続
等
（
第
十
条
’
第
三
十
二
条
）

第
四
章
労
働
保
険
事
務
組
合
（
第
三
十
三
条
’
第
三
十
六
条
）

第
四
章
の
二
行
政
手
続
法
と
の
関
係
（
第
三
十
六
条
の
二
）

第
五
章
不
服
申
立
て
及
び
訴
訟
（
第
三
十
七
条
・
第
三
十
八
条
）

第
六
章
雑
則
（
第
三
十
九
条
’
第
四
十
五
条
の
二
）

第
七
章
罰
則
（
第
四
十
六
条
’
第
四
十
八
条
）

附
則

第
一
章
総
則

（
趣
旨
）

第
一
条
こ
の
法
律
は
、
労
働
保
険
の
事
業
の
効
率
的
な
運
営
を
図
る
た
め
、

労
働
保
険
の
保
険
関
係
の
成
立
及
び
消
滅
、
労
働
保
険
料
の
納
付
の
手
続
、

労
働
保
険
事
務
組
合
等
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
定
義
）

第
二
条
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
労
働
保
険
」
と
は
、
労
働
者
災
害
補
償
保
険

法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
十
号
。
以
下
「
労
災
保
険
法
」
と
い
う
。
）

に
よ
る
労
働
者
災
害
補
償
保
険
（
以
下
「
労
災
保
険
」
と
い
う
。
）
及
び
雇

用
保
険
法
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
百
十
六
号
）
に
よ
る
雇
用
保
険
（
以
下

「
雇
用
保
険
」
と
い
う
。
）
を
総
称
す
る
。

２
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
賃
金
」
と
は
、
賃
金
、
給
料
、
手
当
、
賞
与
そ
の

労
働
保
険
の
保
険
料
の
徴
収
等
に
関
す
る
法
律
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

労
働
保
険
の
保
険
料
の
徴
収
等
に
関
す
る
法
律

Ａ
〔
日
法
九
二
九
四
・
五
〕
⑮
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第
四
十
三
編
労
働
（
労
働
保
険
の
保
険
料
の
徴
収
等
に
関
す
る
法
律
）

算
定
し
た
額
。
第
十
五
条
の
二
及
び
第
十
九
条
の
二
に
お
い
て
「
高
年
齢
者

賃
金
総
額
」
と
い
う
。
）
に
雇
用
保
険
率
（
そ
の
率
が
次
条
第
五
項
又
は
第

八
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
変
更
さ
れ
た
率
。
同
条
第

四
項
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
を
乗
じ
て
得
た
額
を
超
え
な
い
額
を
減
じ
た

領
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
《

（
昭
四
九
法
三
上
・
迪
加
、
昭
万
憧
法
四
○
・
平
二
法
王
ハ
○
・
平
一
九
法
三
○

・
一
部
改
正
）

（
一
般
保
険
料
に
係
る
保
険
料
率
）

封
到
判
創
調
一
般
保
険
料
に
係
る
保
険
料
率
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
労
災
保
険
及
び
雇
用
保
険
に
係
る
保
険
関
係
瀞
成
立
し
て
い
る
事
業
に

あ
っ
て
は
、
労
災
保
険
率
と
雇
用
保
険
率
と
を
加
え
た
率

二
労
災
保
険
に
係
る
保
険
関
係
の
ふ
が
成
立
し
て
い
る
鞭
業
に
あ
っ
て

は
、
労
災
保
険
率

三
雇
用
保
険
に
係
る
保
険
関
係
の
ゑ
が
成
立
し
て
い
る
卵
業
に
あ
っ
て

は
、
雇
用
保
険
率

２
労
災
保
険
率
は
、
労
災
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
保
険
給
付
及
び
社
会
復
帰

促
進
等
事
業
に
要
す
る
錨
用
の
予
想
額
に
照
ら
し
、
将
来
に
わ
た
っ
て
、
労

災
保
険
の
事
業
に
係
る
財
政
の
均
衡
を
保
つ
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
も
の
と
し
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
労
災
保
険
法
の

適
用
を
受
け
る
す
べ
て
の
事
業
の
過
去
三
年
間
の
業
務
災
害
（
労
災
保
険
法

第
七
条
第
一
項
第
一
号
の
業
務
災
害
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
通
勤
災

害
（
同
項
第
二
号
の
通
勤
災
害
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
災
害
率
並

び
に
二
次
健
康
診
断
等
給
付
（
同
項
第
三
号
の
二
次
健
康
診
断
等
給
付
を
い

う
。
次
項
及
び
第
十
三
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
要
し
た
批
用
の
額
、
社
会

１
１

三
六
四
四

復
帰
促
進
等
率
業
と
し
て
行
う
事
業
の
種
類
及
び
内
容
そ
の
他
の
事
情
を
考

慰
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
。
・

３
厚
生
労
働
大
臣
は
、
連
続
す
る
三
保
険
年
度
中
の
各
保
険
年
度
に
お
い
て

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
事
業
で
あ
っ
て
当
該
連
続
す
る
三
保
険

年
度
中
の
最
後
の
保
険
年
度
に
属
す
る
三
月
三
十
一
日
（
以
下
こ
の
項
に
お

い
て
「
基
準
日
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
労
災
保
険
に
係
る
保
険
関
係
が
成
立

し
た
後
三
年
以
上
経
過
し
た
も
の
に
つ
い
て
の
当
該
連
続
す
る
三
保
険
年
度

の
間
に
お
け
る
労
災
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
業
務
災
害
に
関
す
る
保
険
給
付

・
（
労
災
保
険
法
第
十
六
条
の
六
第
一
項
第
二
号
の
場
合
に
支
給
さ
れ
る
遺
族

補
償
一
時
金
、
特
定
の
業
務
に
長
期
間
従
事
す
る
こ
と
に
よ
り
発
生
す
る
疾

病
で
あ
っ
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
に
か
か
っ
た
者
（
厚
生
労
働
省

令
で
定
め
る
事
業
の
種
類
ご
と
に
、
当
該
事
業
に
お
け
る
就
労
期
間
等
を
考

感
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
に
限
る
。
）
に
係
る
保
険
給
付
（
以
下

こ
の
項
及
び
第
二
十
条
第
一
項
に
お
い
て
「
特
定
疾
病
に
か
か
っ
た
者
に
係

る
保
険
給
付
」
と
い
う
。
）
及
び
労
災
保
険
法
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
保
険
給
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
た
者
（
以
下
「
第

三
穂
特
別
加
入
者
」
と
い
う
。
）
に
係
る
保
険
給
付
を
除
く
。
）
の
額
（
年
金

た
る
保
険
給
付
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
保
険
給
付
に
つ
い
て
は
、

そ
の
額
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
す
る
も
の
と
す

る
。
第
二
十
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
労
災
保
険
法
第
二
十
九
条
第

一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
業
と
し
て
支
給
が
行
わ
れ
た
給
付
金
の
う
ち
業
務

災
害
に
係
る
も
の
で
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
の
額
（
一
時
金
と
し
て

支
給
さ
れ
た
給
付
金
以
外
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
額
は
、
厚
生
労
働
省

令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。
）
を
加
え
た
額
と
一

ｐ
ｌ
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般
保
険
料
の
額
（
第
一
項
第
一
号
の
事
業
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定
に
よ

る
労
災
保
険
率
（
そ
の
率
が
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
引
き
上
げ
又
は
引
き
下

げ
ら
れ
た
と
き
は
、
そ
の
引
き
上
げ
又
は
引
き
下
げ
ら
れ
た
率
）
一
に
応
ず
る

部
分
の
額
）
か
ら
非
業
務
災
害
率
（
労
災
保
険
法
の
適
用
を
受
け
る
す
べ
て

の
事
業
の
過
去
三
年
間
の
通
勤
災
害
に
係
る
災
害
率
及
び
二
次
健
康
診
断
等

給
付
に
要
し
た
饗
用
の
額
そ
の
他
の
事
情
を
考
感
し
て
厚
生
労
働
大
臣
の
定

め
る
率
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
二
十
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
・
）

に
応
ず
る
部
分
の
額
を
減
じ
た
額
に
第
一
種
特
別
加
入
保
険
料
の
額
か
ら
特

別
加
入
非
業
務
災
害
率
（
非
業
務
災
害
率
か
ら
第
十
三
条
の
厚
生
労
働
大
臣

の
定
め
る
率
を
減
じ
た
率
を
い
う
。
第
二
十
条
第
一
項
各
号
及
び
第
二
項
に

お
い
て
同
じ
。
）
に
応
ず
る
部
分
の
額
を
減
じ
た
額
を
加
え
た
額
に
業
務
災

害
に
関
す
る
年
金
た
る
保
険
給
付
に
要
す
る
饗
用
、
特
定
疾
病
に
か
か
っ
た

者
に
係
る
保
険
給
付
に
要
す
る
費
用
そ
の
他
の
事
情
を
考
癒
し
て
厚
生
労
働

省
令
で
定
め
る
率
（
第
二
十
条
第
一
項
第
一
号
に
お
い
て
「
鋪
一
種
調
整

率
」
と
い
う
。
）
を
乗
じ
て
得
た
額
と
の
割
合
が
百
分
の
八
十
五
を
超
え
、
又

は
百
分
の
七
十
五
以
下
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
事
業
に
つ
い
て
の
前
項
の

規
定
に
よ
る
労
災
保
険
率
か
ら
非
業
務
災
害
率
を
減
じ
た
率
を
百
分
の
四
十

の
範
囲
内
に
お
い
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
率
だ
け
引
き
上
げ
又
は
引
き

下
げ
た
率
に
非
業
務
災
害
率
を
加
え
た
率
を
、
当
該
事
業
に
つ
い
て
の
基
準

日
の
属
す
る
保
険
年
度
の
次
の
次
の
保
険
年
度
の
労
災
保
険
率
と
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

一
百
人
以
上
の
労
働
者
を
使
用
す
る
事
業

二
二
十
人
以
上
百
人
未
満
の
労
働
者
を
使
用
す
る
事
業
で
あ
っ
て
、
当
該

労
働
者
の
数
に
当
該
事
業
と
同
種
の
事
業
に
係
る
前
項
の
規
定
に
よ
る
労

第
四
十
三
編
労
働
（
労
働
保
険
の
保
険
料
の
徴
収
等
に
関
す
る
法
律
）

I

災
保
険
率
か
ら
非
業
務
災
害
率
を
減
じ
た
率
を
乗
じ
て
得
た
数
が
厚
生
労

働
省
令
で
定
め
る
数
以
上
で
あ
る
も
の

三
前
二
号
に
掲
げ
る
事
業
の
ほ
か
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
規
模
の
事

業

４
雇
用
保
険
率
は
、
千
分
の
十
九
・
五
と
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
（
第

三
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
事
業
（
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
事
業
の

う
ち
、
季
節
的
に
休
業
し
、
又
は
事
業
の
規
模
が
縮
小
す
る
こ
と
の
な
い
事

業
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
事
業
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
千
分

の
二
十
一
・
五
と
し
、
第
三
号
に
掲
げ
る
事
業
に
つ
い
て
は
千
分
の
二
十
二

・
五
と
す
る
。

一
土
地
の
耕
作
若
し
く
は
開
墾
又
は
植
物
の
栽
植
、
栽
培
、
採
取
若
し
く

は
伐
採
の
事
業
そ
の
他
農
林
の
事
業

二
動
物
の
飼
育
又
は
水
産
動
植
物
の
採
捕
若
し
く
は
養
殖
の
事
業
そ
の
他

畜
産
、
養
蚕
又
は
水
産
の
事
業

三
土
木
、
建
築
そ
の
他
工
作
物
の
建
設
、
改
造
、
保
存
、
修
理
、
変
更
、

破
壊
若
し
く
は
解
体
又
は
そ
の
準
備
の
事
業

四
滴
酒
の
製
造
の
事
業

五
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
雇
用
保
険
法
第
三
十
八
条
第
一
項
に

規
定
す
る
短
期
雇
用
特
例
被
保
険
者
の
雇
用
の
状
況
等
を
考
慮
し
て
政
令

で
定
め
る
事
業

刈
叫
厚
生
労
働
大
臣
は
、
毎
会
計
年
度
に
お
い
て
、
徴
収
保
険
料
額
並
び
に
雇

用
保
険
法
第
六
十
六
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
五
項
並
び
に
第
六
十
七
条

の
規
定
に
よ
る
国
庫
の
負
担
額
の
合
計
額
と
同
法
の
規
定
に
よ
る
失
業
等
給

付
の
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
失
業
等
給
付
額
」
と
い
う
．
）
と
の
差
額

I
h

l

Ｄ
〔
日
法
八
四
九
二
・
三
〕
⑮

三
六
四
五

-24-



第
四
十
三
編
労
働
（
労
働
保
険
の
保
険
料
の
徴
収
等
に
関
す
る
法
律
）

を
当
該
会
計
年
度
末
に
お
け
る
労
働
保
険
特
別
会
計
の
雇
用
勘
定
の
樮
立
金

（
第
七
項
に
お
い
て
『
涜
立
金
」
と
い
う
●
）
に
加
減
し
た
額
が
、
当
該
会
計

年
度
に
お
け
る
失
業
等
給
付
額
の
二
倍
に
相
当
す
る
額
を
超
え
、
又
は
当
該

失
業
等
給
付
額
に
相
当
す
る
額
を
下
る
に
至
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
必
要
が

あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
労
働
政
策
審
識
会
の
意
見
を
聴
い
て
、
一
年
以
内

の
期
間
を
定
め
、
雇
用
保
険
率
を
千
分
の
十
五
・
五
か
ら
千
分
の
二
十
三
・

五
ま
で
（
前
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
事
業
（
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
業

を
除
く
．
）
に
つ
い
て
は
千
分
の
十
七
・
五
か
ら
千
分
の
二
十
五
・
五
ま
で
、

同
号
に
掲
げ
る
事
業
に
つ
い
て
は
千
分
の
十
八
・
五
か
ら
千
分
の
二
十
六
・

㈹
五
ま
で
）
の
範
囲
内
に
お
い
て
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

６
前
項
の
「
徴
収
保
険
料
額
」
と
は
、
第
一
項
第
一
号
の
事
業
に
係
る
一
般

保
険
料
の
額
の
う
ち
雇
用
保
険
率
に
応
ず
る
部
分
の
額
（
前
条
の
規
定
に
よ

り
高
年
齢
労
働
者
を
使
用
す
る
事
業
の
一
般
保
険
料
の
額
を
同
条
の
規
定
に

よ
る
額
と
す
る
場
合
に
は
、
当
該
一
般
保
険
料
の
額
に
第
一
項
第
一
号
に
掲

げ
る
事
業
に
係
る
高
年
齢
者
免
除
額
（
前
条
の
規
定
に
よ
り
第
十
一
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
額
か
ら
減
ず
る
こ
と
と
す
る
額
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及

び
第
三
十
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
加
え
た
額
の
う
ち
雇
用
保
険
率
に
応
ず

る
部
分
の
額
か
ら
当
該
高
年
齢
者
免
除
額
を
減
じ
た
額
）
の
総
額
と
第
一
項

第
三
号
の
事
業
に
係
る
一
般
保
険
料
の
額
の
総
額
と
を
合
計
し
た
額
（
以
下

こ
の
項
及
び
第
八
項
に
お
い
て
「
一
般
保
険
料
徴
収
額
」
と
い
う
。
）
か
ら
当

該
一
般
保
険
料
徴
収
額
に
二
事
業
率
（
千
分
の
三
・
五
の
率
（
第
四
項
第
三

号
に
掲
げ
る
事
業
に
つ
い
て
は
、
千
分
の
四
・
五
の
率
）
を
雇
用
保
険
率
で

除
し
て
得
た
率
を
い
う
．
同
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
乗
じ
て
得
た

額
（
第
八
項
に
お
い
て
三
事
業
費
充
当
徴
収
保
険
料
額
」
と
い
う
。
）
を
減

（

三
六
四
六

じ
た
額
及
び
印
紙
保
険
料
の
額
の
総
額
の
合
計
額
を
い
う
。

〃
厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
雇
用
保
険
率
を
変
更
す
る
に

当
た
っ
て
は
、
愚
用
保
険
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
被
保
険
者
（
第
三

十
条
及
び
第
三
十
一
条
に
お
い
て
「
被
保
険
者
」
と
い
う
。
）
の
雇
用
及
び
失

業
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
し
、
雇
用
保
険
の
事
業
に
係
る
失
業
等
給

付
の
支
給
に
支
障
が
生
じ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
必
要
な
額
の
積
立
金
を

保
有
し
つ
つ
、
辰
用
保
険
の
事
業
に
係
る
財
政
の
均
衡
を
保
つ
こ
と
が
で
き

る
よ
う
、
配
慮
す
る
も
の
と
す
る
。

８
厚
生
労
働
大
臣
は
、
毎
会
計
年
度
に
お
い
て
、
二
事
業
費
充
当
徴
収
保
険

料
額
と
雇
用
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
雇
用
安
定
事
業
及
び
能
力
開
発
事
業
に

要
す
る
費
用
に
充
て
ら
れ
た
額
（
予
算
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
労
働
保

険
特
別
会
計
の
雇
用
勘
定
に
置
か
れ
る
届
用
安
定
資
金
に
繰
り
入
れ
ら
れ
た

額
を
含
む
。
）
と
の
差
額
を
当
該
会
計
年
度
末
に
お
け
る
当
該
雇
用
安
定
資

金
に
加
減
し
た
額
が
、
当
該
会
計
年
度
に
お
け
る
一
般
保
険
料
徴
収
額
に
千

分
の
三
・
五
の
率
（
第
四
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
業
に
つ
い
て
は
、
千
分
の

四
・
五
の
率
）
を
雇
用
保
険
率
で
除
し
て
得
た
率
を
乗
じ
て
得
た
額
の
一
・

五
倍
に
相
当
す
る
額
を
超
え
る
に
至
っ
た
場
合
に
は
、
雇
用
保
険
率
を
一
年

間
そ
の
率
か
ら
千
分
の
○
・
五
の
率
を
控
除
し
た
率
に
変
更
す
る
も
の
と
す

》
（
》
。

９
前
項
の
規
定
に
よ
り
雇
用
保
険
率
が
変
更
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て

は
、
第
五
項
中
「
千
分
の
十
五
・
五
か
ら
千
分
の
二
十
三
・
五
ま
で
」
と
あ

る
の
は
「
千
分
の
十
五
か
ら
千
分
の
二
十
三
ま
で
」
と
、
「
千
分
の
十
七
・
五

か
ら
千
分
の
二
十
五
・
五
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
千
分
の
十
七
か
ら
千
分
の

二
十
五
ま
で
」
と
、
「
千
分
の
十
八
・
五
か
ら
千
分
の
二
十
六
・
五
ま
で
」
と

Ｄ
〔
日
法
八
四
九
二
・
三
〕
⑮
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o Q

独
立
行
政
法
人
雇
用
・
能
力
開
発
機
構
法
を
こ
こ
に
公
布
す
る
．

独
立
行
政
法
人
雇
用
・
能
力
開
発
機
構
法

目
次第
一
章
総
則
（
第
一
条
’
第
五
条
）

第
二
章
役
員
及
び
職
員
（
第
六
条
Ｉ
第
十
条
）

第
三
章
業
務
等
（
第
十
一
条
’
第
十
六
条
）

第
四
章
雑
則
（
第
十
七
条
’
第
二
十
五
条
）

第
五
章
嗣
則
（
第
二
十
六
条
’
第
二
十
八
条
）

附
則

第
一
章
総
則

（
目
的
）

○第
三
編
行
政
組
織
（
独
立
行
政
法
人
雇
用
．
能
力
開
発
機
構
逵

改
正

平
成
一
五
年
四
月
二
五
日
法
律
第
三
○
号

同
一
五
年
五
月
三
０
日
間
第
六
一
号

同
一
六
年
六
月
一
八
日
同
錦
一
二
六
号

同
一
六
年
六
月
一
八
日
同
第
一
二
七
号

同
一
六
年
六
月
二
三
日
同
第
一
三
０
号

同
一
六
年
六
月
二
三
日
同
第
一
三
五
号

同
一
七
年
七
月
二
六
日
同
第
‐
八
七
号

同
一
八
年
六
月
一
四
日
同
第
六
六
号

同
一
九
年
四
月
三
一
一
日
同
第
三
○
号

同
一
九
年
六
月
八
日
同
第
七
九
号

弓1F

第
一
条
こ
の
法
律
は
、
独
立
行
政
法
人
雇
用
・
能
力
開
発
機
構
の
名
称
、
目

的
、
業
務
の
範
囲
等
に
関
す
る
事
項
を
定
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
臺

第
二
条
こ
の
法
律
及
び
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三

景
以
下
「
通
則
桜
」
と
い
う
。
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
設
立
さ
れ
る
通

則
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
独
立
行
政
法
人
の
名
称
は
、
独
立
行
政
法

人
雇
用
・
能
力
開
発
機
構
と
す
る
。

（
機
構
の
目
的
）

第
三
条
独
立
行
政
法
人
雇
用
・
能
力
開
発
擬
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。
）

は
、
労
働
者
の
有
す
る
能
力
の
有
効
な
発
揮
及
び
職
業
生
活
の
充
実
を
図
る

た
め
、
雇
用
管
理
の
改
善
に
対
す
る
援
助
、
公
共
職
業
能
力
開
発
施
設
の
設

置
及
び
運
営
等
の
業
務
を
行
う
と
と
も
に
、
勤
労
者
（
勤
労
者
財
産
形
成
促

進
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
九
十
二
号
）
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
勤

労
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
計
画
的
な
財
産
形
成
の
促
進
の
業
務
を
行

う
こ
と
に
よ
り
、
‐
良
好
な
雇
用
の
機
会
の
創
出
そ
の
他
の
雇
用
開
発
、
職
業

能
力
の
開
発
及
び
向
上
並
び
に
勤
労
者
の
生
活
の
安
定
を
図
り
、
も
っ
て
労

働
者
の
雇
用
の
安
定
そ
の
他
福
祉
の
増
進
と
経
済
の
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と

を
目
的
と
す
る
。

（
事
務
所
）

第
四
条
機
構
は
、
主
た
る
事
務
所
を
神
奈
川
県
に
置
く
。

委
本
念

第
五
条
機
構
の
資
本
金
は
、
附
則
第
三
条
第
六
項
及
び
第
七
項
の
規
定
に
よ

り
政
府
及
び
地
方
公
共
団
体
か
ら
出
資
が
あ
っ
た
も
の
と
さ
れ
た
金
額
の
合

一
二
五
八
九

1

Ｄ
〔
日
法
八
六
一
八
・
九
〕
④
Ⅱ
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第
三
編
行
政
組
織
（
独
立
行
政
法
人
雇
用
・
能
力
開
発
機
構
法
）

計
額
と
す
る
。

２
政
府
罐
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
予
算
で
定
め
る
金
額
の
範
囲

内
に
お
い
て
、
機
構
に
追
加
し
て
出
資
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
政
府
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
蕊
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
土
地
又
ば
建
物
そ
の
他
の
土
地
の
定
着
物
毎
第
五
項
に
お
い
て
「
土
地

等
』
と
い
う
。
）
を
出
資
の
目
的
と
し
て
、
機
構
に
追
加
し
て
出
資
す
る
こ
と

が
で
き
る
？

４
機
構
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
政
府
の
出
資
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の

出
資
額
に
よ
り
資
本
金
を
増
加
す
る
も
の
と
す
る
。

５
政
府
が
出
資
の
目
的
と
す
る
土
地
等
の
価
額
罐
出
資
の
日
現
在
に
お
け

る
時
価
を
基
準
と
し
て
評
価
委
員
鰯
評
価
し
た
価
額
と
す
る
。

６
前
項
に
規
定
す
る
評
価
委
員
そ
の
他
評
価
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令

で
定
め
る
。

第
二
章
役
員
及
び
職
員

（
役
員
）

第
六
条
機
構
に
、
役
員
と
し
て
、
そ
の
長
で
あ
る
理
事
長
及
び
監
事
二
人
を

瞳
く
．

２
機
構
に
、
役
員
と
し
て
、
理
事
五
人
以
内
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

（
理
事
の
職
務
及
び
権
限
等
）

第
七
条
理
事
建
理
事
長
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
理
事
長
を
補
佐
し
て

機
構
の
業
務
を
掌
理
す
る
。
．

２
通
則
法
第
十
九
条
第
二
項
の
個
別
法
で
定
め
る
役
員
は
、
理
事
と
す
る
。

た
だ
し
、
理
事
が
置
か
れ
て
い
な
い
と
き
は
、
監
事
と
す
る
。

（
平
一
五
法
六
一
・
二
酔
亟
正
）

（
役
員
及
び
職
員
の
地
位
）

第
十
条
機
構
の
役
員
及
び
職
員
は
、
刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五

号
）
そ
の
他
の
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
法
令
に
よ
り
公
務
に
従
事
す
る

職
員
と
歌
な
す
。

第
三
章
業
務
等

（
業
務
の
範
囲
）

第
十
一
条
機
構
は
、
第
三
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
欲
の
業
務
を
行

３
前
項
た
だ
し
書
の
場
合
に
お
い
て
、
通
則
法
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
理
事
長
の
職
務
を
代
理
し
又
は
そ
の
職
務
を
行
う
監
事
は
、
そ
の
間
、

監
事
の
職
務
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。

（
役
員
の
任
期
）

第
Ⅳ
条
理
事
長
の
任
期
は
四
年
と
じ
、
理
事
及
び
監
事
の
任
期
は
二
年
と
す

る
。（
役
員
及
び
職
員
の
秘
密
保
持
義
務
等
）

●
第
九
条
機
構
の
役
員
及
び
職
員
は
、
職
務
上
知
る
こ
と
の
で
き
た
秘
密
を
潟

ら
し
て
は
な
ら
厳
い
・
そ
の
職
を
退
い
た
後
も
、
同
様
と
す
る
。

２
磯
構
の
役
員
及
び
職
員
は
や
前
項
及
び
独
立
行
政
法
人
等
の
保
有
す
る
個

人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
九
号
）
第
八
条

に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
業
務
に
関
し
て
知
り
得
た
厚
生
労
働
省
令
で
定
め

る
個
人
又
ぼ
法
人
に
関
す
る
情
報
を
、
ゑ
だ
り
に
他
人
に
知
ら
せ
、
又
は
不

当
な
目
的
に
利
用
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
職
を
退
い
た
後
も
、
同
犠
と
す

》
（
》
。

ｄ

Ｊ

０

■

Ｄ
〔
日
法
八
六
一
八
．
．
、
九
〕
④
Ⅱ

一
二
五
九
○
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一
労
働
者
の
就
職
雇
入
れ
、
配
置
等
に
つ
い
て
の
相
談
、
情
報
の
提
供

そ
の
他
の
援
助
を
体
系
的
に
行
う
た
め
の
施
設
の
設
憧
及
び
運
営
を
行
う

》
」
，
〆
」
◎

二
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
理
由
に
よ
り
就
職
が
困
難
な
者
が
就
職
す
る

た
め
に
必
要
な
資
金
の
貸
付
け
そ
の
他
の
援
助
を
行
う
こ
と
。

二
一
雇
用
対
策
法
（
昭
和
四
十
一
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
第
十
五
条
の
規

定
に
基
づ
い
て
職
業
安
定
機
関
が
労
働
者
の
雇
入
れ
又
は
配
置
そ
の
他
の

雇
用
に
関
す
愚
事
項
に
つ
き
事
業
主
に
対
し
て
行
う
援
助
に
つ
い
て
必
要

な
協
力
を
行
う
こ
と
。

四
建
設
労
働
者
の
雇
用
の
改
善
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
一
年
法
律

第
三
十
三
号
）
第
九
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
業
を
行
う
こ
と
。

五
建
設
業
の
事
業
主
及
び
そ
の
雇
用
す
る
労
働
者
に
対
し
て
、
労
働
者
の

雇
入
れ
、
配
置
そ
の
他
の
雇
用
管
理
に
関
し
必
要
な
知
識
を
習
得
さ
せ
る

た
め
の
研
修
を
行
い
、
及
び
雇
用
管
理
の
改
善
に
つ
い
て
助
言
す
る
こ

‐
〆
』
◎

六
地
域
雇
用
開
発
促
進
法
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
二
十
三
号
）
第
七
条

第
一
項
（
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
業
主
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
及

ぴ
中
小
企
業
に
お
け
る
労
働
力
の
確
保
及
び
良
好
な
雇
用
の
機
会
の
創
出

の
た
め
の
雇
用
管
理
の
改
善
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第

五
十
七
号
）
第
七
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
業
を
行
う
こ
と
。

七
職
業
能
力
開
発
短
期
大
学
筏
、
職
業
能
力
開
発
大
学
校
、
職
業
能
力
開

発
促
進
セ
ン
タ
ー
及
び
職
業
能
力
開
発
総
合
大
学
校
の
設
置
及
び
運
営
、

差
【
〆
。

第
三
編
行
政
組
織
（
独
立
行
政
法
人
雇
用
ｂ
能
力
開
発
機
構
法
）

I

、

Ｄ
〔
日
法
八
六
一
八
・
九
〕
④
Ⅱ

職
業
能
力
開
発
促
進
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
六
十
四
号
）
第
十
五
条

の
六
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
職
業
訓
練
の
実
施
並
び
に
事
業
主
そ

の
他
の
．
も
の
の
行
う
職
業
劃
稗
の
援
助
を
行
う
こ
と
。

八
公
共
職
業
能
力
開
発
施
設
又
は
職
業
能
力
開
発
総
合
大
学
校
の
行
う
職

業
訓
練
又
は
指
導
員
訓
練
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
職
業
訓
練
等
」
と

い
う
。
）
を
受
け
る
者
の
た
め
の
宿
泊
施
設
の
設
置
及
び
運
営
を
行
う
こ

と
並
び
に
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
理
由
に
よ
り
職
業
訓
練
等
を
受
け
る

こ
と
が
困
難
な
者
が
当
該
職
業
訓
練
等
を
受
け
る
た
め
に
必
要
な
資
金
の

貸
付
け
を
行
う
こ
と
。

九
労
働
者
の
職
業
生
活
設
計
に
即
し
た
自
発
的
な
職
業
能
力
の
開
発
及
び

向
上
に
つ
い
て
の
事
業
主
、
労
働
者
そ
の
他
の
関
係
者
に
対
す
る
相
談
そ

の
他
の
援
助
並
び
に
そ
の
雇
用
す
る
労
働
者
が
自
ら
職
業
に
関
す
る
教
育

訓
練
又
は
職
業
能
力
検
定
を
受
け
る
機
会
を
確
保
す
る
た
め
の
援
助
を
行

う
事
業
主
に
対
す
る
職
業
能
力
開
発
促
進
法
第
十
五
条
の
三
に
規
定
す
る

必
要
な
助
成
を
行
う
こ
と
。

十
前
各
号
に
掲
げ
る
業
務
に
附
帯
す
る
業
務
を
行
う
こ
と
。

２
前
項
に
規
定
す
る
業
務
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

雇
用
保
険
法
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
百
十
六
号
）
第
六
十
二
条
の
規
定
に

よ
る
雇
用
安
定
事
業
又
は
同
法
第
六
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
能
力
開
発
事
業

と
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

３
機
構
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
の
ほ
か
、
第
三
条
の
目
的
を
達
成
す

る
た
め
、
次
の
業
務
を
行
う
。

一
勤
労
者
財
産
形
成
促
進
法
第
九
条
第
一
項
及
び
第
十
条
の
三
に
規
定
す

－
二
五
九
一

｛

ｆ
Ｊ
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第
三
編
行
政
組
織
（
独
立
行
政
法
人
雇
用
も
龍
力
開
発
機
構
法
）

る
業
務
を
行
う
こ
と
。

二
前
号
に
掲
勝
る
業
務
に
附
帯
す
る
業
務
を
行
う
こ
と
。

４
機
構
は
、
第
言
項
及
び
前
項
に
規
定
す
る
業
務
の
遂
行
に
支
障
の
な
い
範

囲
内
で
、
国
、
地
方
公
共
団
俸
又
ば
特
別
の
法
律
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人

で
そ
の
業
務
が
国
の
事
務
と
密
接
な
関
連
麹
有
す
る
も
の
の
委
託
を
受
け

て
、
．
第
一
項
第
壽
号
又
は
第
七
号
に
掲
げ
る
施
設
を
利
用
し
て
、
公
共
職
業

能
力
開
発
施
設
の
行
う
職
業
訓
練
に
準
ず
る
訓
練
の
実
施
そ
の
他
労
働
者
の

福
祉
を
増
進
す
る
た
め
必
要
な
業
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
．

５
第
一
項
第
七
号
に
掲
げ
る
業
務
の
う
ち
安
定
し
た
職
業
に
就
い
て
い
る
労

働
者
に
対
し
で
行
う
職
業
訓
練
朧
、
．
真
に
高
度
た
も
の
で
あ
っ
て
地
方
公
共

団
体
が
運
営
す
る
公
共
職
業
能
力
開
発
施
設
又
ば
民
間
の
主
体
溺
運
営
す
る

職
業
に
関
す
る
教
育
訓
練
施
設
に
ゆ
だ
ね
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
に
つ
い

て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
平
一
九
法
三
○
・
平
一
九
法
七
九
・
一
部
改
正
）

（
業
務
の
委
託
）
・

第
十
二
条
機
構
唾
．
厚
生
労
働
大
臣
の
認
可
を
受
け
て
、
前
条
第
三
項
第
一

号
に
掲
げ
る
業
務
の
一
部
遊
金
融
機
関
に
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
金
融
棲
関
は
、
他
の
法
律
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
前
項
の
規
定
に
よ
る

委
託
を
受
け
、
当
咳
業
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

３
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
業
務
の
委
託
を
受
け
た
金
融
機
関
（
以
下
『
受
託

金
融
機
関
」
と
い
う
。
）
の
役
員
及
び
職
員
で
あ
．
っ
て
当
該
委
託
を
受
け
た

業
務
に
従
事
す
る
も
の
踵
刑
法
そ
の
他
の
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
罐
法

令
に
よ
り
公
務
に
従
事
す
る
職
員
と
承
な
す
。

諏
〆
・
Ｐ
Ⅱ

（
平
一
九
法
三
Ｏ
・
一
郁
改
正
）

（
区
分
経
理
）

第
十
三
条
機
構
は
、
第
十
一
条
第
三
項
に
規
定
す
る
業
務
に
係
る
経
理
に
つ

い
て
は
、
そ
の
他
の
経
理
と
区
分
し
、
特
別
の
勘
定
を
設
け
て
整
理
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

ゞ
傘
一
九
法
三
Ｏ
・
壼
溌
正
）

（
積
立
金
の
処
分
）

第
十
四
条
機
構
は
、
通
則
法
第
二
十
九
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
中
期

目
標
の
期
間
（
以
下
「
中
期
目
標
の
期
間
」
と
い
う
。
）
の
最
後
の
事
業
年
度

に
係
る
通
則
法
第
四
十
四
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
整
理
を

行
っ
た
後
、
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
積
立
金
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
額

に
相
当
す
る
金
額
の
う
ち
厚
生
労
働
大
臣
の
承
認
を
受
け
た
金
額
を
、
当
骸

中
期
目
標
の
期
間
の
次
の
中
期
目
標
の
期
間
に
係
る
通
則
法
第
三
十
条
第
一

項
の
認
可
を
受
け
た
中
期
計
画
（
同
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
認
可
を

受
け
た
と
き
は
、
そ
の
変
更
後
の
も
の
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該

次
の
中
期
目
標
の
期
間
に
お
け
る
第
十
一
条
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
四
項

に
規
定
す
る
業
務
の
財
源
に
充
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
し
よ
う
と
す
る
と
き

は
、
あ
ら
か
じ
め
、
厚
生
労
働
省
の
独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
の
意
見
を

聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
機
構
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
積
立
金
の
額
に
相
当
す
る
金
額
か
ら
同
項

の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
た
金
額
を
控
除
し
て
な
お
残
余
が
あ
る
と
き

は
、
そ
の
残
余
の
額
を
国
庫
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

Ｄ
〔
日
法
八
六
一
八
・
九
〕
④
Ⅱ

一
二
五
九
二
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独
立
行
政
法
人
雇
用
・
能
力
開
発
機
構
法
を
廃
止
す
る
法
律
案
新
旧
対
照
条
文
目
次

独
立
行
政
法
人
高
齢
・
障
害
者
雇
用
支
援
機
榊
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
（
抄
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
（
附
則
第
十
三
条
関
係
）
１

中
小
企
業
退
職
金
共
済
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
六
十
号
）
（
抄
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
（
附
則
第
十
七
条
関
係
）
旧

勤
労
者
財
産
形
成
促
進
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
九
十
二
号
）
（
抄
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
：
・
・
・
：
・
・
・
．
（
附
則
第
十
九
条
関
係
）
蕊

地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
．
（
抄
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
（
附
則
第
二
十
三
条
関
係
）
卯

労
働
金
庫
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
二
百
二
十
七
号
）
（
抄
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
．
（
附
則
第
二
十
五
条
関
係
）
犯

国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
二
十
八
号
）
（
抄
）
・
・
・
・
・
・
：
。
：
．
・
・
・
：
・
・
・
．
（
附
則
第
二
十
六
条
関
係
）
鋼

障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
（
抄
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
（
附
則
第
二
十
七
条
関
係
）
妬

職
業
能
力
開
発
促
進
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
六
十
四
号
）
（
抄
）
・
・
・
・
・
・
：
・
・
・
・
・
・
：
・
・
・
・
・
・
・
（
附
則
第
二
十
七
条
関
係
）
妬

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
二
号
）
（
抄
）
．
：
：
・
・
・
：
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
（
附
則
第
二
十
八
条
関
係
）
抑

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
の
長
期
給
付
等
に
関
す
る
施
行
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
三
号
）
（
抄
）
・
・
・
：
：
（
附
則
第
二
十
九
条
関
係
）
兜

雇
用
対
策
法
（
昭
和
四
十
一
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
（
抄
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
‐
．
（
附
則
第
二
十
九
条
関
係
）
㈹

勤
労
青
少
年
福
祉
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
九
十
八
号
）
（
抄
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
．
．
・
・
・
・
‐
．
（
附
則
第
二
十
九
条
関
係
）
虹

港
湾
労
働
法
（
昭
和
六
十
三
年
法
律
第
四
十
号
）
（
抄
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
（
附
則
第
二
十
九
条
関
係
）
蛇

短
時
間
労
働
者
の
雇
用
管
理
の
改
醤
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
五
年
法
律
第
七
十
六
号
）
（
抄
）
．
．
：
・
・
・
・
・
・
・
・
・
（
附
則
第
二
十
九
条
関
係
）
網

印
紙
税
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
二
十
三
号
）
（
抄
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
．
．
・
・
・
（
附
則
第
三
十
条
関
係
）
“

住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
（
抄
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
．
．
・
・
・
・
・
・
・
（
附
則
第
三
十
一
条
関
係
）
妬

社
会
保
険
労
務
士
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
八
十
九
号
）
（
抄
）
・
・
・
：
：
・
・
・
．
：
。
：
：
．
．
：
．
．
（
附
則
第
三
十
二
条
関
係
）
媚

高
年
齢
者
等
の
雇
用
の
安
定
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
六
十
八
号
）
（
抄
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
：
．
（
附
則
第
三
十
三
条
関
係
）
堀

０
１
１
１
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独
立
行
政
法
人
雇
用
・
能
力
開
発
機
柵
法
を
廃
止
す
る
法
律
案

新
旧
対
照
条
文

○
独
立
行
政
法
人
高
齢
・
障
害
者
雇
用
支
援
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
（
抄
）

Ｅ
沙第
一
章
総
則
（
第
一

第
二
章
役
員
及
び
恥

第
三
章
迩
営
委
員
今

第
四
章
業
務
等
念

第
五
章
雑
則
（
第
上

剰
刺
圏
刺
訓
刊
劃
到

（
附
則
第
十
三
条
関
係
）

（
名
称
）

一
（
必
称
）

腿
立
行
政
法
人
高
齢
・
臆
害
・
求
咽
者
屈
用
支
援
傲
柵
牡

め
法
律
は
、
秒
立
行
政
柱
人
藺
陥

目
的
、
業
務
の
範
囲
等
に
関
す

の
注
律
及
ひ
瀞
古

「
通
則
法
」
と
砥

一
一
条
第
一
項
に
嗣 ｌ

第
五
坐

（
第
六
冬

弟
十
一
銘

四
条
ｌ
鍾

条
ｌ
第
一

司
剰
Ⅱ
封

;|菫|菫|難
｛

年
法
律
第
百
三
第
二
条
こ
の
法
律
及
び
独
立
行
政
注
人
通
副

り
設
立
さ
れ
る
号
。
以
下
「
通
則
法
」
と
い
う
。
）
の
定
雄

戒
、
触
立
庁
攻
画
刑
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
独
立
得

（
信
胤
』

司
刷
馴
剣
捌
棚
第
一
条
こ
の

画
こ
と
を
目
的
称
、
目
的
、

瞳
人
高
齢
噸
害
者
屑
用
支
援
鰐

侭
閲
別
１
型
柘
国
湖
入
閣
附

防
の
随
囲
等
に
弱
す
る
事
項

芽
一
芽
ｌ
雰
王
塞

少
職
員
（
謂
六
朱

I

、

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

法
律
第
百

殺
立
さ
れＩ

”
凸
出
」
Ｌ
－
Ｔ
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III
（
業
務
の
範
囲
）
・

第
十
四
条
機
構
は
、
第
三
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
の
業
務
を
行
う

。
２
前
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
及
び
第
七
号
に
掲
げ
る
業
務
（
こ
れ
ら
に

附
帯
す
る
業
務
を
含
む
。
）
は
、
雇
用
保
険
法
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
百

41

i
創
鮒
劉
測
叫
測
削
劉
創
測
Ⅵ
卯
剃
１
剃
削
馴
到
引
例
剰
訓
馴
馴
割
閲
澗
別
捌
罰
卦
削
側
剥111

七'一十
六
号
）
第
六
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
雇
用
安
定
事
業
又
はは

～
六
（
略
）

’
第
四
章
業
務
等

’

同
法
第
六
十
三

（
業
務
の
範
囲
）

第
十
一
条
機
椛
は
、
第
三
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
の
業
務
を
行
う

。

七
（
略
）

２
前
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
（
こ
れ
ら
に
附
帯
す
る
業

務
を
含
む
。
）
は
、
雇
用
保
険
法
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
百
十
六
号
）
第

六
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
雇
用
安
定
事
業
と
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
～
六
（
略
）

’
第
三
章
業
務
等

I
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』

、

（
利
益
及
び
損
失
の
処
理
の
特
例
等
）

第
十
七
条
機
構
は
、
前
条
第
一
号
１
割
割
割
引
州
酬
剰
叫
尉
に
掲
げ
る
業
務
に

係
る
そ
れ
ぞ
れ
の
勘
定
に
お
い
て
、
通
則
法
第
二
十
九
条
第
二
項
第
一
号
に

規
定
す
る
中
期
目
標
の
期
間
（
以
下
こ
の
項
及
び
第
五
項
に
お
い
て
「
中
期

目
標
の
期
間
」
と
い
う
。
）
の
最
後
の
事
業
年
度
に
係
る
通
則
法
第
四
十
四

条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
整
理
を
行
っ
た
後
、
同
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
菰
立
金
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
額
に
相
当
す
る
金
額
の
う
ち
厚

生
労
働
大
臣
の
承
認
を
受
け
た
金
額
を
、
当
談
中
期
目
標
の
期
間
の
次
の
中

期
目
標
の
期
間
に
係
る
通
則
法
第
三
十
条
第
一
項
の
認
可
を
受
け
た
中
期
計

（
区
分
経
理
）

’
第
十
六
条
機
構
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
ご
と
に
経
理
を
区
分
し
、
そ
れ
ぞ
れ

勘
定
を
設
け
て
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
業
務
の
委
託
）

’
第
十
五
条
（
略
）

41
四'三二 団

体
が
運
営
す
副
刷
刺
罰
翻
銅
帽
洲
闘
劉
調
幽
閥
刻
出
国
罰
削
劉
割
剛
洲
捌
割
引
利
引

一
第
十
四
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
及
び
こ
れ

ら
に
附
帯
す
る
業
務

る
宿
泊
施
股
を
除
矧
９
割
劃
剴
剖
刷
叫
呵
１
到
對
澗
調
飼
刈
剛
荊
捌
調
刎
昌

咽
ｌ
油

Ｉ

第
十
四
条
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
業
務
及
び
こ
れ
に
附
帯
す
る
業
務

第
十
四
条
第
一
項
第
六
号

卵
の
実
施
そ
の
随

に
掲
げ
る
業
務
及
び
こ
れ
に
附
帯
す
る
業
務

〆～

P

1

（
利
益
及
び
損
失
の
処
理
の
特
例
等
）

第
十
四
条
機
栂
は
、
前
条
第
一
号
測
耐
制
剥
．
割
に
掲
げ
る
業
務
に
係
る
そ
れ

ぞ
れ
の
勘
定
に
お
い
て
、
通
則
法
第
二
十
九
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る

中
期
目
標
の
期
間
（
以
下
こ
の
項
及
び
第
五
項
に
お
い
て
「
中
期
目
標
の
期

間
」
と
い
う
。
）
の
最
後
の
郡
業
年
度
に
係
る
通
則
法
第
四
十
四
条
第
一
項

又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
整
理
を
行
っ
た
後
、
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
稲
立
金
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
額
に
相
当
す
る
金
額
の
う
ち
厚
生
労
働
大

臣
の
承
寵
を
受
け
た
金
額
を
、
当
該
中
期
目
標
の
期
間
の
次
の
中
期
目
標
の

期
間
に
係
る
通
則
法
第
三
十
条
第
一
項
の
認
可
を
受
け
た
中
期
計
画
（
同
項

（
区
分
経
理
）

第
十
三
条
機
栂
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
ご
と
に
経
理
を
区
分
し
、
そ
れ
ぞ
れ

勘
定
を
設
け
て
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
業
務
蝿
委
託
）

Ｉ
第
十
二
条
（
略
）

一
一

一
一
一 一
第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
及
び
こ
れ

ら
に
附
帯
す
る
業
務

第
十
一
条
第
一
項
第
六
号
に
掲
げ
る
業
務
及
び
こ
れ
に
附
帯
す
る
業
務

第
十
一
条
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
業
務
及
び
こ
れ
に
附
帯
す
る
業
務

1 ノ
１
１
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第
二
条
独
立
行
政
法
人
雇
用
・
能
力
開
発
機
構
（
以
下
「
雇
用
・
能
力
開
発
機
構
」
と
い
う
。
）
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の

第
一
条
こ
の
法
律
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
条
第
三
項
及
び
第
五
項
並
び
に
附
則
第
三

資
産
及
び
債
務
を
除
き
、
そ
の
一
切
の
権
利
及
び
義
務
は
、
権
利
及
び
義
務
の
承
継
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
た
承
継
計

時
に
お
い
て
解
散
す
る
も
の
と
し
、
職
員
の
労
働
契
約
に
係
る
権
利
及
び
義
務
並
び
に
次
項
の
規
定
に
よ
り
国
が
承
継
す
る

条
第
十
一
項
及
び
第
十
二
項
、
第
六
条
、
第
七
条
、
第
十
五
条
、
第
十
八
条
並
び
に
第
二
十
二
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か

ら
施
行
す
る
。

独
立
行
政
法
人
雇
用
・
能
力
開
発
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
七
十
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

画
書
に
お
い
て
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
い
、
そ
の
時
に
お
い
て
独
立
行
政
法
人
高
齢
・
障
害
・
求
職
者
雇
用
支
援
機
構
（
以
下

「
高
齢
・
障
害
・
求
職
者
雇
用
支
援
機
構
」
と
い
う
。
）
及
び
独
立
行
政
法
人
勤
労
者
退
職
金
共
済
機
構
（
以
下
「
勤
労
者

（
独
立
行
政
法
人
雇
用
・
能
力
開
発
機
構
の
解
散
等
）

（
施
行
期
日
）

附

ｊ

独
立
行
政
法
人
雇
用
・
能
力
開
発
機
構
法
を
廃
止
す
る
法
律
辱
不ｉ

則

ノ

J

1

1

､ ′
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第
十
三
条
独
立
行
政
法
人
高
齢
・
障
害
者
雇
用
支
援
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

」
一

（
独
立
行
政
法
人
高
齢
・
障
害
者
雇
用
支
援
機
構
法
の
一
部
改
正
）

目
次
中
第
四
章
雑
則
（
第
十
五
条
’
第
二
十
一
条
）
を

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

に
改
め
る
。

独
立
行
政
法
人
高
齢
・
障
害
・
求
職
者
雇
用
支
援
機
構
法

斗
「
第
三
章
業
務
等
（
第
十
一
条
’
第
十
四
条
）

第
五
章
罰
則

（
第
二
十
二
条
’
第
二
十
四
条
）
」

＝～

〃

｛

「
第
三
章
運
営
委
員
会
（
第
十
一
条
’
第
十
三
条
）

第
六
章
罰
則
（
第
二
十
六
条
’
第
二
十
八
条
）

第
五
章
雑
則

第
四
章
業
務
等
（
第
十
四
条
’
第
十
七
条
）

、

L

｝

Ｏ
Ｐ
ｈ
Ｌ

（
第
十
八
条
’
第
二
十
五
条
）
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十
四
条
第
一
項
第
六
号
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

項
及
び
第
三
項
」
に
改
め
、
第
三
章
中
同
条
を
第
十
七
条
と
す
る
。

」
を
加
え
、
同
条
を
第
十
八
条
と
す
る
。

め
る
と
き
」
を
加
え
、
「
第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
」
を
「
第
十
四
条
第
一
項
第
一
号
」
に
改
め
、
「
含
む
。
）
」
の
下
に

一
条
第
一
項
第
五
号
」
を
一
第
十
四
条
第
一
項
第
五
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
第
十
一
条
第
一
項
第
六
号
」
を
「
第

「
又
は
同
項
第
七
号
に
掲
げ
る
業
務
（
求
職
者
に
対
す
る
職
業
訓
練
の
実
施
に
限
り
、
こ
れ
に
附
帯
す
る
業
務
を
含
む
。
）

第
十
三
条
を
第
十
六
条
と
し
、
第
十
《
《
一
条
を
第
十
五
条
と
す
る
。

第
十
三
条
第
一
号
中
「
第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
」
を
「
第
十
四
条
第
一
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
第
十

第
十
四
条
第
一
項
中
「
及
び
第
二
号
」
を
「
、
第
二
号
及
び
第
四
号
」
に
、
「
第
十
一
条
第
一
項
」
を
「
第
十
一
四
条
第
一

四
職
業
能
力
開
発
業
務

第
四
章
を
第
五
章
と
す
る
。

力
開
発
短
期
大
学
校
、
職
業
能
力
開
発
大
学
校
及
び
職
業
能
力
開
発
促
進
セ
｜
ン
タ
ー
（
以
下
「
職
業
能
力
開

一
項
第
七
号
を
同
項
第
八
号
と
し
哩
圃
項
第
六
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。
］

１
回ウ

Ｆ
ｆ
４
１

I

ｊ

１

１

（
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六
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
能
力
開
発
事
業
」
を
加
え
、
同
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

４
第
一
項
第
七
号
に
掲
げ
る
業
務
の
う
ち
安
定
し
た
職
業
に
就
い
て
い
る
労
働
者
に
対
し
て
行
う
職
業
訓
練
は
、
真
に
高

３
機
構
は
、
第
一
項
第
七
号
に
掲
げ
る
業
務
（
こ
れ
に
附
帯
す
る
業
務
を
含
む
。
）
の
遂
行
に
支
障
の
な
い
範
囲
内
で
、

度
な
も
の
で
あ
っ
て
地
方
公
共
団
体
が
運
営
す
る
公
共
職
業
能
力
開
発
施
設
又
は
民
間
の
主
体
が
運
営
す
る
職
業
に
関
す

と
が
で
き
る
。

力
開
発
施
設
の
行
う
職
業
訓
練
に
準
ず
る
訓
練
の
実
施
そ
の
他
労
働
者
の
福
祉
を
増
進
す
る
た
め
必
要
な
業
務
を
行
う
こ

る
教
育
訓
練
施
設
に
ゆ
だ
ね
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

国
、
地
方
公
共
団
体
又
は
特
別
の
法
律
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
で
そ
の
業
務
が
国
の
事
務
と
密
接
な
関
連
を
有
す
る
も

第
十
一
条
第
二
項
中
「
か
ら
第
四
号
ま
で
」
の
下
に
「
及
び
第
七
号
」
を
、
「
雇
用
安
定
事
業
」
の
下
に
「
又
は
同
法
第

の
の
委
託
を
受
け
て
、
同
号
に
規
定
す
る
施
設
（
同
号
に
規
定
す
る
宿
泊
施
設
を
除
く
。
）
を
利
用
し
て
、
公
共
職
業
能

設
の
設
置
及
び
運
営
を
行
う
こ
と
。

進
セ
ン
タ
ー
等
又
は
職
業
能
力
開
発
総
合
大
学
校
の
行
う
職
業
訓
練
又
は
指
導
員
訓
練
を
受
け
る
者
の
た
め
の
宿
泊
施

発
促
進
セ
ン
タ
ー
等
」
と
い
う
。
）
並
び
に
職
業
能
力
開
発
総
合
大
学
校
の
設
置
及
び
運
営
並
び
に
職
業
能
力
開
発
促

f

l

k
〆

／
１
２
１

（
９
１

、
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第
十
一
条
機
構
に
、
第
十
四
条
第
一
項
第
七
号
に
掲
げ
る
業
務

3 2

応
じ
で
重
要
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
述

ら
な
い
。

一
一
一 に

規
定
す
る
業
務
（
以
下
「
職
業
能
力
開
発
業
務
」
と
い
う
。
）

第
三
章
を
第
四
章
と
し
、

一
一
一

（
運
営
委
員
会
の
設
置
及
び
権
限
）

職
業
能
力
開
発
業
務
の
運
営
に
関
す
る
事
項
で
次
に
掲
げ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
運
営
委
員
会
の
議
を
経
な
け
れ
ば
な

運
営
委

業
務
方
法
書
の
変
更

通
則
法
第
三
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
年
度
計
画

通
則
法
第
三
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
中
期
計
画

第
三
章
運
営
委
員
会

員
会
は
、
前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
機
構
の
職
業
能
力
開
発
業
務
の
運
営
に
関
し
、
理
事
長
の
諮
問
に

第
十
四
条
と
す
る
。

第
二
章
の
次
に
次
の
一
章
を
加
え
る
。

ト
ム
１
８

ユ

《
り
ｆ
Ｌ

ハミ
、

1

又
は
必
要
と
認
め
る
事
項
に
つ
い
て
理
事
長
に
建
議
す
る

（
》
）の

円
滑
な
運
営
を
図
る
た
め
、

れ
に
附
帯
す
る
業
務
を
含
む
。
）

I
Ｉ

運
営
委
員
会
を
置
く
。

及
び
同
条
第
三
項

｝
」

と
が
で
き
る
。
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第
三
章
特
別
会
計

改
正昭
和
五
一
年
五
月
二
九
日
法
律
第
三
八
号

（
未
施
行
四
○
三
五
ペ
ー
ジ
参
照
）

平
成
一
七
年
一
○
月
一
二
日
同
第
一
Ｏ
二
号

（
同
一
九
年
三
月
三
一
日
同
第
二
三
号
）

同
一
八
年
六
月
一
二
日
同
第
八
三
号

（
同
一
九
年
三
月
三
一
日
同
第
二
三
号
）

（
同
一
九
年
四
月
二
三
日
岡
第
三
○
号
）

同
一
九
年
三
月
三
○
日
同
第
九
号

同
一
九
年
三
月
三
一
日
同
第
二
三
号

同
一
九
年
三
月
三
一
日
同
鏥
二
四
号

同
一
九
年
四
月
二
三
日
岡
第
三
○
号

同
一
九
年
六
月
八
日
同
第
七
九
号

同
一
九
年
六
月
一
三
日
同
第
八
五
号

同
一
九
年
七
月
六
日
間
第
一
○
九
号

同
一
九
年
七
月
六
日
同
第
二
○
号

同
一
九
年
七
月
六
日
同
第
一
二
号

同
二
○
年
二
月
一
四
日
同
第
四
号

同
二
○
年
三
月
三
一
日
同
第
八
号

同
二
○
年
四
月
三
○
日
同
第
二
二
号

同
二
○
年
四
月
三
○
日
同
第
二
五
号

第
一
節
特
別
会
計

○
特
別
会
計

第
二
十
一
編
財
務
通
則 に

関
す
る
法
律

（
特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
）

平
成
二
○
年
五
月
一
三
日
法
徳
第
三
一
号

同
二
○
年
五
月
二
三
日
同
第
三
八
号

同
二
○
年
六
月
六
日
同
第
五
一
号

同
二
○
年
六
月
一
八
日
同
第
七
五
号

同
二
一
年
二
月
二
○
日
伺
第
一
号

同
二
一
年
三
月
三
○
日
同
第
五
号

岡
二
一
年
三
月
三
一
日
同
第
九
号

同
二
一
年
三
月
三
一
日
同
第
一
○
号

同
二
一
年
三
月
三
一
日
同
第
一
三
号

同
二
一
年
四
月
二
四
日
同
第
二
五
号

同
二
一
年
四
月
三
○
日
同
第
二
八
号

同
一
二
年
五
月
一
日
同
第
三
七
号

同
二
一
年
六
月
二
四
日
同
第
五
七
号

同
二
一
年
七
月
八
日
同
第
七
○
号

（
未
施
行
四
○
三
六
ペ
ー
ジ
参
照
）

同
二
二
年
二
月
三
日
同
第
一
号

同
二
二
年
二
月
三
日
同
鋪
二
号

同
二
二
年
三
月
三
一
日
同
第
五
号

同
二
二
年
三
月
三
一
日
同
第
一
五
号

岡
二
二
年
三
月
三
一
日
同
第
一
九
号

（ ’
（

目
次第
一
章
総
則

第
一
節
通
則
（
第
一
条
・
第
二
条
）

第
二
節
予
算
（
第
三
条
’
第
七
条
）

第
三
節
決
算
（
第
八
条
’
第
十
条
）

第
四
節
余
裕
金
等
の
預
託
（
第
十
一
条
・
第
十
二
条
）

第
五
節
借
入
金
等
（
第
十
三
条
’
第
十
七
条
）

第
六
節
繰
越
し
（
第
十
八
条
）

第
七
節
財
務
情
報
の
開
示
（
第
十
九
条
・
第
二
十
条
）

第
二
章
各
特
別
会
計
の
目
的
、
管
理
及
び
経
理

第
一
節
交
付
税
及
び
溌
与
税
配
付
金
特
別
会
計
（
第
二
十
一
条
’
第
二

十
七
条
）

第
二
節
地
煙
再
保
険
特
別
会
計
（
第
二
十
八
条
’
第
三
十
七
条
）

第
三
節
国
債
整
理
基
金
特
別
会
計
（
第
三
十
八
条
’
第
四
十
九
条
）

第
四
節
財
政
投
融
資
特
別
会
計
（
第
五
十
条
’
第
七
十
条
）

第
五
節
外
国
為
替
資
金
特
別
会
計
（
第
七
十
一
条
’
第
八
十
四
条
）

第
六
節
エ
ネ
ル
ギ
ー
対
策
特
別
会
計
（
第
八
十
五
条
’
第
九
十
五
条
）

第
七
節
労
働
保
険
特
別
会
計
（
第
九
十
六
条
’
第
百
七
条
）

第
八
節
年
金
特
別
会
計
（
第
百
八
条
’
第
百
二
十
三
条
）

平
成
二
二
年
三
月
三
一
日
法
抑
第
二
○
号
平
成
二
二
年
五
月
二
八
日
法
律
第
三
七
号

同
二
二
年
四
月
九
日
同
第
二
三
号
（
未
施
行
四
○
三
八
ぺ
Ｉ
ジ
参
照
）

二
部
未
施
行
四
○
三
七
ペ
ー
ジ
参
照
）

同
二
二
年
四
月
二
八
日
同
第
二
八
号

特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

特
別
会
計
に
関
す
る
法
律

｛
＆

’

Ａ
〔
日
法
九
二
八
六
・
七
〕
⑳

三
五
五
一
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第
二
十
一
編
財
務
通
則
（
特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
）

第
九
節
食
料
安
定
供
給
特
別
会
計
（
第
百
二
十
四
条
ｉ
第
百
三
十
七

条
）

第
十
節
農
業
共
済
再
保
険
特
別
会
計
（
第
百
三
十
八
条
’
第
百
四
十
九

条
）

第
十
一
節
森
林
保
険
特
別
会
計
（
第
百
五
十
条
’
第
百
五
十
七
条
）

第
十
二
節
国
有
林
野
事
業
特
別
会
計
（
第
百
五
十
八
条
’
第
百
七
十
一

条
）

第
十
三
節
漁
船
再
保
険
及
び
漁
業
共
済
保
険
特
別
会
計
（
第
百
七
十
二

条
’
第
百
八
十
一
条
）

第
十
四
節
貿
易
再
保
険
特
別
会
計
（
第
百
八
十
二
条
’
第
百
九
十
二

条
）

第
十
五
節
特
許
特
別
会
計
（
第
百
九
十
三
条
’
第
百
九
十
七
条
）

第
十
六
節
社
会
資
本
整
備
事
業
特
別
会
計
（
第
百
九
十
八
条
Ｉ
第
二
百

九
条
）

第
十
七
節
自
動
車
安
全
特
別
会
計
（
第
二
百
十
条
’
第
二
百
二
十
一

条
）

第
三
章
雑
則
（
第
二
百
二
十
二
条
）

附
則
第
一
章
総
則

第
一
節
通
則

（
目
的
）

第
一
条
こ
の
法
律
は
、
一
般
会
計
と
区
分
し
て
経
理
を
行
う
た
め
、
特
別
会

計
を
設
置
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
目
的
、
管
理
及
び
経
理
に
つ
い
て
定
め
る

こ
と
を
目
的
と
す
る
。

。
、
ｒ
ｌ
Ｊ
ｌ

ニ

ロ

ワ

０

４

■

ひ

１
ｋ

f

I

（
設
置
）

第
二
条
次
に
掲
げ
る
特
別
会
計
を
設
置
す
る
。

一
交
付
税
及
び
誤
与
税
配
付
金
特
別
会
計

二
地
腿
再
保
険
特
別
会
計

三
国
債
整
理
基
金
特
別
会
計

四
財
政
投
融
資
特
別
会
計

五
外
国
為
替
資
金
特
別
会
計

六
エ
ネ
ル
ギ
ー
対
策
特
別
会
計

七
労
働
保
険
特
別
会
計

八
年
金
特
別
会
計

九
食
料
安
定
供
給
特
別
会
計

十
農
業
共
済
再
保
険
特
別
会
計

十
一
森
林
保
険
特
別
会
計

十
二
国
有
林
野
事
業
特
別
会
計

十
三
漁
船
再
保
険
及
び
漁
業
共
済
保
険
特
別
会
計

十
四
貿
易
再
保
険
特
別
会
計

十
五
特
許
特
別
会
計

十
六
社
会
資
本
整
備
事
業
特
別
会
計

十
七
自
動
車
安
全
特
別
会
計

２
前
項
各
号
に
掲
げ
る
特
別
会
計
の
目
的
、
管
理
及
び
経
理
に
つ
い
て
は
、

次
章
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

第
二
節
予
算

（
歳
入
歳
出
予
定
計
算
書
等
の
作
成
及
び
送
付
）

第
三
条
所
管
大
臣
（
特
別
会
計
を
管
理
す
る
各
省
各
庁
の
長
（
財
政
法
（
昭

Ａ
〔
日
法
九
二
八
六
・
七
〕
⑳

三
五
五
二
（
’
三
き
二

I
一
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第
二
十
一
編
財
務
通
則
（
特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
）

度
の
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書
並
び
に
前
年
度
及
び
当
該
年
度
の
予
定

貸
借
対
照
表
及
び
予
定
損
益
計
算
書
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
一
般
会
計
か
ら
の
繰
入
対
象
経
費
）

第
百
一
条
労
災
勘
定
に
お
け
る
一
般
会
計
か
ら
の
繰
入
対
象
経
費
は
、
労
働

者
災
害
補
砿
保
険
法
第
三
十
二
条
に
規
定
す
る
労
働
者
災
害
補
俄
保
険
事
業

に
要
す
る
費
用
で
国
庫
が
補
助
す
る
も
の
と
す
る
。

釧
訓
雇
用
勘
定
に
お
け
る
一
般
会
計
か
ら
の
繰
入
対
象
経
費
は
、
雇
用
保
険
法

第
六
十
六
条
及
び
第
六
十
七
条
に
規
定
す
る
求
職
者
給
付
並
び
に
同
法
第
六

十
六
条
に
規
定
す
る
雇
用
継
続
給
付
及
び
雇
用
保
険
事
業
の
事
務
の
執
行
に

要
す
る
経
費
で
国
庫
が
負
担
す
る
も
の
と
す
る
。

（
他
の
勘
定
へ
の
繰
入
れ
）

第
百
二
条
徴
収
法
第
十
条
第
二
項
第
一
号
の
一
般
保
険
料
（
以
下
こ
の
節
に

お
い
て
「
一
般
保
険
料
」
と
い
う
。
）
の
額
の
う
ち
徴
収
法
第
十
二
条
第
二

項
の
労
災
保
険
率
に
応
ず
る
部
分
の
額
、
徴
収
法
第
十
条
第
二
項
第
二
号
の

第
一
種
特
別
加
入
保
険
料
の
額
、
同
項
第
三
号
の
第
二
種
特
別
加
入
保
険
料

の
額
、
同
項
第
三
号
の
こ
の
第
三
種
特
別
加
入
保
険
料
の
額
及
び
労
災
保
険

の
特
別
保
険
料
の
額
並
び
に
徴
収
勘
定
の
附
属
雑
収
入
の
額
の
う
ち
政
令
で

定
め
る
額
の
合
計
額
に
相
当
す
る
金
額
は
、
毎
会
計
年
度
、
徴
収
勘
定
か
ら

労
災
勘
定
に
繰
り
入
れ
る
も
の
と
す
る
。

２
一
般
保
険
料
の
額
の
う
ち
徴
収
法
第
十
二
条
第
四
項
の
雇
用
保
険
率
（
そ

の
率
が
同
条
第
五
項
又
は
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
さ
れ
た
場
合
に
は
、

そ
の
変
更
さ
れ
た
率
）
に
応
ず
る
部
分
の
額
、
徴
収
法
第
二
十
三
条
第
三
項

及
び
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
印
紙
保
険
料
の
額
、
徴
収
法
第

1

Ｉ

、夕

１
１
１
、

I

三
六
五
○

二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
特
例
納
付
保
険
料
の
額
、
第
九
十
九
条

第
三
項
第
一
号
口
の
印
紙
を
も
っ
て
す
る
歳
入
金
納
付
に
関
す
る
法
律
第
三

条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
納
付
金
の
額
並
び
に
徴
収
勘
定
の
附
属
雑
収
入
の

額
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
額
の
合
計
額
に
相
当
す
る
金
額
は
、
毎
会
計
年

度
、
徴
収
勘
定
か
ら
屈
用
勘
定
に
繰
り
入
れ
る
も
の
と
す
る
。

３
徴
収
勘
定
の
歳
出
に
係
る
労
働
保
険
料
の
返
還
金
、
業
務
取
扱
費
及
び
附

属
諸
費
の
額
の
う
ち
労
災
保
険
事
業
又
は
雇
用
保
険
事
業
に
係
る
も
の
と
し

て
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
に
相
当
す
る
金
額
は
、
毎
会

計
年
度
、
そ
れ
ぞ
れ
労
災
勘
定
又
は
雇
用
勘
定
か
ら
徴
収
勘
定
に
繰
り
入
れ

る
も
の
と
す
る
。

｛
平
一
七
法
一
○
二
《
ｖ
一
九
法
二
三
）
．
？
一
九
法
三
○
・
平
二
二
法
一
五
・
一
部

改
正
）

（
労
災
勘
定
か
ら
年
金
特
別
会
計
の
厚
生
年
金
勘
定
へ
の
繰
入
れ
）

第
百
二
条
の
二
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
年
法

律
第
三
十
四
号
）
附
則
第
八
十
九
条
に
規
定
す
る
労
災
保
険
事
業
の
管
掌
者

た
る
政
府
が
負
担
す
る
識
用
に
相
当
す
る
額
は
、
労
災
勘
定
か
ら
年
金
特
別

会
計
の
厚
生
年
金
勘
定
に
繰
り
入
れ
る
も
の
と
す
る
。

（
平
一
九
法
三
○
・
週
加
）

（
頼
立
金
）

第
百
三
条
労
災
勘
定
に
お
い
て
、
毎
会
計
年
度
の
歳
入
歳
出
の
決
算
上
剰
余

金
を
生
じ
た
場
合
に
は
、
当
該
剰
余
金
の
う
ち
、
労
災
保
険
事
業
の
保
険
給

付
費
及
び
社
会
復
帰
促
進
等
事
業
費
（
特
別
支
給
金
に
充
て
る
た
め
の
も
の

に
限
る
。
第
五
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
充
て
る
た
め
に
必
要
な
金
額
を
、

１

０

６

９

’

４

，

Ａ
〔
日
法
九
二
八
六
・
七
〕
⑳
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積
立
金
と
し
て
積
承
立
て
る
も
の
と
す
る
。

２
労
災
勘
定
に
お
い
て
、
毎
会
計
年
度
の
歳
入
歳
出
の
決
算
上
不
足
を
生
じ

た
場
合
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
場
合
に
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
同
勘
定
の
積
立
金
か
ら
補
足
す
る
も
の
と
す
る
。

Ｊ
訓
雇
用
勘
定
に
お
い
て
、
毎
会
計
年
度
の
歳
入
額
（
雇
用
安
定
事
業
及
び
能

力
開
発
事
業
に
係
る
歳
入
額
（
次
条
第
三
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
「
二
事

業
費
充
当
歳
入
額
」
と
い
う
。
）
を
控
除
し
た
残
り
の
額
と
す
る
。
）
か
ら
当

該
年
度
の
歳
出
額
（
雇
用
安
定
事
業
及
び
能
力
開
発
事
業
に
係
る
歳
出
額

（
次
条
第
三
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
二
一
事
業
費
充
当
歳
出
額
」
と
い

う
。
）
を
控
除
し
た
残
り
の
額
と
す
る
。
）
を
控
除
し
て
残
余
が
あ
る
場
合
に

は
、
当
該
残
余
の
う
ち
、
雇
用
保
険
事
業
の
失
業
等
給
付
費
に
充
て
る
た
め

に
必
要
な
金
額
を
、
積
立
金
と
し
て
積
承
立
て
る
も
の
と
す
る
。

４
雇
用
勘
定
に
お
い
て
、
毎
会
計
年
度
の
前
項
に
規
定
す
る
歳
入
額
か
ら
当

該
年
度
の
同
項
に
規
定
す
る
歳
出
額
を
控
除
し
て
不
足
が
あ
る
場
合
そ
の
他

政
令
で
定
め
る
場
合
に
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
同
勘
定
の
積

立
金
か
ら
補
足
す
る
も
の
と
す
る
。

５
労
災
勘
定
又
は
雇
用
勘
定
の
積
立
金
は
、
労
災
保
険
事
業
の
保
険
給
付
費

及
び
社
会
復
帰
促
進
等
事
業
費
又
は
雇
用
保
険
事
業
の
失
業
等
給
付
費
並
び

に
第
百
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
当
該
各
勘
定
か
ら
の
徴
収
勘
定
へ
の
繰

入
金
（
労
働
保
険
料
の
返
還
金
の
財
源
に
充
て
る
た
め
の
額
に
相
当
す
る
額

の
繰
入
金
に
限
る
。
）
を
支
弁
す
る
た
め
に
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
予
算

で
定
め
る
金
額
を
限
り
、
当
該
各
勘
定
の
歳
入
に
繰
り
入
れ
る
こ
と
が
で
き

》
《
》
。

第
二
十
一
編
財
務
通
則
（
特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
）

ノ

１

１
グ
９
Ｊ

（
平
↓
九
法
三
○
・
一
部
改
正
）

（
雇
用
安
定
資
金
）

第
百
四
条
雇
用
勘
定
に
雇
用
安
定
資
金
を
置
き
、
同
勘
定
か
ら
の
繰
入
金
及

び
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
組
入
金
を
も
っ
て
こ
れ
に
充
て
る
。

２
前
項
の
雇
用
勘
定
か
ら
の
繰
入
金
は
、
予
算
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

繰
り
入
れ
る
も
の
と
す
る
。

３
雇
用
勘
定
に
お
い
て
、
毎
会
計
年
度
の
二
事
業
費
充
当
歳
入
額
か
ら
当
該

年
度
の
二
事
業
費
充
当
歳
出
額
を
控
除
し
て
残
余
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該

残
余
の
う
ち
、
雇
用
安
定
事
業
費
に
充
て
る
た
め
に
必
要
な
金
額
を
、
雇
用

安
定
資
金
に
組
象
入
れ
る
も
の
と
す
る
。

４
雇
用
勘
定
に
お
い
て
、
毎
会
計
年
度
の
二
事
業
費
充
当
歳
入
額
か
ら
当
該

年
度
の
二
事
業
費
充
当
歳
出
額
を
控
除
し
て
不
足
が
あ
る
場
合
そ
の
他
政
令

で
定
め
る
場
合
に
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
雇
用
安
定
資
金
か

ら
補
足
す
る
も
の
と
す
る
。

５
雇
用
安
定
資
金
は
、
雇
用
安
定
事
業
識
及
び
第
百
二
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
る
雇
用
勘
定
か
ら
の
徴
収
勘
定
へ
の
繰
入
金
（
労
働
保
険
料
の
返
還
金
の

財
源
に
充
て
る
た
め
の
額
に
相
当
す
る
額
の
繰
入
金
に
限
る
。
）
を
支
弁
す

る
た
め
に
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
予
算
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
使
用

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

６
雇
用
安
定
資
金
の
受
払
い
は
、
財
務
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
雇

用
勘
定
の
歳
入
歳
出
外
と
し
て
経
理
す
る
も
の
と
す
る
。

〈
平
一
九
法
三
○
．
一
部
改
正
〉

（
国
庫
負
担
金
の
過
不
足
の
調
整
）

７
ｄ
ｑ

6

Ａ
〔
日
法
九
二
八
六
・
七
〕
⑲

三
六
五
一
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求職者支援法案（仮称）概要

1背景・趣旨

非正規労働者が増大する等労働市場が変化する中で、

法を改正し、適用範囲の拡大や受給資格要件の緩和をイ

非正規労働者が増大する等労働市場が変化する中で、平成21年、 22年に雇用保険

法を改正し、適用範囲の拡大や受給資格要件の緩和を行ったところであるが、さらに、

･これでもカバーできない者に対しても失業した際の支援が受けられるよう、セーフティ

ネットを一層強化することが求められている。

しかしながら、雇用保険の失業等給付については、全体としての給付と負担のバラン

スといった保険原理から拡充に一定の制約があり、前回の改正以上に拡充することは困

難である句

このため、雇用保険を受給できない求職者に対し、その就職の促進のために必要な職

業能力を高めるための訓練を受講する機会を確保するとともに、一定の要件を満たす場

合には訓練期間中の生活を支援するための給付を支給し、併せて、公共職業安定所等に

おいてきめ細やかな就職支援を行うことにより、雇用保険を受給できない求職者の雇用

を促進する制度を創設する。

〆〆
ー

※1 雁川保険を受給できない新の期加

非iE規労側荷の数 1999" 1,225万人(24. 9%)

2009(IZ 1, 721万人(33. 7%)

失業折に占める艮期失業将の1191h l999年 22． 4％

2009年 28． 3％

（労働力澗奄。 （ ）は労働行に占める非il畠規労働者の割合.,)

※2職業訓練の有効性

公共職業訓練受淋什（制練修r後3か月）の就職橘

施設内訓練73． 9％施投内委托62． 4％

＊公共職業安定所における就職判土23， 7％

I

旦一造塞堕処塞（※検討中の事項であり、変更はあり得る｡）

（1） 目的

雇用保険を受給できない求職者に対し、必要な職業訓練の機会を確保するための施

策を識ずるとともに、必要に応じて職業訓練を受ける間の生活を支援するための給付

を支給すること等により、その早期の就職を促進し、 もって、これらの求職者の生活

の安定を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与すること。

（2）求職者支援認定訓練（仮称）の対象者

雇用保険を受給できない求職者（具体的には、雇用保険の受給終了者、雇用保険の

適用がなかった又は受給資格を満たさなかった者等）であって、就職するためには訓

練による職業能力の向上が必要と認められる者（以下「対象求職者」 という｡）

1



の

（3）求職者支援認定訓練の内容

①厚生労働大臣は、対象求職者の基礎的な職業能力の開発及び向上を図るために必

要な知識又は技能を習得させるための訓練（以下「求職者支援認定訓練」 （仮称）と

いう｡）を認定することができることとする。

②厚生労働大臣は、①の業務等を、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

（以下「機構」という｡）に行わせるものとする。

③国は、求職者支援認定訓練の実施を促進するため、予算の範囲内において、当該

訓練を実施する者（以下「求職者支援認定訓練実施者」という｡）に対する助成その

他必要な措置を識ずることができることとする。

④機構は、求職者支援認定訓練実施者に対し、求職者支援認定訓練の効果的な実施

に必要な指導及び助言を行うものとする。
三一一

一一一

（4）給付

①求職者支援給付（仮称）の種類は、求職音支援手当（仮称）及び通所手当（仮称）

とする。

②求職者支援手当は、公共職業安定所長が指示した求職者支援認定訓練及び公共職

業訓練等（以下「求職者支援訓練」 （仮称） という｡）を受講する対象求職者が、求

職支援訓練を受けるためには求職者支援手当の支給によりその生活を支援する必要

がある者として厚生労働省令で定める者（※）に核当する場合に、当該訓練を受講

する期間について、 730日分を限度として支給するものとする。

③②にかかわらず、支給認定しようとする支給単位期間（原則として、訓練開始日

からその翌月の応当日までの1月）の初日からさかのぼって6年以内に、求職者支

援手当の支給を受けた別の求職者支援訓練に係る最初の支給単位期間の初日がある

場合は、原則として求職者支援手当は支給しないものとする｡

④求職者支援手当の額は、厚生労働省令で定める額（日額）とする。支給単位期間

ごとに、厚生労働大臣が、②の要件に該当することについて認定を行い、 日額に支

給単位期間の日数を乗じて得た額を支給することとする。

⑤通所手当は、求職者支援手当を受給十る対象求職者について、公共職業安定所長

が厚生労働大臣の定める基準に従って必要があると認めたときに支給することとす

る。通所手当の額は、対象求職者の通所に要する没用を考慮して、厚生労働省令で

定めることとする”

⑥正当な理由なく、就職支援を受けるために公共職業安定所に出頭すべき日 （以下

「出頭日」という，）に公共職業安定所に出頭すること又は公共職業安定所の紹介す

る職業に就くことその他の公共職業安定所が行う就職のための支援を拒んだときは、

以後、当該求職者支援訓練の受識期間中は求職者支援給付を支給しないこととする。

I
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⑦不正受給をした者については、以後、当該求職者支援訓練の受講期間中は求職者

支援給付を支給しないこととし、すでに給付の支給を受けた者がある場合には、国

は当該者に対し給付した額の返還及び当該額の2倍に相当する納付金の納付を命ず

ることができるこ･ととする。

※厚生労働省令で定める者

当該求職者の収入、当該求職者と同居する親等の収入、訓練への出席状況等を勘

案して基準を定めることを想定

（5）就職支援

①公共職業安定所長は､求職者支援訓練を受識する者に対し､就職支援計画(仮称）

を作成することができることとする。

②就職支援計画においては、就職に向けた目標、訓練期間中及び訓練修了後の出頭

日、求職者支援訓練の受識以外に就職に資すると考えられる事項等を記城すること

とする。

③対象者は、正当な理由がない限り、就職支援を受けるため、月1回公共職業安定

所に出頭しなければならないほか、公共職業安定所長が行う就職支援を拒否しては

ならないものとすることとする。

④対象者は、職業能力の開発及び向上を図りつつ、誠実かつ熱心に求職活動を行う

ことにより、職業に就くように努めなければならないものとする。

一

1

1

（6）その他

①求職者支援訓練実施者への立入検査、求職者支援訓練実施者及び求職者支援訓練

の受識者への報告等を命ずる権限、求職者支援給付の差押え・公課等の禁止、給付

を受ける権利等の時効、罰則等を規定することとする。

②その他関連する法律について、所要の改正を行うこととする。

※雇用保険法において、附帯事業として求職活動支援事業を創設するとともに、求

職者支援法において、同法の事業は求職活動支援事業として行う旨規定することと

する。求職活動支援事業の創設については、求職者支援法の附則で行うことは困難

と考えられるため、求職者支援法とは別途、雇用保険法の－－部改正において行うこ

とを検討する,必要がある。

3施行期日
一

平成23年10月1日 （予定）
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求職者支援制度の法形式について

今般創設する求職者支援制度については、対象となる求職者に対する訓練経饗の負担、

給付の支給等を雇用保険の新たな附帯事業に位置付けて雇用保険法に規定した上で、制度

の具体的な内容については､別途制定する｢求職者支援法(仮称)」に規定することとする。

ユー雇用保険の新たな附帯事業を創設する必要性

○雇用保険は、

①労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた

場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に

必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図ること

②労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用総会の

増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ること

をその目的としている。

一寺己

I

○この目的を達成するため、現行では、附帯事業としてI雇用安定事業」 （雁用保険法

第62条）及び「能力開発事業1 （第63条）を行っているが、

①当該事業によって対策を識じようとする諸問題は、我が国の企業における雇用賀
q ～

金慣行その他企業の行動に起因するところが多く、その解決を図ることは、事業主

の共同連帯の賀任で解決することが適当な場合も多くあること

②当該事業の実施によって企業が一定の利益を受けることとなること

から、事業主のみの拠出により、事業主に対する給付を行っているところ。

ｉ
ｔ

○増大する雇用保険を受給できない求職者（以下「求職者」という｡）に対するセーフ

ティネットとして、これらの者の雇用を促進するため、求職者に対して直接給付によ

る訓練期間中の生活支援等を行う必要があるが、

・ 対象とする求職者には自営廃業者等が含まれ、離職者だけに限られるものではな

く、失業状態に至っている責任は事業主のみならず国、労働者にもあること

・ 労働者に対して給付が支給されるものであること

・ 職業訓練の提供等による労働者の能力の開発､向上の利益は､労働者のみならず、

ひいては事業主、国も受益することになること

から、当該事業を、事業主の共同連帯の責任により解決すべき率業について事業主に

対する給付等を中心に実施している現行の附帯事業により行うことは適当ではなく、

雇用保険に、別の類型として新たに「求職活動支援事業（仮称)」を創設することとす

るものである。

4
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○新たな附帯事業については、現在のところ求職者支援制度の実施を想定していると

ころ、こうした点を踏まえ、その幾用については国及び労使で負担するものとし、求

職者に対する雇用政策に係る国の責任、労使の責任、支援により利益を受けることと

なる者を勘案'し、給付に要する費用は、国庫1／2、労使1／4ずつ(P)、それ以外

に要する費用は国庫が負担することとする。

(F1 今般創設する求職者支援制度は、対象となる求職者に対して、必要な職業訓練を受

講する機会を確保するとともに、一定の要件を満たす場合に訓練期間中の生活を支援

するための給付を支給し、併せて訓練期間中及び訓練修了後に集中的に就職支援を行

うものである．これらの施策は労働者の能力の開発及び向上、雇用機会の増大につな

がるものであり、職業訓練を受講する機会の確保、訓練期間中の生活を支援するため

の給付は、広く労働者の職業の安定に資するものであるから、雇用保険の目的になじ

むものであり、新たに創設する求職活動支援事業として実施することが適当である。

※求職者支援制度に係る礎用の一部を労働保険特別会計で賄うこととする場合、費

用について、○○特別会計で一部賄うといった規定例は見当たらないため、雇用保

険事業として位睡付けることが必翼

2求職者支援法（仮称）が必要な理由

○求職者支援制度においては、職業訓練、生活支援給付、就職支援はいずれも制度の

目的を達成するために必要不可欠の施策であることから、これらを一体とした法体系

とすることとしている。

○具体的には、 これら求職者支援制度を構成する施策のうち、

①職業訓練に係る経饗負担及び生活支援給付の支給については、求職活動支援事業

（仮称） として雇用保険の附帯事業に位置付けるものであり、これを雇用保険法に

規定した上で、

②別途新たな法律を制定し、就轍支援も含めた制度の全体の内容については、職業

訓練、生活支援給付の具体的な内容と併せて本制度を利用する求職者に係る種々の

義務等を当骸法律に一体的に規定する

こととするものである。

○これにより求職者支援制度を構成する施策の関係性を明らかにしつつ、制度全体の

一覧性を高めることが可能であり、もって制度の効果的、かつ、適正な実施を図るこ

ととする。
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求職者支援認定訓練（仮称）の対象者の範囲について

1.労働の意思及び能力を有すること

求職者支援制度において新たに創設される職業訓練（以下「求職者支援認定訓練」 （仮

称）という｡）の受講対象者としては、早期の就職の実現という制度の趣旨に照らすと､

当該者が

・ 労働の意思及び能力を有していること

・ 公共職業安定所に出頭し、求職の申込みを行っていること

が必要。これらに該当すると公共職業安定所長が認める者であって、下記の者を除いた

ものを「対象求職者」 とするb I

2．求職者支援認定訓練の対象から除外することが適当な者について
グ ー

一、』

イ

○求職者支援認定訓練は、雇用保険を受給できない求職者に対し、職業に就く上での基

礎的な能力形成機会を付与するものである。

○上記の趣旨にかんがみ、

①雇用保険被保険者

②雇用保険受給資格者

については、こゆ法律上は求職者支援認定訓練の対象外とすることが適当。

(①雇用保険被保険者について）

○雇用保険被保険者は、雇用保険法（昭和49年法律第116号）に基づく教育訓練給

付や、 （可能であれば)同法上の能力開発事業の活用を通じて、職業能力の開発及び向

上を図ることが適当。

(②腫用保険法上の受給資格者について） 、

○また、雇用保険受給資格者は、雇用保険法に基づく基本手当の給付を受けているほ

か、雇用保険被保険者として一定の就業経験を有していたものであり、今般創設する

求職者支援認定訓練（仮称）において習得が見込まれる、就職に必要な基礎的な職業

能力の開発及び向上を図るために必要な知識又は技能を既に身につけている蓋然性が

高く、一般的には同訓練の受識にはなじまないものと考えられる。

○これらの者については、同法上の能力開発事業として実施される公共職業訓練を受

講することにより、就職に必要な技能及び知識を習得することが、基本的には効果的・

効率的。
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求職者支援法（仮称）上の新たな職業訓練の内容について

1．求職者支援認定副11練（仮称）の概要

○求職者支援法（仮称）においては、厚生労働大臣が、対象求職者の基礎的な職業能力

の開発及び向上を図るために必要な知識又は技能を習得させるための職業訓練について、

厚生労働省令で定める基準に適合するものであることの認定をずることができるものと

する。

O上記の認定に係る職業訓練（以下「求職者支援認定訓練」という｡）の対象者は、

℃ 就業経験等を通じた十分な職業能力開発が行われておらず、安定した職業に就くた

めには十分な職業能力形成機会が必要な者、

・ 雇用保険受給時に就職ができなかったことや、在職時から時間的な間隔が開いてい

ること等にかんがみ、従来有していた職業能力とは異なる基礎的な技能の習得が必要

な者

であり、一定程度就業経験があり、基礎的な能力を有する雇用保険受給礎格者が主な対

象である従来の職業能力開発促進法（昭和44年法律第64号。以下「能開法Jというα）

に基づく公共職業割ll練とは別途、求職者支援法の枠組みにおいて、特に基礎的な知識及

び技能の付与に軍点を置いた職業訓練を実施することとしているものである。

一

I

2．訓練の実施形態

○現行の能開法に基づく公共職業訓練は、公共職業能力開発施設が主体となって、同施

設の行う普通職業訓練又は高度職業訓練（いわゆる施設内訓練。能開法第15条の6第1

項及び第20条)及び職業能力の開発及び向上について適切と認められる他の施設により

行われる教育訓練を施設内訓練とみなして実施するもの（いわゆる委託訓練。能開法第

15条の6第3項）の形態により実施している。

○一方､求職者支援認定訓練は､民間教育訓練罐関が実施主体となる職業訓練について、

厚生労働省令で定める基準に適合するものを厚生労働大臣が認定し、実施させるもので

ある。

○上記の厚生労働大臣の認定については、独立行政法人高齢・障害・求職者雁用支援機

構が厚生労働大臣の委任を受け、従来、同機柵の前身である独立行政法人雇用・能力開

発機榊が公共職業訓練や事業主に対する相談援助を実施してきたことにより培ったノウ

ハウを活用して実施することとする。

○また、求職者支援認定訓練に関して、電点的な実施が必要な分野や訓練の実施規模に

ついて、厚生労働大臣が、労使団体その他の関係者の意見を聴いた上で計画を作成する

こととする。

I

I
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求職者支援給付（仮称）について

1給付の性格について

○求職者支援制度における求職者支援給付（仮称）の性格については、訓練受講中に

給付を行うことによって訓練を受講しての求職活動を容易にし、就職を促進すること

が目的であることから、 「訓練期間中の生活を支援するための給付」とする。

2支給要件について

C当該求職者支援訓練を受けるためには当該手当の支給によりその生活を支援する必

要がある者として厚生労働省令で定める者に該当する場合に支給することとする。

○支給要件については、雇用対策法における職業転換給付金、農業の担い手に対する

経営安定のための交付金の交付に関する法律における交付金等、他の給付法令におい

て省令で規定されていることを踏まえ、厚生労働省令で定めることとする。

(参考）厚生労働省令で定める者（予定）

①常態として職に就いていないこと

②申譜者及び申請者と同居する親、子（未成年を除く｡)、配偶者の前年の所得を

．③申謂者及び申謂者と同居する親､子（未成年を除く｡)、配偶者の預貯金の合計

④支給単位期間において、当該対象求職者に係る求職者支援訓練を受識する日に係

る割合が厚生労働大臣の定める基準（※3）を下回らないこと

3給付額について

○求職者支援給付のうち求職者支援手当（仮称）の額の算定方式については、

①求職者支援訓練の訓練期間は3． 5か月等必ずしも1月龍位となっていないこと

②受給時期や給付期間は、個々人によって差異が生じ得ること

から、 日額方式とし、 日額に支給単位期間（1月）の日数を乗じて得た額の求職者支

援手当を支給単位期間ごとに支給することとする。

○ 日額については、次の理由から定額とする。

①本制度の対象者として想定している非正規労働者、長期失業者、就業経験がない

者等は、そもそも離職前賃金がない、離職前賃金が相当程度過去のものとなる等の

理由から、雇用保険制度のようにこれを基礎として個々人に応じた額を設定するこ

とが困難であること

②本制度は、 自ら保険料を拠出することにより従前の稼得収入がなくなることへの

備えを行う雇用保険制度と異なり、 「訓練期間中の生活を支援するための給付」を強

制保険によらない形で支給するものであること

○なお、 日額は厚生労働省令で定めることを予定している。

（

I
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(参考） 日額の考え方

公共職業訓練を受講する雇用保険得受給者の給付額とのバランスを考慮しつつ、働

いた場合の手取額よりも手厚くすれば就労しないというモラルハザードを生じさせる

ことを勘案し、給付実務の面も併せ踏まえ、 3300円とすることを想定している。

4給付手続について

○支給単位期間（1月）ごと｣に、求職者支援給付の支給を希望する者からの申請に基

づき、厚生労働大臣が支給要件を満たすことを認定｡当該認定を受けた場合に、支給

することとする。

5給付期間について

○給付期間は、次の理由から、最大730日分とする｡

①公共職業訓練の期間の最長が原則2年であること

②訓練を受識した場合に拠出に関係なく給付が出る期間として失業等給付の訓練

延長給付の期間が最長2年であること

○また、次の理由から、訓練開始日 （訓練開始日以降に支給認定がなされた場合は、

当該支給認定日）から6年の間に、原則として訓練1回（連続受講が可能な場合（基

礎的な求職者支援認定訓練→公共職業訓練）には2回目の訓練を含む｡）について支給

することとする｡

①求職者支援給付は、原則的には就職する場合に必要な一定レベルまで訓練を受け

る上で必要な生活支援をするものであること

②パートタイム労働者の平均継続就業期間のデータを踏まえれば、受給開始後すぐﾞ

に就職した者であっても6年は就業が期待できること

７
I

I 1
『

6不正受給への対応

○不正受給をした者については、以後、当該求職者支援訓練の実施期間中は求職者支

援給付を支給しないこととし、次の理由から、すでに給付の支給を受けた者がある場

合には、国は当核者に対し給付した額の返還及び当該額の2倍に相当する納付金の納

付を命ずることができることとする。

①求職者支援給付は、これを偽りの申請などの不正な手段を用いて給付した場合、

国は財政面において不当な損害を被ることとなること

②求職者支援給付は、給付の対象者を生活における支援が真に必要な者に限定する

ため、労働の意思及び能力があること、収入が一定額以下であることを要件として

いるが、これらについては行政機関による要件事実の把握が困難であり、受給者か

らの申告に依存する面が大きく、不正受給が生じる余地が大きいこと

7その他

○求職者支援給付については、差押え、公課等を禁止することとする。
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対象求職者に対する就職支援について

就職支援に関する法律上の措値

①公共職業安定所長は、求職者支援訓練を受識する者に対し、就職支援計画（仮称）

を作成することができることとする。

②就職支援計画においては、就職に向けた目標、訓練期間中及び訓練修了後に、就職

支援を受けるために公共職業安定所に出頭すべき日、求職者支援訓練の受辮以外に就

職に資すると考えられる事項等を記減することとする。

③対象者は、正当な理由がない限り、就職支援を受けるため、月1回公共職業安定所

に出頭しなければならないほか、公共職業安定所長が行う就職支援を拒否してはなら

ないものとすることとする。

④対象者は、職業能力の開発及び向上を図りつつ、誠実かつ熱心に求職活動を行うこ

とにより、職業に就くように努めなければならないものとする鋤

〈

2法律に規定する理由

○就職支援は、本制度の目的を達成する上で必要不可欠の蛎項であり、求職者支援羅

定訓練(仮称)及び公共職業訓練等(以下｢求職者支援訓練」 （仮称）という｡)、求職

者支援給付と並ぶ求職者支援制度の柱の一つである。
Oこのたげ〕、

①誼要性を明らかにするとともに、求職者支援訓練及び求職者支援給付と併せて規

定することで求職者支援制度を榊成する施策の全体像を明確にする必要があること

②本制度の'目的にかんがみれば、訓練を受諭し就職する意思と能力を真に有した、

本制度による支援が真に必要な者に対象者を限定することが適当であること

から、就職支援計画をはじめとする具体的な就職支援について、当該支援を受ける義

務と併せて法定化することとする。
1

10
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職業訓練弊の実施による対象求職者の就職の支援に側する法↑Iと案（仮称）の概要

雁用保険を受給できない求職者に対し、その就職の促進のために必要な職業能力を1淵め
るための訓練を受識する磯会を確保するとともに、一定の要件を洲たす場合には訓練期間
中の生活を支援寸一るための給付を支給し、併せて、公共職業安定所等においてきめ細やか
な就職支援を行うことにより、脈用保険を受給できない求職巷の早期の統職を促進する制
度を創設する。

I

l 骨子
(1)法律の目的

・ 雁用保険を受給できない求縦者に対し、必要な職業訓練の機会を陥保するための施策
を識ずるとともに、必要に応じて職業訓練を受ける間のｲﾋ活を支援するための給付を支
給すること等により、対象求職者の就職の促進を図ることを目的とする。

(2)求職者支援罷定訓練（仮称）
・ 厚化労働大臣は、雁用保険を受給できない求職者であって、就職するためには訓練に
よる職難能ﾉﾉの1句上が必要と腿められる街（以下「対雛求職将」 という｡）の鵬礎的な
職薬能力の|)W発及び向上を図'るために必要な知撤又は技能を習得させるためのiMIImli (以
下「求職薪支援認定別ll純」という。）を認定することができることとし、その認定に間
する準勝輔は独立行政法人商齢・陳審・求I職柳､川支援維柵に行わせるものと1－る。

(3)求職稀支援給付（仮称）

・ 求職片支援給付の棚類は、求職器支媛手当 （仮称）及び通所手当（仮称） と1－る。

.び枩笠溌菫薪黍糾以桝葉羅溌織蕊詳総厩噌噸捲鬘驚催騨灌’1警鐘
"II練を受聯する期i＃lについて、 730II分を限度に支給寸~る。ただし、過去6(FIIIIに、
別の求職荷支援訓練において給付を受けたことがある場合には支給しない。

・ 不ll三受給を行った巷について、以後、その訓練期間II:'の給付を行わないこととし、鈴
付加の返遡及び当嫉額の2傭に相当する納ｲｲ余の納付を命宅j･ることができることとする。

(4)耽職支援

・ 公共職業安定所良は、求職.勝支援訓練の受瀧将に対し、公此職業安定所に川頭すべき
II鰈を妃‘股した就職支援計画（仮称）を作成することができることとし、対象求職行は、
服当な理IIIがない限り、公此職堆安定所災が行う支援を拒否してはならないものと1－る。

一
一 宙

、
園
〆〆一、

〆
、

ｊ

Ｊ

Ｕ

‐

ｌ

Ｌ

■

(5)その他

・ 求職背支援訓練を実施する荷への立人検ｲf，求職ff支援ilil純実施打及び求職行支援棚II
練受猫・什への慨携を命ずる樅I股、求職"支援給付の鑛抑え・公猟郡の紫ll二、給{､|を受け
る朧利輔の時効、 I剛11弊を規定することとイーる”

I

2 {WMIド項
（1） 施行jりl ll 'Iz成23年lOll l i:I

(2) ･f"111述法案である．
（3） 労働政策群雛会において、 、IZ成23年l ノlに諮lll1 ・稗IIIME.j
（4） 閣雛決定予定1’1 2月ヒイリ
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＜閣議決定＞

○新成長戦略(平成22年③:月18日閣議決定）

第3章7つの戦略分野の基本方針と冒|標とする成果

（6） 雇用‘人材戦略

(成長力を支える『トランポリン型社会」の構築）

「第二のセーフティネッ|卜」の整備（求職者支援制度の

創設等）や雇用保険制度の機能強化に取り組む心
′

、
１

※工程表において平成23年度に実施すべき事項とし

て記載

＜民主党マニフェスト201｡>

6．雇用

2011年度中に「求職者支援制度」を法制化するとと

もに、失業により住まいを失った人に対する支援を強

化します。

｛

一



○ 四塁一

職業訓練等の実施による対象求職者の就職の支援に関する法律案《仮称’:について

． ～求職者支援制度の創設～

■

無料の職業訓練と訓練期間津の生活給制港行う零雇用保障惹霊階で蓑ない求職毒に対し、
新たなｾｰﾌﾃｨﾈｯI癌創設

_r薪罰圃一一●
○求職者の就職の促進に資する訓練を厚生労働大臣が認定するひ
○新訓練は､基礎的能力から実践的能力の付与を実施。
○訓練実施機関に対して､就職実績等に応じたインセンテイブ部分も含め､蕊励金巻支給。

12給付金の額）
（1）要件

○公共職業安定所長の指示を受けて訓練を受講している者が以下の要件を満たし鋤崎場合に
訓練期間中に給付金を支給する。
①常態として職に就いていないこと
②世帯(同居の親、
※標準生計費(年収300万

③世帯全体の預貯

子､配偶者)全体の収入
円程度)を勘案して設定。

金が一定以下であること

が一宗以下唇あること

※全世帯の年間所得の中央値(400万円程度)を勘案して設定。

④訓練にすべて出席すること(病気等やむを得ない事情の場合は､8割以上｡）

※i 「世帯の主たる生計者であること｣､｢世帯で同時に複数受給できるか｣等については引き続き検討。

②}額
1嚇堀|当繕馴0万円(全国一律）

訓練実施機関に通うための交通費(実費)を支給

。
。

ー



0

●

6.就職につなげるための取組●

○支援計画を策定し､訓練開始前から訓練修了後まで一貫した就職支援を行うとともに､修了後
の就職状況について把握。

○訓練受講修了者を確実に就職に結びつけるため､定期的にハローワークに来所を求め､必要
に応じて､担当者制による職業紹介を実施。

o就職実績等に応じて訓練実施機関に対する奨励金の支給額を変えることにより､訓練実施機
関に対して訓練成果を向上させるようなｲﾝｾﾝﾃｲブを付与。

7.実施主体

○国(本省､労働局､ハローワーク)において実施

○訓練実施機関の開拓･指導･認定等の業務については､(独)雇用｡能力開発機構(見直し後は
高齢･障害･求職者雇用支援機構)に行わせる。



求職者支援制度等Iこつい･L ｜取姦嚴重扇1

雇用保険制瘻<国庫負担1／4）求職者支援制l度
一

緊急人材育成美援事業

緊急人材育成支援事業の実

、職,’億円規ゞ平成22年月平均
約20,000人／月

平均訓練期間約4ヶ月

課題

年度に暫定措置を廃止する必要
(雇用保険法附則､Z,00O億円必要）

L－
9 ●
求職者支援制度 改正案 、

○賃金日額の下限額､上限額の引上げ
賃金日額の下限額(2,000円)が最低賃金の全国
加重平均を日額計算した額を上回るよう2,320円
に引上げ｡また､上限額を見直す。
※就職促進給付の充実も行う。

○法定の標準保険料率の見直し

失業等給付に係る法定の標準保険料率を平成
24年度以降1.6％から1.4％に引き下げる。
※平成24年度以降､状況により1.0％まで引下げ可能。

○国庫負担の原則復帰

引き続き検討を行い､できるだけ速やかに､安定

した財源を確保した上で､国庫負担に関する暫定ノ措置を廃止する。

労
酎
使折半保険料を活用し､雇用保険の附帯事業
ることで一般財源を縮減し､総額を確保する。

■

’54頭5億｜労

F万U礪可－ 154375億｜使

↑/2×55ﾉ100回三詞※
国庫

※,一般会計の削減で約100億､雇用保険の改善で約70億
L生活保護の自然減で約200億を充当する予定。 』

で



L

法附貝ll第15条について雇用

L
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第
Ａ
Ｉ
１
条
こ
の
法
律
は
、
対
象
求
職
者
が
必
要
な
職
業
訓
練
の
機
会
を
確
保
す
る
た
め
の
施
策
を
識
ず
る
と
と
も
に
、
必

第
Ａ
Ｉ
２
条
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
対
象
求
職
者
」
と
は
、
雇
用
保
険
法
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
百
十
六
号
）
第
四
条
第

要
に
応
じ
て
職
業
訓
練
を
受
け
る
間
の
生
活
を
支
援
す
る
た
め
の
給
付
を
支
給
す
る
こ
と
等
に
よ
り
、
そ
の
早
期
の
就
職
を

す
る
。

促
進
し
、
も
っ
て
、
対
象
求
職
者
の
生
活
の
安
定
を
図
る
と
と
も
に
、
経
済
及
び
社
会
の
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と

て
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
を
い
う
。

三
次
の
イ
か
ら
ｃ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者

二
公
共
職
業
安
定
所
に
州
頭
し
、
求
職
の
申
込
み
を
し
て
い
る
者

一
項
に
規
定
す
る
被
保
険
者
又
は
同
法
第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
受
給
資
格
者
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
っ

（
目
的
）

一
労
働
の
意
思
及
び
能
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者

（
定
義
） 第

一
章
総
則

』

一

一

頁



第
Ｂ
１
１
条
厚
生
労
働
大
臣
は
、
対
象
求
職
者
の
就
職
に
贋
す
る
職
業
訓
練
を
行
う
者
（
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
に
限

２
厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
項
の
認
定
に
係
る
職
業
訓
練
（
以
下
「
求
職
者
支
援
認
定
訓
練
」
（
仮
称
）
と
い
う
。
）
が
同
項

職
業
能
力
の
開
発
及
び
向
上
を
図
る
た
め
に
必
要
な
基
礎
的
な
知
識
又
は
技
能
を
習
得
さ
せ
る
た
め
の
職
業
訓
練
に
関
す
る

基
準
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
の
認
定
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

定
訓
練
を
行
わ
な
く
な
っ
た
と
き
、
若
し
く
は
当
該
求
職
者
支
援
認
定
訓
練
を
的
確
に
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
能
力
を
有

堂
以
下
「
職
業
訓
練
実
施
者
」
ど
い
う
。
）
の
申
請
に
雄
づ
き
、
当
該
者
の
行
う
職
業
訓
練
に
つ
い
て
、
対
象
求
職
者
の

の
厚
生
労
働
省
令
に
定
め
る
基
準
に
適
合
し
な
く
な
っ
た
と
認
め
る
と
き
、
又
は
職
業
訓
練
実
施
者
が
当
該
求
職
者
支
援
認

｡

（
求
職
者
支
援
認
定
訓
練
（
仮
称
）
）

イ
雇
用
保
険
法
第
三
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
短
期
雇
用
特
例
被
保
険
者

ロノ､

第
二
章
求
職
者
支
援
認
定
訓
練
（
仮
称
）
等

第
一
節
求
職
者
支
援
認
定
訓
練
（
仮
称
）

､

（ 1

1

I

頁



第
Ｂ
１
３
条
機
構
は
、
第
Ｂ
１
１
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
求
職
者
支
援
認
定
訓
練
の
認
定
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
に
対

第
Ｂ
１
２
条
国
は
、
求
職
者
支
援
認
定
訓
練
が
実
施
さ
れ
る
こ
と
を
奨
励
す
る
た
め
、
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
求
職
者

２
機
構
は
、
求
職
者
支
援
認
定
訓
練
実
施
者
に
対
し
、
求
職
者
支
援
認
定
訓
練
の
効
果
的
な
実
施
に
必
要
な
指
導
及
び
助
言

３
・
厚
生
労
働
大
臣
は
、
独
立
行
政
法
人
高
齢
・
障
害
・
求
職
者
雇
用
支
援
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。
）
に
、
前
二
項

支
援
認
定
訓
練
を
実
施
す
る
職
業
訓
練
実
施
者
（
以
下
「
求
職
者
支
援
認
定
訓
練
実
施
者
」
と
い
う
。
）
に
対
す
る
助
成
そ

を
行
う
も
の
と
す
る
。

、
相
談
そ
の
他
の
援
助
を
行
う
も
の
と
す
る
。

の
他
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
、
求
職
者
支
援
認
定
訓
練
の
実
施
が
円
滑
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
、
求
職
者
支
援
認
定
訓
練
の
実
施
に
必
要
な
情
報
の
提
供

に
規
定
す
る
業
務
を
行
わ
せ
る
も
の
と
す
る
。

し
な
く
な
っ
た
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
認
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

（
指
導
及
び
助
言
）

（
求
職
者
支
援
認
定
訓
練
実
施
者
に
対
す
る
助
成
等
）

1
ミ

ー

〃

、

一

／

１

１

、

、

ー

１
１

四
頁
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第
Ｃ
ｌ
１
条
公
共
職
業
安
定
所
長
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
求
職
者
支
援
訓
練
の
受
講
を
指
示
し
ょ

第
Ｃ
ｌ
２
条
対
象
求
職
者
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
就
職
支
援
計
画
を
作
成
さ
れ
た
と
き
は
、
正
当
な
理
由
が
な
い

２
就
職
支
援
計
画
に
お
い
て
は
、
就
職
の
た
め
の
支
援
を
受
け
る
た
め
に
毎
月
一
回
公
共
職
業
安
定
所
に
出
頭
す
べ
き
日
（

２
前
項
の
対
象
求
職
者
は
、
正
当
な
理
由
が
な
い
限
り
、
公
共
職
業
安
定
所
が
行
う
就
職
の
た
め
の
支
援
を
拒
ん
で
は
な
ら

う
と
す
る
対
象
求
職
者
が
そ
の
有
す
る
能
力
に
適
合
す
る
職
業
に
就
く
こ
と
を
容
易
に
し
、
及
び
促
進
す
る
た
め
の
計
画
（

以
下
「
就
職
支
援
計
画
」
と
い
う
。
）
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

以
下
「
出
頭
日
」
と
い
う
。
）
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
記
城
す
る
も
の
と
す
る
。

な
い
。

限
り
、
就
職
の
た
め
の
支
援
を
受
け
る
た
め
、
当
該
計
画
に
定
め
る
出
頭
日
に
公
共
職
業
安
定
所
に
出
頭
し
な
け
れ
ば
な
ら

。
■
『

な （
就
職
支
援
計
画
（
仮
称
）
の
作
成
）

（
対
象
求
職
者
の
義
務
）

い
◎

第
二
節
対
象
求
職
者
に
対
す
る
就
職
の
支
援
等

ク
ワ
９
１

五
頁

〆



第
Ｄ
１
２
条
求
職
者
支
援
手
当
は
、
公
共
職
業
安
定
所
長
が
指
示
し
た
求
職
者
支
援
認
定
訓
練
及
び
雇
用
保
険
法
第
十
五
条

第
Ｄ
１
１
条
求
職
者
支
援
給
付
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
し
、
国
が
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
支
給
す
る
も
の
と
す
る
。

第
Ｃ
ｌ
３
条
前
条
の
対
象
求
職
者
は
、
職
業
能
力
の
開
発
及
び
向
上
を
図
り
っ
っ
、
誠
実
か
つ
熱
心
に
求
職
活
動
を
行
う
こ

第
三
項
に
規
定
す
る
公
共
職
業
訓
練
等
（
以
下
「
求
職
者
支
援
訓
練
」
と
い
う
。
）
を
受
け
る
対
象
求
職
者
が
、
次
の
各
号

と
に
よ
り
、
職
業
に
就
く
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
通
所
手
当
（
仮
称
）

の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
場
合
に
、
当
該
求
職
者
支
援
訓
練
を
受
け
る
期
間
に
つ
い
て
、
七
百
三
十
日
分
を
限
度
と
し
て
支

一
求
職
者
支
援
手
当
（
仮
称
）

（
求
職
者
支
援
手
当
の
支
給
）

（
求
職
者
支
援
給
付
の
種
類
）

（
就
職
へ
の
努
力
）

第
三
章
求
職
者
支
援
給
付
（
仮
称
）
の
支
給
等

第
一
節
求
職
者
支
援
給
付
の
支
給

１
Ｊ

、

J

〈
、

六
頁



３
求
職
者
支
援
手
当
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
対
象
求
職
者
は
、
支
給
単
位
期
間
（
求
職
者
支
援
訓
練
の
開
始
の
日
（
当

２
求
職
者
支
援
手
当
の
額
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
。

峰
伽
圓
で
あ
る
場
合
は
、
当
該
申
出
を
し
た
日
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
・
）
又
は
各
月
に
お
い
て
そ
の
日
に
応
当
し

求
職
者
支
援
訓
練
が
終
了
し
た
日
の
属
す
る
月
に
あ
っ
て
は
、
当
該
求
職
者
支
援
訓
練
を
終
了
し
た
日
）
ま
で
の
各
期
間
に

、

か
該
対
象
求
職
者
が
求
職
者
支
援
手
当
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
を
希
望
す
る
旨
の
申
出
を
し
た
日
が
当
該
開
始
の
日
の
翌
日
以

月
の
末
日
。
：
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
訓
練
開
始
応
当
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
各
翌
月
の
訓
練
開
始
応
当
日
の
前
日
（
当
該

区
分
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
区
分
に
よ
る
一
の
期
間
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
ご
と
に
、
第
一
項
の
厚

給
す
る
。
（
「
た
だ
し
、
・
・
・
」
と
し
て
、
連
続
受
講
の
場
合
の
例
外
を
規
定
）

二
当
該
求
職
支
援
訓
練
を
受
け
る
た
め
に
は
当
該
手
当
の
支
給
に
よ
り
そ
の
生
活
を
支
援
す
る
必
要
が
あ
る
者
と
し
て
厚

一
第
Ｃ
ｌ
１
条
に
規
定
す
る
就
職
支
援
計
画
に
基
づ
く
就
職
の
た
め
の
支
援
を
受
け
る
意
思
を
有
す
る
と
公
共
職
業
安
定

・◆。

生
労
働
省
令
で
定
め
る
者

所
長
が
認
め
る
者

つ
、

当
該
求
職
者
支
援
訓
練
を
受
講
し
た
期
間
内
に
あ
る
日
（
そ
の
日
に
応
当
す
る
日
が
な
い
月
に
お
い
て
は
、
そ
の

Ｉ

４
Ｊ
１
６
１
、

七
頁



第
Ｄ
１
３
条
通
所
手
当
は
、
対
象
求
職
者
が
、
第
Ｄ
１
２
条
の
規
定
に
よ
り
求
職
者
支
援
手
当
を
受
給
す
る
場
合
に
お
い
て

5２
通
所
手
当
の
額
は
、
対
象
求
職
者
の
通
所
に
要
す
る
費
用
を
考
慮
し
て
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
↓

I6i ４
厚
生
労
働
大
臣
は
、
対
象
求
職
者
に
つ
い
て
、
支
給
認
定
を
し
よ
う
と
す
る
支
給
単
位
期
間
の
初
日
か
ら
さ
か
の
ぼ
っ
て

、
公
共
職
業
安
定
所
長
が
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
基
準
に
従
っ
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
に
、
支
給
す
る
。

職
者
支
援
訓
練
に
係
る
最
初
の
支
給
単
位
期
間
の
初
日
が
あ
る
場
合
に
は
、
求
職
者
支
援
手
当
を
支
給
し
な
い
。
（
「
た
だ

六
年
以
内
に
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
求
職
者
支
援
手
当
の
支
給
を
受
け
た
現
に
受
け
て
い
る
求
職
者
支
援
訓
練
以
外
の
求

生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
に
該
当
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
厚
生
労
働
大
臣
の
認
定
（
以
下
「
支
給
認
定
」
と
い
う
。
）
を
受

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
、
・
・
・
」
一
と
し
て
、
連
続
受
講
の
場
合
の
例
外
を
規
定
）

て
得
た
額
と
す
る
。
ゞ

（
通
所
手
当
の
支
給
）

支
給
単
位
期
間
に
支
給
す
る
額
は
、
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
額
に
当
該
支
給
単
位
期
間
に
係
る
日
数
を
乗
じ

求
職
者
支
援
手
当
は
、
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
を
受
け
た
支
給
単
位
期
間
に
つ
い
て
支
給
す
る
，

へ

「

1

／

｝

八
頁



第
Ｄ
ｌ
ａ
条
偽
り
そ
の
他
不
正
の
行
為
に
よ
り
求
職
者
支
援
給
付
の
支
給
を
受
け
た
者
が
あ
る
場
合
に
は
、
国
は
、
そ
の
者

第
Ｄ
１
５
条
偽
り
そ
の
他
不
正
の
行
為
に
よ
り
求
職
者
支
援
給
付
の
支
給
を
受
け
、
又
は
受
け
よ
う
と
し
た
者
に
は
、
求
職

第
Ｄ
１
４
条
求
職
者
支
援
給
付
を
受
け
る
対
象
求
職
者
が
、
正
当
な
理
由
な
く
、
出
頭
日
に
公
共
職
業
安
定
所
に
出
頭
す
る

2 ２
前
項
に
規
定
す
る
者
が
同
項
に
規
定
す
る
日
以
後
新
た
に
求
職
者
支
援
訓
練
を
受
け
る
場
合
に
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か

者
支
援
給
付
の
支
給
を
受
け
、
又
は
受
け
よ
う
と
し
た
日
以
後
、
求
職
者
支
援
給
付
を
支
給
し
な
い
。
た
だ
し
、
や
む
を
得

な
い
理
由
が
あ
る
場
合
に
は
、
求
職
者
支
援
給
付
の
全
部
又
は
一
部
を
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

わ
ら
ず
、
当
該
求
職
者
支
援
訓
練
に
係
る
支
給
認
定
に
基
づ
く
求
職
者
支
援
給
付
を
支
給
す
る
。

わ
ら
ず
、
当
該
求
職
者
支
援
訓
練
に
係
る
求
職
者
支
援
給
付
を
支
給
す
る
。

ん
だ
必
一
き
は
《
そ
の
拒
ん
だ
日
以
降
、
当
該
求
職
者
支
援
訓
練
に
係
る
求
職
者
支
援
給
付
を
支
給
し
な
い
。

こ
些
又
は
公
共
職
業
安
定
所
の
紹
介
す
る
職
業
に
就
く
こ
と
そ
の
他
の
公
共
職
業
安
定
所
が
行
う
就
職
の
た
め
の
支
援
を
拒

（
返
還
命
令
等
）

（
給
付
制
限
）
↑

前
項
に
規
定
す
る
者
が
同
項
に
規
定
す
る
日
以
後
新
た
に
求
職
者
支
援
訓
練
を
受
け
る
場
合
に
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か

’

『 一

Ｊ

〃

‐

ｈ
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、

｛
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第
Ｅ
１
１
条
求
職
者
支
援
給
付
を
受
け
る
権
利
は
、
譲
り
渡
し
、
担
保
に
供
し
、
又
は
差
し
押
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

３
．
労
働
保
険
の
保
険
料
の
徴
収
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
八
十
四
号
）
第
二
十
七
条
及
び
第
四
十
一
条
の

２
前
項
の
場
合
に
お
い
て
求
職
者
支
援
認
定
訓
練
実
施
者
が
偽
り
の
届
出
、
報
告
又
は
証
明
を
し
た
た
め
そ
の
求
職
者
支
援

規
定
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
返
還
又
は
納
付
を
命
ぜ
ら
れ
た
金
額
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

支
給
を
受
け
た
者
と
連
帯
し
て
、
前
項
に
規
定
に
よ
る
求
職
者
支
援
給
付
の
返
還
又
は
命
ぜ
ら
れ
た
金
額
の
納
付
を
す
る
こ

と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

給
付
が
支
給
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
国
は
、
当
該
求
職
者
支
援
認
定
訓
練
実
施
者
に
対
し
そ
の
求
職
者
支
援
給
付
の

当
す
る
額
以
下
の
金
額
を
納
付
す
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

大
原
の
定
め
る
基
準
に
よ
り
、
当
該
偽
り
そ
の
他
不
正
の
行
為
に
よ
り
支
給
を
受
け
た
求
職
者
支
援
給
付
の
額
の
二
倍
に
相

に
対
し
て
、
支
給
し
た
求
職
者
支
援
給
付
の
全
部
又
は
一
部
を
返
還
す
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
、
厚
生
労
働

（
公
課
の
禁
止
）

（
受
給
権
の
保
護
）

第
二
節
雑
則

〆

J
h

0

ご
ｐ
●
、
、

1

一
○
頁



第
Ｆ
１
２
条
厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
心
条
の
政
令
の
制
定
若
し
く
は
改
正
の
立
案
を
し
、
又
は
第
Ｂ
１
１
条
第
一
項
、
第
Ｃ

■
Ｊ
第
Ｆ
１
１
条
第
Ｂ
１
２
条
の
規
定
に
よ
る
求
職
者
支
援
認
定
訓
練
実
施
者
に
対
す
る
助
成
及
び
第
Ｄ
１
２
条
の
規
定
に
よ
る

第
Ｅ
ｌ
ｓ
条
求
職
者
支
援
給
付
の
支
給
を
受
け
、
又
は
そ
の
返
還
を
受
け
る
権
利
及
び
第
Ｄ
ｌ
徹
条
の
規
定
に
よ
り
納
付
を

２
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
徴
収
金
の
納
入
の
告
知
又
は
督
促
は
、
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
百
五
十

第
Ｅ
１
２
条
租
税
そ
の
他
の
公
課
は
、
求
職
者
支
援
給
付
と
し
て
支
給
を
受
け
た
金
銭
を
標
準
と
し
て
課
す
る
こ
と
が
で
き

求
職
者
支
援
給
付
の
支
給
は
、
雇
用
保
険
法
第
○
条
に
規
定
す
る
求
職
活
動
支
援
事
業
と
し
て
行
う
。

す
べ
き
こ
と
を
命
ぜ
ら
れ
た
金
額
を
徴
収
す
る
権
利
は
、
二
年
を
経
過
し
た
と
き
は
、
時
効
に
よ
っ
て
消
滅
す
る
。

三
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
時
効
中
断
の
効
力
を
有
す
る
。

な
（
労
働
政
策
審
議
会
へ
の
諮
問
）

（
雇
用
保
険
法
と
の
関
係
）

（
時
効
）

い
、

第
四
章
雑
則

I

1 1
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I
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卓

第
Ｆ
１
４
条
行
政
庁
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
職
員
に
、
求
職
者
支
援
認
定
訓

第
Ｆ
１
３
条
厚
生
労
働
大
臣
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
求
職
者
支
援
認
定
訓
練
実
施
者
に
対
し
て
、

２
厚
生
労
働
大
臣
は
、
求
職
者
支
援
給
付
の
支
給
を
受
け
て
い
る
者
に
対
し
て
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
て
必
要
な
報
告

３
厚
生
労
働
大
臣
は
、
求
職
者
支
援
手
当
の
支
給
認
定
に
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
対
象
求
職
者
の
資
産
及
び
収
入
の
状
況
に

練
実
施
者
の
事
務
所
に
立
ち
入
り
、
関
係
者
に
対
し
て
質
問
さ
せ
、
又
は
帳
簿
善
類
（
そ
の
作
成
又
は
保
存
に
代
え
て
電
磁

１
１
条
、
第
Ｄ
１
２
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
Ｄ
１
３
条
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
の
制
定
若
し
く
は
改
正
を
し
よ

的
記
録
（
電
一
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録

、
文
書
の
提
出
又
は
出
頭
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
労
働
政
策
審
継
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
て
必
要
な
綴
告
、
文
書
の
提
出
又
は
出
頭
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

つ
き
、
銀
行
そ
の
他
の
金
融
機
関
に
、
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
立
入
検
査
）

（
報
告
等
）

（
I

､

I

一

一

一

頁



の

第
ａ
１
１
条
こ
の
法
律
は
平
成
二
十
三
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
附
則
○
条
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
公
布
の

第
Ｈ
１
１
条

第
Ｇ
Ｉ
１
条
こ
の
法
律
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
実
施
の
た
め
必
要
な
手
続
そ
の
他
の
事
項
は
、
厚
生
労
働

雪
前
項
の
規
定
に
よ
り
立
入
検
査
を
す
る
職
員
は
、
そ
の
身
分
を
示
す
証
明
書
を
携
帯
し
、
関
係
者
に
提
示
し
な
け
れ
ば
な

３
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
の
権
限
は
、
犯
罪
捜
査
の
た
め
に
認
め
ら
れ
た
も
の
と
解
釈
し
て
は
な
ら
な
い
。

省
令
で
定
め
る
わ

ら
な
い
。

お
け
る
当
該
電
磁
的
記
録
を
含
む
。
）
の
検
査
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
．
）
の
作
成
又
は
保
存
が
さ
れ
て
い
る
場
合
に

（
施
行
期
日
）

（
厚
生
労
働
省
令
へ
の
委
任
）
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求職者支援法案（仮称）概要

ﾕｰ背景や趣旨

非正規労働者が増大する等労働市場が変化する中で、平成21年、2{2年に雇用保険
． ‐:_. ‘ ≦

法を改正し、適用範囲の拡大や受給資格要件の緩和を行ったところであるが、さらに、
これでもｶｰできない者に対しても失業'した際の支援が受けられるよう､;ｾﾆﾌﾃｨ
ネットを一層強化することが求められている。

しかしなが易'顕採隆め織等繩については､全体としての給付と負担のバラン
スといった保険原理錘ら拡充に一書定の制約があり、前回の改正以上に拡充することは困

y】7字門
の威職の促進のた倒

し亀Iアーー常の璽血

脚

鞄

彦

一

一認

月李．
．

ｆ云
宇
竪
一潅伶

剴中の生

墨用

園用保険を受胎冗

灌1F頬労働害の劉

、1

2009年 1!,721;万火(33. 7%)
f -・ . l ： ．

劣譲寮に占蝿曇塑圭業鋤劃壹卿”隼“･¥諺
2:､O|09年 ･ 28._3%

（労働力調査b( )は労働者に占める非正規労働者の割合｡）
職業訓練の有効性

，一二〃左” 、 ＝･ 、

公共職業訓練受購者(訓練修了後3か月‘)の就職率
施設内訓練73． 9;％施設内委託62． 4％

』－ ． ．当

＊公共職桑安定所における就職率は23．7％

※2

一 ＝三

2－逵塞蝿要(※検討中の事項であり､変更はあり得る｡）
（1）目的

雇用保険を受給できない求職者に対し、必要な職業訓練の機会を確保するための施
策を講ずるとともに、必要に応じて職業訓練を受ける間の生活を支援するための給付
を支給すること等により、その早期の就職を促進し、もって、これらの求職者の生活
の安定を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与すること。

（2）求職者支援認定訓練（仮称）の対象者

雇用保険を受給できない求職者(具体的には、雇用保険の受給終了者、雇用保険の

適用がなかった又は受給資格を満たさなかった者等）であって、就職するためには訓
練による職業能力の向上が必要と認められる者（以下「対象求職者」という｡）

1
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（3）求職者支援認定訓練の内容

①厚生労働大臣ば､対象求職者の基礎的な職業能力の開発及び向上を図るために必
要な知識又ほ技能を雪得させるための訓練(以下｢求職者支援認定訓練｣ (仮称)と
いう｡）を認定することができることとする。

②厚生労働大臣は､①の業務等を､独立行政法人高齢･障害･求職者雇用支援機構

（以下｢穰構｣という｡)に行わせるものとする｡ :麓鯏,ヅ蝋
③国は、求職者支援認定訓練の実施を促進するためp予算の範囲内において､当該
訓練を実筵する者(以下球職者支援認定訓練巍割という6)に対する助成その
他必要な措置を講ずることができることとする． 。〃力
④機構は､求鐡者支援認定訓繕藻施者に対し､求職者支援認定訓練の効果的な実施
に必要な指導及び助言を行う’ものとする。 。‘i !

●

（
(4),給付

①求職者支援給付(仮称)の種類は､求職者支援手当(仮称)及び通所手当(仮称）
とずる･

②求職者支援手当夢､公共職業安定所長が指示した求職者支援認定訓練及び公共職
業訓朧等似下陳職者支鰯1脚賑鋤彗い:舅;)纒識壹繼鋼舂が､求
職支暹訓鑪謹辱るた璽建唾圭戯者支援至当の支給によりその生活を支濃ずる必要
がある者として厚生綱省令で定める者側に該当する場合庭､当該訓練蓬受講
する期間につい経730旧分を限度として支給誘るもの,とずろう

③②にかかわらずも支給認定しようとする支給単位期間(原則として､訓練開始日
からその翌月の応当日燕の1月)の初日からきがのぽうて6靭内に､求職書支
援手当の簔給を菫けた”奉職毒支援議I癖こ窪ろ最初の支給単位期間の初”ある
場合ほ､原則として求職者支援手当は支給しないものとする。
④求職者支援手当の額ば厚生労働省令で定める額(日額)とする｡支給単位期帖’
ごとに､厚生労働大臣が､②の要件に該当することについて認定を行い､日額Iこ支
給単位期間の日数を乗じて得た額を支給することとする。

⑤通所手当は、求職者支援手当を受給する対象求職者について、公共職業安定所長
が厚生労働大臣の定める基準に従って必要があると認めたときに支給することとす
る。通所手当の額は、対象求職者の通所に要する費用を考慮して、厚生労働省令で
定めることとする。

⑥正当な理由なく、就職支援を受けるために公共職業安定所に出頭すべき日（以下
「出頭日」という｡）に公共職業安定所に出頭すること又は公共職業安定所の紹介す

る職業に就くことその他の公共職業安定所が行う就職のための支援を拒んだときは、
以後､当該求職者支援訓練の受講期間中は求職者支援給付を支給しないこととする。’

2
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一

⑦不正受給をした者については、以後、当該求職者支援訓練の受講期間中は求職者
支援給付を支給しないこととし､すでに給付の支給を受けた者がある場合には､国
は当該者に対し給付した額の返還及び当該額の2倍に相当する納付金の納付を命ず
ることができることとする。 ’篭為“

.q rZ偽」 ‘し! ' 'KW'I/ノシl iタ・
※厚生労働省令で定める者

当該求職者の収入、当該求職者と同居する親等の収入、訓練への出席状況等を勘
案して基準を定めることを想定

一

（5）就職支援

①公共職業安定所長は､求職者支援訓練を受講する者に対し､就職支援計画(仮称）
を作成することができることとする。

． ‐ 、息 ‐ ‐ ．

②就職支援計画においては､就職に向けた目機訓練期間中及び訓練修了後の出声
日、求職者支援訓練の受講以外に就職に資すると考えられる事項等を記載すること
とする。

③対象者は､正当な理由がない限り､就職支援を受けるため､月1回公共職業安定# _一 …

所に出頭しなければならないほか､公共職業安定所長が行う就職支援を拒否しては
． と ．‐

ならないもの'とすることとする。
． ． “r~ ， ‐ ‘ 、 -.-終. －

④対象者は、職業能力の開発及び向上を図りつヲ、 ,賊実かつ熱心に求職活動を行う
ことにより、職業に就くように努めなければならないものとする。

（6）その他 。

①求職者支援訓鐸雲施者へ哩丞栓套､求職者支援訓練実施者及び求職者支援訓練
の受謹者への報告等を命ずる権限､求職者支援給付の差控聖公遜簔の塞止､給付
を受ける権*j巍融璽型篝を規定することとする。 ，F鯛,:"､w州
②その他関連する法律について、所要の改正を行うこととする。 ITfLJ閥胸 1，ｺ 」

※雇用保険法において、附帯事業として求職活動支援事業を創設するとともに、求

職者支援法において、同法の事業は求職活動支援事業として行う旨規定することと

する。求職活動支援事業の創設については、求職者支援法の附則で行うことは困難
と考えられるため、求職者支援法とは別途、雇用保険法の一部改正において行うこ
とを検討する必要がある。

己

3施行期日

I 平成23年10月1日(予定）

一一一一一
●

3



母

求職者支援制度の法形式について

今般創設する求職者支援制度については、対象となる求職者に対する訓練経費の負担、
給付の支給等を雇用保険の新たな附帯事業に位置付けて雇用保険法に規定した上で、制度
の具体的な内容については､別途制定する｢求職者支援法(仮称)｣に規定することとする。

呆険C 蚕1壁

○雇用保険は、

①労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた
場合に必要な給付を行う!ほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に

必要な給付を行うことにより､銅者の生活及び雇馳錠を図るごと
②労働者の職業の安定に資するため、失業の予防､‘雇用状態の是正及び雇用機会の
増大労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ること
をその目的としている。

一 Fーｮ 一一 P ←

金慣行その他企業の行動に起因すると量るが多く､,その解決を図るこ:とは.事業主

の共同連帯の雛で解決することが適当な場合も多くある産と‐
②

から

逓孟

く、失業状態に至っている責任は事業主のみならず国、労働者にもあること

・ 労働者に対して給付が支給されるものであること

・ 職業訓練の提供等による労働者の能力の開発､向上の利益は､労働者のみならず、

か蟹醗蓋篝謡議震蓋耐諌喜雲届踊菫菫這
対する給付等を中心に実施している現行の附帯事業により行うことは適当ではなく、

雇用保険に、別の類型として新たに「求職活動支援事業（仮称)」を創設することとす
るものである。

ﾆｰｰ 三一一 三=＝9÷ ,当今～』手一号‐ 二二二一三一一全全一三二三

｡価4脚/f;I､ ' 0ぼ瓜‘）
4
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－

O新たな附帯事業については､現在のところ求職者支援制度の実施を想定していると：． ’ ‐ ． 、 ．

ころ、こうした点を踏まえ､その費用については国及び労使で負担するものとし、求
職者に対する雇用政策に係る国の責任､労使の責任､支援によ＃り利益を受ばることと
なる者を勘案し､給付に要する費用は､国庫1／2、労使1／4ずつ(P)、それ以外
に要する費用は国庫が負担することとする。

一

O今般創設する求職者支援制度は、対象となる求職者に対して、必要な職業訓練を受
講する機会を確保するとともに､一定の要件を満たす場合に訓練期間中の生活を支援
するための給付を錨し､併せて訓練期間中及び訓練修了後に集中的に就職支援を行
うものである。これらの施策は労働者の能力の開発及び向上､雇用機会の増大につな
がるものであり､職業訓練を受講する機会の確保訓練期間中の生活を支援するため
の給付は､広ぐ労働者の職業の安定に資するものであるから､雇諦険ゐ目的になじ
むものであり､新たI捌設する求職活動支援事業として実施することが適当であるr

埋呼

○求醗者支援瓢度I錨いては職業訓繍生活支援給付､就職支援はいずれも制度の
目的を達成するために必要不可欠の施策であることから、ご‘れらを一体とした法体系
とすることとしている。

○具体的には、これら求職者支援制度を構成する施策のうち､

①職業訓練に係る経費負担及び生活支援給付の支給については､求職活動支援蕊.、
（仮称)として雇用保険の附帯事業に位置付けるものであり、これを雇用保険法に
規定した上で、

②別途新たな法律を制定し、就職支援も含めた制度の全体の内容については､職業
訓練、生活支援給付の具体的な内容と併せて本制度を利用する求職者に係る種々の
義務等を当該法律に一体的に規定する

こととするものである。

○これにより求職者支援制度を構成する施策の関係性を明らかにしつつ、制度全体の
一覧性を高めることが可能であり、もって制度の効果的、かつ、適正な実施を図るこ
ととする。

5
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少●

求職者支援認定訓練（仮称）の対象者の範囲について

-‐いの一息ひ能ズ

求職者支援制度において新たに創設される職業訓練(以下｢求職者支援認定訓練」 （仮
御l＝の雇

労働の意思及び能力を有していること

公共職業安定所に出頭し、求職の申込みを行っ可
要。これらに該当すると公共職篭窪壼所尾部譲閣

’

－－ － －－

L己一 途 訓硬の
I

○求職者支授認定訓練は､.雇用保険を受給できない求職者に対し､職業に就く上での埜
礎的な能力形成機会を付与するものである。

と力3適当。
● ､

襄鍵 (昭和49年法律第116号）に基づく教育訓練給
|発事業の活用を通じて、職業能力の開発及び向

藍用

付や、 （可能であれ燭同法上の能力開発事業の活用を通じて、

上を図る:ことが適当。

○また、雇用保険受給資格者は、雇用保険法に基づく基本手当の給付を受けているほ

か、雇用保険被保険者として一定の就業経験を有していたものであり、今般創設する
ゞ ． ． '.‐ .‐ き ｰ ‐ ‘

求職者支援認定訓練(仮称）において習得が見込まれる、就職に必要な基礎的な職業
能力の開発及び向上を図るために必要な知識又は技能を既に身につけている蓋然性が
高く、一般的には同訓練の受講にはなじまないものと考えられる。

○これらの者については、同法上の能力開発事業として実施される公共職業訓練を受

講することにより､就職に必要な技能及び知識を習得することが､基本的には効果的・
効率的。

6



求職者支援法(仮称)上の新たな職業訓練の内容について

の概里1． 耳ウ ー ． 訓騨
0

○求職者支援法(優称)においては､厚生労働大臣が､対象求職者の基礎的な職業能力
の開発及び向上を図るために必要な知識又は技能を習得させるための職業訓練について、
厚生労働省令で定める基準に適合するものであることの認定をすることができるものと
する。

一

○上記の露定庭係蚕職業諏霧似下｢求聡者支携怒割i鯛という｡)の対蒙舂臓
・ 就業経験等を通じた十分な職業能力開発が行われておらず､安定した職業に既くた
めには十分な職業能力形成機会が必要な者、

・雇用保険受給蒔蹴職ができなかったことや､在職時から時間的な間隔が開いてい
るごと等にがんがみ､従来有していた職業能力とは異なる基礎的な技能の習得が”
な者

であり､f言定程度謎業経験鋲あり壁基礎的な能力を有式遥雇用保険受給資格者力$主な対
塁二亘塑陸来の職業能力開発促進法(昭和仏年法律第64号｡以下｢能開法｣という｡）
に基づく公共職業訓練とは別途、求職者支援法の枠組みにおいて、特に基礎的な知識及
び技能の付与に重点を直いた職業訓練を実施するごととしているものである。
一一一 一 子一一一今 一一

－ 由 ､ ､ 一一一一

ー

2．.副臓の実施形鵡

○現獄職§渥鑿夢〈公共職業訓練は､公共職業能力開発施設力注依となって､同施
設の行う普通鶴業訓練叉は高度職業訓練(いわゆる施設内訓繍能開法第15条の6第1
項及び第20条)及び職業能力の開堯友び向上について適切迄認められる他の施設により
行われる教育訓練を施設内訓練とみなして実施するもの(いわゆる委託訓練．能開法第

三…霊燕
ある。

○上記の厚生労働大臣の認定については、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
構が厚生労働大臣の委任を受け、従来、同機構の前身である独立行政法人雇用・能力開
発機構が公共職業訓練や事業主に対する相談援助を実施してきたことにより培ったノウ
ハウを活用して実施することとする。

○また、求職者支援認定訓練に関して、重点的な実施が必要な分野や訓練の実施規模に
ついて、厚生労働大臣が、労使団体その他の関係者の意見を聴いた上で計画を作成する
こととする。

。鼠"】
＝三三一筆全里一一--ミニL寺一三一，

｡ Af lm:<{A81
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求職者支援給付（仮称）について

○求職者支援制度における求職者支援給付（仮称）の性格については、訓練受講中に
給付を行うことによって訓練を受講しての求職活動を容易にし､就職を促進すること
が目的であることから、 「訓練期間中の生活を支援するための給付」とする。

皇一室趙臺住1重三k』工
O当謬
…『 ． ” て

亜試蕨

奇叉後訓課を受し.

として厚生労働毛

の． ‘.、によ の

、
ゞ
雪

金
余雪室疋のための交付金C

曽令で摺涼黄矛1了い黒？

且の満付禍

占上?ま実踏まえ、 ‐‐ ：名

(参考）厚生労働省令で定める者(予定）
①常態として職に就いていないこと ，

②申請者及び申誼考と同居する親､子(未成年を除く｡)､配偶者の前柴の所得を
③申請識騨請者堂同居する親､子(未成年を除く;｡)､配偶者の溺金の合計
④支継位期間において､当該対象求職者に係る求職者支援訓錬を受講する日に係
る霊洽力轌生蛍働大臣②定める基準G｡iを下回らないまと

●

寺

3給付額について

○求職者支援給付のうち求職者支援手当（仮称）の額の算定方式については、言 ・ ‐、 … ＝‐ ！ ．

①求職者支援訓練の訓練期間は3;、 5か月等必ずしもi月単位となっていないこと

:皇諜篝筈
震羊当を麦給単付酬

ﾛ間は、個々人によって皇

同額に支給単位期間~(1

3ごとに支給することとで
〔の理由から定額どする氏

①本制度の対象者として想定している非正規労働者、長期失業者、就業経験がない
者等は､ ．そもそも離職前賃金がない、離職前賃金が相当程度過去のものとなる等の
理由から、雇用保険制度のようにこれを基礎として個々人に応じた額を設定するこ
とが困難であること．

②本制度は、自ら保険料を拠出することにより従前の稼得収入がなくなることへの
備えを行う雇用保険制度と異なり、 「訓練期間中の生活を支援するための給付」を強
制保険によらない形で支給するものであること
C なお、 している。

マ

8

日額は厚生労働省令で定めることを予定
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(参考）日額の考え方

公共職業訓練を受講する雇用保険得受給者の給付額とのバランスを考慮しつつ、働
いた場合の手取額よりも手厚くすれば就労しないとﾚｶうﾓﾗﾙﾊザｰを生じさせる
ことを勘案し、給付実務の面も併せ踏まえ、 3300円とすることを想定している。

4－給付手続につい正

箔付則償

の公共職業訓繍の期間6 一

②訓練を受講した場合に拠出に関係なく給付が出る期間として失業等給付の割聴

①、求職者r支援給付は、臆

る上で必要な生活支援をするものであること

②パートタイム労働者の平均織就蘂期間のデｰﾀを踏まえれば､受給開始後すぐ
に就職した者であっても6年は就業が期待できること
言

6不正受給への対応一一一一一

○不定臺給をした者については､以後､当該求職者支援訓練の実施期間中は求職者うこ
援給付を支給しないこととし､次の理由から､すでに給付の支給を受けた者がある場
合には、国は当該者に対し給付した額の返還及び当該額の2倍に相当する納付金の納
付を命ずることができることとする。

①求職者支援給付は、これを偽りの申請などの不正な手段を用いて給付した場合、
国は財政面において不当な損害を被ることとなること

②求職者支援給付は、給付の対象者を生活における支援が真に必要な者に限定する

だめ、労働の意思及び能力があること、収入が一定額以下であることを要件として
いるが、これらについては行政機関による要件事実の把握が困難であり、受給者か

らの申告に依存する面が大きく、不正受給が生じる余地が大きいこと

?_その他

○求職者支援給付については、差押え、公課等を禁止することとする。

9
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対象求職者に対する就職支援について●

●

①公共職業安定所長は､求職者支援訓練を受講する者に対し、就職支援計画（仮称）
を作成することができることとする。

②就職支援計画においては､就職に向けた目繍訓練期間中及び訓練修了後に､就職
支援を受けるために公共職業安定所に出頭すべき日､,求職者支援訓練の受講以外に就
職に資すると考えられる事項等を記載することとする。

③対象者は､正当な理由粒い歴り､俄職震を受けるため､月1回公共職業安定所
三 一 一 一ﾍｰｮ． 字一 ・ ． -

に出頭しなければならないほか､公共職業安定所長が行う就職支援を拒否してはなら
、 ‐.‐ ． ？‐ ．

ないものとすることとする。

④対象者は､職業能力の開発及び向上を図りつつ､誠実かつ熱心に求職活動を行うご
とにより､職業I裁くように霧めなければならないものとする．

ー

睾仕

○就職支援は､奉飼度の|自的を達成する上で必要不可欠の事項であり､求職者支援認． 。，~ 毎． 。 ： ．‐一 ． 、

定訓練(仮称)及邸公共職業訓緯等,似下-｢求職者支援訓繍(仮称)という｡)､求職
者支援給付と並ぶ求職者支擾制度の柱の一つである。
○このため、

①重要性を鴎らか権する梁も腿.求職毒圭暹訓練燥駆求職者支援給付と併柱で規
定ずるこ雀で求職者支暹制雛構成ずる施策の全体像を明確にする必要があること
②本制度の目的にかん郡みれば､訓練を受講Iし就職する意思と能力を真に有した、
本制度による支援が鄭言必要な者に対象者を限定することが適当であることち
から、就職支援計画をはじめとする具体的な就職支援について、当該支援を受ける義
務と併せて法定化するご‘ととする｡

｡

苧

0
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職業訓練等の実施による対象求職者の就職の支援に関する法律案（仮称）の概要

雇用保険を受給できない求職者に対し、その就職の促進のために必要な職業能力を高め
るための訓練を受講する機会を確保するとともに、一定の要件を満たす場合には訓練期間
中の生活を支援するための給付を支給し､併せて、公共職業安定所等においてきめ細やか
な就職支援を行うことにより、雇用保険を受給できない求職者の早期の就職を促進する制
度を創設する。

1 骨子

(,l)法律の目的

・ 雇用保険を受給できない求職者に対し、必要な職業訓練の機会を確保するための施策
を講ずるとともに、必要に応じて職業訓練を受ける間の生活を支援するための給付を支
給すること等により、対象求職者の就職の促進を図'ることを目的とする。

(2)求職者支援認定訓練（仮称）
・ 厚生労働‘犬臣は、雇用保険を受給できない求職者であって、就職するた･めには訓練に
よる職業能力の向上が必要と認められる者（以下「対象求職者｣ という。）の基礎的な
職業能力の開発及び向上を図るために必要な知識又は技能を習得させるための訓練（以
下「求職者支援認定訓練」という。）を認定することができることとし、その認定に関
する業務等は独立行政法人高齢・障害6求職者雇用支援機構に行わせるものとする。

(3)求職者支援給付（仮称）

・ 求職者支援給付の種類は、求職者支援手当（仮称）及び通所手当（仮称） とする。
・ 求職者支援手当は、対象求職者が公共職業安定所長が指示した求職者支援認定訓練及
び公共職業訓練等（以下「求職者支援訓絢（仮称） という。）を受講した場合に、当該
訓練を受識する期間について､ 730日分を限度に支給する。ただし、過去6年間に、
別の求職者支援訓練において給付を受けたことがある場合には支給しない。

・ 不正受給を行った者について、以後、その訓練期間中の給付を行わないこととし、給
付額の返還及び当該額の2倍に相当する納付金の納付を命ずることができることとする。

(4)就職支援

・ 公共職業安定所長は、求職者支援訓練の受講者に対し、公共職業安定所に出頭すべき
日等を記戦した就職支援計画（仮称）を作成することができることとし、対象求職者は、
正当な理由がない限り、公共職業安定所長が行う支援を拒否してはならないものとする。

（5） その他

・ 求職者支援訓練を実施する者への立入検査、求職者支援訓練実施者及び求職者支援訓
練受講者への報告を命ずる権限、求職者支援給付の差押え・公課等の禁止、給付を受け
る権利等の時効、罰則等を規定することとする。

・ 求職者支援認定訓練に係る経費負担及び求職者支援給付の支給については、雇用保険
法に新設する「求職活動支援事業（仮称)」として位置づけることとする。

2 留意事項
(1)施行期日平成23年10月1日
(2) 予算関連法案である。
(3) 労働政策審議会において、年内を目途に取りまとめ、 1月下旬に諮問・答申予定。
(4) 閣議決定予定日平成23年2且上旬

1



奇も
、

久

＜閣議決定＞

○新成長戦略(平成22年6月18日閣議決定）

第3章7つの戦略分野の基本方針と目標とする成果

（6） 雇用・人材戦略

（成長力を支える「トランポリン型社会」の構築）

「第二のセーフティネット」の整備（求職者支援制度の

創設等）や雇用保険制度の機能強化に取り組む。
ーも

※工程表において平成23年度に実施すべき事項とし

て記載

＜民主党マニフェスト恥101＞

6－雇用

型11年度中に「求職者支援制度」を法制化するとと

もに、失業により住まいを失った人に対する支援を強

化します。



雇用保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律案（仮称）
の概要

依然として厳しい雇用失業情勢の下において、雇用保険制度の安定的な運営を図ると
ともに、失業者の就職の促進等を図るために必要な支援を適切に実施するため、雇用保

険の国庫負担の本則復胤失業等給付の見直し､新たな附帯事業の創股等の改正を行うも

1．骨子

(1)雇用保険法の一部改正

①失業等給付の充実・見直し

基本手当の算定基礎となる「賃金日額jについては、直近の賃金分布等をもとに
見直しを図り、その下限額等の引き上げを図る°

就業促進給付については、 「再就職手当」の、支給残日数に係る支給要件を恒久
的に廃止するとともに、給付率の引上げを図る°加えて、 「常用就職支度手当」に
ついて、給付率を引き上げている暫定措置の恒久化を図る。
②雇用保険の国庫負担の本則復帰
雇用保険の国庫負担については､平成22年度中に検討し､平成23年度において、

安定した財源を碓保した上で国庫負担に関する暫定措置を廃止するものとされてい

ることを踏まえ、必要な措置を講じるもの。
③新たな附帯事業の創設

求職者に対し、直接給付による訓練期間中の生活支援等を行うため、附帯事業と

して新たに「求職活動支援事業(仮称)jを創設する。
※③に伴い、目的規定の改正の有無を検討中。
(2) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正
失業等給付に係る雇用保険率を、雇用保険の財政状況等を勘案し引き下げる。

〆‐＠

2．留意事項

(1)施行期日

平成23年8月1日(ただし、 1(l)②については、公布の日、 I (1)③については
平成23年10月1日、 1(2)については平成24年4月1日）

(2)予算関連法案である。
失業等給付について、賃金日額の下限額等の引き上げや就業促進給付の充実・見直
しを講ずるものであり、本法案が成立しなければ平成23年度予算額の変更を生じる

こととなるため、本法律案は、予算関連法案である。

(3) 労働政策審議会において、平成23年1月に諮問・答申予定。
(4) 閣議決定希望日平成23年2月上旬
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グ

（
機
構
が
処
理
す
る
事
務
）

第
百
六
十
八
条
の
五
経
済
産
業
大
臣
は
、
機
構
に
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
行
わ
せ
る
も
の
と
す
る
。

一
第
百
二
十
一
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
認
定
に
関
す
る
事
務
’

二
～
七
（
略
）

○
計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）

第
二
十
四
条
都
道
府
県
知
事
は
、
事
業
主
等
の
申
謂
に
基
づ
き
、
当
該
事
業
主
等
の
行
う
職
業
訓
練
に
つ
い
て
、
第
十
九
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令

で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
の
認
定
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
咳
事
業
主
等
が
当
咳
職
業
訓
練
を
的
確
に
実
施
す
る
こ

と
が
で
き
る
能
力
を
有
し
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

【
第
Ｂ
１
１
条
第
１
項
及
び
第
２
項
関
係
】

．
「
認
定
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
の
用
例

○
職
業
能
力
開
発
促
進
法
（
昭
和
四
十
四
年
１

（
都
道
府
県
知
事
に
よ
る
職
業
訓
練
の
認
定
）

』る」の用例

３
都
道
府
県
知
事
は
、
第
一
項
の
認
定
に
係
る
職
業
訓
練
（
以
下
「
開
定
職
業
訓
練
」
と
い
う
。
）
が
第
十
九
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

基
準
に
適
合
し
な
く
な
っ
た
と
認
め
る
と
き
、
又
は
事
業
主
等
が
当
咳
認
定
職
業
訓
練
を
行
わ
な
く
な
っ
た
と
き
、
若
し
く
は
当
咳
認
定
職
業
訓
練
を

的
確
に
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
能
力
を
有
し
な
く
な
っ
た
と
認
め
る
と
き
は
へ
当
該
認
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

４
（
略
）

3 2

瓠夢－，
首略
～ー

．
一
～
α
勇
掻
に
段
す
そ
註
律
」
の
個

○
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
の
支
給
等
に
よ
る
犯
罪
被
害
者
等
刎
制
劉
倒
制
馴
詞
引
濁
鋼
（
昭
和
五
十
五
年
法
律
第
三
十
六
号
）

「
～
の
支
援
に
関
す
る
法
律
」
の
例

１

０
経
済
社
会
の
変
化
に
対
応
す
る
円
滑
な
再
就
職
を
促
進
ず
る
た
め
の
雇
用
対
策
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
三
十
五

■
‘

号
一

【
題
名
関
係
】

．
「
～
の
実
施
に
よ
る
」
の
例

○
地
域
伝
統
芸
能
等
を
活
用

地
域
伝
統
芸
能
等
を
活
用

【
第
Ｂ
１
１
条
第
３
項
関
係
】

．
「
○
Ｏ
犬
臣
は
、
機
構
に
～
を
行
わ
せ
る
も
の
と
す
る
。
」
の
例

．
『
就
職
」
の
例

し
た
行
事
刎
劉
副
淵
Ｈ
到
引
観
光
及
び
特
定
地
域
商
工
業
の
復
興
に
関
す
る
法
律

。

（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
六
十
四
号
）

（
平
成
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）

二

頁



ざ

（
救
済
給
付
の
一

第
三
条
石
綿
に
』

人
環
境
再
生
保
《

一
～
六
（
略
）

（
医
療
費
の
支
姪

第
四
条
機
構
は
、

、
医
療
費
を
支
碓

給
付
の
種

石
綿
に
よ

構
は
、 支
給

（
参
考
）
大
臣
の
委
任
に
よ
ら
ず
機
構
が
自
ら
認
定
を
行
う
こ
と
と
規
定
し
て
い
る
例

○
石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
四
号
）

う
と
す
る
者
の
申
請
に
基
づ
き
、

３
．
４
（
略
）

２
前
項
の
認
定
（
以
下
こ
の
条
か
ら
第
十
七
条
ま
で
及
び
第
二
十
条
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
「
認
定
」
と
い
う
。
）
は
、
医
療
費
の
支
給
を
受
け
よ

う
と
す
る
者
の
申
請
に
基
づ
き
、
機
構
が
行
う
。

・
現
行
の
独
立
行
政
法
人
雇
用
・
能
力
開
発
機
構
の
事
務

（
計
堂
器
等
の
提
出
）

第
百
四
十
九
条
（
略
）

め
て
、
こ
れ
を
提
出
す
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
．
４
（
賂
）

（
認
定
）

第
百
二
十
一
条
の
二
特
定
計
量
証
明
事
業
（
第
百
七
条
第
二
号
に
規
定
す
る
物
象
の
状
態
の
量
で
極
め
て
微
量
の
も
の
の
計
量
証
明
を
行
う
た
め
に
高
度

の
技
術
を
必
要
と
す
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
事
業
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行
お
う
と
す
る
者
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め

る
事
業
の
区
分
に
従
い
、
経
済
産
業
大
臣
一
又
は
経
済
産
業
大
臣
が
指
定
し
た
者
（
以
下
「
特
定
計
盆
証
明
認
定
機
関
」
と
い
う
。
）
に
申
請
し
て
、
そ
の

事
業
が
次
の
各
号
に
適
合
し
て
い
る
旨
の
麗
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
特
定
計
量
証
明
事
業
を
適
正
に
行
う
に
必
要
な
管
理
組
織
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
特
定
計
量
証
明
事
業
を
適
確
か
つ
円
滑
に
行
う
に
一
必
要
な
技
術
的
能
力
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三
特
定
計
盆
証
明
事
業
を
適
正
に
行
う
に
必
要
な
業
務
の
実
施
の
方
法
が
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

２
経
済
産
業
大
臣
は
、
第
百
六
十
八
条
の
三
第
一
項
又
は
第
百
六
十
八
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
研
究
所
又
は

る
と
認
め
ら
れ
る
計
量
器
、
特
殊
容
器
又
は
特
定
物
象
量
が
表
記
さ
れ
た
特
定
商
品
が
あ
っ
た
と
き
は
、

類
等
）

る
健
康
被
害
の
救
済
の
た
め
支
給
さ
れ
る
給
付
（
以
下
『
救
済
給
付
常
と
い
う
。
）
は
、

再
生
保
全
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。
）
が
こ
の
章
の
規
定
に
よ
り
支
給
す
る
も
の
と
す
る
。

日
本
言

を
支
給
す
る
。

及
び
認
定
等
）

は
、
日
本
国
内
に
お
い
て
石
綿
を
吸
入
す
る
こ
と
に
よ
り
指
定
疾
病
に
か
か
っ
た
旨
の
聡
定
を
受
け
た
者
に
対
し
、

に
検
査
を
行
わ
せ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
所
在
の
場
所
に
お
い
て
検
査
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ

又
は
特
定
物
象
量
が
表
記
さ
れ
た
特
定
商
品
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
所
有
者
又
は
占
有
者
に
対
し
、
期
限
を
定

次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
し
、
独
立
行
政
法

そ
の
請
求
に
基
づ
き頁



ザ

一
勤
労
者
財
産
形
成
促
進
法
第
九
条
第
一
項
及
び
第
十
杢

二
前
号
に
掲
げ
る
業
務
に
附
帯
す
る
業
務
を
行
う
こ
と
。

４
機
構
は
、
第
一
項
及
び
前
項
に
規
定
す
る
業
務
の
遂
行
』

第
一
項
及
び
前
項
に
規
定
す
る
業
務
の
遂
行
に

２
前
項
に
規
定
す
る
業
務
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
雇
用
保
険
法
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
百
十
六
号
）
第
六
十
二
条
の
規
定

に
よ
る
雇
用
安
定
事
業
又
は
同
法
第
六
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
能
力
開
発
事
業
と
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

３
機
構
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
の
ほ
か
、
第
三
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
の
業
務
を
行
う
。

一
勤
労
者
財
産
形
成
促
進
法
第
九
条
第
一
項
及
び
第
十
条
の
三
に
規
定
す
る
業
務
を
行
う
こ
と
。

第
十
一
条
機
構
は
、
第
三
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
の
業
務
を
行
う
。

一
労
働
者
の
就
職
、
雇
入
れ
、
配
置
等
に
つ
い
て
の
相
談
へ
情
報
の
提
供
そ
の
他
の
援
助
を
体
系
的
に
行
う
た
め
の
施
設
の
設
置
及
び
運
営
を
行
う

○
独
立
行
政
法
人
雇
用
・
能
力
開
発
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
七
十
号
）

（
業
務
の
範
囲
）

八
公
共
職
業
能
力
開
発
施
設
又
は
職
業
能
力
開
発
総
合
大
学
杖
の
行
う
職
業
訓
練
又
は
指
導
員
訓
練
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
職
業
訓
練
等
」
と

い
う
。
）
を
受
け
る
者
の
た
め
の
宿
泊
施
設
の
設
置
及
び
運
営
を
行
う
こ
と
並
び
に
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
理
由
に
よ
り
職
業
訓
練
等
を
受
け
る

こ
と
が
困
難
な
者
が
当
該
職
業
訓
練
等
を
受
け
る
た
め
に
必
要
な
資
金
の
貸
付
け
を
行
う
こ
と
。

九
労
働
者
の
職
業
生
活
設
計
に
即
し
た
自
発
的
な
職
業
能
力
の
開
発
及
び
向
上
に
つ
い
て
の
事
業
主
、
労
働
者
そ
の
他
の
関
係
者
に
対
す
る
相
談
そ

の
他
の
援
助
並
び
に
そ
の
雇
用
す
る
労
働
者
が
自
ら
職
業
に
関
す
る
教
育
訓
練
又
は
職
業
能
力
検
定
を
受
け
る
機
会
を
確
保
す
る
た
め
の
援
助
を
行

う
事
業
主
に
対
す
る
職
業
能
力
開
発
促
進
法
第
十
五
条
の
三
に
規
定
す
る
必
要
な
助
成
を
行
う
こ
と
。

十
前
各
号
に
掲
げ
る
業
務
に
一
附
帯
す
る
業
務
を
行
う
こ
と
。

二
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
理
由
に
よ
り
就
職
が
一
困
難
な
者
が
就
職
す
る
た
め
に
必
要
な
資
金
の
貸
付
け
そ
の
他
の
援
助
を
行
う
こ
と
。

三
雇
用
対
策
法
（
昭
和
四
十
一
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
第
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
い
て
職
業
安
定
機
関
が
労
働
者
の
雇
入
れ
又
は
配
置
そ
の
他
の

雇
用
に
関
す
る
事
項
に
つ
き
事
業
主
に
対
し
て
行
う
援
助
に
つ
い
て
必
要
な
協
力
を
行
う
こ
と
。

四
建
設
労
働
者
の
雇
用
の
改
善
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
一
年
法
律
第
三
十
三
号
）
第
九
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
業
を
行
う
こ
と
。

五
建
設
業
の
事
業
主
及
び
そ
の
雇
用
す
る
労
働
者
に
対
し
て
、
労
働
者
の
雇
入
れ
、
配
置
そ
の
他
の
雇
用
管
理
に
関
し
必
要
な
知
識
を
習
得
さ
せ
る

た
め
の
研
修
を
行
い
、
及
び
雇
用
管
理
の
改
善
に
つ
い
て
助
言
す
る
こ
と
。

六
地
域
雇
用
開
発
促
進
法
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
二
十
三
号
）
第
七
条
第
一
項
（
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
業
主
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
及

び
中
小
企
業
に
お
け
る
労
働
力
の
確
保
及
び
良
好
な
雇
用
の
機
会
の
創
出
の
た
め
の
雇
用
管
理
の
改
善
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第

五
十
七
号
）
第
七
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
業
を
行
う
こ
と
。

七
職
業
能
力
開
発
短
期
大
学
校
、
職
業
能
力
開
発
大
学
校
、
職
業
能
力
開
発
促
進
セ
ン
タ
ー
及
び
職
業
能
力
開
発
総
合
大
学
校
の
設
置
及
び
運
営
、

職
業
能
力
開
発
促
進
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
六
十
四
号
）
第
十
五
条
の
六
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
職
業
訓
練
の
実
施
並
び
に
事
業
主
そ

職
業
能
力
開
発
促
進
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
六
，

の
他
の
も
の
の
行
う
職
業
訓
鍵
の
援
助
を
行
う
こ
と
。

↑

）
‘
』
”
）
。

支
障
の
な
い
範
囲
内
で
、
国
、
地
方
公
共
団
体
又
は
特
別
の
法
律
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法

四
頁



夕

・
独
立
行
政
法
人
雇
用
・
能
力
開
発
機
構
法
を
廃
止
す
る
法
律
案
に
よ
る
改
正
後
の
独
立
行
政
法
人
高
齢
・
障
害
・
求
職
者
雇
用
支
援
機
構
の
業
務

○
独
立
行
政
法
人
雇
用
・
能
力
開
発
機
構
法
を
廃
止
す
る
法
律
案
附
則
第
十
三
条
（
独
立
行
政
法
人
高
齢
・
障
害
・
求
職
者
雇
用
支
援
機
構
の
業
務
関

係
部
分
）

第
十
一
条
機
構
は
、
第
三
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
の
業
務
を
行
う
。

一
高
年
齢
者
等
（
高
年
齢
者
等
の
雇
用
の
安
定
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
六
十
八
号
）
第
四
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
高
年
齢

者
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
雇
用
の
機
会
の
増
大
に
資
す
る
措
置
を
識
ず
る
事
業
主
又
は
そ
の
事
業
主
の
団
体
に
対
し
て
給
付
金
を
支
給
す
る

’

２
前
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
（
こ
れ
ら
に
附
帯
す
る
業
務
を
含
む
。
）
は
、
雇
用
保
険
法
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
百
十
六
号
）

第
六
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
雇
用
安
定
事
業
と
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

・
現
行
の
独
立
行
政
法
人
高
齢
・
障
害
者
雇
用
支
援
機
構
の
事
務

○
独
立
行
政
法
人
高
齢
。
障
害
者
雇
用
支
援
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）

や

人
で
そ
の
業
務
が
国
の
事
務
と
密
接
な
関
連
を
有
す
る
も
の
の
委
託
を
受
け
て
、
第
一
項
第
一
号
又
は
第
七
号
に
掲
げ
る
施
設
を
利
用
し
て
、
公
共
職

業
能
力
開
発
施
設
の
行
う
職
業
訓
練
に
準
ず
る
訓
練
の
実
施
そ
の
他
労
働
者
の
福
祉
を
増
進
す
る
た
め
必
要
な
業
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

５
第
一
項
第
七
号
に
掲
げ
る
業
務
の
う
ち
安
定
し
た
職
業
に
就
い
て
い
る
労
働
者
に
対
し
て
行
う
職
業
訓
練
は
、
真
に
高
度
な
も
の
で
あ
っ
て
地
方
公

共
団
体
が
運
営
す
る
公
共
職
業
能
力
開
発
施
設
又
は
民
間
の
主
体
が
運
営
す
る
職
業
に
関
す
る
教
育
訓
練
施
設
に
ゆ
だ
ね
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
に

つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

七
前
各
号
に
掲
げ
る
業
務
に
附
帯
す
る
業
務
を
行
う
こ
と
。

五
障
害
者
職
業
能
力
開
発
校
（
職
業
能
力
開
発
促
進
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
六
十
四
号
）
第
十
五
条
の
六
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
障
害
者

職
業
能
力
開
発
校
を
い
う
。
）
の
う
ち
同
法
第
十
六
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
そ
の
運
営
を
行
わ
せ
る
も
の
の
運
営
を
行
う
こ
と
。

六
納
付
金
関
係
業
務
（
障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
第
四
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
納
付
金
関
係
業
務
を
い
う
。
）
並
び
に
同
法
第

七
十
三
条
第
一
項
、
第
七
十
四
条
第
一
項
及
び
第
七
十
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
を
行
う
こ
と
。

四
障
害
者
職
業
セ
ン
タ
ー
（
障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
理

害
者
職
業
セ
ン
タ
ー
を
い
う
。
）
の
設
侭
及
び
運
営
を
行
う
こ
と
。

二
高
年
齢
者
等
の
雇
用
に
関
す
る
技
術
的
事
項
に
つ
い
て
、
事
業
主
そ
の
他
の
関
係
者
に
対
し
て
相
談
そ
の
他
の
援
助
を
行
う
こ
と
。

三
労
働
者
に
対
し
て
、
そ
の
高
齢
期
に
お
け
る
職
業
生
活
の
設
計
を
行
う
こ
と
を
容
易
に
す
る
た
め
に
必
要
な
助
言
又
は
指
導
を
行
う
こ
と
。

四
障
害
者
職
業
セ
ン
タ
ー
（
障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
障

（
業
務
の
範
囲
）

一
）
し
」
。附

則

（
独
立
行
政
法
人
高
齢
・
障
害
者
雇
用
支
援
機
構
法
の
一
部
改
正
）

五
頁

◆



P

第
三
十
二
条
受
給
資
格
者
（
訓
練
延
長
給
付
、
広
域
延
長
給
付
又
は
全
国
延
長
給
付
を
受
け
て
い
る
者
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
、

公
共
職
業
安
定
所
の
紹
介
す
る
職
業
に
就
く
こ
と
又
は
公
共
職
業
安
定
所
長
の
指
示
し
た
公
共
職
業
訓
練
等
を
受
け
る
こ
と
を
拒
ん
だ
と
き
は
、
そ
の

拒
ん
だ
日
か
ら
起
算
し
て
一
箇
月
間
は
、
基
本
手
当
を
支
給
し
な
い
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
骸
当
す
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
紹
介
さ
れ
た
職
業
又
は
公
共
職
業
訓
練
等
を
受
け
る
こ
と
を
指
示
さ
れ
た
職
種
が
、
受
給
資
格
者
の
能
力
か
ら
み
て
不
適
当
で
あ
る
と
罷
め
ら
れ

【
第
Ｃ
ｌ
２
条
及
び
Ｄ
１
４
条
関
係
】

・
公
共
職
業
安
定
所
等
の
行
う
就
職
支
援
を
拒
ん
だ
場
合
に
給
付
制
限
を
行
っ
て
い
る
例

○
雇
用
保
険
法
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
百
十
六
号
）

第
十
三
条
独
立
行
政
法
人
高
齢
・
障
害
者
雇
用
支
援
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
一
条
第
一
項
第
七
号
を
同
項
第
八
号
と
し
、
同
項
第
六
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

七
職
業
能
力
開
発
短
期
犬
学
校
、
職
業
能
力
開
発
大
学
校
及
び
職
業
能
力
開
発
促
進
セ
ン
タ
ー
（
以
下
「
職
業
能
力
開
発
促
進
セ
ン
タ
ー
等
」

と
い
う
。
）
並
び
に
職
業
能
力
開
発
総
合
大
学
校
の
設
置
及
び
運
営
並
び
に
職
業
能
力
開
発
促
進
セ
ン
タ
ー
等
又
は
職
業
能
力
開
発
総
合
大
学

校
の
行
う
職
業
訓
練
又
は
指
導
員
訓
練
を
受
け
る
者
の
た
め
の
宿
泊
施
設
の
設
憧
及
び
運
営
を
行
う
こ
と
。

第
十
一
条
第
二
項
中
「
か
ら
第
四
号
ま
で
」
の
下
に
「
及
び
第
七
号
」
を
、
「
雇
用
安
定
事
業
」
の
下
に
「
又
は
同
法
第
六
十
三
条
の
規
定
に
よ

第
十
一
条
第
二
項
中
「
か
ら
第
四
号
ま
で
」
の
下
に
「
及
一

二
就
職
す
る
た
め
、
又
は
公
共
職
空

困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

三
就
職
先
の
賃
金
が
、
同
一
地
域
』

四
職
業
安
定
法
第
二
十
条
（
第
二
項

五
そ
の
他
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
主

就
職
先
の
賃
金
が
、
同
一
地
域
に

又
は
公
共
職
業

る
能
力
開
発
事
業
」
を
加
え
、
同
条
に
次
の
二
項
を
加
え
一
る
。

４
第
一
項
第
七
号
に
掲
げ
る
業
務
の
う
ち
安
定
し
た
職
業
に
就
い
て
い
る
労
働
者
に
対
し
て
行
う
職
業
訓
練
は
、
真
に
高
度
な
も
の
で
あ
っ
て
地

方
公
共
団
体
が
運
営
す
る
公
共
職
業
能
力
開
発
施
設
又
は
民
間
の
主
体
が
運
営
す
る
職
業
に
関
す
る
教
育
訓
練
施
設
に
ゆ
だ
ね
る
こ
と
が
で
き
な

い
も
の
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

第
十
一
条
を
第
十
四
条
と
す
る
。

３
機
構
は
、
第
一
項
第
七
号
に
掲
げ
る
業
務
（
こ
れ
に
附
帯
す
る
業
務
を
含
む
。
）
の
遂
行
に
支
障
の
な
い
範
囲
内
で
、
国
、
地
方
公
共
団
体
又

は
特
別
の
法
律
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
で
そ
の
業
務
が
国
の
事
務
と
密
接
な
関
連
を
有
す
る
も
の
の
委
託
を
受
け
て
、
同
号
に
規
定
す
る
施
設

心
Ｄ
・
Ｆ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
■
』
卜
ｂ
Ｐ
ｂ

Ｄ

（
同
号
に
規
定
す

（
給
付
制
限
）

る
と
き
。

る
宿
泊
施
設
を
除
く
。
）
を
利
用
し
て
、
公
共
職
業
能
力
開
発
施
設
の
行
う
職
業
訓
練
に
準
ず
る
訓
練
の
実
施
そ
の
他
労
働
者

の
福
祉
を
増
進
す
る
た
め
必
要
な
業
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

お
け
る
同
種
の
業
務
及
び
同
程
度
の
技
能
に
係
る
一
般
の
賃
金
水
準
に
比
べ
て
、
不
当
に
低
い
と
き
。

職
業
安
定
法
第
二
十
条
（
第
二
項
た
だ
し
書
を
除
く
。
）
の
規
定
に
該
当
す
る
事
業
所
に
紹
介
さ
れ
た
と
き
。

そ
の
他
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
き
。
訓
練
等
を
受
け
る
た
め
、
現
在
の
住
所
又
は
居
所
を
変
更
す
る
こ
と
を
要
す
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
変
更
が

六
頁



夕

（
給
付
制
限
）

第
三
十
四
条
狸
偽

【
第
Ｄ
１
５
条
関
係
】

・
不
正
受
給
の
場
合
に
給
付
制
限
を
行
っ
て
い
る
例

○
雇
用
保
険
法
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
百
十
六

（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
百
十
六

・
給
付
期
間
に
上
限
を
設
け
て
い
る
例

○
児
童
扶
養
手
当
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
三
十
八
号
）

第
十
三
条
の
二
受
給
資
格
者
（
養
育
者
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
対
す
る
手
当
は
、
支
給
開
始
月
の
初
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
又

は
手
当
の
支
給
要
件
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
日
の
属
す
る
月
の
初
日
か
ら
起
算
し
て
七
年
を
経
過
し
た
と
き
（
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
露
定
の

請
求
を
し
た
日
に
お
い
て
三
歳
未
満
の
児
童
を
監
護
す
る
受
給
資
格
者
に
あ
っ
て
は
、
当
該
児
童
が
三
歳
に
達
し
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
の
初
日
か

ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し
た
と
き
）
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
一
部
を
支
給
し
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
支
給
し
な
い
額
は
、
そ
の

経
過
し
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
に
当
該
受
給
賓
格
者
に
支
払
う
べ
き
手
当
の
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

２
（
略
）

第
五
十
六
条
の
三
（
略
）

２
受
給
資
格
者
、
特
例
受

、
前
項
第
一
号
ロ
又
は
同

（
前
項
第
一
号
イ
に
該
当

か
か
わ
ら
ず
、
就
業
促
進

３
～
５
（
略
）

者
、
特
例
受

○
雇
用
保
険
法
令

（
就
業
促
進
手
当
）

３
（
略
）

２
受
給
資
格
者
が
、
正
当
な
理
由
が
な
く
、
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
基
準
に
従
っ
て
公
共
職
業
安
定
所
が
行
う
そ
の
者
の
再
就
職
を
促
進
す
る
た
め

に
必
要
な
職
業
指
導
を
受
け
る
こ
と
を
拒
ん
だ
と
き
は
、
こ
の
拒
ん
だ
日
か
ら
起
算
し
て
一
箇
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
公
共
職
業
安
定
所
長

の
定
め
る
期
間
は
、
基
本
手
当
を
支
給
し
な
い
。

【
第
Ｄ
１
２
条
関
係
】

・
一
定
期
間
給
付
を
受
給
で
き
な
い
期
間
を
設
け
て
い
る
例

Ｕ
雇
用
保
険
法
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
百
十
六
号
）

り
そ
の
他
不
正
の
行
為
に
よ
り
求
職
者
給
付
又
は
就
職
促
進
給
付
の
支
給
を
受
け
、
又
は
受
け
上
一
う
と
し
た
者
に
は
、
こ
れ
ら
の
給
付

給
資
格
者
又
は
日
雇
受
給
資
格
者
（
第
五
十
八
条
及
び
第
五
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
「
受
給
資
格
者
等
」
と
い
う
。
）
が

号
ロ
又
は
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
安
定
し
た
職
業
に
就
い
た
日
前
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
期
間
内
の
就
職
に
つ
い
て
就
業
促
進
手
当

号
イ
に
該
当
す
る
者
に
係
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
支
給
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に

、
就
業
促
進
手
当
は
、
支
給
し
な
い
。

号）
I

七
頁

、



○
雇
用
保
険
法

（
返
還
命
令
等
）

第
十
条
の
四
偽
睦

第
十
条
の
四
偽
り

３
徴
収
法
第
二
十
六
条
及
び
第
四
十
一
条
第
二
項
の
規
定
は
晶
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
返
還
又
は
納
付
を
命
ぜ
ら
れ
た
金
額
の
納
付
を
怠
っ
た
場
合
に０

準
用
す
る
。

そ
の
他
不
正
の
行
為
に
よ
り
失
業
等
給
付
の
支
給
を
受
け
た
者
が
あ
る
場
合
に
は
、
政
府
は
、
そ
の
者
に
対
し
て
、
支
給
し
た
失
業

等
給
付
の
全
部
又
は
一
部
を
返
還
す
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
、
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
基
準
に
よ
り
、
当
該
偽
り
そ
の
他
不
正
の
行

為
に
よ
り
支
給
を
受
け
た
失
業
等
給
付
の
額
の
二
倍
に
相
当
す
る
額
以
下
の
金
額
を
納
付
す
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
事
業
主
、
職
業
紹
介
事
業
者
等
（
職
業
安
定
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
第
四
条
第
七
項
に
規
定
す
る
職
業

紹
介
事
業
者
又
は
業
と
し
て
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
職
業
指
導
（
職
業
に
就
こ
う
と
す
る
者
の
適
性
、
職
業
経
験
そ
の
他
の
実
情
に
応
じ
て
行
う
も

の
に
限
る
。
）
を
行
う
者
（
公
共
職
業
安
定
所
そ
の
他
の
職
業
安
定
機
関
を
除
く
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
指
定
教
育
訓
練
実
施
者
（
第
六
十
条

の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
教
育
訓
練
を
行
う
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
偽
り
の
届
出
、
報
告
又
は
証
明
を
し
た
た
め

そ
の
失
業
等
給
付
が
支
給
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
政
府
は
、
そ
の
事
業
主
、
職
業
紹
介
事
業
者
等
又
は
指
定
教
育
訓
練
実
施
者
に
対
し
、
そ
の

失
業
等
給
付
の
支
給
を
受
け
た
者
と
連
帯
し
て
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
失
業
等
給
付
の
返
還
又
は
納
付
を
命
ぜ
ら
れ
た
金
額
の
納
付
を
す
る
こ
と
を
命

ａ
受
給
資
格
者
が
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
基
本
手
当
を
支
給
さ
れ
な
い
こ
と
と
さ
れ
た
た
め
、
当
該
受
給
資
格
に
基
づ
き
基
本
手
当
の
支
給
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
る
日
数
の
全
部
に
つ
い
て
基
本
手
当
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
場
合
に
お
い
て
も
、
第
二
十
二
条
第
三
項
の
規
定
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
当
咳
受
給
資
格
に
基
づ
く
基
本
手
当
の
支
給
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
す
。

４
受
給
資
格
者
が
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
基
本
手
当
を
支
給
さ
れ
な
い
こ
と
と
さ
れ
た
た
め
、
同
項
に
規
定
す
る
日
以
後
当
咳
受
給
資
格
に
基
づ
き
基

本
手
当
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
日
数
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
い
て
基
本
手
当
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
鞍
く
な
っ
た
と
き
は
、
第
三
十

七
条
第
四
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
そ
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
と
さ
れ
た
日
数
分
の
基
本
手
当
の
支
給
が
あ
っ
た
も
の
と
み

２
前
項
に
規
定
す
る
者
が
同
項
に
規
定
す
る
日
以
後
新
た
に
受
給
資
格
を
取
得
し
た
場
合
に
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
新
た
に
取
得
し

・
附
帯
事
業
に
お
い
て
、
不
正
受
給
の
場
合
に
返
還
命
令
、
納
付
命
令
を
設
け
て
い
る
例

【
第
、
Ｄ
１
６
条
関
係
】

・
不
正
受
給
の
場
合
に
返
還
命
令
、
二
倍
相
当
額
の
納
些

Ｕ
雇
用
保
険
法
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
百
十
六
号
）

二
倍
相
当
額
の
納
付

ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

な
す
。

た
受
給
資
格
に
基
づ
く
基
本
手
当
を
支
給
す
る
。

の
支
給
を
受
け
、
又
は
受
け
よ
う
と
し
た
【

部
又
は
一
部
を
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

又
は
受
け
よ
う
と
し
た
日

以
後
、
基
本
手
当
を
支
給
し
な
い
。
た
だ
し
、
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
場
合
に
は
、
基
本
手
当
の
全

命
令
を
設
け
て
い
る
例

八
頁



（
返
還
等
）

第
八
条
全

第
八
条
（
略

○
賃
金
の
支
払
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律

（
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
と
の
関
係
）

第
九
条
こ
の
章
に
規
定
す
る
事
業
は
、
労

て
行
う
。

労

・
附
帯
事
業
に
お
い
て
、
報
告
徴
収
に
係
る
規
定
を
設
け
て
い
る
例

○
賃
金
の
支
払
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
一
年
法
律
第
三
十
四
号
）

）

２
．
３
（
略
）

第
九
十
六
条
国
に
よ
る
公
共
職
業
能
力
開
発
施
段
（
障
害
者
職
業
能
力
開
発
校
を
除
く
。
）
及
び
職
業
能
力
開
発
総
合
大
学
校
の
設
置
及
び
運
営
、
第
十

五
条
の
六
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
職
業
訓
練
の
実
施
、
技
能
検
定
の
実
施
に
要
す
る
経
費
の
負
担
並
び
に
第
十
五
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項

（
障
害
者
職
業
能
力
開
発
校
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
十
五
条
の
三
、
第
七
十
六
条
及
び
第
八
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
助
成
等
は
、
雇
用
保

険
法
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
百
十
六
号
）
第
六
十
三
条
に
規
定
す
る
能
力
開
発
事
業
と
し
て
行
う
。

【
第
Ｆ
１
１
条
関
係
】

・
雇
用
保
険
法
の
附
舞

○
職
業
能
力
開
発
値

雇
用
保
険
法
の
附
帯

第
八
条
偽
り
そ
の
他
不
正
の
行
為
に
よ
り
前
条
の
規
定
に
よ
る
未
払
賃
金
に
係
る
債
務
の
弁
済
を
受
け
た
者
が
あ
る
場
合
に
は
、
政
府
は
、
そ
の
者
に

対
し
、
弁
済
を
受
け
た
金
額
の
全
部
又
は
一
部
を
返
還
す
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
、
当
骸
偽
り
そ
の
他
不
正
の
行
為
に
よ
り
弁
済
を
受

け
た
金
額
に
相
当
す
る
額
以
下
の
金
額
を
納
付
す
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
事
業
主
が
偽
り
の
報
告
又
は
証
明
を
し
た
た
め
当
該
未
払
賃
金
に
係
る
債
務
が
弁
済
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
政
府

は
、
そ
の
事
業
主
に
対
し
、
当
該
未
払
賃
金
に
係
る
債
務
の
弁
済
を
受
け
た
者
と
連
帯
し
て
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
返
還
又
は
納
付
を
命
ぜ
ら
れ
た
金

額
の
納
付
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
．
４
（
略
）

○
賃
金
の
支
払
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
一
年
法
律
第
三
十
四
号
）

【
第
Ｆ
１
３
条
関
係
】

事
業
と
の
関
係
を
規
定
し
て
い
る
例

職
業
能
力
開
発
促
進
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
六
十
四
号
）

職
業
能
力
開
発
促
進
法

（
雇
用
保
険
法
と
の
関
係
）

（
返
還
等
）

働
者
災
害
補
償
保
険
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
十
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
業
と
し

（
昭
和
五
十
一
年
法
律
第
三
十
四
号
）

、

九
頁



第
叶
一
二
畷
ｉ
労
働
陛
嘩
監
督
官
は
《
』
）
の
法
律
を
施
行
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
寵
め
る
と
き
は
、
事
業
場
に
立
ち
入
り
、
関
係
者
に
質
問
し
、
又
は
帳

簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
す

・
附
帯
事
業
に
お
い
て
、
立
入
検
査
に
係
る
規
定
を
設
け
て
い
る
例

○
賃
金
の
支
払
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
一
年
法
律
第
三
十
四
号
）

２
労
働
基
準
監
督
署
長
は
、
第
七
条
の
砿
認
を
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
職
員
に
同
条
の
事
業
主
の
事
業
場
に
立
ち
入
り
、
関

係
者
に
質
問
さ
せ
、
又
は
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
の
検
査
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
前
二
項
の
場
合
に
お
い
て
、
労
働
基
準
監
督
官
及
び
前
項
の
職
員
は
、
そ
の
身
分
を
示
す
証
票
を
携
帯
し
、
関
係
者
に
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。
第
七
十
六
条
行
政
庁
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
被
保
険
者
若
し
く
は
受
給
資
格
者
、
高
年
齢
受
給
資
格
者
、
特
例
受
給
資
格
者

若
し
く
は
日
雇
受
給
資
格
者
（
以
下
「
受
給
資
格
者
等
」
と
い
う
。
）
若
し
く
は
第
六
十
条
の
二
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
（
以
下
『
教

育
訓
練
給
付
対
象
者
」
と
い
う
。
）
を
雇
用
し
、
若
し
く
は
雇
用
し
て
い
た
事
業
主
又
は
労
働
保
険
事
務
組
合
若
し
く
は
労
働
保
険
事
務
組
合
で
あ
っ

た
団
体
に
対
し
て
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
て
必
要
な
報
告
、
文
書
の
提
出
又
は
出
頭
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
行
政
庁
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
受
給
資
格
者
等
を
雇
用
し
よ
う
と
す
る
事
業
主
、
受
給
資
格
者
等
に
対
し
職
業
紹
介
若
し

く
は
職
業
指
導
を
行
う
職
業
紹
介
事
業
者
等
又
は
教
育
訓
練
給
付
対
象
者
に
対
し
第
六
十
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
教
育
訓
練
を
行
う
指
定
教
育
訓

練
実
施
者
に
対
し
て
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
て
必
要
な
報
告
又
は
文
書
の
提
出
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
．
４
（
略
）

・
雇
用
保
険
法
に
お
け
る
報
告
徴
収
に
係
る
規
定

○
雇
用
保
険
法
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
百
十
六
号
）

第
士
一
条
都
道
府
県
労
働
局
長
、
労
働
基
準
監
督
署
長
又
は
労
働
基
準
監
督
官
は
、
別
に
定
め
る
も
の
を
除
く
ほ
か
、
こ
の
法
律
を
施
行
す
る
た
め
必

要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
事
業
主
、
労
働
者
そ
の
他
の
関
係
者
に
対
し
、
必
要
な
事
項
を
報
告
さ
せ

、
又
は
出
頭
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
政
府
は
、
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
返
還
又
は
納
付
を
命
ぜ
ら
れ
た
金
額
の
返
還
又
は
納
付
に
係
る
事
務
の
実
施
に
関
し
て
必
要
な
限
度

に
お
い
て
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
一
項
の
規
定
に
咳
当
す
る
者
（
同
項
の
規
定
に
該
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
を
含
む
。
）
又

は
事
業
主
に
対
し
、
未
払
賃
金
の
額
、
賃
金
の
支
払
状
況
そ
の
他
の
事
項
に
つ
い
て
の
報
告
又
は
文
書
の
提
出
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

（

【
第
Ｆ
１
４
条
関
係
】

る
こ
と
が
で
き
る
。

（
立
入
検
査
）

（
報
告
等
）

報
告
等
）

一
○
頁



○
国
民
健
康
保
険
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）

第
七
十
二
条
の
四
国
及
び
都
道
府
県
は
、
政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
市
町
村
に
対
し
、
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
第
二
十
条
の

規
定
に
よ
る
特
定
健
康
診
査
及
び
同
法
第
二
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
特
定
保
健
指
導
（
第
八
十
二
条
第
一
項
及
び
第
八
十
六
条
に
お
い
て
「
特
定
健

康
診
査
等
」
と
い
う
。
）
に
要
す
る
費
用
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
も
の
の
三
分
の
一
に
相
当
す
る
額
を
そ
れ
ぞ
れ
負
担
す
る
。

・
附
帯
事
業
に
お
い
て
、
事
業
間
で
費
用
負
担
の
主
体
が
異
な

，
附
帯
事
業
に
お
い
て
、
そ
の
費
用
を
国
が
負
担
し
て
い
る
例

○
国
民
健
康
保
険
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
崖
第
百
九
十
二
号

・
附
帯
事
業
に
お
い
て
、
罰
則
を
設
け
て
い
る
例

○
賃
金
の
支
払
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
一
年
法
律
第
三
十
四
号
）

第
十
九
条
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

一
第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
報
告
を
し
、
又
は
文
書
を
提
出
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
記
載
を
し
た
文
書
を

第
七
十
九
条
行
政
庁
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
職
員
に
、
被
保
険
者
、
受
給
資
格
者
等
若
し
く
は
教
育
訓

練
給
付
対
象
者
を
雇
用
し
、
若
し
く
は
雇
用
し
て
い
た
事
業
主
の
事
業
所
又
は
労
働
保
険
事
務
組
合
若
し
く
は
労
働
保
険
事
務
組
合
で
あ
っ
た
団
体
の

事
務
所
に
立
ち
入
り
、
関
係
者
に
対
し
て
質
問
さ
せ
、
又
は
帳
簿
書
類
（
そ
の
作
成
又
は
保
存
に
代
え
て
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ

の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
趣
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の

を
い
う
。
）
の
作
成
又
は
保
存
が
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
電
磁
的
記
録
を
含
む
．
）
の
検
査
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
前
項
の
規
定
に
よ
り
立
入
検
査
を
す
る
職
員
は
、
そ
の
身
分
を
示
す
証
明
書
を
携
帯
し
、
関
係
者
に
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
の
横
限
は
、
犯
罪
捜
査
の
た
め
に
認
め
ら
れ
た
も
の
と
解
釈
し
て
は
な
ら
な
い
。

・
雇
用
保
険
に
お
け
る
立
入
検
査
に
係
る
規
定

○
雇
用
保
険
法
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
百

（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
百

４
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
の
権
限
は
、
犯
罪
捜
査
の
た
め
に
認
め
ら
れ
た
も
の
と
解
釈
し
て
は
な
ら
な
い
。

【
雇
用
保
険
法
及
び
労
働
保
険
の
保
険
料
の
徴
収
等
に
関
す
る
法
律
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
案
関
係
】

附
帯
事
業
に
お
い
て
、
事
業
間
で
費
用
負
担
の
主
体
が
異
な
っ
て
い
る
例

【
第
Ｈ
１
１
条
関
係
】

二
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
報
告
を
し
、
又
は
出
頭
し
な
か
っ
た
者

三
第
十
三
条
第
一
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
り
若
し
く
は
検
査
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
、
又
は
質
問
に
対
し
て
陳
述
を
せ
ず

、
若
し
く
は
虚
偽
の
陳
述
を
し
た
者

（
立
入
検
査
）

提
出
し
た
者
‐

十
六
号
）

I

一

一

頁



第
六
章
保
健
事
業

第
八
十
二
条
保
険
者
は
、
特
定
健
康
診
査
等
を
行
う
も
の
と
す
る
ほ
か
、
こ
れ
ら
の
事
業
以
外
の
事
業
で
あ
っ
て
、
健
康
教
育
、
健
康
相
談
、
健
康
診

査
そ
の
他
の
被
保
険
者
の
健
康
の
保
持
増
進
の
た
め
に
必
要
な
事
業
を
行
う
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
保
険
者
は
、
被
保
険
者
の
療
養
の
た
め
に
必
要
な
用
具
の
貸
付
け
そ
の
他
の
被
保
険
者
の
療
養
環
境
の
向
上
の
た
め
に
必
要
な
事
業
、
保
険
給
付
の

た
め
に
必
要
な
事
業
、
被
保
険
者
の
療
養
又
は
出
産
の
た
め
の
費
用
に
係
る
資
金
の
貸
付
け
そ
の
他
の
必
要
な
事
業
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

３
組
合
は
、
前
二
項
の
事
業
に
支
障
が
な
い
場
合
に
限
り
、
被
保
険
者
で
な
い
者
に
当
該
事
業
を
利
用
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
．
５
（
略

第
二
十
九
条
の
七
（
略
）

２
法
第
七
十
六
条
第
二

法
第
七
十
六
条
第
一
項

○
国
民
健
康
保
険
法
施
行
令

第
三
章
の
三
保
険
料

の
規
定
に
よ
り
市
町
村
が
徴
収
す
る
世
帯
主
に
対
す
る
保
険
料
の
賦
課
額
の
う
ち
基
礎
賦
課
額
に
つ
い
て
の
法
第
八
十

一
条
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
当
該
基
礎
賦
課
額
（
第
五
項
に
規
定
す
る
基
準
に
従
い
こ
の
項
の
規
定
に
基
づ
き
算
定
さ
れ
る
被
保
険
者
均
等
割
額
又
は
世
帯
別
平
等
割
額
を

減
額
す
る
も
の
と
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
減
額
す
る
こ
と
と
な
る
額
を
含
む
。
）
の
総
額
（
以
下
こ
の
条
及
び
附
則
第
四
条
第
二
項
第
一

号
に
お
い
て
「
基
礎
賦
課
総
額
」
と
い
う
。
）
は
、
イ
に
掲
げ
る
額
の
見
込
額
か
ら
ロ
に
掲
げ
る
額
の
見
込
額
を
控
除
し
た
額
を
基
準
と
し
て
算

号
に
お
い
て
「
基
礎
賦
函

定 （
市
町
村
の
保
険
料
の
賦
課
に
関
す
る
基
準
）

し
た
額
で
あ
る
こ
と
。

イ
当
咳
年
度
に
お
け
る
療
養
の
給
付
に
要
す
る
費
用
の
額
か
ら
当
該
給
付
に
係
る
一
部
負
担
金
に
相
当
す
る
額
を
控
除
し
た
額
、
入
院
時
食
事

療
養
費
、
入
院
時
生
活
療
養
饗
、
保
険
外
併
用
療
養
費
、
療
養
費
、
訪
問
着
瞳
療
養
費
、
特
別
療
養
費
、
移
送
費
、
高
額
療
養
費
及
び
高
額
介

護
合
算
療
養
費
の
支
給
に
要
す
る
費
用
の
額
、
前
期
高
齢
者
納
付
金
等
の
納
付
に
要
す
る
費
用
の
額
、
保
健
事
業
に
要
す
る
費
用
の
額
並
び
に

そ
の
他
の
国
民
健
康
保
険
事
業
に
要
す
る
費
用
（
国
民
健
康
保
険
の
事
務
（
前
期
高
齢
者
納
付
金
等
及
び
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
並
び
に
介
護

納
付
金
の
納
付
に
関
す
る
事
務
を
含
む
。
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
執
行
に
要
す
る
費
用
を
除
く
。
）
の
額
の
合
算
額
（
前
期
高
齢
者
交
付
金

納
付
金
の
納
付
に
関
す
る
事
務
を
含
む
。
一

ロ
当
骸
年
度
に
お
け
る
法
第
七
十
条
の
規
定
に
よ
る
負
担
金
（
後
期
高
齢
者
支
援
金
及
び
介
護
納
付
金
の
納
付
に
要
す
る
費
用
に
係
る
も
の

を
除
く
。
）
、
法
第
七
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
調
整
交
付
金
（
後
期
高
齢
者
支
援
金
及
び
介
護
納
付
金
の
納
付
に
要
す
る
費
用
に
係
る
も
の

を
除
く
。
）
、
法
第
七
十
二
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
都
道
府
県
調
整
交
付
金
（
後
期
高
齢
者
支
援
金
及
び
介
護
納
付
金
の
納
付
に
要
す
る
費

用
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
、
法
第
七
十
二
条
の
四
の
規
定
に
よ
る
負
担
金
、
法
第
七
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
補
助
金
、
法
第
七
十
五
条

の
規
定
に
よ
る
補
助
金
（
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
及
び
介
護
納
付
金
の
納
付
に
要
す
る
費
用
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び
貸
付
金
（
後
期
高

が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
を
控
除
し
た
額
）

’

’

（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
三
百
六
十
二
号
）

一

二

頁



第
百
十
五
条
の
四
十
四
市
町
村
は
、
被
保
険
者
が
要
介
護
状
態
等
と
な
る
こ
と
を
予
防
す
る
と
と
も
に
、
要
介
護
状
態
等
と
な
っ
た
場
合
に
お
い
て
も

、
可
能
な
限
り
、
地
域
に
お
い
て
自
立
し
た
日
常
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
支
援
す
る
た
め
、
地
域
支
援
事
業
と
し
て
、
次
に
掲
げ
る
事
業
を

○
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）

第
六
章
地
域
支
援
事
業
等

介
護
保
険
法
今

第
六
章
地
李

四
被
保
険
者
に
対
す
る
虐
待
の
防
止
及
び
そ
の
早
期
発
見
の
た
め
の
事
業
そ
の
他
の
被
保
険
者
の
権
利
擁
護
の
た
め
必
要
な
援
助
を
行
う
事
業

五
保
健
医
療
及
び
福
祉
に
関
す
る
専
門
的
知
織
を
有
す
る
者
に
よ
る
被
保
険
者
の
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
及
び
施
設
サ
ー
ビ
ス
計
画
の
検
証
、
そ
の
心

身
の
状
況
、
介
護
給
付
等
対
象
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
状
況
そ
の
他
の
状
況
に
関
す
る
定
期
的
な
協
磯
そ
の
他
の
取
組
を
通
じ
、
当
該
被
保
険
者
が
地
域

に
お
い
て
自
立
し
た
日
常
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
包
括
的
か
つ
継
続
的
な
支
援
を
行
う
事
業

２
市
町
村
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
業
の
ほ
か
、
地
域
支
援
事
業
と
し
て
、
次
に
掲
げ
る
事
業
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

、
附
帯
事
業
に
お
い
て
、
事
業
間
で
喪
用
負
担
の

・
附
帯
事
業
に
お
い
て
、
事
業
間
で
費
用
を
負
担

・
附
帯
事
業
に
お
い
て
、
そ
の
費
用
を
国
が
負
担

・
附
携
事
業
が
複
数
の
条
で
規
定
さ
れ
て
い
る
例

事
業
間
で
喪
用
負
担
の

行
う
も
の
と
す
る
。

一
被
保
険
者
（
第
一
号
被
保
険
者
に
限
る
。
）
の
要
介
護
状
態
等
と
な
る
こ
と
の
予
防
又
は
要
介
護
状
態
等
の
軽
減
若
し
く
は
悪
化
の
防
止
の
た
め

必
要
な
事
業
（
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
及
び
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
除
く
。
）

二
被
保
険
者
が
要
介
護
状
態
等
と
な
る
こ
と
を
予
防
す
る
た
め
、
そ
の
心
身
の
状
況
、
そ
の
置
か
れ
て
い
る
環
境
そ
の
他
の
状
況
に
応
じ
て
、
そ
の

選
択
に
基
づ
き
、
前
号
に
掲
げ
る
事
業
そ
の
他
の
適
切
な
事
業
が
包
括
的
か
つ
効
率
的
に
提
供
さ
れ
る
よ
う
必
要
な
援
助
を
行
う
事
業

三
被
保
険
者
の
心
身
の
状
況
、
そ
の
居
宅
に
お
け
る
生
活
の
実
態
そ
の
他
の
必
要
な
実
情
の
把
握
、
保
健
医
療
、
公
衆
衛
生
、
社
会
福
祉
そ
の
他
の

関
連
施
策
に
関
す
る
総
合
的
な
情
報
の
提
供
、
関
係
機
関
と
の
連
絡
調
整
そ
の
他
の
被
保
険
者
の
保
健
医
療
の
向
上
及
び
福
祉
の
増
進
を
図
る
た
め

一
介
護
給
付
等
に
要
す
る
費
用
の
適
正
化
の
た
め
の
事
業

二
介
護
方
法
の
指
導
そ
の
他
の
要
介
護
被
保
険
者
を
現
に

介
護
方
法
の
指
導
そ
の
他
の
要
介
護
被
保
険
者
を
現
に

二
～
十
（
略
）

３
～
５
（
略
）

（
地
域
支
援
事
業
）

の
総
合
的
な
支
援
を
行
う
事
業

介
護
す
る
者
の
支
援
の
た
め
必
要
な
事
業

齢
者
支
援
金
等
及
び
介
護
納
付
金
の
納
付
に
要
す
る
費
用
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
そ
の
他
国
民
健
康
保
険
事
業
に
要
す
る
費
用
（
国
民
健
康

保
険
の
事
務
の
執
行
に
要
す
る
費
用
並
び
に
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
及
び
介
護
納
付
金
の
納
付
に
要
す
る
費
用
を
除
く
。
）
の
た
め
の
収
入
（

法
第
七
十
二
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
繰
入
金
を
除
く
。
）
の
額
の
合
算
額

主
体
が
異
な
っ
て
い
る
例

事
業
間
で
費
用
を
負
担
す
る
主
体
の
負
担
比
率
が
異
な
っ
て
い
る
例

そ
の
費
用
を
国
が
負
担
し
て
い
る
例

〃

＃

一

一

一

一

頁



（
市
町
村
の
一
般
会
計
に
お
け
る
負
担
）

第
百
二
十
四
条
（
略
）

32‘

布へ
IT略
ユー

村町市

（
都
道
府
県
の
負
担
等
）

第
百
二
十
三
条
（
略
）

４
市
町
村
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
一
般
会
計
に
お
い
て
、
包
括
的
支
援
事
業
等
支
援
額
の
百
分
の
二
十
五
に
相
当
す
る
額
を
負
担

す
る
。

４
都
道
府
県
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
市
町
村
に
対
し
、
包
括
的
支
援
事
業
等
支
援
額
の
百
分
の
二
十
五
に
相
当
す
る
額
を
交
付
す
る
。

第
百
二
十
二
条
の
二
国
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
市
町
村
に
対
し
、
地
域
支
援
事
業
（
第
百
十
五
条
の
四
十
四
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
．

事
業
に
限
る
。
以
下
「
介
護
予
防
事
業
」
と
い
う
。
）
に
要
す
る
．
費
用
の
額
の
百
分
の
二
十
五
に
相
当
す
る
額
を
交
付
す
る
。

２
国
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
市
町
村
に
対
し
、
地
域
支
援
事
業
（
介
護
予
防
事
業
を
除
く
。
）
に
要
す
る
費
用
の
額
に
、
第
百
二
十
五

条
第
一
項
の
第
二
号
被
保
険
者
負
担
率
に
百
分
の
五
十
を
加
え
た
率
を
乗
じ
て
得
た
額
（
以
下
「
包
括
的
支
援
事
業
等
支
援
額
」
と
い
う
。
）
の
百
分

の
五
十
に
相
当
す
る
額
を
交
付
す
る
。

２
（
略
）

３
都
道
一

付
す
る
。

都
道
府

（
保
健
福
祉
事
業
）

第
百
十
五
条
の
四
十
七
市
町
村
は
、
地
域
支
援
事
業
の
ほ
か
、
要
介
謹
被
保
険
者
を
現
に
介
馥
す
る
者
の
支
援
の
た
め
に
必
要
な
事
業
、
被
保
険
者
が

要
介
護
状
態
等
と
な
る
こ
と
を
予
防
す
る
た
め
に
必
要
な
事
業
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
及
び
指
定
居
宅
介
護
支
援
の
事
業
並
び
に
介
護
保
険
施
設
の
運

営
そ
の
他
の
保
険
給
付
の
た
め
に
必
要
な
事
業
、
被
保
険
者
が
利
用
す
る
介
護
給
付
等
対
象
サ
ー
ビ
ス
の
た
め
の
賢
用
に
係
る
資
金
の
貸
付
け
そ
の
他

の
必
要
な
事
業
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

三
そ
の
他
介
謹
保
険
事
業
の
運
営
の
安
定
化
及
び
被
保
険
者
の
地
域
に
お
け
る
自
立
し
た
日
常
生
活
の
支
援
の
た
め
必
要
な
事
業

３
～
６
（
略
）

額
を
負
担
す
る
。

は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
一
般
会
計
に
お
い
て
、
介
護
予
防
事
業
に
要
す
る
費
用
の
額
の
百
分
の
十
二
・
五
に
相
当
す
る

県
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
市
町
村
に
対
し
、
介
謹
予
防
事
業
に
要
す
る
費
用
の
額
の
百
分
の
十
二
・
五
に
相
当
す
る
額
を
交

一
四
頁



●

（
保
険
料
率
の
算
定
に
関
す
る
基
準
）

第
三
十
八
条
（
略
）

４
～
７
（
略
）

２
（
略
）

３
油
一
二
前
二
項

○
介
護
保
険
法
施
行
令

第
六
章
保
険
料

の
保
険
料
収
納
必
要
額
（
以
下
「
保
険
料
収
納
必
要
額
」
と
い
う
。
）
は
、
計
画
期
間
に
お
け
る
各
年
度
の
第
一
号
に
掲
げ
る
額
の
合
算

額
の
見
込
額
か
ら
第
二
号
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額
の
見
込
額
を
控
除
し
て
得
た
額
の
合
算
額
と
す
る
。

一
介
護
給
付
及
び
予
防
給
付
に
要
す
る
費
用
の
額
、
市
町
村
特
別
給
付
に
要
す
る
費
用
の
額
、
地
域
支
援
事
業
に
要
す
る
費
用
の
額
、
保
健
福
祉

事
業
に
要
す
る
費
用
の
額
、
財
政
安
定
化
基
金
拠
出
金
一
の
納
付
に
要
す
る
費
用
の
額
、
法
第
百
四
十
七
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
基
金
事
業

借
入
金
の
償
還
に
要
す
る
費
用
の
額
並
び
に
そ
の
他
の
介
護
保
険
事
業
に
要
す
る
費
用
（
介
護
保
険
の
事
務
の
執
行
に
要
す
る
費
用
を
除
く
。
）

の
額
の
合

二
法
第
百
二
十
一
条
、
第
百
二
十
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
百
二
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
負
担
金
、
法
第
百
二
十
二
条
の
規
定
に
よ

る
調
整
交
付
金
、
法
第
百
二
十
二
条
の
二
並
び
に
法
第
百
二
十
三
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
交
付
金
、
法
第
亘
一
十
五
条
の
規
定
に

よ
る
介
護
給
付
費
交
付
金
、
法
第
百
二
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
地
域
支
援
事
業
支
援
交
付
金
、
法
第
百
二
十
七
条
及
び
第
百
二
十
八
条
の
規
定
に

よ
る
補
助
金
そ
の
他
介
護
保
険
事
業
に
要
す
る
費
用
の
た
め
の
収
入
（
介
護
保
険
の
事
務
の
執
行
に
要
す
る
餐
用
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
額

の
合
算
額

算
額

（
平
成
十
年
政
令
第
四
百
十
二
号
）

0

一
五
頁
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雇用保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律案（仮称）

の概要

依然として厳しい雇用失業情勢の下において､失業者の就職の促進等を図るために必

要な支援を適切に実施するため、失業等給付の見直し、新たな附帯事業の創設を図ると

ともに､失業等給付に係る保険料率の引下げ等の改正を行う。

1．骨子

(1)雇用保険法の一部改正

①失業等給付の充実・見直し

失業等給付の基本手当の算定基礎となる「賃金日額」について、直近の賃金分布

等をもとにその下限額等の引上げ等を図る。

就業促進給付については、 「再就職手当」の、支給残日数に係る要件のうち、支

給残日数45日以上との要件を恒久的に廃止するとともに､支給額の引上げを図る。
加えて、 「常用就職支度手当｣について、支給額を引き上げている暫定措霞の恒久
化を図る。

②雇用保険の国庫負担に関する暫定措置の廃止時期の見直し(P)
雇用保険の国庫負担については、引き続き検討を行い、できるだけ速やかに、安
定した財源を確保した上で国庫負担に関する暫定措置を廃止するものとする。

③新たな附帯事業の創設

求職者に対し、直接給付による訓練期間中の生活支援等を行うこととするため、

附帯事業として｢求職活動支援事業（仮称)」を創設することとし、給付に要する
費用は国1/2，労使l/4ずつ(P)負担することとする。

当該事業の創設にあわせて、 目的規定の改正を行う。

(2) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正

失業等給付に係る保険料率を、雇用保険の財政状況等を勘案し2/1000(P)引き下

げる。

I

2．留意事項

(1) 施行期日

平成23年8月1日(ただし、 1(1)②については、公布の日、 I (I)③については

平成23年10月1日、 1(2)については平成24年4月1日）

(2) 予算関連法案である。

失業等給付について、賃金日額の下限額等の引き上げや就業促進給付の充実・見直

しを講ずるものであり、本法案が成立しなければ平成23年度予算額の変更を生じる

こととなるため、本法律案は予算関連法案である。

(3) 労働政策審議会において、平成23年1月に諮問・答申予定。

(4) 閣議決定希望日平成23年2月上旬
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職業訓練等の実施による対象求職者の就職の支援に関する法律案（仮称）の概要

雇用保険の失業等給付を受給できない求職者に対し、その就職の促進のために必要な職
業能力を高めるための訓練を受講する機会を確保するとともに、一定の要件を満たす場合
には訓練期間中の生活を支援するための給付を支給し、あわせて、公共職業安定所等にお
いてきめ細やかな就職支援を行うことにより、失業等給付を受給できない求職者の早期の
就職を促進する制度を創設する。

1 骨子
(1)法律の目的．

雇用保険の失業等給付を受給できない求職者に対し、必要な職業訓練の機会を確保す
るための施策.を講ずるとともに、必要に応じて職業訓練を受ける間の生活を支援するた
めの給付を支給すること等により、対象求職者の就職の促進を図ることを目的とする。

(2)求職者の就職に必要な知識又は技能を習得させるための訓練の認定
厚生労働大臣は、雇用保険の失業等給付を受給できない者であって、労働の意思及び
能力を有している等の要件に該当する者（以下「対象求職者」 という。）の就職に必要
な知識又は技能を習得させるための訓練を認定することができることとし、その認定に
関する業務等は独立行政法人高齢・障害も求職者雇用支援機構に行わせるものとする。

（3）求職者訓練受講支援給付（仮称）の支給等
・ 求職者訓練受識支援給付は、対象求職者が公共職業安定所長が指示した(2)の訓練（以
下「認定求職者支援訓練」 （仮称)という。）及び公共職業訓練等（以下「求職者支援訓
練」 （仮榊という。）を受講した場合に、当該訓練を受講する期間について支給する求
職者訓練受講支援手当（仮称）及び通所手当（仮称）とする。

・ 求職者訓練受講支援手当は､ 730日分を限度に支給することとし、過去6年間に、
別の求職者支援訓練において給付を受けたことがある場合には支給しない。

・ 不正受給を行った者について、以後、その訓練期間中の求職者訓練受講支援給付の支
給は行わないこととし、給付額の返還及び当該額の2倍に相当する額以下の納付金の納
付を命ずることができることとする。

（4）求職者支援訓練を受講する者の就職の支援

・ 公共職業安定所長は、求職者支援訓練の受講者に対し、公共職業安定所に出頭すべき
日等を記載した就職支援計画（仮称）を作成するものとすることとし、対象求職者は、
正当な理由がない限り、公共職業安定所長が行う支援を拒否してはならないものとする。

（5） その他

・ 求職者支援訓練を実施する者への立入検査、求職者支援訓練実施者及び求職者支援訓
練受講者への報告を命ずる権限、求職者訓練受講支援給付の差押え・公課等の禁止、給
付を受ける権利等の時効、罰則等を規定することとする。

・ 認定求職者支援訓練に係る経費負担及び求職者訓練受講支援給付の支給については、
雇用保険法に創設する「求職活動支援事業（仮称)」 として位瞳づけることとする。

2 留意事項
(I) 施行期日 平成29年10月1日
（2） 予算関連法案である。
(3) 労働政策審議会において､年内を目途に取りまとめj、 1月下旬に諮問・答申予定。
(4) 閣議決定予定日 平成23年2月上旬

』
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雇用保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律案（仮称）
の概要

舎蕊皇美襄鯛職謹騨畠聴麗菫震菫鑿謹言震鱗欝議
険会…鋳恭剣袋帰ﾐｰ失業等給付の見直し､新たな附帯事業の創設を図るとともに、
尖莱等給付に係る保険料率の引下I王等の改正を行う。

1．骨子

(1) 雇用保険法の一部改正

①失業等給付の充実・見直し

失業標給付の基本手当の算定基礎となる「賃金日額」について柱、直近の賃金分
布等をもとに髄杉義圏冒戦＝その下限額等の引き上げ等を図る．

就業促進給付については、 「再就職手当」の、支給残日数に係る実給委f堰f塑
且墜竺支給残日数45日以上との要件を恒久的に廃止するとともに、給絆奉室紺謂
の引上げを図る。加えて、 「常用就職支度手当jについて、給件筆支給額を引き上

げている暫定措置の恒久化を図る

②雇用保険の国庫負担蝋§鯛
雇用保険の国庫負担については

引き縦き検討を行い、できるだけ

■

Iこ闇する翻定描溌の廃止時蛎の見面し(P)
､竿罐謎年塞奉経検諦宗=平鱗鍔巽竿鍔曼翁寺会毒＝
速やかに、安定した財源を確保した上で国庫負担マーｰー一幸＝－－－

に関する暫定措置を廃止するもの詫詫雫#拳毛詩巷踏銭〒鞭緋饗獄接雷
令鈴とする。
③新たな附帯事業の創設

求職者に対し

附帯事業として

、直接給付による訓練期間中

薪浩繧「求職活動支援事業
の生活支援等を行うこととするため、

(仮称)」を創設することとし､鈴付に
要する費用は園I/_基労使I/4ずつ(P)負担することとする。

※当該事業の創設にあわぜて③接隅雪､、 目的規定の改正を行動鱒鶴烏巷挨胃紳も
(2) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正

失業等給付に係る濯帰傑険挫率を、雇用保険の財政状況等を勘案し2_ど｣凶“且引
き下げる。

2．留意事項

(1)施行期日

平成23年8月1日(ただし、 1(1)②については、公布の日、1(1)③については
平成23年10月1日、 1(2)については平成24年4月1日）

(2)予算関連法案である．
失業等給付について、賃金日額の下限額等の引き上げや就業促進給付の充実・見直
しを講ずるものであり、本法案が成立しなければ平成23年度予算額の変更を生じる

こととなるため、本法律案は＝予算関連法案である。
(3)労働政策審議会において、平成23年1月に諮問・答申予定。
（4） 閣議決定希望日平成23年2月上旬

●
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1

職業訓練等の実施による対象求職者の就職の支援に関する法律案（仮称）の概要

雇用保険吻失業郡綿廿を受給できない求職者に対し、その就職の促進のために必要な職
業能力を高めるための訓練を受講する機会を確保するとともに、一定の要件を満たす場合
には訓練期間中の生活を支援するための給付を支
おいてきめ細やかな就職支援を行うことにより、
者の早期の就職を促進する制度を創設する。

給'し、塑ｵ2併せて、
失案等翰倣濯鍔探険

公共職業安定所等に
を受給できない求職

1 骨子
(1)法律の目的

＝雇用保険の失業等給付を受給できない求職者に対し、必要な職業訓練の機会を確保す
るための施策を講ずるとともに、必要に応じて職業訓練を受ける間の生活を支援するた
めの給付を支給すること等により、対象求職者の就職の促進を図ることを目的とする。

(2)求蝋者の就職に必要な知識又は技能を習獅"させるための釧櫟の認定求職糠…割磯

業務等は独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に行わせるものとする。

）粂締芙援給潟=f擬蒋学=求臓者訓練受撫翼拠結付く仮称> "(3

斗墓塗釧避壁塾支援給付尋蕃猿、
皇国割増雑考案鰐当*拝対象求職者が公
の訓練（以下「認定求職者支援訓練」

対象求職者が§公共職業安定所長が
東」 （仮称）という。）

指示した帯識§
及び公共職業訓練等
…報朧諦糠霊訓練(2)

(以下「求
職者支援訓練」 （仮称） という。）を受講した場合に、当該訓練を受講する期間について

（仮称) 』
730日
一

ちぞ＝過
において給付を受けたことがある場合には支給しない。

不正受給を行った者について、以後､その訓練期間中の求臓者訓錬受鰕支掻給付鰹

繍薫蕊ご誌髻鑿趣評襄還及び当該額の2倍に相当する鯉L:胆納付金の

學)幾嘉篝響臺響輪鑿鰯締臺講者に対し､公共職業安定所に出頭すべき
日等を記載した就職支援計両（仮称）を作成する』ものとす重逹二主二が蒋寄こととし、対
象求職者は、正当な理由がない限り、公共職業安定所長が行う支援を拒否してはならな
いものとする。

(5) その他

､練蕊喜実劉鑿壽季鶏蘆睾溌繍麦蓋婆墓蕊蕊壽蕊騨差鑿誘琴蟄

》
○るすとと

》
）るす定規を等１

び
捕

跳
》
鍛

鵬
経
創

》
》
》

け
訓
用

椴
縦
侭

付
援
は

給
支
て

、
者
い

止
職
つ

禁
求
に

の
定
給

等
認
支

課
の 保険法に劃_謹薪詮する「求職活動支援事業~(仮称)」 として位
置づけることとする。

2留意事項
(1) 施行期日平成23年10月1日
（2） 予算関連法案である。
（3） 労働政策審議会において、年内を目途に取りまとめ、 1月下旬に諮問
（4） 閣議決定予定日平成23年2月上旬

答'側予定‘
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求職活動支援事業の創設に伴う雇用保険法の目的規定の改正について

○今回創設する求職活動支援事業は、雇用保険法に以下のように規定する予定であると

ころ。 ，

（求職活動支援事業）

第六十一条の八政府は、被保険者であった者及び被保険者になろうとする者に関し、

就職に必要な職業に関する教育訓練の機会を確保し、その受講を容易にすることを通

じ、もって、その就職を促進するため、次の事業を行うことができる。

○現行の雇用保険法の目的規定は、以下のとおり、 「あわせて」の前までで、失業等給付

について規定し、それ以降で附帯事業について規定している。
●

（目的）

第一条雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難とな

る事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を

受けた場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとと

もに､求職活動を容易にする等その就職を促進し､あわせて､労働者哩鑿空室藍

菱奎毫繍善鰯麓鰯蹴欝
狸重竺迦腿

求職活動支援事業は、雇用保険の「附帯事業」として新たに創設するものであること

から、現行の目的規定のうち附帯事業について規定した『失業の予防、雇用状態の是正

及び雇用機会の増大を図ること｣、 「労働者の能力開発及び向上を図ること」 「その他労働

者の福祉の増進を図ること」のいずれかで読むことができるか検討する必要があるが、

○

、

対して就職を促進する」い

と

※平成19年改正で雇用福祉事業を廃止した際に、 目的規定の末尾の「その他労働者

の福祉の増進を図る」を削るかについて検討を行ったが、労働者の福祉の増進は雇用

安定事業及び能力開発事業の両事業にも共通するものであることから現行どおりとし

ている。

Oこのため、今回求職活動支援事業の創設に伴い、雇用保険法の目的規定の改正を行う
ことが必要と考える。

1
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訓練の名称について

○職業能力開発促進法（昭和44年法律第64号）においては、一定の基準を満たす職業

訓練及び実施計画に係る職業訓練について、それぞれ「認定職業訓練」及び「認定実習

併用職業訓練」といった名称が規定されているところ。

○上記の例にならい、求職者支援法（仮称）においては、厚生労働大臣が、対象求職者

の基礎的な職業能力の開発及び向上を図るために必要な知識又は技能を習得させるため

の職業訓練であって、厚生労働大臣が定める基準に適合するものであることの認定を受

けたものを、 「認定求職者支援訓練」と規定することとする。

【参考】

○職業能力開発促進法（昭和44年法律第64号） （抄）

（都道府県知事による職業訓練の認定）

第二十四条 （略）

2 （略）

3都道府県知事は、第一項の認定に係る職業訓練（以下．｢認定職業訓練｣‐という。 ）が第十九

条第一項の厚生労働省令で定める基準に適合しなくなったと認めるとき､又は事業主等が当該

認定職業訓練を行わなくなったとき､若しくは当該認定職業訓練を的確に実施することができ

る能力を有しなくなったと認めるときは、当咳認定を取り消すことができる。

4 （略）

（表示等）

第二十六条の五認定事業主は、認定実施計画に係る実習併用職業訓練（以下「認定実習併用職

業訓練｣という。）を実施するときは、労働者の募集の広告その他の厚生労働省令で定めるも

の（次項において「広告等」という。 ）に、厚生労働省令で定めるところにより、当該認定実

習併用職業訓練が実施計画の認定を受けている旨の表示を付することができる。

2 （略） （

○林業労働力の確保の促進に関する法律（平成8年法律第45号）

（計画の変更等）

第六条 （略）

2都道府県知事は､前条第一項の認定を受けた者が当該認定に係る計画(前項の規定による変

更の認定があったときは、その変更後のもの。以頂｢開定計画」という。 ）に従って改善措置

を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

3 （略）

○介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律（平成4年法律第63号）

（改善計画の変更等）

第九条 （略）

2都道府県知事は、認定事業主が前条第一項の認定に係る改善計画(前項の規定による変更の

認定があったときは、その変更後のもの。以下も_｢認定計画Lという。 ）に従って改善措麗を講

2



じていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

3 （略）

○建設労働者の雇用の改善等に関する法律（昭和51年法律第33号）

（実施計画の変更等）

第十四条 （略）

2 （略）

3厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、第十二条第一項の認定を取り消す

ことができる。

二 （略〉

三第十二条第一項の認定に係る実施計画(第一項の規定による認定又は前項の規定による届

出に係る変更があったときは、その変更後のもの。以下｢認定計画｣_という。 ）が同条第三
項各号に掲げる要件に適合しなくなったと認めるとき。

（略）

(略）

四

4

3



訓練の認定に関する規定について

○法律上、認定に関する規定例としては、

① （申請内容が一定の基準等に適合すると認める場合に）「認定（を）することができ

る」 とする例

② （申請内容が一定の基準等に適合すると認める場合に） 「認定をするものとする」と

する例

③ （申請内容が） 「基準に適合していると認めるときでなければ、その認定をしてはな

らない」とする例

が、それぞれ存在するところ、職業訓練に関する立法例としては、職業能力開発促進法

（昭和44年法律第64号)における認定職業訓練及び認定実習併用職業訓練の例があり､

いずれも上記①の方式が採られている。

O職業能力開発促進法の例にならい、求職者支援法（仮称）においては、厚生労働大臣

が、対象求職者の基礎的な職業能力の開発及び向上を図るために必要な知識又は技能を

習得させるための職業訓練について、厚生労働省令で定める基準に適合するものである

ことの認定をすることができる旨を規定することとする．

【参考】職業能力開発促進法（昭和44年法律第64号） （抄）

（都道府県知事による職業訓練の認定）

第二十四条都道府県知事は､察業主等の申請に基づき､当該事業主等の行う職業訓練について、

第十九条第一項の厚生労働省令で定める基準に適合するものであることの認定をすることが

‘ できる里ただし、当該事業主等が当該職業訓練を的確に実施することができる能力を有しない
と認めるときは、この限りでない．

2 （略）

3都道府県知事は､第-項の認定に係る職業訓練(以下｢認定職業訓練｣という。 ）が第十九
条第一項の厚生労働省令で定める基準に適合しなくなったと認めるとき､又は事業主等が当該

認定職業訓練を行わなくなったとき､若しくは当該認定職業訓練を的確に実施することができ

る能力を有しなくなったと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。

4 （略）

（実施計画の認定）

第二十六条の三実習併用職業訓練を実施しようとする事業主は､厚生労働省令で定めるところ

により、実習併用職業訓練の実施計画(以下この節において「実施計画」という。）を作成し、

厚生労働大臣の認定を申請することができる。

2 （略）

3厚生労働大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その実施計画が青少年の実践

的な職業能力の開発及び向上を図るために効果的な実習併用職業訓練に関する基準として厚

生労働省令で定める基準に適合すると認めるときは、その認定をすることができる

4



求職者支援制度における給付の名称について

○求職者支援制度における給付の名称については、

①求職者が訓練を受講できるよう訓練期間中の生活を支援するための給付であること

②求職者個人に対する給付であること

を明らかにしたものとすることが適当である。

○このため、訓練期間中の生活の支援の目的が訓練受講のためであることを捉え、これ

を「訓練を受講するための支援」とし、 「求職者が訓練を受講することを支援するための
’

ツ11練受給付」という観点から、給付の名称を「求職 」 （仮称)とする。

1瓢か卸が、
援手当（仮称)及び｢通○併せて､求職者訓練受講支援給付の種類は、「求職者訓練受講支援手当

所手当j (仮称）とする。

【「・ ・ ・が～することを支援するための給付」との構成となっている名称の例】

○母子及び寡婦福祉法（昭和三十九年法律第百二十九号）

（母子家庭自立支援給付金）

第三十一条都道府県等は、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの雇用の安

定及び就職の促進を図るため、政令で定めるところにより、配偶者のない女子で現に児

童を扶養しているもの又は事業主に対し、次に掲げる給付金（以下｢母子家庭自立支援

給付金」 という｡）を支給することができる。

一～三 （略）

、

●

●

「

5



●

給付を支給しない期間を6年としている理由について

○就職促進という本制度の趣旨を踏まえれば、際限なく訓練を受講でき、又は給付を受

給することができることとすることは、早期就職意欲の喚起を阻害するおそれがあるこ

とから適当でない一方、本制度の給付を受ける必要性は繰り返し生じ得るため、一定期

間経過後には再度受給することができるような仕組みとすることが必要である。

○このため、求職者訓練受講支援手当（仮称）については、支給認定しようとする支給

単位期間（原則として、訓練開始日からその翌月の応当日までの1月）の初日からさか

のぼって6年以内に、求職者訓練受講支援手当の支給を受けた別の求職者支援訓練に係

る最初の支給単位期間の初日がある場合は、原則として求職者支援手当は支給しないこ

ととしている。

○ここで、 「6年」としているのは、パートタイム労働者の

踏まえれば、受給開始後すぐに就職した者であっても6年

、耽業期間C

f詩墾尚蠅鐸モ ン

I

まえたものである。

&ﾐﾇ'・柚

人

１
１

鱒 〃

6



0

就職支援計画（仮称）について
』

○今般創設する求職者支援制度において､公共職業安定所長が､認定求職者支援訓練(仮

称）及び公共職業訓練等（以下「求職者支援訓練」（仮称）という｡）の受講を指示しよ

うとする対象求職者に対して作成する就職支援計画は、受講を指示しようとする場合に
’

のである。は必ず

､求職者支援法(仮称）においては､公共職業安定所長は、

:しようとする者に対し、就職支援計画（仮称）を作成する

○この 判伽l弩

求職者支援訓練の受講を指示しようとする者に対し、
D

ものとする旨の規定を設けることとする。

○高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（昭和四十六年法律第六十八号）

（計画の作成）

第二十三条厚生労働大臣は、手帳の発給を受けた者の就職を容易にするため、次の各号
の計画を作成 るものとするに掲げる措置が効果的に関連して実施されるため

一職業指導及び職業紹介

二公共職業能力開発施設の行う職業訓練（職業能力開発総合大学校の行うものを含

む｡）

三国又は地方公共団体が実施する訓練（前号に掲げるものを除く｡）であって、失業者

に作業環境に適応することを容易にさせ、又は就職に必要な知織及び技能を習得させ

るために行われるもの（国又は地方公共団体の委託を受けたものが行うものを含む｡）

四前三号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定めるもの

7
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求
職
者
支
援
法
（
仮
称
）
案

『

I

開

例

集

一

頁



‐

第
二
十
四
条
都
道
府
県
知
事
は
、
事
業
主
等
の
申
請
に
基
づ
き
、
当
該
事
業
主
等
の
行
う
職
業
訓
練
に
つ
い
て
、
第
十
九
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令

で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
の
認
定
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
事
業
主
等
が
当
咳
職
業
訓
練
を
的
確
に
実
施
す
る
こ

と
が
で
き
る
能
力
を
有
し
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

．
「
認
定
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
の
用
例

○
職
業
能
力
開
発
促
進
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
六
十
四
号
）

．
『
～
の
支
援
に
関
す
る
法
律
」
の
例

○
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
の
支
給
等
に
よ
る
犯
罪
被
害
者
等
刎
制
劃
矧
制
馴
詞
副
濁
鋼
（
一
昭
和
五
十
五
年
法
律
第
三
十
六
号
）

．
「
就
職
」
の
例

○
経
済
社
会
の

．
「
～
の
実
施
に
よ
る
』
の
例

○
地
域
伝
統
芸
能
等
を
活
用
し
た
行
事
の
実
施
に
よ
る
観
光
及
び
特
定
地
域
商
工
業
の
振
興
に
関
す
る
法
律
（
平
成
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）

（
実
施
計
画
の
認
定
）

第
二
十
六
条
の
三
実
習
併
用
職
業
訓
練
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
事
業
主
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
実
習
併
用
職
業
訓
練
の
実
施

計
画
（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
実
施
計
画
」
と
い
う
。
）
を
作
成
し
、
厚
生
労
働
大
臣
の
認
定
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

計
画
希

32

３

２
（
略
）

３
稟
主
唾
厚
生
労

都
道
府
県
知
事
は
、
第
一
項
の
認
定
に
係
る
職
業
訓
練
（
以
下
「
認
定
職
業
訓
練
」
と
い
う
。
ゞ
）
が
第
十
九
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

基
準
に
適
合
し
な
く
な
つ
た
と
認
め
る
と
き
、
又
は
事
業
主
等
が
当
該
認
定
職
業
訓
練
を
行
わ
な
く
な
っ
た
と
き
、
若
し
く
は
当
該
認
定
職
業
訓
練
を

的
確
に
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
能
力
を
有
し
な
く
な
っ
た
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
認
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

４
（
略
）

【
題
名
関
係
】

【
・
第
Ｂ
１
１
条
第
１
項
及
び
第
２
項
関
係
】

働
大
臣
は
、
第

一
項
の
認
定
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
実
施
計
画
が
青
少
年
の
実
践
的
な
職
業
能
力
の
開
発
及
び
向
上
を
図

る
た
め
に
効
果
的
な
実
習
併
用
職
業
訓
練
に
関
す
る
基
準
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
割
圃
割
引
可
到

こ
と
が
で
き
る
。

ロ
言
）（

都
道
府
県
知
事
に
よ
る
職
業
訓
練
の
認
定
）

ｌ

経
済
社
会
の
変
化
に
対
応
す
る
円
滑
な
再
就
職
を
促
進
す
る
た
め
の
雇
用
対
策
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
三
十
五

（
略
）

ﾄ

I

1

一

一

頁



（
表
示
等
）

第
二
十
六
条
の
五
認
定
事
業
主
は
、
認
定
実
施
計
画
に
係
る
実
習
併
用
職
業
訓
練
（
以
下

（
都
道
府
県
知
事
に
よ
る
職
業
訓
練
の
認
定
）

第
二
十
四
条
（
略
）

第
九
条
（
略
）

第
六
条
（
略
）

○
林
業
労
働
力
の
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
八
年
法
律
第
四
十
五
号
）

（
計
画
の
変
更
等
）

○
介
護
労
働
者
の
雇
用
管
理
の
改
善
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
四
年
法
律
第
六
十
三
号
）

（
改
善
計
画
の
変
更
等
）

・
認
定
対
象
の
名
称
を
「
認
定
○
○
」
と
し
て
い
る
用
例

○
職
業
能
力
開
発
促
進
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
六
十
四
号
）
（
抄
）

２
都
道
府
県
知
事
は
、
前
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
が
当
該
認
定
に
係
る
計
画
（
前
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
認
定
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
変

32

３

３
（
略
）

き
は
、
労
働
者
の
募
集
の
広
告
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
（
次
項
に
お
い
て
「
広
告
等
」
と
い
う
。
）
に
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
咳
認
定
実
習
併
用
職
業
訓
練
が
実
施
計
画
の
認
定
を
受
け
て
い
る
旨
の
表
示
を
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
（
略
）

２
》
劃
道
帝

の
も
の
。

３
（
略
）
都
道
府

都
道
府
県
知
事
．
は
、
第
一
項
の
認
定
に
係
る
職
業
訓
練
（
以
下
「
認
定
職
業
訓
練
」
と
い
う
。
）
が
第
千
九
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

基
寧
に
適
合
し
な
く
な
っ
た
と
認
め
る
と
き
、
又
は
事
業
主
等
が
当
該
認
定
職
業
訓
練
を
行
わ
な
く
な
っ
た
と
き
、
若
し
く
は
当
該
露
定
職
業
訓
練
を

的
確
に
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
能
力
を
有
し
な
く
な
っ
た
と
罷
め
る
と
き
は
、
当
該
認
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

４
（
略
）

更
後
の
も
の
。
以
下
「
認
定
計
画
」
と
い
う
。
）
に
従
っ
て
改
善
措
置
を
実
施
し
て
い
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
認
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き

》
（
》
◎

県
知
事
は
、
認
定
事
業
主
が
前
条
第
一
項
の
認
定
に
係
る
改
善
計
画
（
前
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
認
定
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
変
更
後

も
の
。
以
下
４
割
割
矧
西
馴
引
と
い
う
。
）
に
従
っ
て
改
善
措
置
を
講
じ
て
い
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
認
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

｜

’

（
略
）

』

「
關
定
実
習
併
用
職
業
訓
練
」

い

と
い
う
。
）
を
実
施
す
る
と

三

頁



第
百
六
十
八
条
の
五
経
済
産
業
大
臣
は
、
機
構
に
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
行
わ
せ
る
も
の
と
す
る
。

一
第
百
二
十
一
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
認
定
に
関
す
る
事
務

二
～
七
（
略
）

第
十
四
条

２
（
略
）

【
第
Ｂ
１
１
条
第
３
項
関
係
】

。
「
○
○
大
臣
は
、
機
構
に
’

○
計
量
法
（
平
成
四
年
法
《

（
機
構
が
処
理
す
る
事
務
）

砦
は
、
機
構
に
～

○
建
設
労
働
者
の
雇
用
の
改
善
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
一
年
法
律
第
三
十
三
号
）

（
実
施
計
画
の
変
更
等
）

３
厚
生
労
働
大
臣
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
骸
当
す
る
と
き
は
、
第
十
二
条
第
一
項
の
潔
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

４
（
略
）

（
錫
定
）

第
百
二
十
一
条
の
二
特
定
計
量
証
明
事
業
（
第
百
七
条
第
二
号
に
規
定
す
る
物
象
の
状
態
の
量
で
極
め
て
微
盆
の
も
の
の
計
量
証
明
を
行
う
た
め
に
高
度

の
技
術
を
必
要
と
す
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
事
業
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行
お
う
と
す
る
者
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め

る
事
業
の
区
分
に
従
い
、
経
済
産
業
大
臣
又
は
経
済
産
業
大
臣
が
指
定
し
た
者
（
以
下
「
特
定
計
量
証
明
認
定
機
関
」
と
い
う
。
）
に
申
請
し
て
、
そ
の

事
業
が
次
の
各
号
に
適
合
し
て
い
る
旨
の
認
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
特
定
計
量
証
明
事
業
を
適
正
に
行
う
に
必
要
な
管
理
組
織
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
特
定
計
量
証
明
事
業
を
適
確
か
つ
円
滑
に
行
う
に
必
要
な
技
術
的
能
力
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三
特
定
計
量
証
明
事
業
を
適
正
に
行
う
に
必
要
な
業
務
の
実
施
の
方
法
が
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
計
量
器
等
の
提
出
）

第
百
四
十
九
条
（
略
）

三
第
十
二
条
第
一
項
の
認
定
に
係
る
実
施
計
画
（
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
麗
定
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ

の
変
更
後
の
も
の
。
以
下
４
割
割
矧
到
剛
引
と
い
う
。
）
が
同
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
要
件
に
適
合
し
な
く
な
っ
た
と
認
め
る
と
き
。

四
（
略
）

一
一
一
一

・
二
（
略
）

（
略
）

を
行
わ
せ
る
も
の
と
す
る
。

（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）

／

」
の
例Ｑ■四

I

四
頁

１

0



グ

（
医
療
費
の
支
給
及
び
認
定
等
）

第
四
条
機
構
は
、
日
本
国
内
に
お
い
て
石
綿
を
吸
入
す
る
こ
と
に
よ
り
指
定
疾
病
に
か
か
っ
た
旨
の
認
定
を
受
け
た
者
に
対
し
、
そ
の
請
求
に
基
づ
き

第
十
一
条
機
構
は
、
第
三
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
の
業
務
を
行
う
。

一
労
働
者
の
就
職
、
雇
入
れ
、
配
置
等
に
つ
い
て
の
相
談
、
情
報
の
提
供
そ
の
他
の
援
助
を
体
系
的
に
行
う
た
め
の
施
設
の
設
置
及
び
運
営
を
行
う

○
独
立
行
政
１

（
業
務
の
範
囲
）

第
三
条
石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
の
た
め
支
給
さ
れ
る
給
付
（
以
下
「
救
済
給
付
」
と
い
う
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
し
、
独
立
行
政
法

人
環
境
再
生
保
全
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。
）
が
こ
の
章
の
規
定
に
よ
り
支
給
す
る
も
の
と
す
る
。

（
参
考
）
大
臣
の
委
任
に
よ
ら
ず
機
構
が
自
ら
認
定
を
行
う
こ
と
と
規
定
し
て
い
る
例

○
石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
四
号
）

う
と
す
る
者
の
申
請
に
基
づ
き
、
機
構
が
行
う
。

３
．
４
（
略
）

、
医
療
費
を
支
給
す
る
。

２
前
項
の
認
定
（
以
下
一

（
以
下
こ

・
現
行
の
独
立
行
政
法
人
雇
用
・
能
力
開
発
機
構
の
事
・
務

Ｕ
独
立
行
政
法
人
雇
用
・
能
力
開
発
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
七
十
号
）

二
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
理
由
に
よ
り
就
職
が
困
難
な
者
が
就
職
す
る
た
め
に
必
要
な
資
金
の
貸
付
け
そ
の
他
の
援
助
を
行
う
こ
と
。

三
雇
用
対
策
法
（
昭
和
四
十
一
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
第
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
い
て
職
業
安
定
機
関
が
労
働
者
の
雇
入
れ
又
は
配
置
そ
の
他
の

雇
用
に
関
す
る
事
項
に
つ
き
事
業
主
に
対
し
て
行
う
援
助
に
つ
い
て
必
要
な
協
力
を
行
う
こ
と
。

四
建
設
労
働
者
の
雇
用
の
改
善
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
一
年
法
律
第
三
十
三
号
）
第
九
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
業
を
行
う
こ
と
。

五
建
設
業
の
事
業
主
及
び
そ
の
雇
用
す
る
労
働
者
に
対
し
て
、
労
働
者
の
雇
入
れ
、
配
潭
そ
の
他
の
雇
用
管
理
に
関
し
必
要
な
知
織
を
習
得
さ
せ
る

め
て
、
こ
れ
を
提
出
す
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
一
が
で
き
る
。

３
．
４
（
略
）

２
経
楕
産
業
大
臣
は
、
第
百
六
十
八
条
の
三
第
一
項
又
は
第
百
六
十
八
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
研
究
所
又
は

一

＄
六

へ

略
一

（
救
済
給
付
の
種
類
等
）

る
と
認
め
ら
れ
る
計
量
器
、
特
殊
容
器
又
は
特
定
物
象
量
が
表
記
さ
れ
た
特
定
商
品
が
あ
っ
た
と
き
は
、

Ｑ

↑
）
．
シ
』
。

●

の
条
か
ら
第
十
七
条
ま
で
及
び
第
二
十
条
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
「
認
走
」
ゞ
と
い
う
。
）
は
、
医
療
費
の
支
給
を
受
け
よ

に
検
査
を
行
わ
せ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
所
在
の
場
所
に
お
い
て
検
査
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ

Ｑ

又
は
特
定
物
象
量
が
表
記
さ
れ
た
特
定
商
品
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
所
有
者
又
は
占
有
者
に
対
し
、
期
限
を
定

五
頁



第
十
一
条
機
構
は
、
第
三
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
の
業
務
を
行
う
。

・
現
行
の
独
立
行
政
法
人
高
齢
・
障
害
者
雇
用
支
援
機
構
の
事
務

○
独
立
行
政
法
人
高
齢
分
障
害
者
雇
用
支
援
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）

２
前
項
に
規
定
す
る
業
務
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
雇
用
保
険
法
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
百
十
六
号
）
第
六
十
二
条
の
規
箔

に
よ
る
雇
用
安
定
事
業
又
は
同
法
第
六
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
能
力
開
発
事
業
と
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

３
機
構
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
の
ほ
か
、
第
三
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
の
業
務
を
行
う
。

一
勤
労
者
財
産
形
成
促
進
法
第
九
条
第
一
項
一
及
び
第
十
条
の
三
に
規
定
す
る
業
務
を
行
う
こ
と
。

４
機
構
は
、
第
一
項
及
び
前
項
に
規
定
す
る
業
務
の
遂
行
に
支
障
の
な
い
範
囲
内
で
、
国
、
地
方
公
共
団
体
又
は
特
別
の
法
律
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法

人
で
そ
の
業
務
が
国
の
事
務
と
密
接
な
関
連
を
有
す
る
も
の
の
委
託
を
受
け
て
．
第
一
項
第
一
号
又
は
第
七
号
に
掲
げ
る
施
設
を
利
用
し
て
、
公
共
職

業
能
力
開
発
施
設
の
行
う
職
業
訓
練
に
準
ず
る
訓
練
の
実
施
そ
の
他
労
働
者
の
福
祉
を
増
進
す
る
た
め
必
要
な
業
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

５
第
一
項
第
七
号
一
に
掲
げ
る
業
務
の
う
ち
安
定
し
た
職
業
に
就
い
て
い
る
労
働
者
に
対
し
て
行
う
職
業
訓
練
は
、
真
に
高
度
な
も
の
で
あ
っ
て
地
方
公

共
団
体
が
運
営
す
る
公
共
職
業
能
力
開
発
施
設
又
は
民
間
の
主
体
が
運
営
す
る
職
業
に
関
す
る
教
育
訓
練
施
設
に
ゆ
だ
ね
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
に

つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

十
前
各
号
に
掲
げ
る
業
務
に
附
帯
す
る
業
務
を
行
う
こ
と
。

八
公
共
職
業
能
力
開
発
施
設
又
は
職
業
能
力
開
発
総
合
大
学
校
の
行
う
職
業
訓
練
又
は
指
導
員
訓
練
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
職
業
訓
練
等
」
と

い
う
。
）
を
受
け
る
者
の
た
め
の
宿
泊
施
設
の
設
置
及
び
運
営
を
行
う
こ
と
並
び
に
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
理
由
に
よ
り
職
業
訓
練
等
を
受
け
る

こ
と
が
困
難
な
者
が
当
該
職
業
訓
練
等
を
受
け
る
た
め
に
必
要
な
資
金
の
貸
付
け
を
行
う
こ
と
。

九
労
働
者
の
職
業
生
活
設
計
に
即
し
た
自
発
的
な
職
業
能
力
の
開
発
及
び
向
上
に
つ
い
て
の
事
業
主
、
労
働
者
そ
の
他
の
関
係
者
に
対
す
る
相
践
そ

の
他
の
援
助
並
び
に
そ
↑
の
雇
用
す
る
労
働
者
が
自
ら
職
業
に
関
す
る
教
育
訓
練
又
は
職
業
能
力
検
定
を
受
け
る
機
会
を
確
保
す
る
た
め
の
援
助
を
行

う
事
業
主
に
対
す
る
職
業
能
力
開
発
促
進
法
第
十
五
条
の
三
に
規
定
す
る
必
要
な
助
成
を
行
う
こ
と
。

七
職
業
能
力
開
発
短
期
大
学
校
、
職
業
能
力
開
発
犬
学
校
、
職
業
能
力
開
発
促
進
セ
ン
タ
ー
及
び
職
業
能
力
開
発
総
合
大
学
校
の
設
置
及
び
運
営
、

職
業
能
力
開
発
促
進
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
六
十
四
号
）
第
十
五
条
の
六
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
職
業
訓
練
の
実
施
並
び
に
事
業
主
そ

た
め
の
研
修
を
行
い
、
及
び
雇
用
管
理
の
改
善
に
つ
い
て
助
言
す
る
こ
と
。

六
地
域
雇
用
開
発
促
進
法
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
二
十
三
号
）
第
七
条
第
一
項
（
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
業
主
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
及

び
中
小
企
業
に
お
け
る
労
働
力
の
確
保
及
び
良
好
な
雇
用
の
機
会
の
創
出
の
た
め
の
雇
用
管
理
の
改
善
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第

五
十

二一
（
業
務
の
範
囲
）

七
号
）
第
七
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
業
を
行
う
こ
と
。

の
他
の
も
の
の
行
う
職
業
訓
練
の
援
助
を
行
う
こ
と
。

前
号
に
掲
げ
る
業
務
に
附
帯
す
る
業
務
を
行
う
こ
と
。

’

1

I

六
頁



附
則

（
独
立
行
政
法
人
高
齢
・
障
害
者
雇
用
支
援
機
構
法
の
一
部
改
正
）

第
十
三
条
独
立
行
政
法
人
高
齢
・
障
害
者
雇
用
支
援
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
一
条
第
一
項
第
七
号
を
同
項
第
八
号
と
し
、
同
項
第
六
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

七
職
業
能
力
開
発
短
期
大
学
校
、
職
業
能
力
開
発
大
学
校
及
び
職
業
能
力
開
発
促
進
セ
ン
タ
ー
（
以
下
「
職
業
能
力
開
発
促
進
セ
ン
タ
ー
等
」

と
い
う
。
）
並
び
に
職
業
能
力
開
発
総
合
大
学
校
の
設
圃
及
び
運
営
並
び
に
職
業
能
力
開
発
促
進
セ
ン
タ
ー
等
又
は
職
業
能
力
開
発
総
合
大
学

・
校
の
行
う
職
業
訓
練
又
は
指
導
員
訓
練
を
受
け
る
者
の
た
め
の
宿
泊
施
設
の
設
瞳
及
び
運
営
を
行
う
こ
と
。

第
十
一
条
第
二
項
中
「
か
ら
第
四
号
ま
で
」
の
下
に
「
及
び
第
七
号
」
を
、
『
雇
用
安
定
事
業
」
の
下
に
「
又
は
同
法
第
六
十
三
条
の
規
定
に
よ

第
十
一
条
第
二
項
中
「
か
ら
第
四
号
ま
で
」
の
下
に
「
及
一

・
独
立
行
政
法
人
雇
用
・
能
力
開
発
機
構
法
を
廃
止
す
る
法
律
案
に
よ
る
改
正
後
の
独
立
行
政
法
人
高
齢
・
障
害
・
求
職
者
雇
用
支
援
機
構
の
業
務

○
独
立
行
政
法
人
雇
用
・
能
力
開
発
機
構
法
を
廃
止
す
る
法
律
案
附
則
第
十
三
条
（
独
立
行
政
法
人
高
齢
・
障
害
・
求
職
者
雇
用
支
援
機
構
の
業
務
関

２
前
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
（
こ
れ
ら
に
附
帯
す
る
業
務
を
含
む
。
）
は
、
雇
用
保
険
法
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
百
十
六
号
）

第
六
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
雇
用
安
定
事
業
と
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

係
部
分
）
附

七
前
各
号
に
掲
げ
る
業
務
に
附
帯
す
る
業
務
を
行
う
こ
と
。

る
能
力
開
発
事
業
」
を
加
え
、
同
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

二
高
年
齢
者
等
の
雇
用
に
関
す
る
技
術
的
事
項
に
つ
い
て
、
事
業
主
そ
の
他
の
関
係
者
に
対
し
て
相
談
そ
の
他
の
援
助
を
行
う
こ
と
。

三
労
働
者
に
対
し
て
、
そ
の
高
齢
期
に
お
け
る
職
業
生
活
の
設
計
を
行
う
こ
と
を
容
易
に
す
る
た
め
に
必
要
な
助
言
又
は
指
導
を
行
う
こ
と
。

四
障
害
者
職
業
セ
ン
タ
ー
（
障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
障

害
者
職
業
セ
ン
タ
ー
を
い
う
。
）
の
設
置
及
び
運
営
を
行
う
こ
と
。

五
障
害
者
職
業
能
力
開
発
校
（
職
業
能
力
開
発
促
進
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
六
十
四
号
）
第
十
五
条
の
六
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
障
害
者

職
業
能
力
開
発
校
を
い
う
。
）
の
う
ち
伺
法
第
十
六
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
そ
の
運
営
を
行
わ
せ
る
も
の
の
運
営
を
行
う
こ
と
。

六
納
付
金
関
係
業
務
（
障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
第
四
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
納
付
金
関
係
業
務
を
い
う
。
）
並
び
に
同
法
第

七
十
三
条
第
一
項
、
第
七
十
四
条
第
一
項
及
び
第
七
十
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
を
行
う
こ
と
。

３
機
構
は
、
第
一
項
第
七
号
に
掲
げ
る
業
務
（
こ
れ
に
附
帯
す
る
業
務
を
含
む
。
）
の
遂
行
に
支
障
の
な
い
範
囲
内
で
、
国
、
地
方
公
共
団
体
又

は
特
別
の
法
律
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
で
そ
の
業
務
が
国
の
事
務
と
密
接
な
関
連
を
有
す
る
も
の
の
委
詑
を
受
け
て
、
同
号
に
規
定
す
る
施
設

（
同
号
に
規
定
す
る
宿
泊
施
設
を
除
く
。
）
を
利
用
し
て
、
公
共
職
業
能
力
開
発
施
設
の
行
う
職
業
訓
練
に
準
ず
る
訓
練
の
実
施
そ
の
他
労
働
者

一
高
年
齢
者
等

者
等
を
い
う
。

一
一
・
歩
』
。

（
高
年
齢
者
等
の
雇
用
の
安
定
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
六
十
八
号
）
第
四
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
高
年
齢

以
下
同
じ
。
）
の
雇
用
の
機
会
の
増
大
に
資
す
る
措
置
を
講
ず
る
事
業
主
又
は
そ
の
事
業
主
の
団
体
に
対
し
て
給
付
金
を
支
給
す
る

七
頁



○
雇
用
保
険
法
宗

（
就
業
促
進
手
当
《
）

第
五
十
六
条
の
三

（
給
付
制
限
）

第
三
十
二
条
『

三

十

二

条

受

【
第
Ｃ
ｌ
２
条
及
び
Ｄ
１
４
条
関
係
】

・
公
共
職
業
安
定
所
等
の
行
う
就
職
支
援
を
拒
ん
だ
場
合
に
給
付
制
限
を
行
っ
て
い
る
例

○
雇
用
保
険
法
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
百
十
六
号
）

三
就
職
先
の
賃
金
が
、
同
一
地
域
に
お
け
る
同
種
の
業
務
及
び
同
程
度
の
技
能
に
係
る
一
般
の
賃
金
水
準
に
比
べ
て
、
不
当
に
低
い
と
き
。

四
職
業
安
定
法
第
二
十
条
（
第
二
項
た
だ
し
書
を
除
く
。
）
の
規
定
に
該
当
す
る
事
業
所
に
紹
介
さ
れ
た
と
き
。

五
そ
の
他
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
き
。

２
受
給
資
格
者
が
、
正
当
な
理
由
が
な
く
、
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
基
準
に
従
つ
一
て
公
共
職
業
安
定
所
が
行
う
そ
の
者
の
再
就
職
を
促
進
す
る
た
め

に
必
要
な
職
業
指
導
を
受
け
る
こ
と
を
拒
ん
だ
と
き
は
、
こ
の
拒
ん
だ
日
か
ら
起
算
し
て
一
箇
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
公
共
職
業
安
定
所
長

の
定
め
る
期
間
は
、
基
牽
手
当
を
支
給
し
な
い
。

３
（
略
）

【
第
Ｄ
１
２
条
関
係
】

・
一
定
期
間
給
付
を
受
給
で
き
な
い
期
間
を
設
け
て
い
る
例

〕
雇
用
保
険
法
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
百
十
六
号
）

給
資
格
者
（
訓
練
延
長
給
付
、
広
域
延
長
給
付
又
は
全
国
延
長
給
付
を
受
け
て
い
る
者
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
、

公
共
職
業
安
定
所
の
紹
介
す
る
職
業
に
就
く
こ
と
又
は
公
共
職
業
安
定
所
長
の
指
示
し
た
公
共
職
業
訓
練
等
を
受
け
る
こ
と
を
拒
ん
だ
と
き
は
、
そ
の

拒
ん
だ
日
か
ら
起
算
し
て
一
箇
月
間
は
、
基
本
手
当
を
支
給
し
な
い
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
紹
介
さ
れ
た
職
業
又
は
公
共
職
業
訓
練
等
を
受
け
る
こ
と
を
指
示
さ
れ
た
職
種
が
、
受
給
資
格
者
の
能
力
か
ら
み
て
不
適
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ

二
就
職
す
る
た
め
、
又
は
公
共
職
空

困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

又
は
公
共
職
業

の
福
祉
を
増
進
す
る
た
め
必
要
な
業
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

４
第
一
項
第
七
号
に
掲
げ
る
業
務
の
う
ち
安
定
し
た
職
業
に
就
い
て
い
る
労
働
者
に
対
し
て
行
う
職
業
訓
練
は
、
真
に
高
度
な
も
の
で
あ
っ
て
地

方
公
共
団
体
が
運
営
す
る
公
共
職
業
能
力
開
発
施
設
又
は
民
間
の
主
体
が
運
営
す
る
職
業
に
関
す
る
教
育
訓
練
施
設
に
ゆ
だ
ね
る
こ
と
が
で
き
な

い
も
の
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

第
十
一
条
を
第
十
四
条
と
す
る
。

ア
ハ
》

，
〆
」
圭
室
』
。

｜

（
略
）

訓
練
等
を
受
け
る
た
め
、
現
在
の
住
所
又
は
居
所
を
変
更
す
る
こ
と
を
要
す
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
変
更
が

一一

】

八
頁



の

・
給
付
期
間
に
上
限
を
設
け
て
い
る
例

○
児
童
扶
養
手
当
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
三
十
八
号
）

第
十
三
条
の
二
受
給
資
格
者
（
養
育
者
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
対
す
る
手
当
は
、
支
給
開
始
月
の
初
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
又

は
手
当
の
支
給
要
件
に
該
当
す
る
に
一
至
っ
た
一
日
の
属
す
る
月
の
初
日
か
ら
起
算
し
て
七
年
を
経
過
し
た
と
き
（
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
罷
定
の

請
求
を
し
た
日
に
お
い
て
三
歳
未
満
の
児
童
を
監
護
す
る
受
給
資
格
者
に
あ
っ
て
は
、
当
該
児
童
が
三
歳
に
達
し
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
の
初
日
か

ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し
た
と
き
）
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
一
部
を
支
給
し
な
い
。
た
だ
し
、
当
咳
支
給
し
な
い
額
は
、
そ
の

経
過
し
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
に
当
該
受
給
資
格
者
に
支
払
う
べ
き
手
当
の
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

２
（
略
）

（
給
付
制
限
）

第
三
十
四
条
埜

三
十
四
条
偽

【
第
Ｄ
１
５
条
関
係
】

・
不
正
受
給
の
場
合
に
給
付
制
限
を
行
っ
て
い
る
例

○
雇
用
保
険
法
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
百
十
六
号
）

３
受
給
資
格
者
が
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
基
本
手
当
を
支
給
さ
れ
な
い
こ
と
と
さ
れ
た
た
め
、
当
該
受
給
資
格
に
基
づ
き
基
本
手
当
の
支
給
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
る
日
数
の
全
部
に
つ
い
て
基
本
手
当
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
場
合
に
お
い
て
も
、
第
二
十
二
条
第
三
項
の
規
定
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
当
該
受
給
資
格
に
基
づ
く
基
本
手
当
の
支
給
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
す
。

４
受
給
資
格
者
が
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
基
本
手
当
を
支
給
さ
れ
な
い
こ
と
と
さ
れ
た
た
め
、
同
項
に
規
定
す
る
日
以
後
当
該
受
給
資
格
に
基
づ
き
基

本
手
当
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
日
数
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
い
て
基
本
手
当
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
と
き
は
、
第
三
十

七
条
第
四
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
そ
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
漆
い
こ
と
と
さ
れ
た
日
数
分
の
基
本
手
当
の
支
給
が
あ
っ
た
も
の
と
み

２
前
項
に
規
定
す
る
者
が
同
項
に
規
定
す
る
日
以
後
新
た
に
受
給
資
格
を
取
得
し
た
場
合
に
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
新
た
に
取
得
し

２
受
給
資
格
者
、
特
例
受
給
資
格
者
又
は
日
雇
受
給
資
格
者
（
第
五
十
八
条
及
び
第
五
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
「
受
給
資
格
者
等
」
と
い
う
。
）
が

、
前
項
第
一
号
ロ
又
は
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
安
定
し
た
職
業
に
就
い
た
日
前
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
期
間
内
の
就
職
に
つ
い
て
就
業
促
進
手
当

（
前
項
第
一
号
イ
に
骸
当
す
る
者
に
係
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
支
給
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
就
業
促
進
手
当
は
、
支
給
し
な
い
。

３
～
５
（
略
）

部
又
は
一
部
を
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

前
項
に
規
定
す
る
者
が
同
項
に
規
定
す
る
日
吋

た
受
給
資
格
に
基
づ
く
基
本
手
当
を
支
給
す
る
。

り
そ
の
他
不
正
の
行
為
に
よ
り
求
職
者
給
付
又
は
就
職
促
進
給
付
の
支
給
を
受
け
、
又
は
受
け
よ
う
と
し
た
者
に
は
、
こ
れ
ら
の
給
付

の
支
給
を
受
け
、
又
は
受
け
よ
う
と
し
た
日
以
後
、
基
本
手
当
を
支
給
し
な
い
。
た
だ
し
、
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
場
合
に
は
、
基
本
手
当
の
全

九
頁



0

第
八
条
偽
り
そ
の
他
不
正
の
行
為
に
よ
り
前
条
の
規
定
に
よ
る
未
払
賃
金
に
係
る
債
務
の
弁
済
を
受
け
た
者
が
あ
る
場
合
に
は
、
政
府
は
、
そ
の
者
に

対
し
、
弁
済
を
受
け
た
金
額
の
全
部
又
は
一
部
を
返
還
す
る
ご
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
、
当
咳
偽
り
そ
の
他
不
正
の
行
為
に
よ
り
弁
済
を
受

け
た
金
額
に
相
当
す
る
額
以
下
の
金
額
を
納
付
す
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
事
業
主
が
偽
り
の
報
告
又
は
証
明
を
し
た
た
め
当
該
未
払
賃
金
に
係
る
債
務
が
弁
済
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
政
府

は
、
そ
の
事
業
主
に
対
し
、
当
該
未
払
賃
金
に
係
る
債
務
の
弁
済
を
受
け
た
者
と
連
帯
し
て
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
返
還
又
は
納
付
を
命
ぜ
ら
れ
た
金

額
の
納
付
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

○
雇
用
保
険
法

（
返
還
命
令
等
）

第
十
条
の
四
偽
』

第
十
条
の
四
偽
り

・
附
帯
事
業
に
お
い
て
、
不
正
受
給
の
場
合
に
返
還
命
令
、
納
付
命
令
を
設
け
て
い
る
例

○
賃
金
の
支
払
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
一
年
法
律
第
三
十
四
号
）

３
．
４
（
略
）

３
徴
収
法
第
二
十
六
条
及
び
第
四
十
一
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
返
還
又
は
納
付
を
命
ぜ
ら
れ
た
金
額
の
納
付
を
怠
っ
た
掛
合
に

準
用
す
る
。

そ
の
他
不
正
の
行
為
に
よ
り
失
業
等
給
付
の
支
給
を
受
け
た
者
が
あ
る
場
合
に
は
、
政
府
は
、
そ
の
者
に
対
し
て
、
支
給
し
た
失
業

等
給
付
の
全
部
又
は
一
部
を
返
還
す
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
、
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
基
準
に
よ
り
、
当
咳
偽
り
そ
の
他
不
正
の
行

為
に
よ
り
支
給
を
受
け
た
失
業
等
給
付
の
額
の
二
倍
に
相
当
す
る
額
以
下
の
金
額
を
納
付
す
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
事
業
主
ｐ
職
業
紹
介
事
業
者
等
（
職
業
安
定
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
第
四
条
第
七
項
に
規
定
す
る
職
業

紹
介
事
業
者
又
は
業
と
し
て
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
職
業
指
導
（
職
業
に
就
こ
う
と
す
る
者
の
適
性
、
職
業
経
験
そ
の
他
の
実
情
に
応
じ
て
行
う
も

の
に
限
る
。
）
を
行
う
者
（
公
共
職
業
安
定
所
そ
の
他
の
職
業
安
定
機
関
を
除
く
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
文
は
指
定
教
育
訓
練
実
施
者
（
第
六
十
条

の
二
第
一
一
項
に
一
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
一
が
指
定
す
る
教
育
訓
練
を
行
う
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
偽
り
の
届
出
、
報
告
又
は
証
明
を
し
た
だ
一
め

そ
の
失
業
等
給
付
が
支
給
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
政
府
は
、
そ
の
事
業
主
、
職
業
紹
介
事
業
者
等
又
は
指
定
教
育
訓
練
実
施
者
に
対
し
、
そ
の

失
業
等
給
付
の
支
給
を
受
け
た
者
と
連
帯
し
て
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
失
業
等
給
付
の
返
還
又
は
納
付
を
命
ぜ
ら
れ
た
金
額
の
納
付
を
す
る
こ
と
を
命

【
第
Ｄ
１
６
条
関
係
】

・
不
正
受
給
の
場
合
に
返
退
命
令
、
二
倍
相
当
額
の
納
付
命
令
を
設
け
て
い
る
例

〕
雇
用
保
険
法
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
百
十
六
号
）

ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
‐

な
す
。

（
返
還
等
）

／
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第
八
条
（
略
）

○
賃
金
の
支
払
の
確
保
等
に
関
す
る
法
《

（
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
と
の
関
係
）

第
九
条
こ
の
章
に
規
定
す
る
事
業
は
、
亜

て
行
う
。

賃
金
の
支
払
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律労

○
職
業
能
力
開
発
促
進
法

（
雇
用
保
険
法
と
の
関
係
）

第
九
十
六
条
国
に
よ
る
公
上

九
十
六
条
国
に
よ
る
公
共

【
第
Ｆ
１
３
条
関
係
】

・
附
帯
事
業
に
お
い
て
、
報
告
徴
収
に
係
る
規
定
を
設
け
て
い
る
例

○
賃
金
の
支
払
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
一
年
法
律
第
三
十
四
号
）

第
十
二
条
都
道
府
県
労
働
局
長
、
労
働
基
準
監
督
署
長
又
は
労
働
基
準
監
督
官
は
、
別
に
定
め
る
も
の
を
除
く
ほ
か
、
こ
の
法
律
を
施
行
す
る
た
め
必

要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
事
業
主
、
労
働
者
そ
の
他
の
関
係
者
に
対
し
、
必
要
な
事
項
を
報
告
さ
せ

、
又
は
出
頭
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

・
雇
用
保
険
法
に
お
け
る
報
告
徴
収
に
係
る
規
定

○
雇
用
保
険
法
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
百
十
六
号
）

２
．
３
（
略
）

４
政
府
は
、
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
返
還
又
は
納
付
を
命
ぜ
ら
れ
た
金
額
の
返
還
又
は
納
付
に
係
る
事
務
の
実
施
に
関
し
て
必
要
な
限
度

に
お
い
て
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
一
項
の
規
定
に
該
当
す
る
者
（
同
項
の
規
定
に
該
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
を
含
む
。
）
又

は
事
業
主
に
対
し
、
未
払
賃
金
の
額
、
賃
金
の
支
払
状
況
そ
の
他
の
事
項
に
つ
い
て
の
報
告
又
は
文
書
の
提
出
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

【
第
Ｆ
１
１
条
関
係
】

・
雇
用
保
険
法
の
附
帯
事
業
と
の
関
係
を
規
定
し
て
い
る
例

職
業
能
力
開
発
施
設
（
障
害
者
職
業
能
力
開
発
校
を
除
く
。
）
及
び
職
業
能
力
開
発
総
合
大
学
校
の
設
置
及
び
運
営
、
第
十

五
条
の
六
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
職
業
訓
練
の
実
施
、
技
能
検
定
の
実
施
に
要
す
る
経
費
の
負
担
並
び
に
第
十
五
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項

（
障
害
者
職
業
能
力
開
発
校
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
。
、
第
十
五
条
の
三
、
第
七
十
六
条
及
び
第
八
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
助
成
等
は
、
雇
用
保

険
法
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
百
十
六
号
）
第
六
十
三
条
に
規
定
す
る
能
力
開
発
事
業
と
し
て
行
う
。

（
返
還
等
）

（
報
告
等
）

（
昭
和
五
十
一
年
法
律
第
三
十
四
号
）

I

（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
六
十
四
号
）

働
者
災
害
補
償
保
険
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
十
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
業
と
し

I
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第
十
三
条
労
働
基
準
監
督
官
は
、
こ
一
の
法
律
を
施
行
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
事
業
場
に
立
ち
入
り
、
関
係
者
に
質
問
し
、
又
は
帳

【
第
Ｆ
１
４
条
関
係
】

・
附
帯
事
業
に
お
い
て
、
立
入
検
査
に
係
る
規
定
を
設
け
て
い
る
例

○
賃
金
の
支
払
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
一
年
法
律
第
三
十
四
号
）

（
報
告
等
）

第
七
十
六
条
行
政
庁
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
被
保
険
者
若
し
く
は
受
給
資
格
者
、
高
年
齢
受
給
資
格
者
、
特
例
受
給
資
格
者

若
し
く
は
日
雇
受
給
資
格
者
（
以
下
「
受
給
資
格
者
等
」
と
い
う
。
）
若
し
く
は
第
六
十
条
の
二
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
（
以
下
「
教

育
訓
練
給
付
対
象
者
」
と
い
う
。
）
を
雇
用
し
、
若
し
く
は
雇
用
し
て
い
た
事
業
主
又
は
労
働
保
険
事
務
組
合
若
し
く
は
労
働
保
険
事
務
組
合
で
あ
っ

た
団
体
に
対
し
て
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
て
必
要
な
報
告
、
文
書
の
提
出
又
は
出
頭
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
行
政
庁
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
受
給
資
格
者
等
を
雇
用
し
よ
う
と
す
る
事
業
主
、
受
給
資
格
者
等
に
対
し
職
業
紹
介
若
し

く
は
職
業
指
導
を
行
う
職
業
紹
介
事
業
者
等
又
は
教
育
訓
練
給
付
対
像
者
に
対
し
第
六
十
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
教
育
訓
練
を
行
う
指
定
教
育
訓

練
実
施
者
に
対
し
て
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
て
必
要
な
報
告
又
は
文
書
の
提
出
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
．
４
（
略
）

第
七
十
九
条
行
政
庁
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
職
員
に
、
被
保
険
者
、
受
給
資
格
者
等
若
し
く
は
教
育
訓

練
給
付
対
象
者
を
雇
用
し
、
若
し
く
は
雇
用
し
て
い
た
事
業
主
の
事
業
所
又
は
労
働
保
険
事
務
組
合
若
し
く
は
労
働
保
険
事
務
組
合
で
あ
っ
た
団
蕪
の

事
務
所
に
立
ち
入
り
、
関
係
者
に
対
し
て
質
問
さ
せ
、
又
は
帳
簿
書
類
（
そ
の
作
成
又
は
保
存
に
代
え
て
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ

の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
璽
用
に
供
さ
れ
る
も
の

を
い
う
。
）
の
作
成
又
は
保
存
が
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
電
磁
的
記
録
を
含
む
。
）
の
検
査
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

・
雇
用
保
険
に
お
け
る
立
入
検
査
に
係
る
規
定

○
雇
用
保
険
法
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
百
十
六
号
）

２
労
働
基
準
監
督
署
長
は
、
第
七
条
の
確
認
を
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
職
員
に
同
条
の
事
業
主
の
事
業
場
に
立
ち
入
り
、
関

係
者
に
質
問
さ
せ
、
又
は
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
の
検
査
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
前
二
項
の
場
合
に
お
い
て
、
労
働
基
準
監
督
官
及
び
前
項
の
職
員
は
、
そ
の
身
分
を
示
す
証
票
を
携
帯
し
、
関
係
者
に
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。
４
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
の
権
限
は
、
犯
罪
捜
査
の
た
め
に
認
め
ら
れ
た
も
の
と
解
釈
し
て
は
な
ら
な
い
。

簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
立
入
検
査
）

（
立
入
検
査
）

I
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第
六
章
揖

第
八
十
二
条
保
唾

査
そ
の
他
の
被
恒

２
保
険
者
は
、
坐

た
め
に
必
要
な
一

３
組
合
は
、
前
一

４
．
５
（
略 章

保

・
附
帯
事
業
に
お
い
て
、
事
業
間
で
費
用
負
担
の
主
体
が
異
な

・
附
帯
事
業
に
お
い
て
、
そ
の
費
用
を
国
が
負
担
し
て
い
る
例

○
国
民
健
康
保
険
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十
二
号

第
七
十
二
条
の
四
国
及
び
都
道
府
県
は
、
政
令
の
定
め
る
上

規
定
に
よ
る
特
定
健
康
診
査
及
び
同
法
第
二
十
四
条
の
規

康
診
査
等
」
と
い
う
。
）
に
要
す
る
費
用
の
う
ち
政
令
で
定

国
民
健
康
保
険
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十
二
号

・
附
帯
事
業
に
お
い
て
、
罰
則
を
設
け
て
い
る
例

○
賃
金
の
支
払
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
一
年
法
律
第
三
十
四
号
）

第
十
九
条
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

一
第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
報
告
を
し
、
又
は
文
書
を
提
出
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
記
載
を
し
た
文
書
を

32
【
雇
用
保
険
法
及
び
労
働
保
険
の
保
険
料
の
徴
収
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
関
係
】

附
帯
事
業
に
お
い
て
、
事
業
間
で
費
用
負
担
の
主
体
が
異
な
っ
て
い
る
例

【
第
Ｈ
１
１
条
関
係
】

○ 二
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
報
告
を
し
、
又
は
出
頭
し
な
か
っ
た
者

三
第
十
三
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
り
若
し
く
は
検
査
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
、
又
は
質
問
に
対
し
て
陳
述
を
せ
ず

、
若
し
く
は
虚
偽
の
陳
述
を
し
た
者

）

十
二
条
の
四
国
及
び
都
道
府
県
は
、
政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
市
町
村
に
対
し
、
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
第
二
十
条
の

定
に
よ
る
特
定
健
康
診
査
及
び
同
法
第
二
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
特
定
保
健
指
導
（
第
八
十
二
条
第
一
項
及
び
第
八
十
六
条
に
お
い
て
「
特
定
健

診
査
等
」
と
い
う
。
）
に
要
す
る
費
用
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
も
の
の
三
分
の
一
に
相
当
す
る
額
を
そ
れ
ぞ
れ
負
担
す
る
。

提
出
し
た
者

前
項
の
規
定
に
よ
り
立
入
検
査
を
す
る
職
員
は
、
そ
の
身
分
を
示
す
証
明
書
を
携
帯
し
、
関
係
者
に
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
の
権
限
は
、
犯
罪
捜
査
の
た
め
に
認
め
ら
れ
た
も
の
と
解
釈
し
て
は
な
ら
な
い
。

国
民
健
康
保
険
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
三
百
六
十
二
号
）

健
事
業

保
険
者
は
、
特
定
健
康
診
査
等
を
行
う
も
の
と
す
る
ほ
か
、
こ
れ
ら
の
事
業
以
外
の
事
業
で
あ
っ
て
、
健
康
教
育
、
健
康
相
談
、
健
康
診

の
被
保
険
者
の
健
康
の
保
持
増
進
の
た
め
に
必
要
な
事
業
を
行
う
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

は
、
被
保
険
者
の
療
養
の
た
め
に
必
要
な
用
具
の
貸
付
け
そ
の
他
の
被
保
険
者
の
療
養
環
境
の
向
上
の
た
め
に
必
要
な
事
業
、
保
険
給
付
の

要
な
事
業
、
被
保
険
者
の
療
養
又
は
出
産
の
た
め
の
費
用
に
係
る
資
金
の
貸
付
け
そ
の
他
の
必
要
な
事
業
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

、
前
二
項
の
事
業
に
支
障
が
な
い
場
合
に
限
り
、
被
保
険
者
で
な
い
者
に
当
該
事
業
を
利
用
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

－
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・
附
帯
事
業
に
お
い
て
、
事
業
間
で
費
用
負
担
の
主
体
が
異
な
っ
て
い
る
例

・
附
帯
事
業
に
お
い
て
、
事
業
間
で
費
用
を
負
担
す
る
主
体
の
負
担
比
率
が
異
な
っ
て
い
る
例

・
附
帯
事
業
に
お
い
て
、
そ
の
費
用
を
国
が
負
担
し
て
い
る
例

・
附
帯
事
業
が
複
数
の
条
で
規
定
さ
れ
て
い
る
例

第
二
十
九
条
の
七
（
略
）

二
～
十

３
～
５

２
法
第
七
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
が
徴
収
す
る
世
帯
主
に
対
す
る
保
険
料
の
賦
課
額
の
う
ち
基
礎
賦
課
額
に
つ
い
て
の
法
第
八
十

一
条
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
当
該
基
礎
賦
課
額
（
第
五
項
に
規
定
す
る
基
準
に
従
い
こ
の
項
の
規
定
に
基
づ
き
算
定
さ
れ
る
被
保
険
者
均
等
割
額
又
は
世
帯
別
平
等
割
額
を

減
額
す
る
も
の
と
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
減
額
す
る
こ
と
と
な
る
額
を
含
む
。
）
の
総
額
（
以
下
こ
の
条
及
び
附
則
第
四
条
第
二
項
第
一

号
に
お
い
て
「
基
礎
賦
課
総
額
」
と
い
う
。
）
は
、
イ
に
掲
げ
る
額
の
見
込
額
か
ら
ロ
に
掲
げ
る
額
の
見
込
額
を
控
除
し
た
額
を
基
準
と
し
て
算

号
に
お
い
て
「
基
礎
賦
垂

第
三
章
の
三
保
険
料

（
市
町
村
の
保
険
料
の
賦
課
に
関
す
る
基
準
）

定
し
た
額
で
あ
る
こ
と
。

イ
当
該
年
度
に
お
け
》

当
骸
年
度
に
お
け
る

ロ
当
咳
年
度
に
お
け
る
法
第
七
十
条
の
規
定
に
よ
る
負
担
金
（
後
期
高
齢
者
支
援
金
及
び
介
護
納
付
金
の
納
付
に
要
す
る
費
用
に
係
る
も
の

を
除
く
。
）
、
法
第
七
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
調
整
交
付
金
（
後
期
高
齢
者
支
援
金
及
び
介
護
納
付
金
の
納
付
に
要
す
る
費
用
に
係
る
も
の

を
除
く
。
）
、
法
第
七
十
二
条
の
こ
の
規
定
に
よ
る
都
道
府
県
調
整
交
付
金
（
後
期
高
齢
者
支
援
金
及
び
介
護
納
付
金
の
納
付
に
要
す
る
費

用
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
、
法
第
七
十
二
条
の
四
の
規
定
に
よ
る
負
担
金
、
法
第
七
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
補
助
金
、
法
第
七
十
五
条

の
規
定
に
よ
る
補
助
金
（
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
及
び
介
謹
納
付
金
の
納
付
に
要
す
る
費
用
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び
貸
付
金
（
後
期
高

齢
者
支
援
金
等
及
び
介
護
納
付
金
の
納
付
に
要
す
る
費
用
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
そ
の
他
国
民
健
康
保
険
事
業
に
要
す
る
費
用
（
国
民
健
康

保
険
の
事
務
の
執
行
に
要
す
る
費
用
並
び
に
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
及
び
介
謹
納
付
金
の
納
付
に
要
す
る
費
用
を
除
く
。
）
の
た
め
の
収
入
（

法
第
七
十
二
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
繰
入
金
を
除
く
。
）
の
額
の
合
算
額

～
十
（
略
）

納
付
金
の
納
付
に
関
す
る
事
務
を
含
む
。
一

が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
を
控
除
し
た
額
）

療
養
の
給
付
に
要
す
る
費
用
の
額
か
ら
当
該
給
付
に
係
る
一
部
負
担
金
に
相
当
す
る
額
を
控
除
し
た
額
、
入
院
時
食
事

療
養
費
、
入
院
時
生
活
療
養
費
、
保
険
外
併
用
療
養
菱
、
療
養
費
、
訪
問
看
護
療
養
費
、
特
別
療
養
費
、
移
送
費
、
高
額
療
養
菱
及
び
高
額
介

謹
合
算
療
養
費
の
支
給
に
要
す
る
費
用
の
額
、
前
期
高
齢
者
納
付
金
等
の
納
付
に
要
す
る
費
用
の
額
、
保
健
事
業
に
要
す
る
費
用
の
額
並
び
に

そ
の
他
の
国
民
健
康
保
険
事
業
に
要
す
る
費
用
》
（
国
民
健
康
保
険
の
事
務
（
前
期
高
齢
者
納
付
金
等
及
び
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
並
び
に
介
護

納
付
金
の
納
付
に
関
す
る
事
務
を
含
む
。
ロ
に
お
い
て
同
じ
・
）
の
執
行
に
要
す
る
費
用
を
除
く
。
）
の
額
の
合
算
額
（
前
期
高
齢
者
交
付
金

（
略
）

I

I

一
四
頁



第
百
十
五
条
の
四
十
四
市
町
村
は
、
被
保
険
者
が
要
介
護
状
態
等
と
な
る
こ
と
を
予
防
す
る
と
と
も
に
、
要
介
護
状
態
等
と
な
っ
た
場
合
に
お
い
て
も

、
可
能
な
限
り
、
地
域
に
お
い
て
自
立
し
た
日
常
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
支
援
す
る
た
め
、
地
域
支
援
事
業
と
し
て
、
次
に
掲
げ
る
事
業
を

（
保
健
福
祉
事
業
）

第
百
十
五
条
の
四
十
七
市
町
村
は
、
地
域
支
援
事
業
の
ほ
か
、
要
介
護
被
保
険
者
を
現
に
介
護
す
る
者
の
支
援
の
た
め
に
必
要
な
事
業
、
被
保
険
者
が

要
介
護
状
態
等
と
な
る
こ
と
を
予
防
す
る
た
め
に
必
要
な
事
業
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
及
び
指
定
居
宅
介
謹
支
援
の
事
業
並
び
に
介
護
保
険
施
設
の
運

営
そ
の
他
の
保
険
給
付
の
た
め
に
必
要
な
事
業
、
被
保
険
者
が
利
用
す
る
介
護
給
付
等
対
象
サ
ー
ビ
ス
の
た
め
の
費
用
に
係
る
資
金
の
貸
付
け
そ
の
他

の
必
要
な
事
業
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

○
介
護
保
険
法
会

第
六
章
地
些

（
地
域
支
援
事
業
） （平

第
百
二
十
二
条
の
二
国
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
市
町
村
に
対
し
、
地
域
支
援
事
業
（
第
百
十
五
条
の
四
十
四
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る

二
介
護
方
法
の
指
導
そ
の
他
の
要
介
護
被
保
険
者
を
現
に
介
護
す
る
者
の
支
援
の
た
め
必
要
な
事
業

三
そ
の
他
介
護
保
険
事
業
の
運
営
一
の
安
定
化
及
び
被
保
険
者
の
地
域
に
お
け
る
自
立
し
た
日
常
生
活
の
支
援
の
た
め
必
要
な
事
業

３
～
６
（
略
）

２
市
町
村
は
．
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
業
の
ほ
か
、
地
域
支

一
介
護
給
付
等
に
要
す
る
費
用
の
適
正
化
の
た
め
の
事
業

行
う
も
の
と
す
る
。

一
被
保
険
者
（
第
一
号
被
保
険
者
に
限
る
。
）
の
要
介
護
状
態
等
と
な
る
こ
と
の
予
防
又
は
要
介
護
状
態
等
の
軽
減
若
し
く
は
悪
化
の
防
止
の
た
め

必
要
な
事
業
（
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
及
び
地
域
密
着
型
介
謹
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
除
く
。
）

二
被
保
険
者
が
要
介
護
状
態
等
と
な
る
こ
と
を
予
防
す
る
た
め
、
そ
の
心
身
の
状
況
、
そ
の
瞳
か
れ
て
い
る
環
境
そ
の
他
の
状
況
に
応
じ
て
、
そ
の

週
択
に
基
づ
き
、
前
号
に
掲
げ
る
事
業
そ
の
他
の
適
切
な
事
業
が
包
括
的
か
つ
効
率
的
に
提
供
さ
れ
る
よ
う
必
要
な
援
助
を
行
う
事
業

三
被
保
険
者
の
心
身
の
状
況
、
そ
の
居
宅
に
お
け
る
生
活
の
実
態
そ
の
他
の
必
要
な
実
情
の
把
握
、
保
健
医
療
、
公
衆
衛
生
、
社
会
福
祉
そ
の
他
の

関
連
施
策
に
関
す
る
総
合
的
な
情
報
の
提
供
、
関
係
機
関
と
の
連
絡
調
整
そ
の
他
の
被
保
険
者
の
保
健
医
療
の
向
上
及
び
福
祉
の
増
進
を
図
る
た
め

四
被
保
険
者
に
対
す
る
虐
待
の
防
止
及
び
そ
の
早
期
発
見
の
た
め
の
事
業
そ
の
他
の
被
保
険
者
の
権
利
擁
謹
の
た
め
必
要
な
援
助
を
行
う
事
業

五
保
健
医
療
及
び
福
祉
に
関
す
る
専
門
的
知
職
を
有
す
る
者
に
よ
る
被
保
険
者
の
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
及
び
施
設
サ
ー
ビ
ス
計
画
の
検
証
、
そ
の
心

身
の
状
況
、
介
護
給
付
等
対
象
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
状
況
そ
の
他
の
状
況
に
関
す
る
定
期
的
な
協
畿
そ
の
他
の
取
組
を
通
じ
、
当
該
被
保
険
者
が
地
域

に
お
い
て
自
立
し
た
日
常
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
包
括
的
か
つ
継
続
的
な
支
援
を
行
う
事
業

市
町
村
は
．
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
業
の
ほ
か
、
地
域
支
援
事
業
と
し
て
、
次
に
掲
げ
る
事
業
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

の
総
合
的
な
支
援
を
行
う
事
業

成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）

地
域
支
援
事
業
等

、

一
五
頁



（
都
道
府
県
の
負
担
等
）

第
百
二
十
三
条
（
略
）

（
市
町
村
の
一
般
会
到

第
百
二
十
四
条
（
略
）

股
会
計

２
（
略
）

３
都
道
一

付
す
る
。

都
道
府

32

市へ
町略
Lエー

市町村

４
都
道
府
県
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
市
町
村
に
対
し
、
包
括
的
支
援
事
業
等
支
援
額
の
百
分
の
二
十
五
に
相
当
す
る
額
を
交
付
す
る
。

事
業
に
限
る
。
以
下
「
介
誼
予
防
事
業
」
と
い
う
。
）
に
要
す
る
費
用
の
額
の
百
分
の
二
十
五
に
相
当
す
る
額
を
交
付
す
る
。

２
国
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
市
町
村
に
対
し
、
地
域
支
援
事
業
（
介
護
予
防
事
業
を
除
く
。
）
に
要
す
る
費
用
の
額
に
、
第
百
二
十
五

条
第
一
項
の
第
二
号
被
保
険
者
負
担
率
に
百
分
の
五
十
を
加
え
た
率
を
乗
じ
て
得
た
額
（
以
下
「
包
括
的
支
援
事
業
等
支
援
額
」
と
い
う
。
）
の
百
分

の
五
十
に
相
当
す
る
額
を
交
付
す
る
。

４
市
町
村
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
一
般
会
計
に
お
い
て
、
包
括
的
支
援
事
業
等
支
援
額
の
百
分
の
二
十
五
に
相
当
す
る
額
を
負
担

す
る
。

は
、
一

額
を
負
担
す
る
。
政

（
保
険
料
率
の
算
定
に
関
す
る
基
準
）

第
三
十
八
条
（
略
）

○
介
護
保
険
法
施
行
令

第
六
章
保
険
料

32

県
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
市
町
村
に
対
し
、
介
護
予
防
事
業
に
要
す
る
費
用
の
額
の
百
分
の
十
二
・
五
に
相
当
す
る
額
を
交

前
二
項
の
保
険
料
収
納
必
要
額
（
以
下
「
保
険
料
収
納
必
要
額
」
と
い
う
。
）
は
、
計
画
期
間
に
お
け
る
各
年
度
の
第
一
号
に
掲
げ
る
額
の
合
算

額
の
見
込
額
か
ら
第
二
号
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額
の
見
込
額
を
控
除
し
て
得
た
額
の
合
算
額
と
す
る
。

一
介
謹
給
付
及
び
予
防
給
付
に
要
す
る
費
用
の
額
、
市
町
村
特
別
給
付
に
要
す
る
養
用
の
額
、
地
域
支
援
事
業
に
要
す
る
費
用
の
額
、
保
健
福
祉

事
業
に
要
す
る
費
用
の
額
、
財
政
安
定
化
基
金
拠
出
金
の
納
付
に
要
す
る
費
用
の
額
、
法
第
百
四
十
七
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
基
金
事
業

借
入
金
の
償
還
に
要
す
る
費
用
の
額
並
び
に
そ
の
他
の
介
護
保
険
事
業
に
要
す
る
費
用
（
介
護
保
険
の
事
務
の
執
行
に
要
す
る
費
用
を
除
く
。
）

へ

略
…

に
お
け
る
負
担
↓
）

令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
一
般
会
計
に
お
い
て
、
介
護
予
防
事
業
に
要
す
る
費
用
の
頚
の
百
分
の
十
二
・
五
に
相
当
す
る

（
平
成
十
年
政
令
第
四
百
十
二
号
）

一

六

頁



の
合
算
額

４
～
７
へ
塔

へ

略

の
額
の
合
算
額

二
法
第
百
二
十
一
条
、
第
百
二
十
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
百
二
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
負
担
金
、
法
第
百
二
十
二
条
の
規
定
に
よ

る
調
整
交
付
金
、
法
第
百
二
十
二
条
の
二
並
び
に
法
第
百
二
十
三
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
交
付
金
、
法
第
百
二
十
五
条
の
規
定
に

よ
る
介
護
給
付
費
交
付
金
、
法
第
百
二
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
地
域
支
援
事
業
支
援
交
付
金
、
法
第
百
二
十
七
条
及
び
第
百
二
十
八
条
の
規
定
に

，
よ
る
補
助
金
そ
の
他
介
護
保
険
事
業
に
要
す
る
費
用
の
た
め
の
収
入
（
介
護
保
険
の
事
務
の
執
行
に
要
す
る
費
用
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
額

一

『

一
七
頁



､

今

I'
（
目
的
）

第
一
条
雇
用
保
険
は
、
労
働
者
が
失
業
し
た
場
合
及
び
労
働
者
に
つ
い
て
屈
用
の
継

続
が
困
難
と
な
る
邸
由
が
生
じ
た
場
合
に
必
要
な
給
付
を
行
う
ほ
か
、
労
働
者
が
自

ら
職
業
に
関
す
る
教
育
訓
練
を
受
け
た
場
合
に
必
要
な
給
付
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、

労
働
者
の
生
活
及
び
屈
用
の
安
定
を
図
る
と
と
も
に
、
求
職
活
勵
を
容
易
に
す
る
等

◎
侭
用
保
険
法
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
百
十
六
号
）
の
一
部
改
正’

剣

I
防
、
雁
用
状
態
の
是
正
及
び
雁
用
機
会
の
墹
大
、
労
働
者
の
能
力
の
開
発
及
び
向
上

そ
の
他
労
働
者
の
福
祉
の
増
進
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

ｒ

Ｉ

・

日

日

I

係
る
経
饗
の
部
を
補
助
す
る
こ
と

（
第
十
五
条
第
一
項
に
規
副
る
受
鮨
資
劃
を
Ｌ

弟
一
一
藍
手
柄

不
調
者
支
隈 る

と
と
も
に
、

〃
哩
又
Ｉ
’
憲
画
目

＊

P

P

D

労
働
者
の
職
業
の
安
定
に
壷
す
る
た
め
、
失
業
打

案
●

】
支
閥
認
定
馴
Ｉ
側
寓

r
h

（
間
的
）

第
一
条
履
用
保
険
は
、
労
働
者
が
失
業
し
た
場
合
及
び
労
働
者
に
つ
い
て
屈
用
の
継

続
が
困
難
と
な
る
事
由
が
生
じ
た
場
合
に
必
要
な
給
付
を
行
う
ほ
か
、
労
働
者
が
自

ら
職
業
に
関
す
る
教
育
訓
練
を
受
け
た
場
合
に
必
要
な
給
付
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、

労
働
者
の
生
活
及
び
順
用
の
安
定
を
図
る
と
と
も
に
、
求
聯
活
動
を
容
易
に
す
る
等

そ
の
就
職
を
促
進
し
、
あ
わ
せ
て
、
労
働
者
の
職
業
の
安
定
に
資
す
る
た
め
、
失
業

の
予
防
、
雇
用
状
態
の
是
正
及
び
雁
用
機
会
の
墹
大
、
労
働
者
の
能
力
の
開
発
及
び

向
上
そ
の
他
労
働
者
の
補
祉
の
墹
進
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

ビ
蕊
豚
ｕ
妙
い

ｅ

（
参
考
）第
四
章
服
用
安
定
恥
業
錬

（
服
用
安
定
耶
業
）

第
六
十
二
条
政
府
は
、
被
保
険
者
、
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
及
び
被
保
険
者
に
な
ろ

う
と
す
る
者
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
被
保
険
者
等
」
と
い
う
。
）
に
関
し
、
失

業
の
予
防
、
胴
用
状
態
の
是
正
、
雁
用
機
会
の
墹
大
そ
の
他
屈
用
の
安
定
を
図
る
た

め
、
屈
用
安
定
辨
業
と
し
て
、
次
の
郡
業
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

一
擬
気
の
変
動
、
産
業
柵
造
の
変
化
そ
の
他
の
経
済
上
の
理
由
に
よ
り
辨
業
活
勤

の
縮
小
を
余
雌
な
く
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
労
働
者
を
休
業
さ
せ
る
郡
業
主
そ

の
他
労
働
者
の
屈
用
の
安
定
を
図
る
た
め
に
必
要
な
措
腿
を
論
ず
る
郡
業
主
に
対

し
て
、
必
要
な
助
成
及
び
援
助
を
行
う
こ
と
。

I

参
考

・1．



71

（
国
庫
の
負
担
）

第
六
十
六
条
国
庫
は
、
次
に
掲
げ
る
区
分
に
よ
っ
て
、
求
職
者
給
付
（
商
年
齢
求
職

者
給
付
金
を
除
く
。
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
雁
用
継
続
給
付
（
商
年
齢
雁

用
継
続
基
本
給
付
金
及
び
高
年
齢
再
就
職
給
付
金
を
除
く
。
第
三
号
に
お
い
て
同
じ

２
～
５
（
略
）

一
日
届
労
働
求
職
者
給
付
金
以
外
の
求
職
者
給
付
に
つ
い
て
は
、
当
該
求
職
者
給

付
に
要
す
る
饗
用
の
四
分
の
一
一

二
日
雇
労
働
求
職
者
給
付
金
に
つ
い
て
は
、
当
該
日
雁
労
働
求
職
者
給
付
金
に
要

す
る
費
用
の
三
分
の
一

三
届
用
継
続
給
付
に
つ
い
て
は
、
当
該
雁
用
継
続
給
付
に
要
す
る
餐
用
の
八
分
の

。
）

l

i

に
求
那
活
剛
支
援
郡
塞

に
要
す
る
蛮
用
の
一
部
を
負
担
す
る
心

↓

鋤
支
授
巾

I

I
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（
国
庫
の
負
担
）

第
六
十
六
条
国
庫
は
、
次
に
掲
げ
る
区
分
に
よ
っ
て
、
求
職
者
給
付
（
商
年
齢
求
職

者
給
付
金
を
除
く
。
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
斑
用
継
続
給
付
（
高
年
齢
屈

用
継
続
韮
本
給
付
金
及
び
高
年
齢
再
就
職
給
付
金
を
除
く
。
“
第
三
号
に
お
い
て
同
じ

。
）
に
要
す
る
費
用
の
一
部
を
負
担
す
る
．

一
日
届
労
働
求
職
者
給
付
金
以
外
の
求
職
者
給
付
に
つ
い
て
は
、
当
該
求
職
者
給

付
に
要
す
る
饗
用
の
四
分
の
一

二
日
屈
労
働
求
職
者
給
付
金
に
つ
い
て
は
、
当
該
日
雁
労
働
求
職
者
給
付
金
に
要

す
る
饗
用
の
三
分
の
一

三
雁
用
継
続
給
付
に
つ
い
て
は
、
当
骸
服
用
継
続
給
付
に
要
す
る
費
用
の
八
分
の

２
～
５
（
略
）

二
離
職
を
余
雌
な
く
さ
れ
る
労
働
者
に
対
し
て
、
雇
用
対
策
法
（
昭
和
四
十
一

年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
第
二
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
休
暇
を
与
え
る
郡

業
主
そ
の
他
当
核
労
働
者
の
再
就
職
を
促
進
す
る
た
め
に
必
要
な
措
随
を
識
ず

る
郡
業
主
に
対
し
て
、
必
要
な
助
成
及
び
援
助
を
行
う
こ
と
。

（
以
下
略
）

･2．



弓

（
保
険
料
）

第
六
十
八
条
雇
用
保
険
事
業
に
要
す
る
饗
用
に
充
て
る
た
め
政
府
が
徴
収
す
る
保
険

料
に
つ
い
て
は
、
徴
収
法
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

２
前
項
の
保
険
料
の
う
ち
、
・
一
般
保
険
料
徴
収
額
か
ら
そ
の
額
に
二
那
業
率
を
乗
じ

て
得
た
額
を
減
じ
た
額
及
び
印
紙
保
険
料
の
額
に
相
当
す
る
額
の
合
計
額
は
、
失
業

保
険
料
の
額
に
相
当
す
る
額
の
合
計
額
は
、
失
業

科
徴
収
額
に
二
郡
業
率
を
乗
じ
て
得
た
額
は
、

に
要
す
る
饗
用
に
充
て
る
も
の
と
す
る
●

等
給

付
及
び
求
皿
支
扱
１

I

に
要
す
る
饗
用
に
充
て
る
も
の
と
し
、
一
》
般
保
険

得
た
額
は
、
屈
用
安
定
聯
業
及
び
能
力
側
発
耶
業

，
Ｉ

（
保
険
料
）

第
六
十
八
条
歴
用
保
険
耶
業
に
要
す
る
喪
用
に
充
て
る
た
め
政
府
が
徴
収
す
る
保
険

料
に
つ
い
て
は
、
徴
収
法
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

２
前
項
の
保
険
料
の
う
ち
、
一
般
保
険
料
徴
収
額
か
ら
そ
の
額
に
二
耶
業
率
を
乗
じ

て
得
た
額
を
減
じ
た
額
及
び
印
紙
保
険
料
の
額
に
相
当
す
る
額
の
合
計
額
は
、
失
業

等
給
付
に
要
す
る
譜
用
に
充
て
る
も
の
と
し
、
一
般
保
険
料
徴
収
額
に
二
耶
業
率
を

乗
じ
て
得
た
額
は
、
服
用
安
定
嚇
業
及
び
能
力
開
発
事
業
に
要
す
る
批
用
に
充
て
る

も
の
と
す
る
。

0
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‐

○
労
働
保
険
の
保
険
料
の
徴
収
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
八
十
四
号
）
の
一
部
改
正

｛

・4．

Ｏ
労
働
保
険
の
保
険
料
の
徴
収
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
神
第
八
十
四
号

ー（
一
般
保
険
料
に
係
る
保
険
料
率
）

ｃ
ｃ

第
十
二
条
一
般
保
険
料
に
係
る
保
険
料
率
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
中
略
）

５
厚
生
労
働
大
臣
は
、
毎
会
計
年
度
に
お
い
て
、
徴
収
保
険
料
額
並
び
に
服
用
保
険

法
第
六
十
六
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
五
項
並
び
に
第
六
十
七
条
の
規
定
に
よ
る

国
庫
の
負
担
額
の
合
計
額
と
同
法
の
規
定
に
よ
る
失
業
等
給
付
の
額
聞
酬
刺
棚
澗
剛

封
捌
覗
調
凶
割
引
剣
鯏
割
刑
卿
荊
可
引
刈
矧
澗
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
実
業
等
給

付
額
」
と
い
乳
）
と
の
差
額
を
当
該
会
計
年
度
末
に
お
け
る
労
働
保
険
特
別
会
計

の
雇
用
勘
定
の
祇
立
金
（
第
七
項
に
お
い
て
「
秋
立
金
」
と
い
う
。
）
に
加
減
し
た

額
が
、
当
該
会
計
年
度
に
お
け
る
失
業
等
給
付
額
の
二
倍
に
相
当
す
る
額
を
超
え
、

又
は
当
該
失
業
等
給
付
額
に
相
当
す
る
額
を
下
る
に
至
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
必
要

が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
労
働
政
莱
審
識
会
の
意
見
を
聴
い
て
、
一
年
以
内
の
期

間
を
定
め
、
殖
用
保
険
率
を
千
分
の
十
五
、
五
か
ら
千
分
の
二
十
三
・
五
ま
で
（
前

項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
邸
業
（
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
那
業
を
除
く
。
）
に
つ
い

て
は
千
分
の
十
七
・
五
か
ら
千
分
の
二
十
五
・
五
ま
で
、
同
号
に
掲
げ
る
那
業
に
つ

い
て
は
千
分
の
十
八
・
五
か
ら
千
分
の
二
十
六
・
五
ま
で
）
の
随
囲
内
に
お
い
て
変

更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
以
下
略
）

案

○
労
働
保
険
の
保
険
料
の
徴
収
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
八
十
四
号

第
ー

ｰ

（
一
般
保
険
料
に
係
る
保
険
料
率
）

1
二
条
一
般
保
険
料
に
係
る
保
険
料
率
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
中
略
）

５
厚
生
労
働
大
臣
は
、
毎
会
計
年
度
に
お
い
て
、
徴
収
保
険
料
額
並
び
に
雁
用
保
険

法
第
六
十
六
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
節
五
項
並
び
に
第
六
十
七
条
の
規
定
に
よ
る

国
庫
の
負
担
額
の
合
計
額
と
同
法
の
規
定
に
よ
る
失
業
等
給
付
の
額
（
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
「
失
業
等
給
付
額
」
と
い
う
。
）
と
の
差
額
を
当
該
会
計
年
度
末
に
お
け

る
労
働
保
険
特
別
会
計
の
屈
用
勘
定
の
秋
立
金
（
第
七
項
に
お
い
て
『
秋
立
金
」
と

い
う
。
）
に
加
減
し
た
額
が
、
当
該
会
計
年
度
に
お
け
る
失
業
等
給
付
額
の
二
倍
に

相
当
す
る
額
を
超
え
、
又
は
当
該
失
業
等
給
付
額
に
相
当
す
る
額
を
下
る
に
至
っ
た

場
合
に
お
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
労
働
政
策
審
議
会
の
意
見
を
聴

い
て
、
一
年
以
内
の
期
間
を
定
め
、
雁
用
保
険
率
を
千
分
の
十
五
・
五
か
ら
千
分
の

二
十
三
・
五
ま
で
（
前
項
た
だ
し
猫
に
規
定
す
る
邪
業
（
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
珈

業
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
千
分
の
十
七
・
五
か
ら
千
分
の
二
十
五
・
五
ま
で
、
同

号
に
掲
げ
る
那
業
に
つ
い
て
は
千
分
の
十
八
・
五
か
ら
千
分
の
二
卜
六
噌
五
ま
で
）

の
純
囲
内
に
お
い
て
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
以
下
略
）

用
例



｡

◎
特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
二
十
三
号
）
の
一
部
改
正

０

／

１
ｔ
し

ｰ

;）今

（
一
般
会
計
か
ら
の
繰
入
対
象
経
饗
）

第
百
一
条
労
災
勘
定
に
お
け
る
一
般
会
計
か
ら
の
繰
入
対
象
経
費
は
、
労
働
者
災
害

捕
償
保
険
法
第
三
十
二
条
に
規
定
す
る
労
働
者
災
害
補
償
保
険
郡
業
に
要
す
る
餐

用
で
国
庫
が
補
助
す
る
も
の
と
す
る
。

２
服
用
勘
定
に
お
け
る
一
般
会
計
か
ら
の
繰
入
対
象
経
饗
は
、
雇
用
保
険
法
第
六
十

六
条
及
び
第
六
十
七
条
に
規
定
す
る
求
職
者
給
付
並
び
に
同
法
第
六
十
六
条
に
規
定

す
る
雇
用
継
続
給
付
１
判
噸
周
剛
剣
捌
覗
調
及
び
雁
用
保
険
郡
業
の
郵
務
の
執
行
に

要
す
る
経
費
で
国
庫
が
負
担
す
る
も
の
と
す
る
。

（
制
立
金
）

第
百
三
条
労
災
勘
定
に
お
い
て
、
毎
会
計
年
産
の
歳
入
歳
出
の
決
算
上
剰
余
金
を
生

じ
た
場
合
に
は
、
当
該
剰
余
金
の
う
ち
、
労
災
保
険
耶
業
の
保
険
給
付
聾
及
び
社
会

復
帰
促
進
等
期
業
饗
（
特
別
支
給
金
に
充
て
る
た
め
の
も
の
に
限
る
。
第
五
項
に
お

い
て
同
じ
。
）
に
充
て
る
た
め
に
必
要
な
金
額
を
、
糊
立
金
と
し
て
菰
み
立
・
て
る
も

の
と
す
る
。

２
（
略
）

３
屈
用
勘
定
に
お
い
て
、
毎
会
計
年
度
の
歳
入
額
（
殖
用
安
定
耶
業
及
び
能
力
開
発

事
業
に
係
る
歳
入
額
（
次
条
第
三
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
「
二
耶
業
饗
充
当
歳
入

額
」
と
い
う
。
）
を
控
除
し
た
残
り
の
額
と
す
る
。
）
か
ら
当
骸
年
度
の
歳
出
額
（

雇
用
安
定
事
業
及
び
能
力
開
発
醜
業
に
係
る
歳
出
額
（
次
条
第
三
項
及
び
第
四
項
に

お
い
て
「
二
鄭
業
費
充
当
歳
出
額
」
と
い
う
。
）
を
控
除
し
た
磯
り
の
額
と
す
る
。

）
を
控
除
し
て
残
余
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
残
余
の
う
ち
、
雁
用
保
険
嚇
業
の
失

案

全
般
会
計
か
ら
の
繰
入
対
象
経
掛
）

第
百
二
条
労
災
勘
定
に
お
け
る
一
般
会
計
か
ら
の
繰
入
対
象
経
饗
は
、
労
働
者
災
害

補
償
保
険
法
第
三
十
二
条
に
規
定
す
る
労
働
者
災
害
補
償
保
険
珈
業
に
要
す
る
掛

川
で
国
服
が
袖
助
す
る
も
の
と
す
る
。

２
服
用
勘
定
に
お
け
る
一
般
会
計
か
ら
の
繰
入
対
象
経
掛
は
、
雁
用
保
険
法
第
六
十

六
条
及
び
第
六
十
七
条
に
規
定
す
る
求
職
者
給
付
並
び
に
同
法
第
六
十
六
条
に
規
定

す
る
願
用
継
続
給
付
及
び
雁
用
保
険
那
業
の
那
務
の
執
行
に
要
す
る
経
掛
で
国
庫
が

負
担
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
柵
立
金
）

第
百
三
条
労
災
勘
定
に
お
い
て
、
毎
会
計
年
度
の
歳
入
歳
出
の
決
算
上
剰
余
金
を
生

じ
た
場
合
に
は
、
当
骸
剰
余
金
の
う
ち
、
労
災
保
険
邪
業
の
保
険
給
付
喪
及
び
社
会

復
州
促
進
輔
那
業
饗
（
特
別
支
給
金
に
充
て
る
た
め
の
も
の
に
限
る
。
第
五
項
に
お

い
て
同
じ
。
）
に
充
て
る
た
め
に
必
要
な
金
額
を
、
秋
立
金
と
し
て
秋
み
立
て
る
も

の
と
す
る
。

２
（
略
）

３
屈
用
勘
定
に
お
い
て
、
毎
会
計
年
度
の
歳
入
額
（
雇
用
安
定
邸
業
及
び
能
力
開
発

●邪
業
に
係
る
歳
入
額
（
吹
条
第
三
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
「
二
亦
業
澱
充
当
歳
入

額
』
と
い
う
。
）
を
控
除
し
た
残
り
の
額
と
す
る
。
）
か
ら
当
該
年
度
の
歳
出
額
（

雁
用
安
定
郡
業
及
び
能
力
開
発
邪
業
に
係
る
歳
出
額
（
次
条
第
三
項
及
び
第
四
項
に

お
い
て
三
那
業
費
充
当
歳
出
額
」
と
い
う
。
）
を
控
除
し
た
残
り
の
額
と
す
る
。

）
を
控
除
し
て
磯
余
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
残
余
の
う
ち
、
雁
用
保
険
唯
業
の
失

用
例



、

と
し
て
秋
み
立
て
る
も
の
と
す
る
。

業
等
給
付
饗
及
び
求
聯
活
動
支
援
或
業
に
充
て
る
た
め
に
必
要
な
金
額
を
、
秋
立
金
一
蠅
州
州
Ⅶ
饗
に
充
て
る
た
め
に
必
要
な
金
額
を
、
祇
立
金
と
し
て
秋
み
立
て
る
も
の

可

一
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雇用保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律案（仮称）
の概要

「

要簔鑿鰯鰯蕊這雪懸熱総霄鰯鱗茎雛職筈
ともに、失業等給付に係る保険料率の引下げ等の改正を行う。

1．骨子

(1)雇用保険法の一部改正

①失業等給付の充実・見直し

失業等給付の基本手当の算定基礎となる「賃金日額」について、直近の賃金分布
等をもとにその下限額等の引上げ等を図る°

就業促進給付については、 「再就職手当jの、支給残日数に係る要件のうち、支

給残日数45日以上との要件を恒久的に廃止するとともに､支給額の引上げを図る。
加えて、 「常用就職支度手当」について、支給額を引き上げている暫定措置の恒久

化を図る°

②雇用保険の国庫負担に関する暫定措圃の廃止時期の見直し(P)
雇用保険の国庫負担については、引き続き検討を行い、できるだけ速やかに、安

定した財源を確保した上で国庫負担に関する暫定措憧を廃止するものとする。
③新たな附帯事業の創設

求職者に対し、直接給付による訓練期間中の生活支援等を行うこととするため、
附帯事業として「求職活動支援事業（仮称)」を創設することとし、給付に要する

費用ぱ国1／2，労使l/4ずつ(P)負担することとする。

r･ r
l

｛

(2) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正

失業等給付に係る保険料率を、雇用保険の財政状況等を勘案し2/1000(P)引き下

げる。

2．留意事項

(1) 施行期日

平成23年8月1日(ただし、 1(1)②については、公布のq、 I (1)③については
平成23年10月1日、 1(2)については平成24年4月1日）

(2) 予算関連法案である。

失業等給付について、賃金日額の下限額等の引き上げや就業促進給付の充実・見直
しを講ずるものであり、本法案が成立しなければ平成23年度予算額の変更を生じる

こととなるため、本法律案は予算関連法案である。
(3) 労働政策審議会において、平成23年1月に諮問・答申予定。
(4) 閣議決定希望日平成23年2月上旬

I



雇用保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律案（仮称）
の概要

依然として厳しい雇用失業情勢の下において、失業者の就職の促進等を図るために必

要な支援を適切に実施するため、失業等給付の見直し、新たな附帯事業の創設を図ると

ともに、失業等給付に係る保険料率の引下げ等の改正を行う。

1．骨子

(1) 雇用保険法の一部改正

①失業等給付の充実・見直し

失業等給付の基本手当の算定基礎となる「賃金日額」について、直近の賃金分布
等をもとにその下限額等の引上げ等を図る。
就業促進給付については、 「再就職手当」の、支給残日数に係る要件のうち、支

給残日数45日以上との要件を恒久的に廃止するとともに､支給額の引上げを図る．
加えて、 「常用就職支度手当」について、支給額を引き上げている暫定措置の恒久
化を図る。

②雇用保険の国庫負担に関する暫定措置の廃止時期の見直し(P)

雇用保険の国庫負担については、引き続き検討を行い、できるだけ速やかに、安

定した財源を確保した上で国庫負担に関する暫定措置を廃止するものとする．
③新たな附帯事業の創設

求職者に対し、直接給付による訓練期間中の生活支援等を行うこととするため、
附帯事業として「求職活動支援事業（仮称)」を創設することとし、給付に要する

費用は国1/2，労使

当談帝業舞割淵番鈴
(2)労働保険の保険料の徴

労使1/4ずつ(P)負担することとする

ｵ審巷雫一滑鈎規定の盤誰討萄憲

収等に関する法律の－－部改正

失業等給付に係る保険料率を、雇用保険の財政状況等を勘案し2/1000(P)引き下
げる。

2．留意事項

(1)施行期日

平成23年8月1日(ただし、 1(1)②については、公布の日、 1 (1)③については
平成23年10月1日、 1(2)については平成24年4月1日）
(2) 予算関連法案である．

失業等給付について、賃金日額の下限額等の引き上げや就業促進給付の充実・見直
しを粥ずるものであり、本法案が成立しなければ平成23年度予算額の変更を生じる

こととなるため、本法律案は予算関連法案である．
(3) 労働政策審議会において、平成23年1月に諮問・答申予定。
(4) 閣議決定希望日平成23年2月上旬



職業訓練の実施等による対象求職者の就職の支援に関する法律案（仮称）の概要

雇用保険の失業等給付を受給できない求職者に対し、その就職の促進のために必要な職
業能力を高めるための訓練を受講する機会を確保するとともに、一定の要件を満たす場合
には訓練期間中の生活を支援するための給付を支給し、あわせて、公共職業安定所におい
てきめ細やかな就職支援を行うこと等により、失業等給付を受給できない求職者の早期の
就職を促進する制度を創設する。

1 骨子
(1)法律の目的

雇用保険の失業等給付を受給できない求職者に対し、必要な職業訓練の機会を確保す
るための施策を識ずるとともに、必要に応じて職業訓練を受ける間の生活を支援するた
めの給付を支給すること等により、対象求職者（雇用保険の失業等給付を受給できない
者であって、労働の意思及び能力を有している等の要件に該当する者をいう。以下同じ｡）
の就職の促進を図ることを目的とする。

(2)求職者の就職に必要な知識又は技能を習得させるための訓練の認定
厚生労働大臣は、対象求職者の就職に必要な知識又は技能を習得させるための訓練を
認定することができることとし、その認定に関する業務等は独立行政法人高齢・障害・
求職者雇用支援機構に行わせるものとずる・

（3）求職者訓練受講支援給付（仮称）の支給等
・ 求職者訓練受講支援給付は、対象求職者が公共職業安定所長が指示した(2)の訓練（以
下「認定求職者支援訓練」 （仮称)という。）及び公共職業訓練等（以下「求職者支援訓
練」 （仮称） という｡）を受講した場合に、当該訓練を受謝する期間について支給する求
職者訓練受講支援手当（仮称）及び通所手当（仮称） とする｡

． 求職者訓練受講支援手当は、 730日分を限度に支給することとし、過去6年間に、
別の求職者支援訓練を受けたことにより給付を受けたことがある場合には支給しない。

・ 不正受給を行った者について、以後、その訓練期間中の求職者訓練受謂支援給付の支
給は行わないこととし、給付額の返還及び当該額の2倍に相当する額以下の納付金の納
付を命ずることができることとする。

（4）求職者支援訓練を受講する者の就職の支援
・ 公共職業安定所長は、求職者支援訓練の受講者に対し、公共職業安定所に出頭すべき
日等を記載した就職支援計画（仮称）を作成するものとすることとし、対象求職者は、
正当な理由がない限り、公共職業安定所長が行う支援を拒否してはならないものとする。

（5） その他

・ 求職者支援訓練を実施する者への立入検査、求職者支援訓練実施者及び求職者支援訓
練受講者への報告を命ずる権限、求職者訓練受識支援給付の差押え・公課等の禁止、給
付を受ける權利等の時効、罰則等を規定することとする。

・ 認定求職者支援訓練に係る経費負担及び求職者訓練受謂支援給付の支給については、
雇用保険法に創設する「求職活動支援事業（仮称)」 として位侭づけることとする。

2 留意事項
(1) 施行期日平成23年10月1日
(2) 予算関連法案である。
(3) 労働政策審議会において、年内を目途に取りまとめ、 1月下旬に諮問・答申予定。
（4） 閣議決定予定日 平成23年2月上旬



職業訓練等の実施遡による対象求職者の就職の支援に関する法律案（仮称）の概要

雇用保険の失業等給付を受給できない求職者に対し、その就職の促進のために必要な職
業能力を高めるための訓練を受講する機会を確保するとともに、一定の要件を満たす場合
には訓練期間中の生活を支援するための給付を支給し、あわせて、公共職業安定所等にお
いてきめ細やかな就職支援を行うこと筆により、失業等給付を受給できない求職者の早期
の就職を促進する制度を創設する。

1 骨子
(1)法律の目的

雇用保険の失業等給付を受給できない求職者に対し、必要な職業訓練の機会を確保す
るための施策を講ずるとともに、必要に応じて職業訓練を受ける問の生活を支援するた

議案 総鎮蕊鍔總鵜篝辮菫琴総謝能力を有している”
的とする。

(2)求職者の就職に必要な知識又は技能を習得させるための訓練の認定
厚生労働大臣は、 対象求職養罐鋸澤険吟失業等給催識齢苧曇誉給鋒桝鋸雲＝繩

蕊拳講蕊慧蕊蕊議藤篭謹蕊艤蒸
(3)求職者訓練受講支援給付（仮称）の支給等
・ 求職者訓練受講支援給付は、対象求職者が公共職業安定所長が指示した(2)の訓練（以
下「認定求職者支援訓練」 （仮称）というb)及び公共職業訓練等（以下「求職者支援訓
練」 （仮称） という。）を受講した場合に、当該訓練を受講する期間について支給する求
職者訓練受講支援手当（仮称）及び通所手当（仮称） とする。

・ 求職者訓練受講支援手当は、 730日分を限度に支給することとし、過去6年間に、
別？求職者支援訓練童量けたことにより_;雪議=等給付を受けたことがある場合にほ支給
しない｡

・ 不正受給を行った者について、以後、その訓練期間中の求職者訓練受講支援給付の支
給は行わないこととし、給付額の返還及び当該額の2倍に相当する額以下の納付金の納
付を命ずることができることとする.。

(4)求職者支援訓練を受講する者の就職の支援
・ 公共恥業安定所長は、求職者支援訓練の受講者に対し、公共職業安定所に出頭すべき
日等を記載した就職支援計画（仮称）を作成するものとすることとし、対象求職者は、
正当な理由がない限り、公共職業安定所長が行う支援を拒否してはならないものとする。

（3） その他

・ 求職者支援訓練を実施する者への立入検査、求職者支援訓練実施者及び求職者支援訓
練受講者への報告を命ずる権限、求職者訓練受講支援給付の差押え・公課等の禁止、給
付を受ける権利等の時効、釧則等を規定することとする。

・ 認定求職者支援訓練に係る経費負担及び求職者訓練受講支援給付の支給については、
雇用保険法に創設する「求聯活動支援事業（仮称)」 として位置づけることとする。

留意事項

施行期日平成23年10月1日
予算関連法案である。
労働政策審議会において、年内を目途に取りまとめ、
閣議決定予定日平成23年2月上旬

2

（1）
（2）
（3）
（4）

1月下旬に諮問・答申予定。
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求職活動支援事業の創設に伴う雇用保険法の目的規定の改正が不要な理由について

○今回創設する求職活動支援事業については、雇用保険法において、附帯事業として以

下のように規定することを検討している。

（求職活動支援事業） L

第六十一条の八政府は、被保険者であった者及び被保険者になろうとする者に関し、

就職に必要な職業に関する教育訓練の機会を確保し、その受講を容易にすることを通

じ、もって、その就職を促進するため、次の事業を行うことができる。

○現行の雇用保険法の目的規定は、以下のとおり、 「あわせて」の前までで、失業等給付

について規定し、それ以降で附帯事業について規定している。

（目的）

第一条雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難とな

る事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を

受けた場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとと

もに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に
資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発

及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。

○求職活動支援事業は、雇用保険の失業等給付を受給できない求職者に対し、必要な職

業訓練の機会を確保するとともに、必要に応じてその間の生活を支援するための給付を

支給すること等により、これらの求職者の就職の促進を図ることを目的とするものであ

る。
1

○求職活動支援事業の目的については、

． 「職業訓練の機会の確保｣「その間の生活を支援するための給付の支給｣については、

いずれも訓練を通じた労働者の能力開発及び向上につながるものであり、

． 「求職者の就職の促進を図ること」については、就職の促進は当該者の福祉の増進

につながるものである

ことから、 「労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ること」で読む

ことが可能であり、また、附帯事業全体に共通する「労働者の職業の安定に資するため」

との目的にも包含されるものである。

○このため、今回求職活動支援事業の創設に伴い、雇用保険法の目的規定の改正を行う

ことは不要と考える。
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訓練の名称について

○職業能力開発促進法（昭和44年法律第64号）においては、一定の基準を満たす職業

訓練及び実施計画に係る職業訓練について、それぞれ「認定職業訓練」及び「認定実習

併用職業訓練」 といった名称が規定されているところ。

○上記の例にならい、求職者支援法（仮称）においては、厚生労働大臣が、対象求職者

の基礎的な職業能力の開発及び向上を図るために必要な知識又は技能を習得させるため

の職業訓練であって、厚生労働大臣が定める基準に適合するものであることの認定を受

けたものを、 「認定求職者支援訓練」と規定することとする。

【参考】

○職業能力開発促進法（昭和44年法律第64号） （抄）

（都道府県知事による職業訓練の認定）

第二十四条 （略）

2 （略）

3都道府県知事は、第一項の認定に係る職業訓練（以下｣認定職業訓絢_という。 ）が第十九

条第一項の厚生労働省令で定める基準に適合しなくなったと認めるとき、又は事業主等が当該

認定職業訓練を行わなくなったとき、若しくは当該認定職業訓練を的確に実施することができ

る能力を有しなくなったと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。

4 （略）

（表示等）

第二十六条の五認定事業主は、認定実施計画に係る実習併用職業訓練（以下「認定実習併用職

業訓練」という。 ）を実施するときは、労働者の募集の広告その他の厚生労働省令で定めるも

の（次項において「広告等」という。 ）に、厚生労働省令で定めるところにより、当該認定実

習併用職業訓練が実施計画の認定を受けている旨の表示を付することができる。

2 （略） 1

○林業労働力の確保の促進に関する法律（平成8年法律第45号）

（計画の変更等）

第六条 （略）

2都道府県知事は、前条第一項の認定を受けた者が当該認定に係る計画(前項の規定による変

更の認定があったときは、その変更後のもの。以下-1認定計画｣という． ）に従って改善措歴

を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

3 （略）

○介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律（平成4年法律第63号）

（改善計画の変更等）

第九条 （略）

2都道府県知事は、認定事業主が前条第一項の認定に係る改善計画(前項の規定による変更の

認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定計画｣_という。 ）に従って改善措置を講



氏'

じていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

3 （略）

○建設労働者の雇用の改善等に関する法律（昭和51年法律第33号）

（実施計画の変更等）

第十四条 （略）

2 （略）

3厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、第十二条第一項の認定を取り消す

ことができる。

二 （略）

三第十二条第一項の認定に係る実施計画(第一項の規定による認定又は前項の規定による届

出に係る変更があったときは、その変更後のもの。以下「認定計画』_という。 ）が同条第三
項各号に掲げる要件に適合しなくなったと認めるとき。

四 （略）

4 （略）

I
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訓練の認定に関する規定について

○法律上、認定に関する規定例としては、

① （申請内容が一定の基準等に適合すると認める場合に） 「認定（を）することができ
る」とする例

② （申請内容が一定の基準等に適合すると認める場合に） 「認定をするものとする」と
する例

③ （申請内容が） 「基準に適合していると認めるときでなければ、その認定をしてはな
らない」とする例

が、それぞれ存在するところ、職業訓練に関する立法例としては、職業能力開発促進法
（昭和44年法律第64号)における認定職業訓練及び認定実習併用職業訓練の例があり、
いずれも上記①の方式が採られている。

○職業能力開発促進法の例にならい、求職者支援法（仮称）においては、厚生労働大臣
が、対象求職者の基礎的な職業能力の開発及び向上を図るために必要な知識又は技能を
習得させるための職業訓練について、厚生労働省令で定める基準に適合するものである
ことの認定をすることができる旨を規定することとする。

【参考】職業能力開発促進法（昭和44年法律第64号）（抄） ・

（都道府県知事による職業訓練の認定）

第二十四条都道府県知事は､事業主等の申謂に基づき､当該事業主等の行う職業訓練について、
第十九条第一項の厚生労働省令で定める基準に適合するものであることの認定をすることが

重室至坐ただし、当該事業主等が当該職業訓練を的確に実施することができる能力を有しない
と認めるときは、この限りでない。

2 （略）

3都道府県知事は、第一項の認定に係る職業訓練（以下「認定職業訓練」という。 ）が第十九
条第一項の厚生労働省令で定める基準に適合しなくなったと認めるとき、又は事業主等が当該

認定職業訓練を行わなくなったとき､若しくは当該認定職業訓練を的確に実施することができ
る能力を有しなくなったと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。
4 （略）

I 1

（実施計画の認定）

第二十六条の三実習併用職業訓練を実施しようとする事業主は､厚生労働省令で定めるところ

により、実習併用職業訓練の実施計画(以下この節において｢実施計画」という。）を作成し、
厚生労働大臣の認定を申謂することができる。
2 （略）

3厚生労働大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その実施計画が青少年の実践
的な職業能力の開発及び向上を図るために効果的な実習併用職業訓練に関する基準として厚
生労働省令で定める基準に適合すると認めるときは、その認定をすることができる。
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求職者支援制度における給付の名称について

○求職者支援制度における給付の名称については、

①求職者が訓練を受講できるよう訓練期間中の生活を支援するための給付であること

②求職者個人に対する給付であること

を明らかにしたものとすることが適当である。

○このため、訓練期間中の生活の支援の目的が訓練受講のためであることを捉え、これ

を「訓練を受講するための支援」とし、 「求職者が訓練を受講することを支援するための

給付」 という観点から、給付の名称を「求職者訓練受講支援給付」 （仮称）とする。

○併せて､求職者訓練受講支援給付の種類は、 「求職者訓練受講支援手当(仮称)及び｢通

所手当」 （仮称）とする。

【「・ ・ ・が～することを支援するための給付」との構成となっている名称の例】

○母子及び寡婦福祉法（昭和三十九年法律第百二十九号）

（母子家庭自立支援給付金）

第三十一条都道府県等は、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの雇用の安

定及び就職の促進を図るため、政令で定めるところにより、配偶者のない女子で現に児

童を扶養しているもの又は事業主に対し、次に掲げる給付金（以下「母子家庭自立支援
給付金」という｡）を支給することができる。

一～三 （略）

【本人向け給付で「～支援給付」との名称となっている例】

○障害者自立支援法（平成十七年法律第百二十三号）

（自立支援給付）

第六条自立支援給位は、介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付

費、サービス利用計画作成費、高額障害福祉サービス費、特定障害者特別給付費、特例

特定障害者特別給付費、 自立支援医療費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及
び補装具費の支給とする。



求職者支援制度における給付の名称について

○求職者支援制度における給付の名称については、

①求職者が訓練を受講できるよう訓練期間中の生活を支援するための給付であること
②求職者個人に対する給付であること

を明らかにしたものとすることが適当である。

○このため、訓練期間中の生活の支援の目的が訓練受講のためであることを捉え、これ
を「訓練を受講するための支援」とし、 「求職者が訓練を受講することを支援するための
給付」という観点から、給付の名称を「求職者訓練受講支援給付」 （仮称）とする。

○併せて､求職者訓練受講支援給付の種類は、「求職者訓練受講支援手当（仮称)及び｢通
所手当j (仮称）とする。

【「・ ・ ・が～することを支援するための給付」との構成となっている名称の例】

○母子及び寡婦福祉法（昭和三十九年法律第百二十九号）

（母子家庭自立支援給付金）

第三十一条都道府県等は、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの雇用の安
定及び就職の促進を図るため、政令で定めるところにより、配偶者のない女子で現に児
童を扶養しているもの又は事業主に対し、次に掲げる給付金（以下_[母子家庭自立玄援
遊せ全Lという｡）を支給することができる。
一～三 （略）

【本人向け給付で「～支援給付」との名称となっている例】

○隙宮宥自立支援法（平成|-上年法津第百・十二粉
（自立支援給付）

第六条自立支援給付は、介縦給付費、特例介護給付費、訓練等給付･機、特例訓練等給付
喪、サービス利用計噸作成礎、高額瞭害福祉サービス費、特定障害番特別給付聾、特例
特定障害音符別給付街、脚立支援医療資、蛎獲介謹I憂療錨、基地談当療養介護医擁讃及
び補装具費の支結とする。
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給付を支給しない期間を6年としている理由について

○就職促進という本制度の趣旨を踏まえれば、際限なく訓練を受講でき、又は給付を受
給することができることとすることは、早期就職意欲の喚起を阻害するおそれがあ過こ
とから適当でない一方、本制度の給付を受ける必要性は繰り返し生じ得るため、一定期
間経過後には再度受給することができるような仕組みとすることが必要である。

○このため、求職者訓練受講支援手当（仮称）については、支給認定しようとする支給
単位期間（原則として、訓練開始日からその翌月の応当日までの1月）の初日からさか
のぼって6年以内に、求職者訓練受講支援手当の支給を受けた別の求職者支援訓練に係
る最初の支給単位期間の初日がある場合は、原則として求職者訓練受講支援手当は支給
しないこととしている。

○ここで、 「6年」としているのは、本制度が訓練受講後早期に就職することが期待され
る制度であり、パートタイム労働者の平均継続就業期間のデータを踏まえれば、受給開
始後すぐに就職した者であっても6年は就業が期待できることを踏まえたものである。
※平均継続就業期間6． 4年 （平成19年就業構造基本調査）



給付を支給しない期間を6年としている理由について

○就職促進という本制度の趣旨を踏まえれば、際限なく訓練を受講でき、又は給付を受
給することができることとすることは、早期就職意欲の喚起を阻害するおそれがあ輪こ
とから適当でない一方､本制度の給付を受ける必要性は繰り返し生じ得るため､一差期
間経過後には再度受給することができるような仕組みとすることが必要である。

○このため、求職者訓練受講支援手当（仮称）については、支給認定しようとする支給
単位期間（原則として、訓練開始日からその翌月の応当日までの1月）の初日からさか
のぼって6年以内に、求職者訓練受講支援手当の支給を受けた別の求職者支援訓練に係
る最初の支給単位期間の初日がある場合は、原則として求職者訓練受識支援手当は支給
しないこととしている。

○ここで、 「6年」としているのは、本制度が訓練受講後早期に就職することが期待され
る制度であり、パートタイム労働者の平均継続就業期間のデータを踏まえれば、受給開
始後すぐに就職した者であっても6年は就業が期待できることを踏まえたものである。
平均継続就業期間6． 4年※ ('私成1 9年就業描造基本捌嵯）
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就職支援計画（仮称）について

○今般創設する求職者支援制度において､公共職業安定所長が､認定求職者支援訓練(仮

称）及び公共職業訓練等（以下「求職者支援訓練」 （仮称）という｡）の受講を指示しよ

うとする対象求職者に対して作成する就職支援計画は、受講を指示しようとする場合に

は必ず作成することとするものである。

○このため、用例等も踏まえ、求職者支援法(仮称）においては､公共職業安定所長は、

求職者支援訓練の受講を指示しようとする者に対し、就職支援計画（仮称）を作成する

ものとする旨の規定を設けることとする。

1

○高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（昭和四十六年法律第六十八号）

（計画の作成）

第二十三条厚生労働大臣は、手帳の発給を受けた者の就職を容易にするため、次の各号

に掲げる措置が効果的に関連して実施されるための計画を作成するものとする。

一職業指導及び職業紹介

二公共職業能力開発施設の行う職業訓練（職業能力開発総合大学校の行うものを含

む｡）

三国又は地方公共団体が実施する訓練(前号に掲げるものを除く｡）であって、失業者

に作業環境に適応することを容易にさせ、又は就職に必要な知識及び技能を習得させ

るために行われるもの（国又は地方公共団体の委託を受けたものが行うものを含む｡）

四前三号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定めるもの

次の各号

(職業能力開発総合大学校の行うものを含

I

、
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咲業等給付の見直しさと「新たな附帯事業の創設」を1本の雇用保険法改正で対応する
ことについで

＜雇用失業情勢に対する認識＞

○現下の雇用失業情勢は、持ち直しの動きがみられるものの、依然として厳しい状況に
ある。また、失業の構造を見ると、失業者における長期失業者（失業期間が1年以上の
者）の割合がすう勢的に上昇しており、長期的失業に対する対策が必要となっている。

※失業者に占める長期失業者の割合 1999年 22． 4％

2009年 28. 3%

(労働力調査。（ ）は労働者に占める非正規労働者の割合｡）

＝ー

＜雇用保険法の改正趣旨について＞

○今般の雇用保険法の改正は､長期的失業者の割合が増加傾向にある失業構造について、
労働者が失業した場合等に必要な給付を行い、労働者の職業の安定や能力の開発を図る
ことを目的とした雇用保険制度として、必要な対応をとるためのものである。

＜改正内容の目的・趣旨の共通性について＞

○失業等給付の見直しについては、再就職手当の拡充により、早期再就職へのインセン
テイプを強化するものである。これは雇用保険の受給期間中の者の失業の長期化を防ぐ
目的を持つものである。

●

○新たな附帯事業の創設については、雇用保険の受給期間が終了した長期失業者等につ
いて、必要な職業訓練の機会を確保するともに、その間の生活支援等を行うことで、こ
れらの者の就職を促進する目的を持つものである。

○このように、失業等給付の見直し、新たな附帯事業の創設の双方とも、長期失業への
対応という観点から目的を同じくしているものであり、一本の雇用保険法の改正により
対応することが可能であると考える。
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｢職業訓練の実施等による対象求職者の就職の支援に関する法律案」の名称について

1基本的な考え方

○この法律に規定されている施策の内容を法律名に冠することとするもの。

○この法律は、職業訓練、給付金の支給、公共職業安定所による就職支援等という、

対象となる求職者の就職の支援について規定したものであると整理。
○その上で、

・ 職業訓練、給付の支給、就職支援については、給付の支給及び就職支援が、職業

訓練の受講を前提としていることから、職業訓練を例示として「職業訓練の実施等」
とし、

・ 対象となる求職者は、雇用保険の失業等給付を受給できない者であって、就職す

るためには訓練による職業能力の向上が必要と認められる者（具体的には、雇用保

険の受給終了者等）であり、単に「求職者」という用語を用いた場合広くなり過ぎ

ること、他方で法律の名称を無用に長いものとすることも避ける必要があることか

ら、法律中で定義する「対象求職者」を用い、法律名とするもの。

、

リ

○労働関係法令において、 「求職者」という用語は多数用いられているが、法律上定義

が規定されているものは見当たらず、一般的に職業に就くために求職活動を行ってい

る者を指すものとして用いられていると考えられる。

○本制度で対象とする者は、雇用保険の失業等給付を受給できない者であって、労働

の意思及び能力を有していること、公共職業安定所に求職申込みをしていること等の

要件に該当する者であるが、こうした者は、まさに職業に就くために求職活動を行っ

ていると評価することができることから、これを指す用語として労働関係法令におい

て多数用いられている「求職者」を用いるものである。

※例えば、職業安定法における「求職者」については、 「精神的たると肉体的たると

を問わず対価を得るために自己の労働力を提供して職業につくために他人に雇用さ

れようとし、その意思を表示している者をいう。求職者には、現に失業している者

のみならず、就業しているが他の職場にかわることを希望している者及び学校卒業

者のごとく、新たに職業に就こうとする者を含む｡jとされている。 （コンメンター
ル）
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● 一

辰・ 〃髄窄

○対象となる求職者は、雇用保険の失業等給付を受給できない者であって、就職する
ためには訓練による職業能力の向上が必要と認められる者（具体的には、雇用保険の
受給終了者等）であり、単に｢求職者」という用語を用いた場合広くなり過ぎること、
嘩群“舗孝琴早に長いものとすることも避ける必要がある三と鹿､~癌牟
で定義する「対象求職者」を用い、法律名とするもの（再掲)。
○ 「特定・ ・ ・」のように、法律上で定義を置いた用語を法律名に冠している例は多
数みられるところ。

○ 「対象求職者」は、雇用保険被保険者ではなく、雇用保険受給者でもない者であっ
て、労働の意思及び能力を有していること等の要件に該当する者であり、特定するこ
とはできるものの、その範囲は広くはなる。

○しかしながら、例えば、特定非営利活動促進法（平成10年法律第7号）の「特定非
営利活動」のように、用語の対象とする範囲が広範なものもあることから、特段問題
はないものと考える。

～

◎特定非営利活動促進法（平成十年法律第七号）
（定義）

第二条この法律において「特定非営利活動」とは、別表に掲げる活動に該当する活
動であって、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするもの
をいう。

4 1魎今胴 医援I C

○法律名に「就職」と「支援」の双方を用いている例は見当たらないものの、規定に
おいては「就職に関し必要な支援」といった用例がある。
○法律名においては意味の通ずる範囲で短い表現とすることが適当であることから、
これを短縮し、 「就職の支援」とすることは適当と考える。

◎母子及び寡婦福祉法（昭和三十九年法律第百二十九号）

第三十条

2

三母子家庭の母及び児童並びに事業主に対し、雇用＋主に対し、雇用情報の提供その他母子家庭の
を行うこと。母及び児童の
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●

職業訓練の実施等による対象求職者の就職の支援に関する法律案（仮称）の概要

雇用保険の失業等給付を受給できない求職者に対し、その就職の促進のために必要な職業能力を高め
るための訓練を受講する機会を確保するとともに、一定の要件を満たす場合には訓練期間中の生活を支
援するための給付を支給する等により、失業等給付を受給できない求職者の早期の就職を促進する｡‐

1骨子
(1)法律の目的

対象求職者（雇用保険の失業等給付を受給できない者であって、労働の意思及び能力を有している
等の要件に該当する者をいう｡）に対し、就職に必要な職業訓練の機会を砿保するとどもに、必要に応
じて訓練受講中の生活支援の給付を支給する等により、その就職の促進を図ること等を目的とする。
(2)求職者の就職に必要な知織又は技能を習得させるための訓練の認定
厚生労働大臣は、対象求職者の就職に必要な知識又は技能を習得させるための訓練を認定すること
ができることとし、当該認定業務等は(独)高齢･障害・求職者雇用支援機構に行わせるものとする。
(3)求職者訓練受識支援給付（仮称）の支給等

・ 求職者訓練受講支援給付は、 (2)の訓練（以下「認定求職者支援訓練」 （仮称)という｡）及び公共
職業訓練等（以下｢求職者支援訓練J (仮称ソと'いう｡.)を受講した期間について支給する求職者訓
練受講支援手当（仮称）及び通所手当（仮称) とする｡

・ 求職者訓練受講支援手当は、 730日分を限度に支給し、過去6年間に、別の求職者支援訓練を
受けたことにより受給したことがある場合には支給しない。

・ 不正受給を行った者について、給付額の返還及び当該額の2倍に相当する額以下の納付金の納付I<
を命ずることができることとする。
(4)その他

・ 公共職業安定所長は、求職者支援訓練の受講者に対し就職支援計画（仮称）を作成する。

．受蕊宣撫霧鶉難讓織鵬曼鱒弄撫毒蕊篭奎舗蔑蕊轆？
・ 認定求職者支援訓練に係る経費負担及び求職者訓練受講支援給付の支給については、雇用保険法
に創設する「求職活動支援事業~(仮称)」として位置づける。

I

2留意事項
(l)施行期日平成23年10月1日
(2) 予算関連法案である。
(3) 労働政策審識会において、年内を目途に取りまとめ、
(4) 閣議決定予定日平成23年2月上旬

1月下旬に諮問・答申予定。

、



一

職業訓練の実施等による対象求職者の就職の支援に関する法律案（仮称）の概要
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を図ること等を目的とする。
(2)求職者の蘇職に必要な知識又は技能を習得させるための訓練の認定
厚生労働大臣は、対象求職者の就職に必要な知識又は技能を習得させるための訓練を認定すること
ができることとし、当該認定業務等は(独）高齢・障害・求職者雇用支援機構に行わせるものとする．
(3)求職者訓練受講支援給付（仮称）の支給等

・ 求職者訓練受講支援給付は、 (2)の訓練（以下「認定求職者支援訓練」 （仮称)という.）及び公共
職業訓練等（以下「求職者支援訓練」 （仮称）という｡）を受講した期間について支給する求職者訓
練受講支援手当（仮称）及び通所手当（仮称）とする。

・ 求職者訓練受講支援手当は、 730日分を限度に支給し、過去6年間に、別の求職者支援訓練を
受けたことにより受給したことがある場合には支給しない。

・ 不正受給を行った者について、給付額の返還及び当該額の2倍に相当する額以下の納付金の納付
を命ずることができることとする書
(4)その他

・ 公共職業安定所長は、求職者支援訓練の受講者に対し就職支援計画（仮称）を作成する。
・ 求職者支援訓練を実施する者への立入検査、求職者支援訓練を実施する者及び求職者支援訓練の
受講者への報告を命ずる権限、求職者訓練受講支援給付の差押亮･公課琴の禁止←綱則等を規定手
る°

・ 認定求職者支援訓練に係る経費負担及び求職者訓練受講支援給付の支給については、雇用保険法
に創設する「求職活動支援事業（仮称)」として位置づける。

留意事項
施行期日平成23年10月1日
予算関連法案である。
労働政策審議会において、年内を目途に取りまとめ、
閣議決定予定日平成23年2月上旬
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職業訓練の実施等による対象求職者の就職の支援に関する法律案（概要）

●

41趣旨

雇用保険の失業等給付を受給できない求職者に対し、その就職の促進のために必要な

職業能力を高めるための訓練を受講する機会を確保するとともに、一定の要件を満たす

場合には訓練期間中の生活を支援するための給付を支給し、あわせて、公共職業安定所

においてきめ細やかな就職支援を行うこと等により、失業等給付を受給できない求職者

の早期の就職を促進する制度を創設する。

2法律案の概要

（1）目的

雇用保険の失業等給付を受給できない求職者に対し、必要な職業訓練の機会を確保

するための施策を講ずるとともに、必要に応じて職業訓練を受ける間の生活を支援す

るための給付を支給すること等により、その早期の就職を促進し、もって、これらの

求職者の生活の安定を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与すること。

／

（2）認定求職者支援訓練（仮称）の対象者

雇用保険の失業等給付を受給できない求職者(具体的には､雇用保険の受給終了者、

雇用保険の適用がなかった又は受給盗格を満たさなかった者等）であって、就職する

ためには訓練による職業能力の向上が必要と認められる者（以下「対象求職者」とい

う｡）

（3）認定求職者支援訓練の内容

①厚生労働大臣は、対象求職者の基礎的な職業能力の開発及び向上を図るために必

要な知識又は技能を習得させるための訓練(以下｢認定求職者支援訓練｣ (仮称）と
いう｡）を認定することができることとする。

②厚生労働大臣は、①の業務等を、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

（以下「機構」という｡）に行わせるものとする。

③国は、認定求職者支援訓練の実施を促進するため、予算の範囲内において、当該

訓練を実施する者（以下「認定求職者支援訓練実施者」という｡）に対する助成その

他必要な措置を講ずることができることとする。

④機構は、認定求職者支援訓練実施者に対し、認定求職者支援訓練の効果的な実施

に必要な指導及び助言を行うものとする。

I

（4）給付

①求職者訓練受講支援給付（仮称）の種類は、求職者訓練受講支援手当（仮称）及

び通所手当（仮称） とする。



②求職者訓練受講支援手当は、公共職業安定所長が指示した認定求職者支援訓練及

び公共職業訓練等（以下「求職者支援訓練」 （仮称）という｡）を受講する対象求職

者が､求職支援訓練を受けるためには求職者訓練受講支援手当の支給によりその生

活を支援する必要がある者として厚生労働省令で定める者(※)に該当する場合に、

当該訓練を受講する期間について、 730日分を限度として支給するものとする。

③②にかかわらず、支給認定しようとする支給単位期間（原則として、訓練開始日

からその翌月の応当日までの1月）の初日からさかのぼって6年以内に、求職者訓

練受講支援手当の支給を受けた別の求職者支援訓練に係る最初の支給単位期間の初

日がある場合は、原則として求職者訓練受講支援手当は支給しないものとする。

④求職訓練受講支援手当の額は、厚生労働省令で定める額（日額）とする。支給単

位期間ごとに、厚生労働大臣が、②の要件に該当することについて認定を行い、 日

額に支給単位期間の日数を乗じて得た額を支給することとする。

⑤通所手当は、対象求職者が、求職者訓練受講支援手当を受給する場合に、当該手

当に係る求職者支援訓練を受ける期間について支給することとし、通所手当の支給

要件及び額は、厚生労働省令で定めることとする。

⑥正当な理由なく、就職支援を受けるために公共職業安定所に出頭すべき日 （以下

「出頭日」という｡）に公共職業安定所に出頭すること又は公共職業安定所の紹介す

る職業に就くことその他の公共職業安定所が行う就職のための支援を拒んだときは、

以後、当該求職者支援訓練の受講期間中は求職者訓練受講支援給付を支給しないこ

ととする。

⑦不正受給をした者については、以後、当該求職者支援訓練の受講期間中は求職者

訓練受講支援給付を支給しないこととし、すでに給付の支給を受けた者がある場合

には、国は当該者に対し給付した額の返還及び当該額の2倍に相当する額以下の納

付金の納付を命ずることができることとする。

一

4

I

※厚生労働省令で定める者

当該求職者の収入、当該求職者と同居する親等の収入、訓練への出席状況等を勘

案して基準を定めることを想定

（5）就職支援

①公共職業安定所長は、求職者支援訓練の受講を指示しようとまる者に対し、就職

支援計画（仮称）を作成するものとする。

②就職支援計画においては、就職に向けた目標、訓練期間中及び訓練修了後の出頭

日、求職者支援訓練の受講以外に就職に資すると考えられる事項等を記載すること

とする。

．③対象者は、正当な理由がない限り、就職支援を受けるため、月1回公共職業安定

所に出頭しなければならないほか、公共職業安定所長が行う就職支援を拒否しては

ならないものとすることとする。



④対象者は、職業能力の開発及び向上を図りつつ、誠実かつ熱心に求職活動を行う

ことにより、職業に就くように努めなければならないものとする。

（6）その他

①求職者支援訓練実施者への立入検査、求職者支援訓練実施者及び求職者支援訓練

の受講者への報告等を命ずる権限、求職者訓練受講支援給付の差押え・公課等の禁

止、給付を受ける権利等の時効、罰則等を規定することとする。

②その他関連する法律について、所要の改正を行うこととする。

※雇用保険法において、附帯事業として求職活動支援事業を創設するとともに、求

職者支援法において、同法の事業は求職活動支援事業として行う旨規定することと

する。

3施行期日

平成23年10月1日 （予定）



求職者支援制度創設の背景。趣旨

非正規労働者が増大する等労働市場が変化する中で、平成21年、 22年に雇用保険法

を改正し、適用範囲の拡大や受給資格要件の緩和を行ったと,ころであるが、 さらに、これ

でもカバーできない者に対しても失業した際の支援が受けられるよう、セーフティネット

を一層強化することが求められている。

しかしながら、雇用保険の失業等給付については、全体としての給付と負担のバランス

といった保険原理から拡充に一定の制約があり、前回の改正以上に拡充することは困難で

ある。

このため、雇用保険の失業等給付を受給できない求職者に対し、その就職の促進のため

に必要な職業能力を高めるための訓練を受講する機会を確保するとともに、一定の要件を

満たす場合には訓練期間中の生活を支援するための給付を支給し、併せて、公共職業安定

所等においてきめ細やかな就職支援を行うことにより、雇用保険の失業等給付を受給でき

ない求職者の雇用を促進する制度を創設する。

※1雇用保険を受給できない者の増加

非正規労働者の数 1999年 1， 225万人（24． 9％）

2009年 1， 721万人（33． 7％）

失業者に占める長期失業者の割合 1999年 22． 4％

2009年 28. 3%

（労働力調査。（ ）は労働者に占める非正規労働者の割合｡）

※2職業訓練の有効性

公共職業訓練受識者（訓練修了後3か月）の就職率

施設内訓練73． 9％施設内委託62． 4％

（訓練修了後3か月）の就職率

9％施設内委託62． 4％

＊公共職業安定所における就職率は23. 7% I
ー



【第A－1条】目的規定について

【目的規定】

本条は、本法律の目的について規定するものである。

○本法律は、対象求職者が必要な職業訓練の機会を確保するための施策を講ずるととも

に、必要に応じて職業訓練を受ける間の生活を支援するための給付を支給すること等に

より、その早期の就職を促進し、もって、対象求職者の生活の安定を図ろとともに、経

済及び社会の発展に寄与することを目的とすることとする。

○なお、 「支給すること等」の「等」は、対象求職者に対し公共職業安定所で行う就職の

支援等を指すものである。



【第A－2条】 「対象求職者」の定義について

【｢対象求職者」の定義】

本条は､求職者支援制度による支援を受ける対象となる「対象求職者」の定義について

規定するものである。

○求職者支援制度の対象者は、

①雇用保険法（昭和49年法律第116号）第4条第1項に規定する被保険者

②同法第15条第1項に規定する受給資格者

のいずれにも該当しない者であって、

③労働の意思及び能力を有すると認められる者

④公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをしている者

⑤①及び②には含まれないものの、これに準じて本制度の対象としないことが適当で

ある雇用保険法上のその他の被保険者等、公務員等雇用保険法の被保険者相当職に就

いている者でない者

のいずれにも該当する者をいうものとすることとする｡

※⑤の具体的な範囲については別途検討中。



｢求職の申込み」を前提とする理由について

○雇用保険法においては、求職の申込みが失業の認定を条件とする基本手当の請求行為

の一部とされているが、これは、

． 「失業」が、被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職

業に就くことができない状態にあることをいい、基本手当の支給に当たってこれを公

に認定する必要があるところ、

。 「求職の申込み」は、受給資格者が公共職業安定所の紹介によって、職業に就こう

とする意思を公共職業安定所に対し表示する行為であることから、これを行った者に

ついては一応労働の意思があると推定することができるため

である。

○今般創設する求職者支援制度は、雇用保険の失業等給付を受給できない者であって、

労働の意思及び能力を有する者に対し、必要な職業訓練を受講する機会を確保するとと

もに、一定の要件を満たす場合に、訓練期間中の生活を支援するための給付を支給する

こと等により、これらの者の就職の促進を図ることを目的とするもの。

○労働の意思があることが、本制度により求職者支援訓練を受講し、必要に応じて求職

者支援給付の支給を受ける大前提の一つであり、したがって、これを公に認定する必要

がある。

○このため、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをすることを、認定求職者支援訓

練の受講又は求職者訓練受講支援給付の受給の前提と位置付けることとし、これを行っ

たことをもって当該者の労働の意思を認定することとする。

「



【第B－1条】認定求職者支援訓練について

【認定求職者支援訓練】

本条は、厚生労働大臣による対象求職者の就職に資する職業訓練の認定について規定す

るものである。

（第1項）

○厚生労働大臣は、対象求職者の就職に資する職業訓練を行う者（厚生労働省令(Xl)

で定める者に限る。以下「職業訓練実施者」という。 ）の申請があった場合において、

当該者の行う職業訓練について、第B－2条に規定する厚生労働大臣が作成する計画に

照らし適切なものであることその他対象求職者の職業能力の開発及び向上を図るために

必要な基礎的な知識又は技能を習得させるための職業訓練に関する基準として厚生労働

大臣が定める基準（※2）に適合するものであることの認定をすることができることとす

る。

○※1の厚生労働省令においては、職業訓練実施者の属性（株式会社、専修学校、各種

学校等）等について定めることとする。

○※2の厚生労働大臣が定める基準においては、訓練時間、内容、就職支援に関する基

準のほか、当該訓練が第B－2条に規定する訓練実施計画と整合性を有するものである

こと等について定めることとする。

（第2項）

○厚生労働大臣は、第1項の認定に係る職業訓練（以下「認定求職者支援訓練」 （仮称）

という。 ）が同項の厚生労働大臣が定める基準に適合しなくなったと認めるとき、又は

職業訓練実施者が当該認定求職者支援訓練を行わなくなったとき、若しくは当該認定求

職者支援訓練を的確に実施することができる能力を有しなくなったと認めるときは、当

該認定を取り消すことができることとする。 一

（第3項）

○厚生労働大臣は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構（以下「新機構」と

いう。 ）に、第1項及び第2項に規定する業務を行わせるものとすることとする。

○なお、新機構は、第176回臨時国会提出法案である独立行政法人雇用・能力開発機構

法を廃止する法律案（以下「能開機構廃止法案」という。 ）附則第13条の規定による改

正後の独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法（平成14年法律第165号）に基

づき設立されるものであるところ、能開機構廃止法案は現在参議院において継続審議中

である。このため、本法案と能開機構廃止法案との間で成立が前後する可能性もあり、

求職者支援法附則において､能開機構廃止法案との調整規定を設けることが必要(後述)。

0

、



求職者支援法（仮称）上の新たな職業訓練の内容について

1．新訓練の概要

○求職者支援法（仮称）においては、厚生労働大臣が、対象求職者の基礎的な職業能力

の開発及び向上を図るために必要な知識又は技能を習得させるための職業訓練について、

厚生労働省令で定める基準に適合するものであることの認定をすることができるものと

する。

○上記の認定に係る職業訓練（以下｢認定求職者支援訓練｣‘ (仮称）という｡）を通じて、

いわゆる非正規労働者や長期失業者等、職業能力形成の機会に恵まれなかった雇用保険

制度の対象とならない者を対象に、それらの求職者が就職する上で必要な職業能力の付

与を行うこととしている。

※公共職業訓練は、職業能力開発促進法（昭和44年法律第64残以下「能開法」という｡）

第96条及び雇用保険法（昭和49年法律第116号）第63条において、雇用保険被保険者等に

関する雇用保険二事業のうち能力開発事業として行う旨規定されており､一定程度就業経験が

あり、基礎的な能力を有する雇用保険受給資格者が主な対象として想定されている。

○これは、

・ いわゆる非正規労働者については、就業経験等を通じた十分な職業能力開発が行わ

れておらず、安定した職業に就くためには十分な職業能力形成機会が必要であること

･ 長期失業者については、雇用保険受給時に就職ができなかったことや、在職時から

時間的な間隔が開いていること等にかんがみ、従来有していた職業能力とは異なる基

礎的な技能の習得が必要であること

から、求職者支援法の枠組みにおいて、従来の能開法に基づく公共職業訓練とは別途、

特に基礎的な技能及び知識の付与に重点を置いた職業訓練を実施することとしているも

のである。

※公共職業訓練の場合、能開法において、その趣旨は

・ 段階的かつ体系的に職業に必要な技能及びこれに関する知織の習得

・ 職業を転換しようとする労働者等に対する迅速かつ効果的な職業訓練の実施

とされている（能開法15条の6第1項及び第3項)。

また、公共職業訓練の内容については、職業訓練の水準の維持向上のために、厚生労働省

令において訓練課程ごとに教科、訓練時間、設備等について定められた基準に従うものとさ

れている（能開法第19条)。

2．訓練の実施形態

○認定求職者支援訓練については、能力レベルが多様な求職者に対し、民間教育訓練機

関の創意工夫を生かし、迅速に訓練を設定するため、厚生労働大臣の委任を受けた独立

行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が民間教育訓練機関の実施する職業訓練につ

いて認定するという形態をとることとしている。



※公共職業訓練は、能開法に基づき、

・ 公共職業能力開発施設の行う普通職業訓練又は高度職業訓練（いわゆる施設内訓練○能開

法第15条の6第1項及び第20条）

及び

。 職業能力の開発及び向上について適切と認められる他の施設により行われる教育訓練を上

記の施設内訓練とみなして実施するもの（いわゆる委託訓繍能開法第15条の6第3項）

の形態により実施されている。

(参考）認定求職者支援訓練と公共職業訓練の比較

認定求職者支援訓練
一 =一 画 一 一一

公共職業訓練

対象者

士
１

雇用保険受給資格のない求職者

(就業経験のない者、非正規労働を

反復していた者、過去に正規就業し

ていたものの失業が長期化している

者等であって、基礎的能力の習得が

必要｡）

主に雇用保険受給資格を有する求

職者

(一定の就業経験があり、既に基礎的

能力を有するd)

訓練受鱒により習

得を目指す能力

就職に必要な基礎的能力

｡

再就職に必要な技能及び知識

訓練の態様

民間教育訓練機関が実施する訓練

について、その申請に基づき独立

行政法人高齢・障害・求職者雇用

支援機構が認定。

－ ●

%公共職業能力開発施設(及びその委

託を受けた民間教育訓練機関)にお

いて実施．：



求職者支援制度上の（独）高齢・障害･求職者雇用支援機構の業務について

所機構の業務について

○求職者支援制度においては、雇用保険を受給できない求職者に対し、民間教育訓練機

関等が実施する職業訓練を厚生労働大臣が認定することとしているところ、当該認定事

務を、独立行政法人雇用・能力開発機構（以下「能開機構」という｡）の業務を引き継ぐ

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構（以下「新機構」という｡）に行わせるこ

ととする。

○また、機構は、上記の認定に関する業務のほか、

・ 上記の認定を申請しようとする者に対し、認定求職者支援訓練の実施に必要な情報

の提供、相談その他の援助を行う

・ 求職者支援訓練実施者に対し、求職者支援訓練の効果的な実施に必要な指導及び助

言を行う

こととする。

○これらの業務について、求職者支援法（仮称）の制定と併せ、独立行政法人高齢・障

害・求職者雇用支援機構法の一部を改正し、新機構の新たな業務として追加することと

する。 －

新1幾構に業務を行わせることについて

○認定求職者支援訓練の認定に当たっては、個別の訓練について､その訓練分野に即し

て就職につながるような適切なカリキュラムが設定されているか、想定されている水準

の知識・技能等が習得できるだけの訓練内容となっているか等の専門的な審査が必要と

なるところ、新機構は、従来、国に代わって職業能力開発促進法（昭和44年法律第64

号。以下「能開法」という｡）に基づく公共職業訓練を実施してきた能開機構が有する職

業訓練に関するノウハウを有するほか、能開機構が公共職業訓練の委託を行ってきたこ

とや、事業主に対する相談援助業務を行ってきた経緯から、地域の教育訓練機関との連

携を円滑に進めることや、地域の産業等の状況に応じた職業訓練のニーズを把握できる

ことから、国が自ら当該認定事務を実施するよりも効果的・効率的に認定事務を実施す

ることが可能となるものである。

○また、新機構が厚生労働大臣の委任を受けて行う認定行為については、認定求職者支

援訓練に係る受講希望者をあっせんし、訓練実施実績に応じた助成を行う対象として適

当な訓練であ,ることを認める位置づけの行為にすぎず、独立行政法人ではなく国が直接

実施すべき事業には該当しない（別紙参照)。

Oなお、認定行為は、上記のように新機構の専門的なノウハウを要する部分のほか、厚

生労働省令で定める認定基準（訓練時間、訓練分野、設備、講師、就職支援の内容等に

ついての基準）に則って客観的に判断すべき点においては、新機構の裁量は生じない。

○これらの認定業務と併せ、訓練を実施しようとする者や認定を行った訓練を実施する

者に対する適切な指導、援助等を行うことについても、上記のように職業訓練に関する

知見等を有する新機構に行わせることが適当と考えられる。



【第B－2条】認定求職者支援訓練の実施に関する計画について

【認定求職者支援訓練】

本条は、認定求職者支援訓練の実施に関する計画について規定するものである。

（第1項）

○認定求職者支援訓練は、厚生労働大臣が厚生労働省令で定めるところにより作成する

認定求職者支援訓練の実施に関する計画（以下「実施計画」という｡）に基づいて実施す

るものとすることとする。

○実施計画においては、認定求職者支援訓練の実施に関する基本的な方向、認定の対象

とすることが望ましい重点的な職業訓練分野を定めるものとすることとしている。

（第2項）

○厚生労働大臣は、第1項の計画を定めるに当たっては、あらかじめ、関係行政機関の

長その他の関係者の意見を聴くものとすることとする。

○具体的な意見聴取の対象としては、経済産業大臣、文部科学大臣等の関係行政機関の

長、労使団体、教育訓練機関等が挙げられる。



求職者支援認定訓練に係る計画について

（訓練計画の必要性)

○求職者支援法（仮称）において職業訓練及び就職支援の対象としている求職者は、雇

用保険を受給できない、非正規労働を繰り返してきた者や長期失業者等、一定の範囲内

の者として整理される。

Oこれらの求職者に対しては、求職者支援法において、厚生労働大臣が、民間教育訓練

機関が実施する訓練を「求職者支援認定訓練」 （仮称）として認定することとしていると

ころであるが、当該認定は、単に、一定の質を備えた内容の訓練に「認定を受けた」旨

を独占的に表示できることとして、内容が公認されているというものではなく、上記の

求職者に、公共職業安定所長の訓練受講あっせんによって当該基準を満たす訓練を受講

させる（と同時に当該訓練を実施する民間教育訓練機関に助成措置を行う）ことにより、

再就職を促進しようとするものである。

○したがって、求職者支援認定訓練の実施規模については、上記の求職者の規模や訓練

ニーズの状況も踏まえて必要な供給量を確保しつつ、設定する必要がある。

○さらに、これらをあらかじめ明示することによって、民間教育訓練機関においても計

画的、効率的に、求職者支援認定訓練を実施することが可能となる。

○また、さらに、新規成長分野や雇用が見込まれる分野に係る訓練、地域の求人ニーズ

を踏まえた訓練等、重点的な供給が必要な訓練分野についても、あらかじめ、労使団体

のみならず、訓練供給主体である教育訓練機関関係者､個別の産業分野を所管し、当該

分野における人材ニーズに関する知見を有する関係省庁等の意見も聴いて、 目標とすべ

き実施規模やその配分を定めることが適当。

（訓練計画と求職者支援認定訓練との関係について）
○訓練計画は、

・ 求職者に対し供給が必要な求職者支援認定訓練の毎年度の規模（訓練定員数）

。 特に重点的に実施することが必要な訓練分野

等の項目について定めることを想定。

○また、求職者支援認定訓練は、認定基準（厚生労働省令で規定）に基づく審査を経て

認定されるものであるが、

・ 訓練内容について、訓練の水準、設備、時間数等に関して一定の水準以上であるこ

と。

・ 個々の訓練の水準等に係る要件を満たすだけでなく、求職者支援認定訓練の供給総

堂の確保の観点から、上記の訓練計画で定められた見込量の枠を超えないものとなる

こと。

に適合する訓練が、認定されることとなる。

○このため、認定基準に基づき求職者支援認定訓練の認定を行う （独）高齢・障害・求

職者雇用支援機構も、訓練計画の下、認定を行うこととなる。



○なお、国及び地方公共団体以外の主体が実施する事業に係る認定制度に関連して、国

又は地方公共団体において、個別の認定基準とは別に、制度全体の方針を定めている例

については、以下のとおり。

・ 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律（平成11年法律第112

号）に基づく処理高度化施設整備計画の認定

→畜産業を営む者が同計画を作成し、都道府県知事の認定を受けるもの。

都道府県知事は、同計画が、都道府県計画（都道府県知事が農林水産省令で定め

るところにより策定）に照らし適切なものであることその他の農林水産省令で定め

る基準に適合するものであると認めるときは、その認定をするものとすることとさ

れている。

・ 青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法（平成7年法律第2

号）に基づく就農計画の認定

→新たに就農しようとする青年等又は当該青年等をその営む農業に就業させようと

する者が同計画を作成し、都道府県知事の認定を受けるもの。

都道府県知事は、同計画が、就農促進方針（都道府県知事が策定）に照らし適切

なものであることその他の農林水産省令で定める基準に適合するものであると認め

るときは､その認定をするものとすることとされている。

・ 持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律（平成11年法律第110号）

に基づく持続性の高い農業生産方式の導入に関する計画の認定

→農業を営む者が同計画を作成し、都道府県知事の認定をうけるもの。都道府県知

事は、同計画が、持続性の高い農業生産方式の導入に関する指針（都道府県知事が

策定）に照らし適切なものであることその他の農林水産省令で定める基準に適合す

るものであると認めるときは、その認定をするものとすることとされている。



（参考条文）

○家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律（平成11年法律第112号） （抄）

（基本方針）

第七条農林水産大臣は、家畜排せつ物の利用の促進を図るための基本方針（以下「基本方針」

という。 ）を定めなければならない。

2基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一家畜排せつ物の利用の促進に関する基本的な方向

二処理高度化施設(送風装置を備えたたい肥舎その他の家畜排せつ物の処理の高度化を図る

ための施設をいう。以下同じ。 ）の整備に関する目標の設定に関する事項

三家畜排せつ物の利用の促進に関する技術の向上に関する基本的事項

四その他家畜排せつ物の利用の促進に関する重要事項

3農林水産大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。

4農林水産大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しな

ければならない。

榔道府県計画）

第八条都道府県は、農林水産省令で定めるところにより、当該都道府県における家畜排せつ物

の利用の促進を図るための計画（以下「都道府県計画」という。 ）を定めることができる。

2都道府県計画においては、次に掲げる事項を定めるものとし、その内容は、基本方針の内容

に即するものでなければならない。

一家畜排せつ物の利用の目標

二整備を行う処理高度化施設の内容その他の処理高度化施設の整備に関する目標

三家畜排せつ物の利用の促進に関する技術の研修の実施その他の技術の向上に関する事項

四その他家畜排せつ物の利用の促進に関し必要な事項

3都道府県は、都道府県計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、当骸都道府県計

画に定める前項第一号及び第二号に掲げる事項について、農林水産大臣に協議しなければな

らない。

4都道府県は、都道府県計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表す

るとともに、農林水産大臣に報告しなければならない。

（処理高度化施設整備計画の認定）

第九条畜産業を営む者は、処理高度化施設の整備に関する計画（以下「処理高度化施設整備

計画」という。 ）を作成し、これを当該処理高度化施設整備計画に係る処理高度化施設の所

在地を管轄する都道府県知事に提出して、当該処理高度化施設整備計画が適当である旨の認

定を受けることができる。

2処理高度化施設整備計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一処理高度化施設の整備の目標

二処理高度化施設の整備の内容及び実施時期



三処理高度化施設の整備の実施に伴い必要となる資金の額及びその調達方法
3都道府県知事は、第一項の認定の申請があった場合において、その処理高度化施設整備計
画が、都道府県計画に照らし適切なものであることその他の農林水産省令で定める基準に適
合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法（平成7年法律第2号） （抄）
（就農促進方針）

第三条都道府県知事は、当該都道府県における青年等の就農促進に関する方針（以下「就農促
進方針」という。 ）を定めるものとする。

2就農促進方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一青年等の就農促進に関する基本的な方向

二就農支援資金の貸付けその他の青年等の就農促進を図るための措置に関する事項
三青年等の就農促進に関する業務を行う団体及び機関の相互の連携に関する事項
3都道府県知事は、情勢の推移により必要が生じたときは、就農促進方針を変更するものと
する。

4都道府県知事は、就農促進方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公
表しなければならない。

○

（就農計画）

第四条新たに就農しようとする青年等又は当該青年等をその営む農業に就業させようとする
者は、農林水産省令で定めるところにより、就農計画を作成し、これを都道府県知事に提出
して、当該就農計画が適当である旨の認定を受けることができる。
2前項の就農計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一就農時における農業経営又は農業従事の態様に関する目標
二前号の目標を達成するために必要な農業の技術又は経営方法を実地に習得するための研
修その他の就農の準備に関する事項

三第一号の目標を達成するために必要な施設の設置、機械の購入その他の就農時において
とるべき措置に関する事項

四第二条第一項第二号に掲げる者にあっては、その有する知識及び技能に関する事項
五その他農林水産省令で定める事項

3都道府県知事は、第一項の認定の申請があった場合において、その就農計画が就農促進方
針に照らし適切なものであることその他の農林水産省令で定める基準に適合するものであ
ると認めるときは、その認定をするものとする。

4認定就農者(新たに就農しようとする青年等であって､第一項の認定を受けたものをいう。
以下同じ。 ）又は認定農業者（新たに就農しようとする青年等をその営む農業に就業させよ
うとする者であって、同項の認定を受けたものをいう。以下同じ。 ）は、認定就農計画を変
更しようとするときは､都道府県知事の認定を受けなければならない。
5 第三項の規定は、前項の規定による認定就農計画の変更の認定について準用する。

｛



○持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律（平成11年法律第110号） （抄）

（導入指針）

第三条都道府県は、当該都道府県における持続性の高い農業生産方式の導入に関する指針(以

下「導入指針」という。 ）を定めるものとする。

2導入指針においては､都道府県における主要な種類の農作物について､都道府県の区域又は

自然的条件を考慮して都道府県の区域を分けて定める区域ごとに､当該農作物及び地域の特性

に即し、次に掲げる事項を定めるものとする。

一導入すべき持続性の高い農業生産方式の内容

二前号に該当する農業生産方式の導入の促進を図るための措置に関する事項

三その他必要な事項

3都道府県は、情勢の推移により必要が生じたときは、導入指針を変更するものとする。

4都道府県は、零入指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなけれ

．ぱならない。

（導入計画の認定）

第四条農業を営む者は､農林水産省令で定めるところにより、持続性の高い農業生産方式の導

入に関する計画（以下「導入計画」という。 ）を作成し、これを都道府県知事に提出して､当

該導入計画が適当である旨の認定を受けることができる。

2導入計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない‘ 、1

－持続性の高い農業生産方式の導入に関する目標

二前号の目標を達成するために必要な施設の設圃、機械の購入その他の措置に関する事項

三その他農林水産省令で定める事項

3都道府県知事は、第一項の認定の申請があった場合において、その導入計画が導入指針に照

らし適切なものであることその他の農林水産省令で定める基準に適合するものであると認め

るときは、その認定をするものとする。

）



【第B－3条】認定求職者支援訓練実施者に対する助成等について

【認定求職者支援訓練実施者に対する助成】

本条は、認定求職者支援訓練を実施する職業訓練実施者（以下「認定求職者支援訓練実

施者」という｡）に対する助成その他の措置について規定するものである。

○国は､認定求職者支援訓練が実施されることを奨励するため､予算の範囲内において、

認定求職者支援訓練実施者に対して、雇用保険法第○条に規定する求職者支援活動事業

（仮称）として、助成その他必要な措置を講ずることができることとする。

○ 「助成」については、訓練実施実績に対応した助成金の支給を、 「その他必要な措置」

については求人ニーズに関する情報提供等を想定している。

f



｢厩三哀丁壼壼襄羅害悪羅菫雇扇字三震面莇薑雲雇三両一一1
【指導及び助言等】

本条は、新機構による認定求職者支援訓練の認定を申請しようとする者（以下「申請予

定者」という｡）及び認定求職者支援訓練実施者に対する情報提供、相談、指導、助言等に

ついて定めるものである。

（第1項）

○新機構は、申請予定者に対し、認定求職者支援訓練の実施に必要な情報の提供、相談

その他の援助を行うものとすることとする。

○ここでいう「情報の提供、相談その他の援助」 とは、訓練ニーズが高まっている分野

に関する情報提供、申請に係る訓練の内容が認定基準に合致したものとなるための申請

内容に係る助言、その他認定基準の内容に関する相談等を指す。

（第2項）

○新機構は、認定求職者支援訓練実施者に対し、認定求職者支援訓練の効果的な実施に

必要な指導及び助言を行うものとすることとする。

○ここでいう 「指導及び助言」とは、認定求職者支援訓練がカリキュラムに沿って適切

に実施されるための指導、認定求職者支援訓練実施者が受講者である求職者に対して行

う就職支援に関する助言等を指す。

（新機構法との関係）

○附則において独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法（平成14年法律第165

号）中新機構の業務に関する規定に新たに本条の業務を追加する旨の改正を行う。

～



【第c－1条】就職支援計画の作成について

【就職支援計画の作成】

本条は、公共職業安定所長が、求職者支援訓練の受講を指示しようとする者の就職の支

援のために作成する「就職支援計画jについて規定するものである。

（第1項）

○公共職業安定所長は、厚生労働省令で定めるところにより、求職者支援訓練の受講を

指示しようとする対象求職者がその有する能力に適合する職業に就くことを容易にし、

及び促進するための計画（以下「就職支援計画」という｡）を作成するものとすることと

する。

○厚生労働省令では、就職支援計画の様式等を定めることを予定している。

（第2項）

○就職支援計画においては、就職のための支援を受けるために毎月1回公共職業安定所

に出頭すべき日 （以下「出頭日」という｡）その他厚生労働省令で定める事項について記

載するものとすることとする。

○厚生労働省令では、求職者支援訓練の受購以外に就職に資する事項等を定めることを

予定している。



【第c－2条】就職支援計画の作成を受けた対象求職者の義務について

【就職支援計画の作成を受けた対象求職者の義務】

本条は、就職支援計画の作成を受けた対象求職者が果たさなければならない義務につい

て規定するものである。

（第1項）

○対象求職者は、就職支援計画を作成されたときは、正当な理由がある場合を除き、就

職のための支援を受けるため、当該計画に定める出頭日に公共職業安定所に出頭しなけ

ればならないものとすることとする。

○出頭義務が免除されることとなる「正当な理由」としては、疾病又は負傷、面接、天

災等を想定している。 ’

ー

1

（第2項）

○対象求職者は、就職支援計画を作成されたときは、正当な理由がある場合を除き、公

共職業安定所が行う就職のための支援を拒んではならないものとすることとする。

○義務が免除されることとなる『正当な理由」としては、紹介された職業が能力からみ

て不適当、就職するために住所等の変更を要する場合で変更が困難、賃金が不当に低い

等を想定している。

○本項に反し、対象求職者が正当な理由なく就職支援を拒否した場合の効果としては、

当該求職者が求職者訓練受謂支援手当を受給している場合、第D一○条の規定により､

当該訓練期間中、当該給付が支給停止となる。



対象求職者に対する公共職業安定所への出頭義務について

1対象求職者に出頭義務を課す理由

○今般の求職者支援制度においては､対象求職者に対して､公共職業安定所において、

個別に「就職支援計画」を策定するとともに、訓練期間中及び訓練修了後3か月間、

職業相談及び職業紹介等の就職支援を行うこととしている。

○これは、本制度の目的である対象求職者の就職の促進を達成するために不可欠の取

組であるが、直接、本人について行うべきものであり､これを受けることを条件に、

その一環として給付及び無料の職業訓練の提供がなされるものであることから、対象

求職者が公共職業安定所に出頭することが大前提となる。

○すなわち、対象求職者が出頭しなければ、そもそも本制度の目的を達成することが

困難となることから、公共職業安定所への出頭義務を法定化することとしたものであ

る。

2訓練受講期間中も出頭義務を課す理由

○上記1のとおり、対象求職者には公共職業安定所への出頭義務を法律上設けること

としているが、この出頭義務は､訓練修了後のみならず訓練受講中も課すこととして

いる。

○これは、訓練を受講し始めると同時に公共職業安定所におけるキャリアカウンセリ

ング等の職業相談等を受けることにより、就業意欲の更なる喚起、訓練への取組意欲

の向上等が期待できるとともに、訓練修了後の就職支援への円滑な移行も可能となる

ことから、対象求職者の就職の促進という本制度の目的の達成により寄与するため課

すこととするものである。

○なお、当該出頭義務については、就職支援訓練の実施機関と公共職業安定所が事前

に調整し、訓練スケジュール中に出頭日を組み込ことにより対応することを予定して

おり、訓練期間中に出頭義務を課すことによる訓練効果の低下は想定されないものと

考えている。



【第C－3条】就職への努力について

【就職への努力】

本条は、就職支援計画の作成を受けた対象求職者が果たすべき、就職への努力義務を規

定するものである。

○就職支援計画の作成を受けた対象求職者は、職業能力の開発及び向上を図りつつ、誠

実かつ熱心に求職活動を行うことにより、職業に就くよう努めなければならないものと

することとする。

○なお､雇用保険法において第10条の2を参考にした規定であるが､雇用保険の失業等

給付と異なり、そもそも訓練の受講を前提としていることから、能力開発に係る「必要

に応じ」は削除している。

(参考）雇用保険法（昭和四十九年法律第百十六号）

（就職への努力）

第十条の二求職者給付の支給を受ける者は、必要に応じ職業能力の開発及び向上を図りつつ、

誠実かつ熱心に求職活動を行うことにより、職業に就くように努めなければならない｡

I



【第D－1条】求職者訓練受講支援給付の種類について

【求職者訓練受講支援給付の種類】

本条は、求職者訓練受講支援給付の種類について規定するものである。

O求職者訓練受講支援給付の種類は、求職者訓練受講支援給手当及び通所手当とし、こ

の法律の規定により支給するものとすることとする。



【第D－2条】求職者訓練受講支援手当の支給について

【求職者訓練受講支援手当の支給】

本条は、求職者訓練受講支援手当について、その支給要件、支給手続、支給額等を規定

するものである。

（第1項）

○求職者受講支援手当は、ただし書に規定する場合を除き、公共職業安定所長が指示し

た認定求職者支援訓練及び雇用保険法第15条第3項に規定する公共職業訓練等(以下｢求

職者支援訓練」という｡）を受ける対象求職者が、次のいずれにも該当する場合に、当該

求職者支援訓練を受ける期間について、 730日分を限度として支給することとする。

①第C－1条に規定する就職支援計画に基づく就職のための支援を受ける意思を有す

ると公共職業安定所長が認める者

②当該求職支援訓練を受けるためには当該手当の支給によりその生活を支援する必要

がある者として厚生労働省令で定める者

○厚生労働省令では、

①常態として職に就いていない者

②申請者及び申請者と同居する親、子（未成年を除く｡)、配偶者の前年の所得を12

で除して得た額の合計が25万円以下である者

③申請者及び申請者と同居する親、子（未成年を除く｡)、配偶者の預貯金の合計が

400万円以下である者

④支給単位期間において、当該対象求職者に係る求職者支援訓練を受講する日に係る

割合が厚生労働大臣の定める基準を下回らない者

を定めることを予定している。

I

※ただし書では、連続受講の場合について規定する予定であるが、規定ぶりは検討中。

（第2項）

○求職者訓練受講支援手当の額は、厚生労働省令で定めることとする。

○厚生労働省令では、 3300円を定めることを予定している。

（第3項）

○求職者訓練受講支援手当の支給を受けようとする対象求職者は、支給単位期間（求職

者支援訓練の開始の日 （当該対象求職者が求職者訓練受講支援手当の支給を受けること

を希望する旨の申出をした日が当該開始の日の翌日以降の日である場合は、当該申出を

した日。以下この条において同じ｡）又は各月においてその日に応当し、かつ、当該求職

者支援訓練を受講した期間内にある日 （その日に応当する日がない月においては、その

月の末日。以下この条において「訓練開始応当日」という｡）から各翌月の訓練開始応当



日の前日 （当該求職者支援訓練が終了した日の属する月にあっては、当該求職者支援訓

練を終了した日）までの各期間に区分した場合における当該区分による一の期間をいう。
以下この条において同じ｡）ごとに、第1項の厚生労働省令で定める者に該当することに

ついて、厚生労働大臣の認定（以下「支給認定」という｡）を受けなければならないこと
とする。

（第4項）

○対象求職者について、ただし書に規定する場合を除き、支給認定をしようとする支給

単位期間の初日からさかのぼって6年以内に、第1項の規定により求職者訓練受講支援
手当の支給を受けた現に受けている求職者支援訓練以外の求職者支援訓練に係る最初の

支給単位期間の初日がある場合には､求職者訓練受講支援手当を支給しないこととする。

※ただし書では､連続受講の場合について規定する予定であるが､規定ぶりは検討中。 1． ‐

（第5項）

○求職者訓練受講支援手当は、第3項の規定により認定を受けた支給単位期間について
支給することとする。

儲6項）

○支給単位期間に支給する額は、第2項の厚生労働省令で定める額に当該支給単位期間
に係る日数を乗じて得た額とすることとする。



給付額を定額とする理由等について

○求職者訓練受講支援給付のうち求職者受講支援手当（仮称）の額の算定方式について
は、

①求職者支援訓練の訓練期間は3． 5か月等必ずしも1月単位となっていないこと
②受給時期や給付期間は、個々人によって差異が生じ得ること

から、 日額方式とし、 日額に支給単位期間（1月）の日数を乗じて得た額の求職者訓練
受講支援手当を支給単位期間ごとに支給することとする。 。

○日額については、次の理由から定額とする。

①本制度の対象者として想定している非正規労働者、長期失業者、就業経験がない者
等は、そもそも離職前賃金がない、離職前賃金が相当程度過去のものとなる等の理由
から、雇用保険制度のようにこれを基礎として個々人に応じた額を設定することが困
難であること

②本制度は、自ら保険料を拠出することにより従前の稼得収入がなくなることへの備
えを行う雇用保険制度と異なり、 「訓練期間中の生活を支援するための給付」を強制保
険によらない形で支給するものであること

I
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給付期間について

○給付期間は、次の理由から、最大730日分とする。

①公共職業訓練の期間の最長が原則2年であること

②訓練を受講した場合に拠出に関係なく給付が出る期間として失業等給付の訓練延長

給付の期間が最長2年であること

○また、次の理由から、訓練開始日 （訓練開始日以降に支給認定がなされた場合は、当

該訓練に係る最初の支給単位期間の初日）から6年の間に、原則として訓練1回（連続

受講が可能な場合（基礎的な認定求職者支援訓練→公共職業訓練）には2回目の訓練を

含む｡）について支給することとする。

①求職者訓練受講支援給付は、原則的には就職する場合に必要な一定レベルまで訓練

を受ける上で必要な生活支援をするものであること

②本制度は訓練を受講後早期に就職をすることが期待されるものであるところ、パー

トタイム労働者の平均継続就業期間のデータを踏まえれば、受給開始後すぐに就職し

た者であっても6年は就業が期待できること

’
１
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求職者訓練受講支援給付の支給対象を｡ ｢公共職業安定所長が指示した訓練」とする理由に
ついて

1現行の「指示」について
、

O訓練延長給付について規定した雇用保険法第24条等､職業訓練受講中に支給する給

付に係る規定においては、 「公共職業安定所長が指示した公共職業訓練等」というよう

に「指示」という文言が用いられている。

○この公共職業安定所長による受講指示は、

・ 職業安定法第19条において「公共職業安定所は、求職者に対し、公共職業能力開

発施設の行う職業訓練（職業能力開発総合大学校の行うものも含む｡）を受けること

についてあっせんを行うものとする｡」 とされており、

・ 同法第4条第4号において「この法律において「職業指導」とは、職業に就こうと

する者に対し、実習、講習、指示、助言､情報の提供その他の方法により、その者の
能力に適合する職業の選択を容易にさせ､及びその職業に対する適応性を増大させる

ために行う指導をいう｡」とされていることから、

同法第19条に規定するあっせんを、 「指示」という同法第4条第4号に規定する職業

指導により行っているものと整理することができる。

ﾔ
！

2本法における整理

○従来から、職業訓練は誰もが受講できるものであるため、求職者支援訓練について

も公共職業安定所による職業指導によらずに受講することが可能である。

○しかしながら、幅広い訓練があり、求職者も多様な中で、求職者訓練受講支援給付

を受給しながらの訓練受講を十分効果のあるものとするためには、公共職業安定所長

が、当該求職者に対し、必要な指導を行うことが必要である。このため、求職者訓練

受講支援給付の支給対象となる求職者支援訓練を、公共職業安定所長の指示により受

講する場合の求職者支援訓練に限定することとする。

○その際、

・ 雇用保険法において、給付が支給される場合の訓練については、 「指示」という用

語が用いられていること

・ 公共職業安定所長による訓練の受講指示は、現行の職業安定法の規定に基づくも

のであり、求職者支援制度の対象となる求職者についても、関係規定は当然適用さ

れるものであること

から、 「公共職業安定所長が指示した求職者支援訓練」と規定して限定することが適当

と考えられる。

I



○なお、上記1のとおり、公共職業安定所長による訓練の受講指示は、現行の職業安

定法の規定に基づき行うことができるものであることから、本法において、公共職業

安定所長が求職者支援訓練を受けることを指示することができる旨の規定を別途設

ける必要はないものと考える。

I



【第D－3条】通所手当の支給について

【通所手当の支給】

本条は、通所手当の支給について規定するものである。

（第1項）

○通所手当は、対象求職者が、第D－2条の規定により求職者訓練受講支援手当を受給

する場合に､当該手当に係る求職者支援訓練を受ける期間について支給することとする。

（第2項）

○通所手当の支給要件及び額は、厚生労働省令で定めることとする。

○厚生労働省令においては、雇用保険における通所手当の支給要件及び額を規定した雇

用保険法施行規則第59条と同様の内容を定めることを予定している。 1

（参考）雇用保険法施行規則（昭和五十年労働省令第三号）

（通所手当）

第五十九条通所手当は、次の各号のいずれかに該当する受給資格者に対して、支給するものと

する。

一受給資格者の住所又は居所から公共職業訓練等を行う施設への通所(以下この条において

「通所」という｡）のため、交通機関又は有料の道路（以下この条において「交通機関等」

という｡）を利用してその運賃又は料金（以下この条において「運賃等」という｡）を負担す

ることを常例とする者(交通機関等を利用しなければ通所することが著しく困難である者以

外の者であって交通機関等を利用しないで徒歩により通所するものとした場合の通所の距

離が片道二キロメートル未満であるもの及び第三号に該当する者を除く｡）

二通所のため自動車その他の交通の用具（以下この条において「自動車等」という｡）を使

用することを常例とする者(自動車等を使用しなければ通所することが著しく困難である者

以外の者であって自動車等を使用しないで徒歩により通所するものとした場合の通所の距

離が片道二キロメートル未満であるもの及び次号に該当する者を除く｡）

三通所のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを

常例とする者(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通所することが著しく

困難な者以外の者であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を利用しないで徒歩に

より通所するものとした場合の通所の距離が片道二キロメートル未満であるものを除く｡）

2通所手当の月額は､次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じて､当該各号に掲げる額とする。

ただし、その額が四万二千五百円を超えるときは、四万二千五百円とする。

一前項第一号に該当する者次項及び第四項に定めるところにより算定したその者の一箇月

の通所に要する運賃等の額に相当する額（以下この条において「運賃等相当額」という｡）

二前項第二号に該当する者自動車等を使用する距離が片道十キロメートル未満である者に

あっては三千六百九十円、その他の者にあっては五千八百五十円（厚生労働大臣の定める地域



に居住する者であって、自動車等を使用する距離が片道十五キロメートル以上である者にあっ

ては八千十円）

三前項第三号に該当する者(交通機関等を利用しなければ通所することが著しく困難である者

以外の者であって､通常徒歩によることが例である距離内においてのみ交通機関等を利用して

いるものを除く｡）のうち、自動車等を使用する距離が片道二キロメートル以上である者及び

その距離が片道二キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通所することが著し

く困難である者第一号に掲げる額と前号に掲げる額との合計額

四前項第三号に該当する者（前号に掲げる者を除く｡）のうち、運賃等相当額が第二号に掲げ

る額以上である者第一号に掲げる額

五前項第三号に該当する者（第三号に掲げる者を除く｡）のうち、運賃等相当額が第二号に掲

げる額未満である者第二号に掲げる額

3運賃等相当額の算定は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認めら

れる通常の通所の経路及び方法による運賃等の額によって行うものとする。

4運賃等相当額は、次の各号による額の総額とする。

一交通機関等が定期乗車券（これに準ずるものを含む。次号において同じ｡）を発行している

場合は、当該交通機関等の利用区間に係る通用期間一箇月の定期乗車券の価額(価額の異なる

定期乗車券を発行しているときは、最も低廉となる定期乗車券の価額）

二交通機関等が定期乗車券を発行していない場合は､当該交通機関等の利用区間についての通

所二十一回分の運賃等の額であって、最も低廉となるもの

5次の各号に掲げる日のある月の通所手当の月額は、第二項の規定にかかわらず、その日数のそ

の月の現日数に占める割合を同項の規定による額に乗じて得た額を減じた額とする｡

一公共職業訓練等を受ける期間に属さない日

二基本手当の支給の対象となる日（法第十九条第一項の規定により基本手当が支給されないこ

ととなる日を含む｡）以外の日

三受給資格者が、天災その他やむを得ない理由がないと認められるにもかかわらず､公共職業
訓練等を受けなかった日

Ｉ
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【就職支援拒否の場合の給付制限】

本条は、求職者訓練受講支援給付の支給を受ける対象求職者が、正当な理由なく、出頭

日に出頭しない等の就職支援拒否を行った場合の求職者訓練受講支援給付の給付制限につ
いて規定するものである。

（第1項）

○求職者訓練受講支援給付の支給を受ける対象求職者が、正当な理由なく、出頭日に公

共職業安定所に出頭すること又は公共職業安定所の紹介する職業に就くことその他の公

共職業安定所が行う就職のための支援を拒んだときほ､その拒んだ日以降､当該求職者
支援訓練に係る求職者訓練受講支援給付を支給しないこととする。

○支給を停止しない「正当な理由」としては、疾病又は負傷、面接、天災、紹介された

職業が能力からみて不適当、就職するために住所等の変更を要する場合で変更が困難、
賃金が不当に低い等を想定している。

ｊ
ｌ

（第2項）

○第1項に規定する者が同項に規定する日以後新たに求職者支援訓練を受ける場合には、

同項の規定にかかわらず、当該求職者支援訓練に係る求職者訓練受講支援給付を支給す
ることとする。

【第D－4条】就職支援拒否の場合の給付制限について



【第D－5条】不正受給の場合の給付制限について

【不正受給の場合の給付制限】

本条は、求職者訓練受講支援給付の支給を受ける対象求職者が、不正行為等により求職

者訓練受講支援給付の支給を受け、又は受けようとした場合の給付制限について規定する

ものである。

（第1項）

○偽りその他不正の行為により求職者訓練受講支援給付の支給を受け、又は受けようと

した者には、求職者訓練受講支援給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、求職

者訓練受講支援給付を支給しないこととする。ただし、やむを得ない理由がある場合に

は、求職者訓練受講支援給付の全部又は一部を支給することができることとする。

○ 「やむを得ない理由」は、雇用保険法第34条における「やむを得ない理由」と同様、

給付の停止を宥恕するに足る理由をいい、その判断は、不正をなすに至った動機、不正

の度合い、反省の情の程度等の諸条件を総合的に検討した上で決定するものである。

（第2項）

○第1項に規定する者が同項に規定する日以後新たに求職者支援訓練を受ける場合には、

同項の規定にかかわらず、当該求職者支援訓練に係る支給認定に基づく求職者訓練受講

支援給付を支給することとする。

ウ



【第D－6条】不正受給の場合の返還命令等について

【不正受給の場合の返還命令等】

本条は、求職者訓練受講支援給付の支給を受ける対象求職者が、不正行為等により求職

者訓練受講支援給付の支給を受けた場合の受給した額の返還命令、当該額の2倍に相当す

る額以下の金額の納付命令について規定するものである。

（第1項）

○偽りその他不正の行為により求職者訓練受講支援給付の支給を受けた者がある場合に

は、政府は、その者に対して、支給した求職者訓練受講支援給付の全部又は一部を返還

することを命ずることができ、また、厚生労働大臣の定める基準により、当該偽りその

他不正の行為により支給を受けた求職者訓練受講支援給付の額の二倍に相当する額以下

の金額を納付することを命ずることができることとする。

○厚生労働大臣の定める基準については､雇用保険法第10条の4の規定に基づき厚生労

働大臣の定める基準と同様のものとすることを想定している｡

（第2項）

○第1項の場合において認定求職者支援訓練実施者が偽りの届出、報告又は証明をした

ためその求職者訓練受講支援給付が支給されたものであるときは、政府は、当該認定求

職者支援訓練実施者に対しその求職者訓練受講支援給付の支給を受けた者と連帯して、

同項の規定による求職者訓練受講支援給付の返還又は命ぜられた金額の納付をすること

を命ずることができることとする。

（第3項）

○労働保険の保険料の徴収等に関する法律（昭和44年法律第84号）第27条及び第41

条第2項の規定は、第1項及び第2項の規定により返還又は納付を命ぜられた金額につ

いて準用することとする。

(参考）労働保険の保険料の徴収等に関する法律（昭和44年法律第84号）

（督促及び滞納処分）

七条労働保険泰 ーの E ；･上による 1， ない 唖あるときは、

ま､期限を指定して督促しなければならない

，‘ 定によって 上 るときは政府は納付2 唾務者に対して る．こ のち

合において 「状により指定すべ 期限は督促状を して十目以上経過日から＆

した日でなければならない

聖 j』＆-による督促を受けた＊3 の指定の卿が までに労働保隙 この 8

の規定によ 戟収金を納付しナ j6は 滞納処分の例によは、 』 ってこれを処分

塑坐



（時効）

第四十一条労働保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し､又はその還付を受ける権

利は、二年を経過したときは、時効によって消滅する。

k府が行な身 知又はによる徴収金の徴収の僧その他この法律の対 野促は2

時効中断の効力を生可現治二十九年法 八十九 にかかわら§一三条の瀞百五

ゑ坐



不正受給の場合の返還命令等を設ける理由について

○本法においては、偽りその他の不正の行為により求職者訓練受講支援給付の支給を受

けた場合において、国は、その者に対して、

①支給した求職者訓練受講支援給付の全部又は一部を返還することを命ずることがで

きることとするとともに、

②厚生労働大臣の定める基準により、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた
求職者訓練受講支援給付の額の2倍に相当する額以下の金額を納付することを命ずる

ことができることとしている。

○こうした規定を設ける理由は、

①求職者訓練受講支援給付は、これを偽りの申請など不正な手段に基づいて給付した

場合、国は財政面において不当な損害を被ることとなること

②求職者訓練受講支援給付は、給付の対象者を生活における支援が真に必要な者に限

定するため、労働の意思及び能力があること、収入が一定額以下であることを要件と

することとしているが、これらについては行政機関による要件事実の把握が困難であ

り、申請者からの申告に依存する面が大きく、不正受給が生じる余地が大きし､こと

によるものである。



【第E－1条】受給権の保護につい王

【受給権の保護】

本条は､求職者訓練受講支援給付の受給権の譲渡等の禁止について規定するものである。

○求職者訓練受講支援給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えるこ

とができないこととする。

I 6
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【第E－2条】公課の禁止について

【公課の禁止】

本条は、求職者訓練受講支援給付として支給を受けた金銭に対しては租税その他の公課

が課されないことを規定するものである。

○租税その他の公課は、求職者訓練受講支援給付として支給を受けた金銭を標準として

課することができないこととする。

0



【時効】

本条は、求職者支援給付の支給を受ける権利、又はその返還を受ける権利若しくは納付

命令に係る納付すべき金額を徴収する権利等の金銭債権の消滅時効について規定するもの

である。

○求職者支援給付の支給を受け、又はその返還を受ける権利若しくは第D－6条の規定

により納付すべきことを命ぜられた金額を徴収する権利は、 2年を経過したときは、時

効によって消滅することとする。

1
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と
等
に
よ
り
、
》
そ
の
早
期
の
就
職
を

三
次
の
イ
か
ら
、
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者

一
一
公
共
職
業
安
定
所
に
出
頭
し
、
求
職
の
申
込
み
を
し
て
い
る
者

で
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
を
い
う
。

一
《
項
に
規
定
す
る
被
保
険
者
又
は
同
法
第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
受
給
資
格
者
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
つ

■

早

一
一
労
働
の
意
思
及
び
能
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者

（
定
義
）

（
目
的
）

イ
雇
用
保
険
法
第
三
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
短
期
雇
用
特
例
被
保
険
者

“
Ｉ
Ｄ
『
△
凸

一
召

〃
１
１
１

〆

】 １
０
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第
Ｂ
１
１
条
厚
生
労
働
大
臣
は
、
対
象
求
職
者
の
就
職
に
資
す
る
職
業
訓
練
を
行
う
者
（
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
に
限

２
厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
項
の
認
定
に
係
る
職
業
訓
練
（
以
下
「
認
定
求
職
者
支
援
訓
練
」
と
い
う
。
）
が
同
項
の
厚
生
労

基
準
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
の
認
定
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

働
省
令
に
定
め
る
基
準
に
適
合
し
な
く
な
っ
た
と
認
め
る
と
き
、
又
は
職
業
訓
練
実
施
者
が
当
該
求
職
者
支
援
認
定
訓
練
を

職
業
能
力
の
開
発
及
び
向
上
を
図
る
た
め
に
必
要
な
基
礎
的
な
知
識
又
は
技
能
を
習
得
さ
せ
る
た
め
の
職
業
訓
練
に
関
す
る

行
わ
な
く
な
っ
た
と
き
、
若
し
く
は
当
該
認
定
求
職
者
支
援
訓
練
を
的
確
に
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
能
力
を
有
し
な
く
な

、
第
Ｂ
１
２
条
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
作
成
す
る
計
画
に
照
ら
し
適
切
な
も
の
で
あ
る
こ
と
そ
の
他
対
象
求
職
者
の

る
。
以
下
「
職
業
訓
練
実
施
者
」
と
い
う
。
）
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
、
当
該
者
の
行
う
職
業
訓
練
に
つ
い
て

（
認
定
求
職
者
支
援
訓
練
（
仮
称
）
）
一

ロノ、

第
二
章
認
定
求
職
者
支
援
訓
練
（
仮
称
）
等

第
一
節
認
定
求
職
者
支
援
訓
練
（
促
称
）

I

（

●

一

●
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第
Ｂ
１
２
条
認
定
求
職
者
支
援
訓
練
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
砦
こ
ろ
に
よ
り
作
成
す
る
認
定
求
職

第
Ｂ
１
８
条
国
は
、
認
定
求
職
者
支
援
訓
練
が
実
施
さ
れ
る
こ
と
を
奨
励
す
る
た
め
、
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
で
、
認
定
求

１

２
厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
項
の
計
画
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
関
係
行
政
機
関
の
長
老
②
他
の
関
係
者
の

３
厚
生
労
働
大
臣
は
、
独
立
行
政
法
人
高
齢
。
障
害
・
求
職
者
雇
用
支
援
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。
）
に
、
前
二
項

意
見
を
聴
く
も
の
と
す
る
。

者
支
援
訓
練
の
実
施
に
関
す
る
計
画
に
基
づ
い
て
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。

職
者
支
援
訓
練
を
実
施
す
る
職
業
訓
練
実
施
者
（
以
下
「
認
定
求
職
者
支
援
訓
練
実
施
者
」
ど
い
う
ゞ
）
一
に
対
す
る
助
成
そ

に
規
定
す
る
業
務
を
行
わ
せ
る
も
の
と
す
る
。

の
他
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

っ
た
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
認
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

（
認
定
求
職
者
支
援
訓
練
の
実
施
に
関
す
る
計
画
）

（
認
定
求
職
者
支
援
訓
練
実
施
者
に
対
す
る
助
成
等
）

（
指
導
及
び
助
言
）

１

６
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第
Ｃ
ｌ
１
条
公
共
職
業
安
定
所
長
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
求
職
者
支
援
訓
練
の
受
講
を
指
示
し
よ

第
Ｂ
１
４
条
機
構
は
、
第
Ｂ
１
１
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
求
職
者
支
援
訓
練
の
認
定
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
に
対

２
就
職
支
援
計
画
に
お
い
て
は
、
就
職
の
た
め
の
支
援
を
受
け
る
た
め
に
毎
月
一
回
公
共
職
業
安
定
所
に
出
頭
す
べ
き
日
（

２
機
構
は
、
認
定
求
職
者
支
援
訓
練
実
施
者
に
対
し
、
認
定
求
職
者
支
援
訓
練
の
効
果
的
な
実
施
に
必
要
な
指
導
及
び
助
言

う
と
す
る
対
象
求
職
者
が
そ
の
有
す
る
能
力
に
適
合
す
る
職
業
に
就
く
こ
と
を
容
易
に
し
、
及
び
促
進
す
る
た
め
の
計
画
（

を
行
う
も
の
と
す
る
。

、
相
談
そ
の
他
の
援
助
を
行
う
も
の
と
す
る
。

以
下
「
就
職
支
援
計
画
」
と
い
う
。
）
を
作
成
す
る
も
の
と
す
る
る
。

し
、
認
定
求
職
者
支
援
訓
練
の
実
施
が
円
滑
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
、
認
定
求
職
者
支
援
訓
練
の
実
施
に
必
要
な
情
報
の
提
供

以
下
「
出
頭
日
」
と
い
う
○
）
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

（
就
職
支
援
計
画
ゞ
（
仮
称
）
の
作
成
）

（
対
象
求
職
者
の
義
務
）

第
二
節
対
象
求
職
者
に
対
す
る
就
職
の
支
援
等

1

0
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第
Ｄ
１
１
条
求
職
者
訓
練
受
講
支
援
給
付
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
し
、
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
支
給
す
る
も
の
と
す

第
Ｃ
ｌ
３
条
前
条
の
対
象
求
職
者
は
、
職
業
能
力
の
開
発
及
び
向
上
を
図
り
つ
つ
、
誠
実
か
つ
熱
心
に
求
職
活
動
を
行
う
こ

第
心
１
２
条
対
象
求
職
者
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
就
職
支
援
計
画
を
作
成
さ
れ
た
と
き
は
、
正
当
な
理
由
が
な
い

２
前
項
の
対
象
求
職
者
は
、
正
当
な
理
由
が
な
い
限
り
、
公
共
職
業
安
定
所
が
行
う
就
職
の
た
め
の
支
援
を
拒
ん
で
は
潅
ら

な
い
。

な
い
。

る
。

と
に
よ
り
、
職
業
に
就
く
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

限
り
、
就
職
の
た
め
の
支
援
を
受
け
る
提
め
、
ゞ
当
該
計
画
に
定
め
る
出
頭
日
に
公
共
職
業
安
定
所
に
出
頭
し
な
け
れ
ば
な
ら

（
求
職
者
支
援
給
付
の
種
類
）

（
就
職
へ
の
努
力
）

第
三
章
求
職
者
訓
練
受
講
支
援
給
付
（
仮
称
）
の
支
給
等

第
一
節
求
職
者
訓
練
受
講
支
援
給
付
の
支
給

1

Ｉ

六
頁



第
Ｄ
１
２
条
求
職
者
受
講
支
援
手
当
は
、
公
共
職
業
安
定
所
長
が
指
示
し
た
認
定
求
職
者
支
援
訓
練
及
び
雇
用
保
険
法
第
十

３
求
職
者
訓
練
受
講
支
援
手
当
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
対
象
求
職
者
は
、
支
給
単
位
期
間
（
求
職
者
支
援
訓
練
の
開
始

２
求
職
者
訓
練
受
講
支
援
手
当
の
額
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
。

各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
場
合
に
、
当
該
求
職
者
支
援
訓
練
を
受
け
る
期
間
に
つ
い
て
、
七
百
三
十
日
分
を
限
度
と
し

二
当
該
求
職
支
援
訓
練
を
受
け
る
た
め
に
は
当
該
手
当
の
支
給
に
よ
り
そ
の
生
活
を
支
援
す
る
必
要
が
あ
る
者
と
し
て
厚

五
条
第
三
項
に
規
定
す
る
公
共
職
業
訓
練
等
（
以
下
「
求
職
者
支
援
訓
練
」
と
い
う
。
）
を
受
け
る
対
象
求
職
者
が
、
次
の

て
支
給
す
る
。
（
「
た
だ
し
、
・
・
・
」
と
し
て
、
連
続
受
講
の
場
合
の
例
外
を
規
定
）

二
通
所
手
当
（
仮
称
）

一
第
Ｃ
ｌ
１
条
に
規
定
す
る
就
職
支
援
計
画
に
基
づ
く
就
職
の
た
め
の
支
援
を
受
け
る
意
思
を
有
す
る
と
公
共
職
業
安
定

一
求
職
者
訓
練
受
講
支
援
手
当
（
仮
称
）

（
求
職
者
訓
練
受
講
支
援
手
当
の
支
給
）

生
労
働
省
令
で
定
め
る
者

所
長
が
認
め
る
者

I

七
頁



４
対
象
求
職
者
に
つ
い
て
、
支
給
認
定
を
し
よ
う
と
す
る
支
給
単
位
期
間
の
初
目
か
ら
さ
か
の
ぼ
る
で
六
年
以
内
に
、
第
一

Ｄ

５

求

職

者

訓

練

受

講

支

援

手

当

は

、

第

三

項

の

規

定

に

よ

り

認

定

を

受

け

た

支

給

単

位

期

間

に

つ

い

て

支

給

す

る

。

開
始
の
日
の
翌
日
以
降
の
日
で
あ
る
場
合
は
、
当
該
申
出
を
し
た
日
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
．
）
↑
又
は
各
月
に
お
い

当
日
の
前
日
（
当
該
求
職
者
支
援
訓
練
が
終
了
し
た
日
の
属
す
る
月
に
あ
っ
て
は
、
当
該
求
職
者
支
援
訓
練
を
終
了
し
た
日

）
ま
で
の
各
期
間
に
区
分
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
区
分
に
よ
る
一
の
期
間
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
側
）
ご

に
お
い
て
は
、
そ
の
月
の
末
日
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
訓
練
開
始
応
当
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
各
翌
月
の
訓
練
開
始
応

の
日
（
当
該
対
象
求
職
者
が
求
職
者
訓
練
受
講
支
援
手
当
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
を
希
望
す
る
旨
の
申
出
を
し
た
日
が
当
該

‐
ｌ
『
０
１
Ｊ

」
と
い
う
。
）
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
に
、
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
に
該
当
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
厚
生
労
働
大
臣
の
認
定
（
以
下
一
支
給
認
定

て
そ
の
日
に
応
当
し
、

項
の
規
定
に
よ
り
求
職
者
訓
練
受
講
支
援
手
当
の
支
給
を
受
け
た
現
に
受
け
て
い
る
求
職
者
支
援
訓
練
以
外
の
求
職
者
支
援

り

訓
練
に
係
る
最
初
の
支
給
単
位
期
間
の
初
日
が
あ
る
場
合
に
は
、
求
職
者
訓
練
受
講
支
援
手
当
を
受
給
し
な
い
。
｝
こ
た
だ

し
、
・
・
・
」
と
し
て
、
連
続
受
講
の
場
合
の
例
外
を
規
定
）

か
つ
、

当
該
求
職
者
支
援
訓
練
を
受
講
し
た
期
間
内
に
あ
る
日
（
そ
の
日
に
応
当
す
る
日
が
な
い
月

I
＃

ー
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第
Ｄ
１
４
条
求
職
者
訓
練
受
講
支
援
給
付
の
支
給
を
受
け
る
対
象
求
職
者
が
、
正
当
な
理
由
な
く
、
出
頭
日
に
公
共
職
業
安

第
Ｄ
１
３
条
通
所
手
当
は
、
対
象
求
職
者
が
、
第
Ｄ
１
２
条
の
規
定
に
よ
り
求
職
者
訓
練
受
講
支
援
手
当
を
受
給
す
る
場
合

２
前
項
に
規
定
す
る
者
が
同
項
に
規
定
す
る
日
以
後
新
た
に
求
職
者
支
援
訓
練
を
受
け
る
場
合
に
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か

２
通
所
手
当
の
支
給
要
件
及
び
額
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
。

６
支
給
単
位
期
間
に
支
給
す
る
額
は
、
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
額
に
当
該
支
給
単
位
期
間
に
係
る
日
数
を
乗
じ

わ
ら
ず
、
当
該
求
職
者
支
援
訓
練
に
係
る
求
職
者
訓
練
受
講
支
援
給
付
を
支
給
す
る
。

給
し
な
い
。

定
所
に
出
頭
す
る
こ
と
又
は
公
共
職
業
安
定
所
の
紹
介
す
る
職
業
に
就
く
こ
と
そ
の
他
の
公
共
職
業
安
定
所
が
行
う
就
職
の

た
め
の
支
援
を
拒
ん
だ
と
・
き
は
、
そ
の
拒
ん
だ
日
以
降
、
当
該
求
職
者
支
援
訓
練
に
係
る
求
職
者
訓
練
受
講
支
援
給
付
を
支

一
」
、

Ｉ て
得
た
額
と
す
る
。

（
給
付
制
限
）

（
通
所
手
当
の
支
給
）

当
該
手
当
に
係
る
求
職
者
支
援
訓
練
を
受
け
る
期
間
に
つ
い
て
支
給
す
る
。

I

ノ
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第
Ｄ
ｌ
Ｑ
条
偽
り
そ
の
他
不
正
の
行
為
に
よ
り
求
職
者
訓
練
受
講
支
援
給
付
の
支
給
を
受
け
た
者
が
あ
る
場
合
に
陵
、
政
府

１
Ｏ
Ｌ
。
、
Ｅ
Ｐ
４
Ｌ

第
Ｄ
１
５
条
偽
り
そ
の
他
不
正
の
行
為
に
よ
り
求
職
者
訓
練
受
講
支
援
給
付
の
支
給
を
受
け
、
又
は
受
け
よ
う
と
し
た
者
に

２
》
前
項
伽
場
合
艇
お
い
で
認
定
求
職
者
支
援
訓
練
実
施
者
が
偽
り
の
届
出
、
報
告
又
は
証
明
を
し
た
た
め
そ
の
求
職
者
訓
練

２
前
項
に
規
定
す
る
者
が
同
項
に
規
定
す
る
臼
以
後
新
た
に
求
職
者
支
援
訓
練
を
受
け
る
場
合
に
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か

受
講
支
援
給
付
の
額
の
二
倍
に
相
当
す
る
額
以
下
の
金
額
を
納
付
す
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
一
・

Ｉ

受
講
支
援
給
付
が
支
給
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
き
睦
●
《
政
府
は
§
当
該
認
定
求
職
者
支
援
訓
練
実
施
者
に
対
し
そ
の
求
職
者

毒
ま
た
、
厚
生
労
働
大
一
臣
咽
定
蹴
る
基
準
に
よ
り
、
当
該
偽
り
そ
の
他
不
正
の
行
為
に
よ
り
支
給
を
受
け
た
堆
職
者
訓
練

わ
ら
ず
《
当
該
求
職
者
支
援
訓
練
に
陸
る
支
給
認
定
に
基
づ
く
求
職
者
訓
練
受
講
支
援
給
付
を
支
給
す
る
。

は
、
そ
の
者
に
対
し
て
、
支
給
し
た
求
職
者
訓
練
受
講
支
援
給
付
の
全
部
又
は
一
部
を
返
還
す
毒
こ
と
を
一
命
ず
る
こ
と
が
で

し
な
い
。
た
だ
し
、
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
場
合
に
は
、
求
職
者
訓
練
受
講
支
援
給
付
の
全
部
又
は
一
部
を
支
給
す
る

は
、

こ
と
が
で
き
る
。

F
ﾄ

（
返
還
命
令
等
）
一

求
職
者
訓
練
受
講
支
援
給
付
の
支
給
を
受
け
、
又
は
受
け
よ
う
と
し
た
日
以
後
、
求
職
者
訓
練
受
講
支
援
給
付
を
支
給

－
０
頁



第
Ｅ
１
１
条
求
職
者
訓
練
受
講
支
援
給
付
を
受
け
る
権
利
は
、
譲
り
渡
し
、
担
保
に
供
し
、
又
は
差
し
押
え
る
こ
と
が
で
き

第
Ｅ
１
２
条
租
税
そ
の
他
の
公
課
は
、
求
職
者
訓
練
受
講
支
援
給
付
と
し
て
支
給
を
受
け
た
金
銭
を
標
準
と
し
て
課
す
る
こ

３
労
働
保
険
の
保
険
料
の
徴
収
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
八
十
四
号
）
第
二
十
七
条
及
び
第
四
十
一
条
第

第
Ｅ
ｒ
３
条
求
職
者
支
援
給
付
の
支
給
を
受
け
、
又
は
そ
の
返
還
を
受
け
る
権
利
若
し
く
は
第
Ｄ
ｌ
６
一
条
の
規
定
に
よ
り
納

１

ぜ
ら
れ
た
金
額
の
納
付
を
す
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

訓
練
受
講
支
援
給
付
の
支
給
を
受
け
た
者
と
連
帯
し
て
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
求
職
者
訓
練
受
講
支
援
給
付
の
返
還
又
は
命

荏
哩
。

二
項
の
規
定
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
返
還
又
は
納
付
を
命
ぜ
ら
れ
た
金
額
に
つ
い
て
準
用
す
る
§

と
が
で
き
窪
い
。

（
受
給
権
の
保
護
）

（
公
課
の
禁
止
）
’

（
鎧
効
）

第
三
節

雑
則

１

』

１
１
、

一

一

頁



へ

第
Ｆ
１
２
条
厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
○
条
の
政
令
の
制
定
若
し
く
は
改
正
の
立
案
を
し
、
又
は
第
Ｂ
１
１
条
第
一
項
、
第
Ｃ

第
Ｆ
ｌ
ｌ
条
第
Ｂ
１
２
条
の
規
定
に
よ
る
認
定
求
職
者
支
援
訓
練
実
施
者
に
対
す
る
助
成
及
び
第
Ｄ
１
２
条
の
規
定
に
よ
る

第
Ｆ
１
３
条
行
政
庁
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
認
定
求
職
者
支
援
訓
練
実
施
者
に
対
し
て
、
こ
の
法

２
行
政
庁
は
、
求
職
者
訓
練
受
講
支
援
給
付
の
支
給
を
受
け
て
い
る
者
に
対
し
て
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
て
必
要
な
報

１
１
条
、
第
Ｄ
１
２
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
Ｄ
１
３
条
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
の
制
定
若
し
く
は
改
正
を
し
よ

求
職
者
訓
練
受
講
支
援
給
付
の
支
給
は
、
雇
用
保
険
法
第
○
条
に
規
定
す
る
求
職
活
動
支
援
事
業
と
し
て
行
う
。

律
の
施
行
に
関
し
て
必
要
な
報
告
、
文
書
の
提
出
又
は
出
頭
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
労
働
政
策
審
議
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

付
を
す
べ
き
こ
と
を
命
ぜ
ら
れ
た
金
額
を
徴
収
す
る
権
利
は
、
二
年
を
経
過
し
た
と
き
は
、
時
効
に
よ
っ
て
消
滅
す
る
一
心

（
報
告
等
）

（
労
働
政
策
審
議
会
へ
の
諮
問
）

（
雇
用
保
険
法
と
の
関
係
）

第
四
章
雑
則

I

●

h－

頁



』
〃
０

第
Ｆ
１
４
条
行
政
庁
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
職
員
に
、
認
定
縦
職
者
支
援
訓

２
前
項
の
規
定
に
よ
り
立
入
検
査
を
す
る
職
員
は
、
そ
の
身
分
を
示
す
証
明
書
を
携
帯
し
、
｜
関
係
者
に
提
示
し
な
け
れ
ば
な

４
機
構
は
、
第
Ｂ
１
１
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
Ｂ
１
４
条
に
規
定
す
る
業
務
を
行
う
場
合
に
お
い
て
当
該
業
務

３
行
政
庁
は
、
求
職
者
訓
練
受
講
支
援
手
当
の
支
給
に
関
し
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
対
象
求
職
者
の
資
産
及
び
収
入
の
状
況

的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録

練
実
施
者
の
事
務
所
に
》
立
ち
入
り
、
関
係
者
に
対
し
て
質
閲
さ
せ
、
又
は
帳
簿
書
類
（
そ
の
作
成
又
は
保
存
に
代
え
て
電
磁

お
け
愚
当
該
電
磁
的
記
録
を
含
逝
心
）
の
検
査
を
さ
せ
る
こ
と
が
一
で
き
ろ
。

き
ゞ
苞
。

告
、
文
書
の
提
出
又
は
出
頭
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

に
関
し
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
職
業
訓
練
実
施
者
に
対
し
、
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
の
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で

で
あ
峠
っ
て
対
↑
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
一
の
を
い
う
。
亨
）
一
の
作
成
又
は
保
存
が
さ
れ
て
い
る
場
合
に

に
つ
き
、
銀
行
そ
の
他
の
金
融
機
関
に
、
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
立
入
検
査
幸

ｉ
ｂ
ｇ
■
ヴ

グ
７
１

一

頁



第
Ｇ
Ｉ
１
条
こ
の
法
律
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
が
、
こ
の
法
律
の
実
施
の
た
め
必
要
な
手
続
そ
の
他
の
事
頚
は
、
厚
生
労
働

第
Ｈ
１
１
条

４
厚
生
労
働
大
臣
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
盤
き
は
、
機
構
に
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
り
、
質
問
又
は
検
査
（
認

３
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
の
権
限
は
、
犯
罪
捜
査
の
た
め
に
認
め
ら
れ
た
も
の
と
解
釈
し
て
は
な
ら
狂
い
。

ｓ
第
二
項
災
詠
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
り
、
》
質
問
又
は
検
査
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

定
求
職
者
支
援
訓
練
が
適
正
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
調
査
す
一
る
た
め
に
行
う
も
の
に
限
る
。
）
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き

省
令
で
定
め
る
ゞ

ら
な
い
。

る
、
こ
の
場
合
に
お
い
て
一
、
機
構
は
、
そ
の
職
員
に
当
該
立
入
り
、
質
問
又
は
検
査
を
行
わ
せ
る
も
の
と
す
る
。

（
施
行
期
旧
一
）

《
厚
生
労
働
省
令
へ
の
委
任
）

一
第
五
章
罰
則

附
則 ヤ

｝ 1

I

一
四
頁



第
ａ
１
１
条
こ
の
法
律
は
平
成
二
十
三
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
Ｂ
１
１
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
Ｂ

※
そ
の
他
の
規
定
の
要
否
に
つ
い
て
は
検
討
中
。

１
２
条
、
第
Ｂ
１
４
条
第
一
項
並
び
に
附
則
○
条
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

～

１
１

｝

１

．

一
五
頁



職
業
訓
練
の
実
施
等
に
よ
る
対
象
求
職
者
の
就
職
の
支
援
に

関
す
る
法
律
（
仮
称
）
案
等

も

「

用

例

P

集

一

頁



．
「
認
定
を
す
る
一
こ
と
が
で
き
る
」

○
職
業
能
力
開
発
促
進
法
（
昭
一
（
昭
和

（
定
義
）

第
二
条
一

自
動
車

二

条

こ

第
一
条
こ
の
法
律
は
、
特
定
原
動
機
及
び
特
定
特
殊
自
動
車
に
つ
い
て
技
術
上
の
基
準
を
定
め
、
特
定
特
殊
自
動
車
の
使
用
に
つ
い
て
必
要
な
規
制
を

行
う
こ
と
等
に
よ
り
、
特
定
特
殊
自
動
車
排
出
ガ
ス
の
排
出
を
抑
制
し
、
も
っ
て
大
気
の
汚
染
に
関
し
、
国
民
の
健
康
を
保
護
す
る
と
と
も
に
生
活
環

境
を
保
全
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

・
定
義
を
置
い
て
い
る
語
を
目
的
規
定
で
用
い
て
い
る
例

○
特
定
特
殊
自
動
車
排
出
ガ
ス
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
五
十
一
号
）

○
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
の
支
給
等
に
よ
る
犯
罪
被
害
者
等
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
五
年
法
律
第
三
十
六
号
）

３
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
特
定
特
殊
自
動
車
排
出
ガ
ス
」
と
は
、
特
定
特
殊
自
動
車
の
使
用
に
伴
い
発
生
す
る
一
酸
化
炭
素
、
炭
化
水
素
、
鉛
そ
の
他

の
人
の
健
康
又
は
生
活
環
境
に
係
る
被
害
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
物
質
で
政
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。

２
こ
の
法
律
に
お
い
て

で
定
め
る
も
の
を
い
う
。

●
『
ｆ
も
〃
・
〃
唾
壁

○
地
域
戸

．
「
就
職
」

○
経
済
“

「
～
の
実

地
域
伝

．
「
～
の
支
援
に
関
す
る
法
律
」

【
第
Ｂ
１
１
条
第
１
項
及
び
第
２
項
関
係
】

【
第
Ａ
ｌ
ｌ
条
関
係
及
び
第
Ａ
Ｉ
２
条
関
係
】

【
題
名
関
係
】

【
職
業
訓
練
の
実
施
等
に
よ
る
対
象
求
職
者
の
就
職
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
仮
称
）
案
関
係
】

の
法
律
に
お
い
て
「
特
定
特
殊
自
動
車
」
と
は
、
道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る

自
動
車
（
同
条
第
五
項
に
規
定
す
る
運
行
の
用
に
供
す
る
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
（
け
ん
引
し
て
陸
上
を
移
動
さ
せ
る
こ
と

を
目
的
と
し
て
製
作
し
た
用
具
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
を
い
う
。

号
一

一

●

■■■■

一

へ

略
…

（
目
的
）

施
に
よ
る
」

ｌ

経
済
社
会
の
変
化
に
対
応
す
る
円
滑
な
再
就
職
を
促
進
す
る
た
め
の
雇
用
対
策
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
三
十
五

統
芸
能
等
を
活
用
し
た
行
事
例
剣
劇
間
Ｈ
到
劉
観
光
及
び
特
定
地
域
商
工
業
の
振
興
に
関
す
る
法
律
（
平
成
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）

ｌ「
特
定
原
動
機
」
と
は
、
特
定
特
殊
自
動
車
に
搭
載
さ
れ
る
原
動
機
及
び
こ
れ
と
一
体
と
し
て
搭
載
さ
れ
る
装
直
で
主
務
省
令

四
十
四
年
法
律
第
六
十
四
号
）

1

二

頁



第
四
条
新
た
に
就
農
し
よ
う
と
す
る
青
年
等
又
は
当
該
青
年
等
を
そ
の
営
む
農
業
に
就
業
さ
せ
よ
う
と
す
る
者
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ

第
九
条
畜
産
業
を
営
む
者
は
、
処
理
高
度
化
施
設
の
整
備
に
関
す
る
計
画
（
以
下
「
処
理
高
度
化
施
設
整
備
計
画
」
と
い
う
。
）
を
作
成
し
、
こ
れ
を

当
該
処
理
高
度
化
施
設
整
備
計
画
に
係
る
処
理
高
度
化
施
設
の
所
在
地
を
管
轄
ず
る
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
て
、
当
該
処
理
高
度
化
施
設
整
備
計
画

が
適
当
で
あ
る
旨
の
認
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
実
施
計
画
の
認
定
）

第
二
十
六
条
の
三
実
習
併
用
職
業
訓
練
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
事
業
主
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
実
習
併
用
職
業
訓
練
の
実
施

計
画
（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
実
施
計
画
」
と
い
う
。
）
を
作
成
し
、
厚
生
労
働
大
臣
の
認
定
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
都
道
府
県
知
事
に
よ
る
職
業
訓
練
の
認
定
）

第
二
十
四
条
都
道
府
県
知
事
は
、
事
業
主
等
一

事
業
主
等
の

○
青
年
等
の
就
農
促
進
の
た
め
の
資
金
の
貸
付
け
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
七
年
法
律
第
二
号
）
（
抄
）

。
．
「
～
に
照
ら
し
適
切
で
あ
る
こ
と
そ
の
他
～
基
準
に
適
合
す
る
も
の
」

○
家
畜
排
せ
つ
物
の
管
理
の
適
正
化
及
び
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
十
二
号
）
（
抄
）

２
（
略
）

３
部
首
春

都
道
府

３
厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
一
項
の
認
定
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
実
施
計
画
が
青
少
年
の
実
践
的
な
職
業
能
力
里

争

る
た
め
に
効
果
的
な
実
習
併
用
職
業
訓
練
に
関
す
る
基
準
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、

そ
の
実
施
計
画
が
青
少
年
の
実
践
的
な
職
業
能
力
の
開

２
（
略
）

４
（
略
）
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も
の
で
あ
る
こ
と
そ
の
他
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
趨
勢
準
に
調
響
冒
す
割
矧
凶
の
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、

都
道
府
県
知
事
は
、
第
一
項
の
認
定
に
係
る
職
業
訓
練
（
以
下
「
認
定
職
業
訓
練
」
と
い
う
？
）
が
第
十
九
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

基
箪
に
適
合
し
な
く
な
っ
た
と
認
め
る
と
き
、
又
は
事
業
主
等
が
当
該
認
定
職
業
訓
練
を
行
わ
な
く
な
っ
た
と
き
、
若
し
く
は
当
該
認
定
職
業
訓
練
を

的
確
に
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
能
力
を
有
し
な
く
な
っ
た
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
認
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

と
が
で
き
る
能
力
を
有
し
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
の
認
定
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
と
が
で
き
る
。

（
処
理
高
度
化
施
設
整
備
計
画
の
認
定
一
）

（
就
農
計
画
） 県

知
事
は
、
第
一
項
の
認
定
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
処
理
高
度
化
施
設
整
備
計
画
が
、

画
が
、

へ

略
一

申
請
に
基
づ
き
、
当
咳
事
業
主
等
の
行
う
職
業
訓
練
に
つ
い
て
、

の
行
う
職
業
訓
練
に
つ
い
て
、

発
及
び
向
上
を
図

第
十
九
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令

た
だ
し
、
当
咳
事
業
主
等
が
当
該
職
業
訓
練
を
的
確
に
実
施
す
る
こ

1

都
道
府
県
計
画
に
照
ら
し
適
切
な

そ
の
認
定
を
す
る
も
の
と
す
る
。

そ
の
認
定
を
す
る

三

頁



（
表
示
等
）

第
二
十
六
条
の
五
認
定
事
業
主
は
、
認
定
実
施
計
画
に
係
る
実
習
併
用
職
業
訓
練
（
以
下

（
都
道
府
県
知
事
に
よ
る
職
業
訓
練
の
認
定
）

第
二
十
四
条
（
略
）

第
四
条
農
業
を
営
む
者
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
持
続
性
の
高
い
農
業
生
産
方
式
の
導
入
に
関
す
る
計
画
（
以
下
「
導
入
計
画

」
と
い
う
。
）
を
作
成
し
、
こ
れ
を
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
↓
て
、
当
該
導
入
計
画
が
適
当
で
あ
る
旨
の
認
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

・
認
定
対
象
の
名
称
を
「
認
定
～
」
と
し
て
い
る
例

○
職
業
能
力
開
発
促
進
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
六
十
四
号
）
（
抄
）

２
（
略
）
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３

○
持
続
性
の
高
い
農
業
生
産
方
式
の
導
入
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
十
号
）
（
抄
）

都
道
府
県
知
事
は
、
第
一
項
の
認
定
に
係
る
職
業
訓
練
（
以
下
訓
割
劉
制
捌
矧
釧
測
可
と
い
う
。
）
が
第
十
九
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

基
準
に
適
合
し
な
く
な
っ
た
と
認
め
る
と
き
、
又
は
事
業
主
等
が
当
該
認
定
職
業
訓
練
を
行
わ
な
く
な
っ
た
と
き
、
若
し
く
は
当
該
認
定
職
業
訓
練
を

的
確
に
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
能
力
を
有
し
な
く
な
っ
た
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
認
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

４
（
略
）

２
（
略
）

３
卵
首
巻

都
道
府

４
．
５
（
略
）

３
１
鄙
道
府
県
知
事
は
、
第
一
項
の
認
定
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
就
農
計
画
が
就
農
促
進
方
針

の
他
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
劃
劉
劇
剥
創
別
引
例
剛
剛
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
認
定
を
す
る
も
の

そ
の
認
定
を
す
る
も
の

２
（
略
）

き
は
、
労
働
者
の
募
集
の
広
告
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
（
次
項
に
お
い
て
「
広
告
等
』
と
い
う
。
）
に
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
認
定
実
習
併
用
職
業
訓
練
が
実
施
計
画
の
認
定
を
受
け
て
い
る
旨
の
表
示
を
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

に
よ
り
、
就
農
計
画
を
作
成
し
、
こ
れ
を
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
て
、
当
該
就
農
計
画
が
適
当
で
あ
る
旨
の
認
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
睦
濯
頑
に
童
穿

（
導
入
計
画
の
認
定
）

県
知
事
は
恨
第
一
項
の
認
定
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、

っ
た
場
合
に
お
い
て
、

へ

略
一

．
ｑ
Ｃ
、
、
、

《
一

屯

ロ
グ
０
１

そ
の
導
入
計
画
が

で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
認
定
を

そ
の
認
定
を
す
る
も
の
と
す
る
。 と

す
る
。

《

と
い
う
。
）
を
実
施
す
る
と

四
頁



第
十
四
条

２
（
略
）

【
第
Ｂ
１
１
条
第
３
項
関
係
】

．
『
～
大
臣
は
、
機
構
に
～
を
行
わ
せ
る
も
の
と
す
る
。
」

○
計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）

（
機
構
が
処
理
す
る
事
務
）

第
九
条
（
略
）

○
建
設
労
働
者
の
雇
用
の
改
善
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
一
年
法
律
第
三
十
三
号
）

（
実
施
計
画
の
変
更
等
）
《

第
六
条
（
略
）

○
介
護
労
働
者
の
雇
用
管
理
の
改
善
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
四
年
法
律
第
六
十
三
号
）

Ｉ
Ｌ
Ｏ
‐
ざ
ら

（
改
善
計
画
の
変
更
等
）

３
厚
生
労
働
大
臣
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
第
十
二
条
第
一
項
の
認
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

◆

○
林
業
労
働
力
の
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
八
年
法
律
第
四
十
五
号
）

（
計
画
の
変
更
等
）

四
（
略
）

４
（
略
）

２
都
道
府
県
知
事
は
、
認
定
事
業
主
が
前
条
第
一
項
の
認
定
に
係
る
改
善
計
画
（
前
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
認
定
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
変
更
後

の
も
の
。
以
下
「
認
定
計
画
」
と
い
う
。
）
に
従
っ
て
改
善
措
置
を
講
じ
て
い
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
認
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

３
（
略
）

３
（
略
）

２
都
道
府
県
知
事
は
、
前
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
が
当
該
認
定
に
係
る
計
画
（
前
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
認
定
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
変

更
後
の
も
の
。
以
下
４
割
割
矧
劃
剛
引
と
い
う
。
）
に
従
っ
て
改
善
措
置
を
実
施
し
て
い
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
認
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き

一

一
一
一

》
（
》
。

第
十
二
条
第
一
項
の
認
定
に
係
る
実
施
計
画
（
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ

の
変
更
後
の
も
の
。
以
下
「
認
定
計
画
」
と
い
う
。
）
が
同
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
要
件
に
適
合
し
な
く
な
っ
た
と
認
め
る
と
き
。

●

二

へ

略
一

●

へ

略
一

〆

I

申
０

五
頁



（
医
療
費
の
支
給
及
び
認
定
等
）

第
四
条
機
構
は
、
日
本
国
内
に
お
い
て
石
綿
を
吸
入
す
る
こ
と
に
よ
り
指
定
疾
病
に
か
か
っ
た
旨
の
認
定
を
受
け
た
者
に
対
し
、
そ
の
請
求
に
基
づ
き

第
三
条
石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
の
た
め
支
給
さ
れ
る
給
付
（
以
下
「
救
済
給
付
」
と
い
う
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
し
、
独
立
行
政
法

人
環
境
再
生
保
全
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。
）
が
こ
の
章
の
規
定
に
よ
り
支
給
す
る
も
の
と
す
る
。

（
参
考
）
大
臣
の
委
任
に
よ
ら
ず
機
構
が
自
ら
認
定
を
行
う
こ
と
と
規
定
し
て
い
る
例

○
石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
四
号
）

（
計
量
器
等
の
提
出
）

第
百
四
十
九
条
（
略
）

２
経
済
産
業
大
臣
は
、

２
前
項
の
認
定
（
以
下
こ
の
条
か
ら
第
十
七
条
ま
で
及
び
第
二
十
条
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
「
認
定
」
と
い
う
。
）
は
、
医
療
菱
の
支
給
を
受
け
よ

う
と
す
る
者
の
申
請
に
基
づ
き
、
機
構
が
行
う
。

第
亘
一
十
一
条
の
二
特
定
計
量
証
明
事
業
（
第
百
七
条
第
一

一
号
に
規
定
す
る
物
象
の
状
態
の
趣
で
極
め
て
微
量
の
も
の
の
計
量
証
明
を
行
う
た
め
に
高

度
の
技
術
を
必
要
と
す
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
事
業
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行
お
う
と
す
る
者
は
、
経
済
産
業
省
令
で

定
め
る
事
業
の
区
分
に
従
い
、
経
済
産
業
大
臣
又
は
経
済
産
業
大
臣
が
指
定
し
た
者
（
以
下
「
特
定
計
量
証
明
認
定
機
関
」
と
い
う
。
）
に
申
請
し
て

、
そ
の
事
業
が
次
の
各
号
に
適
合
し
て
い
る
旨
の
認
定
を
受
け
る
・
こ
と
が
で
き
る
。
・

一
特
定
計
量
証
明
事
業
を
適
正
に
行
う
に
必
要
な
管
理
組
織
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
特
定
計
量
証
明
事
業
を
適
確
か
つ
円
滑
に
行
う
に
必
要
な
技
術
的
能
力
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三
特
定
計
量
証
明
事
業
を
適
正
に
行
う
に
必
要
な
業
務
の
実
施
の
方
法
が
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
計
量
器
、
特
殊
容
器
又
は
特
定
物
象
量
が
表
・
記
さ
れ
た
特
定
商
品
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
坐
所
有
者
又
は
占
有
者
に
対
し
、
期

限
を
定
め
て
、
こ
れ
を
提
出
す
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
．
４
（
略
）

第
百
六
十
八
条
の
五
綱
渕
劇
詞
到
到
閂
剛
１
機
構
に
、
次
に
掲
げ

一
第
百
二
十
一
条
の
こ
の
規
定
に
よ
る
認
定
に
関
す
る
事
務

二
～
七
（
略
）

二
～
七

次
に
掲
げ

、
医
療
費
を
支
給
す
る
。

（
認
定
）

一
～
六
（
略
）

（
救
済
給
付
の
種
類
等
）

第
百
六
十
八
条
の
三
第
一
項
又
は
第
百
六
十
八
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
研
究
所
又
は

に
検
査
を
行
わ
せ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
所
在
の
場
所
に
お
い
て
検
査
老
行
わ
せ
る
こ
ど
が
著
し
く
困
難

Ｉ

ｆ
Ｉ
ｄ
ｄ
■
１

る
事
務
を
行
わ
せ
る
も
の
と
す
る
。

（

独
立
行
政
法
人
製
品
評
一
仰
技
術

六

頁



２
前
項
に
規
定
す
る
業
務
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
雇
用
保
険
法
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
百
十
六
号
）
第
六
士
一
条
蝉
規
定

に
よ
る
雇
用
安
定
事
業
又
は
同
法
第
六
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
能
力
開
発
事
業
と
し
て
行
う
も
の
と
す
る
．

３
機
構
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
の
ほ
か
、
第
三
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
の
業
務
を
行
う
ｃ

第
十
一
条
機
構
は
、
第
三
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
殉
次
の
業
務
を
行
う
。

一
労
働
者
の
就
職
、
雇
入
れ
、
配
置
等
に
つ
い
て
の
相
談
、
情
報
の
提
供
そ
の
他
の
援
助
を
体
系
的
に
行
う
た
め
の
施
設
の
設
置
及
び
運
営
を
行
う

・
現
行
の
独
立
行
政
法
人
雇
用

○
独
立
行
政
法
人
雇
用
・
能

（
業
務
の
範
囲
）

用

３
．
４
（
略
）

十
前
各
号
に
掲
げ
る
業
務
に
附
帯
す
る
業
務
を
行
う
こ
と
。

八
公
共
職
業
能
力
開
発
施
設
又
は
職
業
能
力
開
発
総
合
大
学
校
の
行
う
職
業
訓
練
又
は
指
導
員
訓
練
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
職
業
訓
練
等
」
と

い
う
。
）
を
受
け
る
者
の
た
め
の
宿
泊
施
設
の
設
置
及
び
運
営
を
行
う
こ
と
並
び
に
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
理
由
に
よ
り
職
業
訓
練
等
を
受
け
る

こ
と
が
困
難
な
者
が
当
該
職
業
訓
練
等
を
受
け
る
た
め
に
一
必
要
な
資
金
一
の
貸
付
け
を
行
う
こ
と
。

九
労
働
者
の
職
業
生
活
設
計
に
即
し
た
自
発
的
な
職
業
能
力
の
開
発
及
び
向
上
に
つ
い
て
の
事
業
主
、
労
働
者
そ
の
他
の
関
係
者
に
対
す
る
相
談
そ

の
他
の
援
助
並
び
に
そ
の
雇
用
す
る
労
働
者
が
自
ら
職
業
に
関
す
る
教
育
訓
練
又
は
職
業
能
力
検
定
を
受
け
る
機
会
を
確
保
す
る
た
め
の
援
助
を
行

う
事
業
主
に
対
す
る
職
業
能
力
開
発
促
進
法
第
十
五
条
の
三
に
規
定
す
る
必
要
な
助
成
を
行
う
こ
と
。

二
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
理
由
に
よ
り
就
職
が
困
難
な
者
が

三
雇
用
対
策
法
（
昭
和
四
十
一
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
第
十

雇
用
に
関
す
る
事
項
に
つ
き
事
業
主
に
対
し
て
行
う
援
助
に
つ

四
建
設
労
働
者
の
雇
用
の
改
善
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十

五
建
設
業
の
事
業
主
及
び
そ
の
雇
用
す
る
労
働
者
に
対
し
て
、

た
め
の
研
修
を
行
い
、
及
び
雇
用
管
理
の
改
善
に
つ
い
て
助
言

六
・
地
域
雇
用
開
発
促
進
法
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
二
十
三
号

ぴ
中
小
企
業
に
お
け
る
労
働
力
の
確
保
及
び
良
好
な
雇
用
の
機

五
十
七
号
）
第
七
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
業
を
行
う
こ
と

七
職
業
能
力
開
発
短
期
犬
学
校
、
職
業
能
力
開
発
大
学
校
、
職

職
業
能
力
開
発
促
進
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
六
十
四
号
）

の
他
の
も
の
の
行
う
職
業
訓
練
の
援
助
を
行
う
こ
と
。

者
が

》

」

・
シ
《
」
。

・
能
力
開
発
機
構
の
事
務

能
力
開
発
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
七
十
号
）

ｆ
４

就
職
す
る
た
め
に
必
要
な
資
金
の
貸
付
け
そ
の
他
の
援
助
を
行
う
こ
と
。

第
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
い
て
職
業
安
定
機
関
が
労
働
者
の
雇
入
れ
又
は
配
置
そ
の
他
の

に
つ
い
て
必
要
な
協
力
を
行
う
こ
と
。

五
十
一
年
法
律
第
三
十
三
号
）
第
九
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
業
を
行
う
こ
と
。

て
、
労
働
者
の
雇
入
れ
、
配
置
そ
の
他
の
雇
用
管
理
に
関
し
必
要
な
知
識
を
習
得
さ
せ
る

助
言
す
る
こ
と
。

三
号
）
第
七
条
第
一
項
（
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
業
主
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
及

の
機
会
の
創
出
の
た
め
の
雇
用
管
理
の
改
善
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第

．
・
・
凸
、
ｐ
◎

業
能
力
開
発
促
進
セ
ン
タ
ー
及
び
職
業
能
力
開
発
総
合
大
学
校
の
設
置
及
び
運
営
、

第
十
五
条
の
六
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
職
業
訓
練
の
実
施
並
び
に
事
業
主
そ

６
１
も

七
頁



，
独
立
行
政
法
人
雇
用
・
能
力
開
発
機
構
法
を
廃
止
す
る
法
律
案
に
よ
る
改
正
後
の
独
立
行
政
法
人
高
齢
・
障
害
・
求
職
者
雇
用
支
援
機
構
の
業
務

４

“◎
独
立
行
政
法
人
雇
用
・
能
力
開
発
機
構
法
を
廃
止
す
る
法
律
案
附
則
第
十
三
条
（
独
立
行
政
法
人
高
齢
・
障
害
・
求
職
者
雇
用
支
援
機
構
の
業
務
関

第
十
一
条
機
構
は
、
第
三
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
の
業
務
を
行
う
。

一
高
年
齢
者
等
（
高
年
齢
者
等
の
雇
用
の
安
定
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
六
十
八
号
）
第
四
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
高
年
齢

者
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
雇
用
の
機
会
の
増
大
に
資
す
る
措
置
を
購
ず
る
事
業
主
又
は
そ
の
事
業
主
の
団
体
に
対
し
て
給
付
金
を
支
給
す
る

・
現
行
の
独
立
行
政
法
人
高
齢
・
障
害
者
雇
用
支
援
機
構
の
事
務

○
独
立
行
政
法
人
高
齢
・
障
害
者
雇
用
支
援
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）

２
前
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
（
こ
れ
ら
に
附
帯
す
る
業
務
を
含
む
。
）
は
、
雇
用
保
険
法
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
百
十
六
号
）

第
六
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
雇
用
安
定
事
業
と
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

４
機
構
は
、
第
一
項
及
び
前
項
に
規
定
す
る
業
務
の
遂
行
に
支
障
の
な
い
範
囲
内
で
、
国
、
地
方
公
共
団
体
又
は
特
別
の
法
律
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法

人
で
そ
の
業
務
が
国
の
事
務
と
密
接
な
関
連
を
有
す
る
も
の
の
委
託
を
受
け
て
、
第
一
項
第
一
号
又
は
第
七
号
に
掲
げ
る
施
設
を
利
用
し
て
、
公
共
職

業
能
力
開
発
施
設
の
行
う
職
業
訓
練
に
準
ず
る
訓
練
の
実
施
そ
の
他
労
働
者
の
福
祉
を
増
進
す
る
た
め
必
要
な
業
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

５
第
一
項
第
七
号
に
掲
げ
る
業
務
の
う
ち
安
定
し
た
職
業
に
就
い
て
い
る
労
働
者
に
対
し
て
行
う
職
業
訓
練
は
、
真
に
高
度
な
も
の
で
あ
っ
て
地
方
公

共
団
体
が
運
営
す
る
公
共
職
業
能
力
開
発
施
設
又
は
民
間
の
主
体
が
運
営
す
る
職
業
に
関
す
る
教
育
訓
練
施
設
に
ゆ
だ
ね
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
に

つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

七
前
各
号
に
掲
げ
る
業
務
に
附
帯
す
る
業
務
を
行
う
こ
と
。

五
障
害
者
職
業
能
力
開
発
校
（
職
業
能
力
開
発
促
進
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
六
十
四
号
）
第
十
五
条
の
六
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
障
害
者

職
業
能
力
開
発
校
を
い
う
。
）
の
う
ち
同
法
第
十
六
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
そ
の
運
営
を
行
わ
せ
る
も
の
の
運
営
を
行
う
こ
と
。

六
納
付
金
関
係
業
務
（
障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
第
四
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
納
付
金
関
係
業
務
を
い
う
。
）
並
び
に
同
法
第

七
十
三
条
第
一
項
、
第
七
十
四
条
第
一
項
及
び
第
七
十
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
を
行
う
こ
と
。

■
９

四
障
害
者
職
業
セ
ン
タ
ー
（
障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
一

害
者
職
業
セ
ン
タ
ー
を
い
う
。
）
の
設
置
及
び
運
営
を
行
う
こ
と
。

二
高
年
齢
者
等
の
雇
用
に
関
す
る
技
術
的
事
項
に
つ
い
て
、
事
業
主
そ
の
他
の
関
係
者
に
対
し
て
相
談
そ
の
他
の
援
助
を
行
う
こ
と
。

三
労
働
者
に
対
し
て
、
そ
の
高
齢
期
に
お
け
る
職
業
生
活
の
設
計
を
行
う
こ
と
を
容
易
に
す
る
た
め
に
必
要
な
助
言
又
は
指
導
を
行
う
こ
と
。

四
障
害
者
職
業
セ
ン
タ
ー
（
障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
障

一
勤
労
者
財
産
形
成
促
進
法
第
九
条
第
一
項
及
び
第
十
々

二
前
号
に
掲
げ
る
業
務
に
附
帯
す
る
業
務
を
行
う
こ
と
。

勤
労
者
財
産
形
成
促
進
法
第
九
条
第
一
項
及
び
第
十
条

（
業
務
の
範
囲
）

》
）
、
ン
』
。

の
三
に
規
定
す
る
業
務
を
行
う
こ
と
。

’

イ

＄

八
頁



．
「
助
成
そ
の
他
～
措
澄
」

○
職
業
能
力
開
発
促
進
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
六
十
四
号
）

（
事
業
主
等
に
対
ず
る
助
成
等
）

第
十
五
条
の
七
国
が
設
置
す
る
公
共
職
業
能
力
開
発
施
設
の
行
う
職
業
訓
練
及
び
国
が
行
う
前
条
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
職
業
訓
練
は
、
厚
生

■

９

労
働
大
臣
が
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
作
成
す
る
当
該
職
業
訓
練
の
実
施
に
関
す
る
計
画
に
基
づ
い
て
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。

○
職
業
能
力
開
発
促
進
法
（
昭
和
四
‘

（
職
業
訓
練
の
実
施
に
関
す
る
計
画
）

係
部
分
）附
則

（
独
立
行
政
法
人
高
齢

第
十
三
条
独
立
行
政
法

（
独
立
行
政
法
人
高
齢

４
第
一
項
第
七
号
に
掲
げ
る
業
務
の
う
ち
安
定
し
た
職
業
に
就
い
て
い
る
労
働
者
に
対
し
て
行
う
職
業
訓
練
は
、
真
に
高
度
な
も
の
で
あ
っ
て
地
方
公

共
団
体
が
運
営
す
る
公
共
職
業
能
力
開
発
施
設
又
は
民
間
の
主
体
が
運
営
す
る
職
業
に
関
す
る
教
育
訓
練
施
設
に
ゆ
だ
ね
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
に

３
機
構
は
、
第
一
項
第
七
号
に
掲
げ
る
業
務
（
こ
れ
に
附
帯
す
る
業
務
を
含
む
。
）
の
遂
行
に
支
障
の
な
い
範
囲
内
で
、
国
、
地
方
公
共
団
体
又
は
特

別
の
法
律
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
で
そ
の
業
務
が
国
の
事
務
と
密
接
な
関
連
を
有
す
る
も
の
の
委
託
を
受
け
て
、
同
号
に
規
定
す
る
施
設
（
同
号
に

規
定
す
る
宿
泊
施
設
を
除
く
。
）
を
利
用
し
て
、
公
共
職
業
能
力
開
発
施
設
の
行
う
職
業
訓
練
に
準
ず
る
訓
練
の
実
施
そ
の
他
労
働
者
の
福
祉
を
増
進

｛
第
Ｂ
１
２
条
関
係
】

・
大
臣
等
に
よ
る
実
施
計
画
・
方
針
等
の
作
成
の
例

Ｕ
職
業
能
力
開
発
促
進
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
六
十
四
号
）

〔
第
Ｂ
１
３
条
関
係
】

す
る
た
め
必
要
な
業
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
一
条
第
二
項
中
「
か
ら
第
四
号
ま
で
」
の
下
に
再

能
力
開
発
事
業
」
を
加
え
、
同
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

・
障
害
者
雇
用
支
援
機
構
法
の
一
部
改
正
）

十
三
条
独
立
行
政
法
人
高
齢
・
障
害
者
雇
用
支
援
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
一
条
第
一
項
第
七
号
を
同
項
第
八
号
と
し
、
同
項
第
六
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

七
職
業
能
力
開
発
短
期
大
学
校
、
職
業
能
力
開
発
犬
学
校
及
び
職
業
能
力
開
発
促
進
セ
ン
タ
ー
（
以
下
「
職
業
能
力
開
発
促
進
セ
ン
タ
ー
等
」
と
い

う
。
）
並
び
に
職
業
能
力
開
発
総
合
大
学
校
の
設
置
及
び
運
営
並
び
に
職
業
能
力
開
発
促
進
セ
ン
タ
ー
等
又
は
職
業
能
力
開
発
総
合
大
学
校
の
行
う

職
業
訓
練
又
は
指
導
員
訓
練
を
受
け
る
者
の
た
め
の
宿
泊
施
設
の
設
置
及
び
運
営
を
行
う
こ
と
。

第
十
一
条
第
二
項
中
「
か
ら
第
四
号
ま
で
」
の
下
に
「
及
び
第
七
号
」
を
、
「
雇
用
安
定
事
業
」
の
下
に
「
又
は
同
法
第
六
十
三
条
の
規
定
に
よ
る

つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

第
十
一
条
を
第
十
四
条
と
す
る
。

会…

〃

４
△
■
ク
０

I

I

九
頁



第
十
三
条
道
路
管
理
者
は
、
沿
道
地
区
整
備
計
画
の
区
域
内
に
お
い
て
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
六
十
八
条
の
二
第
一
項

の
規
定
に
基
づ
く
条
例
に
よ
り
建
築
物
の
構
造
に
関
す
る
防
音
上
の
制
限
が
定
め
ら
れ
た
際
、
当
該
制
限
が
定
め
ら
れ
た
区
域
内
に
現
に
存
す
る
人
の

居
住
の
用
に
供
す
る
建
築
物
又
は
そ
の
部
分
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
定
住
宅
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
そ
の
所
有
者
又
は
当
該
特
定
住
宅
に

関
す
る
所
有
権
以
外
の
權
利
を
有
す
る
者
が
防
音
上
有
効
な
構
造
と
す
る
た
め
に
行
う
工
事
に
関
し
、
必
要
な
助
成
そ
の
他
そ
の
促
進
の
た
め
の
措
置

○
幹
線
道
路
の
沿
道
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
五
年
法
律
第
三
十
四
号
）

○
公
衆
浴
場
の
確
保
の
た
め
一

（
助
成
等
に
つ
い
て
の
配
慮
）

第
六
条
国
又
は
地
方
公
共
団
些

六
条
国
又
は
地
方
公
共
団
体

公
衆
浴
場
の
確
保
の
た
め
の

第
十
六
条
国
は
、
債
務
等
処
理
法
の
施
行
の
日
の
．
前
日
ま
で
の
間
、
事
業
団
の
債
務
の
償
還
及
び
当
該
債
務
に
係
る
利
子
の
支
払
の
確
実
か
つ
円
滑
な

実
施
を
図
る
も
の
と
し
、
こ
の
た
め
、
そ
の
実
施
に
関
す
る
基
本
的
な
方
針
を
策
定
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
に
従
い
、
事
業
団
に
対
す
る
馴
劇
、
資
金

の
融
通
及
び
あ
っ
せ
ん
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

○
口
蹄
疫
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
二
年
法
律
第
四
十
四
号
）

（
牛
、
豚
等
の
家
畜
の
生
産
者
等
の
経
営
の
再
建
等
の
た
め
の
措
置
）

第
二
十
二
条
国
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
以
降
に
お
い
て
発
生
が
確
認
さ
れ
た
口
蹄
疫
の
ま
ん
延
に
よ
り
経
営
及
び
生
活
が
不
安
定
に
な
っ
て
い
る
牛

、
豚
等
の
家
畜
の
生
産
者
、
〃
食
肉
、
牛
乳
又
は
乳
製
品
、
畜
産
用
資
材
等
に
係
る
製
造
、
加
工
、
流
通
、
販
売
、
運
送
等
の
事
業
を
行
う
者
等
の
事
業

の
再
建
そ
の
他
の
経
営
の
安
定
及
び
そ
の
生
活
の
安
定
を
図
る
た
め
、
当
該
者
に
対
し
事
業
の
再
建
等
に
必
要
な
資
金
の
無
利
子
の
貸
付
け
、
当
咳
事

業
に
係
る
施
設
又
は
設
備
の
整
備
等
に
要
す
る
費
用
の
助
成
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

○
日
本
国
有
鉄
道
改
革
法
（
昭
和
六
十
一
年
法
律
第
八
‐

（
事
業
団
の
債
務
の
償
還
等
の
確
実
か
つ
円
滑
な
実
施
）

（
昭
和
六
十
一
年
法
律
第
八
十

第
十
五
条
の
三
国
は
、
事
業
主
等
の
行
う
職
業
訓
練
及
び
職
業
能
力
検
定
の
振
興
を
図
り
、
及
び
労
働
者
に
対
す
る
第
十
条
の
四
第
二
項
に
規
定
す
る

有
給
教
育
訓
練
休
暇
の
付
与
そ
の
他
の
労
働
者
が
自
ら
職
業
に
関
す
る
教
育
訓
練
又
は
職
業
能
力
検
定
を
受
け
る
機
会
を
確
保
す
る
た
め
の
援
助
そ
の

他
労
働
者
が
第
十
五
条
の
六
第
三
項
に
規
定
す
る
公
共
職
業
能
力
開
発
施
設
等
の
行
う
職
業
訓
練
、
職
業
能
力
検
定
等
を
受
け
る
こ
と
を
容
易
に
す
る

た
・
め
の
援
助
等
の
措
置
が
事
業
主
に
よ
っ
て
講
ぜ
ら
れ
る
こ
と
を
奨
励
す
る
た
め
、
事
業
主
等
に
対
す
る
助
成
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が

で
き
る
。

は
、
公
衆
浴
場
に
つ
い
て
、
そ
の
確
保
を
図
る
た
め
必
要
と
認
め
る
場
合
に
は
、
所
要
の
馴
制
劉
渕
例
仙
必
要
な
措
置
を

ｌ

鱗
ず
る
よ
う
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
防
音
構
造
化
の
促
進
等
）

特
別
措
置
に
関
す
る
法
律

七
号
）

４
，
１
■
？

（
昭
和
五
十
六
年
法
律
第
六
十
八
号
）

一
○
頁



第
九
条
国
は
、
防
災
営
農
施
設
整
備
計
画
等
に
基
づ
く
事
業
が
円
滑
に
実
施
さ
れ
る
よ
う
に
、

○
活
動
火
山
対
策
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
六
十
一
号
）

（
補
助
等
）

第
二
十
九
条

C･ 第
五
条

２
（
略
）

○
防
衛
施
設
周
辺
の
生
活
環
境
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
百
一
号
）

（
移
転
の
補
償
等
）

I

第
十
三
条
（
略
）

３
国
は
、
地
方
公
共
団
体
そ
の
他
の
者
が
一

そ
の
他
の
公
共
施
設
を
整
備
す
る
と
き
は
、

地
方
公
共
団
体
そ
の
他
の
者
が
第

．
「
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
～
助
成
…
で
き
る
」

○
幹
線
道
路
の
沿
道
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
五
年
法
律
第
三
十
四
号
）

（
防
音
構
造
化
の
促
進
等
）

２
道
路
管
理
者
は
、
特
定
住
宅
の
所
有
者
が
、
当
該
特
定
住
宅
を
、
前
項
の
制
限
が
定
め
ら
れ
た
区
域
外
に
移
転
し
、
又
は
除
却
す
》

該
特
定
住
宅
の
所
有
者
及
び
当
該
特
定
住
宅
に
関
す
る
所
有
権
以
外
の
楕
利
を
有
す
る
者
に
対
し
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

に
お
い
て
、
当
該
移
転
又
は
除
却
に
関
し
、
必
要
な
助
成
措
腫
を
講
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
（
略
）

又
は
除
却
す
る

２
（
略
）

３
『
劃
ま
、

国
は
、

予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
、

前
二
項
の
措
置
に
関
し
、
そ
の
費
用
を
負
担
す
る
地
方
公
共
団
体
に
対
し
、
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
必
要
な
財
政
上
の
措
置
を
執
る
こ

と
が
で
き
る
。

を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
補
助
等
）

「
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
～
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
で
き
る
」

大
規
模
地
震
対
策
特
別
措
置
法
（
昭
和
五
十
三
年
法
律
第
七
十
三
号
）

（
略
）

二
種
区
域
内
か
ら
住
居
を
移
転
す
る
者
の
住
宅
等
の
用
に
供
す
る
土
地
に
係
る
道
路
、
水
道
、
排
水
施
設

国
は
、

地
震
防
災
強
化
計
画
に
基
づ
き
緊
急
に
整
備
す
べ
き
施
設
等
の
整
備
に
関
す
る
事
業
が
円
滑
に
実
施
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め
、

当
該
事
業
の
実
施
に
要
す
る
経
費
の
一
部
を
補
助
し
、
そ
の
他
必
要
と
認
め
る

予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
、

ｌ

ｌ

そ
の
整
備
に
関
し
助
成
の
措
置
を
採
る
こ
と
が
で
き
る
。

予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
当
該
事
業
の
実
施
に
要
す
る

ｌ
、

措
置
を
講
ず
る

場
合
に
は
、
当

こ
と
が
で
き
る
。

予
算
の
範
囲
内

－

－

頁



第
九
十
三
条
機
構
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
も
の
と
す
る
の

一
良
好
な
景
観
の
形
成
に
関
す
る
事
業
を
行
う
者
に
対
し
、
当
該
事
業
に
関
す
る
知
識
を
有
す
る
者
の
派
遣
、

を
行
う
こ
と
。

二
～
七
（
略
）

○
景
観
法
（
平
《

（
機
構
の
業
務
）
（
平
成

．
「
情
報
の
提
供
、
相
談
そ
の
他
の
援
助
」

○
職
業
安
定
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
一

（
公
共
職
業
能
力
開
発
施
設
等
と
の
連
携
）

第
二
十
四
条
公
共
職
業
安
定
所
は
、
職
業
』

相
談
そ
の
他
の
援
助
」

（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百

職
業
指

（
指
導
等
）

第
九
条
北
海
道
知
事
は
、
営
農
改
善
資
金
の
貸
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
貸
付
を
受
け
た
者
（
そ
の
者
の
一
般
承
継
人
を
含
む
。
）
か
ら
の

申
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
者
に
対
し
、
営
農
改
善
計
画
の
作
成
又
は
そ
の
達
成
に
つ
き
必
要
な
指
導
を
す
る
も
の
と
す
る
。

２
（
略
）

第
六
条
営
農
改
善
資
金
の
貸
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
手
続
に
よ
り
、
営
農
改
善
計
画
を
作
成
し
、
こ
れ
を
申
請
書
に

添
え
、
北
海
道
知
事
に
提
出
し
て
、
当
該
貸
付
を
受
け
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
旨
の
北
海
道
知
事
の
認
定
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
前
項
の
営
農
改
善
計
画
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
七
（
略
）

【
第
Ｂ
１
４
条
関
係
】

・
認
定
申
請
者
に
指
導
娃

○
北
海
道
寒
冷
地
畑
』

（
貸
付
資
格
の
認
定
）

認
定
申
請
者
に
指
導
等

3

行
う
も
の
を
含
む
。
）
に
関
す
る
情
報
の
提
供
、
相
談
そ
の
他
の
援
助
を
与
え
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
公
共
職
業
能
力
開
発
施
設

そ
の
他
の
関
係
者
に
対
し
、
必
要
な
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

を
実
施
す
る
例

北
海
道
寒
冷
地
畑
作
営
農
改
善
資
金
融
通
臨
時
措
圏
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
九
十
一
号
）

経
費
の
一
部
を
補
助
し
、
そ
の
他
必
要
と
認
め
る

へ＄

略七
…

十
六
年
法
律
第
百
十
号
）

四
十
一
号
）

導
を
受
け
る
者
に
対
し
、
公
共
職
業
能
力
開
発
施
設
の
行
う
職
業
訓
練
（
職
業
能
力
開
発
総
合
大
学
校
の

ー

／

循
霞
を
講
ず

る
こ
と
が
で
き
る
。

1
1

情
報
の
提
供
、
相
談
そ
の
他
の
援
助

一

二

頁



○
職
業
安
定
法
余

（
指
導
及
び
助
言
）

第
四
十
八
条
の
二
毒

四
十
八
条
の
二
厚

○
青
年
倍

（
業
務
）

第
六
条
１

－
（
‐
》

青
年
等

へ

略 セ

第
五
十
二
条
推
進
機
構
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
も
の
と
す
る
。

○
中
心
市
街
地
の
活
性
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
二
号
）

○
独
立
行
政
法
‐

（
業
務
の
範
囲
）

第
十
二
条
機
構
一

一
・
二
（
略
）

機
構
は

四
～
九
（
略
）

２
機
構
は
、
前
項
に
規
定
す
る
業
務
の
ほ
か
、
同
項
に
規
定
す
る
業
務
の
遂
行
に
支
障
の
な
い
範
囲
内
で
、

害
補
償
保
険
法
第
七
条
第
一
項
の
保
険
給
付
に
関
す
る
決
定
に
必
要
な
検
診
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

へ

略
一

．
「
必
要
な
指
導
及
び
助
言
」

〕
職
業
安
定
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）

生
労
働
大
臣
は
、
こ
の
法
令

募
集
受
託
者
及
び
労
働
者
供
給
事
業
者
に
対
し
、

こ
の
法
律

三
号
の
措
置
に
関
す
る

三
～
七
（
略
）

（

二
新
た
に
就
農
し
よ
う
と
す
る
青
年
等
が
行
う
農
業
の
技
術
又
は
経
営
方
法
の
習
得
及
び
認
定
就
農
者
又
は
認
定
農
業
者
が
行
う
第
四
条
第
二
項
第

一
中
心
市
街
地
の
整
備
改
善
に
関
す
る
事
業
を
行
う
者
に
対
し
、

二
～
六
（
略
）

「
》

三
労
働
者
の
健
康
に
関
す
る
業
務
を
行
う
者
に
対
し
て
研
修
、

（
推
進
機
構
の
業
務
）

の
就
農
促
進
の
た
め
の
資
金
の
貸
付
け
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
七
年
法
律
第
二
号
）

今

独
立
行
政
法
人
労
働
者
健
康
福
祉
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
七
十
一
号
）

》
」
，
ン
」
。

一

ン
タ
ー
は
、 、

第
三
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
の
業
務
を
行
う
。

｜

当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
も
の
と
す
る
。

情
報
の
提
供
、
相
談
そ
の
他
の
援
助

の
施
行
に
関
し
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
職
業
紹
介
事
業
者
、
労
働
者
の
募
集
を
行
う
者
、

そ
の
業
務
の
適
正
な
運
営
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
指
導
及
び
助
言
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

を
行
う
こ
と
。

情
報
の
提
供
、
相
談
子
示
罰
他
の
援
助

情
報
の
提
供
、
相
談
そ
の
仙
剰
贈
残
助

I

を
行
う
た
め
の
施
設
の
設
置
及
び
運
営
を
行
う

を
行
う
こ
と
。

行
政
官
庁
の
委
託
を
受
け
て
、
労
働
者
災

一

三

頁



第
七
条
（
略
）

第
三
十
条
（
略
）

２
部
直
荷
鳥
ま

都
道
府
県
は

○・

（
給
付
日
数
の
延
長
に
関
す
る
暫
定
措
置
）

第
五
条
受
給
資
格
に
係
る
離
職
の
日
が
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
以
前
で
あ
る
受
給
資
格
者
（
第
二
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
受
給
資
格
者
以

外
の
受
給
資
格
者
の
う
ち
第
十
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
特
定
理
由
離
職
者
（
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
に
限
る
。
）
で
あ
る
者
及
び
第
二
十
三
条

第
二
項
・
に
規
定
す
る
特
定
受
給
資
格
者
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
期

間
内
の
失
業
し
て
い
る
日
（
失
業
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
の
認
定
を
受
け
た
日
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
、
所
定
給
付
日
数
（
当
該
受
給
資
格
者
が
第

二
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
期
間
内
に
基
本
手
当
の
支
給
を
受
け
た
日
数
が
所
定
給
付
日
数
に
満
た
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
支
給
を
受

け
た
日
数
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
超
え
て
、
基
本
手
当
を
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

○
母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
二
十
九
号
）

【
第
Ｃ
ｌ
１
条
第
１
項
関
係
】

．
「
就
職
」
、
「
支
援
」
を
規
定
し
て
い
る
例

○
雇
用
保
険
法
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
百
十
六
号
）

32

二
前
号
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、
公
共
職
業
安
定
所
長
が
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
照
ら
し
て
当
該
受
給
資
格
者
の
知
識
、
技
能
、
職
業
経
験

そ
の
他
の
実
情
を
勘
案
し
て
再
就
職
の
た
め
の
支
援
を
計
画
的
に
行
う
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
者

２
～
４
（
略
）

げ
る
業
務
を
総
合
的
か
つ
一
体
的
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

三
母
子
家
庭
の
母
及
び
児
童
並
び
に
事
業
主
に
対
し
、
雇
用
情
報
の
提
供
そ
の
他
母
子
家
庭
の
母
及
び
児
童
の
就
職
に
関
し
必
要
な
支
援
を
行
う
こ

‐
〆
）
○

一

へ

略
…

「
～
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。
」

港
湾
労
働
法
（
昭
和
六
十
三
年
法
律
第
四
十
号
）

（
雇
用
管
理
に
関
す
る
勧
告
等
）

Ｉ

前
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
を
受
け
た
事
業
主
は
、
必
要
に
応
じ
雇
用
管
理
に
関
す
る
計
画
を
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。

（
略
）

、
就
職
を
希
望
す
る
母
子
家
庭
の
母
及
び
児
童
の
雇
用
の
促
進
を
図
る
た
め
、
母
子
福
祉
団
体
と
緊
密
な
連
携
を
図
り
つ
つ
、
次
に
掲

附
則

」
ｲ

I

■
Ｉ
Ｆ
Ｊ

k_/

三
四
一
頁



第
十
条
の
二
求
職
者
給
付
の
支
給
を
受
け
る
者
は
、
必
要
に
応
じ
職
業
能
力
の
開
発
及
び
向
上
を
図
り
つ
つ
、
誠
実
か
つ
熱
心
に
求
職
活
動
を
行
う
こ

と
に
よ
り
、
職
業
に
就
・
侭
よ
う
雁
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
八
条
（
略
）

第
七
十
九
条
（
略
）

２
市
町
村
長
は
、

３
（
略
）

○
雇
用
保
険
法
魚

（
就
職
へ
の
努
力
）

○
確
定
拠
出
年
金
法
（
平
成
十
三
年
法
律
第
八
十
八
号
）

ｆ
』

（
企
業
型
年
金
加
入
者
等
原
簿
）

．
「
正
当
な
理
由
が
な
い
限
り
～
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」

○
景
観
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
十
号
）

景
観
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
十
号
）

第
九
条
俸
給
は
、
毎
月
一
回
、
そ
の
月
の
十
五
日
以
後
の
日
の
う
ち
人
事
院
規
則
で
定
め
る
日
に
、
そ
の
月
の
月
額
の
全
額
を
支
給
す
る
。
た
だ
し
、

人
事
院
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
特
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
月
の
一
日
か
ら
十
五
日
ま
で
及
び
月
の
十
六
日
か
ら
末
日
ま
で
の
各

期
間
内
の
日
に
、
そ
の
月
の
月
額
の
半
額
ず
つ
を
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

。
『
毎
月
一
回
」

○
一
般
職
の
誰

一
般
職
の
職

2・
就
職
へ
の
努
力
を
規
定
し
て
い
る
例

〕
雇
用
保
険
法
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
百
十
六
号
）

【
第
Ｃ
ｌ
２
条
第
２
項
関
係
】

．
「
正
当
な
理
由
を
あ
る
場
合
を
除
き
、
～
を
拒
ん
で
は
な
ら
な
い
。
』

【
第
Ｃ
ｌ
３
条
関
係
】

【
第
Ｃ
ｌ
１
条
第
２
項
関
係
】

管
理
機
関
等
に
対
し
、
前
項
の
原
簿
一
の
閲
覧
を
請
上

い
て
は
、
企
業
型
記
録
関
連
運
営
管
理
機
関
等
は
、

（
市
町
村
長
に
対
す
る
指
示
等
）

（
俸
給
の
支
給
）

企
業
型
年
金
加
入
者
及
び
企
業
型
年
金
加
入
者
で
あ
っ
た
者
（
死
亡
一
時
金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
を
含
む
。
）
は
、
企
業
型
記
録
関
連
運
営

理
機
関
等
に
対
し
、
前
項
の
原
簿
一
の
閲
覧
を
請
求
し
、
又
は
当
該
原
簿
に
記
録
さ
れ
た
事
項
に
つ
い
て
照
会
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お

員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
九
十
五
号
）

正
当
な
理
由
が
な
い
限
り
、

前
項
の
規
定
仁

／ 1

正
当
な
理
由
が
あ
る
場
合
を
除
き
、

に
蕊
り
国
士
交
通
大
臣
が
行
っ
た
指
示
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
画

閲
覧
の
請
求
又
は
照
会
の
回
答
を
拒
ん
で
は
な
ら
な
い
。

１
日
”
，

》

Ｉ

一
五
頁



第
五
十
六
条
の
三
（
略
）

２
受
給
資
格
者
、
特
例
受
給
資
格
者
又
は
日
雇
受
給
資
格
者
〈
第
五
十
八
条
及
び
第
五
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
「
受
給
資
格
者
等
」
と
い
う
。
）
が

●
一
〃
ｈ
秒
釦
藍
恥
，
痕
鵬
四
四
函
鶴
邦
し
”
睡
眠
鐸
垂
《

四

○
石
綿
に
よ
る
健
康
被
｛

（
救
済
給
付
の
種
類
等
）

第
三
条
石
綿
に
よ
る
健
一

人
環
境
再
生
保
全
機
構

「
～
給
付
は
、
次
に
掲
げ

第
三
条
国
は
、
犯
罪
被
害
者
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
一
よ
り
、
犯
罪
被
害
者
又
は
そ
の
遺
族
（
・
こ
れ
ら
の
者
の
う
ち
、

罪
被
害
の
原
因
と
な
っ
た
犯
罪
行
為
が
行
わ
れ
た
時
に
お
い
て
、
日
本
国
籍
を
有
せ
ず
、
か
つ
、
日
本
国
内
に
住
所
を
有
し
な
い
者
を
除
く
。

し
、
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
を
支
給
す
る
。

○
雇
用
保
険
法
令

（
就
業
促
進
手
当
一
）

一
第
Ｄ
１
１
条
第
１
項
関
係
】

．
「
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
～
支
給
す
る
。
」

○
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
一
の
支
給
等
に
よ
る
犯
罪
被
害
者
等
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
五
年
法
律
第
三
十
六
号
）

【
第
Ｄ
１
２
条
第
１
項
関
係
】

・
一
定
期
間
給
付
を
受
給
で
き
な
い
期
間
を
設
け
て
い
る
例

〕
雇
用
保
険
法
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
百
十
六
号
）

、
前
項
第
一
号
ロ
又
は
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る

一
医
療
費

二
療
養
手

三
葬
祭
料

四
特
別
遺

五
特
別
葬

六
救
済
給

療
養
手

特
別
遺

救
済
給

特
別
葬

か
か
わ
ら
ず
、
就
業
促
進
手
当
は
、
支
給
し
な
い
。

（
前
項
第
一
号
イ
に
該
当
す
る
者
に
係
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

る
と
お
り
と
し
、
～
の
規
定
に
よ
り
支
給
す
る
も
の
と
す
る
。

石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
ず
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
四
号
）

（
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
一
の
支
給
）

一
条
国
は
、
犯
罪
被
害
者
が
あ
一

当族
弔
慰
金

付
調
整
金

祭
料

Ｉ

石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
の
た
め
支
給
さ
れ
る
給
付

（
以
下
「
機
構
」
と
小
う
。
）
が
こ
の
章

r 、､‘

の
規
定
に
よ
風
支
給
割
ず
る
閥
お
災
子
剴
割

（
以
下
：
「
救
済
給
付
」
と
い
う
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
し
、
独
立
行
政
法

’

ｰ

の
支
給
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
と
き
は
、

I！

前
項
の
規
定
に

､-該当
に該
対犯

一
六
頁



’

1

第
四
百
十
一
条
選
択
は
、
債
権
の
発
生
の
時
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
そ
の
効
力
を
生
ず
る
。
た
だ
し
、
第
三
者
の
権
利
を
害
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

○
民
法
（
明
治
一

（
選
択
の
効
力
）

Ｏ
雇
用
保
険
法
（
昭
一

（
育
児
休
業
給
付
金
）

第
六
十
一
、
条
の
四
（
略
（
昭
和

へ

略

第
三
十
六
条
技
能
習
得
手
当
は
、
受
給
資
格
者
が
公
共
職
業
安
定
所
長
の
指
示
し
た
公
共
職
業
訓
練
等
を
受
け
る
場
合
に
、
そ
の
公
共
職
業
訓
練
等
を

受
け
る
期
間
に
つ
い
て
支
給
す
る
。

【
第
Ｄ
１
２
条
第
２
項
関
係
】

・
額
が
省
令
に
落
ち
て
い
る
例

○
雇
用
保
険
法
（
昭
和
四
十
九
年
」

（
技
能
習
得
手
当
及
び
寄
宿
手
当
）

（
昭
和
四
十
九
年
法

に
応
当
し
、
か
つ
、
当
該
休
業
を
し
た
期
間
内
に
あ
る
日
（
そ
の
日
に
応
当
す
る
日
が
な
い
月
に
お
い
て
は
、
そ
の
月
の
末
日
。
〉
以
下
こ
の
項
及
び
次

項
第
二
号
に
お
い
て
「
休
業
開
始
応
当
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
各
翌
月
の
休
業
開
始
応
当
日
の
前
日
（
当
該
休
業
を
終
了
し
た
日
の
属
す
る
月
に
お
っ

て
は
、
当
該
休
業
を
終
了
し
た
日
）
ま
で
の
各
期
間
に
区
分
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
区
分
に
よ
る
一
の
期
間
を
い
う
。

４
～
７
（
略
）

２
（
略
）

３
こ
、
こ
の

２
．
３
（
略
）

４
技
能
習
得

員
》
へ
嘩
溶
》
一
ゞ

技
能
習
得

３
～
５
（
略
）

【
第
Ｄ
１
２
条
第
４
項
関
係
】

．
「
さ
か
の
ぼ
っ
て
」

〕
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）

・
支
給
単
位
期
間
の
構
文

【
第
Ｄ
１
２
条
第
３
項
関
係
】

手
当
及
び
寄
宿
手
当
の
支
給
要
件
及
び

（
略
）

条
に
お
い
て

四
十
九
年
法
律
第
百
十
六
号
）

律
第
百
十
六
号
）

一

「
支
給
単
位
期
間
』
と
は

ｊ

一
Ｊ

寺

げ
げ
８
‘
Ｕ
・
▲、

第
一
項
に
規
定
す
る
休
業
を
し
た
期
間
を
、
当
該
休
業
を
開
始
し
た
日
又
は
各
月
に
お
い
て
そ
の
日

◆

’ ’
'一｡

一
七
頁



【
第
Ｄ
１
３
条
関
係
】

．
『
～
場
合
に
、
受
け
る
期
間
に
宮

○
雇
用
保
険
法
（
昭
和
四
十
九
年
』

（
技
能
習
得
手
当
及
び
寄
宿
手
当
）

第
三
十
六
条
技
能
習
得
手
当
は
、
『

受
け
る
期
間
に
つ
い

第○ 第
六
十
一
条
の
四
育
児
休
業
給
付
金
は
、
被
保
険
者
（
高
年
齢
継
続
被
保
険
者
、
短
期
雇
用
特
例
被
保
険
者
及
び
日
雇
労
働
被
保
険
者
を
除
く
。
以
下

こ
の
款
及
び
次
款
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
一
歳
（
そ
の
子
が
一
歳
に
達
し
た
日
後
の
期
間
に
つ
い

て
休
業
す
る
こ
と
が
雇
用
の
継
続
の
た
め
に
特
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
場
合
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

一
歳
六
か
月
）
に
満
た
な
い
子
を
養
育
す
る
た
め
の
休
業
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
骸
休
業
を
開
始
し
た
日
前
二
年
間
（
当
該
休
業
を
開
始
し
た
日

前
二
年
間
に
疾
病
、
負
傷
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
理
由
に
よ
り
引
き
続
き
三
十
日
以
上
賃
金
の
支
払
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
被
保

険
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
理
由
に
よ
り
賃
金
の
支
払
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
日
数
を
二
年
に
加
算
し
た
期
間
（
そ
の
期
間
が
四
年
を
超
え
る

一
歳
六
か
月
）
に
満
た
な
い
子
を
養
育
す
る
た
め
の
休
業
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
骸
休
業
を
開
”

前
二
年
間
に
疾
病
、
負
傷
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
理
由
に
よ
り
引
き
続
き
三
十
日
以
上
賃
△

険
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
理
由
に
よ
り
賃
金
の
支
払
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
日
数
を
二
年
一

○
雇
用
保
険
法
（
昭
一

（
育
児
休
業
給
付
金
）

２
．
３
（
略
）

４
技
能
習
得

５
へ
洛
一
技
能
習
得

経
過
し
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
に
当
該
受
給
資
格
者
に
支
払
う
べ
き
手
当
の
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

２
（
略
）

・
給
付
期
間
に
上
限
を
設
け
て
い
る
例

Ｕ
児
童
扶
養
手
当
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
三
十
八
号
）

【
第
Ｄ
１
２
条
第
５
項
関
係
】

．
「
支
給
単
位
期
間
に
つ
い
て
支
給
す
る
。

媚
に
ご
ｖ
て
支
耗
す
る
‐

受
け
る
期
間
に
つ
い
て
支
給
す
る
。

と
き
は
、
四
年
間
）
）
に
、
み
な
し
被
保
険
者
期
間
が
通
算
し
て
十
二
箇
月
以
上
で
あ
っ
た
と
き
に
、

請
求
を
し
た
日
に
お
い
て
三
歳
未
満
の
児
童
を
監
護
す
る
受
給
資
格
者
に
あ
っ
て
は
、
当
該
児
童
が
三
歳
に
達
し
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
の
初
Ｒ
か

ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し
た
と
き
）

止
手
当
及
び
寄
宿
手
当
の
支
給
要
件
及
び
額
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
。

（
略
）

て
支
給
す
る
。
」

（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
百
十
六
号
）

」

（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
百
十
六
号
）

ｌ

受
給
資
格
者
が
公
共
職
業
安
定
所
長
の
指
示
し
た
公
共
職
業
訓
練
等
を
受
け
る
場
合
に
、
そ
の
公
共
職
業
訓
練
等
を

／

I

支
給
単
位
期
間
に
つ
い
て
支
給
す
る
。

た
だ
し
、
当
該
支
給
し
な
い
額
は
、
そ
の

一
八
頁



（
給
付
制
限
）

第
三
十
二
条
詞

三
十
二
条
受

第
三
十
四
条

【
第
Ｄ
１
５
条
関
係
】

・
不
正
受
給
の
場
合
に
給
付
制
限
を
行
っ
て
い
る
例

○
雇
用
保
険
法
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
百
十
六
号
）

【
第
Ｄ
１
４
条
関
係
】

・
公
共
職
業
安
定
所
等
の
行
う
就
職
支
援
を
拒
ん
だ
場
合
に
給
付
制
限
を
行
っ
て
い
る
例

○
雇
用
保
険
法
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
百
十
六
号
）

２
受
給
資
格
者
が
、
正
当
な
理
由
が
な
く
、
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
基
準
に
従
っ
て
公
共
職
業
安
定
所
が
行
う
そ
の
者
の
再
就
職
を
促
進
す
る
た
め

に
必
要
な
職
業
指
導
を
受
け
る
こ
と
を
拒
ん
だ
と
き
は
、
こ
の
拒
ん
だ
日
か
ら
起
算
し
て
一
箇
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
公
共
職
業
安
定
所
長

の
定
め
る
期
間
は
、
基
本
手
当
を
支
給
し
な
い
。

３
（
略
）

８
受
給
資
格
者
が
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
基
本
手
当
を
支
給
さ
れ
な
い
こ
と
と
さ
れ
た
た
め
、
当
該
受
給
資
格
に
基
づ
き
基
本
手
当
の
支
給
を
受
け
る

１
．

拒
ん
だ
日
か
ら
起
算
し
て
一
箇
月
間
は
、
基
本
手
当
を
支
給
し
な
い
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
紹
介
さ
れ
た
職
業
又
は
公
共
職
業
訓
練
等
を
受
け
る
こ
と
を
指
示
さ
れ
た
職
種
が
、
受
給
資
格
者
の
能
力
か
ら
み
て
不
適
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ

給
資
格
者
（
訓
練
延
長
給
付
、
広
域
延
宮

公
共
職
業
安
定
所
の
紹
介
す
る
職
業
に
就
く
こ
と
又
は

広
域
延
長

た
受
給
資
格
に
基
づ
く
基
本
手
当
を
支
給
す
る
．

五四三 二部
又
は
，
一
部
を
支
給
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
給
付
制
限
）

就
職
す
る
た
め
、
又
は
公
共
職
業
訓
練
等
を
受
け
る
た
め
、
現
在
の
住
所
又
は
居
所
を
変
更
す
る
こ
と
を
要
す
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
変
更
が

困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

就
職
先
の
賃
金
が
、
同
一
地
域
に
お
け
る
同
種
の
業
務
及
び
伺
程
度
の
技
能
に
係
る
一
般
の
賃
金
水
準
に
比
べ
て
、
不
当
に
低
い
と
き
。

職
業
安
定
法
第
二
十
条
（
第
二
項
た
だ
し
書
を
除
く
。
）
の
規
定
に
該
当
す
る
事
業
所
に
紹
介
さ
れ
た
と
き
。

る
と
き
。

そ
の
他
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
き
。

給
付
又
は
全
国
延
長
給
付
を
受
け
て
い
る
者
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
、

Ｐ
卜
Ｉ
Ｌ
１
１
１
ｑ
０
Ｊ

．

Ｌ

ｑ

Ｆ

P

0

一
九
頁

そ
の



第 ●
一
勿
，
『
冊
一
一
一
竜
一
“
垂
画
や
｝
、
毎
ｍ
理
些

○
雇
用
保
険
１

（
返
還
命
令
等
）

第
八
条
偽
り
そ
の
他
不
正
の
行
為
に
よ
り
前
条
の
規
定
に
よ
る
未
払
賃
金
に
係
る
債
務
の
弁
済
を
受
け
た
者
が
あ
動
場
合
に
陸
、
政
府
は
、
そ
の
者
に

対
し
、
弁
済
を
受
け
た
金
額
の
全
部
又
は
一
部
を
返
還
す
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
、
当
該
偽
り
そ
の
他
不
正
の
行
為
に
膳
り
弁
済
を
受

け
た
金
額
に
相
当
す
る
額
以
下
の
金
額
を
納
付
す
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

・
附
帯
事
業
に
お
い
て
、
不
正
受
給
の
場
合
に
返
還
命
令
、
納
付
命
令
を
設
け
て
い
る
例

○
賃
金
の
支
払
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
一
年
法
律
第
三
十
四
号
）

２
刺
刺
刷
倒
卿
則
Ｈ
科
叫
ｑ
ｌ
事
業
主
、
職
業
紹
介
事
業
者
等
（
職
業
安
定
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
第
四
条
第
七
項
に
規
定
す
る
職

業
紹
介
事
業
者
又
は
業
と
し
て
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
職
業
指
導
（
職
業
に
就
こ
う
と
す
る
者
の
適
性
、
職
業
経
験
そ
の
他
の
実
情
に
応
じ
て
行
う

も
の
に
限
る
。
）
を
行
う
者
（
公
共
職
業
安
定
所
そ
の
他
の
職
業
安
定
機
関
を
除
く
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
指
定
教
育
訓
練
実
施
者
（
第

こ
と
が
で
き
る
日
数
の
全
部
に
つ
い
て
基
本
手
当
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
場
合
に
お
い
て
も
、
第
二
十
二
条
第
三
項
の
規
定
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
当
該
受
給
資
格
に
基
づ
く
基
本
手
当
の
支
給
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
す
。

４
受
給
資
格
者
が
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
基
本
手
当
を
支
給
さ
れ
な
い
こ
と
と
さ
れ
た
た
め
、
同
項
に
規
定
す
る
日
以
後
当
該
受
給
資
格
に
基
づ
き
基

本
手
当
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
日
数
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
い
て
基
本
手
当
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
と
き
は
、
第
三
十

七
条
第
四
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
そ
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
と
さ
れ
た
日
数
分
の
基
本
手
当
の
支
給
が
あ
っ
た
も
の
と
み

な
す
。

3
【
第
Ｄ
１
６
条
関
係
】

不
正
受
給
の
場
合
に
不
正
に
よ
り
受
給
し
た
額
の
返
還
命
令
へ
当
該
額
の
二
倍
に
相
当
す
る
額
以
下
の
納
付
命
令
を
設
野
で
い
鍾
例

）
雇
用
保
険
法
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
百
十
六
号
）

対
制
制
削
測
別
剥
劇
割
潤
削
刷
劉
割
糊
剖
測
刑
測
渕
判
削
例
引
削
引
刷
１
政
府
陸
そ
の
事
業
主
、
職
業
紹
介
事
業
者
等
又
は
指
定
教
育
訓
練
実
施
者
に
対
し

準
用
す
る
。

為
に
よ
り
支
給
を
受
け
た
失
業
等
給
付
の
額
の
二
倍
に
相
当
す
る
銅
鰕
竺
ｒ
の
金
額
を
納
州
謂
劉
割
引
剴
憩
命
銅
劉
副
川
荊
剥
劃
劃
引

、

六
十
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
教
育
訓
練
を
行
う
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が

と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

十
条
α
匹
傅
駒

寺
給
付
の
全
部
ワ

（
返
還
等
）

｜
↑

1

i l

台
垣
悪
ム
ロ
に
圃

副
大
豆
の
声 １９

６

偽
り
の
届
出
、
報
告
又
は
証
明
を
し

ヌ
総
Ｌ
た
失
弾

刀
也
不
正
の
拝

二
○
頁



○
雇
用
保
険
法

（
公
課
の
禁
止
）

第
十
二
条
租
税
↓

租
税
そ

第
七
十
四
条
失
業
等
給
付
の
支
給
を
受
け
、
文
は
そ
の
返
還
を
受
け
る
権
利
及
び
第
十
条
の
四
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
納
付
を
す
べ
き
こ

と
を
命
ぜ
ら
れ
た
金
額
を
徴
収
す
る
権
利
は
、
二
年
を
経
過
し
た
と
き
は
、
時
効
に
よ
っ
て
消
滅
す
る
。

○
雇
用
保
険
法
令

（
受
給
権
の
保
護
）

第
十
一

条
失
業
等
錘

失
業
等
給

○
職
業
能
力
開
発
促
進
法

（
雇
用
保
険
法
と
の
関
係
）

第
九
十
六
条
国
に
よ
る
公
坐

九
十
六
条
国
に
よ
る
公
共

【
第
Ｅ
１
３
条
関
係
】

・
時
効
を
規
定
し
て
い
る
例

○
雇
用
保
険
法
（
昭
和
四

（
昭
和
四

２
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
事
業
主
が
偽
り
の
報
告
又
は
証
明
を
し
た
た
め
当
該
未
払
賃
金
に
係
る
債
務
が
弁
済
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
政
府

は
、
そ
の
事
業
主
に
対
し
、
当
該
未
払
賃
金
に
係
る
債
務
の
弁
済
を
受
け
た
者
と
連
帯
し
て
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
返
還
又
は
納
付
を
命
ぜ
ら
れ
た
金

額
の
納
付
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
．
４
（
略
）

【
第
Ｅ
１
１
条
第
１
項
関
係
】

・
受
給
権
の
保
護
を
規
定
し
て
い
る
例

Ｕ
雇
用
保
険
法
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
百
十
六
号
）

【
第
Ｅ
１
２
条
関
係
】

・
公
課
の
禁
止
を
規
定
し
て
い
る
例

【
第
Ｆ
１
１
条
関
係
】

・
附
帯
事
業
と
個
別
法
（
雇
用
保
険
法
等
）
の
関
係
を
規
定
し
て
い
る
例

〕
職
業
能
力
開
発
促
進
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
六
十
四
号
）

職
業
能
力
開
発
施
設
（
障
害
者
職
業
能
力
開
発
校
を
除
く
。
）
及
び
職
業
能
力
開
発
総
合
大
学
校
の
設
置
及
び
運
営
、
第
十

五
条
の
六
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
職
業
訓
練
の
実
施
、
技
能
検
定
の
実
施
に
要
す
る
経
費
の
負
担
並
び
に
第
十
五
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項

（
時
効
）

1

1

付
を
受
け
る
権
利
は
、
譲
り
渡
し
、
担
保
に
供
し
、
又
は
差
し
押
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

の
他
の
公
課
は
、

（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
百
十
六
号
）

十
九
年
法
律
第
百
十
六
号
）

失
業
等
給
付
と
し
て
支
給
を
受
け
た
金
銭
を
標
準
と
し
て
課
す
る
こ
と
が
で
き
な
奄

’

1

｣

、

頁



（
返
還
等
）

第
八
条
念

２
．
３
全

４
政
府
は
、 ヘヘ
略略

第
七
十
二
条
厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
二
十
五
条
第
一
項
又
は
第
二
十
七
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
基
準
を
政
令
で
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
、
第
十

三
条
第
一
項
、
第
二
十
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
二
十
二
条
第
二
項
、
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
、
第
三
十
九
条
第
一
項
、
第
六
十
一
条
の
四

第
一
項
若
し
く
は
第
六
十
一
条
の
六
第
一
項
の
理
由
、
第
五
十
六
条
の
三
第

一
項
の
基
準
又
は
同
項
第
二
号
の
就
職
が
困
難
な
者
を
厚
生
労
働
省
令
一
で

定
め
よ
う
と
す
る
と
き
、
第
十
条
の
四
第
一
項
、
第
二
十
五
条
第
三
項
、
第
二
十
六
条
第
二
項
、
第
二
十
九
条
第
二
項
、
第
三
十
二
条
第
三
項
（
第
三

十
七
条
の
四
第
五
項
及
び
第
四
十
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
三
十
三
条
第
二
項
（
第
三
十
七
条
の
四
第
五
項
及
び
第
四
十

条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
五
十
二
条
第
二
項
（
第
五
十
五
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
価
基

準
又
は
第
三
十
八
条
第
一
項
第
二
号
の
時
間
数
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
、
そ
の
他
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
ず
る
重
要
事
項
に
つ
い
て
決
定
し
よ
う
と

す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
労
働
政
策
審
議
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
労
働
政
策
審
議
会
は
、
厚
生
労
働
大
臣
の
諮
問
に
応
ず
る
ほ
か
、
必
要
に
応
じ
、
雇
用
保
険
事
業
の
運
営
に
関
し
、
関
係
行
政
庁
に
建
議
し
、
又
は

そ
の
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

【
第
Ｆ
１
３
条
関
係
】

・
附
帯
事
業
に
お
い
て
、
報
告
徴
収
に
係
る
規
定
を
設
け
て
い
る
例

○
賃
金
の
支
払
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
一
年
法
律
第
三
十
四
号
）

【
第
Ｆ
１
２
条
関
係
】
’

・
労
働
政
策
審
畿
会
へ
の
諮
問
を
規
定
し
て
い
る
例

○
雇
用
保
険
法
（
昭
和
四
十
九
隼
法
律
第
百
十
六
号
）

○
賃
金
の
支
払
の
確
保
等
に
関
す
る
法
杢

（
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
と
の
関
係
）

第
九
条
こ
の
章
に
規
定
す
る
事
業
は
、
型

て
行
う
。

賃
金
の
支
払
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律労

（
障
害
者
職
業
能
力
開
発
校
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
ぬ
第
十
五
条
の
三
、
第
七
十
一
ハ
条
及
び
第
八
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
助
成
等
は
、
雇
用
保

険
法
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
百
十
六
号
）
第
六
十
三
条
に
規
定
す
る
能
力
開
発
事
業
と
し
て
行
う
。

（
労
働
政
策
審
議
会
へ
の
諮
問
）

（
昭
和
五
十
一
年
法
律
第
三
十
四
号
）

一一

働
者
災
害
補
償
保
険
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
十
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
業
と
し

－

j
(

I

し
Q

t
L

二

頁



第
三
十
条
都
道
府
県
知
事
等
は
、
手
当
の
支
給
に
関
す
る
処
分
に
関
し
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
受
給
資
格
者
、
当
該
児
童
若
し
く
は
受
給
資

格
者
の
配
偶
者
若
し
く
は
扶
養
義
務
者
の
資
産
若
し
く
は
収
入
の
状
況
又
は
受
給
資
格
者
、
当
該
児
童
若
し
く
は
当
該
児
童
の
父
若
し
く
は
母
に
対
す

○
児
童
扶
養
手
当
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
三
十
八
号
）

第
二
十
九
条

。
届
月
間
酎
郵

○
雇
用
保
詮

（
報
告
等
）

第
七
十
六
条

七
十
六
条

雇
用
保
険
法

・
金
融
機
関
筆
に
対
し
、
報
告
を
求
垂

○
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
堅

（
調
査
の
嘱
託
及
び
報
告
の
請
求
）

く
し
、
報
告
を
求
め

（
報
告
等
）

第
十
二
条
』
都

練
実
施
者
に
対
し
て
、

３
．
４
（
略
）

た
団
体
に
対
し
て
、

２
行
政
庁
は
、
厚
止厚
生

行
政
庁
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
被
保
険
者
若
し
く
は
受
給
資
格
者
、
高
年
齢
受
給
資
格
者
、
特
例
受
給
資
格
者

若
し
く
は
日
層
受
給
資
格
者
（
以
下
↑
「
受
給
資
格
者
等
」
と
い
う
。
）
若
し
く
は
第
六
十
条
の
二
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
（
以
下
「
教

育
訓
練
給
付
対
象
者
」
と
い
う
。
）
を
雇
用
し
、
若
し
く
は
雇
用
し
て
い
た
事
業
主
又
は
労
働
保
険
事
務
組
合
若
し
く
は
労
働
保
険
事
務
組
合
で
あ
っ

脂
該
当
す
る
者
（
以
下
「
教

働
保
険
事
務
組
合
で
あ
つ

に
お
い
て
、
厚
生
労

は
事
業
主
に
対
し
、

関
係
人
に
、
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

く
は
職
業
指
導
を
行
う
職
業
紹
介
事
業
者
等
又
は
教
育
訓
練
給
付
対
象
者
に
対
し
第
六
十
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
教
育
訓
練
を
行
う
指
定
教
育
訓

１

に
お
け
る
報
告
徴
収
に
係
る
規
定

雇
用
保
険
法
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
百
十
六
号
）

の
資
産
及
び
収
入
の
状
況
に
つ
き
、

官
公
署
に
調
査
を
嘱
託
し
、
又
は

（
資
料
の
提
供
等
）

又
は
出
頭
を
〈 道
府
県
労
働
局
長
、
、

保
護
の
実
施
機
関
及
び
福
祉
事
砿
器
箇
畜
哺

’

労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
受
給
資
格
者
等
を
雇
用
し
よ
う
と
す
る
事
業
主
、
受
給
資
格
者
等
に
対
し
職
業
紹
介
若
し

る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
規
定
を
設
け
て
い
る
例

（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）

誰
誰
噸
難
誰
雛
雛
蒋
雛
覗
誰
雛
鰡
辨
諺
雛
誰
嗜
む
。

労
働
基
準
監
督
署
長
又
は
労
働
基
準
監
督
官
一
は
、
別
に
定
め
る
も
の
を
除
く
ほ
か
、

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
事
業
主
、
労
働
者
そ
の
他
の
関
係
者
に
型

労
働
者
そ
の
他
の
関
係
者
に
対

イ

ト！

保
護
の
決
定
又
は
実
施
の
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
要
保
護
者
又
は
そ
の
扶
養
義
務
者

し、

Ｉ

必
要
な
事
項
を
報
告
さ
せ頁

ー

又



（
厚
生
労
働
省
令
へ
の
委
任
）

第
八
十
二
条
こ
の
法
律
に
規
一

こ
の
法
律
に
規
定

第
十
三
条
労
働
基
準
監
督
官
は
、
こ
の
法
律
を
施
行
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
事
業
場
に
立
ち
入
り
、
関
係
者
に
質
問
し
、
又
は
帳

○
障
害
者
｛

（
報
告
等
）

第
九
条
市
一

九

条

市

町

障
害
者
自

制
瑚

【
第
Ｈ
１
１
条
関
係
】

・
雇
用
保
険
法
の
個
人
（
被
保
険
者
、
受
給
資
格
者
等
）
に
対
す
る
罰
則
規
定

○
雇
用
保
険
法
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
百
十
六
号
）

｛
第
Ｆ
１
４
条
関
係
】

・
附
帯
事
業
に
お
い
て
、
立
入
検
査
に
係
る
規
定
を
設
け
て
い
る
例

○
賃
金
の
支
払
の
碓
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
一
年
法
律
第
三
十
四
号
）

２
労
働
基
準
監
督
署
長
は
、
第
七
条
の
確
認
を
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
職
員
に
同
条
の
事
業
主
の
事
業
場
に
立
ち
入
り
、
関

係
者
に
質
問
さ
せ
、
又
は
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
の
検
査
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
前
二
項
の
場
合
に
お
い
て
、
労
働
基
準
監
督
官
及
び
前
項
の
職
員
は
、
そ
の
身
分
を
示
す
証
票
を
携
帯
し
、
関
係
者
に
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
の
楕
限
は
、
犯
罪
捜
査
の
た
め
に
認
め
ら
れ
た
も
の
と
解
釈
し
て
は
な
ら
な
い
。

簿
、

２
浬

２
．
３
（
略
）

【
第
Ｇ
Ｉ
１
条
関
係
】

・
厚
生
労
働
省
令
へ
の
委
任
に
係
る
規
定

提
出
若
し
く
は
提
示
濁
命
凶

村
等
は
、
自
立
支
援
給
付
に
関
し
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
障
害
者
等
、
障
害
児
の
幅

障
害
者
等
の
属
す
る
世
帯
の
世
帯
主
そ
の
他
そ
の
世
帯
に
属
す
る
者
又
は
こ
れ
ら
の
者
で
あ
つ
た
者
に
対
し
、

洲
劉
副
剛
１
自
立
支
援
給
付
に
関
し
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、

障
害
児
の
保

る
公
的
年
金
給
付
の
支
給
状
況
に
つ
き
、
官
公
署
、
公
的
年
金
給
付
に
係
る
年
金
制
度
の
管
掌
者
た
る
組
合
若
し
く
は
国
家
公
務
員
共
済
組
合
連
合
会

（
立
入
検
査
）

立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）

書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

眉
才
荊
立
学
制
拓
屡
・
共
淵
事
業
目
に
詞

は
受
給
資
格
者
の
雇
用
主
そ
の
他
の
對
嘆

す
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
実
施
の
た
め
必
要
な
手
続
そ
の
他
の
事
項
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
。

、
又
は
当
該
職
員
に
質
問
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

ノ

ノ

芭
雰
α
償
閥
若
Ｌ
ぐ

ご
要
鞍
事
項
の
観
客

護
者
、
障
害
者
等
の
配
偶
者
若
し
く
は

(ー

報
告
若
し
く
は
文
書
そ
の
他
の
物
件
の

は

銀
行
、
信
託
全
罫
堂
呆
Ｗ
他
の
棚

二
四
頁



第
八
十
二
条
保
険
者
は
、
特
定
健
康
診
査
等
を
行
う
も
の
と
す
る
ほ
か
、
こ
れ
ら
の
事
業
以
外
の
事
業
で
あ
っ
て
、
健
康
教
育
、
健
康
相
談
、
健
康
診

査
そ
の
他
の
被
保
険
者
の
健
康
の
保
持
増
進
の
た
め
に
必
要
な
事
業
を
行
う
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
七
十
二
条
の
四
国
及
び
都
道
府
県
は
、
政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
市
町
村
に
対
し
、
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
第
二
十
条
の
規

定
に
よ
る
特
定
健
康
診
査
及
び
同
法
第
二
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
特
定
保
健
指
導
（
第
八
十
二
条
第
一
項
及
び
第
八
十
六
条
に
お
い
て
「
特
定
健
康
診

○
賃
金
の

第
十
九
条

・
附
帯
事
業
に
お
い
て
、
事
業
間
で
費
用
負
担
の
主
体
瀧
異
な
一

・
附
帯
事
業
に
お
い
て
、
そ
の
費
用
を
国
が
負
担
し
て
い
る
例

○
国
民
健
康
保
険
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十
」
二
号
）

第２
保
険
者
は
、
被
保
険
者
の
療
養
の
た
め
に
必
要
な
用
具
の
貸
付
け
そ
の
他
の
被
保
険
者
の
療
養
環
境
の
向
上
の
た
め
に
必
要
な
事
業
、
保
険
給
付
の

た
め
に
必
要
な
事
業
、
被
保
険
者
の
療
養
又
は
出
産
の
た
め
の
費
用
に
係
る
資
金
の
貸
付
け
そ
の
他
の
必
要
な
事
業
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

・
附
帯
事
業
に
お
い
て
、
罰
則
を
設
け
て
い
る
例

【
雇
用
保
険
法
及
一
ぴ
労
働
保
険
の
保
険
料
の
徴
収
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
関
係
】

｜
附
帯
事
業
に
お
い
て
、
事
業
間
で
費
用
負
担
の
主
体
鰯
異
な
っ
て
い
る
例

査
等
」
と
い
う
。
）
に
要
す
る
費
用
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
も
の
の

三
第
七
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
当
該
職
員
の
質
問
に
対
し
て
答
弁
を
せ
ず
、
若
し
く
は
偽
り
の
陳
述
を
し
、
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
検
査

を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
た
場
合

口
二
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
報
告
を
し
、
又
は
出
頭
し
な
か
っ
た
者

三
第
十
三
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
り
若
し
く
は
検
査
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
、
又
は
質
問
に
対
し
て
陳
述
を
せ
ず

、
若
し
く
は
虚
偽
の
陳
述
を
し
た
者

二一一
第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
報
告
を
し
、
又
は
文
書
を
提
出
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
記
載
を
し
た
文
書
を

提
出
し
た
者

た
文
書
を
提
出
し
、
又
は
出
頭
し
な
か
っ
た
場
合

第
六
章
保
健
事
業

第
四
十
四
条
一
の
規
定
に
違
反
し
て
偽
り
そ
の
他
不
正
の
行
為
に
よ
っ
て
日
雇
労
働
被
保
険
者
手
帳
の
交
付
を
受
け
た
場
合

第
七
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
て
報
告
を
せ
ず
、
若
し
く
は
偽
り
の
報
告
を
し
、
文
書
を
提
出
せ
ず
、
若
し
く
は
偽
り
の
記
栽
を
し

文
払
庇
翻
保
等
に
段
す
る
法
律
（
昭
冠
需

次
の
各
号
の
小
ず
れ
か
こ
淡
当
す
る
者
主

9

I

Ｉ

ｒ
ｒ
ｌ

1
1

I

三
分
の
一
に
相
当
す
る
額
を
そ
れ
ぞ
れ
負
担
す
る
。

二
五
頁



３
組
合
は
、
前
二
項
の
事
業
に
支
障
が
な
い
場
合
に
限
り
、
被
保
険
者
で
な
い
者
に
当
該
事
業
を
利
用
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
．
５
（
略

第
二
十
九
条
の
七
（
略
）

○
国
民
健
康
保
険
法
施
行
令

第
三
章
の
三
保
険
料

イ
当
該
年
度
に
お
け
る
療
養
の
給
付
に
要
す
る
費
用
の
額
か
ら
当
該
給
付
に
係
る
一
部
負
担
金
に
相
当
す
る
額
を
控
除
し
た
額
、
入
院
時
食
事

療
養
費
、
入
院
時
生
活
療
養
費
、
保
険
外
併
用
療
養
費
、
療
養
費
、
訪
問
看
護
療
養
費
、
特
別
療
養
費
、
移
送
費
、
高
額
療
養
費
及
び
高
額
介

護
合
算
療
養
饗
の
支
給
に
要
す
る
費
用
の
額
、
前
期
高
齢
者
納
付
金
等
の
納
付
に
要
す
る
費
用
の
額
、
保
健
事
業
に
要
す
る
費
用
の
額
並
び
に

そ
の
他
一
の
国
民
健
康
保
険
事
業
に
要
す
る
費
用
《
（
国
民
健
康
保
険
の
事
務
↓
（
前
期
高
齢
者
納
付
金
等
及
び
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
並
び
に
介
護

納
付
金
の
納
付
に
関
す
る
事
務
を
含
む
。
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
執
行
に
要
す
る
費
用
を
除
く
。
）
の
額
の
合
算
額
（
前
期
高
齢
者
交
付
金

が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
を
控
除
し
た
額
）

ロ
当
該
年
度
に
お
け
る
法
第
七
十
条
の
規
定
に
よ
る
負
担
金
（
後
期
高
齢
者
支
援
金
及
び
介
護
納
付
金
の
納
付
に
要
す
る
費
用
に
係
る
も
の
を

除
く
。
）
、
法
第
七
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
調
整
交
付
金
（
後
期
高
齢
者
支
援
金
及
び
介
護
納
付
金
の
納
付
に
要
す
る
費
用
に
係
る
も
の
を
除

く
。
）
、
法
第
七
十
二
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
都
道
府
県
調
整
交
付
金
（
後
期
高
齢
者
支
援
金
及
び
介
護
納
付
金
の
納
付
に
要
す
る
費
用
に
係

る
も
の
を
除
く
。
）
、
法
第
七
十
二
条
の
四
の
規
定
に
よ
る
負
担
金
、
法
第
七
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
補
助
金
、
法
第
七
十
五
条
の
規
定
に
よ

る
補
助
金
。
（
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
及
び
介
護
納
付
金
の
納
付
に
要
す
る
費
用
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び
貸
付
金
（
後
期
高
齢
者
支
援
金

等
及
び
介
護
納
付
金
の
納
付
に
要
す
る
費
用
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
そ
の
他
国
民
健
康
保
険
事
業
に
要
す
る
費
用
（
国
民
健
康
保
険
の
事
務

の
執
行
に
要
す
る
費
用
並
び
に
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
及
び
介
護
納
付
金
の
納
付
に
要
す
る
費
用
を
除
く
。
）
の
た
め
の
収
入
（
法
第
七
十
二

条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
繰
入
金
を
除
く
。
）
の
額
の
合
算
額

二
～
十
（
略
）

３
～
５
（
略
）

２
法
第
七
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
が
徴
収
す
る
世
帯
主
に
対
す
る
保
険
料
の
賦
課
額
の
う
ち
基
礎
賦
課
額
に
つ
い
て
の
法
第
八
十
一

条
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、

一
当
咳
基
礎
賦
課
額
（
第
五
項
に
規
一

当
咳
基
礎
賦
課
額
（
第
五
項
に
規
定

（
市
町
村
の
保
険
料
の
賦
課
に
関
す
る
基
準
）

号
に
お
い
て
「
基
礎
賦
一

定
し
た
額
で
あ
る
こ
と
。

す
る
基
準
に
従
い
こ
の
項
の
規
定
に
基
づ
き
算
定
さ
れ
る
被
保
険
者
均
等
割
額
又
は
世
帯
別
平
等
割
額
を

減
額
す
る
も
の
と
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
減
額
す
る
こ
と
と
な
る
額
を
含
む
。
）
の
総
額
（
以
下
こ
の
条
及
び
附
則
第
四
条
第
二
項
第
一

号
に
お
い
て
「
基
礎
賦
課
総
額
」
と
い
う
．
）
は
、
イ
に
掲
げ
る
額
の
見
込
額
か
ら
ロ
に
掲
げ
る
額
の
見
込
額
を
控
除
し
た
額
を
基
準
と
し
て
算

’

（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
三
百
六
十
二
号
）

次
の
と
お
り
と
す
る
。

１
４

1

8

二
六
頁



（
保
健
福
祉
事
業
）

第
百
十
五
条
の
四
十
七
市
町
村
は
、
地
域
支
援
事
業
の
ほ
か
、
要
介
護
被
保
険
者
を
現
に
介
護
す
る
者
の
支
援
の
た
め
に
必
要
な
事
業
、
被
保
険
者
が

要
介
護
状
態
等
と
な
る
こ
と
を
予
防
す
る
た
め
に
必
要
な
事
業
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
及
び
指
定
居
宅
介
護
支
援
の
事
業
並
び
に
介
護
保
険
施
設
の
運

第
百
十
五
条
の
四
十
四
制
耐
釧
棚
剛
１
被
保
険
者
が
要
介
護
状
態
等
と
な
る
こ
と
を
予
防
す
る
と
と
も
に
、
要
介
護
状
態
等
と
な
っ
た
場
合
に
お
い
て
も

、
可
能
な
限
り
、
地
域
に
お
い
て
自
立
し
た
日
常
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
支
援
す
る
た
め
、
地
域
支
援
事
業
と
し
て
、
次
に
掲
げ
る
事
業
を

○
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）

第
六
章
地
域
支
援
事
業
等

二
介
護
方
法
の
指
導
そ
の
他
の
要
介
護
被
保
険
者
を
現
に
介
護
す
る
者
の
支
援
の
た
め
必
要
な
事
業

三
そ
の
他
介
護
保
険
事
業
の
運
営
の
安
定
化
及
び
被
保
険
者
の
地
域
に
お
け
る
自
立
し
た
日
常
生
活
の
支
援
の
た
め
必
要
な
事
業

３
～
６
（
略
）

四
被
保
険
者
に
対
す
る
虐
待
の
防
止
及
び
そ
の
早
期
発
見
・
の
た
め
の
事
業
そ
の
他
の
被
保
険
者
の
権
利
擁
護
の
た
め
必
要
な
援
助
を
行
う
事
業

五
保
健
医
療
及
び
福
祉
に
関
す
る
専
門
的
知
識
を
有
す
る
者
に
よ
る
被
保
険
者
の
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
及
び
施
設
サ
ー
ビ
ス
計
画
の
検
証
、
そ
の
心

身
の
状
況
、
介
護
給
付
等
対
象
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
状
況
そ
の
他
の
状
況
に
関
す
る
定
期
的
な
協
議
そ
の
他
の
取
組
を
通
じ
、
当
該
被
保
険
者
が
地
域

に
お
い
て
自
立
し
た
日
常
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
包
括
的
か
つ
継
続
的
な
支
援
を
行
う
事
業

２
市
町
村
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
業
の
ほ
か
、
地
域
支
援
事
業
と
し
て
、
次
に
掲
げ
る
事
業
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

・
附
帯
事
業
が
複
数
の
条
で
規
定
さ
れ
て
い
る
例

●
附
帯
事
業
に
お
い
て
、
事
業
閲
で
費
用
負
担
の
主
体
が
異
な
っ
て
い
る
例

・
附
帯
事
業
に
お
い
て
、
事
業
間
で
費
用
を
負
担
す
る
主
体
の
負
担
比
率
が
異
な
っ
て
い
る
例

・
附
帯
事
業
に
お
い
て
、
そ
の
費
用
を
国
が
負
担
し
て
い
る
例

行
う
も
の
と
す
る
。

一
被
保
険
者
（
第
一
号
被
保
険
者
に
限
る
。
）
の
要
介
護
状
態
等
と
な
る
こ
と
の
予
防
又
は
要
介
護
状
態
等
の
軽
減
若
し
く
は
悪
化
の
防
止
の
た
め

必
要
な
事
業
（
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
及
び
地
域
密
着
型
介
漉
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
除
く
。
）

二
被
保
険
者
が
要
介
護
状
態
等
と
な
る
こ
と
を
予
防
す
る
た
め
、
そ
の
心
身
の
状
況
、
そ
の
置
か
れ
て
い
る
環
境
そ
の
他
の
状
況
に
応
じ
て
、
そ
の

選
択
に
基
づ
き
、
前
号
に
掲
げ
る
事
業
そ
の
他
の
適
切
な
事
業
が
包
括
的
か
つ
効
率
的
に
提
供
さ
れ
る
よ
う
必
要
な
援
助
を
行
う
事
業

三
被
保
険
者
の
心
身
の
状
況
、
そ
の
居
宅
に
お
け
る
生
活
の
実
態
そ
の
他
の
必
要
な
実
情
の
把
握
、
保
健
医
療
、
公
衆
衛
生
、
社
会
福
祉
そ
の
他
の

関
連
施
策
に
関
す
る
総
合
的
な
情
報
の
提
供
、
関
係
機
関
と
の
連
絡
調
整
そ
の
他
の
被
保
険
者
の
保
健
医
療
の
向
上
及
び
福
祉
の
増
進
を
図
る
た
め

一
介
護
給
付
等
に
要
す
る
費
用
の
適
正
化
の
た
め
の
事
業

の
総
合
的
な
支
援
を
行
う
事
業

I

二
七
頁

『



（
市
町
村
の
一
般
会
計
に
お
け
る
負
担
）

第
百
二
十
四
条
（
略
）

第

（
都
道
府
県
の
負
担
等
）

第
百
二
十
三
条
（
略
）

32 32４
市
町
村
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
一
般
会
計
に
お
い
て
、

Ｉ
す
る
。

４
都
道
府
県
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
市
町
村
に
対
し
、

2

ｌ
付
す
る
。

第
三
十
八
条
（
略
）

額
を
負
担
す
る
。

○
介
護
保
険
法
施
行
令

第
六
章
保
険
料

営
そ
の
他
の
保
険
給
付
の
た
め
に
必
要
な
事
業
、
被
保
険
者
が
利
用
す
る
介
護
給
付
等
対
象
サ
ー
ビ
ス
の
た
め
の
費
用
に
係
る
資
金
の
貸
付
け
そ
の
他

の
必
要
な
事
業
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

２
（
略
）

３
油
三
二

前
二
項

市
町
村
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
一
般
会
計
に
お
い
て
、

の
保
険
料
収
納
必
要
額
（
以
下
「
保
険
料
収
納
必
要
額
」
と
い
う
。
｜
）
は
、
計
画
期
間
に
お
け
る
各
年
度
の
第
一
号
に
掲
げ
る
額
の
合
算

額
の
見
込
額
か
ら
第
二
号
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額
の
見
込
額
を
控
除
し
て
得
た
額
の
合
算
額
と
す
る
．

都
道
府
県
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
・
り
、
市
町
村
に
対
し
、

豆’ ｜薯へ

略
…

蕗
一

（
保
険
料
率
の
算
定
に
関
す
る
基
準
）

赤
の
二
国
ほ
、
政
令

弓
以
下
「
介
護
予
防

・
″
可
Ｑ
Ｑ
勺
ｑ
４
タ

ロュロ画■ロ

宇
宙
■
■
■
■
‐
一
宇
■
■
旬
睡
皿
宍
。
一
一
毎
宅

陳
者
負
担
率
に
百
分
の
石

Ｉ
（
平
成
十
年
政
令
第
四
百
十
二
号
）

9

1

1

包
括
的
支
援
事
業
等
支
援
額
の
百
令
尻
二
〒
工
立
に
相
当
制
剣
到
調
割
矧
創
馴
訓
引

日I

援
事
業
（
第
百
十
五
冬

防
事
業
を
除
く
。
）
庁

以
下
「
包
活
的
支
援
章

１
１
‐
、声

す
る
費
用
の
態
の
百
分
祠

の
囚
十
四
第
一
項
第
一
号
に
提
げ
ろ

父
付
す
る
。

到
制
別
劇
劃
側
劉
劉
脚
引
剖
劉
副
．
Ｈ
制

栗
等
支
援
額
一
一
と
い
う
。
）
の
百
分

二
八
頁



４
～
７
（
略
）

二
法
第
百
二
十
一
条
、
第
百
二
十
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
百
二
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
負
担
金
、
法
第
百
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
る

調
整
交
付
金
、
法
第
百
二
十
二
条
の
二
並
び
に
法
第
百
二
十
三
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
交
付
金
、
法
第
百
二
十
五
条
の
規
定
に
よ

る
介
護
給
付
費
交
付
金
、
法
第
百
二
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
地
域
支
援
事
業
支
援
交
付
金
、
法
第
百
二
十
七
条
及
び
第
百
二
十
八
条
の
規
定
に
よ

る
補
助
金
そ
の
他
介
護
保
険
事
業
・
に
要
す
る
費
用
の
た
め
の
収
入
（
介
護
保
険
の
事
務
の
執
行
に
要
す
る
費
用
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
額
の

一
介
護
給
付
及
び
予
防
給
付
に
要
す
る
費
用
の
額
、
市
町
村
特
別
給
付
に
要
す
る
費
用
の
額
、
地
域
支
援
事
業
に
要
す
る
費
用
の
額
、
保
健
福
祉

事
業
に
要
す
る
費
用
の
額
、
財
政
安
定
化
基
金
拠
出
金
の
納
付
に
要
ず
る
費
用
の
額
、
法
第
百
四
十
七
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
基
金
事
業

借
入
金
の
償
還
に
要
す
る
費
用
の
額
並
び
に
そ
の
他
の
介
護
保
険
事
業
に
要
す
る
費
用
（
介
護
保
険
の
事
務
の
執
行
に
要
す
る
費
用
を
除
く
。
）

合
算
額

の
額
の
合
算
額

″
０
■
．
１

，

&

二
九
頁 ／
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